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第75回租税研究大会の開催に当たり，一言ご
挨拶を申し上げます。
本年の大会も，多くの皆様方にご参加いただ
き，心からお礼申し上げます。また，皆様方に
は，常日頃から，当協会の事業活動に深いご理
解と多大なご協力を賜っており，この場をお借
りして，重ねてお礼申し上げます。

さて，日本経済は，コロナ禍からの正常化が
進み，雇用・所得環境の改善とともに回復が続
いておりますが，海外における景気下振れリス
クを含め，不確実要因も引き続き存在しており
ます。
6月に決定された「骨太の方針2023」では，

社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジン
に変えることで，「成長と分配の好循環」を目
指すことが謳われており，そのためには，GX
（グリーン・トランスフォーメーション），DX
（デジタル・トランスフォーメーション）とい
った成長分野への積極的な投資や，「構造的な
賃上げ」「人への投資」への取組などに，官民
が連携して取り組んでいく必要があります。
財政については，少子高齢化に伴う社会保障
支出の増大に加えて，コロナ・物価高騰対策の
ための財政出動により，健全化の道のりは一層
険しいものとなっています。防衛力強化，少子
化対策のための財源についても議論が行われて
おりますが，安易な国債への依存やその場しの

ぎの歳入確保策によることなく，歳入・歳出全
体を見渡した改革が求められるところであり，
エビデンスに基づいた政策立案，効果的・効率
的な支出を徹底するとともに，納税者である国
民・企業に対して，極めて厳しい財政の現状を
分かりやすく伝えるなど，受益と負担のあるべ
き関係について理解を促す取組が欠かせないと
考えます。
次に，令和 5 年度税制改正では，「資産所得

倍増」，「貯蓄から投資へ」との観点から，
NISA（ニーサ）の抜本的拡充・恒久化，スタ
ートアップの育成・支援の観点から，オープン
イノベーション促進税制の拡充などが行われま
した。

会長挨拶
第75回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人 日本租税研究協会会長

宗岡 正二
（日本製鐵株式会社相談役）
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また，より公平で中立的な税制の実現に向け，
所得税について「極めて高い水準の所得に対す
る負担の適正化」，相続・贈与税について「資
産移転の時期の選択への中立性の確保」という
観点からの見直し，国際合意に沿ったグローバ
ル・ミニマム課税の導入等の改正が行われたと
ころです。
一方， 7月には，政府税制調査会において，
わが国の税制の現状と今後の在り方についての
中期答申が取りまとめられ，経済社会の構造変
化も踏まえた，あるべき税制の考え方が示され
ました。
この答申で示された課題や方向性も踏まえつ
つ，今後も，「公平」「中立」「簡素」という基
本原則にのっとって，改革を継続していくこと
が肝要であると考えます。
当協会におきましても，財政や社会保障制度
の抱える構造的課題，経済社会の構造変化を踏
まえ，あるべき税制についての提言を毎年取り
まとめ，公表してきたところであり，これから
も積極的に提言・情報発信を行ってまいりたい
と考えております。
さて，本日からの租税研究大会は，当協会に
おける税・財政に関する調査・研究の成果を発
表・発信する場として，毎年開催しているもの

です。
本日午前の部においては，京都大学名誉教授
の岡村（おかむら）先生から「法人組織再編成
と外国子会社合算課税制度」と題してご報告を
いただきました。
この後開催する討論会「ポストコロナ時代の
税・財政と社会保障」では，当協会の財政経済
研究会での研究成果をもとに，各方面でご活躍
の先生方により，今後の税・財政，社会保障に
ついて討論をいただく予定です。
また，明日は「国際課税を巡る現状と課題」，
「税制改革を巡る現状と課題」と題した 2つの
討論会と，「令和 6 年度　税制改正に関する租
研意見」の解説を予定しております。お話しい
ただくのは，いずれも税制，財政に精通された
方々ばかりであり，それぞれのプログラムが皆
様にとりまして有意義なものとなれば幸いでご
ざいます。
最後になりましたが，ご参加の皆様方のます
ますのご発展とご健勝を心からお祈りするとと
もに，当協会の活動につきまして，今後ともご
支援，ご協力を賜りますようお願い申し上げま
して，大会開催に当たってのご挨拶とさせてい
ただきます。
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1 　はじめに

本日のテーマは、「法人組織再編成と外国子
会社合算課税制度」といたしました。重心は外
国子会社合算課税制度（以下「CFC税制」と
いい、対象となる外国子会社を「CFC」とい
います。）の方にあります。全体の内容を一言
で申しますと、CFC税制による二重課税がど
のように生じるかを分析し、その防止のための
立法論とともに、納税者にできること、特に組
織再編成を利用して可能なことを検討しよう、
ということになります。
今日、外国に子会社を有する企業は、例外な
く、CFC税制の適用を受ける、または、受け
ないように書類などを揃える、という負担の下
にあります。CFC税制は、かつてはOpt-out可
能でした。すなわち、平成 4年度改正までは、
ブラックリスト方式でしたから、そのような国
に子会社を作らなければ、CFC税制のことは
最初から考える必要はありませんでした。また、
平成21年度改正までは、CFC税制の対象は留
保所得でしたから、利益を配当してしまえば、

この税制の適用はありませんでした。配当すれ
ば、回避できたのです。さらに、この制度の対
象となる外国子会社は、平成29年度改正までは、
特定外国子会社等と呼ばれていたもので、原則
として事業実態のない会社でした。しかし、29
年度改正で部分対象外国関係会社が対象に加え
られました。部分対象外国関係会社というのは、
それまでの特定外国子会社等には含まれないよ
うな会社、つまり、実態のある外国関係会社を
いいます。もちろん、税負担割合や所得の内容
などにより適用免除などがありますので、結果

報告� 9 月19日㈫・午前

法人組織再編成と外国子会社合算課税制度

独立研究者＊

岡村　忠生

＊　京都大学名誉教授、長島・大野・常松法律事務所顧問
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として適用範囲は改正前とそれほど変わらない
のですが、その免除を得るために、相当の事務
負担が生じるようになりました。
考えてみますと、平成21年度改正による外国
子会社配当益金不算入制度は、国際的二重「非」
課税のリスクを、 2つの側面で増加させたとい
えるでしょう。ひとつは、損金算入配当の問題
です。配当をする外国子会社が、その外国の制
度により損金に算入される配当を日本の親会社
に支払った場合、この制度の導入当初は、それ
でも日本は益金不算入としていました。各国の
税制は、その国ごとに完結しているのだから、
外国が配当をどのように扱っていても日本の制
度は影響を受けない、という考え方に基づくも
のです。テリトリアル・システムの考え方を突
き詰めれば、そのようなことになるのかもしま
せんが、結果として国際的二重非課税が生じま
すので、BEPS問題への対応を進めている今日
では、認められる考え方ではありません。そこ
で、損金算入配当は、平成28年度改正で益金不
算入とされました。そして、支払国で損金に算
入された配当は、経済的な実態のある活動に基
づくものか否かを問わず、日本で課税を受ける
ことになりました。
しかし、このとき積み残されたのが、外国子
会社において課税を受けていない利益から行わ
れた配当です。このような配当も、もし日本で
益金不算入とされれば、二重非課税になります。
しかし、平成28年度改正では、このような配当
を益金不算入の範囲から除外することは行いま
せんでした。その理由はおそらく、配当原資の
利益が非課税であったかどうかは、損金算入配
当のように簡単に判断できないこと、非課税で
はない軽課税をどう扱うかも問題となることな
どから、こちらの問題はCFC税制の領域にあ
り、損金算入配当のような対応は適切ではない
と考えられたためと推測されます。その背後で
は、BEPSとして問題となる課税権の侵害をど

う理解するかが、問われていました。この種の
二重非課税、つまり、配当原資への非課税ない
し軽課税と子会社配当益金不算入制度の結果と
して生じる二重非課税は、その後、Pillar2のミ
ニマム課税により対処されることになりますが、
当時は、CFC税制の課題と考えられていたと
思われます。CFC税制は、特にPillar2が具体化
するまでに行われた改正の際、複雑で重い課題
を課されていたということができます。
さて、CFC税制の強化を謳ったBEPS�Action3
の2015年Final�Reportは、CFC課税による二重
課税問題も取り上げました1。この問題は、そ
れ以前からも指摘されていたのですが、Final�
Reportは、次の 3つの場合を指摘しました。第
1 は、CFCに対する法人所得課税と、国内親
会社に対するCFC課税です。これについては、
各国とも間接外国税額控除により概ね解消して
いるとしています。ただし、日本では、CFC
が日本に支店を設けて国内源泉所得を獲得した
場合に二重課税が生じ、支店に対する日本の課
税は外国税ではないため外国税額控除の対象と
はならないことから、二重課税が生じることが
問題とされました。これを扱った東京高判平成
27年 2 月25日訟月61巻 8 号1627頁については後
に触れますが、平成29年度改正による措法66条
の 7第 4項で、立法による措置が行われました。
第 2 に、CFC課税の国際的重複による二重

課税があげられます。これは、一番はっきりし
た国際的二重課税です。現状では、間接外国税
額控除で排除できるかが問題で、次の 2で検討
します。
第 3 に、CFC課税が既に行われている所得
からの配当や、課税済所得が留保されたことか
ら生じる株式譲渡益に対する課税が指摘されて
います。この類型の二重課税は、国内で通常の
法人税が課された法人からの配当やその法人の
株式譲渡益についても生じます。また、外国の
通常の法人税でも生じます。OECDのこの報告

1　OECD,�Designing�Effective�Controlled�Foreign�Company�Rules,�Action3�–�2015�Final�Report,�65-69（2015）．
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書の見方は、配当と株式譲渡益は、いずれも法
人が獲得した利益から生じるのだから、二重課
税の判断においても、同列に置こうというもの
です。ヨーロッパでは、このように論じられる
傾向が強いと思います。これに対して、日本や
アメリカの法人所得課税では、配当と株式譲渡
益は別に論じられ、配当は全部または一部を益
金不算入とするが、株式譲渡益は課税をすると
いう扱いが定着しています。ただし、日本の
CFC税制では、部分対象外国関係会社につい
てのみ、持分25％以上の株式の譲渡益が課税の
対象から除外されています（措法66条の 6第 6
項 4号）。
組織再編税制は、この株式譲渡益（と、みな
し配当）への課税を繰り延べる作用をします。
さらに、平成30年度改正で、CFC税制において、
一定の株式譲渡益を控除、つまり、非課税とす
る改正が行われました（措令39条の15第 1 項 5

号）。では、CFC間での配当の益金不算入（法
令上は控除）や組織再編税制、また、株式譲渡
益の非課税（法令上は控除）は、国際的二重課
税に対応できるでしょうか。移転価格税制では、
相互協議などにより二重課税を取り除く努力が
なされてきましたが、CFC税制では、それと
は対称的に（といってもいいのでしょう）、な
ぜ国際的二重課税が残ってしまうのか、それを
取り除くにはどうすればいいのかについて、以
下で考えてみることにします。

2 　�CFC課税の重複による国際
的⼆重課税

2-1．�⼆重課税排除の方針…源泉地国課税権の
優先

Figure7.1は、Action3のFinal�Reportにある
ものです。
これを見ると、CFC課税による国際的二重
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課税がどのようなものかが明らかです。この状
況は、たとえば、日本法人が米国に頂点親会社
のある多国籍企業を買収したような場合に、実
際に生じている二重課税です。この図では、A
国とB国のいずれにもCFC税制があり、C�Sub
は、A�ParentとB�SubのCFCとして合算対象に
なっています。C�Subには100の所得があり、
他に所得はありません。税率はA国30％、B国
20％、C国10％です。この場合、税収は、A国
20（30-10）、B国10（20-10）、C国10、合計40（40
％）になります。A国もB国も、C国との関係
では二重課税を排除しています。C国の課税は、
間接外国税額控除の対象だからです。しかし、
A国とB国の間では、このメカニズムは働きま
せん。Final�Reportは、A国が、B国の課税も
税額控除すべきだと提言しています（para.�
129）。源泉地国に近い国の課税権を優先させる
という考え方で、外国税額控除の原則です。こ
の場合、あるべき税収は、A国10、B国10、C
国10、合計30（30％）になります。また、仮に
B国の税率が40％、他は同じとすると、あるべ
き税収は、A国 0、B国30、C国10、合計40（40
％）となります。このためには、A国がB国の
CFC課税も外国税額控除の対象とすることが
考えられます。

2-2．間接外国税額控除の方法
では、どうやってA国がB国CFC課税に対す
る追加的な外国税額控除を認めるのでしょうか。
税額控除するのは、形式的にはB国の税額です
が、実質的にはどう考えるべきでしょうか。追
加的な税額控除の基礎となる所得は、どの法人
のものと見るべきでしょうか。
まず注目されるのは、Final�Reportの69頁注
2 の記述です。そこには、この分析（A国の税
収を最初の例では10とすべきこと）は、A国に
は、税率によるCFC課税の免除がない、また
は、カットオフ税率が20％超であると前提して
いる、という記述があります。Final�Reportの
提言は、B�SubがA国のCFC課税を受けること

を前提としています。では、B�SubがA国の
CFC課税を受けるとして、その所得はいくら
でしょうか。A国から見れば、C�Sub以外には
固有の所得はないとしているので、ゼロになり
ます。しかし、B国法人税（CFC課税を含む。）
では、100になります。CFCの所得の計算には、
日本では、A国の法人税法を適用する方法と、
現地の法人税法を適用し、必要な調整を加える
方法があり、後者の方法については、現地法人
税法のCFC課税を除くような調整は、日本の
措置法には設けられていません。その場合、
100を二重カウントするようなことになるので
しょうか。いずれにしても、B�Subの支払うB
国税に対する間接外国税額控除は可能か、が問
題となります。
ここで考えられる論理は、A国がB�Subにも
C�SubにもCFC税制、というより、その考え方
を適用するというものです。つまり、C�Subの
所得は、B�Subに帰属しているのであって、C�
Subには帰属していないという見方です。もし
そうなら、C�Subに対するC国税も、B�Subに
課されたものと考えられます。さらに、CFC
税制は合算課税であり、B�SubはC�Subの所得
を合算されていることから、C�SubはB�Subの
一部分と扱い、合わせて100の所得と20（後の
例では40）の外国税が課されている、として間
接外国税額控除をすることはどうでしょうか。
いずれにしても、以上は、B�Subを間接外国税
額控除の対象とするという方向での考え方です。
次に、もうひとつの道として、B�Subの支払
うB国税は、C�Subの所得に課されたものであ
るから、これをC�Subに対する課税と捉え、C�
Subに対する間接外国税額控除の対象とできな
いか、という方向が考えられます。現在の日本
では、C�Subについて間接外国税額控除の対象
となる外国税には、C国以外のものも含まれる
余地があります。さきほど、CFCの獲得した
国内源泉所得に対する二重課税に対して、平成
29年度改正による措法66条の 7第 4項で対応が
行われたことに触れましたが、この考え方を拡
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張し、CFC課税によって他の国に吸引される
所得に対する外国税にまで範囲を広げることに
なります。
いずれにしても、このタイプの国際的二重課
税を排除するためには、CFC課税が、ある法
人に生じた所得を別の法人に課税している実体
を捉えて、間接外国税額控除の対象とする必要
があることになります。また、以上の考察は、
会社単位のCFC課税を考えていますが、取引
（所得）単位の場合については、さらに検討が
必要となります。

2-3．実定法の確認
間接外国税額控除の規定である措置法66条の
7第 1項について、上記の問題意識から、税額
控除可能な範囲を確認したいと思います。必要
な部分を抜き書きすると、

第六十六条の七　前条第一項各号に掲げる内
国法人が、前条��の規定の適用を受ける場
合には、当該内国法人に係る外国関係会社の
所得に対して課される外国法人税の額のう
ち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応
するものとして政令で定めるところにより計
算した金額��は、政令で定めるところによ
り、当該内国法人が納付する控除対象外国法
人税の額とみなして、同法第六十九条及び地
方法人税法第十二条の規定を適用する。

この規定は、まず、「外国関係会社の所得に
対して課される外国法人税」と述べており、こ
の条の 4項 1・ 2号（先ほど述べた平成29年度
改正で設けられた規定）の「当該外国関係会社
に対して課される」のように納税義務者を限定
してはいません。このことから、「外国関係会
社の所得に対して課される外国法人税」を「C�
Subの所得に対して課されるB�SubのB国法人
税」のように読めるか、を問うことになります。
もし外国語に訳すのであれば、ここでの「外国
関係会社」と「外国法人税」は複数形か、B�

SubとC�Subとをまとめてよいかが問題です。
しかし、施行令を見ると、外国税額控除は、
外国関係会社ごとに計算するものと考えられて
おり、「C�Subの所得に対して課されるB�Subの
B国法人税」のような読み方は、できないよう
に思われます。措置法66条の 7 第 1 項は、「当
該外国関係会社の課税対象金額に対応するもの
として政令で定めるところにより計算した金
額」として政令委任をしており、これを受ける
措令39条の18第 3 項は、「外国関係会社につき
その適用対象金額を有する事業年度の所得に対
して課される外国法人税の額」と規定していま
す。この中に「C�Subに係る適用対象金額を有
する事業年度の所得に対して課されるB国法人
税の額」を含められるかが問題です。つまり、
B�Subの間接外国税額控除について、「外国関
係会社」をC�Subと読めるか、つまり、「その」
の被指示語は何かが問題となるわけです。しか
し、こう見ると、やはりこの読み方には無理が
あり、そうすると、B国CFC課税については、
二重課税が残ることになります。政令は、法律
の委任の範囲を越えて外国税額控除の対象を限
定している、という立論はありえますが、法律
も国際的二重課税は考えていなかったようにも
思えます。
なお、先に取り上げた東京高判平成27年 2 月
25日から、これは判示事項ではないのですが、
重要な部分をあげておきます。

　これらの規定の⽂言からすると、我が国の
法人税は、上記控除に係る「外国法人税」に
は当たらないということになる。� �
　しかし、上記外国法人税額の控除の制度の
趣旨に照らすと、措置法66条の 7の規定が、
外国の法令を根拠とするもので、必ずしも我
が国の法人税と同一のものとはいえない外国
法人税額の控除を認めながら、我が国の法人
税額の控除を認めない趣旨のものと解するこ
とはできない。同規定が、外国法人税額の控
除についてのみ明記しているのは、内国法人
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が軽課税国に子会社を設立して経済活動を行
い、当該子会社に所得を留保することによっ
て、我が国における税の負担を回避しようと
するタックス・ヘイブンについて対策を講じ
るという制度の設計上、ほとんどの場合、外
国法人税額の控除が問題になるからであると
解され、上記外国法人税額の控除の制度の趣
旨に照らし、同規定は、当該子会社に国内源
泉所得が生じ、我が国の法人税が課されるこ
ととなるという例外的な場合にも、当然、そ
の法人税額について外国法人税額と同様に扱
うことをその内容とするものと解すべきであ
る（いわゆる当然解釈が妥当する。）。（下線
は筆者）� �
　なお、租税法規はみだりに規定の⽂言を離
れて解釈すべきものではなく（最高裁平成22
年 3 月 2 日第三小法廷判決・民集64巻 2 号
420頁参照）、非課税とすべき場合を定める規
定（納税者の負担を減免する規定）について
もこれをみだりに拡張解釈すべきものではな
い（最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判
決・民集27巻10号1333頁参照）が、租税法規
であるからといって当然解釈がおよそ許され
ないと解することはできず、措置法66条の 7
の規定（昭和53年に新設されたもの）につい
ては、その規定の趣旨に照らし、上記のとお
り解するのが相当である。

下線部は、いわゆる「当然解釈」として、外
国税額控除については、日本の租税も外国税に
該当すると述べています。
ちなみに、みずほ銀行事件東京高裁判決（東
京高判令和 4年 3月10日金判1649号34頁）は、
この事件での合算課税は、「措置法66条の 6 の
趣旨ないしタックス・ヘイブン対策税制の基本
的な制度趣旨や理念に反するものであり、正当
化できないというほかない」、「課税対象金額は
存在しないと解するのが、タックス・ヘイブン

対策税制の基本的な制度及び理念、そして、こ
れを踏まえた措置法66条の 6の趣旨に照らして
相当であり、これに反する限度で措置法施行令
39条の16第 1 項、 2項を本件に適用することは
できない」として、納税者の請求を認容しまし
たが、このような特徴ある判決が出てくるのは、
CFC税制の問題を示しているとも思われます2。

3 　�CFC課税済所得に基づく配
当・株式譲渡益に対する課税

3-1．配当の控除
CFCのCFC税制による課税済所得が、CFC
のグループ内で配当され、または、株式譲渡益
として実現した場合の二重課税を検討します。
ここでは、CFC課税を行った国と、配当・株
式譲渡益課税を行う国とが、異なる場合を検討
対象に含めます。
まず、配当控除ですが、日本の制度では、二
系列があります。平成21年度改正で導入された
外国子会社配当益金不算入制度に対応して設け
られた規定と、それまでから存在したCFC課
税の重複を避けるためのものです。
まず、第一の系列について、法令を確認しま
す。法律は、措置法66条の 6第 2項 4号です。

四　適用対象金額�特定外国関係会社又は対
象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく
所得の金額につき法人税法及びこの法律によ
る各事業年度の所得の金額の計算に準ずるも
のとして政令で定める基準により計算した金
額（以下この号において「基準所得金額」と
いう。）を基礎として、��調整を加えた金
額をいう。

この規定が定める適用対象金額とは、CFC
課税の対象となるCFCの所得の金額です。こ
れを受ける政令は、措置法施行令39条の15第 1
項 4 号（およびこれを引用する同条 2 項17号）

2　なお、最高裁は、11月 6 日に、納税者を敗訴させる判決を下した。
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です。関連部分を抜き書きします。

四　当該各事業年度において子会社（他の法
人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社
が保有しているその株式等の数若しくは金額
の占める割合又は当該他の法人の発行済株式
等のうちの議決権のある株式等の数若しくは
金額のうちに当該外国関係会社が保有してい
る当該株式等の数若しくは金額の占める割合
のいずれかが百分の二十五以上であり、か
つ、その状態が当該外国関係会社が当該他の
法人から受ける法人税法第二十三条第一項第
一号及び第二号に掲げる金額（同法第二十四
条第一項の規定の例によるものとした場合に
これらの号に掲げる金額とみなされる金額に
相当する金額を含む。）の支払義務が確定す
る日以前六月以上継続している場合の当該他
の法人をいう。）から受ける配当等の額（そ
の受ける配当等の額の全部又は一部が当該子
会社の本店所在地国の法令において当該子会
社の所得の金額の計算上損金の額に算入する
こととされている配当等の額に該当する場合
におけるその受ける配当等の額を除く。）

適用対象金額の計算では、この金額が控除さ
れます（実質的には益金不算入）。法人税法の
外国子会社配当益金不算入（法人税法23条の 2）
に相当する規定です。当然のことながら、この
配当には、外国のCFC課税を受けていたCFC
からの利益の配当が含まれますので、この限り
では、CFC課税の二重課税が防止されます。
むしろ、懸念されるのは、二重非課税です。
この二重非課税は、最初に述べたように、外国
子会社配当益金不算入制度では対応できず、
CFC税制の方に投げられたものです。すなわち、
この規定による配当控除は、配当原資に対する
日本や外国による課税の有無を見ていません
（法人税法での外国子会社配当益金不算入と同
様、見ているのは、配当損金算入の有無）。軽
課税国のCFCで、日本または外国のCFC課税

がなかったような配当であっても、要件を満た
せば、やはり控除の対象となります。国際的二
重非課税がある範囲では残ってしまう、という
より、事業実態があって部分合算の対象になら
ければ、二重非課税が生じてもよい、というの
が、平成21年改正後のCFC税制だと思います。
これは、Pillar2と決定的に異なるポイントです。
ただし、現在のPillar2には、まだ二重非課税が
残る部分はあります。
次に、第二の系列、すなわち、外国子会社配
当益金不算入制度とは別に、CFC課税の重複
を避けるための規定として、「控除対象配当等
の額」（措令39条の15第 3 項）があります。こ
の規定は、平成21年改正前から存在していまし
たが、改正後は、基本的には、第一の系列とし
て説明した配当控除の制度で控除できなかった
ものを扱う、言い換えれば、第一の系列として
説明した配当控除に加えて、これから説明する
第二の系列の配当が控除できる、という構造に
なっています。
内容を見ましょう。措置法施行令39条の15第
3 項の規定は、 1〜 4号から成っています。ま
ず、 1号です。

一　当該外国関係会社が当該各事業年度にお
いて当該内国法人に係る他の外国関係会社
（第一項第四号に規定する子会社に該当する
ものを除く。以下この号及び次号において「他
の外国関係会社」という。）から受ける配当
等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等
の額の支払に係る基準日の属する事業年度
（以下この項において「基準事業年度」とい
う。）の配当可能金額のうち当該外国関係会
社の出資対応配当可能金額を超えない場合で
あって、当該基準事業年度が法第六十六条の
六第一項に規定する課税対象金額（以下この
節において「課税対象金額」という。）の生
ずる事業年度である場合　当該配当等の額

この控除の対象となる配当をする法人は、「他
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の外国関係会社」であり、それは、「第一項第
四号に規定する子会社に該当するものを除く。」、
つまり、上記で第一の系列として説明した外国
子会社配当益金不算入制度に基づくものは排除
されています。たとえば、 6箇月の継続保有要
件が満たせない子会社は、「第一項第四号に規
定する子会社」には該当しないので、「除く。」
ことにはならない、そうすると、「他の外国関
係会社」に該当して、こちら（措令39条の15第
3 項 1 号）の対象になります。もうひとつは、
対象は「他の外国関係会社」であって、「他の
外国子会社」とは書かれていないということで
す。つまり、持分が10％しかない外国関係会社
や持分はないが実質支配をしている外国関係会
社も、「第一項第四号に規定する子会社」には
該当しないので、この規定による配当控除の対
象となります。
「配当可能金額」については、この政令の 4
項に定義があります。これも、簡略化して引用
します。

一　配当可能金額　外国関係会社の各事業年
度の適用対象金額に当該適用対象金額に係る
イからハまでに掲げる金額の合計額を加算し
た金額から当該適用対象金額に係るニ及びホ
に掲げる金額の合計額を控除した残額をい
う。� �
イ　第一項（第四号に係る部分に限る。）
��の規定により控除される第一項第四号に
掲げる金額� �
ロ　前項の規定により控除される同項に規定
する控除対象配当等の額� �
ハ　略（移転価格税制に関する調整）� �
ニ　当該各事業年度の剰余金の処分により支
出される金額（法人所得税の額及び配当等の
額を除く。）� �
ホ　当該各事業年度の費用として支出された
金額（法人所得税の額及び配当等の額を除
く。）のうち第一項若しくは第二項の規定に
より所得の金額の計算上損金の額に算入され

なかつたため又は同項の規定により所得の金
額に加算されたため当該各事業年度の適用対
象金額に含まれた金額

つまり、上記で引用した「適用対象金額」
（CFC課税の対象となるCFCの所得金額）に、
第一の系列として上記で述べた規定（「イ」の
部分）により当該CFCが受取配当として控除
された金額と、第二の系列である施行令39条の
15第 3 項の規定（「ロ」の部分）により当該
CFCが受取配当として控除された金額とを加
算、つまり、控除されなかったことにします。
そして、そこから、剰余金の処分と損金不算入
の支出の金額を減算することになります。この
減算は、処分や支出があった以上、配当はでき
ないから、配当可能金額にはなり得ないという、
それだけの理由によると思うのですが、もう少
し見てみましょう。
まず、剰余金の処分に関する「ニ」を見ます。
ここでの「剰余金の処分」は、「配当等の額を
除く」ものですので、たとえば、持分の保有で
はなく、実質支配により「他の外国関係会社」
となっているCFCから、利益の分配や資本の
払戻しを受ける場合が考えられます。株主たる
地位に基づかないものは、法人税法上の「配当
等」ではないので、受取側では通常の課税を受
け、支払側では損金算入できないと思われます。
そして、配当可能金額を減算するので、その枠
を使って受取側で非課税となる配当をすること
はできないことになります。次の「ホ」も、法
人税では「その他流出」とされているのもので、
同様に、支払側で損金算入不可となるものです。
ではここで、国際的二重課税との関係で、 2
点指摘します。ひとつは、「ニ」の括弧書で減
額されないことになる「法人所得税の額」です。
この額には、外国の法人税が含まれます（措令
39条の15第 1 項 2 号括弧書）。法人所得税の額
（支払った税額ではなく、「課される税」）は、
適用対象金額の計算でいったん控除されますが
（同項 1号に損金算入否認規定がない。）、直ち
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に加算されるので（同項 2 号）、適用対象金額
に含まれます。そして、「ニ」の括弧書で、減
算はないということになります。この結果、利
益のうち、外国に納税することになる部分は、
配当可能金額から減算はしない、したがって、
その分、受取側で控除されるCFCからの配当
の額が増加することになります。ただし、この
「法人所得税の額」は、当該CFCに課された
ものです。その親会社が所在地国で受けたCFC
課税の税額で当該CFCに係るものは、含まれ
ません。
もうひとつは、より重要な点で、ひとつ前の
枠囲みで引用した措置法施行令39条の15第 3 項
1 号が控除のために求めている「課税対象金額
の生ずる事業年度」に行われた配当という要件
です。ここでは具体的に、日本法人がM&Aに
よりCFCのグループを買収した場合を考えま
す。一番単純な例として、完全子会社とした
CFC1があり、その直下に買収前から完全子会
社CFC2があって、CFC2は既に他の国のCFC
税制による課税を受けて課税済みの所得を留保
していたが、買収後、それをCFC1に配当した
場合を想定します。

親会社��
　｜� �
CFC1��
　｜� �
CFC2�

この例では、CFC1とCFC2との間には完全
支配関係がありますから、普通に考えれば、第
一の系列による控除が受けられそうです。第一
の系列による控除では、配当原資が日本の
CFC課税を受けていたか否かは問題になりま
せん。したがって、この控除が受けられるので
あれば、CFC2の買収前の留保利益からの配当
も、受取側（CFC1）に対する日本のCFC課税
では非課税となります。しかし、ここでは、た
とえば株式継続保有要件が満たせないといった

事情があって、それが使えない場合を想定しま
しょう。そうすると、CFC2は、「第一項第四
号に規定する子会社に該当するものを除く」外
国関係会社になり、第二の系列の適用可能性が
出てきます。
措置法施行令39条の15第 3 項 1 号の要件は、
あくまでも配当の行われた年度に課税対象金額
が生じていることを求めているのであって、そ
の原資が基準事業年度のCFC課税の対象とな
った所得であることまでは要求していません。
ただし、「配当可能金額のうち当該外国関係会
社の出資対応配当可能金額を超えない場合」と
いう限定があります。CFC2はCFC1の完全子
会社ですので、CFC1の出資対応配当可能金額
＝CFC2の配当可能金額になります。そうする
と、この規定で控除できるのは、この配当可能
金額、おおまかには、日本のCFC課税を受け
た金額（適用対象金額）まで、となります。こ
れを超える部分については、次の 2号に規定が
あります。適宜抜き書きします。

二　��を超える場合　当該他の外国関係会
社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対
応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年
度のものから順次当該配当等の額に充てるも
のとして当該配当等の額を当該各事業年度の
出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業
年度ごとに区分した場合において、課税対象
金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金
額から充てるものとされた配当等の額の合計
額

問題としているのは、買収前に生じたCFC2
の留保利益からの配当です。CFC2には、買収
前（日本法人の関係外国会社となる前）にも各
事業年度があり、また、配当可能金額の計算も
可能です。しかし、「課税対象金額の生ずる事
業年度」は、日本の課税のことですので、買収
後になります。そうなると、買収前の留保利益
は、控除される配当の原資としては、使えない
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ことになります。したがって、タックス・プラ
ニングとしては、時機を待って、CFC2が第一
の系列の控除ができる外国関係会社となってか
ら、配当をすることになります。これは、国際
的二重課税を避けるための正当なプランニング
です。
以上の検討から、日本のCFC課税の配当控
除に関する規定には、外国子会社配当益金不算
入制度の持つ二重非課税の可能性と、CFC課
税の重複による国際的二重課税の可能性のどち
らもが存在することが分かります。そして、二
重課税については、納税者の工夫で避けられる
場合があることも分かりました。

3-2．配当等の概念と法人性
日本は、みなし配当という外国にはない制度
をもつため、外国会社が支払う配当が日本の租
税法上の配当に該当するかどうか、また、資本
の払戻しや自己株式の取得で、配当と株式譲渡
損益がどのように生じるかについての判断が、
特に買収直後には難しいと考えられます。出資
や配当、組織再編成など、株主と法人との固有
な取引をどのように規律するかは、法人税の最
も重要な部分として、それぞれの国がその国の
やり方で行っており、同種の問題は、外国でも
生じていると思われます。また、買収後に、そ
の国のCFC税制などに応じて企業グループを
整理する（Post-Merger�Integration,�PMI）の
要望もあると思われます。この点は、後に述べ
ます。こうしたことから、イギリスでは、買収
後12ヶ月、CFC税制の適用を猶予する制度が
設けられています3。
配当等を支払う法主体（外国関係会社）の法

人性、つまり、その主体が日本で法人と扱われ
るか否かの問題もあります。配当控除の対象と
なるのは、配当等です。そもそも配当等に該当
しなければ、控除の対象にはなりません。です

から、パートナーシップや信託などのパス・ス
ルー組織体から利益の支払いを受けたとき、こ
れを非課税とすることを直接定めた規定はあり
ません。非課税を主張するには、日本にパス・
スルー税制が存在しないことから、法人税法11
条（実質所得者課税の原則）や12条（受益者信
託）の規定に基づく議論が必要になります。そ
して、その場面で、平成30年度改正で設けられ
た企業集団等所得課税規定（措令39条の15第 6
項）の 3号がどう作用するかも問題となります。
そのような例として次のものを掲げましたので、
これで考えてみましょう。

米国親会社Pは、米国民事法上の信託である
Sと、その下にある子会社Bを有しており、Sは
米国課税上、チェック・ザ・ボックス規則によ
り透明扱いを受けているものとします。したが
って、米国CFC課税はB＋Sの所得に適用され
てきたことになります。なお、この例では、米
国CFC課税を受けているとしていますが、Sを
透明にしてBを一体化することで、事業要件等
を充足して米国CFC課税を避けることが、し
ばしば行われています4。
内国法人Xは、Pグループを買収し、その直
後、SからPに信託収益が分配されたとします。
Pは特定外国関係会社に該当するものとします。
PがSから受け取った金員は、日本の外国子会
社合算課税制度の適用対象金額に算入されるか

3　英国内国歳入庁INTM224100参照。� �
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm224100

4　増井良啓「米国両議院税制委員会の所得移転事例研究を読む」租税研究734号252頁（2010年）参照。

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   1223304944-1第75回租税研究大会記録.indb   12 2023/12/15   14:19:472023/12/15   14:19:47



―13―

否かが、ここでの問題です。Pは、米国法人で
すが、日本のCFC課税の対象であるとします。
この信託収益の分配が、日本のCFC課税の対
象に算入されない、されるの両方の立場を考え
ましょう。
第一の考え方は、課税がないという結論です。

まず、Sは日本でも信託であるから、法人税法
12条が適用され、信託収益は、買収得前に既に
Pに帰属している、したがって、信託収益の分
配は非課税となります。信託収益が、既にPに
帰属していたからです。次に、仮にSが信託に
該当しないのであれば、実質所得者課税の原則
（法法11条）を根拠に、やはりBが所得を獲得
した時点で、既にPに帰属していたと考えるこ
とができます。ですので、この場合も、分配は
非課税といえます。
第二の考え方は、課税があるという結論です。

まず、かなり荒っぽい議論ですが、双輝汽船事
件（最判平成19年 9 月28日民集61巻 6 号2486頁）
（CFC課税を受ける子会社の損失は、親会社
に帰属しないとした判決）の趣旨から、CFC
税制の対象については、実質所得者課税の原則
の適用はないと考えます。CFC税制が実質所
得者課税の原則を全面的に上書きしていると考
えるわけです。次に、仮にSが権利義務の帰属
主体であるなら、法人税法上の法人であるから、
分配は配当ではあるのですが、この配当は、以
下の要件を満たせず、控除不可となります。す
なわち、第一の系列の配当控除については保有
期間 6ヶ月の要件を満たせない、第二の系列の
配当控除についても上記の「課税対象金額の生
ずる事業年度」の要件が（おそらく）満たせな
い、ということになります。
さらに、この場面での企業集団等所得課税規
定の第 3号の作用を検討しましょう。

三　外国法人の所得を当該外国法人の株主等
である者の所得として取り扱うこととする当
該外国法人の本店所在地国の法令の規定

企業集団課税規定は、措置法施行令39条の15
（適用対象金額の計算）の第 2 項（CFCの所
得計算を日本の租税法ではなく、本店所在地国
の法人所得税に関する法令に従って行うことを
認め、その場合に行うべき調整について規定し
ている規定）、39条の17の 2 （外国関係会社に
係る租税負担割合の計算）の 2項 1号イ（法人
所得税がある国のCFCについて本店所在地国
の外国法人税に関する法令により税負担率を計
算方法の規定）、および、外国税額控除に関す
る39条の18（外国関係会社の課税対象金額等に
係る外国法人税額の計算等）などにおいて言及
されており、本店所在地国にそのような規定が
あった場合には、その適用が排除されます。な
お、企業集団課税規定の 1 項はCFCの所在地
国の連結納税、 2項はそれ以外の国の連結納税
制度にCFCが含まれてしまう場合を規定して
います。この 2 項は、外国のCFC税制も含む
のではないかと思うのですが、財務省の解説は
もちろん、解説書などにも、そのような記述は
見当たりません。
設例に戻って、ここでの企業集団等所得課税
規定は、米国のチェックザボックス規則になり
ますので、この信託がたとえば事業信託
（Business�Trust）として米国租税法で法人と
扱われるのであれば、日本でも法人となる、と
いうわけです。
ここには、 2つの問題があります。第一に、
この第 3 号は、「当該外国法人の本店所在地国
の法令の規定」としています。信託に「本店」
は観念しにくいのですが、事業信託のようなも
ので管理支配の拠点が軽課税国にあるとすると、
準拠法は米国ではなく、その軽課税国になりま
す。そうすると、米国でチェックザボックス規
則の適用を受けていたとしても、関係ないこと
になります。しかし、そうではなく、組織体が
基づく組織法を提供した国、つまり米国となる
可能性もあるかもしれません。Sという信託は、
米国法上の契約だから、米国において存在する
が、軽課税国にそのような組織がなければ、軽
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課税国には（法的には）存在しないといった論
理です。
第二に、より深い問題ですが、米国のように
民事法に基づかずに組織体の分類（entity�
classification）をしている国について、この規
定がどう作用するのかが問われると思われます。
米国では、租税法上は、チェックザボックス規
則の適用を外したとき、事業信託は法人扱いで
すが、日本のCFC税制として、それをそのま
ま受け容れるのか、つまり、そうすることが企
業集団等所得課税規定 3号を設けたことの意味
なのか、それとも、米国法上の事業信託につい
て、LPS事件のような法人性の審査をするのか、
ということです。しかし、もし後者だとすると、
では、何のために企業集団等所得課税規定 3号
があるのか、また、信託税制との関係はどうな
るのか、という、かなり厄介な問題が出てきそ
うです。
それから、第二の考え方として述べた以上の
こととは別に（以上が成り立たないとしても）、
Sが日本法上の信託に該当することの主張立証
は困難かもしれません。つまり、何を立証すれ
ば、日本の信託になるのかよく分からないわけ
です。そうなると、SからPが受け取った金銭は、
Pの何らかの収益であり、控除または非課税と
する規定はないので、課税の対象となるとされ
る恐れがあります。
それから、企業集団等所得課税規定 3号は、
ハイブリッド・ミスマッチを拡大する方向に働
かないか、と懸念されます。米国CFC課税で
は透明扱いされているものを、日本のCFC課
税では法人扱いする（ことがある）というわけ
ですから。この規定は、もともとは、米国国内
において、倒産隔離等のために挿入された子会
社がチェック・ザ・ボックス規則により透明扱
いされている場合について、税負担率の計算の
場面を考えて設けられた規定だと思うのですが、
この例のように、軽課税国に、米国など当該軽
課税国以外の法域の組織法に基づく組織体が存
在する場合、この 3号が関係するのかしないの

かを含めて、議論の余地があるとともに、双輝
汽船事件判決が残した問題、というより、日本
のCFC税制を所得の帰属に関する規定と見る
のかどうかといった、かなり根本的な問題が表
出するように思われます。企業集団等所得課税
規定 3号については、さらに検討が必要です。

4 　�組織再編成による⼆重課税の
防止

4-1．�特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡
利益額の控除（免税特例）

特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡利益
額の控除（免税特例）（措令39条の15第 1 項 5 号、
2項18号）の制度は、平成30年度改正で導入さ
れたものです。目的は、買収後に保有すること
になった「ペーパー・カンパニー等」（特定外
国関係会社または対象外国関係会社）の整理
（PMI）の促進にあるとされています。この制
度による譲渡益の控除、すなわち非課税ですが、
その対象となるのは、次の譲渡（「特定譲渡」）
です。
①�譲渡人は、特定外国関係会社または対象外
国関係会社
②�譲渡物は、一定の部分対象外国関係会社
（「特定部分対象外国関係会社」）の株式
③�譲受人は、CFC課税を受ける内国法人（親
法人）またはその部分合算対象外国関係会
社
これらに加えて、その譲渡が特定関係発生日

（過半数支配の開始日、通常は買収の日）から
2年以内に行われ、譲渡の主体が清算中若しく
は 2年以内の解散が見込まれること、または、
非関連者によるベーパー・カンパニー等の株式
等の全部取得が見込まれること、株式譲渡の目
的、基本方針などの計画書を提出すること、と
いった要件が課されています。
しかし、その中で注目されるのは、部分対象
外国関係会社（譲渡される株式の発行法人）の
みなし配当事由（合併、分割型分割、解散によ
る残余財産の分配など）により金銭その他資産
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の交付を受けた譲渡でないこと（受ける主体は
譲渡人と解されます。）という要件（「特定事由
非該当要件」）です（同条 1項 5号ホ）。あらか
じめ注意しておきたいのは、ここで挙げられて
いるみなし配当事由としての合併や分割は、外
国法に基づくものにならざるを得ないことです。
これまで、外国法上の合併などへの組織再編税
制の適用が議論されていましたが5、この特例
は、みなし配当事由として、この問題をさらり
と片付けています。つまり、外国法に基づく合
併などの組織行為は、日本の法人課税でも合併
などとして扱うというわけです。そうすると、
それらは、適格要件を充足すれば、適格組織再
編成になるはずです。このことは、適格現物分
配についてはそのように扱わないことがわざわ
ざ規定されていること（措令39条の15第 1 項 1
号第 1括弧書による法人税法62条の 5第 3〜 6
項の除外）からもいえると思います。なお、適
格現物分配については、定義規定で、現物分配
法人は内国法人に限られています（法法 2条12

号の15）。それから、たとえば米国のC型組織
再編成や取得D型組織再編成6で、米国の会社
法上は合併に該当しないものが、日本の法人税
法上の合併に該当するかどうかなど、法人税法
上の組織行為の概念については、議論の余地が
あると思われます。
この免税特例がどのような場合を想定してい
るかについて、財務省の資料を掲げます。
この図では、DとEが事業会社（部分対象外
国関係会社）、Cが「ペーパー・カンパニー」（特
定外国関係会社または対象外国関係会社）、A
とBが地域統括会社（部分対象外国関係会社）
になっています。D株の譲渡によりDをAの子
会社にしてから、Cを清算するというシナリオ
です。この場合に、D株の譲渡益を非課税にす
るというわけです。もちろん、AにおけるD株
取得価額は、時価にステップアップします。
CFC課税の国際的二重課税の観点から見る
と、非課税となるD株の譲渡益の元になってい
るのは、Dの有する留保利益です。Dの所得が

� 出所：財務省「平成 30年度税制改正の解説」684頁

5　検討として、たとえば、日本公認会計士協会「組織再編税制の国際的側面について」租税調査会研究報告第10号（2003
年）、租税研究協会�国際的組織再編等課税問題検討会「外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱いにつ
いて」租税研究753号65頁（2012年）がある。

6　IRC�§368�⒜�⑴�🄒, 🄓．
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買収前の頂点親会社の所在地国のCFC課税の
対象となっていたとすると、この免除特例によ
り、さらに日本のCFC課税を受けることが避
けられます。
なお、既に触れましたが、部分対象外国関係
会社については、25％以上の持分のある法人の
株式の譲渡益がCFC課税の対象から除外され
ています（措法66条 6 第 6 項 4 号）。ですので、
順番を変えて、C株を譲渡してCをAの子会社
にしてからCを解散するとか、あるいは、Cを
解散してBがD株の清算分配を受けてから、そ
のD株をAに譲渡する、というシナリオでも、
前者でのC株、後者でのD株の譲渡については
非課税になります。
次の段階として、Cに関する免税特例の要件
があります。すなわち、①�Cが清算中であるか、
②�解散をするか、③�C株式の全部が非関連者
に譲渡されることが必要です。いずれの場合に
も、せっかくCが非課税で取得したD株譲渡対
価ですから、さらに課税を受けずに親会社まで
戻してくることが目標となります。順番は前後
しますが、③については、Bは部分対象外国関
係会社ですので、C株式の譲渡益は非課税です。
①と②については、残余財産の分配に対する課
税関係がCとBに生じます。このうち、Cにつ
いては、完全親会社への分配ですので適格現物
分配になりそうですが、前述のように適格には
なりません。ただし、このシナリオの限りでは、
CはD株譲渡対価を現金で得ているので、含み
損益の課税は問題になりません。Bについては、
みなし配当課税が生じます。これはCの解散に
よるものですので、上記の特定事由非該当要件
とは関係がありません（対象となるのはDのみ
なし配当事由）。Bにおいて、配当とみなされ
た部分は、持分25％以上の子会社からの配当で
すので非課税、株式譲渡益とされる部分も同様
に非課税です。CがBとの合併により解散する
場合は、わざわざ金銭を交付するなどがない限
り、適格合併となって課税関係は生じません。

4-2．�組織再編成と⼆重（三重）課税排除の可
能性

上記の例で、地域統括会社とされているBの
所在地国（B国）がCFC税制を有しているとし
ましょう。ぺーパー・カンパニー（C）や事業
法人（D）の所得が、B国のCFC課税（留保利
益に課されていた買収前のものを含む。）と、
買収後の日本のCFC課税の二重課税を受ける
ことを、どこまで防止できるかの検討をします。
Dには留保利益（B国CFC課税の課税済み）が
あり、これを反映する含み益がCの有するD株
に生じているとします。上記「 2　CFC課税
の重複による国際的二重課税」で検討したよう
に、買収後にB国のCFC課税を受けてしまうと、
二重課税の排除は、ほぼ不可能です。この点で、
Cを解散整理してグループを事業会社だけにし
ておくことは、買収後のB国CFC課税を防ぐた
めにも必要です（ただし、これは、B国のCFC
税制が日本に類似する場合のことで、もし取引
アプローチに基づくものであれば、そうとは言
い切れないことに注意が必要です。）。ここでは、
この例のようにCを解散してグループ構造を整
理することが、日本だけでなく、B国のCFC課
税をなるべく受けない方向に沿うものと考え、
できあがりは、この例と同じものを目指します。
その場合、免税特例は、金銭対価の譲渡が念頭
にあるようですが、金銭が動くと外国で課税を
受ける可能性が高まりますので、法人組織行為
により、お金を使わない（金銭を対価としない）
方法を考えておくことが必要です。
その方法をあらかじめ整理します。まず、順
番として、①DをCの子会社の状態で解散し、
Dの事業を受け入れたCを法人として移転する
方法と、②Dの事業（資産負債）または③D株
式をAに移転し、Cを解散する方法が考えられ
ます。次に、法人組織行為への課税から、α）
資産（事業）の移転への課税と、β）法人（株式）
の移転への課税があります。α）では、みなし
配当課税が問題となります。
①のDの解散には、合併ではない解散と合併
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による解散があります。合併ではない解散とし
て残余財産の分配を行うと、金銭その他資産の
交付が生じます。残余財産の分配には、合併な
どとは異なり、適格資産や非適格資産のような
概念がありません。適格か非適格かは、完全支
配関係の有無で決まります。このケースでは、
CはDを完全支配していますが、前述のように
Dは外国法人ですから適格現物分配にはならな
いので、Dには分配資産の譲渡損益への課税、
Cにはみなし配当課税と株式譲渡損益課税が生
じます。Cに対する株式譲渡損益課税について
は、DからCに残余財産として金銭等が交付さ
れるので、免税特例の適用はありません。Cの
みなし配当となる部分は、25％以上の持分があ
るので、控除（非課税）されます。以上で、日
本の課税が 2 回生じます。ただし、Cが分配を
受けたD資産の取得価額は時価になります。こ
れに加えて、B国のCFC課税があり得ますので、
これを加えると 3回の課税になります。
Dの解散をCによる吸収合併として行う場合、
Cの有するD株は抱合株式ですので、譲渡損益
は計上されず（法法61条の 2 第 3 項）、資本金
等の額に増減する処理が行われます（法令 8条
1 項 5 号）。つまり、CのDに対して行っていた
投資の簿価が失われることになります。これは、
抱合株式に対する法人税法の通常の処理で、合
併の適格・非適格を問いません。ですので、合
併については、上記の例では、免税特例は関係
がないことになります。なお、この合併は通常、
適格となるので、その時点での課税はありませ
んが、Dにあった資産の簿価が引き継がれます。
以上のいずれでも、CはDの事業を受け入れ
ているので、もはやペーパーカンパニーではな
く、部分対象外国関係会社になると思われます。
BがAに対してCの株式を譲渡する場合には、
前述したようにBに対する日本のCFC課税はあ
りません（措法66条の 6 第 6 項 4 号）。Aが取
得したC株式の取得価額は時価となります。な
お、BによるC株式の譲渡に対して、B国によ
る課税（CFC課税ではありません。）の可能性

はあります。これを、日本が間接外国税額控除
（措法66条の 7）できるかどうかは、Bに課税
対象金額が生じているかなどの場合によります。
②のDの事業（資産負債）をAに移転する方
法として、AがDを吸収合併することが考えら
れます。合併対価は、法人グループの形を維持
するために、内国法人株式を使う三角合併にな
ると思われます。AとDの間には同一の者（内
国法人）による完全支配関係があるので、通常
は適格になり、課税はありませんが、AはDの
資産を簿価で受け入れます。その後、BはCを
解散し、AはD事業を子会社として分社化しま
す。Cの解散によりBに生じるみなし配当およ
びC株譲渡益に対する日本のCFC課税はありま
せん。しかし、解散するCの保有資産の含み損
益に対するCFC課税はあります。Aが行う分社
化については、適格現物出資または適格分社型
分割となって、課税はありません。
ここまでの方法では、Dに対して、α）の課
税（資産移転への課税）が問題となり、Dには
潜在的にみなし配当事由が生じていました。な
お、Dの分割型分割は、検討不要と思われます。
以下は、β）の課税（D株式の移転への課税）
が問題となる方法です。
③のD株式をAに移転する方法として、まず、
CがD株をAに対して現物出資することが考え
られます。CとAは外国法人ですので、このと
きの適格要件は複雑です（法法 2 条12号の14）。
しかも、三角型の適格現物出資はないので、C
が対価としてA株を受け取ると、グループの構
造が崩れます。いうまでもなく現物出資も譲渡
ですので、むしろ、非適格にして免税特例を使
った方が、D株が時価にステップアップするの
で有利になります。非適格でよいのであれば、
Aが交付する対価を親会社（日本法人）株式と
すれば、グループの構造を保つことができます
（この取引は、現物出資とはいわないと思いま
すが）。そして、この後、Cを解散することに
なりますが、このときの残余財産の分配は適格
にはできず、Cへの課税の可能性があります。
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現物分配を受けるBについては、25％以上の持
分がありますので、みなし配当も株式譲渡益も
非課税になると思われます。もちろん、いずれ
の取引段階についてもB国の課税は考えられま
す。
D株をAに移転する方法として、次に、Cの
分社型吸収分割によることが考えられます。こ
の分割は、三角型が可能であり、AとCの間に
は同一の者（内国法人）による完全支配関係が
あるので、通常は適格となります。ただし、A
のD株取得価額は、Cにおける簿価を引き継ぎ
ます。また、Cが対価として受け入れる内国法
人株式の取得価額も、それまでのD株取得価額
です（法令119条 1 項 7 号）。この結果、D株含
み益は二重化され、将来の課税の可能性が二重
になります。含み益の二重化には注意が必要で
す。なお、この取引は、Cの分割型吸収分割と
しても、ほぼ同じです。分割の日のうちにBが
対価株式の交付を受けることになるだけです。
分割移転割合を 1とする分割型吸収分割、つ
まり、CをAが吸収合併することも考えられま
す。これも、内国法人株式を対価とする三角合
併となり、通常は適格です）。適格にはなりま
すが、D株式は簿価で移転します。合併に似た
方法として、Cの分割型分割により、AがD株
を取得することも考えられます。この場合も、
対価を内国親法人株式とする三角型適格合併に
なりますので、この時点では課税関係は生じま
せんが、D株は簿価で移転します。Bが対価と
して得る内国法人株式の取得価額は、Bにおけ
るC株取得価額になります。D株含み益は、C
株含み益ともなっているはずなので、そうだと
すると、含み益の二重化が起こります。
株式交換により、AがDを取得することも考
えられます。この場合も対価は内国法人株式（三
角株式型交換）になり、通常は適格です（適格
でなければ、Dの時価評価課税があります。）。
適格とすると、D株は簿価で移転し、Aにおけ
る取得価額となります（法令119条 1 項10号イ）。
また、Cが対価として受け取った内国法人株式

の取得価額は、それまで保有していたD株の取
得価額になります（法令119条 1 項 9 号）。つま
り、D株含み益がCに残ります。この結果、D
株含み益は二重化されます。株式交付は、不完
全な株式交換ともいえますが、交付する株式を
完全親会社株とする三角型にはできないので、
検討の必要はないと思われます。
以上のようにβ）の場面を見ると、基本的に
はD株の現物出資と見られますが、分割型分割
や合併では、Cの資産の移転としての課税関係
が生じています。いずれにしても、移転は適格
となり、その時には課税がありませんが、D株
含み益が二重化される問題が生じます。また、
B国のCFC課税やBに対する課税により、さら
に課税を受ける可能性に注意すべきです。最悪
の場合、二重化された含み益に対して日本が課
税をし、さらにB国税が加わることがあり得ま
す。

5 　おわりに

本日の報告では、CFC税制の国際的な重複
による二重課税について検討をし、現在の制度
では、その排除が極めて困難であることを、
様々な場面で説明できたと思います。特に懸念
されるのは、CFCを含む外国の法人グループ
を買収した後も、外国のCFC課税を受け続け
るという状況であり、その解消については、特
定外国関係会社と対象外国関係会社に認められ
た免税特例、部分対象外国関係会社に認められ
た一定の株式の譲渡益の非課税、そして、組織
再編税制を活用することになります。適格組織
再編では、その時は課税がありませんが、含み
益が二重化することに注意が必要です。
また、多くの場合、既に外国のCFC課税を
受けている留保利益が買収したCFCに存在し、
さらにその留保利益が、株式含み益の形で上位
のCFCにもある、いわば多重化していること
が考えられ、これをどのようにして、二重課税、
三重課税を受けないように、日本の親会社に還
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流するかが重要です。配当やみなし配当につい
ては、 2つの系列の配当控除がありますので、
その要件をよく検討する必要があります。
この配当控除に関しては、配当とは何か、延
いては、法人とは何かの問題があり、外国でパ
ス・スルー組織体と扱われている事業体に対す
る企業集団等所得課税規定第 3号の作用がどう
なるのかが課題として残されています。そして、
その背後では、所得の帰属に関する法人税法11
条がCFC税制によって（どこまで）上書きさ
れているのか、さらに、信託所得の帰属に関す
る同法12条についてはどうか、といった問題が
控えています。
CFC税制と所得の帰属の関係について申し
上げると、CFC税制は、かつては課税繰延べ
の防止で説明され、その趣旨で組み立てられて
いました。これを、平成21年改正以後において
どのように見るのか、現在のCFC税制は、所
得の帰属に関するルール（多数説だと思います
が）と見てよいのかが問われています。もしそ
うなら、個人に対するCFC課税も同じなのか
という問題に加えて、法人についても、たとえ
ば、部分対象外国関係会社が課税を受ける項目
が列挙されていますが（措法66条の 6 第 6 項）、
これらが課税を受けることは、帰属、少なくと

も、課税要件論における帰属の問題として説明
できるのか、とりわけ、同項11号に規定された
形式上は積極的所得であるものについても、あ
る計算で算出されたその一部だけが日本に帰属
する、と説明できるのかが、厳しく問われます。
視野を広げて、CFC課税とPillar2との関係、
役割分担についても、検討が必要かもしれませ
ん。Pillar2 が まだ影も形もなかった頃、
Action3�Final�Reportが、（抽象的に）BEPSリ
スクが認められるという理由で、合算項目に入
れる検討を勧告し、日本もそれに従ったものが
あります。今述べた 6項11号の所得もそうです。
これらは積極的所得ですが、BEPSリスクのあ
る所得が紛れ込んでいる可能性がある、という
ことで合算対象とされたのだと思います。しか
し、このようなBEPSの抽象的危険については、
今日では、ミニマム・タックスとしてのPillar2
で対応すべきであり、それで十分ではないかと
考えられます。
最後に、CFC税制については、それぞれの
法人グループに合わせた丁寧なプランニングが
必要であり、そのためには、高度の専門的知見
が要求されることを述べて、閉じさせていただ
きたいと思います。ご静聴をありがとうござい
ました。
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討論会 1 � 9 月19日㈫・午後

ポストコロナ時代の
税・財政と社会保障
（財政経済研究会報告）

小澤�氏（司会）

駒村�氏 土居�氏

林�氏 大森�氏

●参加者

	 慶應義塾大学経済学部教授	 駒村　康平
	 慶應義塾大学経済学部教授	 土居　丈朗
	 東京大学大学院経済学研究科教授	 林　　正義
	 お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授	 大森　正博

	 司会　慶應義塾大学名誉教授	 小澤　太郎
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はじめに

（小澤）　ただ今、ご紹介いただきました司会
を務めます小澤です。本日は、よろしくお願い
いたします。さて、皆さまご承知のとおり、政
府は 6月13日に、こども・子育て政策の基本的
考え方を提示する「こども未来戦略方針」を決
定いたしました。そこでは、徹底した歳出改革
を進めることで、実質的な追加負担を生じさせ
ないことを目指し、この政策のための財源確保
を目的とした消費税等の増税はしないと明言さ
れております。そして、安定財源を確保するま
で、必要に応じて「こども特例公債」を発行す
るとのことです。他方、防衛財源確保法が 6月
16日、参議院本会議で成立し、防衛費増額に対
処すべく、4.6兆円の税外収入が確保されまし
た。ただし、税外収入、決算剰余金、歳出改革
だけでは防衛費増額分を賄うには十分ではあり
ませんが、政府によれば、不足分はいずれ、法
人税、所得税、たばこ税を増税して確保すると
のことです。今回は、衆議院の解散時期につい
ての臆測もあり、政府与党として財源確保のた
めの増税を前提にしにくかった事情があったに
せよ、上記の支出増についての財源に関する論
議が不十分であってよいはずがありません。議
論が持ち越されることで、最終的には国債に頼
る構図が現実味を帯びてくることを深刻に受け
止めねばならないと思います。
ところで、現在、既に新型コロナウイルス感
染症の位置付けが 2類相当から 5類に変更され、
わが国もいや応なくポストコロナ時代を迎えつ
つありますが、そうなる以前のより早い時期か
らコロナ後を見据えて、税・財政と社会保障の
問題を再点検する必要があるというのが、私ど
もの問題意識でありました。そこで、2021年11
月11日に開催した新シリーズ初回の研究会で、
ポストコロナ時代の税財政と社会保障を全体テ
ーマとすることを決定いたしまして、 6名のメ
ンバー、私の他に、國枝先生、土居先生、中里

先生、林先生、山重先生による12月 8 日の新春
座談会「ポストコロナにおける財政再建の道筋」、
これは、『租税研究』の2022年 2 月号に掲載さ
れておりますが、この座談会を経て、翌年の
2022年の 2月より、夏や年末年始の時期を除い
て、月に 1回のペースで研究会を開催し、財政
経済研究会のメンバー間で研究発表や討論を重
ねてまいりました。ただし、研究発表の最初の
3回は、外部講師の方をお招きしました。2022
年の 2月10日の会合では、経済産業研究所のフ
ァカルティフェローでもおられる早稲田大学政
治経済学術院の有村俊秀教授、 3月10日の会合
では、明治大学公共政策大学院の田中秀明専任
教授、 4月14日の会合では、名古屋大学大学院
経済学研究科の齊藤誠教授に、それぞれご講演
いただいた次第です。
それでは、時間も限られておりますので、早
速報告に入らせていただきます。土居先生、駒
村先生、林先生、大森先生の順番でお願いした
いと思います。なお、土居先生には、各論ご担
当分の他に財政・税制の総論も含めていただき、
また、駒村先生にも、各論ご担当分の他に社会
保障の総論も含めてお話しいただければと思い
ます。それでは、土居先生、よろしくお願いい
たします。

Ⅰ．�2020年代の税・社会保障改
革の課題

（土居）　皆さま、こんにちは。慶應義塾大学
の土居と申します。本日は、この租税研究協会
の大会でお話をさせていただく機会を頂きまし
て、誠にありがとうございます。それでは、た
だ今、小澤先生からご指名がございましたとお
り、私が主査をしております財政・税制につい
ての研究の要約と、私自身も、その中で研究発
表をいたしましたので、その部分についてお話
をさせていただきたいと思います。
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1 ．はじめに
研究会での財政・税制の分野では、 6つの研
究論⽂が報告書に掲載されております。詳細は
報告書をご覧いただければと思いますけれども、
簡単にまずお話をさせていただきます。特に、
最初の 4つにつきましては、税制について議論
をしているものであります。
まず、第 1節は、東京大学の林先生に資産課
税の考え方と題した論考を書いていただきまし
た。これは、後ほど林先生にご登壇いただいて、
より詳しくご説明を頂けるものと思いますけれ
ども、わが国で資産課税がありますけれども、
その資産課税が資産格差を是正するという観点
で、どのような形で機能しているのかというと
ころを中心に、外国の研究を引用しながら、外
国での研究結果を日本に援用したときにどのよ
うな含意が得られるかというところをこの論考
では展開されています。詳しくは林先生のご説
明をお聞きいただければと思います。
第 2節は、中央大学の國枝先生に「国際的な
デジタル課税の理論的基礎」と題しまして、ま
さに今、デジタルビジネスに対する課税につい
て、国際的にさまざまに議論されておりますけ
れども、その理論的基礎について論考をまとめ
ていただきました。それから、第 3節は専修大
学の中野先生に、不動産課税についてのお話。
タワマンの課税とか、いろいろ最近でも議論が
ありますけれども、その資産評価についての論
考であります。第 4節は、この後私から詳しく
説明いたしますけれども、「2020年代の税・社
会保障改革の課題」ということで、医療と介護
に焦点を当てまして、その税財源が十分に現行
税制で賄い切れるのかというところを議論いた
しました。それから、第 5節は、上智大学の中
里先生に、「日本経済の現状と財政金融政策の
今後の道行きについて」ということで、特に金
融政策では、量的緩和政策がずっと続いてきた
わけでありますけれども、この後、これを縮小
するなり終わらせるなりするというところで、
どういうことが政策効果として起きるのかとい

うことについて言及があります。そして、第 6
節は青山学院大学の西川先生に、「膨張する財
政支出の効率化」と題しまして、書いていただ
きました。
以下、時間が限られておりますので、私のと
ころについて詳しくお話をいたします。

2 ．2040年を見据えた社会保障の将来見通し
〔ベースラインケース〕（資料①－ 3ページ）
皆さまご承知のように、2040年には高齢者の
数がピークになると言われております。これは、
団塊ジュニア世代が高齢者になるという時期と
重なっているわけであります。既に2018年、新
型コロナの前ですけれども、政府は「2040年を
見据えた社会保障の将来見通し」というものを
出しまして、資料①－ 3としてご覧いただいて
いるような、社会保障給付が今後どうなるかを
試算しております。もちろん、今年、社会保障・
人口問題研究所（社人研）が人口推計を更新い
たしましたので、その人口推計に基づいた将来
見通しのアップデートというものが今後期待さ
れるわけでありますけれども、現時点での政府
の最新の数字というのは、このようなものにな
っております。例えば、2025年には140兆円、
2040年には190兆円という給付が必要になって
くるというところであります。

2040年を見据えた社会保障の将来見通し
単位：兆円

(ベースラインケース)

2040202520182015
73.259.956.754.9年年金金

68.547.439.237.7医医療療（（計計画画ベベーースス））

25.815.310.79.4介介護護（（計計画画ベベーースス））

13.110.07.912.8子子どどもも子子育育てて

9.47.76.7そそのの他他

190.0140.2121.3114.9合合計計

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）、社会保障
人口問題研究所「社会保障費用統計2015年」を基に筆者作成

（実績値）

3

資料①－ 3ページ
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〔ベースラインケース・計画ベース〕（資料①
－ 4ページ）
これらの財源がどうなっているかについても、
これは強い仮定をおいての計算です。つまり、
今の仕組みと同じように、税財源と保険料財源
をお互い出し合うということを前提としたもの
でありますけれども、例えば、2040年には医療
費では公費、つまり税財源で32兆円余、保険料
財源で36兆円余、必要になる。介護では、2040
年に税財源である公費で14兆円余、保険料で11
兆円余を必要とするということが試算として出
されております。ただし、これらは、当然なが
ら増税が約束されているわけでもありませんし、
保険料率の引き上げが約束されているわけでも
ありません。今後、しっかり給付と負担のバラ
ンスを見極めながら、その金額について、しっ
かりと国民の間で納得を得ながら必要とあれば、
増税なり、社会保険料の引き上げというものを
していかなければ、これだけの財源は賄えない
というものであります。あくまでも計算上の数
字ということですから、果たして本当にこれだ
けの金額をその年までに賄うことができるのか
ということであります。もちろん、必要のない
増税はする必要がないわけですけれども、果た
して現行の税制、税率のままで2040年の金額を
賄い切れるのだろうかというところが、今回の
私の研究の主なテーマということであります。

2040年を見据えた社会保障の将来見通し

対対2018比比
204020252018

29.368.547.439.2計
医医
療療

15.132.221.617.1公費
14.236.325.822.1保険料
15.125.815.310.7計

介介
護護

8.314.28.55.9公費
6.811.66.94.8保険料

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）を基に筆者
作成

4

単位：兆円

(ベースラインケース・計画ベース)

資料①－ 4ページ

〔ベースラインケース〕（資料①－ 5ページ）
あと、年金とか他の社会保障分野のものもご
ざいます。ただ、ここでは医療と介護に焦点を
当ててお話を続けたいと思います。

2040年を見据えた社会保障の将来見通し

対対22001188比比
204020252018

18.070.658.752.6計
年年
金金

4.017.214.613.2公費
14.053.444.139.5保険料
70.1187.3139.0117.2計負負

担担
計計

33.480.357.846.9公費
36.8107.081.270.2保険料

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）を基に筆者
作成

5

単位：兆円

(ベースラインケース)

資料①－ 5ページ

3．医療と介護で財源は工面できるのか
まさに、財源が工面できるかどうかというと
ころがこれからのお話の中心であります。

（1）将来の世代別税・保険料負担の推計
〔将来の世帯別税・保険料負担の推計〕（資料
①－ 7ページ）
元になるデータは、私が2020年に出した論⽂

で、既にそのバックデータとなるものを導出し
ております。例えば、消費税の税収が2040年に
どれぐらいになるのかというのを計算するとい
うことになりますと、そもそも、まず人口構造
がその間に変化いたしますので、人口構造の変
化、特に世帯構造の変化です。総務省の消費動
向指数、これは有名な家計調査よりも、より精
緻に消費動向を捉えている指数ですけれども、
これに基づいて 1世帯当たりの消費額が求めら
れますので、それに対して消費税の税率を掛け
算して、それだけの税収が入ってくるとか、あ
とは、社会保険料です。社会保険料は、厚労省
の国民生活基礎調査に基づいておりますけれど
も、こういった負担を、2018年、つまりコロナ
直前の動向を踏まえた上で、その後の世帯数の
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変動を反映して、2040年にどれぐらいの財源が
確保できるかということを探究しております。

将来の世代別税・保険料負担の推計

• 土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源
への影響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」
報告書』, 第８章.
https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy20
19/jinkou_report08.pdf

• 総務省「消費動向指数」、厚生労働省「国民生活基礎
調査」等を基に、2018年度の世帯主年齢階級別１世
帯当たりの消費税・社会保険料負担額を推計

• 今後の世帯数の変動を反映して2040年度までの社会
保障財源の推移を推計

7© Takero Doi.

資料①－ 7ページ

〔世帯主年齢階級別 1 世帯当たり消費支出の
推計 2 人以上世帯・支出年額〕（資料①－ 8
ページ）
一例ということで、消費動向指数から私が試算

した結果として、世帯主年齢階級別に見ますと、
例えば、消費額でいいますと、29歳以下では469
万円というのが年間の消費額となりますし、50代
が一番消費額が多いとか、そういう動向が導ける
わけであります。2018年度というのは、まだ全て
の品目が 8％という税率で、軽減税率がなかった
ときでありますので、軽減税率が導入されること
を想定して、逆算した形で軽減税率品目の消費
額も別立てで計算できるようにしてあります。

8

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と経済成
長に関する研究会」報告書』, 第８章.

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

754,9243,722,9364,690,988～29歳
1,013,8584,544,3375,471,25530～39歳
1,227,4375,242,8096,275,52840～49歳
1,276,6545,419,8346,518,57750～59歳
1,335,1034,884,5385,559,70260～69歳
1,298,3233,910,5514,453,06470歳～

２人以上世帯・支出年額

© Takero Doi.

資料①－ 8ページ

〔世帯主年齢階級別 1世帯当たり消費支出の推
計単独世帯・支出年額〕（資料①－9ページ）
資料①－ 8は、 2人以上世帯ですけれども、
資料①－ 9のスライドは単独世帯での消費額に
なります。こうして、特に高齢化が進むにつれ
て、高齢単身世帯が増えるという予測もござい
ますので、それがきちんと私の推計に反映でき
るように推計しております。

9

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

359,9402,273,4152,884,828～29歳
433,8532,444,0673,219,80130～39歳
509,1442,615,9483,324,58340～49歳
547,2922,618,2943,163,48250～59歳
647,1772,567,4853,032,72860～69歳
683,7432,224,1902,552,81470歳～

単独世帯・支出年額

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と経済成
長に関する研究会」報告書』, 第８章.

© Takero Doi.

資料①－ 9ページ

〔世帯主年齢階級別 1 世帯当たり消費支出の
推計総世帯・支出年額〕（資料①－10ページ）
全ての世帯の平均で捉えますと、例えば、29
歳以下の世帯主年齢階級での消費税の支払額は、
約324万円とかという数字が導出できます。

10

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

437,5682,558,2963,239,801～29歳
884,8394,077,1434,970,43230～39歳

1,078,4334,697,8875,663,37740～49歳
1,061,6174,593,8595,529,39850～59歳
1,139,0394,224,1594,839,49460～69歳
1,060,2543,257,3083,716,96870歳～

総世帯・支出年額

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

© Takero Doi.

資料①－10ページ
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〔世帯主年齢階級別 1 世帯当たり消費支出の
推計総世帯・消費税負担額〕（資料①－12～
13ページ）
2018年度は全ての品目で 8％ですけれども、
今は標準税率が10％になっていますので、そう
いう形で、10％でもし課税されたならば、これ
ぐらいの消費税の 1世帯当たり支払額になると
いう計算をまず基礎として出しております。消
費税以外にも、所得税、個人住民税、社会保険
料についても、「国民生活基礎調査」等を用いて、
世帯主年齢階級別に 1世帯当たりの負担額を推
計しています。

12

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費税負担額の
推計

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

年額10%対象品目8%対象品目世帯主年齢

228,776196,36432,412～29歳
361,127295,58465,54430～39歳
415,019335,13579,88440～49歳
405,698327,05978,63850～59歳
370,033285,65984,37360～69歳
281,968203,43178,53770歳～

総世帯・消費税負担額 単位：円

© Takero Doi.

資料①－12ページ

〔世帯主年齢階級別 1 世帯当たり消費支出の
推計〕（資料①－14～15ページ）
それを踏まえて、世帯主年齢階級別の世帯数
の将来推計が、当時、社人研から出されており
ましたので、これに掛け算する形で、単独世帯、
それからその他世帯数がこのように変動するこ
とを踏まえまして、消費税の税収を推計いたし
ます。

〔世帯主年齢階級別消費税収〕（資料①－16ペ
ージ）
これが2018年から2040年までということで、
世帯主の年齢階級の変動を踏まえた上で、消費
税額が推計できるというわけであります。

〔世帯主年齢階級別社会保険収入・医療保険収
入・介護保険料収入〕（資料①－17～19ペー
ジ）
それと同様に、社会保険料の支払額について
は、医療保険、介護保険。介護保険は40歳から

13

世帯主年齢階級別１世帯当たり負担額の推計

単位：円。所得税には、復興特別所得税を含むが分離課税される利子所得・配当所得・
譲渡所得に課される所得税を除く。

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（2018年）」を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

社会保険料個人住民税所得税世帯主年齢

496,447144,457120,739～29歳
826,307265,556287,07930～39歳
996,689343,786452,47140～49歳

1,083,383404,681491,93450～59歳
565,423184,678244,02160～69歳
360,214105,163131,63770歳～

総世帯（2018年）

© Takero Doi.

資料①－13ページ

15

世帯主年齢階級別世帯数の将来推計

204020352030202520202018世帯主年齢

831897967103810211022～29歳
33123534360337034030420530～39歳
46414721514758246674682240～49歳
54086096697170206424625150～59歳
66656785617459216362694960～69歳
995510049103681065110254963370歳～
308133208133230341563476434883合計

その他世帯数（単位：千世帯）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」
出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と

経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
© Takero Doi.

資料①－15ページ

14

世帯主年齢階級別世帯数の将来推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」
出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と

経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

204020352030202520202018世帯主年齢

295731343307350936273645～29歳
19552065213021502294237030～39歳
18911923206322662513255040～49歳
24972755310530782648246150～59歳
37243723322427812646276360～69歳
69186632642461765614521870歳～

199442023320254199601934219007合計

単独世帯数（単位：千世帯）

© Takero Doi.

資料①－14ページ
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被保険者になるということでありますけれども、
30歳代は、世帯主本人は介護保険の被保険者で
ありませんけれども、家族に40歳以上の人がい
れば、その世帯では介護保険料を払っていると
いう、こういうものも反映したものであります。

（2）分析結果
〔医療と介護で財源は十分賄えるか〕（資料①
－23ページ）
今申し上げた推計額で、果たして税率を全く
上げないとして、自然増収のみで、2040年に先
ほどご紹介した税財源が医療と介護の給付を十
分に賄い切れるのだろうかということを分析い
たしました。

医療と介護で財源は十分賄えるか

• これまでは、世帯主年齢階級別１世帯当たり実
質負担額を不変と仮定

• これに加えて、世帯主年齢64歳以下の世帯の
１世帯当たり名目負担額は名目成長率で、65
歳以上の世帯は消費者物価上昇率で延伸

• 2018年度以降の公費負担の増加はすべて消
費税で賄うと仮定（税率引上げなしと仮定）

• 「自然増収」のみで賄うとすれば、給付財源は
十分に確保できるか？

23© Takero Doi.

資料①－23ページ
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出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影
響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
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資料①－16ページ

17

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影
響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
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資料①－17ページ

19

厚生労働省「国民生活基礎調査」所得票にある世帯主年齢階級別１世
帯当たり平均社会保険料の内訳に従い分割

出典：筆者推計
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厚生労働省「国民生活基礎調査」所得票にある世帯主年齢階級別１世
帯当たり平均社会保険料の内訳に従い分割

出典：筆者推計
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〔必要とされる医療保険料収入と実質額不変と
して推計される医療保険料収入〕（資料①－
24ページ）
その結果として、例えば、まずは医療であり

ますけれども、医療保険料は、2030年頃までは、
まだ何とか今のままでもいけそうでありますけれ
ども、2030年代以降は、必要とされる医療保険
料の方が推計された医療保険料収入よりも大き
く上回るということで、2040年度には6.3兆円ほど
保険料収入が必要とされる額よりも少なくなると
いうことで、何らかの増額が必要になってくる。

24

出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 医療は2030年代以降、財源不足が顕著に

 医療保険料は、2040年度に6.3兆円程度増額が必要

© Takero Doi.
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兆円 必要とされる医療保険料収入と実質額不変として推計される医療保険料収入

必要とされる医療保険料 医療保険料推計値

14.2

7.9

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わら

ず、世帯主年齢階級別世帯数と物価・所得水準

が変動すると仮定（「自然増収」に相当）

資料①－24ページ

〔必要とされる介護保険料収入と実質額不変と
して推計される介護保険料収入〕（資料①－
25ページ）
それから、介護保険料も、2020年代から既に

今の保険料率のままでは不足が生じることにな
りそうでありまして、2040年代には3.9兆円の、
必要とされる保険料よりも少ない保険料しか今
の保険料率では得られない。こういう状況であ
ります。

〔必要とされる公費財源（医療＋介護）と実質
額不変として推計される消費税収〕（資料①
－26ページ）
もちろん、税は消費税だけで賄わなければい
けないというわけではありませんけれども、例
えば、消費税ですべて賄うということだと仮定
いたしますと、2040年代には17.9兆円という、
必要とされる税財源よりも少ない税収しか得ら
れないということになりまして、それだけ不足
していることがわかります。

26

出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 必要とされる公費の増加は大きい

 消費税収は、2040年度に17.9兆円程度増額が必要

© Takero Doi.
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兆円 必要とされる公費財源（医療+介護）と実質額不変として推計される消費税収

必要とされる公費（医療＋介護） 消費税収推計値

23.4

5.5

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わらず、世帯主年齢階級別

世帯数と物価・所得水準が変動すると仮定（「自然増収」に相当）

資料①－26ページ

4．今後の医療と介護の財源確保
ということで、今後の医療と介護の給付をし
っかり実現していくためには、裏付けとなる財
源の確保が必要で、それは医療と介護の保険料
も足りませんし、さらには税財源も足りない。
このような状況が、この私の分析からわかった
ということであります。そういう意味では、負
担増は何かと政治家が避けたがる議論ではあり
ますけれども、しっかり国民に納得してもらえ
るような形で議論を深めていく必要があるので
はないかと思います。私からは以上です。25© Takero Doi.
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兆円 必要とされる介護保険料収入と実質額不変として推計される介護保険料収入

必要とされる介護保険料 介護保険料推計値

6.8

2.9

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わら

ず、世帯主年齢階級別世帯数と物価・所得水準

が変動すると仮定（「自然増収」に相当）

出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 介護保険料の伸びは大きいが、それ以上に必要とされる財源
が増大

 介護保険料は、2040年度に3.9兆円程度増額が必要

資料①－25ページ
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（小澤）　土居先生、ありがとうございました。
それでは、引き続きまして、駒村先生よろしく
お願いいたします。

Ⅱ．�新人口推計から考える社会政
策の諸課題―年金及び認知機
能低下の問題を中心に―

（駒村）　よろしくお願いいたします。慶應義
塾の駒村でございます。社会保障の分野の取り
まとめを担当しておりますので、社会保障領域
全体に係るお話と、それから私個人の担当した
部分について、ご報告したいと思います。

1 ．総論：社会保障
まず、社会保障全体につきましては、この報
告書、お手元にあるかとは思いますけれども、
山重先生ご担当のSDGsと日本の財政：理論的
考察という章がございます。これは、SDGsを
成長戦略の発想で使っていこうという考え方で
ございまして、いわゆる環境負荷と経済成長の
デカップリングが可能になれば、SDGsを推進
すること自体が極めて有効な成長戦略になりま
すし、財政的にも有効であるという話でござい
ます。もちろん、これはなかなか難しい問題で
す。先ごろも、新日鉄がスウェーデンで新しい
工場、環境負荷に影響を与えないような工場を
スタートさせる報道がありました。しかし、こ
れがなぜ日本でできないのか。さまざまな課題
があるということも日経新聞などで紹介されて
おり、皆さんもご存じかもしれないです。それ
でも、必ずこの方向にかじを切るべきだという
のが、山重先生のお話でございます。
2番目は、嘉悦大学の和泉先生のご報告でご

ざいます。コロナ禍における超過死亡が財政に
与える影響についての研究で、結局、最終的に
はコロナ禍において、それほど死亡率が変化し
なかったということでございまして、財政に与
える影響は極めて限定的であるという内容でご
ざいます。

大森先生のご報告は、今日これからございま
すので、後ほど大森先生ご自身からお話しいた
だくということで、割愛したいと思います。

2 ．新人口推計から考える社会政策の諸課題
私の報告は、ちょうど今年の 4月にちょうど
新人口推計が公表されたので、それを材料に社
会保障の問題を議論したいということでござい
ます。今、土居先生がお話しのとおり、団塊世
代と団塊ジュニア世代が同時に65歳を超えると
いうのが、2040年で、取りあえず2040年が当面
の一番の危機になってくるということでござい
ます。

（1）少子高齢化の深刻化
〔所得間で大きく異なる男性の有配偶率〕（資
料②－ 4ページ）
ご案内のとおり足元の出生率が極めて深刻な
状態になり、出生児数は80万人を割る状態にな
っています。大体、団塊世代ジュニア世代が 1
年あたり200万人ですので、 4 割にまで減って
しまっている。出生率が1.5を下回っていると
いうのは、人口維持に必要な出生率が 2という
ことを考えると、1世代で出生児数が、3/4（＝
1.5/2）にペースで進むわけで、おおよそ30年
過ぎることに3/4×3/4＝9/16というようなスピ
ードで子どもの数は減ります。
出生率の低下の原因は、日本はほとんど結婚
したカップルから子供が生まれるということで
ございますので、未婚率が上昇すると、当然出
生率が下がるわけでございます。図からわかる
ように、同じ30代で見ても所得が低い人ほど未
婚率が高い。これは今年の経済財政白書でも強
調されている部分でございますが、女性が男性
に期待する男性の賃金を実際の賃金分布に大き
な乖離があります。結局、未婚率が上昇してい
るということは、低所得の男性のウエートが上
がってきてしまっているということ、所得上、
結婚に不利な男性が増えて、未婚率が上昇し、
出生率が低下してしまっている。
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所得間で大きく異なる男性の有配偶率

出典：令和5年経済財政白書

資料②－ 4ページ

〔女性の期待と現実の差〕（資料②－ 5ページ）
女性から見て、格差の拡大で、経済面で条件
を満たす男性の割合が低下していくことが男性
の未婚率の上昇になってきている。
男女賃金格差＝ジェンダーギャップの存在に
より、性別役割分業への期待が根強くあり、少
子化につながる。

女性の期待と現実の差

出典：令和5年経済財政白書

資料②－ 5ページ

〔合計特殊出生率は低下〕（資料②－ 6ページ）
今後の予測は、出生率はさらに下方修正をさ
れておりまして、コロナの影響もあって、出生
数の減少が続いています。

〔生涯未婚率の推移〕（資料②－ 7ページ）
未婚率の上昇の状態は90年代ぐらいまで、男
性も女性も未婚率は大体 5％ぐらいだったので
すけれども、現在、男性に至っては50歳の未婚
率は30％近くになっている。

〔特定年齢までの生存率％〕（資料②－ 8 ペー
ジ）
一方、寿命は今後どうなるのか。新人口推計

では寿命は延び続けていて、これは一定年齢ま
で生きる割合というのを見たものでございます
が、65歳という年金をもらう年齢は、かつては
男性の半分ぐらいまでしかそこまで生存しなか
ったわけですけれども、現在ではほとんどの人
が65歳まで生きる。つまり、年金が長生き保険
では明らかになくなってきているということで
す。古希と言われている70歳ですけれども、 8
割の方が75歳まで生きますので、「古来まれな
り」というほどの状態ではもうなくなってきて
いる。特に高齢女性の生存率が非常に上がって
きている。平均寿命で見ると、まだ男性82歳と
か、女性88歳なのですけれども、寿命中位、死
亡者を並べていてちょうど真ん中にくる年齢を
見ると、既に男性85歳、女性90歳です。最頻死
亡年齢、亡くなっている方は何歳が一番多いの
かというと、男性はもう既に89歳、女性は93歳
ということでございまして、最頻死亡年齢だけ

生涯未婚率の推移（50歳時点）
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出典：2021年人口統計集より作成

資料②－ 7ページ

合計特殊出生率は低下

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 6

資料②－ 6ページ
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見ていくと、既にこう見ると人生90年にはもう
到達しているということで、女性に至っては
2040年、2070年とかになると、95歳ぐらいまで
生きてくるということになりますので、40年間
年金を払って、30年間は年金をもらう。75歳以
降、20年近くある。こういう時代になってきて
いるということでございます。

特特定定年年齢齢ままででのの生生存存率率%%

8
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6655歳歳（（女女性性））
7755歳歳（（女女性性））
9900歳歳（（女女性性））
110000歳歳（（女女性性））

1．現在、全体40％近い人が90歳以上
まで生存する。
2．最頻死亡年齢はすでに90歳に接近
している。

2020 2040 2070

男性 女性 男性 女性 男性 女性

平均寿命 81.58 87.72 83.57 89.53 85.89 91.94

寿命中位
年齢 84.54 90.51 86.4 92.23 88.61 94.41

最頻死亡
年齢 89 93 90 94 92 96

％

資料②－ 8ページ

〔（参考推計）長期参考推計（2021～2120年）
年齢 3区分別人口〕（資料②－ 9ページ）
こういう出生率の減少と、それから死亡率の
改善ということで、総人口自体は緩やかに減少
していく。2040年には、団塊ジュニアと団塊世
代が同時に65歳を超えてきますので、ここで人
数は4,000万人に接近するだろう。こういう時
期が来るということでございます。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
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資料②－ 9ページ

（2）外国人労働者の影響
〔現役100人で、高齢者75人程度を支える。
2023年推計では現役世代の負担率は改善〕
（資料②－10ページ）
新人口推計では、100人で何人ぐらい支える
のかとか、従来の推計よりは改善をしてきてい
る。出生率が下がって寿命が延びているのに、
現役世代と高齢者の比率というのは改善傾向に
あるのか。

現役１００人で、高齢者７５人程度を支える。
２０２３年推計では現役世代の負担率は改善

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 10

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」より作成

資料②－10ページ

〔年齢別の外国人のインパクト（各年齢に占め
る外国人の割合）現役世代の数を 8 －18％
増加させ、高齢世代への影響は限定的〕（資
料②－11ページ）
これは、外国人労働者の受け入れが2017年推
計に比べて、約 9万人多く受け入れるというふ
うに前提が変わったということがある。
その結果、どういうことが起きるかというと、
年齢区分別に外国人が占める割合というのが将
来どのくらいのウエートになってくるかという
のを見ると、2060年になってくると、年齢層に
よっては現役世代の18％が外国人によって占め
られるという時期も来るということになってき
ます。これは、各年齢、あとは各時点における
外国人の割合ということで、 1学年80万人を切
るような社会において、16万人の外国人を 1年
で受け入れるということになると、このくらい
インパクトがある。
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年令別の外国人のインパクト（各年齢に占める外国人の割合）
現役世代の数を8－18％増加させ、高齢世代への影響は限定的

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 11

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」より作成

資料②－11ページ

〔（参考推計）条件付推計：出生 7 水準と中位
推計〕（資料②－12ページ）
〔（参考推計）条件付推計：外国人国際人口移
動 8水準と中位推計〕駒村（②－13ページ）
今回面白いところは、外国人をどのぐらい入
れれば、どのぐらいの人口がキープできるのか
ということでございますけれども、これも現人
口を維持しようと思うと2100年になると、むし
ろ外国人の方が多数派になるというような推計
になります。

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 13

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」

資料②－13ページ
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」

資料②－12ページ

（3）寿命の伸長と認知機能の低下問題
〔年齢別のMCIおよび認知症の有症率〕（資料
②－14ページ）
寿命が延びるということで別の問題も発生す

る。認知症の発症率は加齢とともに急上昇して
いきますので、認知症か軽度認知障害か、いず
れかになる確率というのは、85歳を超えると想
像以上に高いということで、多くの方が人生の
残り、特に女性なんかは最後の10年ぐらいは認
知機能の低下を経験して、人生を過ごしていく
ということで、この辺も新しい問題として、先
ほど土居先生のお話もあった介護の問題が出て
くるのではないかと思います。

年年齢齢別別ののMMCCIIおおよよびび認認知知症症のの有有症症率率

出典：東京都健康長寿医療センター 粟田主一「高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会資料」
14Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved

資料②－14ページ

〔客観的な認知機能の低下と主観的な認知機能
の認識ずれ〕（資料②－15ページ）
認知機能の低下というのはどういうふうに起

きていくのかというのは、認知症まで至る前か
ら見ているものでありますけれども、本人の客
観的な認知機能の低下というのは、早くから低
下します。本人が自分の認知機能をどう把握し
ているかというのが主観的認知機能です。実は、
主観的認知機能の低下、つまり早くから自分の
認知機能が落ちているのではないかと感じ始め
るのですけれども、非常に困ったことに、ある
状態まで下ると、今度は逆に主観的認知度が上
がっていく。これは一体どういう状態かという
と、自分の認知機能の低下を自分が把握できな
いという状態になってくるということです。こ
の右側の究極の点まで行けば、認知症という判
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断がついて、周りの人も気が付くのですけれど
も、特に、認知機能が落ちながら、ATMとか
契約ができる能力がまだ残っている、しかしな
がら、その状態で、自分の認知機能に対する判
断つまり主観的認知機能が改善してしまう。こ
うなると、自分が認知症だということがわから
なくなってしまうという状態になると、非常に
重要な経済問題が起きてくる。非常にまずい問
題が消費者白書とか厚労省白書とかでも報告さ
れ始めています。

客客観観的的なな認認知知機機能能のの低低下下とと
主主観観的的なな認認知知機機能能のの認認識識ずずれれ

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 15

主主観観的的認認知知機機能能客客観観的的なな認認知知機機能能

ATM等等ななどどのの操操作作、、形形式式的的にに契契約約

ははででききるるがが、、自自分分のの認認知知機機能能のの低低
下下をを認認識識ししななくくななるる時時期期

Ávila-Villanueva, M., & Fernández-Blázquez, M. A. (2017). Subjective Cognitive Decline as a Preclinical Marker for 
Alzheimer's Disease: The Challenge of Stability Over Time. Frontiers in aging neuroscience, 9, 377. 
https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00377

資料②－15ページ

〔年齢とメタ認知の問題〕（資料②－16ページ）
認知機能の低下というのは、例えば、日々の
生活でどういうことが典型的なのかというと、
高齢者になるほど車の運転に自信を持つように
なってしまう。自分自身のことがわからなくな
る。そして、事故に遭いそうになったというこ
とを自分自身が認識できなくなる。ヒヤリハッ
トの理解ができなくなる。これも、先ほどの自
分の認知機能の低下を自分が把握していないと

いうことの典型的な状況ではないかなと思われ
ます。

（4）年金改革の選択肢
〔基礎年金の給付水準と政策選択肢、受給開始
年齢の組み合わせ〕（資料②－17ページ）
この超高齢化社会の中で、年金財政をどう維
持するのかということは、これから2024年にか
けて、年金財政検証が行われていくことになり
ます。現時点で、わかっているのは、これは基
礎年金の所得代替率、給付水は現時点で36.4％
が、2040年半ばには26.5％まで下がるだろうと
いうことです。したがって、基礎年金だけでは
生活できない人は益々増加します。
この基礎年金の低下幅を取り戻すためには、
受給開始年齢を遅らせて、70歳まで遅らせれば、
今の基礎年金と同じ給付水準が確保できるわけ
ですが、寿命が短いとされる未婚男性にとって
は、不利な選択肢になる可能性もあります。

基基礎礎年年金金のの給給付付水水準準とと政政策策選選択択肢肢
、、受受給給開開始始年年令令のの組組みみ合合わわせせ

（（出出典典：：日日経経新新聞聞経経済済教教室室年年金金、、繰繰りり下下げげ受受給給へへ誘誘導導もも ああるるべべきき社社会会保保障障改改革革
駒駒村村康康平平・・慶慶応応義義塾塾大大学学教教授授22002222年年1122月月2222日日））

17Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved

資料②－17ページ

（小澤）　駒村先生、ありがとうございました。
それでは、林先生よろしくお願いいたします。

Ⅲ．資本・資産関連課税の考え方

1． 1億円の壁
〔資本・資産関連課税の強化？〕（資料③－ 2
ページ）

（林）　「資本・資産課税の考え方」というこ

年年齢齢ととメメタタ認認知知のの問問題題
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年齢別の運転の自信とヒアリ・ハット経験（％）

運転に自信がある（左軸） ヒアリ・ハットある（右軸）

％
％

1．年齢とともに車の運

転に関する自信が上昇
する。
2．年齢とともにヒアリ・
ハットを経験しなくなる。
3．高齢者の自動車事故

の発生率は若い世代の
2から3倍
→自自分分自自身身のの運運転転能能力力

をを把把握握ででききななくくななっってていい
るる。。

出典：MS&ADインターリスク総研株式会社「高齢者の自動車運転に関す
る実態と意識」（2021年）より著者作成。

資料②－16ページ
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とで、主に海外の研究でどういう議論があるの
かということについて、報告書のごく一部をか
いつまんでご紹介していきたいと思います。
日本でも世界でもそうなのですけれども、こ
こ数年は資本課税とか資産課税について多くの
議論が起こっております。学会でも、いろいろ
な研究がここ数年出てきております。背景とし
ては、欧米の場合ではごく一部の人々に多額の
資産が集中しているということが原因になって
います。日本の場合も、皆さんご存じのとおり、
1億円の壁と言われる問題〜なぜ「壁」と呼ば
れている理由はよくわからないのですけれども
〜に見られるように、資本所得課税によって高
額所得者の税負担率が小さいこと、要するに平
均税率が 1億円以上になってしまうと、所得が
増えるにしたがって下がってくるということが
注目されています。

資本･資産関連課税の考え方

林正義

東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授

討論会 :「ポストコロナ時代の税・財政と社会保障」

租税研究大会 2023年9月19日（オンライン）

1

資本・資産関連課税の強化？

• 欧米：ごく一部の高額所得者に多額の資産が集
中

• 日本：1億円の壁←資本所得への20%課税

• 資本・資産課税の強化？

2

資料③－ 2ページ

〔一億円の壁〕（資料③－ 3～ 4ページ）
このグラフでは、棒の高さが平均税率を表し
ています。この値は 1億円を超えたところで下
がってきている。これはどうしてかというと、
このダイヤ印は所得に占める資本所得の比率を
表しているのですが、それが高額所得者になる
に従い上がっているからということです。もち
ろん、ご存じのとおり、資本所得の殆どは一律
2割の税率で、超過累進課税されておりません
ので、それによる結果になります。
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〔一億円の壁：留意点〕（資料③－ 5ページ）
資本所得の構成を表している、このグラフは
申告している部分しか反映していませんので、
つまり、金融機関で源泉徴収されている利子及
び配当は反映していないので、厳密な数字では

一億円の壁：留意点

• 国税の申告納付分のみ．申告しても還付対象となると
調査対象にはならない．

• 譲渡益の割合が大きい．

• 金融機関で源泉徴収される利子及び配当の95％は含ま
れない．

• 源泉所得税の配当支払額29兆円，うち家計が得る配当は約8
兆円（株式の家計保有額から案分），うち1.3兆円が申告され
る．

• 所得1億円までは土地建物譲渡の割合が大きく，1億円
を超えて株式等譲渡の割合が急増．

5

資本・資産関連課税に関する幾つ
かの研究の紹介

6

資料③－ 5ページ
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ないのですが、往々にしてそういう傾向がある
だろうということです。
こういう背景で、資本課税とか資産課税の強
化が考えられているのではないか。それに関連
して、経済学の分野では、どのような議論があ
るかという関心でこのご報告をさせていただけ
ればと思います。

2 ．�資本・資産関連課税に関する幾つかの研
究の紹介

（1）資本所得課税か資本保有税か
まず、資産の保有額に課税した方がいいのか、
もしくは資本所得に課税した方がいいのかとい
う議論がございます。これは、収益率の大小が
個人の能力によるか、もしくは、たまたまの運
によるのかによってインプリケーションが変わ
ってきます。理論的には、収益率自体が個人の
運用能力による場合は、資産保有税の方が効率
的になります。その一方で、収益率がそのとき
の運とか、ずるとか、独占・寡占によるような、
いわゆる経済学者が呼ぶレントというものに依
存するのであれば、これは資本所得課税の方が
良いことになります。
実際の収益率の差が個人の能力によるのか、
レントによるのかという問題については、ノル
ウェーの税務データを使った研究があります。
そこでは個人属性、つまり、能力による部分が
4分の 1で、運・不運による部分が 3分の 4と
いう結果になっています。ここからは資本所得
課税の比率を高めるという判断はできますが、
もちろん日本のデータが当然必要なところです。
残念ながら、そういう研究は日本ではまだ出て
きていません。

〔資本所得課税か資本保有税か（2）〕（資料③
－ 8ページ）
が、資本所得課税がいいのか、資産保有課税
がいいのかという議論については税務上の観点
も大切です。保有課税を経常的に実施するには、
現状の税務を前提とすると、大きなコストが掛

かることになる。その他いろいろな問題もあり
そうです。したがって、実際、海外を見ても、
もちろん固定資産というのはどこの国でもある
のですけれども、それ以外の資産課税を行って
いる国は減ってきているようです。1990年代の
初めぐらいでは、ヨーロッパでは12カ国ぐらい
が資産保有税をもっていたのですが、2018年現
在は、ちょっと古い数字ですけれども、 4カ国
に減っているという状態になっているようです。

資本所得課税か資本保有税か(1)
• 収益率（ 𝑟𝑟 ）の大小が個人の資産運用能力による場合，資産課税は資本

所得課税よりも効率的（Guvenen et al. 2019）
• 資産運用能力の高低の影響は，資産課税後の収益率のほうに現れやすい．

• 資本所得課税を資産課税に換えると効率性が8％向上

• 収益率（ 𝑟𝑟 ）の大小が，資産運用能力ではなく，その時の運・不正・独

占・寡占等による超過利潤（レント）による場合，レントに課税するこ
とが望ましい＝資本所得課税が望ましい（Rothschild and Scheuer 2016）．

• 異常な収益率の変動は資産価値に資本化しないため資本課税では課税できない．
一方，資本所得税では収益変動も反映できるので課税が可能（レントに課税でき
る）．

• 能力か運（レント）か？

• ノルウェーの税務データを用いた研究では，収益率の変動の約1/4が個人属性（能
力），約3/4が運・不運によって説明される（Fagereng et al. 2020）．

7

資本所得課税か資本保有税か(2)
• 資産保有課税の経常的な実施は困難が伴う．

• 評価：未上場株式や実物資産の評価を行うには大きなコ

ストが発生．

• 逋脱：資産隠しによる租税逋脱．

• 流動性：多額の資産保有者が必ずしも多額の可処分所得

を有する訳ではない（現金による納税が難しい）．

• 資産保有課税（固定資産以外）をする国は減少．

• 欧州：12カ国（1990年）→4カ国（2018年）

• 効率性の観点からは資本所得課税に分がある？

8

資料③－ 8ページ

（2）キャピタルゲイン課税
次にキャピタルゲイン課税です。日本で言う
と譲渡所得課税になるのですけれども、経済学
者は、キャピタルゲインに関して、本来は発生
主義的に毎年の資産の増分に課税した方がいい
よねという議論をしています。ただ、実際は、
それも先ほどの資産保有課税と同じ理由で、そ
の効果的な実施は無理でしょう。したがって、
実際では、現金主義的な立場に立って、取引の
ときに実現する譲渡所得を対象に課税している
ということになっています。ただ、キャピタル
ゲイン課税も嫌われているようで、いろいろな
議論があるのですけれども、ロックイン効果、
つまり、譲渡所得に対する税率を上げると、譲
渡を避けるようになるので、資産の流動化が阻
害されるとか、創業者が上場前に保有していた
株式の譲渡に課税することになりますから、ス
タートアップを抑制するとか、税率を高くする
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と資産が海外に逃げてしまうとかの様々な議論
がされています。また、キャピタルゲイン課税
は不必要な租税回避行動を引き起こすというよ
うな議論もございます。

〔キャピタルゲイン課税（2）〕（資料③－10ペ
ージ）
ロックイン効果については米国のデータを使
った複数の研究があります。時間を長く取れば
いつか譲渡することになるので、増税をする前
後はともかく、増税後から時間が経過すると、
その効果はそれほど大きくはないいうのが、実
証分析の結果のようです。例えば、調整期間を
2 年間に取ると、税率に対する弾力性が0.72な
のですが、長く取って10年間とすると、弾力性
は0.3から0.5と更に小さくなるという結果です。
そして、譲渡所得課税からの税収を最大化する
税率を考えると、まだまだ税率を高くする余地
はあるというのが、これら米国における研究の
結果になっています。これら研究からは、 4割
ぐらいまでの税率、米国における所得税の最高
税率〜日本だと最高税率まではいきませんけれ
〜に近い値で税率を課しても、税収は減ること
ないという結果のようです。

キャピタルゲイン課税 (1)
• キャピタルゲインと譲渡所得

• キャピタル・ゲイン課税：本来は保有資産の増分への課税←発生主義（accrual basis）←資本保有課税と同様，定期的な資産評価は難しい．

• 実際は現金主義（cash basis）的に資産取引時に実現する譲渡所得を対象→譲渡所
得課税

• キャピタルゲイン課税の効果

• 租税回避：他の所得区分との税率差を利用して租税回避行動をとる（income shifting）．

• ロックイン効果：譲渡所得に対する税率を上げると，資産保有者が譲渡を避ける
ようになるので，資産の流動化が阻害される．

• スタートアップ抑制：創業者が上場前に保有していた株式の譲渡に対する課税は，
創業者利得への課税となり，新規事業の芽を摘むことになる．

• 財政的国外逃亡 (fiscal expatriation)：譲渡所得への税率を上げると，資産家は当該
税率が低く抑えられている国へ投資・移住する．

9

キャピタルゲイン課税 (2)
• 租税回避

• 多くの研究において，納税者は譲渡所得と他の所得の間の税率差に反応
（income shifting）していることが示されている．

• 労働所得課税より低率の譲渡所得課税はincome shiftingにより資源配分
を歪ませるので，増税によりその歪みを矯正できる（Sarin et al. 2021）．

• income shiftingによる税収減は無視できない（Advani2021）
• ロックイン効果（米国）

• ロックイン効果は小さく，反応期間を長く取るとさらに小さくなる（資
産はいつか必ず譲渡される）

• 税率弾力性：0.72（2年間: Dowd et al. 2015 ），0.3～0.5（10年: Agersnap and Zidar 2021）
• 譲渡所得税収を最大化する税率は38～47%（Agersnap and Zidar 2021）

10

資料③－10ページ

〔キャピタルゲイン課税（3）〕（資料③－11ペ
ージ）
これも米国の研究ですが、スタートアップに

与える影響については、確かにスタートアップ
の株式に控除等の優遇措置を設けると、資金提
供の増加につながるという結果が得られていま
すので、スタートアップ資金の流動性の確保に
繋がるようです。ただ、それはそれでというこ
とで、抑制効果の主張は割り引いて考えるべき
という研究もあります。労働所得課税との税率
差を使ってincome�shiftingと呼ばれる租税回避
が起こるということも議論されていますので、
その部分を割り引いて考える必要があります。
そもそも、譲渡所得課税まで考えて創業者自身
が創業しているかという議論もあるようです。
最後は財政的国外逃亡です。この言葉は、
fiscal�expatriationという英語を無理やり訳して
いるのですけれども、キャピタルゲイン課税が
財政的国外逃亡に繋がるかという命題に関して
は、残念ながら実証分析を見つけることができ
ませんでした。ただ、日本の場合は、現在では
出国税がありますので、譲渡所得への増税によ
って海外移住が増えるかどうかというのは、そ
れほど簡単ではないということになるでしょう
か。

キャピタルゲイン課税 (3)
• スタートアップ抑制

• 米国のキャピタルゲイン減税（2010年）スタートアップ株式（Qualified Small Business Stock）の譲渡益の控除率が75％100%へ→スタートアップへの資金提供が12％増加．その度合いはマネジメント能力が高い企業ほど大きい．投資家は当該
減税の恩恵の3分の1を享受（Edwards and Todtenhaupt 2020）．

• 抑制効果の主張は割り引いて考えるべき（Sarin et al. 2021）．労働所得課税より
低率の譲渡所得課税はincome shiftingにより資源配分を歪ませるので，増税により，

その歪みを矯正できる場合もある．そもそも譲渡所得課税を考慮して創業が行わ
れるとは考えにくい．フェイスブックの創業時にザッカーバーグは譲渡時の課税
を意識したのか．

• 財政的国外逃亡 (fiscal expatriation)
• 残念ながら実証分析はない．

• 日本の場合，出国税（国外に移住する際に，株式等の有価証券が譲渡されたと見
なし，その含み益に譲渡所得税分を課税）が存在するので，譲渡所得への増税を
理由に海外へ移住しようとする資産家は少ないのでは．

11

相続税と同族事業の承継 (1)
• 相続税は同族事業の承継を抑制する

• Brunett (2006) 
• 1982年の米国の税制変更を利用．

• 1％の税負担増は，0.85～1.61%の事業売却確率の増加

• Tsoutsoura (2015) 
• ギリシャにおける減税を利用：2002年に20%から1.2%
（一等親）又は2.5%（二等親）へ．

• 同族間承継が非同族と比べ63%以上増加．

12

資料③－11ページ

（3）相続税と同族事業の承継
最後に、相続税の話をしたいと思います。相
続税に関しましては、事業承継との関連で幾つ
か議論がございます。ひとつは、巷でよく聞く、
相続税によって同族事業の承継が抑制されると
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いう議論です。これに関しては、米国とギリシャ
における同族に対する相続税の減税の効果を見
た研究があります。アメリカの場合、遺産税な
ので相続税と言うと怒られるかもしれませんが、
いずれにせよ事業承継に関する税率負担の減少
の効果をみた実証分析です。米国の研究とギリ
シャの研究、いずれの場合も、税率を下げると
承継はスムーズにいくという結果を得ています。

〔相続税と同族事業の継承（2）〕（資料③－13
ページ）
日本に関する実証分析はありませんので、そ
の具体的な程度は分かりませんが相続税を減免
すると事業が円滑に承継されるということは言
えるでしょう。しかし、それが日本経済にとっ
てプラスの結果になるかは良く分かりません。
というのも、同族企業間の事業承継にはメリッ
トとともにデメリットもあるからです。デメリッ
トとしては、これは日本のデータを使った複数
の実証分析があるのですが、そこからは同族企
業は非同族企業よりも生産性が低いという結果
が繰り返し得られています。創業者世代に限れ
ば非同族企業よりも経営成績が良いという実証
分析もあるのですが、それが実子を含む血縁者
に承継されると、事業成績が落ちるという結果
もあります。したがって、少なくとも次の世代
からは生産性は落ちることになります。
その一方で事業承継にもメリットもあります。
同族が承継しない場合、事業を廃業するか、非
同族へ売却するかということになりますので、
後者の場合、事業売却に係るトランザクション
コスト、取引費用が発生することになります。
つまり、同族承継ならば承継に係るコストが少
なくて済みます。
相続税は現在の承継税制で減免されているわ
けですけれどが、それによって同族間の事業承
継が促されることは間違いないでしょう。しか
し、それによって今後の日本経済の生産性が低
下することが予測されます。同族承継による取
引費用の減少が、このデメリットを上回るかど

うかが肝になるのかと思います。

相続税と同族事業の承継 (2)
• 相続税減免により事業が円滑に承継され，その承継事業の成績が
伸びたとしても，必ずしも望ましい結果につながるとは限らない．

• デメリット

• 同族企業は非同族企業より生産性が低い（森川 2008, Saito 2008）
• 創業者時代は非同族企業よりも経営成果が良いが，創業者の実子を含む

血縁者に承継されると事業成績が落ちる（Mehrotra et al. 2013）
• メリット

• 同族事業の廃業や非同族への売却と比べ，同族間の事業承継は低い取引
費用で済む

• 相続税の減免→同族間の事業承継を促進

• 生産性の減少と取引費用の減少

13

相続税と同族事業の承継 (3)
• Grossmann, V., Strulik, H., 2010. Should continued family firms face lower taxes than other estates? Journal of Public Economics 94(1/2), 87-101.

• 同族の事業承継のメリットとデメリットを前提にして，ドイツ経済を前
提とした数値シミュレーション

• 能力の低い者が事業承継する場合，相続税の軽減は一国経済を毀損する．

• 無条件に適用される相続税の減免は望ましくない．

• 事業承継税制

• 実質的に事業承継に係る相続税・贈与税が全額免除→止めた方が良い

• 事業承継税制とは別にM&Aによる承継への支援も準備されているが，税

制においても一様に全タイプの承継を促すのではなく，非同族による外
部承継を促進する形で減免措置を再設計？

14

資料③－13ページ

〔相続税と同族事業の継承（3）〕（資料③－14
ページ）
この比較については、ドイツ経済を前提とし
た数値シミュレーション分析がございます。そ
の結果は、結局、どういった人が事業承継する
かに依存するというものです。つまり、能力が
低い人が承継してしまうと、相続税の軽減は国
の経済を毀損してしまうという結果です。ここ
から、無条件に適用される相続税の減免は望ま
しくないというインプリケーションになるのか
と思います。この観点から、現行の事業承継税
制は再評価されるべきではないかなと思ってお
ります。

相続税と同族事業の承継 (2)
• 相続税減免により事業が円滑に承継され，その承継事業の成績が
伸びたとしても，必ずしも望ましい結果につながるとは限らない．

• デメリット

• 同族企業は非同族企業より生産性が低い（森川 2008, Saito 2008）
• 創業者時代は非同族企業よりも経営成果が良いが，創業者の実子を含む

血縁者に承継されると事業成績が落ちる（Mehrotra et al. 2013）
• メリット

• 同族事業の廃業や非同族への売却と比べ，同族間の事業承継は低い取引
費用で済む

• 相続税の減免→同族間の事業承継を促進

• 生産性の減少と取引費用の減少

13

相続税と同族事業の承継 (3)
• Grossmann, V., Strulik, H., 2010. Should continued family firms face lower taxes than other estates? Journal of Public Economics 94(1/2), 87-101.

• 同族の事業承継のメリットとデメリットを前提にして，ドイツ経済を前
提とした数値シミュレーション

• 能力の低い者が事業承継する場合，相続税の軽減は一国経済を毀損する．

• 無条件に適用される相続税の減免は望ましくない．

• 事業承継税制

• 実質的に事業承継に係る相続税・贈与税が全額免除→止めた方が良い

• 事業承継税制とは別にM&Aによる承継への支援も準備されているが，税

制においても一様に全タイプの承継を促すのではなく，非同族による外
部承継を促進する形で減免措置を再設計？

14

資料③－14ページ
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（小澤）　林先生、ありがとうございました。
それでは、最後に大森先生、よろしくお願いい
たします。

Ⅳ．地域医療制度の国際比較

（大森）　ご紹介ありがとうございます。地域
医療制度の国際比較と題して、報告をさせてい
ただきます。お茶の水女子大学の大森です。よ
ろしくお願いいたします。

1 ．医療制度の国際比較の意義
私は、医療制度の国際比較をライフワークの一

つにしておりますが、その醍醐味は、同じ人の生
命を救い、健康を保つための仕組みである医療制
度が、国によって、差異があるものの、幾つかに
パターン化できることです。医療サービスは、市
場で取引する上で「市場の失敗」による非効率性
が発生し、所得分配による不公平を生み出すこと
から、効率性、公平性を満たすためには、医療サ
ービス市場に規制をかけて、政策選択を行う必要
があります。必要な規制、政策の選択肢は、経済
学の観点から合理的に導き出されます。どの規制、
政策が選ばれるかは、それぞれの国々の社会環境、
場合によっては歴史によって決まってきますが、
パターン化されて来るように思われます。医療制
度の国際比較の重要な関心事は、なぜそのパター
ンが形成されたかを解明することですが、その以
前に、各国が、効率性、公平性を確保するために
どの様な規制、政策選択を行っているかを知るこ
とができます。我が国は、高齢化、経済成長の低
迷、医療技術の革新などの社会経済環境の下で、
あるべき医療制度を模索する必要がありますが、
あるべき規制、政策の選択を各国の選択と相対化
することができます。比較対象国として、オースト
ラリア、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、オ
ランダ、スウェーデン、英国を取りあげています。

2 ．医療制度の課題
〔医療制度の課題〕（資料④－ 3～ 4ページ）
本報告では、スライド、 3、 4にお示しして
ある医療制度の効率性、公平性を実現するため
の規制、政策のチェックポイント毎に、各国の
選択についてお話ししていきます。
最初に、医療サービスの情報の非対称性に発
するモラル・ハザード、独占力に対する対応と
して、①価格規制、①－ 1一部負担、②費用償
還方法、③「規制された競争」を挙げることが
できます。

医療制度の課題
• 効率性（Efficiency）……「市場の失敗」への対応
• 主として、「情報の非対称性」に発する非効率性。
• 公平性（Fairness）……費用・便益のバランス、世代間移転

• ①－1 価格規制
• ①－2 一部負担
• ② 費用償還方法
• ③ 「規制された競争（Regulated Competition）」
• ④ 医療連携

3

資料④－ 3ページ

• ⑤ 公的医療保険の財政

• ⑤－1「ソフト・バジェット（Soft budget）」問題
• ⑤－2 世代間移転、世代内移転
• ⑤－3 保険のあり方
• ⑤－4 「社会保険方式」と「税方式」
• ⑤－5 自己負担と私的保険

4

資料④－ 4ページ

（1）医療サービスの情報の非対称性に発する
モラルハザード
〔価格規制〕（資料④－ 5ページ）
価格規制については、以下の通りです。第一
に、価格は、公定価格はあっても、実際の価格
は、サービス供給者と購入者（保険者、国、地
方公共団体）との交渉で決まる場合が多いです。
第二に、病院についてです。
病院サービスの価格規制として、DRG価格規制、
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診断群分類価格規制（Diagnosis-related�Group�
Price）が対象国全てで導入されていました。
また、病院の建物、施設、医療機器について
は、租税財源を原資とする病院予算制度・補助
金制度が、今回の対象国全てで導入されていま
した。

①－1 価格規制
• （1）GP（家庭医）・専門医サービスと病院サービス、医薬品ともに公定価格があるが、実際の
• 価格は、サービス供給者と購入者（保険者、国、地方公共団体）との交渉で決まる場合が多い。
• （2）病院サービスの価格・病院の資本部分
• 1 DRG(Diagnosis-related Group）Paymentを導入。（②費用償還で言及する「包括
• 払い」）
•  → 「交渉力」のコントロール、価格つり上げの抑制
• オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、
• スウェーデン
• 2 「病院予算制度」を導入（主として施設（入院病床を含む）・医療機器等
• の資本について）。 → 入院サービス、高度医療機器の利用をコントロール

• オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スウェーデン
•

5

資料④－ 5ページ

〔一部負担〕（資料④－ 6ページ）
次に、①－ 2一部負担の導入についてです。
一部負担の導入は、患者のモラル・ハザード、
過剰受診を調節する方法になります。一部負担
を低くするほど、患者の過剰受診、モラル・ハ
ザードは抑制しにくくなります。
多くの国々が一部負担を導入していますが、
特に一次医療については、無料か低額にしてい
る国々が多いです。入院、専門医サービスは一
部負担を導入している国が多いですが、入院外
処方薬については、カナダが全額自己負担にし
ている他、各国で総じて自己負担が大きい成人
歯科医療については、私的保険を導入して対応
している国々が多いです。

①－2 一部負担
• （1）GPサービス等の一次医療 低くして受診しやすくしている。
• カナダ、ドイツ、イタリア、オランダ、英国、
• オーストラリア（Bulk-billingを90％以上採用。）は無料。
• （2）専門医サービス、病院サービスは、一部負担を導入している国が
• 多い。
• （3）入院外処方薬 一部負担を導入。カナダは全額自己負担にする
• 代わり、私的医療保険を導入。
• （4）成人歯科医療
• 全額自己負担（オーストラリア）か、自己負担が大きく、カバー
• しているサービスが少ない国々が多い。

6

資料④－ 6ページ

（2）費用償還方法
〔費用償還方法〕（資料④－ 7～ 8ページ）
次に、②費用償還方法についてです。
第一に、GPサービス、開業医サービスなど
の一次医療、二次医療以上の病院サービスにつ
いては、包括払い方式を選択する国が多いです。
包括払い方式とは、かかるサービス費用を予測
して事前に支払う方式です。病院サービスにつ
いては、ほぼ全ての国々が、DRG支払方式、
一次医療のGPサービスについても多くの国々
が人頭払い方式を導入しています。
第二に、専門医に対する支払いは、出来高払
い方式を採用している国の方が多いように見受
けられます。
第三に、病院の資本部分については、先ほど
価格規制のところで説明したとおり、病院予
算・補助金プログラムを採用する国が多いです。
第四に、医療サービスの質（Quality�of�
Care）の向上の観点から、特に一次医療につ
いて成果払い方式、P4Pを導入する国が出てき
ています。

②費用償還方法
• （1）GPサービス、病院サービスは、包括払い（Prospective 

Payment）を選択する国が多い。
• 人頭（Capitation）払い GPサービス
• ドイツ、イタリア、オランダ、英国、スウェーデン
• DRG（Diagnosis-related Group、診断群分類） 病院サービス
• 対象国全て。
• → サービス供給者に費用節減のインセンティブ。
• しかし、うまく機能するためには、費用予測の正確性が必要。
• （2）専門医サービスは、出来高払い（Fee For Service）が
• 主流である。 ドイツは、一部のサービスに人頭払い方式。

7

資料④－ 7ページ

• （3）病院の資本部分については、病院予算・補助金プログラムを採
用する国が多い。

• 適用基準は病院機能を果たすことであり、設立主体を問わ
• ず適用される。補助金プログラム フランス ドイツ
• → 固定費用に対する補助と同時に、病床規制（入院サービ
• ス）、高度医療機器の規制。
• （4）成果払い方式（Pay for Performance、P4P）は、医療の質を
• 高めるために、主としてGPサービス等の一次医療で採用
• され始めている。
• 例：英国の一次医療。

8

資料④－ 8ページ
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次に、これは繰り返しになりますけれども、
病院の病床であるとか、病院の建物、或いは医
療機器等の資本部分については、病院予算制度
と補助金のプログラムを組み合わせて費用償還
をしているケースが多いという結果になってお
ります。

（3）規制された競争（Regulated�Competi-
tion）
次に、③「規制された競争」についてです。
「規制された競争」を導入する国はドイツ、
オランダなど、数は少ないですが、注目に値す
る試みです。詳細は、時間の関係で省略します
が、医療サービスの買い手（保険者、国・地方
公共団体）が、患者・被保険者の代理人として、
医療サービス供給者と交渉する手法は、他の
国々でも採用され始めています。日本の「保険
者機能」に関する政策導入もこの流れに沿った
ものと考えられます。

（4）医療連携
次の④医療の連携、④‘医療と介護の連携は、
情報の不完全性により、患者が医療サービスや
介護サービスを適切に選択できないことに対応
する政策です。
第一に、全ての国が、一次医療（主としてク
リニックにおける診療）、二次医療（病院にお
ける診療）、三次医療（病院における高度医療、
救命救急医療）の分業を促進しています。
第二に、一次医療を担当するGP、開業医が、
患者の健康管理、二次医療以以上の医療サービ
スへのガイダンス役を担う方向性が定着してい
ます
第三に、ほぼ全ての国で、一次医療を担う医
師の専門科、GP、General�Practitioner、家庭
医を導入しています。
第四に、公的医療サービスを利用する場合に
は、一次医療の受診を義務づけるGPシステム
を導入する国が少なくありません。
第五に、人口あたりGP数を増加させるなど

して、一次医療の利用をしやすくすると同時に、
病院サービスなど二次医療の供給をコントロー
ルしようとしています。

〔医療と介護の連携〕（資料④－11ページ）
次に、④‘医療と介護の連携です。高齢者の
医療需要が高まり、高齢者医療の比重が高まっ
ていく中で、医療サービスと介護サービスの連
携はますます重要になってきていますが、全て
の対象国で、連携において、社会保障、社会福
祉の専門性の高いソーシャルワーカーが、連携
において重要な役割を果たしています。

④’医療と介護の連携
• （1）高齢者の医療需要が高まり、高齢者医療の比重が高まっていく中で、医療サービス

と介護サービスの連携は重要になってくる。
• 病院 → 介護老人保健施設 → 自宅
• 在宅医療
• 在宅介護
• → 介護老人福祉施設
• （2）高齢者医療、精神保健など、「療養」、「リハビリテーション」、「介護」が重要

なサービスを医療とそれ以外の部門でどの様に連携していくか。”Long-term Care”のあ
り方。

• （3）介護サービスも、サービス受給者（患者）が選択に必要な情報を十分に持っていな
いので、代理人としてサービスの選択を行う主体が必要。ケアマネージャー。

• （4）各国は、日本でいう「地域包括支援センタ－」のソーシャルワーカー(のチーム)に
介護サービスのガイダンスの役割を担わせている。専門性の高いソーシャルワーカーが、
連携において重要な役割を果たしている。
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資料④－11ページ

（5）公的医療保険の財政
〔公的医療保険の財政〕（資料④－12～13ペー
ジ）
⑤公的医療保険の財政についてです。
効率性を考慮し、保険財政を維持するために
は、保険料をリスク関連にする必要があります。
しかし、公的医療保険の保険料は、日本に限ら
ず全ての国で、リスク関連ではなく、所得関連
にされていることにより、赤字を宿命づけられ
ています。その中には、所得の高い者ほど、保
険料を多く負担するという公平性に対する配慮
も見て取れます。そして、赤字を補填するため
には、補助金を導入する必要があるわけですが、
ここで、⑤－ 1「ソフト・バジェット（Soft�
budget）」問題が発生します。日本の場合、国
民健康保険、協会けんぽでは、医療給付費に対
する一定割合で補助金が投入されることがルー

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   3923304944-1第75回租税研究大会記録.indb   39 2023/12/15   14:19:512023/12/15   14:19:51



―40―

ル化されているので、医療給付費が上がればそ
れに比例して補助金の額も青天井で上がるとい
う「ソフト・バジェット」問題を内包していま
す。
「ソフト・バジェット」問題への対策として、
年度内の公的医療費、医療給付費を予算化する
ことを多くの国々で行っています。お示しして
いるように、オランダのような対応例もありま
すが、赤字が出る場合には、その時々で、時限
つきの補助金プログラムを組んで対応する国々
が多いようです。

〔世代間移転、世代内移転〕（資料④－14ペー
ジ）
リスク関連の保険料を徴収していない場合、
保険料、補助金の両者を利用して、所得分配が
行われます。日本の場合、先ほど土居先生の保
険財政のお話で出てきましたけれども、後期高
齢者医療制度は、高齢者を別の保険制度でカバ
ーし、世代間移転が明確になる形で行っていま
すが、対象国では、老若男女を同じ保険に加入

させる形で、世代内移転、世代間移転を行って
います。

• ⑤－2 世代間移転、世代内移転
• 後期高齢者医療制度
• 給付費等の40％を主として現役世代が加入する健康保険から
後期高齢者支援金。

• → 世代間移転

• 高齢者のみを被保険者にした公的医療保険は希。

• 課題：世代間移転の縮小・世代内移転の拡大
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資料④－14ページ

〔保険のあり方〕（資料④－15ページ）
また、公的医療制度を社会保険方式、税方式
いずれで行う場合も、財政運営の効率性の観点
から、保険の大数の法則を働かせ、保険の事務
費用の規模の経済性を実現するため、対象国に
おいては、保険の単位（保険者）、公的給付制
度の単位は、職種別、地域、国などより大きな
単位、規模で構成されています。

• ⑤－3 保険のあり方
• 大数の法則、保険事務費用に関する規模の経済性を効かせるため
に保険者を統合し、保険の規模を大きくする必要。調査対象国で、
日本のように保険者数が多い国は少ない。

• 年齢で被保険者を区分している国は極めて少ない。
• 後期高齢者医療制度は、平均的なリスクの特に高い人々のみを被
保険者とした保険であり、現役世代の保険と統合することが望まし
い。（高齢者のみを被保険者とした公的医療保険制度の採用事例は、
世界の国々でも極めて少ない。）

• 公的医療保険の課題：保険者の統合

15

資料④－15ページ

〔社会保険方式と税方式〕（資料④－16～17ペ
ージ）
医療サービスをどの財政方式で供給するかに
ついてです。大きく分けると 2つの財政方式を
対象国は採用しています。遍く人々が保険に加
入できるようにする配慮、逆選択の回避の観点
から社会保険方式を採用する我が国をはじめと
した国々と、医療サービスを国民の権利として、

⑤公的医療保険の財政
• 保険は、保険料をリスク関連にすることで保険財政を維持できる。
• 公的医療保険は、保険料をリスク関連ではなく、所得関連にしている
• ことにより、赤字を宿命づけられている。
• ⑤－1「ソフト・バジェット（Soft budget）」問題
• 租税財源による補助金（多くの国が採用。）
• 日本の場合、医療給付費の割合で決定。
• 例：国民健康保険 41％ 協会けんぽ 16.4%
• 後期高齢者医療制度
• 給付費等の50％を国、都道府県、市町村が4：1：1で補助。
• → 給付費が増加すれば、補助金も増加する。
• （「ソフト・バジェット」問題）
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資料④－12ページ

• 「ソフト・バジェット」問題への対策

• 年度内の公的医療費を予算化。

• オランダの例：
• 超過した分は、被保険者が定額保険料として、所得比例保険
料とは別途負担することで公的医療費の予算を厳守する。

13

資料④－13ページ
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公共サービスとして供給する税方式を採用する
国々があります。社会保険方式を採用している
国々の医療保険料が、所得関連保険料を主とし
ていることは、税方式の国々が医療財政収入の
中心に所得税を置いている点と類似していると
もいえます。両者の違いは、社会保険方式は、
社会保険料を納付することの対価として医療サ
ービスを受給するという、負担に対する権利と
して給付を受けるという権利関係があるのに対
して、税方式は、納付された租税に対して、公
共サービスとして国民に医療サービスを供給す
るという関係があるところにあると見ることも
できます。
しかし、社会保険方式を採用している国々の
中でも、フランスのように社会保障目的税であ
る一般社会拠出金（CSG）を導入する国も出て
きていること、全ての国々で租税財源から補助
金を医療財政に投入していることにも注意が必
要です。租税方式を採用している国々も、医療
財政収入として、所得税だけでなく、付加価値
税を含めた消費関連税、資産税など、幅広く財

源の対象を拡大していることが見て取れます。

〔自己負担と私的保険〕（資料④－18ページ）
次に患者の「私的負担」についてです。ここ
で、「私的負担」とは、自己負担と「私的医療
保険」の保険料による負担を足したものを指し
ます。総じて、我が国に比べて、対象国の「私
的負担」は大きいことが分かります。例えば、
フランス、ドイツ、カナダは、「私的医療保険」
が大きな役割を果たしています。国によって差
異はありますが、入院外処方薬、大人の歯科医
療、アイケア等を、公的医療保険の対象から外
し、私的医療保険を積極的に活用しています。
しかし、私的医療保険の活用にあたっては、そ
の加入が任意であることから考えて、公平性の
観点からは、公的医療保険の対象から外すサー
ビスの吟味と私的医療保険の加入を補助する仕
組みの検討が不可欠でしょう。
以上、オーストラリア、カナダ、ドイツ、フ
ランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、
英国を取りあげ、国際比較をしてきましたが、
我が国の医療制度との共通点がある一方で、諸
外国で導入している制度が我が国では導入され
ていない点が少なからずあったと思います。右
に倣えをする必要はありませんが、我が国の医
療制度改革を考える上で検討する必要があるで
しょう。ご清聴ありがとうございました。

• ⑤－5 自己負担と私的保険
• 両者を合わせたものが、「私的負担」と考えると、「私的負担」は相対的に大きい。
• オーストラリア 約17％ カナダ 約30％ フランス約21％
• ドイツ 約15％ イタリア 約20％ オランダ 不明
• スウェーデン 約17％ UK 不明
• 参考：日本 約12％（2020年）
• 私的保険 イタリア スウェーデンでは発展していない。（イタリアは、私費医療
• を利用する人々が加入している傾向。）
• その他の国々では、相対的に大きな役割。
• 国によって異なるが、歯科医療、入院外の処方薬、専門医のサービス等の
• 自己負担等をカバーする役割。
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資料④－18ページ

• ⑤－4 「社会保険方式」と「税方式」

• 「税方式」を採用する国も多い。
• オーストラリア、カナダ、イタリア、英国、スウェーデン

• 財源は、所得税等に加えて、消費税・VAT（付加価値税）など
• に依拠。

• 「社会保険方式」を採用している国は、所得比例保険料を採用して
• いる。
• 所得税…… 社会サービスに対する料金
• 所得比例保険料…… 医療サービスの給付の権利を得るための負担。
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資料④－16ページ

• 保険料・税の賦課ベース
• ①所得 オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、UK
• ＊フランスは、制度上は全て使用者負担。
• ②資産 カナダ フランス、（オーストラリア）
• フランス……保険料は所得課税。CSGは、資産も含めた
• 広範な課税ベース。
• ③消費 オーストラリア（GST)、カナダ、イタリア、UK

• ④法人所得 イタリア （オーストラリア）

• 所得が中心であるが、消費税・VATを導入しているところもあり、資産課税に踏み
• 出したフランスのような国も出てきている。
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資料④－17ページ
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Ⅴ．総括

（小澤）　大森先生、ありがとうございました。
それでは、 4名の先生にご報告を頂いたわけで
すが、簡単にかいつまんでお話をしますと、土
居先生のご報告では、医療と介護の財源の工面
のためにどの年齢層にどれだけ負担を課せばよ
いのかと問い掛けられて、給付の効率化・重点
化は当然なのだけれども、医療では現役世代へ
の負担が過重であり、そして、後期高齢者医療
の保険料財源の確保が重要であるということで
す。それから、また、介護においては、給付を
抑制しないなら各世代の負担の相当な増大が見
込まれることが指摘された上で、医療も介護も
消費税による財源確保は負担の世代間格差を緩
和できると主張されておられました。
続く駒村先生のご報告においては、まず新人
口推計において、総人口は減り方が緩くなると
いう意味で、前回推計よりも改善はしているの
だけれども、それは外国人労働者の受け入れ数
の前提を、2017年推計に比べて上方修正したこ
とによるものであると指摘されています。その
上で、2024年の財政検証の課題や、団塊の世代
と団塊ジュニア世代が同時に高齢者になる、65
歳以上の人口が何と4000万人に接近してしまう
2040年をどのように乗り越えたらいいのかとい
うことが、今後の最大の課題であるということ
でした。また、認知症発症の長期見通しについ
ても触れていらっしゃって、認知症は急には発
症しないで、正常加齢の認知機能の低下から、
軽度認知障害といったものを経て、グラデーシ
ョン的に認知機能の低下が進んでいくわけです
が、客観的な認知機能の低下と主観的な認知機
能の認識のずれがもたらす重大な問題が指摘さ
れておりました。
それから、林先生のご報告では、まず日本で
は所得を労働所得、資本所得と二元的に扱って
いることが原因で、所得階層別の平均税率のピ
ークが年間所得 1億円となっていること、また、

資本そのものと資本所得のどちらを課税客体に
すべきかについては、収益率の大小が投資家の
資産運用能力に依存するのか、それともレント
の存在によるものなのかに応じて、結論が異な
ってくるということが紹介されていました。さ
らに、相続税は資本課税ほど資産格差の解消に
は役立たないことであるとか、事業承継税制で
は、同族よりも非同族による外部承継を促進す
る形で制度設計を行うべき根拠はあるというこ
とです。それから、また、同族内においては、
経営能力を示す何らかの指標に応じて減免すべ
きであるとの主張もなされておりました。
最後に、大森先生のご報告では、医療サービ
ス特有の性質から、効率性・公平性に配慮した
規制・政策が欠かせないわけですけれども、各
国の状況によって、個々の医療制度の個性や差
異が生み出される一方で、理論的基礎を共有す
ることから、制度の共通点も多く見られるとの
ご指摘がなされていました。そして、患者の医
療サービス選択の不完全性に対する政策、サー
ビス供給者のモラルハザードや独占力の行使に
よる非効率性の対策としての数量規制等につい
て、国際比較がなされていました。また、公平
性の観点から、医療サービスを社会保険方式と
税方式のどちらで供給するか、患者の私的負担
をどうするのか。こういったことも論点として
検討されておりました。

Ⅵ．�2020年代の税・社会保障改
革の課題への意見

それでは、時間もちょっと押してまいりまし
たので、以上のご報告を踏まえて、討論に入り
たいと思います。 1つのご報告に対して、お二
人の先生からご意見・ご質問をしていただいて、
それに対して、報告者にお答えいただくという
形式でお願いいたします。では、まず土居先生
のご報告に対して、駒村先生と林先生のお二人
からお願いしたいと思うのですが、まず、駒村
先生、お願いいたします。
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（駒村）　ありがとうございます。本当に、土
居先生のお話というのは、非常に私も同意する
ところが大変多くございました。その中で、介
護と医療の違いというところをちょっとフォー
カスして、ご質問させていただきたいなと思い
ます。介護については、給付カットという選択
肢があり得るかどうかという点です。というの
も、介護の方は、医療より外部性がある。ここ
で言う外部性というのは、ケアする家族の就労
継続を維持するという意味で、介護報酬にカウ
ントされていない価値があるのではないかなと
思っております。既に、介護をしながら働いて
いる方が300万人いるということで、これを給
付カットした場合、かなり就業継続、日本経済
全体の労働力率にも悪影響を与えるかと思って
おりますので、土居先生のご議論のところで、
医療と介護の給付の抑え方について、どういう
ふうに考え方を整理されているか、この違いを
ご説明いただければなと思いました。以上です。

（小澤）　それでは、林先生、お願いいたしま
す。

（林）　シミュレーションに関してです。多少
の物価変化も考慮されて分析されているような
記述もございましたが、今般のインフレはかな
り大きくなっておって、今後も続きそうな感じ
がします。そこで、インフレを明示的に捉えて
シミュレーションするのも重要かなと思いまし
た。当然、消費税ではそのまま名目の金額が増
えるでしょうけれども、歳出の方でも診療報酬
とか介護報酬をインフレの中で固定しておくと
いうのはなかなか難しいかなという気はしてお
ります。

（小澤）　両先生、ありがとうございました。
それでは、土居先生からリプライをお願いいた

します。

（土居）　ご質問ありがとうございました。ま
ず、駒村先生のご質問からお答えしたいと思い
ます。まさにおっしゃるとおり、介護には外部
性があると思います。私の見立ては、恐らく、
劇的な介護給付の削減などというのはなかなか
容易ではない。むしろ、介護人材不足の方がボ
トルネックになるのではないか。ここはいろい
ろな見方があると思いますが、ある程度ロボッ
トに助けてもらうということができたとしても、
センサーとか、さまざまな器具で助けられたと
しても、やはり介護人材不足が、介護サービス
供給の制約になるというところが一番効いてく
るのではないか。だから、表立って、こういう
サービスは介護保険ではやめますとか、こうい
うサービスはいたしませんというよりも、先に
介護人材不足の方が制約になって、したいサー
ビスだけれども、そもそもヘルパーさんがいな
いのでできませんというようなことが、2040年
頃にはもっと顕著になっているのかなと。それ
が、ひいては不幸な意味でもあるのですけれど
も、介護給付費の伸びを鈍化させることになっ
てしまう可能性がある。これが不幸な部分とい
うのは、まさに外部性というところでは不幸な
部分で、家族介護を強いるようなことにもつな
がりかねないというところで、介護ロボットと
か、さまざまな資本集約的なサービスに、介護
保険を通じて、できるだけそういう供給制約が
顕在化しないようにするということとセットで
工夫していく必要があるのではないかなと思い
ます。
林先生のご質問については、まさにおっしゃ
るとおりで、これからさらに私がシミュレーシ
ョンで想定したよりも高いインフレーションに
直面するということになるだろう。ここから先
は、シミュレーションの意訳ということになる
と思いますけれども、基本的に税収に与える物
価上昇の影響と、介護や医療の給付に与える物
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価上昇の影響が同率であれば、そのまま相似拡
大的に支出も収入もなるので、いわゆる不足率
と言いましょうか、不足しているパーセンテー
ジというのは基本的に変わらないということに
なるだろう。ただ、消費税にはあまりありませ
んけれども、所得税とかであれば、累進課税さ
れているので、税率構造を変えないと、逆にそ
れがブラケットクリープで、税収が増えるとい
う方向に働いて、支出よりも上回る税収の増加
ということが起こり得るかもしれません。さら
には、消費者物価上昇率が 4％だからといって、
診療報酬・介護報酬も 4％上げなければいけな
いというわけではないので、診療報酬や介護報
酬の改定率が物価上昇を下回る形で収まるとい
うことが起こるとすると、税収増が上回るとい
う効果というのは、物価上昇率が大きくなれば
なるほど、大きくなる。とはいえ、上昇率が10
％、20％という意味ではなくて、物価上昇率が
1％のときよりも、 3％とか 4％のときの方が、
そういうことが起こりやすいということはある
かなと思います。私からは以上です。

Ⅶ．�新人口推計から考える社会政
策の諸課題―年金及び認知機
能低下の問題を中心に―への
意見

（小澤）　ありがとうございました。それでは、
次に駒村先生のご報告に対するご意見・ご質問
に移ります。これは、大森先生と林先生にお願
いしたいと思いますが、まず、大森先生からお
願いいたします。

（大森）　どうもありがとうございます。大変
興味深いご報告で、非常に面白く拝聴しており
ました。ご質問は 2点あります。まず 1点目で
すが、外国人の流入がこれから増加していくと
いうことが予想され、かつ人口推計でも仮定さ
れているわけですけれども、日本政府として、

外国人の受け入れについて、どのようなスタン
スをこれから取るべきとお考えなのかを伺いた
いと思います。それから、非正規労働に関する
議論がありましたが、日本の非正規労働は、社
会保険も適用されない等、労働条件が悪いとい
うところに最大の課題があるように思うのです
が、いかがお考えでしょうか。

（小澤）　それでは、林先生もお願いいたしま
す。

（林）　ご報告であまり触れられていなかった
と思うのですが、女性労働について 2つありま
す。ひとつは、女性の就労率が上がっている原
因なのです。私自身は、実際女性のプロフェッ
ショナルは増えているとは思いますが、女性労
働の中心はやはりパート・アルバイトですし、
正社員であったとしても多くが補助的な業務で
はないのかなと思っています。したがって、女
性の就労率が増加したといっても、それは彼女
たちが望んで社会進出したというよりも、例え
ば、配偶者の所得が下がったり、そもそも配偶
者の所得が低かったり、もしくは先ほどのご報
告でもあったように、おんぶしてもらえる適当
な配偶者を見つけられないということに起因す
るのではないでしょうか。そういった理由で
嫌々仕事しているのではないのかなという感触
を持っています。そのことについて、何か実証
分析があればご教示していただきたいと思いま
す。
いまひとつは、税制と社会保険料制度が制度
として専業主婦にとどまっているインセンティ
ブを与えており、本格的な女性の社会進出を抑
制しているという、よくある議論です。これに
ついても、多少誇張されているような議論だと
思います。そもそも、年収の壁の問題は、女性
の所得分布にこぶができているという話で、収
入を100万円付近で止めているパート労働者の
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収入を、120万円や130万円に増やすという話で
あって、年収の壁が正規で働くようなインセン
ティブを削いでいるという話ではないと思いま
す。そもそも、年収の壁は、全く働いていない
専業主婦は関係ない話です。もちろん、正社員
として働いていた女性が家庭に入って、ずっと
専業主婦であるというのも日本経済にとっては
毀損になるとは思うのですけれども、税制とか
社会保障制度が、この結婚や出産を機に離職す
るという行動に実際に影響を与えているのか、
与えているとすればどれくらいの規模なのかと
いうことについては、しっかり精査する必要が
あると思います。もし、そういう分析があれば
ご教示いただきたいなと思います。以上です。

（小澤）　両先生、ありがとうございました。
それでは、駒村先生からリプライをお願いいた
します。

（駒村）　ありがとうございます。大森先生の
ご質問ですけれども、基本的に労働者として迎
え入れるか、市民として迎え入れるのかという
ところでございます。16万人近い方を毎年入れ
るというのは、過去のトレンドからの見通しで、
日本政府がそういうふうにかじを切ったという
ことを根拠にしているわけではないということ
は前提でございますが、ご質問については、恐
らく労働者として迎え入れるという前提で人口
推計も作られているのではないかなと思います。
要するに、働く期間が終わったら帰っていただ
くのだろうという想定だと思います。その場合
は、社会保険の適用をきちんとやらなければい
けないということになります。それについては、
社会保険、特に、例えば年金でございますけれ
ども、現時点では、 5年分については厚生年金
料分などを本人負担分だけお返しして帰国いた
だくということになっているわけです。
一方、外国人労働者にとって医療保険がどの

くらい使えているのかどうかというのは、言語
の問題もあってかなり怪しい部分もございます
ので、この辺は実証をしていかなければいけな
いかなと思います。うちの院生でも、この点、
外国人労働者の医療保険の利用状況に関する研
究をやっている人間がおります。言語の壁があ
って、医療保険を使っていないのではないかと
いう話もあります。
それから、市民として受け入れた場合は、子
供の教育とか、言語教育を含めて、これは
OECDの中でも日本はかなり状況が悪いという
ことで、現在の言語教育の差は、将来の市民と
居続けた場合は、まさに格差の原因になります
ので、そこの部分、言語教育が、地方政府、自
治体任せというところもございますので、この
部分の費用をちゃんと考えないと大変なことに
なるのかなと思います。
林先生のご議論でありますけれども、これは
本当はじっくり議論したいテーマであります。
後半の方の研究、壁による就労時間のゆがみの
部分でございますけれども、これは林先生ご自
身が、あとは、最近でも東大の近藤先生も検証
されていますけれども、こぶはあって、100万
円前後のところでまとまってはいるけれども、
それは本当に、税や社会保険のゆがみの結果な
のかわからない。このほか、配偶者手当なんか
もさまざまあるよねということで、決定的に検
証されているわけではないというのは、ご指摘
のとおりかなとは思っています。
一方、働く女性に関しては、今も昔も変わっ
ていなくて、いわゆるLカーブと言われている
ように、正社員で入った後は就業率が下がりっ
ぱなしではないのか。むしろ、就業率の上昇と
いうのは、非正規が中心になっている。年収が
高い男性の配偶者は、非正規でよく、100万円
程度の就労でいいと思っているのではないかと
いう指摘だろうと思います。しかし、こうした
性別役割分業、ジェンダーギャップがあるから
低賃金の男性が結婚できなくなり、未婚率、少
子化が進んでいるわけです。
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ジェンダーギャップ、つまり女性自身が自分
の年収に期待をしていない社会を作ってしまっ
たということで、高い賃金の男性を探すしかな
い。高い男性の賃金が少ないから、少子化にな
る。
実は、傍証があります。男女共同参画白書の
令和 4年の資料の中に、結婚前の女性の希望の
働き方と結婚後の希望の働き方というのが、対
比研究をされています。結婚というイベントで
女性の将来期待、希望がどのように変化するの
か。フルタイムで働きたい、或いは結婚前以上
の収入で働きたいというふうに結婚前に考えて
いる女性が 7割いて、パートでいいのだという
のが14％、そして、専業主婦でいいのだという
のが 5％、いる。これが、結婚後には、フルタ
イムで働きたいという方が大幅に50％にまで減
って、専業主婦やパートでいいという方が大幅
に増えるということで、女性のキャリア形成が、
結婚を機に大幅に変わってしまうのではないか。
つまり、専業主婦に対する優遇制度があり、結
婚を機に認識して、自分の働き方をそっちに合
わせるように修正しているのではないか。とな
ると、この専業主婦という扶養の範囲で働きた
いというのが有利であるという制度自体を縮小
しないと、女性の自分のキャリア形成に関する
期待が変わらないのではないか。そこで今のパ
ート女性の希望とは別に、これから結婚しよう
という女性のキャリア形成にも影響を与えるた
めには、専業主婦が有利だというさまざまな制
度は、基本的には縮小した方がいいのではない
かというのが私の主張でございます。
大森先生の非正規労働者に関してでございま
すけれども、これは今の政策の中では、適用拡
大をいろいろやっています。雇用保険も、今度
20時間以下にまで広げるということで、健康保
険の方も広げているのですけれども、健康保険
組合のヒアリングをすると、面白いのは、パー
ト女性も、次第に壁を越えて働き始めると、割
ときちんと自分の人的資本形成にもコミットす
るようになるのではないかということで、自分

の健康状態や将来のプロモーションにも関心を
持つのではないか。
そういう意味では、壁と言われている問題、
例えば、厚生年金の場合、106万円で20時間と
いう制限がありますけれども、これはやめても
う基本的には労働時間10時間でも厚生年金をか
けてしまう。106万円というのは、元々根拠が
ない。国民年金と厚生年金の保険料を比較して
決めた水準で、これは元々間違っていますので、
適用の範囲の月額賃金を健康保険並の 5万円程
度まで下げていいと思っていますので、 5万円、
10時間とか、そのぐらいしか働けないならば、
そこの壁は越えて、もうちょっときちんと働く
ことになるのではないか。林先生が実証研究が
あるのかと言うと、そこはちょっとまだはっき
りしない、実証しなければいけない部分だと思
いますけれども、非正規労働者の方も、その壁
を越えることによって、きちんと人的資本形成
に関心を持っていただくとなる：この壁問題を
きっかけに、正規と非正規の格差の問題も解消
されていく。健康保険組合の適用拡大と人的資
本の拡充の取り組みを聞いていると、そういう
印象を持っております。

Ⅷ．�資本・資産関連課税の考え方
への意見

（小澤）　ありがとうございました。それでは、
次に、林先生のご報告に対するご意見、ご質問
ということで、大森先生と土居先生にお願いい
たします。では、まず大森先生からお願いいた
します。

（大森）　ありがとうございます。時間も少し
制約されているようですので、まとめてお答え
いただく形で結構ですけれども、私の質問の論
点は 2つあります。日本の日本の社会における
公平性は、非常に大きな課題になっているわけ
ですが先生は、その改善のために、どの点が最
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も留意するべき点とお考えなのでしょうか。特
に先生は資産課税、資本所得課税についてご議
論いただいたので、そこに絞った形でも結構で
すので、ご教示いただけたらと思います。私か
らは以上です。

（小澤）　それでは、土居先生、お願いいたし
ます。

（土居）　私からは、資本課税に関連して、労
働所得税よりも低い率の譲渡所得課税というの
は、資源配分をゆがませるので、キャピタルゲ
イン課税を強めるという主張が論⽂の中ではあ
るのですけれども、確かに、生涯を通じて、個
人所得税を負担するということであれば、その
指摘はそのとおりだと思います。けれども、譲
渡所得の発生時のみを捉えて累進課税をすると
いうことだと、これはこれで、また資源配分を
ゆがませると思います。譲渡所得の発生は、結
構、瞬時瞬時に発生する。労働所得は、長い期
間働くので、長い期間かけて、それだけ労働所
得を稼ぐという、所得発生のタイミングが違っ
ているというところで、一時的にまとまって譲
渡所得が生じて、そこで譲渡所得に累進課税を
すると、労働所得に累進課税するよりもより累
進度が高まってしまうということがあるので、
むしろ、時間を通じて平準化するという課税の
仕方というのも考えられるのではないかと思い
ます。時間を通じて課税して、いわゆる生涯所
得に近いようなものに対して累進課税するとい
う考え方、これはどういうふうに林先生は思わ
れるでしょうか。よろしくお願いいたします。

（小澤）　両先生、ありがとうございました。
それでは、林先生からリプライをお願いいたし
ます。

（林）　どうもありがとうございます。まず、
大森先生の公平性の話なのですけれども、公平
性というのは個人によって捉え方が違うので、
いろいろと注意すべきだとは思います。ただ、
所得や資産の不平等を小さくするという観点か
らは、結局は自分で手に入れたと思っている所
得・資産・能力というのは、個人の選択ではい
かんともし難い運や偶然に左右されている部分
が大きいということをしっかり認識する必要が
あるのかなとは思っております。先ほど紹介し
た研究にも、例えば、収益率の変動の 4分の 3
は運や不運によるという分析もありました。成
功者は、その成功を自分の努力の結果と思いが
ちかもしれませんが、努力できるという能力を
持っているかどうかも運ですよね。その辺のあ
んばいをどう考えるかというところなのかなと
思います。
世代間の資産や所得の偏りや、世代間の資産
の累積を減らすにはどうしたらいいかという点
については、今回の報告では触れませんでした
が、相続税よりも資産保有税の方が効果がある
という結果はあります。ただ、資産保有税を経
常的に課税するのは通常難しいので、やはり相
続税に頼るしかない。ですから、結局は、相続
税をいかに強化するかというのが肝になるのか
なという気がします。ただ、資産保有税といっ
ても、土地建物に係る資産保有税には固定資産
税がありますから、固定資産税に関しては既に
行政にもノウハウがあります。これをどう活用
するかという余地はあると思っています。固定
資産税を上げろとか言うと自治体の担当者には
嫌われますが�
あとは、土居先生のお話ですが、これは 2つ
あると思います。多分、譲渡タイミングに関し
ては、当然歪みは発生するでしょう。タイミン
グの歪みと、負担の平準化と 2つ論点はあるの
かなと思うのですけれども、タイミングはゆが
みは出てきますけれども、ただ、発生主義的に
キャピタルゲイン課税を行ということは、実質、
資産保有税と同じことになりますので、現行の
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課税当局の能力では無理かなと思います。サエ
ズとズックマンは、徴税の電子化を進めれば何
とかなるのではないか、毎年、資産保有税をか
けられるのではないかと議論していますが、少
なくとも、現行は無理なのかなと思っています。
最後に、長期的にうんぬんという話ですけれ
ども、僕は累進課税する必要はないと思ってい
て、発生時点で比例税をかければいいと思うの
ですよね。比例税なら大凡長期的にも同じこと
になると思いますから。現行の20％は低いかな
という気はしていますが、給与所得と同じよう
な最高税率にせよ、という考えはございません。

Ⅸ．�地域医療制度の国際比較への
意見・質問

（小澤）　林先生、ありがとうございました。
それでは、大森先生のご報告に対するご意見・
ご質問ということで、駒村先生と土居先生から
お願いしたいと思いますが、まずは駒村先生、
お願いいたします。

（駒村）　ありがとうございます。大森先生の
ご研究も、大変いろいろ学ぶところがありまし
た。その中で、ぜひとも、今後日本の中で議論
していかなければいけないテーマとして、私的
保険の扱い方ということがあると思うのです。
2019年の年金改革も、公的年金だけでなく、公
的年金と私的年金との一体改革になっている。
iDeCoで代表するように公的年金が下がった
分だけ、私的年金を拡充する。代替的な役割を
させるということで、私的年金の拡充が進めら
れている。一方、医療保険は、マクロ経済スラ
イドみたいなものもないわけで、財政的には非
常に厳しい。今後、私的保険をうまく公的医療
保険の補完として使うべきなのか、代替として
使うべきなのか、この辺は日本においては公的
医療保険との関係で、私的医療保険というのは
どう位置付けて、どう使うべきなのか、どう優

遇すべきなのかという点をお聞かせ願いたいな
と思いました。よろしくお願いします。

（小澤）　それでは、土居先生、お願いいたし
ます。

（土居）　私からは、特に入院医療についてお
伺いします。大変お詳しい国際比較を大森先生
にしていただいて、私も大変勉強になりました。
わが国でも、一部に包括払いが導入されていて、
専門用語でいうところでは、DPC/PDPS。
DPCというのは、診断群ということですけれ
ども、その包括払いが、入院 1日当たりの包括
払い。これは、英語でPDPSというわけですけ
れども、それが日本の包括払いの仕方になって
いる。ところが、これは大森先生もよくご承知
でありますけれども、外国には 1入院当たりの
包括払いがある。入院日数に関係なく、 1入院
当たりの包括払いという、英語でPPSという。
そういう払い方もある。わが国では、PDPS、
1 日当たりの包括払いになっているので、医療
機関の収入が入院日数に依存する。だけれども、
1入院当たりの包括払いだと、入院日数に関係
なく、 1入院で幾らと決められるということに
なる。ただ、PPSという 1 入院当たりの包括払
いというのは、大森先生のご説明にもありまし
たように、DRGという仕組みと混然一体にな
って一体不可分になっていると捉えられる向き
があるのですけれども、私はそうではないと思
っていて、日本で開発されたDPCという診断
群の分類というものは尊重しながらも、 1入院
当たりの包括払いというものに変えていくこと
でうまくいくのではないか。つまり、入院日数
を長くして医療費がかさむというようなことを
防げると思ったりいたします。そういう意味で、
諸外国での包括払いで、良いパフォーマンスを
している国があれば、ぜひその事例をお教えい
ただきたいなと思います。私からは以上です。
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（小澤）　両先生、ありがとうございました。
それでは、大森先生、リプライをお願いいたし
ます。

（大森）　ご質問ありがとうございます。まず、
駒村先生からのご質問ですが、やはり、公的医
療保険を考えるときには、対象になっている国
民がちゃんと利益を得るということが前提にな
ると思います。、理論的に言うと、費用対効果
の観点からの評価です。費用をかけたからには、
ちゃんと効果があるような医療が選択されなけ
ればならないということで、諸外国の公的医療
保険でカバーするサービスの決定の際に、徹底
して費用対効果が測定されております。もう 1
つの視点は、公平性の観点です。費用対効果が
まず保証されていて、かつ必要であれば、所得
の多寡に関わりなく医療を受けられることが、
公的医療保険でカバーされるサービスのもう一
つの条件になっていると考えます。多くの国の
公的医療保険では、明確にこの 2つの基準を適
用してカバーされるサービスを決定しています。
非常に特徴的なのが、費用対効果に対する考
え方が浸透している点です。例えば、日本で言
うと、国立保健医療科学院のような研究機関と
保険者の団体、政策当局が連携して、費用対効
果の科学的分析を行い公表し、公的医療保険の
カバーするサービスに入れるかどうか選択をし
ています。ある年にカバーされているサービス
も、費用対効果が実証されなかったら、公的医
療保険のカバーから外すというようなことを割
と明確にやっているのが、特徴的です。
お答えになっているかわかりませんけれども、
以上です。
それから、土居先生のご質問に関してですが、
DRGを導入するときに、日本のように日額払
いで払っている国は、実は割と少ないです。基
本的に、 1入院当たりの包括払いが導入されて
います。ただ、DRG支払い方式は、包括払い
の価格が、ちゃんと正確な費用予測を反映して

いることが必要で、各国で患者のデータを集め
て、費用予測を行っています。具体的には、毎
年、患者のデータからリスク属性を抽出し、費
用データも取って、費用予測の方法を改善して、
費用を正確に予測するための公式を開発してい
るのです。しかし、改善には終わりがないとい
うところもあって、実態としては、予測費用を
高くし過ぎている側面があります。なぜならば、
費用予測が、実際よりも低くなると、サービス
供給者が予算オーバーになったということで、
過小サービスになる可能性があり、患者に大き
な損害を与えることになってしまうからです。
そこで、少し緩めの包括払いになってしまって
いる側面は、否定できません。
ご質問の中にあった、包括払いが、どの程度
患者に損害を与えず、費用抑制に役立っている
かということに関しては、実証研究が結構進ん
できています。特に、アメリカの公立病院につ
いての研究が、結構、ございまして、包括払い
方式が費用対効果を改善したという結果が出て
きています。具体的には、費用を抑えながら、
かつ、死亡率が増加せず、合併症も増加しなか
ったという結果が出ています。アメリカの公立
病院以外でも、その他、韓国とハンガリー、ポ
ーランド等の国々でも実証研究が行われていま
す。費用対効果が改善されたという話がある一
方で、逆に駄目だというケースも、負けず劣ら
ず多くあります。その最も大きな要因は、先ほ
ど申し上げた費用の予測の正確性にあるのかな
と思います。
あと、もう 1つ、包括払い方式の負の側面が
あります。いわゆる不正コーディングです。
DRGは、主たるDRGのコードで包括払いで医
療費を払っていくということをやるのですが、
患者がかかる病気は、幾つかのDRGコードを
含んでいる場合が多く、包括払いを行うときに
は、主要なコードを選ぶのですが、適用する
DRGコードを選ぶ時に、より費用償還の多い
DRGコードをコーディングしていくというよ
うな、不正の例も結構見受けられるということ
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であります。
あと、病院は現場でデータを持っていますの
で、どの病気のDRGコードが実際の費用に対
して高めに価格をつけているのか、低めに価格
をつけているのかを知っていることから、これ
はあってはならないことだと思うのですけれど
も、厳しく設定されているDRGコードに該当
する患者の入院を減らし、逆にDRGコードが
緩く設定されている病気の患者の受入を増やす
というような実証研究の結果もあります。この
様に、DRGは正の側面と負の側面の両方があ
ります。DRG支払方式の成否は、費用予測が
正確にできるかにかかっているのかなと思って
おります。お答えになっているかわかりません
が、以上です。

おわりに

（小澤）　大森先生、ありがとうございました。
ご協力の下、進めてまいりまして、質疑応答に
予定していた時間のうち、まだ 4、 5分ぐらい
は若干残ってはいるのですが、特に今ご出席さ
れている方々の中で質問がありましたら、
Q&Aの機能を使ってお寄せいただければと思
うのですが、いかがでしょうか。特によろしい
でしょうか。
それでは、最後、結びの話をさせていただき
たいと思います。報告に引き続きまして、活発
な討論が行われましたけれども、私からは、冒
頭のご挨拶の際に申し上げました 3名の外部講
師の方々のご報告内容につきまして、簡単に触
れさせていただきたいと思います。資料として
は報告書の中に含まれていないものでございま
す。2022年の 2月に最初に有村先生からご講演
いただいたというお話をいたしましたけれども、
タイトルが「さまざまなカーボンプライシング
手法の位置付けと評価」というものでございま
した。カーボンプライシングの手法としての炭
素税、それから排出量取引の世界における普及

状況、こういったものが紹介された後に、排出
量取引における排出量削減効果であるとか、排
出枠の配分方法、それから、排出枠価格の論点、
そして、制度の実行可能性についての説明が順
次行われておりまして、環境税における実効炭
素税率、それから、炭素税収の推移、そして、
いわゆる二重の配当というものの解説が与えら
れております。特に、二重の配当につきまして
は、炭素税収を必ずしも目的税的に使わなけれ
ばならないわけではなく、他の税の減税に使っ
た方が、経済を活性化し、マクロ経済的にプラ
スになるというご指摘が、ご自身の手掛けられ
た研究成果を基になされておりまして、理論的
に興味深いものだと私は思いました。それと同
時に、わが国の場合は、政治主導の下で、将来
的にとはいえ、こうした連携がスムーズに図れ
るのかなという問題も、現実的にはあるかと思
います。
それから、 3月の田中教授の講演タイトルは、
「ポストコロナに向けた財政の課題」というも
のでして、財政ガバナンスを高めるための予算
制度として、何が必要であるのかということに
ついて、税制ルール、独立財政機関、中期財政
フレーム、意思決定システムの 4つが重要であ
るとのご指摘がなされております。そして、日
本の予算制度は、財政ルールの遵守を認識させ
る事前のコミットメントが弱く、予測と結果を
監視検証する事後のコミットメントが欠如して
いるとの見解が示されております。
田中先生の後半の社会保障の話では、社会保
障財源について、一般財源が増えているだけで
はなくて、被用者が支払った保険料が自身の給
付ではなく後期高齢者医療や介護保険に移転さ
れているといった、全般的に他制度からの移転
が増えているということが問題視されておりま
す。そして、国民健康保険、後期高齢者医療、
介護保険、国民年金の財源構成については、保
険料の割合が 1、 2割しかなくて、保険とは呼
べるものではない、それから、財政規律も働か
ないのだと結論付けられております。
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それから、 4月の齊藤教授の講演タイトルで
すが、「危機時の財政金融政策と収束の可能性」
というものでして、ここ四半世紀の間、日本経
済が貨幣数量説からも、或いは物価水準の財政
理論からも説明のつかない状況であることを理
解する上で、1937年から1952年までの経済統制
期が参考になると述べられています。そして、
敗戦直後の物価高騰は、実はハイパーインフレ
ではなくて、政府が1940年代後半に進めた財政
再建によって財政規律を回復した結果、将来の
財政余剰の割引現在価値が国債の実質残高を支
えて、短期間の物価水準の修正にとどまったと
のことです。つまり、水準の修正はあったので
すが、それが継続的なハイパーインフレにはな
っていなかったというのが齊藤先生のご主張で
あります。
他方、ゼロ金利環境下では、貨幣と短期国債、
長期国債の区別がなくなり、政府・日銀の統合
政府債務の実質残高が将来の財政余剰の割引現
在価値のみならず、国債価格バブルに支えられ
ることになって、ハイパーインフレを避けるべ
く、国債価格バブルを崩壊させないためには、
ある程度の基礎的財政収支の改善が必要だとお
っしゃっておられます。また、日本の財政金融
が世界の趨勢から大きく乖離していく状況は、
国債価格バブル崩壊、すなわち金利上昇のトリ
ガーとなり得るとの懸念が示されております。
重要なのは財政規律を長期的に堅持しようとす
る意志なのだということを強く主張されておら
れました。
以上、外部講師の先生方の講演内容の概略を
簡単にご紹介いたしましたけれども、詳しくは
『租税研究』の2022年 6 月号と 7月号に掲載さ
れている各論稿をご覧ください。
ところで、今少しお話をいたしました田中先
生のご講演の冒頭の財政政策を巡る動きと課題
に触れた箇所なのですが、BSテレビで、MMT
論者の議員との対談において、お相手から、金
利は上がらないから、いくらでも財政赤字を増
やして構わず、日本中にスーパー堤防を張り巡

らせて、新幹線を全国隅々まで走らせるという
ご発言があったとのお話がありました。もし、
それが事実であるとすれば、ワイズスペンディ
ングなど考える必要がないということになりま
すし、そもそも財政再建を図る理由もなくなる
わけです。もちろん、経済学を用いれば、経済
の全てが見通せるようになって、経済に機能不
全が生じれば、それに対する完璧な処方箋を提
供できるなどとは到底言えません。しかし、少
なくとも、経済学的にあり得ない主張を識別す
ることはできるわけです。リズ・トラス英前首
相の、「ミニ・バジェット」と呼ばれた450億ポ
ンド規模の減税策が典型だと思います。ポンド
の大幅下落を引き起こして、最短任期で辞任す
ることとなったのはご存じのとおりですし、ト
ルコのエルドアン大統領の低金利が低インフレ
をもたらすとの持論も同様だと思います。
しかし、私たちも他国の事を笑ってはいられ
ないのです。行動経済学の知見によれば、現状
を損失局面と認識すると、人はリスク愛好的に
なります。現在の財政状況を続けても特に心配
は要らないので、防衛費増額にしても、こど
も・子育て政策にしても、適当な財源に関する
合意が得られなければ最後は国債に頼ればよい
という政治的判断は、まさにリスクを伴うもの
であることを為政者も有権者も十分認識しなけ
ればならないと思います。そして、与野党の政
策論争の際には、財源を明示した上で、提案の
善し悪しを競う健全な姿を国民に示すことが政
治家の責務であると思います。また、そうした
提案の実現可能性を分析し、客観的、中立的な
情報を国民に提供する公的機関の設立が、わが
国でも必要とされているのかもしれません。
最後に、中立的な立場から、私たちに学問的
な議論を行う貴重な機会を提供していただいた
日本租税研究協会の関係者の皆さま方に深く感
謝の意を表したいと思います。また、本日、最
後までお付き合いいただきました皆さま方にも、
改めて厚くお礼申し上げたいと思います。本日
はどうもありがとうございました。
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2020年代の税・社会保障改革の課題

土居 丈朗

（慶應義塾大学経済学部）

https://j.mp/TakeroDoiJ

資料①－ 1ページ

2040年を見据えた社会保障の将来見通し
単位：兆円

(ベースラインケース)

2040202520182015
73.259.956.754.9年年金金

68.547.439.237.7医医療療（（計計画画ベベーースス））

25.815.310.79.4介介護護（（計計画画ベベーースス））

13.110.07.912.8子子どどもも子子育育てて

9.47.76.7そそのの他他

190.0140.2121.3114.9合合計計

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）、社会保障
人口問題研究所「社会保障費用統計2015年」を基に筆者作成

（実績値）

3

資料①－ 3ページ

2040年を見据えた社会保障の将来見通し

対対22001188比比
204020252018

18.070.658.752.6計
年年
金金

4.017.214.613.2公費
14.053.444.139.5保険料
70.1187.3139.0117.2計負負

担担
計計

33.480.357.846.9公費
36.8107.081.270.2保険料

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）を基に筆者
作成

5

単位：兆円

(ベースラインケース)

資料①－ 5ページ

財政・税制

第１節資産課税の考え方

第２節国際的なデジタル課税の理論的基礎

第３節住まいの変遷と不動産課税の財産評価

第４節 2020年代の税・社会保障改革の課題

第５節日本経済の現状と財政金融政策の今後
の道行きについて

第６節膨張する財政支出の効率化：公共調達の
場合

2

資料①－ 2ページ

2040年を見据えた社会保障の将来見通し

対対2018比比
204020252018

29.368.547.439.2計
医医
療療

15.132.221.617.1公費
14.236.325.822.1保険料
15.125.815.310.7計

介介
護護

8.314.28.55.9公費
6.811.66.94.8保険料

資料：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月）を基に筆者
作成

4

単位：兆円

(ベースラインケース・計画ベース)

資料①－ 4ページ

医療と介護で財源は工面できるのか

• 将来見通しで示された「公費」、「保険料」の金
額は、現行制度を維持すると仮定した上で、財
源配分を示したもの

• しかし、その金額が賄えなければ、給付は実現
できない

• では、自然体で、財源は賄えるのか。その際、
年齢階級ごとの負担はどうなるか。

• 賄えないなら、どの年齢層にどれだけ負担を課
せばよいか

6© Takero Doi.
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将来の世代別税・保険料負担の推計

• 土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源
への影響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」
報告書』, 第８章.
https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy20
19/jinkou_report08.pdf

• 総務省「消費動向指数」、厚生労働省「国民生活基礎
調査」等を基に、2018年度の世帯主年齢階級別１世
帯当たりの消費税・社会保険料負担額を推計

• 今後の世帯数の変動を反映して2040年度までの社会
保障財源の推移を推計

7© Takero Doi.
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8

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と経済成
長に関する研究会」報告書』, 第８章.

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

754,9243,722,9364,690,988～29歳
1,013,8584,544,3375,471,25530～39歳
1,227,4375,242,8096,275,52840～49歳
1,276,6545,419,8346,518,57750～59歳
1,335,1034,884,5385,559,70260～69歳
1,298,3233,910,5514,453,06470歳～

２人以上世帯・支出年額

© Takero Doi.
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9

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

359,9402,273,4152,884,828～29歳
433,8532,444,0673,219,80130～39歳
509,1442,615,9483,324,58340～49歳
547,2922,618,2943,163,48250～59歳
647,1772,567,4853,032,72860～69歳
683,7432,224,1902,552,81470歳～

単独世帯・支出年額

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と経済成
長に関する研究会」報告書』, 第８章.

© Takero Doi.
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世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

２人以上世帯単独世帯総数世帯主年齢

100409509～29歳
66919186030～39歳

1243325156840～49歳
1191498168950～59歳
1530610214060～69歳
19811253323470歳～
6714328610000合計

調整集計世帯数（10000対比）

© Takero Doi.

資料①－11ページ

10

世帯主年齢階級別１世帯当たり消費支出の推計

うち8%対象品目うち課税品目消費額世帯主年齢

437,5682,558,2963,239,801～29歳
884,8394,077,1434,970,43230～39歳

1,078,4334,697,8875,663,37740～49歳
1,061,6174,593,8595,529,39850～59歳
1,139,0394,224,1594,839,49460～69歳
1,060,2543,257,3083,716,96870歳～

総世帯・支出年額

単位：円。消費額は消費支出－寄付金－贈与金－仕送り金

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

© Takero Doi.
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世帯主年齢階級別１世帯当たり消費税負担額の
推計

資料：総務省「消費動向指数」(2018年)を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

年額10%対象品目8%対象品目世帯主年齢

228,776196,36432,412～29歳
361,127295,58465,54430～39歳
415,019335,13579,88440～49歳
405,698327,05978,63850～59歳
370,033285,65984,37360～69歳
281,968203,43178,53770歳～

総世帯・消費税負担額 単位：円

© Takero Doi.
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13

世帯主年齢階級別１世帯当たり負担額の推計

単位：円。所得税には、復興特別所得税を含むが分離課税される利子所得・配当所得・
譲渡所得に課される所得税を除く。

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（2018年）」を基に筆者推計

出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と
経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

社会保険料個人住民税所得税世帯主年齢

496,447144,457120,739～29歳
826,307265,556287,07930～39歳
996,689343,786452,47140～49歳

1,083,383404,681491,93450～59歳
565,423184,678244,02160～69歳
360,214105,163131,63770歳～

総世帯（2018年）

© Takero Doi.

資料①－13ページ

15

世帯主年齢階級別世帯数の将来推計

204020352030202520202018世帯主年齢

831897967103810211022～29歳
33123534360337034030420530～39歳
46414721514758246674682240～49歳
54086096697170206424625150～59歳
66656785617459216362694960～69歳
995510049103681065110254963370歳～

308133208133230341563476434883合計

その他世帯数（単位：千世帯）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」
出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と

経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
© Takero Doi.
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世帯主年齢階級別世帯数の将来推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」
出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と

経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.

204020352030202520202018世帯主年齢

295731343307350936273645～29歳
19552065213021502294237030～39歳
18911923206322662513255040～49歳
24972755310530782648246150～59歳
37243723322427812646276360～69歳
69186632642461765614521870歳～

199442023320254199601934219007合計

単独世帯数（単位：千世帯）

© Takero Doi.
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出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影
響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
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出典：土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影
響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」報告書』, 第８章.
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厚生労働省「国民生活基礎調査」所得票にある世帯主年齢階級別１世
帯当たり平均社会保険料の内訳に従い分割

出典：筆者推計
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19

厚生労働省「国民生活基礎調査」所得票にある世帯主年齢階級別１世
帯当たり平均社会保険料の内訳に従い分割

出典：筆者推計
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出典：筆者推計

 医療保険料は現役世代の負担が多い。2040年でも60歳以上
からの収入の40％弱 © Takero Doi.
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資料①－21ページ

医療と介護で財源は十分賄えるか

• これまでは、世帯主年齢階級別１世帯当たり実
質負担額を不変と仮定

• これに加えて、世帯主年齢64歳以下の世帯の
１世帯当たり名目負担額は名目成長率で、65
歳以上の世帯は消費者物価上昇率で延伸

• 2018年度以降の公費負担の増加はすべて消
費税で賄うと仮定（税率引上げなしと仮定）

• 「自然増収」のみで賄うとすれば、給付財源は
十分に確保できるか？

23© Takero Doi.
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出典：筆者推計

 消費税は老若問わず負担。2040年は60歳以上から税収の半
分
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出典：筆者推計（第１号・第２号被保険者の保険料構成比の調整済）

 介護保険料は40歳以上の年齢構成にほぼ比例

© Takero Doi.
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出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 医療は2030年代以降、財源不足が顕著に

 医療保険料は、2040年度に6.3兆円程度増額が必要

© Takero Doi.
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兆円 必要とされる医療保険料収入と実質額不変として推計される医療保険料収入

必要とされる医療保険料 医療保険料推計値

14.2

7.9

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わら

ず、世帯主年齢階級別世帯数と物価・所得水準

が変動すると仮定（「自然増収」に相当）
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兆円 必要とされる介護保険料収入と実質額不変として推計される介護保険料収入

必要とされる介護保険料 介護保険料推計値

6.8

2.9

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わら

ず、世帯主年齢階級別世帯数と物価・所得水準

が変動すると仮定（「自然増収」に相当）

出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 介護保険料の伸びは大きいが、それ以上に必要とされる財源
が増大

 介護保険料は、2040年度に3.9兆円程度増額が必要

資料①－25ページ

今後の医療と介護の財源確保

• 給付の効率化・重点化がますます重要。その上
で・・・

• 医療も介護も、消費税による税（公費）財源の
確保は、負担の世代間格差を緩和できる

• 医療では、現役世代への負担が過重で、後期
高齢者医療の保険料財源の確保が重要。支援
金依存は限界

• 介護は、年齢構成に合わせた保険料負担は適
切に機能するが、給付の増大に追いつかない。
給付を抑制しないなら、負担は相当増大

27© Takero Doi.
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出典：必要とされる給付財源は「2040年を見据えた社会保障の将来見
通し」。推計値は筆者推計。

 必要とされる公費の増加は大きい

 消費税収は、2040年度に17.9兆円程度増額が必要

© Takero Doi.
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兆円 必要とされる公費財源（医療+介護）と実質額不変として推計される消費税収

必要とされる公費（医療＋介護） 消費税収推計値

23.4

5.5

推計値は、１世帯当たり負担の実質額が変わらず、世帯主年齢階級別

世帯数と物価・所得水準が変動すると仮定（「自然増収」に相当）
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「新人口推計から考える
社会政策の諸課題」

―年金及び認知機能低下の問題を中心に―

慶應義塾大学経済学部教授

駒村康平

資料②－ 1ページ

新新人人口口推推計計かからら考考ええるる社社会会政政策策のの諸諸課課題題

•1：少子高齢化の深刻化

•2：外国人労働者の影響

•3：寿命の伸長と認知機能の低下問題

•4：年金改革の選択肢

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 3

資料②－ 3ページ

総総論論：：社社会会保保障障

1．SDGs と日本の財政：理論的考察 
2．コロナ禍における超過死亡・超過生存
が財政に与える影響 
3．地域医療制度の国際比較 
4．新人口推計から考える社会政策の諸
課題

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 2

資料②－ 2ページ

所得間で大きく異なる男性の有配偶率

出典：令和5年経済財政白書

資料②－ 4ページ

合計特殊出生率は低下

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 6

資料②－ 6ページ

女性の期待と現実の差

出典：令和5年経済財政白書
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生涯未婚率の推移（50歳時点）
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出典：2021年人口統計集より作成
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
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特特定定年年齢齢ままででのの生生存存率率%%
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1．現在、全体40％近い人が90歳以上
まで生存する。
2．最頻死亡年齢はすでに90歳に接近
している。

2020 2040 2070

男性 女性 男性 女性 男性 女性

平均寿命 81.58 87.72 83.57 89.53 85.89 91.94

寿命中位
年齢 84.54 90.51 86.4 92.23 88.61 94.41

最頻死亡
年齢 89 93 90 94 92 96

％
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現役１００人で、高齢者７５人程度を支える。
２０２３年推計では現役世代の負担率は改善
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」より作成
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年令別の外国人のインパクト（各年齢に占める外国人の割合）
現役世代の数を8－18％増加させ、高齢世代への影響は限定的
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」より作成
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
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客客観観的的なな認認知知機機能能のの低低下下とと
主主観観的的なな認認知知機機能能のの認認識識ずずれれ
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主主観観的的認認知知機機能能客客観観的的なな認認知知機機能能

ATM等等ななどどのの操操作作、、形形式式的的にに契契約約

ははででききるるがが、、自自分分のの認認知知機機能能のの低低
下下をを認認識識ししななくくななるる時時期期

Ávila-Villanueva, M., & Fernández-Blázquez, M. A. (2017). Subjective Cognitive Decline as a Preclinical Marker for 
Alzheimer's Disease: The Challenge of Stability Over Time. Frontiers in aging neuroscience, 9, 377. 
https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00377
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基基礎礎年年金金のの給給付付水水準準とと政政策策選選択択肢肢
、、受受給給開開始始年年令令のの組組みみ合合わわせせ

（（出出典典：：日日経経新新聞聞経経済済教教室室年年金金、、繰繰りり下下げげ受受給給へへ誘誘導導もも ああるるべべきき社社会会保保障障改改革革
駒駒村村康康平平・・慶慶応応義義塾塾大大学学教教授授22002222年年1122月月2222日日））
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年年齢齢別別ののMMCCIIおおよよびび認認知知症症のの有有症症率率

出典：東京都健康長寿医療センター 粟田主一「高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会資料」
14Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved
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年年齢齢ととメメタタ認認知知のの問問題題
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年齢別の運転の自信とヒアリ・ハット経験（％）

運転に自信がある（左軸） ヒアリ・ハットある（右軸）

％
％

1．年齢とともに車の運

転に関する自信が上昇
する。
2．年齢とともにヒアリ・
ハットを経験しなくなる。
3．高齢者の自動車事故

の発生率は若い世代の
2から3倍
→自自分分自自身身のの運運転転能能力力

をを把把握握ででききななくくななっってていい
るる。。

出典：MS&ADインターリスク総研株式会社「高齢者の自動車運転に関す
る実態と意識」（2021年）より著者作成。
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未対応の問題：配偶関係別死亡年齢格差
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22004400年年をを乗乗りり越越ええるるたためめににはは

•1：長く働く。70歳までの雇用確保

•働くことにより健康維持、認知機能維持効
果

•孤独・孤立を回避する。
•2：フルタイマーに近い状態で働く。
•女性の能力をより生かす社会。
•2階建て年金を受け取れる高齢者を増やす

Copyright © 2023Kohei Komamura All Rights Reserved 19
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資本･資産関連課税の考え方

林正義

東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授

討論会 :「ポストコロナ時代の税・財政と社会保障」

租税研究大会 2023年9月19日（オンライン）

1

資本・資産関連課税の強化？

• 欧米：ごく一部の高額所得者に多額の資産が集
中

• 日本：1億円の壁←資本所得への20%課税

• 資本・資産課税の強化？

2
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一億円の壁：留意点

• 国税の申告納付分のみ．申告しても還付対象となると
調査対象にはならない．

• 譲渡益の割合が大きい．

• 金融機関で源泉徴収される利子及び配当の95％は含ま
れない．

• 源泉所得税の配当支払額29兆円，うち家計が得る配当は約8
兆円（株式の家計保有額から案分），うち1.3兆円が申告され
る．

• 所得1億円までは土地建物譲渡の割合が大きく，1億円
を超えて株式等譲渡の割合が急増．

5

資本・資産関連課税に関する幾つ
かの研究の紹介

6
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2
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一億円の壁：留意点

• 国税の申告納付分のみ．申告しても還付対象となると
調査対象にはならない．

• 譲渡益の割合が大きい．

• 金融機関で源泉徴収される利子及び配当の95％は含ま
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• 源泉所得税の配当支払額29兆円，うち家計が得る配当は約8
兆円（株式の家計保有額から案分），うち1.3兆円が申告され
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• 所得1億円までは土地建物譲渡の割合が大きく，1億円
を超えて株式等譲渡の割合が急増．

5

資本・資産関連課税に関する幾つ
かの研究の紹介
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キャピタルゲイン課税 (1)
• キャピタルゲインと譲渡所得

• キャピタル・ゲイン課税：本来は保有資産の増分への課税←発生主義（accrual basis）←資本保有課税と同様，定期的な資産評価は難しい．

• 実際は現金主義（cash basis）的に資産取引時に実現する譲渡所得を対象→譲渡所
得課税

• キャピタルゲイン課税の効果

• 租税回避：他の所得区分との税率差を利用して租税回避行動をとる（income shifting）．

• ロックイン効果：譲渡所得に対する税率を上げると，資産保有者が譲渡を避ける
ようになるので，資産の流動化が阻害される．

• スタートアップ抑制：創業者が上場前に保有していた株式の譲渡に対する課税は，
創業者利得への課税となり，新規事業の芽を摘むことになる．

• 財政的国外逃亡 (fiscal expatriation)：譲渡所得への税率を上げると，資産家は当該
税率が低く抑えられている国へ投資・移住する．

9

キャピタルゲイン課税 (2)
• 租税回避

• 多くの研究において，納税者は譲渡所得と他の所得の間の税率差に反応
（income shifting）していることが示されている．

• 労働所得課税より低率の譲渡所得課税はincome shiftingにより資源配分
を歪ませるので，増税によりその歪みを矯正できる（Sarin et al. 2021）．

• income shiftingによる税収減は無視できない（Advani2021）
• ロックイン効果（米国）

• ロックイン効果は小さく，反応期間を長く取るとさらに小さくなる（資
産はいつか必ず譲渡される）

• 税率弾力性：0.72（2年間: Dowd et al. 2015 ），0.3～0.5（10年: Agersnap and Zidar 2021）
• 譲渡所得税収を最大化する税率は38～47%（Agersnap and Zidar 2021）

10
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キャピタルゲイン課税 (3)
• スタートアップ抑制

• 米国のキャピタルゲイン減税（2010年）スタートアップ株式（Qualified Small Business Stock）の譲渡益の控除率が75％100%へ→スタートアップへの資金提供が12％増加．その度合いはマネジメント能力が高い企業ほど大きい．投資家は当該
減税の恩恵の3分の1を享受（Edwards and Todtenhaupt 2020）．

• 抑制効果の主張は割り引いて考えるべき（Sarin et al. 2021）．労働所得課税より
低率の譲渡所得課税はincome shiftingにより資源配分を歪ませるので，増税により，

その歪みを矯正できる場合もある．そもそも譲渡所得課税を考慮して創業が行わ
れるとは考えにくい．フェイスブックの創業時にザッカーバーグは譲渡時の課税
を意識したのか．

• 財政的国外逃亡 (fiscal expatriation)
• 残念ながら実証分析はない．

• 日本の場合，出国税（国外に移住する際に，株式等の有価証券が譲渡されたと見
なし，その含み益に譲渡所得税分を課税）が存在するので，譲渡所得への増税を
理由に海外へ移住しようとする資産家は少ないのでは．

11

相続税と同族事業の承継 (1)
• 相続税は同族事業の承継を抑制する

• Brunett (2006) 
• 1982年の米国の税制変更を利用．

• 1％の税負担増は，0.85～1.61%の事業売却確率の増加

• Tsoutsoura (2015) 
• ギリシャにおける減税を利用：2002年に20%から1.2%
（一等親）又は2.5%（二等親）へ．

• 同族間承継が非同族と比べ63%以上増加．

12
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なし，その含み益に譲渡所得税分を課税）が存在するので，譲渡所得への増税を
理由に海外へ移住しようとする資産家は少ないのでは．
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相続税と同族事業の承継 (1)
• 相続税は同族事業の承継を抑制する

• Brunett (2006) 
• 1982年の米国の税制変更を利用．

• 1％の税負担増は，0.85～1.61%の事業売却確率の増加

• Tsoutsoura (2015) 
• ギリシャにおける減税を利用：2002年に20%から1.2%
（一等親）又は2.5%（二等親）へ．

• 同族間承継が非同族と比べ63%以上増加．

12
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資本所得課税か資本保有税か(1)
• 収益率（ 𝑟𝑟 ）の大小が個人の資産運用能力による場合，資産課税は資本

所得課税よりも効率的（Guvenen et al. 2019）
• 資産運用能力の高低の影響は，資産課税後の収益率のほうに現れやすい．

• 資本所得課税を資産課税に換えると効率性が8％向上

• 収益率（ 𝑟𝑟 ）の大小が，資産運用能力ではなく，その時の運・不正・独

占・寡占等による超過利潤（レント）による場合，レントに課税するこ
とが望ましい＝資本所得課税が望ましい（Rothschild and Scheuer 2016）．

• 異常な収益率の変動は資産価値に資本化しないため資本課税では課税できない．
一方，資本所得税では収益変動も反映できるので課税が可能（レントに課税でき
る）．

• 能力か運（レント）か？

• ノルウェーの税務データを用いた研究では，収益率の変動の約1/4が個人属性（能
力），約3/4が運・不運によって説明される（Fagereng et al. 2020）．

7

資本所得課税か資本保有税か(2)
• 資産保有課税の経常的な実施は困難が伴う．

• 評価：未上場株式や実物資産の評価を行うには大きなコ

ストが発生．

• 逋脱：資産隠しによる租税逋脱．

• 流動性：多額の資産保有者が必ずしも多額の可処分所得

を有する訳ではない（現金による納税が難しい）．

• 資産保有課税（固定資産以外）をする国は減少．

• 欧州：12カ国（1990年）→4カ国（2018年）

• 効率性の観点からは資本所得課税に分がある？

8
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相続税と同族事業の承継 (2)
• 相続税減免により事業が円滑に承継され，その承継事業の成績が
伸びたとしても，必ずしも望ましい結果につながるとは限らない．

• デメリット

• 同族企業は非同族企業より生産性が低い（森川 2008, Saito 2008）
• 創業者時代は非同族企業よりも経営成果が良いが，創業者の実子を含む

血縁者に承継されると事業成績が落ちる（Mehrotra et al. 2013）
• メリット

• 同族事業の廃業や非同族への売却と比べ，同族間の事業承継は低い取引
費用で済む

• 相続税の減免→同族間の事業承継を促進

• 生産性の減少と取引費用の減少

13

相続税と同族事業の承継 (3)
• Grossmann, V., Strulik, H., 2010. Should continued family firms face lower taxes than other estates? Journal of Public Economics 94(1/2), 87-101.

• 同族の事業承継のメリットとデメリットを前提にして，ドイツ経済を前
提とした数値シミュレーション

• 能力の低い者が事業承継する場合，相続税の軽減は一国経済を毀損する．

• 無条件に適用される相続税の減免は望ましくない．

• 事業承継税制

• 実質的に事業承継に係る相続税・贈与税が全額免除→止めた方が良い

• 事業承継税制とは別にM&Aによる承継への支援も準備されているが，税

制においても一様に全タイプの承継を促すのではなく，非同族による外
部承継を促進する形で減免措置を再設計？

14
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地域医療制度の国際比較
大森正博（お茶の水女子大学）

於 租研大会
2023年9月19日

資料④－ 1ページ

医療制度の課題
• 効率性（Efficiency）……「市場の失敗」への対応
• 主として、「情報の非対称性」に発する非効率性。
• 公平性（Fairness）……費用・便益のバランス、世代間移転

• ①－1 価格規制
• ①－2 一部負担
• ② 費用償還方法
• ③ 「規制された競争（Regulated Competition）」
• ④ 医療連携

3

資料④－ 3ページ

①－1 価格規制
• （1）GP（家庭医）・専門医サービスと病院サービス、医薬品ともに公定価格があるが、実際の
• 価格は、サービス供給者と購入者（保険者、国、地方公共団体）との交渉で決まる場合が多い。
• （2）病院サービスの価格・病院の資本部分
• 1 DRG(Diagnosis-related Group）Paymentを導入。（②費用償還で言及する「包括
• 払い」）
•  → 「交渉力」のコントロール、価格つり上げの抑制
• オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、
• スウェーデン
• 2 「病院予算制度」を導入（主として施設（入院病床を含む）・医療機器等
• の資本について）。 → 入院サービス、高度医療機器の利用をコントロール

• オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スウェーデン
•

5

資料④－ 5ページ

医療制度の国際比較の意義
• 国により医療制度の多様性はあるが、理論的に合理性のある施策を
採用している。国により、歴史的経緯などによって施策の選択が異
なることから、国による医療制度の多様性が生まれる。

• どの様な条件（政治体制、公平性に関する考え方等）が選択に影響
を与えるか、が医療制度の国際比較の重要な研究関心の一つだが、
各国がどの様な合理的選択をしているか、を知るだけで、我が国の
制度選択を相対化することができる。

• 比較対象国は、オーストラリア、カナダ、ドイツ、フランス、イタ
リア、オランダ、スウェーデン、英国とする。

2

資料④－ 2ページ

• ⑤ 公的医療保険の財政

• ⑤－1「ソフト・バジェット（Soft budget）」問題
• ⑤－2 世代間移転、世代内移転
• ⑤－3 保険のあり方
• ⑤－4 「社会保険方式」と「税方式」
• ⑤－5 自己負担と私的保険

4

資料④－ 4ページ

①－2 一部負担
• （1）GPサービス等の一次医療 低くして受診しやすくしている。
• カナダ、ドイツ、イタリア、オランダ、英国、
• オーストラリア（Bulk-billingを90％以上採用。）は無料。
• （2）専門医サービス、病院サービスは、一部負担を導入している国が
• 多い。
• （3）入院外処方薬 一部負担を導入。カナダは全額自己負担にする
• 代わり、私的医療保険を導入。
• （4）成人歯科医療
• 全額自己負担（オーストラリア）か、自己負担が大きく、カバー
• しているサービスが少ない国々が多い。

6
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②費用償還方法
• （1）GPサービス、病院サービスは、包括払い（Prospective 

Payment）を選択する国が多い。
• 人頭（Capitation）払い GPサービス
• ドイツ、イタリア、オランダ、英国、スウェーデン
• DRG（Diagnosis-related Group、診断群分類） 病院サービス
• 対象国全て。
• → サービス供給者に費用節減のインセンティブ。
• しかし、うまく機能するためには、費用予測の正確性が必要。
• （2）専門医サービスは、出来高払い（Fee For Service）が
• 主流である。 ドイツは、一部のサービスに人頭払い方式。

7

資料④－ 7ページ

③ 規制された競争（Regulated 
Competition）
• 保険者を、患者の医療サービスの購入の代理人として、医療サービス供給者と交
渉をさせることで医療サービスの需給の効率化を図る。…… 「保険者機能」

• 保険者は、医療サービスの価格、品質について、医療サービス供給者と個別に自
由に交渉できる。

• 保険者は、予め国全体で徴収された所得比例保険料をプールした中から、加入し
てきた患者（被保険者）のリスクに応じて、1年間の医療費予算を受け取る。

• 保険者は、赤字が出た場合には、定額保険料を患者（被保険者）から徴収する。
• 患者（被保険者）は、医療サービスの価格、品質、定額保険料によって、保険者
を自由に選ぶことができる。

• → 保険者は、価格を抑えた、品質の高い医療サービスを、定額保険料を低く
• して提供しようとするため、医療サービスの需給が効率化される。

9

資料④－ 9ページ

• （3）病院の資本部分については、病院予算・補助金プログラムを採
用する国が多い。

• 適用基準は病院機能を果たすことであり、設立主体を問わ
• ず適用される。補助金プログラム フランス ドイツ
• → 固定費用に対する補助と同時に、病床規制（入院サービ
• ス）、高度医療機器の規制。
• （4）成果払い方式（Pay for Performance、P4P）は、医療の質を
• 高めるために、主としてGPサービス等の一次医療で採用
• され始めている。
• 例：英国の一次医療。

8

資料④－ 8ページ

④医療連携
• （1）一次医療(主としてクリニックにおける診療）、二次医療(病院
における診療）、三次医療（病院における高度医療、救命救急医
療）の分業を促進する。

• （2）一次医療が、患者の健康管理、二次医療以後の医療サービスへ
のガイダンス役を担う方向性が定着。

• （3）ほぼ全ての国で、一次医療を担う医師の専門科（GP、General 
Practitioner）を導入。

• （4）公的医療サービスを利用する場合には、一次医療の受診を義務
づけるGPシステムを導入する国が少なくない。

• オーストラリア、カナダ、オランダ、英国
• （5）人口あたりGP数を増加させるなどして、一次医療の利用をし
やすくすると同時に、病院サービスなど二次医療の供給をコント
ロールする。

10
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⑤公的医療保険の財政
• 保険は、保険料をリスク関連にすることで保険財政を維持できる。
• 公的医療保険は、保険料をリスク関連ではなく、所得関連にしている
• ことにより、赤字を宿命づけられている。
• ⑤－1「ソフト・バジェット（Soft budget）」問題
• 租税財源による補助金（多くの国が採用。）
• 日本の場合、医療給付費の割合で決定。
• 例：国民健康保険 41％ 協会けんぽ 16.4%
• 後期高齢者医療制度
• 給付費等の50％を国、都道府県、市町村が4：1：1で補助。
• → 給付費が増加すれば、補助金も増加する。
• （「ソフト・バジェット」問題）

12

資料④－12ページ

④’医療と介護の連携
• （1）高齢者の医療需要が高まり、高齢者医療の比重が高まっていく中で、医療サービス

と介護サービスの連携は重要になってくる。
• 病院 → 介護老人保健施設 → 自宅
• 在宅医療
• 在宅介護
• → 介護老人福祉施設
• （2）高齢者医療、精神保健など、「療養」、「リハビリテーション」、「介護」が重要

なサービスを医療とそれ以外の部門でどの様に連携していくか。”Long-term Care”のあ
り方。

• （3）介護サービスも、サービス受給者（患者）が選択に必要な情報を十分に持っていな
いので、代理人としてサービスの選択を行う主体が必要。ケアマネージャー。

• （4）各国は、日本でいう「地域包括支援センタ－」のソーシャルワーカー(のチーム)に
介護サービスのガイダンスの役割を担わせている。専門性の高いソーシャルワーカーが、
連携において重要な役割を果たしている。

11

資料④－11ページ

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   6523304944-1第75回租税研究大会記録.indb   65 2023/12/15   14:19:552023/12/15   14:19:55



―66―

• ⑤－2 世代間移転、世代内移転
• 後期高齢者医療制度
• 給付費等の40％を主として現役世代が加入する健康保険から
後期高齢者支援金。

• → 世代間移転

• 高齢者のみを被保険者にした公的医療保険は希。

• 課題：世代間移転の縮小・世代内移転の拡大

14

資料④－14ページ

• ⑤－4 「社会保険方式」と「税方式」

• 「税方式」を採用する国も多い。
• オーストラリア、カナダ、イタリア、英国、スウェーデン

• 財源は、所得税等に加えて、消費税・VAT（付加価値税）など
• に依拠。

• 「社会保険方式」を採用している国は、所得比例保険料を採用して
• いる。
• 所得税…… 社会サービスに対する料金
• 所得比例保険料…… 医療サービスの給付の権利を得るための負担。

16

資料④－16ページ

• ⑤－5 自己負担と私的保険
• 両者を合わせたものが、「私的負担」と考えると、「私的負担」は相対的に大きい。
• オーストラリア 約17％ カナダ 約30％ フランス約21％
• ドイツ 約15％ イタリア 約20％ オランダ 不明
• スウェーデン 約17％ UK 不明
• 参考：日本 約12％（2020年）
• 私的保険 イタリア スウェーデンでは発展していない。（イタリアは、私費医療
• を利用する人々が加入している傾向。）
• その他の国々では、相対的に大きな役割。
• 国によって異なるが、歯科医療、入院外の処方薬、専門医のサービス等の
• 自己負担等をカバーする役割。

18

資料④－18ページ

• 「ソフト・バジェット」問題への対策

• 年度内の公的医療費を予算化。

• オランダの例：
• 超過した分は、被保険者が定額保険料として、所得比例保険
料とは別途負担することで公的医療費の予算を厳守する。

13

資料④－13ページ

• ⑤－3 保険のあり方
• 大数の法則、保険事務費用に関する規模の経済性を効かせるため
に保険者を統合し、保険の規模を大きくする必要。調査対象国で、
日本のように保険者数が多い国は少ない。

• 年齢で被保険者を区分している国は極めて少ない。
• 後期高齢者医療制度は、平均的なリスクの特に高い人々のみを被
保険者とした保険であり、現役世代の保険と統合することが望まし
い。（高齢者のみを被保険者とした公的医療保険制度の採用事例は、
世界の国々でも極めて少ない。）

• 公的医療保険の課題：保険者の統合

15

資料④－15ページ

• 保険料・税の賦課ベース
• ①所得 オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、UK
• ＊フランスは、制度上は全て使用者負担。
• ②資産 カナダ フランス、（オーストラリア）
• フランス……保険料は所得課税。CSGは、資産も含めた
• 広範な課税ベース。
• ③消費 オーストラリア（GST)、カナダ、イタリア、UK

• ④法人所得 イタリア （オーストラリア）

• 所得が中心であるが、消費税・VATを導入しているところもあり、資産課税に踏み
• 出したフランスのような国も出てきている。
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•ご清聴ありがとうございました！
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2 

に
と

は
言

え
、

財
務

省
と

経
済

産
業

省
や

環
境

省
と

の
間

で
こ

う
し

た
連

携
が

ス
ム

ー
ズ

に
図

れ
る

の
か

と
い

う
問

題

も
あ

る
だ

ろ
う

。
 

さ
ら

に
講

演
で

は
、
炭

素
リ

ー
ケ

ー
ジ

や
他

国
と

の
競

争
に

つ
い

て
の

懸
念

や
、
E
U
を

中
心

と
し

た
国

境
炭

素
調

整

の
論

点
に

止
ま

ら
ず

、
我

が
国

に
お

け
る

炭
素

リ
ー

ケ
ー

ジ
の

有
無

、
国

境
炭

素
調

整
の

研
究

に
つ

い
て

も
触

れ
ら

れ

て
い

る
。

 

3
月

の
田

中
教

授
の

講
演

タ
イ

ト
ル

は
「

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

に
向

け
た

財
政

の
課

題
」

で
あ

り
、

財
政

ガ
バ

ナ
ン

ス
を

高
め

る
為

の
予

算
制

度
と

し
て

何
が

必
要

で
あ

る
の

か
に

つ
い

て
、

税
制

ル
ー

ル
(
財

政
責

任
法
が

日
本

に
無

い
)
、

独

立
財

政
機

関
（

日
本

に
無

い
）
、

中
期

財
政

フ
レ

ー
ム

（
日

本
に

無
い

）
、

意
思

決
定

シ
ス

テ
ム

の
4
つ

が
重

要
で

あ
る

と
の

指
摘

が
な

さ
れ

て
い

る
。

そ
し

て
、

日
本

の
予

算
制

度
は

、
財

政
ル

ー
ル

の
遵

守
を

認
識

さ
せ

る
「

事
前

の
コ

ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
」

が
弱

く
、

予
測

と
結

果
を

監
視

・
検

証
す

る
「

事
後

の
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

」
が

欠
如

し
て

お
り

、
予

算

制
度

改
革

に
財

務
省

は
後

ろ
向

き
で

あ
る

と
の

見
解

が
示

さ
れ

て
い

る
。

 

後
半

の
社

会
保

障
の

話
で

は
、

社
会

保
障

財
源

に
つ

い
て

、
一

般
財

源
が

増
え

て
い

る
だ

け
で

は
な

く
、

被
用

者
が

支
払

っ
た

保
険

料
が

自
身

の
給

付
で

は
な

く
、

後
期

高
齢

者
医

療
や

介
護

保
険

に
移

転
さ

れ
て

い
る

等
、

全
般

的
に

他

制
度

か
ら

の
移

転
が

増
え

て
い

る
事

が
問

題
視

さ
れ

て
い

る
。

そ
し

て
、

国
民

健
康

保
険

、
後

期
高

齢
者

医
療

、
介

護

保
険

、
国

民
年

金
の

財
源

構
成

に
つ

い
て

は
保

険
料

の
割

合
が

1
～

2
割

し
か

な
く

、
と

て
も

保
険

と
は

呼
べ

る
も

の
で

は
な

い
し

、
こ

れ
で

は
財

政
規

律
も

働
か

な
い

と
結

論
付

け
ら

れ
て

い
る

。
他

に
も

、
い

わ
ゆ

る
社

会
的

投
資

や
ア

ク

テ
ィ

ベ
ー

シ
ョ

ン
政

策
が

後
手

に
回

っ
て

お
り

、
支

出
と

税
制

、
福

祉
と

就
労

、
保

険
と

福
祉

と
の

連
携

や
調

整
が

必

要
で

は
あ

る
が

容
易

で
な

い
の

が
実

情
と

の
事

で
あ

る
。

 

4
月

の
齊

藤
教

授
の

講
演

タ
イ

ト
ル

は
「

危
機

時
の

財
政

金
融

政
策

と
収

束
の

可
能

性
」

で
あ

り
、

こ
こ

四
半

世
紀

の
間

、
日

本
経

済
が

貨
幣

数
量

説
か

ら
も

物
価

水
準

の
財

政
理

論
（

F
T
P
L
）

か
ら

も
説

明
の

付
か

な
い

状
況

で
あ

る
事

を
理

解
す

る
上

で
、
1
9
3
7
～

1
9
5
2
年

の
経

済
統

制
期

が
参

考
に

な
る

と
述

べ
ら

れ
て

い
る

。
日

銀
と

政
府

が
協

調
し

て

国
債

管
理

政
策

に
携

わ
っ

た
の

は
、
こ

の
時

期
と

1
9
9
5
年

の
秋

か
ら

始
ま

り
現

在
ま

で
続

く
超

低
金

利
環

境
下

の
時

期

の
み

だ
か

ら
で

あ
る

。
そ

し
て

敗
戦

直
後

の
物

価
高

騰
は

実
は

ハ
イ

パ
ー

イ
ン

フ
レ

で
は

な
く

、
政

府
が

1
9
4
0
年

代
後

半
に

進
め

た
財

政
再

建
に

よ
っ

て
財

政
規

律
を

回
復

し
た

結
果

、
将

来
の

政
府

余
剰

の
割

引
現

在
価

値
が

国
債

の
実

質

残
高

を
支

え
、

短
期

間
の

物
価

「
水

準
」

の
修

正
に

止
ま

っ
た

と
の

事
で

あ
る

。
 

他
方

、
超

低
（

特
に

ゼ
ロ

）
金

利
環

境
下

で
は

、
貨

幣
と

短
期

国
債

、
長

期
国

債
の

区
別

が
無

く
な

り
、

政
府

・
日

銀
の

統
合

政
府

債
務

の
実

質
残

高
が

将
来

の
財

政
余

剰
の

割
引

現
在

価
値

の
み

な
ら

ず
国

債
価

格
バ

ブ
ル

に
支

え
ら

れ

る
事

に
な

る
が

、
ハ

イ
パ

ー
イ

ン
フ

レ
を

避
け

る
べ

く
国

債
価

格
バ

ブ
ル

を
崩

壊
さ

せ
な

い
為

に
は

あ
る

程
度

の
基

礎

的
財

政
収

支
の

改
善

が
必

要
と

の
事

で
あ

り
、

ま
た

日
本

の
財

政
金

融
状

況
が

世
界

の
趨

勢
か

ら
大

き
く

乖
離

し
て

い

く
状

況
は

、
国

債
価

格
バ

ブ
ル

崩
壊

（
金

利
上

昇
）

の
ト

リ
ガ

ー
と

な
り

得
る

と
の

懸
念

が
示

さ
れ

て
い

る
。

重
要

な

の
は

財
政

規
律

を
長

期
的

に
堅

持
し

よ
う

と
す

る
意

志
と

の
事

で
あ

る
。

 

以
上

、
外

部
講

師
の

有
村

教
授

、
田

中
教

授
、

齊
藤

教
授

の
講

演
内

容
の

概
略

を
簡

単
に

ご
紹

介
し

た
が

、
詳

し
く

は
、
『

租
税

研
究

』
の

2
0
2
2
年

6
月

号
と

7
月

号
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
各

論
稿

を
ご

覧
頂

き
た

い
。

 

そ
れ

で
は

本
報

告
書

の
内

容
に

移
り

た
い

と
思

う
。

 

報
告

書
は

、
第

1
章
「

財
政
・
税

制
」
、
第

2
章
「

社
会

保
障

」
の

2
つ

の
章

か
ら

成
る

。
第

1
章

は
冒

頭
の

総
論

に

続
い

て
6
つ

の
各

論
、

第
2
章

は
総

論
に

続
い

て
4
つ

の
各

論
か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
。

各
論

に
つ

い
て

の
概

要
は

、

総
論

を
執

筆
さ

れ
て

い
る

土
居

、
駒

村
両

主
査

が
総

論
の

中
で

よ
り

詳
し

く
書

か
れ

て
お

ら
れ

る
の

で
、

以
下

順
を

追

っ
て

全
体

の
内

容
に

つ
い

て
ご

く
簡

単
に

触
れ

る
に

止
め

た
い

。
 

第
1
章

の
各

論
第

1
節

「
資

産
課

税
の

考
え

方
」

で
は

、
先

ず
、

日
本

で
は

所
得

を
二

元
的

に
扱

っ
て

い
る

事
が

原

因
で
（

労
働

所
得
・
資

本
所

得
）
、
所

得
階

層
別

の
平

均
税

率
の

ピ
ー

ク
が

年
間

所
得

1
億

円
で

あ
る

事
、
ま

た
資

本
そ

の
も

の
と

資
本

所
得

の
ど

ち
ら

を
課

税
客

体
に

す
べ

き
か

に
つ

い
て

は
、

収
益

率
の

大
小

が
投

資
家

の
資

産
運

用
能

力

 
 

1 

は
じ

め
に

 

 

慶
應

義
塾

大
学

名
誉

教
授

 
小

澤
 
太

郎
  

政
府

は
6
月

1
3
日

に
、
こ

ど
も
・
子

育
て

政
策

の
基

本
的

考
え

方
を

提
示

す
る
「

こ
ど

も
未

来
戦

略
方

針
」
を

決
定

し
た

。
そ

こ
で

は
、

徹
底

し
た

歳
出

改
革

を
進

め
る

事
で

実
質

的
な

追
加

負
担

を
生

じ
さ

せ
な

い
事

を
目

指
し

、
こ

の

政
策

の
為

の
財

源
確

保
を

目
的

と
し

た
消

費
税

等
の

増
税

は
し

な
い

と
明

言
さ

れ
て

い
る

。
そ

し
て

、
安

定
財

源
を

確

保
（

2
0
2
8
年

度
ま

で
を

予
定

）
す

る
ま

で
の

間
、

必
要

に
応

じ
て

こ
ど

も
特

例
公

債
を

発
行

す
る

と
の

事
で

あ
る

。
 

他
方

、
防

衛
財

源
確

保
法

が
6
月

1
6
日

参
議

院
本

会
議

で
成

立
し

、
防

衛
費

増
額

に
対

処
す

べ
く

4
.
6
兆

円
の

税
外

収
入

が
確

保
さ

れ
た

。
但

し
、

税
外

収
入

、
決

算
剰

余
金

、
歳

出
改

革
だ

け
で

は
防

衛
費

増
額

分
を

賄
う

に
は

十
分

で

な
い

が
、
政

府
に

よ
れ

ば
不

足
分

は
い

ず
れ

法
人

税
、
所

得
税

、
た

ば
こ

税
を

増
税

し
て

確
保

す
る
（

恐
ら

く
2
5
年

以

降
）
と

の
事

で
あ

る
。
こ

ち
ら

に
つ

い
て

は
、
特

命
委

員
会

に
よ

り
国

債
6
0
年

償
還

ル
ー

ル
の

見
直

し
が

検
討

さ
れ

た

事
も

あ
り

、
こ

う
し

た
「

財
政

錯
覚

」
を

利
用

し
た

手
法

が
い

つ
何

時
利

用
さ

れ
な

い
と

も
限

ら
な

い
点

に
注

意
が

必

要
で

あ
ろ

う
。

 

今
回

は
衆

議
院

の
解

散
時

期
に

つ
い

て
の

憶
測

も
あ

り
、

政
府

・
与

党
と

し
て

財
源

確
保

の
為

の
増

税
を

前
提

に
し

難
か

っ
た

事
情

が
あ

っ
た

に
せ

よ
、

上
記

の
支

出
増

に
つ

い
て

の
財

源
に

関
す

る
論

議
が

不
十

分
で

あ
っ

て
良

い
は

ず

は
な

く
、

議
論

が
持

ち
越

さ
れ

る
事

で
最

終
的

に
は

国
債

に
頼

る
構

図
が

現
実

味
を

帯
び

て
く

る
事

を
深

刻
に

受
け

止

め
ね

ば
な

ら
な

い
。

 

と
こ

ろ
で

、
現

在
既

に
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

位
置

付
け

が
2
類

相
当

か
ら

5
類

に
変

更
さ

れ
、

わ
が

国

も
否

応
無

く
ポ

ス
ト

コ
ロ

ナ
時

代
を

迎
え

つ
つ

あ
る

が
、

そ
う

な
る

以
前

の
よ

り
早

い
時

期
か

ら
コ

ロ
ナ

後
を

見
据

え

て
、

税
・

財
政

と
社

会
保

障
の

問
題

を
再

点
検

す
る

必
要

が
あ

る
と

い
う

の
が

我
々

の
問

題
意

識
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で

2
0
2
1
年

1
1
月

1
1
日

に
開

催
し

た
新

シ
リ

ー
ズ

初
回

の
研

究
会

で
「

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

の
税

・
財

政
と

社
会

保
障

」

を
全

体
テ

ー
マ

と
す

る
事

を
決

定
し

、
6
名

の
メ

ン
バ

ー
（

小
澤

、
國

枝
、
土

居
、
中

里
、
林

、
山

重
）
に

よ
る

1
2
月

8
日

の
新

春
座

談
会
「

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

に
お

け
る

財
政

再
建

の
道

筋
」（
『

租
税

研
究

』
2
0
2
2
年

2
月

号
掲

載
）
を

経
て

、

翌
年

の
2
月

よ
り

夏
や

年
末

年
始

の
時

期
を

除
い

て
、

月
に

1
回

の
ペ

ー
ス

で
研

究
会

を
開

催
し

、
財

政
経

済
研

究
会

の
メ

ン
バ

ー
間

で
研

究
発

表
や

討
論

を
重

ね
て

き
た

。
そ

し
て

、
こ

う
し

た
研

究
会

で
得

ら
れ

た
学

問
的

成
果

を
ま

と

め
た

も
の

が
本

報
告

書
で

あ
る

。
 

但
し

、
研

究
発

表
の

最
初

の
3
回

は
、
外

部
講

師
の

方
を

お
招

き
し

て
開

催
さ

れ
た

。
2
月

1
0
日

の
会

合
で

は
、
経

済
産

業
研

究
所

の
フ

ァ
カ

ル
テ

ィ
フ

ェ
ロ

ー
で

も
お

ら
れ

る
早

稲
田

大
学

政
治

経
済

学
術

院
の

有
村

俊
秀

教
授

、
3

月

1
0
日

の
会

合
で

は
、
明

治
大

学
公

共
政

策
大

学
院

の
田

中
秀

明
専

任
教

授
、
4
月

1
4
日

の
会

合
で

は
、
名

古
屋

大
学

大

学
院

経
済

学
研

究
科

の
齊

藤
誠

教
授

に
そ

れ
ぞ

れ
ご

講
演

頂
い

た
。

そ
こ

で
、

報
告

書
の

内
容

に
入

る
前

に
、

上
記

の

外
部

講
師

の
方

々
の

お
話

に
つ

い
て

、
こ

こ
で

簡
単

に
触

れ
て

お
く

事
に

し
た

い
。

 

2
月

の
有

村
教

授
の

講
演

タ
イ

ト
ル

は
「

さ
ま

ざ
ま

な
カ

ー
ボ

ン
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
手

法
の

位
置

付
け

と
評

価
：

日
本

で
の

導
入

に
向

け
て

」
で

あ
り

、
カ

ー
ボ

ン
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
の

手
法

と
し

て
の

炭
素

税
や

排
出

量
取

引
の

世
界

に
お

け

る
普

及
状

況
が

紹
介

さ
れ

た
後

に
、

排
出

量
取

引
に

お
け

る
排

出
量

削
減

効
果

、
排

出
枠

の
配

分
方

法
、

排
出

枠
価

格

の
論

点
、

制
度

の
実

行
可

能
性

に
つ

い
て

の
説

明
や

、
環

境
税

に
お

け
る

実
行

炭
素

税
率

、
炭

素
税

収
の

推
移

、
税

収

の
使

い
道

、
い

わ
ゆ

る
二

重
の

配
当

の
解

説
が

与
え

ら
れ

て
い

る
。

特
に

、
二

重
の

配
当

に
つ

い
て

は
、

炭
素

税
収

を

必
ず

し
も

目
的

税
的

に
使

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
訳

で
は

な
く

、
法

人
税

、
消

費
税

、
所

得
税

等
の

他
の

税
の

減
税

に

使
っ

た
方

が
経

済
を

活
性

化
し

、
マ

ク
ロ

経
済

的
に

プ
ラ

ス
に

な
る

と
の

指
摘

が
ご

自
身

の
手

掛
け

ら
れ

た
研

究
成

果

等
を

基
に

な
さ

れ
て

お
り

、
理

論
的

に
大

変
興

味
深

い
。

そ
れ

と
同

時
に

わ
が

国
の

場
合

、
政

治
主

導
の

下
で

将
来

的
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4 

て
持

続
可

能
な

成
長

に
寄

与
し

、
長

期
的

に
は

財
政

の
持

続
可

能
性

を
高

め
る

「
投

資
」

と
位

置
付

け
ら

れ
る

の
だ

と

の
見

解
が

示
さ

れ
て

い
る

。
特

に
気

候
変

動
問

題
へ

の
対

応
に

関
し

て
は

、
日

本
で

は
と

か
く

成
長

抑
制

的
な

「
省

エ

ネ
」

と
い

う
視

点
で

考
え

ら
れ

が
ち

だ
が

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

へ
の

シ
フ

ト
と

い
う

「
創

エ
ネ

」
の

発
想

が
重

要

で
あ

り
、

そ
れ

に
よ

り
持

続
可

能
な

成
長

の
可

能
性

も
見

え
て

く
る

と
論

じ
ら

れ
て

い
る

。
 

第
2
節

「
コ

ロ
ナ

禍
に

お
け

る
超

過
死

亡
・

超
過

生
存

が
財

政
に

与
え

る
影

響
」

で
は

、
先

ず
、

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け

る
世

界
全

体
で

の
超

過
死

亡
と

超
過

生
存

は
W
字

型
に

変
動

し
た

事
、

ま
た

2
0
2
0
年

の
流

行
初

期
に

、
G
7
各

国
で

超

過
死

亡
が

観
察

さ
れ

た
が

、
日

本
で

は
感

染
防

止
策

の
徹

底
に

よ
り

、
超

過
生

存
が

観
察

さ
れ

た
事

等
が

紹
介

さ
れ

て

い
る

。
但

し
、

超
過

死
亡

や
超

過
生

存
に

よ
る

人
口

変
動

は
、

経
済

・
財

政
へ

の
影

響
が

少
な

く
、

税
・

社
会

保
険

料

収
入

や
年

金
の

将
来

債
務

に
大

き
な

影
響

を
与

え
て

い
な

い
と

の
見

解
が

示
さ

れ
て

お
り

、
日

本
の

公
的

年
金

制
度

も
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
調

整
に

よ
り

平
均

寿
命

の
伸

び
が

反
映

さ
れ

て
い

る
為

、
制

度
の

安
定

性
は

損
な

わ
れ

な
い

と

述
べ

ら
れ

て
い

る
。

但
し

、
非

正
規

雇
用

や
ギ

グ
ワ

ー
カ

ー
等

の
社

会
的

に
弱

い
立

場
の

人
々

の
存

在
を

考
慮

し
、

社

会
保

障
の

あ
り

方
を

再
考

す
る

必
要

が
あ

る
と

結
ん

で
い

る
。

 

続
く

第
3
節

「
地

域
医

療
制

度
の

国
際

比
較

」
で

は
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

特
有

の
性

質
か

ら
、

効
率

性
、

公
平

性
に

配

慮
し

た
規

制
、

政
策

が
欠

か
せ

な
い

が
、

各
国

の
状

況
に

よ
り

個
々

の
医

療
制

度
の

個
性

や
差

異
が

生
み

出
さ

れ
る

一

方
で

、
理

論
的

基
礎

を
共

有
す

る
事

か
ら

制
度

の
共

通
点

も
多

く
見

ら
れ

る
と

の
指

摘
が

な
さ

れ
て

い
る

。
そ

し
て

、

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
や

独
占

力
に

対
す

る
政

策
、

患
者

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
選

択
の

不
完

全
性

に
対

す
る

政
策

、
サ

ー
ビ

ス

供
給

者
の

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
や

独
占

力
の

行
使

に
よ

る
非

効
率

性
の

対
策

と
し

て
の

数
量

規
制

に
つ

い
て

、
国

際
比

較

が
紹

介
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
公

平
性

の
観

点
か

ら
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
社

会
保

険
方

式
と

税
方

式
の

ど
ち

ら
で

供
給

す

る
か

、
患

者
の

私
的

負
担

を
ど

う
す

る
の

か
と

い
っ

た
論

点
も

検
討

さ
れ

て
い

る
。

 

第
2
章

最
後

の
各

論
で

あ
る

第
4
節

「
新

人
口

推
計

か
ら

考
え

る
社

会
政

策
の

諸
課

題
：

年
金
及

び
認

知
機

能
低

下

の
問

題
を

中
心

に
」

に
お

い
て

は
、

先
ず

、
新

人
口

推
計

に
お

い
て

総
人

口
は

減
り

方
が

緩
く

な
る

と
い

う
意

味
で

前

回
推

計
よ

り
も

改
善

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
外

国
人

純
流

入
数

を
上

方
修

正
し

た
事

に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
ら

の

外
国

人
労

働
者

を
生

活
者

、
市

民
と

し
て

考
え

る
場

合
は

、
労

働
政

策
上

の
対

応
に

止
ま

ら
ず

、
社

会
保

障
、

教
育

、

参
政

権
等

幅
広

い
対

応
が

必
要

に
な

る
と

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

新
人

口
推

計
に

つ
い

て
は

、
出

生
率

の
低

下
の

背
景

に

「
未

婚
・
晩

婚
」
を

招
く

若
年

世
代

の
所

得
の

低
下

が
あ

る
事

も
挙

げ
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
は

、

「
氷

河
期

世
代

」
に

含
ま

れ
る

事
か

ら
、

老
後

貧
困

リ
ス

ク
が

他
の

世
代

よ
り

か
な

り
高

い
事

や
、

現
在

の
社

会
保

障

制
度

・
税

制
の

陳
腐

化
の

問
題

も
言

及
さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

、
認

知
症

発
症

の
長

期
見

通
し

に
つ

い
て

も
触

れ
ら

れ

て
お

り
、
客

観
的

な
認

知
機

能
の

低
下

と
主

観
的

な
認

知
機

能
の

認
識

の
ず

れ
が

も
た

ら
す

重
大

な
問

題
（

資
産

管
理

、

相
続

問
題

等
）
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。
そ

し
て

、
ひ

き
こ

も
り

や
「

8
0
5
0
問

題
」
に

も
触

れ
た

後
、
2
0
4
0
年

を
見

据
え

た
社

会
保

障
制

度
に

必
要

な
改

革
は

、
①

6
5
歳

以
降

も
働

き
続

け
る

事
が

で
き

る
社

会
の

確
立

、
②

女
性

を
非

正
規

労

働
に

誘
導

す
る

様
な

社
会

保
障

・
税

制
の

見
直

し
、

③
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
へ

の
私

的
年

金
加

入
の

促
進

、
④

セ
ー

フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
の

充
実

で
あ

る
と

結
ん

で
い

る
。

 

以
上

で
あ

る
が

、
読

者
の

方
々

に
は

概
要

説
明

に
満

足
さ

れ
ず

に
、

是
非

本
文

に
目

を
通

し
て

頂
け

れ
ば

幸
い

で
あ

る
。
 

 

 
 

3 

に
依

存
す

る
の

か
、

そ
れ

と
も

レ
ン

ト
の

存
在

に
よ

る
も

の
な

の
か

に
応

じ
て

結
論

が
異

な
っ

て
く

る
事

等
が

紹
介

さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

、
相

続
税

は
資

本
課

税
ほ

ど
資

産
格

差
の

解
消

に
は

役
立

た
な

い
事

や
、

事
業

承
継

税
制

で
は

、

同
族

よ
り

も
非

同
族

に
よ

る
外

部
承

継
を

促
進

す
る

形
で

制
度

設
計

を
行

う
べ

き
（

同
族

内
に

お
い

て
は

経
営

能
力

を

示
す

何
ら

か
の

指
標

に
応

じ
て

減
免

す
べ

き
）

で
あ

る
と

の
主

張
が

な
さ

れ
て

い
る

。
 

続
く

第
2
節

「
国

際
的

な
デ

ジ
タ

ル
課

税
の

理
論

的
基

礎
」

に
お

い
て

は
、

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
を

通
じ

て

消
費

者
の

留
保

価
格

が
顕

在
化

さ
れ

る
事

か
ら

、
消

費
者

余
剰

を
す

べ
て

生
産

者
余

剰
に

転
換

で
き

る
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム

の
存

在
が

仮
定

さ
れ

、
そ

の
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
を

用
い

て
価

格
差

別
を

可
能

に
す

る
広

告
枠

を
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企

業
が

競
争

入
札

で
販

売
す

る
モ

デ
ル

が
考

察
さ

れ
て

い
る

。
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
の

利
益

を
、

市
場

国
の

消
費

者

余
剰

に
基

づ
く

も
の

と
死

荷
重

解
消

に
伴

う
も

の
を

区
別

し
て

課
税

す
る

の
が

最
善

と
の

結
論

が
得

ら
れ

る
が

、
現

実

に
は

区
分

が
難

し
い

事
か

ら
次

善
の

策
と

し
て

、
超

過
利

益
の

一
部

に
つ

き
市

場
国

に
課

税
権

を
与

え
る

事
が

考
え

ら

れ
る

（
国

際
法

人
税

改
革

の
理

論
的

根
拠

を
提

供
す

る
も

の
）

と
結

論
付

け
ら

れ
て

い
る

。
 

第
3
節

「
住

ま
い

の
変

遷
と

不
動

産
課

税
の

財
産

評
価

」
で

は
、
財

産
評

価
基

本
通

達
と

固
定

資
産

税
評

価
基

準
に

基
づ

く
我

が
国

の
不

動
産

の
財

産
評

価
に

お
い

て
は

、
建

物
と

土
地

を
分

け
て

評
価

す
る

（
前

者
は

路
線

価
、

後
者

は

再
建

築
価

格
）

方
式

が
採

用
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
れ

は
制

度
創

設
当

時
の

木
造

一
戸

建
て

中
心

の
住

ま
い

の
姿

を
反

映

し
た

も
の

に
過

ぎ
な

い
と

の
指

摘
が

な
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
上

で
、

相
続

税
制

に
お

い
て

特
例

措
置

の
過

度
な

拡
充

が

図
ら

れ
て

き
た

事
も

あ
り

、
都

市
部

の
地

価
の

高
い

宅
地

に
立

地
す

る
高

層
共

同
住

宅
を

用
い

た
節

税
行

為
（

い
わ

ゆ

る
「

タ
マ

ワ
ン

節
税

」
）
を

抑
制

す
る

事
が

喫
緊

の
課

題
で

あ
り

、
そ

の
為

に
は

不
動

産
評

価
方

式
の

見
直

し
が

求
め

ら

れ
る

と
結

論
付

け
ら

れ
て

い
る

。
 

ま
た

、
第

４
節

「
2
0
2
0
年

代
の

税
・

社
会

保
障

改
革

の
課

題
」

で
は

、
「

2
0
4
0
年

を
見

据
え

た
社

会
保

障
の

将
来

見

通
し

」
（

2
0
1
8
年

5
月

）
に

触
れ

た
上

で
、

医
療

と
介

護
の

財
源

の
工

面
の

為
に

ど
の

年
齢

層
に

ど
れ

だ
け

負
担

を
課

せ
ば

良
い

の
か

と
問

い
掛

け
る

。
給

付
の

効
率

化
・

重
点

化
は

当
然

と
し

て
も

、
医

療
で

は
現

役
世

代
へ

の
負

担
が

過

重
で

あ
り

、
後

期
高

齢
者

医
療

の
保

険
料

財
源

の
確

保
が

重
要

で
あ

る
事

、
ま

た
介

護
に

お
い

て
は

給
付

を
抑

制
し

な

い
な

ら
各

世
代

の
負

担
の

相
当

な
増

大
が

見
込

ま
れ

る
事

が
指

摘
さ

れ
た

上
で

、
医

療
も

介
護

も
消

費
税

に
よ

る
財

源

確
保

に
よ

り
負

担
の

世
代

間
格

差
を

緩
和

で
き

る
と

述
べ

ら
れ

て
い

る
。

 

続
く

第
5
節

「
日

本
経

済
の

現
状

と
財

政
金

融
政

策
の

今
後

の
道

行
き

に
つ

い
て

」
で

は
、

我
が

国
の

財
政

・
金

融

に
つ

い
て

こ
の

3
0
年

間
を

振
り

返
り

つ
つ

現
状

に
も

触
れ

た
後

に
、
今

後
の

財
政

政
策

と
金

融
政

策
の

運
営

方
針

に
つ

い
て

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
し

て
、

コ
ロ

ナ
禍

の
下

で
生

じ
た

財
政

負
担

に
つ

い
て

は
、

経
済

活
動

が
消

費
増

税

前
の

水
準

を
回

復
し

た
段

階
に

お
い

て
所

得
税

・
法

人
税

を
中

心
と

す
る

低
率

の
増

税
を

行
い

、
そ

の
財

源
を

基
に

長

期
に

わ
た

っ
て

債
務

を
計

画
的

に
返

済
し

て
い

く
方

法
が

提
案

さ
れ

て
い

る
。

金
融

政
策

に
つ

い
て

は
、

長
期

金
利

の

変
動

幅
を

±
1
%
程

度
に

ま
で

拡
大

さ
せ

る
速

や
か

な
対

応
と

共
に

、
金

融
緩

和
措

置
と

言
う

よ
り

「
銀

行
税

」
と

位
置

付
け

ら
れ

る
、

日
銀

当
座

預
金

に
対

す
る

マ
イ

ナ
ス

の
付

利
に

つ
い

て
の

早
急

の
見

直
し

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

第
1
章

の
最

後
の

各
論

第
6
節

「
膨

張
す

る
財

政
支

出
の

効
率

化
：

公
共

調
達

の
場

合
」

に
お

い
て

は
、

先
ず

、
東

北
地

方
整

備
局

と
北

陸
地

方
整

備
局

の
工

事
成

績
評

定
点

が
近

年
徐

々
に

上
昇

し
、
8
0
点

付
近

に
集

中
し

て
い

る
傾

向

が
あ

る
が

、「
品

質
の

向
上

と
安

定
の

証
」
と

は
異

な
る

、
別

の
見

方
も

示
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
関

東
地

方
整

備
局

の

デ
ー

タ
に

基
づ

い
た

落
札

率
も

徐
々

に
上

昇
し

、
0
.
9

付
近

に
集

中
し

て
い

る
傾

向
が

あ
る

が
、

近
年

は
応

札
者

が
低

入
札

価
格

調
査

基
準

価
格

を
下

回
る

価
格

で
応

札
し

て
は

落
札

で
き

な
い

状
況

が
示

さ
れ

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
。

そ

し
て

、
随

意
契

約
の

問
題

点
を

指
摘

し
た

上
で

、
我

が
国

の
公

共
調

達
市

場
は

、
様

々
な

制
約

に
よ

っ
て

競
争

性
が

制

限
さ

れ
て

い
る

が
、

品
質

を
維

持
し

つ
つ

価
格

を
下

げ
る

効
率

化
の

余
地

は
残

さ
れ

て
い

る
と

結
ん

で
い

る
。

 

第
2
章

の
総

論
に

続
く

各
論

第
1
節
「

S
D
G
s
と

日
本

の
財

政
：
理

論
的

考
察

」
で

は
、
S
D
G
s
の

実
現

を
「

夢
」
の

様

に
語

り
、
現

在
の

政
府

の
取

り
組

み
を

正
当

化
す

る
根

拠
と

し
て

使
っ

て
い

る
の

が
日

本
だ

と
の
苦

言
が

呈
さ

れ
た

後
、

S
D
G
s
の

実
現

を
目

指
す

取
り

組
み

に
は

財
政

負
担

を
伴

う
も

の
が

多
い

が
、
そ

れ
ら

が
供

給
サ

イ
ド

の
強

靭
化

を
通

じ
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6 

 
た

だ
、

防
衛

費
や

子
ど

も
予

算
と

い
っ

た
個

別
予

算
と

そ
の

財
源

確
保

と
い

う
議

論
は

あ
っ

た
が

、
わ

が
国

の
財

政

運
営

の
将

来
展

望
や

、
経

済
社

会
の

構
造

変
化

に
即

し
た

税
制

改
革

に
関

す
る

議
論

に
は

展
開

し
な

か
っ

た
。

 

 
と

は
い

え
、

わ
が

国
の

財
政

運
営

の
将

来
展

望
や

、
経

済
社

会
の

構
造

変
化

に
即

し
た

税
制

改
革

に
関

し
て

、
研

究

者
は

そ
の

検
討

を
決

し
て

怠
っ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
。

当
研

究
会

の
本

報
告

書
で

の
内

容
も

そ
う

で
あ

る
し

、
６

月

3
0
日

に
岸

田
首

相
に

手
交

さ
れ

た
政

府
税

制
調

査
会
（

内
閣

総
理

大
臣

の
諮

問
機

関
）
の

中
期

答
申
「

わ
が

国
税

制
の

現
状

と
課

題
－

令
和

時
代

の
構

造
変

化
と

税
制

の
あ

り
方

－
」

も
そ

う
で

あ
る

。
 

 
政

府
税

調
の

中
期

答
申

「
わ

が
国

税
制

の
現

状
と

課
題

－
令

和
時

代
の

構
造

変
化

と
税

制
の

あ
り

方
－

」
で

は
、

わ

が
国

の
租

税
制

度
の

基
本

原
則

と
し

て
「

公
平

・
中

立
・

簡
素

」
と

並
ん

で
租

税
の

「
十

分
性

」
は

重
要

で
あ

る
と

位

置
づ

け
た

。「
十

分
性

」
の

原
則

と
は

、
財

政
需

要
を

満
た

す
の

に
十

分
な

租
税

収
入

が
あ

げ
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と

を
意

味
し

、
土

居
(
2
0
2
3
)
で

も
指

摘
し

て
い

る
よ

う
に

、
先

進
国

の
中

で
最

も
厳

し
い

状
況

に
あ

る
我

が
国

財
政

の
現

状
を

踏
ま

え
た

問
題

提
起

と
い

え
る

。
ま

た
、
同

答
申

で
は

、
個

別
税

目
の

現
状

と
課

題
に

つ
い

て
も

整
理

し
、「

あ
る

べ
き

税
制

」
に

つ
い

て
国

民
が

議
論

に
主

体
的

に
参

画
す

る
助

け
と

な
る

こ
と

を
目

指
し

て
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
。

 

 
本

報
告

書
の

中
で

も
、

あ
る

べ
き

税
制

に
つ

い
て

考
察

さ
れ

て
い

る
。

林
論

文
で

は
、

資
産

課
税

に
つ

い
て

、
経

済

学
の

最
近

の
研

究
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
そ

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

。
資

本
所

得
課

税
は

、
労

働
所

得
課

税

と
並

ん
で

存
在

し
、

資
本

所
得

税
率

を
下

げ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

さ
れ

て
い

る
。

た
だ

、
日

本
で

は
、

海
外

と
同

様

に
、

高
額

所
得

者
の

資
本

所
得

の
ほ

と
ん

ど
が

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

（
譲

渡
所

得
益

）
で

あ
る

。
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン

課
税

は
ロ

ッ
ク

イ
ン

効
果

や
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

の
抑

制
を

も
た

ら
す

可
能

性
も

あ
る

が
、

そ
の

効
果

は
あ

ま
り

大
き

く

な
い

と
考

え
ら

れ
、

効
率

的
な

資
源

配
分

を
促

進
す

る
た

め
に

資
本

所
得

課
税

を
強

化
す

る
必

要
が

あ
る

、
と

指
摘

す

る
。

な
お

、
前

掲
の

政
府

税
調

の
中

期
答

申
で

は
、

経
済

社
会

の
構

造
変

化
や

税
制

の
負

担
構

造
の

フ
ラ

ッ
ト

化
の

中

で
、

再
分

配
機

能
を

有
す

る
相

続
税

は
引

き
続

き
役

割
は

重
要

と
の

認
識

を
示

し
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

國
枝

論
文

で
は

、
国

際
的

な
デ

ジ
タ

ル
課

税
に

つ
い

て
考

察
し

て
い

る
。

オ
ン

ラ
イ

ン
広

告
を

利
用

し
た
完

全
価

格
差

別
を

含
む

単
純

な
モ

デ
ル

を
導

入
し

、
国

際
的

な
デ

ジ
タ

ル
課

税
の

理
論

的
基

礎
に

つ
き

分
析

し
、

国
際

的

合
意

に
基

づ
き

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
の

超
過

利
益

へ
の

課
税

権
を

市
場

国
に

付
与

す
る

場
合

に
も

、
死

荷
重

を

避
け

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

明
ら

か
に

し
て

い
る

。
政

府
税

調
の

中
期

答
申

に
も

、
2
0
2
1
年

1
0
月

に
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
国

際
課

税
ル

ー
ル

に
関

す
る

合
意

を
踏

ま
え

な
が

ら
、

国
際

課
税

の
あ

り
方

が
示

さ
れ

て
い

る
。

ま
さ

に
國

枝

論
文

は
、

今
後

の
国

際
課

税
に

お
け

る
留

意
点

を
端

的
に

示
し

て
い

る
。

 

 
中

野
論

文
で

は
、

資
産

課
税

に
お

け
る

不
動

産
の

財
産

評
価

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

。
財

産
評

価
基

本

通
達

な
ど

に
基

づ
く

我
が

国
税

制
の

不
動

産
評

価
は

、
土

地
と

建
物

を
そ

れ
ぞ

れ
別

個
の

資
産

と
し

て
評

価
額

を
算

出

す
る

。
こ

の
評

価
方

式
は

、
都

市
部

に
立

地
す

る
高

層
共

同
住

宅
を

著
し

く
過

少
に

評
価

し
、

市
場

売
買

価
格

と
の

乖

離
を

生
じ

さ
せ

て
お

り
、

こ
れ

を
利

用
し

た
「

タ
ワ

マ
ン

節
税

」
と

呼
ば

れ
る

相
続

税
の

節
税

行
為

を
助

長
す

る
事

態

と
な

っ
て

い
る

。
近

年
の

不
動

産
価

格
の

上
昇

に
よ

っ
て

、
こ

の
乖

離
は

さ
ら

に
拡

大
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

早
急

な

見
直

し
の

必
要

性
を

指
摘

し
て

い
る

。
昨

年
の

1
2
月

1
6
日

に
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
令

和
5
年

度
与

党
税

制
改

正
大

綱

で
は

、
よ

う
や

く
マ

ン
シ

ョ
ン

の
財

産
評

価
の

適
正

化
に

向
け

て
の

検
討

が
盛

り
込

ま
れ

た
。

今
後

の
動

向
が

注
目

さ

れ
る

。
 

 
わ

が
国

も
、

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

に
向

け
た

世
界

的
な

物
価

上
昇

の
趨

勢
か

ら
逃

れ
る

こ
と

は
で

き
ず

、
こ

れ
ま

で
の

ゼ

ロ
金

利
・

マ
イ

ナ
ス

金
利

が
常

態
化

す
る

と
の

前
提

が
覆

り
つ

つ
あ

る
。

そ
う

し
た

環
境

下
で

、
今

後
の

わ
が

国
の

財

政
金

融
政

策
は

ど
う

あ
る

べ
き

か
も

、
重

要
な

論
点

と
な

っ
て

い
る

。
中

里
論

文
で

は
、

こ
れ

ま
で

の
経

済
と

財
政

・

金
融

の
状

況
を

点
検

し
、
そ

れ
を

踏
ま

え
て

2
0
2
3
年

4
月

に
就

任
し
た

植
田

和
男

日
本

銀
行

総
裁

の
下

で
の

金
融

政
策

と
、

財
政

政
策

の
今

後
の

道
行

き
に

つ
い

て
考

察
し

て
い

る
。

そ
し

て
、

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

に
向

け
た

取
り

組
み

に

お
け

る
当

面
の

課
題

と
し

て
、

財
政

政
策

に
お

い
て

は
予

算
規

模
の

適
正

化
を

、
金

融
政

策
に

お
い

て
は

複
雑

に
な

っ

た
金

融
政

策
の

枠
組

み
を

徐
々

に
整

理
し

て
、

通
常

の
金

融
緩

和
の

枠
組

み
に

戻
し

て
い

く
こ

と
を

通
じ

て
、

徐
々

に
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第
1
章

 
財

政
・

税
制

 
〔

総
論

〕
 

 

慶
應

義
塾

大
学

経
済

学
部

教
授

 
土

居
 
丈

朗
 

  
2
0
2
3
年

の
上

半
期

は
、
先

行
き

の
不

透
明

感
が

高
ま

る
中

、
ポ

ス
ト

コ
ロ

ナ
を

見
据

え
た

財
政
・
税

制
に

つ
い

て
模

索
す

る
半

年
だ

っ
た

と
い

え
よ

う
。

 

 
わ

が
国

を
取

り
巻

く
安

全
保

障
環

境
が

今
後

一
層

厳
し

さ
を

増
す

と
の

懸
念

か
ら

、
2
0
2
2
年

1
2
月

1
6
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
防

衛
力

整
備

計
画

」
で

、
2
0
2
3
年

度
か

ら
の

５
年

間
の

計
画

に
お

け
る

所
要

経
費

の
総

額
を

4
3
兆

円
程

度
と

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
そ

れ
と

と
も

に
、

同
1
2
月

2
3
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
令

和
５

年
度

税
制

改
正

大
綱

」

で
は

、
法

人
税

、
所

得
税

、
た

ば
こ

税
を

対
象

に
防

衛
力

強
化

に
係

る
財

源
確

保
の

た
め

の
税

制
措

置
（

防
衛

増
税

）

を
講

じ
る

こ
と

と
し

た
。

た
だ

、
そ

の
施

行
時

期
は

、
2
0
2
4
年

以
降

と
し

て
決

定
を

先
送

り
し

た
。

 

 
2
0
2
3
年

に
入

り
、
こ

れ
ら

の
決

定
と

2
0
2
3
年

度
予

算
案

を
踏

ま
え

、
通

常
国

会
に

お
い

て
、

防
衛

財
源

確
保

法
案

（
我

が
国

の
防

衛
力

の
抜

本
的

な
強

化
等

の
た

め
に

必
要

な
財

源
の

確
保

に
関

す
る

特
別

措
置

法
案

）
が

審
議

さ
れ

た
。
 

同
法

案
に

は
、

防
衛

増
税

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
し

か
し

、
防

衛
増

税
は

「
防

衛
力

整
備

計
画

」
の

所
要

経
費

に
充

当

さ
れ

る
財

源
の

一
部

を
な

す
こ

と
か

ら
、

間
接

的
に

防
衛

増
税

の
あ

り
方

を
め

ぐ
る

議
論

も
、

通
常

国
会

会
期

中
に

活

発
と

な
っ

た
。

 

 
2
0
2
2
年

の
出

生
数

減
少

が
衝

撃
を

与
え

、
今

後
の

わ
が

国
の

人
口

動
態

に
も

長
期

に
わ

た
り

影
響

が
及

ぶ
と

の
認

識

も
あ

っ
て

、
少

子
化

対
策

の
論

議
は

以
前

よ
り

も
多

く
の

関
心

を
集

め
た

。
子
ど

も
予

算
に

関
し

て
も

、
2
0
2
2
年

末
か

ら
引

き
継

い
で

、
2
0
2
3
年

の
年

頭
か

ら
議

論
が

活
発

に
な

っ
た

。
そ

の
契

機
は

、
１

月
６

日
の

岸
田

文
雄

首
相

の
指

示

だ
っ

た
。

岸
田

首
相

は
、

児
童

手
当

等
の

経
済

的
支

援
の

強
化

、
幼

児
教

育
や

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
強

化
、

働
き

方
改

革

の
推

進
と

そ
れ

を
支

え
る

制
度

の
充

実
を

３
つ

の
基

本
的

方
向

性
に

沿
っ

て
、

３
月

末
を

目
途

に
、

具
体

的
な

た
た

き

台
を

と
り

ま
と

め
る

よ
う

指
示

し
た

。
 

 
た

だ
、
そ

れ
に

先
立

つ
2
0
2
2
年

1
2
月

1
6
日

に
は

、
全

世
代

型
社

会
保

障
構

築
会

議
報

告
書

で
は

、
こ

ど
も
・
子

育

て
支

援
の

充
実

と
し

て
、「

0
～

2
歳

児
に

焦
点

を
当

て
た

切
れ

目
の

な
い

包
括

的
支

援
の

早
期
構

築
後

の
課

題
と

し
て

、

児
童

手
当

の
拡

充
な

ど
に

つ
い

て
恒

久
的

な
財

源
と

あ
わ

せ
て

検
討

」
と

掲
げ

て
い

た
。

児
童

手
当

の
拡

充
は

、
0
～

2

歳
児

に
焦

点
を

当
て

た
切

れ
目

の
な

い
包

括
的

支
援

の
早

期
構

築
の

後
の

課
題

と
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
た

。
 

 
し

か
し

、
１

月
６

日
の

岸
田

首
相

の
指

示
で

は
、

順
不

同
と

は
い

え
、

冒
頭

に
児

童
手

当
等

の
経

済
的

支
援

の
強

化

が
掲

げ
ら

れ
た

。
こ

の
こ

と
も

あ
り

、
2
0
2
3
年

の
年

頭
以

来
の

議
論

は
、
児

童
手

当
の

拡
充

と
そ

の
財

源
を

め
ぐ

る
議

論
に

、
何

か
と

集
中

す
る

経
緯

を
た

ど
っ

た
。

 

 
子

ど
も

予
算

の
財

源
を

め
ぐ

っ
て

は
、

年
頭

に
与

党
幹

部
が

消
費

税
を

含
め

議
論

す
る

と
言

及
し

た
だ

け
で

、
た

ち

ま
ち

消
費

増
税

へ
の

反
対

論
が

沸
き

上
が

っ
た

。
そ

し
て

、
岸

田
首

相
や

松
野

博
一

官
房

長
官

は
直

ち
に

、
子

ど
も

予

算
増

額
の

た
め

に
消

費
税

に
触

れ
る

こ
と

は
考

え
て

い
な

い
と

火
消

し
に

回
っ

た
。

 

 
次

に
浮

上
し

た
の

は
、

社
会

保
険

料
の

上
乗

せ
だ

っ
た

。
児

童
手

当
の

拡
充

の
具

体
策

が
明

確
に

な
る

に
つ

れ
て

、

予
算

規
模

も
相

当
大

き
く

な
る

こ
と

が
認

識
さ

れ
、
そ

れ
だ

け
負

担
増

も
大

き
く

な
る

こ
と

が
現

実
味

を
帯

び
て

き
た

。
 

そ
れ

に
歩

調
を

合
わ

せ
る

か
の

よ
う

に
、

社
会

保
険

料
の

上
乗

せ
に

対
す

る
反

対
論

も
拡

大
し

て
い

っ
た

。
 

 
こ

こ
に

至
っ

て
、
政

府
与

党
は

、
負

担
増

を
前

面
に

出
す

こ
と

に
躊

躇
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。
６

月
1
3
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
こ

ど
も

未
来

戦
略

方
針

」
で

は
、

こ
ど

も
・

子
育

て
予

算
倍

増
は

高
ら

か
に

謳
う

が
、

国
民

に
実

質
的

な

追
加

負
担

を
求

め
な

い
こ

と
を

強
調

し
、

そ
の

財
源

と
し

て
徹

底
し

た
歳

出
改

革
を

前
面

に
出

す
形

で
取

り
ま

と
め

ら

れ
た

。
 

 
こ

れ
ら

の
議

論
は

、
わ

ず
か

半
年

の
出

来
事

で
あ

っ
た

。
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財
政
・
税
制
 

〔
各
論
〕

 
 資
産
課
税
の
考
え
方
 

 

東
京

大
学

大
学

院
経

済
学

研
究

科
教
授

 
林
 
正
義

 
 1
．

資
本

所
得

課
税
 

経
済

学
の

観
点

か
ら

は
，

労
働

所
得

課
税

と
資

本
所

得
課

税
が

存
在

す
る

場
合

，
後

者
の

税
率

を
下

げ
る

こ
と

が
望
ま

し
い

と
考

え
ら

れ
る

。
そ

れ
を

体
現

化
し

た
の

が
，

労
働

所
得

に
超

過
累

進
課

税
す

る
一

方
で

，
資

本
所

得
に

比
例

課
税

す
る

二
元

的
所

得
課

税
（

D
IT
:
 d
u
a
l 
i
n
co
m
e
 t
a
x
a
ti
o
n）

で
あ

る
。
D
IT

は
9
0
年

代
初
め

に
北
欧

諸
国

に
お

い
て

制
度

化
さ

れ
，

現
在

で
は

多
く

の
国

で
実

施
さ

れ
て

い
る

。
日

本
の

所
得

課
税

制
度

で
も

，
労

働
所

得
に

対
し

て
は

累
進

課
税

を
行

い
，

資
本

所
得

に
は

分
離

課
税
と

し
て

一
律

20
％
（
復

興
特
別
所
得
税

0
.
31
5
％
を

除
く
）

の
比

例
課

税
が

行
わ

れ

て
い

る
。

た
だ

し
，

配
当

は
総

合
課

税
の

選
択

も
可

能
で

有
り

，
短

期
土

地
取

引
に

よ
る

譲
渡

益
の

場
合

，
比

例
税

率
が

増
加

す
る

。
超

過
累

進
を

と
る

労
働

所
得

課
税

の
限

界
税

率
は

複
数

あ
る

た
め

，
ど

の
限

界
税

率
を

基
準

に
す

る
か

と
い

う
問

題
は

あ
る

。
あ

る
議

論
で

は
，

最
も

低
い

限
界

税
率

と
一

致
さ

せ
る

べ
き

と
す

る
。

こ
の

場
合

，
日

本
の

所
得

課
税

の
最

低
限

界
税

率
は

1
5
％
（
国

税
5
％
と

地
方

税
1
0
％
）
で

あ
る
か

ら
，

日
本

の
所

得
税

制
を

D
IT

と
呼

ぶ
に

は
，
税

率

を
現

行
よ

り
５

％
ポ

イ
ン

ト
低

い
15
％
と

す
る

必
要

が
あ
る

。
そ
の

一
方

，
資

本
所

得
の

税
率
は

所
得

課
税

の
最

高
税

率

（
日

本
の

場
合

55
％
）

よ
り
低

け
れ
ば

よ
い

と
い

う
議

論
も

あ
る
。
 

こ
の

よ
う

に
日

本
で

は
所

得
を

二
元

的
に

扱
っ

て
い

る
た

め
，

所
得

課
税

に
お

け
る

税
負

担
（

平
均

税
率

）
は

必
ず
し

も
累

進
的

に
は

な
ら

な
い

。
所

得
階

層
別

の
平

均
税

率
（

納
税

額
÷

所
得

）
は

，
年

間
所

得
１

億
円

ま
で

は
所

得
と

と
も

に
増

加
す

る
が

，
1
億

円
を
超

え
る
と

減
少

し
始

め
，
50

億
円

超
か

ら
約

1
6
％
に

収
束
す

る
。
こ

の
動

き
は

，
資

本
所

得

の
割

合
は

高
額

所
得

層
ほ

ど
増

加
し
（

年
間

所
得

50
億
円
超

で
ほ
ぼ

10
0
％
）
，
高
額

所
得

者
ほ
ど

比
例

税
率

の
分

離
課

税

が
適

用
さ

れ
る

所
得

の
割

合
が

増
え

る
こ

と
を

反
映

し
て

い
る

。
近

年
で

は
，

こ
の

高
所

得
層

で
の

平
均

税
率

の
逓

減
に

鑑
み

，
資

本
所

得
課

税
の

強
化

が
謳
わ

れ
て

い
る

。
 

近
年

の
研

究
で

は
，

資
本

所
得

を
課

税
客

体
に

す
べ

き
か

，
も

し
く

は
，

資
本

そ
の

も
の

を
課

税
客

体
に

す
べ

き
か
，

と
い

う
議

論
も

あ
る

。
資

本
所

得
課

税
と

資
本

課
税

を
等

価
と

議
論

さ
れ

る
場

合
も

あ
る

が
，

資
産

運
用

能
力

が
投

資
家

間
で

異
な

る
場

合
，

資
本

課
税

の
ほ

う
が

資
本

所
得

課
税

よ
り

も
，

よ
り

高
い

運
用

能
力

を
持

つ
者

へ
と

資
金

が
移

動
し

や
す

く
な

り
，

資
源

配
分

が
改

善
す

る
（

よ
り

効
率

的
に

な
る

）
と

考
え

ら
れ

る
。

米
国

を
対

象
と

し
た

試
算

で
は

，
定

率
の

資
本

所
得

課
税

を
定

率
の

資
産
課

税
に

換
え

る
と

，
効

率
性
が

8％
向
上

す
る

と
推

計
さ
れ

て
い

る
。
 

そ
の

一
方

で
，
収

益
率

の
大
小

が
運
用

能
力

の
差

に
よ

る
も

の
で
は

な
く
，
そ
の

時
々
の

運
，
も

し
く

は
不

正
，
独

占
・

寡
占

等
の

超
過

利
潤

（
レ

ン
ト

）
に

よ
る

も
の

で
あ

る
な

ら
ば

，
収

益
の

う
ち

，
レ

ン
ト

を
反

映
し

た
部

分
に

課
税

す
る

こ
と

が
効

率
性

の
向

上
に

繋
が

る
。

資
本

課
税

で
は

そ
の

よ
う

な
レ

ン
ト

に
課

税
で

き
な

い
が

，
資

本
所

得
を

課
税

標
準

と
す

る
と

収
益

率
 
r
 の

変
動
は

課
税
標

準
に

反
映

さ
れ

る
か

ら
，
レ

ン
ト

に
も

課
税

す
る

こ
と
が

可
能

と
な

る
。
し
た

が

っ
て

，
レ

ン
ト

が
存

在
す

る
場

合
，
資

産
課

税
よ

り
資

本
所

得
課
税

が
望

ま
し

い
と

考
え

ら
れ
る

。
 

し
た

が
っ

て
，

収
益

率
の

違
い

が
，

資
産

運
用

能
力

か
そ

れ
以

外
の

要
因

（
運

・
レ

ン
ト

）
に

起
因

す
る

か
を

識
別
す

る
必

要
が

あ
る

。
必

ず
し

も
十

分
な
研

究
が

あ
る

訳
で

は
な

い
が
，
2
00
4
か
ら

20
0
5
の
ノ

ル
ウ
ェ

ー
の

税
務

デ
ー

タ
を

用

い
た

研
究

に
よ

る
と
，
収
益
率

の
変
動

の
約

1/
4
が
個

人
属

性
（

能
力

）
，
そ

し
て
，
約

3
/
4
が

運
・
不

運
（

レ
ン
ト

）
に

よ
っ

て
説

明
さ

れ
る

と
い

う
。

 
 2
.
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
 

日
本

の
場

合
，

高
額

所
得

者
の

資
本

所
得

の
殆

ど
が

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

（
譲

渡
所

得
益

）
で

あ
る

。
資

産
譲

渡
は
間

欠
的

に
発

生
す

る
か

ら
，

同
一

人
物

が
毎

年
高

額
の

譲
渡

所
得

を
得

る
と

は
限

ら
な

い
。

こ
の

観
点

か
ら

，
日

本
の

全
国

 
 

7 

「
平

時
」

の
モ

ー
ド

へ
の

移
行

を
進

め
て

い
く

こ
と

を
挙

げ
て

い
る

。
 

 
財

政
運

営
に

お
い

て
、

公
共

調
達

の
あ

り
方

に
着

目
し

た
の

は
、

西
川

論
文

で
あ

る
。

膨
張

す
る

財
政

支
出

の
効

率

化
に

関
し

て
、

公
共

調
達

の
見

直
し

に
成

果
の

期
待

を
寄

せ
る

。
日

本
の

公
共

調
達

の
対

G
D
P
比

は
約

1
6
%
で

あ
り

、

政
府

の
介

入
に

よ
っ

て
公

共
調

達
の

落
札

価
格

を
3
％

下
げ

る
こ
と

が
で

き
れ

ば
、

約
2
.
6
兆

円
の

節
約

が
可

能
と

の

算
段

と
な

る
。

公
共

調
達

市
場

に
お

い
て

競
争

性
を

取
り

戻
す

こ
と

で
、

品
質

を
維

持
し

な
が

ら
価

格
を

下
げ

る
こ

と

が
可

能
と

な
り

、
行

政
コ

ス
ト

の
引

き
下

げ
や

公
共

事
業

費
の

抑
制

に
繋

が
る

可
能

性
が

あ
る

と
い

う
。

 

 
以

上
の

よ
う

に
、

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

の
税

・
財

政
と

社
会

保
障

に
関

し
て

、
今

後
改

善
が
求

め
ら

れ
る

点
が

多
々

あ
る

。
こ

う
し

て
提

起
さ

れ
た

課
題

を
、

着
々

と
解

決
し

て
ゆ

く
こ

と
が

、
今

後
求

め
ら

れ
る

。
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献
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国
際
的
な
デ
ジ
タ
ル
課
税
の
理
論
的
基
礎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
中
央

大
学
法
学

部
教
授
 
國
枝

 繁
樹

 
   

デ
ジ
タ

ル
課

税
の

議
論

の
背

景
に
は

、
G
A
F
A
と

呼
ば

れ
る

巨
大
デ

ジ
タ

ル
企

業
(
A
l
ph
a
b
e
t
傘
下

の
G
o
og
l
e、

A
p
pl
e
、

M
e
t
a
傘

下
の

F
a
ce
b
o
ok
 
お
よ

び
Am
a
z
on
)
が
、
デ
ジ

タ
ル
市

場
で
非

常
に

大
き

な
シ

ェ
ア

を
占
め

、
巨

額
の

利
益

を
あ

げ

て
い

る
が

、
市

場
国

に
お

い
て

十
分
課

税
さ

れ
て

い
な

い
と

い
う
問

題
が

あ
る

。
G
A
F
A
の

中
で
も

、
A
l
p
ha
b
e
t
と

Me
t
a

は
、
広
告

収
入

の
割

合
が

き
わ

め
て
高

い
。
ま
た

、
デ

ジ
タ

ル
広
告

は
、
広
告

費
全

体
の

中
で
も

重
要

性
を

増
し

て
い

る
。
 

グ
ー

グ
ル

等
の

巨
大

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
提

供
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

広
告

が
、

広
告

主
に

よ
っ

て
有

用
と

さ
れ
る

の
は

、
単

に
消

費
者

に
人

気
の

あ
る
ウ

ェ
ッ

ブ
メ

デ
ィ

ア
に

広
告
を

掲
載

で
き

る
だ

け
で

は
な
い

。
G
o
o
gl
e
や

F
a
ce
b
o
o
k

の
オ

ン
ラ

イ
ン

広
告

は
、

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

を
通

じ
て

収
集

し
た

個
人

情
報

に
基

づ
き

、
消

費
者

の
特

性
に

合
致

し
た

商
品

の
広

告
を

リ
ア

ル
タ

イ
ム

で
掲

載
で

き
る

こ
と

に
そ

の
特

徴
が

あ
る

。
個

人
デ

ー
タ

に
基

づ
く

オ
ン

ラ
イ

ン
広

告
の

基
本

的
枠

組
み

を
、

第
１

図
（

L
a
u
(2
0
2
0)
）
に

基
づ

き
説
明

す
る
と

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

 

第
１
図

 
個
人
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
広
告
の
基
本
的
仕
組
み

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
出
所

 
La

u 
(2

02
0)

, F
ig

ur
e 

1）
 

  
左

上
の

消
費

者
は

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
の

提
供

す
る

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

の
各

種
の

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

（
多

く
の

場
合

、
無

料
）

を
利

用
す

る
。

そ
の

履
歴

等
を

含
む

個
人

情
報

を
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
は

収
集

す
る

。
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
は

、
収

集
し

た
情

報
を

、
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
を

利
用

し
て

分
析

し
、

企
業

の
提

供
す

る
商

品
に

購
買

意
欲

の
高

そ
う

な
消

費
者

を
割

り
出

し
、

そ
の

消
費

者
の

閲
覧

し
て

い
る

ウ
ェ

ッ
ブ

上
の

広
告

枠
を

、
企

業
に

販
売

す
る

。
こ

の
販

売
は

、
グ

ー
グ

ル
等

の
場

合
、

競
争

入
札

に
よ

り
リ

ア
ル

タ
イ

ム
で

行
わ

れ
、

落
札

し
た

企
業

は
、

個
人

情
報

の
分

析
結

果
に

基
づ

き
最

適
化

さ
れ

た
広

告
枠

に
対

す
る

対
価

を
支

払
う

。
そ

の
企

業
の

広
告

が
、

タ
ー

ゲ
ッ

ト
型

広
告

と
し

て
、

当
該

消
費

者
の

閲
覧

し
て

い
る

ウ
ェ

ッ
ブ

サ
イ

ト
に

表
示

さ
れ

る
。

グ
ー

グ
ル

等
で

検
索

し
た

後
に

、
検

索
し

た
言

葉
に

関
連

し
た

広
告

が
表

示
さ

れ
る

の
は
、

こ
う

し
た

メ
カ

ニ
ズ

ム
に
基

づ
い

て
い

る
。
 

 
本

稿
で

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
広

告
を

利
用

し
た

完
全

価
格

差
別

を
含

む
単

純
な

モ
デ

ル
を

導
入

し
、

国
際

的
な

デ
ジ

タ
ル

課
税

の
理

論
的

基
礎

に
つ

き
分

析
す

る
。

具
体

的
に

は
、

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
を

通
じ

て
、

消
費

者
の

留
保

価
格

が
明

ら
か

に
な

る
こ

と
に

よ
り

、
消
費

者
余

剰
を

全
て

生
産

者
余
剰

に
転

換
で

き
る

ア
ル

ゴ
リ
ズ

ム
の

存
在

を
仮

定
す

る
。

 

9 

家
計

構
造

調
査

（
旧

全
国

消
費

実
態

調
査

）
等

の
標

準
的

な
統

計
調

査
で

は
，

家
計

の
「

所
得

」
に

譲
渡

所
得

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
し

か
し

，
譲

渡
所

得
が

高
額

所
得

者
に

集
中

し
て

い
れ

ば
，

適
切

な
所

得
分

布
を

表
す

譲
渡

所
得

を
考

慮
す

る
こ

と
が

重
要

と
な

る
。
日
本

で
は
同

様
の

研
究

は
存

在
し

な
い
が

，
海

外
の

研
究

で
は

以
下
の

結
果

が
得

ら
れ

て
い

る
。

①
譲

渡
所

得
は

高
額

所
得

者
に

集
中

し
て

い
る

。
②

多
く

の
者

が
譲

渡
所

得
を

繰
り

返
し

得
て

い
る

。
③

譲
渡

所
得

を
考

慮
す

る
と

高
額

所
得

者
が

一
国

全
体

の
所

得
に

占
め

る
割

合
は

増
加

す
る

。
④

現
金

主
義

か
発

生
主

義
か

は
所

得
不

平
等

の
指

標
に

は
大

き
な

影
響

を
与

え
な
い

。
以

上
，

4
点

が
複

数
の
国

の
研

究
で

確
認

さ
れ

て
い
る

。
 

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

は
，

ロ
ッ

ク
イ

ン
（

凍
結

）
を

発
生

さ
せ

た
り

，
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

を
抑

制
さ

せ
た

り
す
る

と
議

論
さ

れ
る

こ
と

も
あ

る
。

前
者

は
，

資
産

譲
渡

益
へ

の
課

税
に

よ
り

，
資

産
所

有
者

が
譲

渡
を

渋
り

，
資

産
の

流
動

化
が

阻
害

さ
れ

る
効

果
で

あ
る

。
た

だ
し

，
米

国
に

お
け

る
近

年
の

研
究

は
，

ロ
ッ

ク
イ

ン
効

果
は

小
さ

く
，

反
応

期
間

を
長

く
す

れ
ば

，
さ

ら
に

小
さ

く
な

る
こ

と
が

知
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
後

者
に

つ
い

て
も

，
こ

れ
も

米
国

の
デ

ー
タ

を
使

っ
た

研
究

で
あ

る
が

，
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

株
式

へ
の

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

減
税

は
，

ス
タ

ー
ト

ア
ッ

プ
の

流
動

性
制

約
を

緩
め

る
と

い
う

結
果

が
得

ら
れ

て
い

る
。

し
か

し
，

こ
の

効
果

は
割

り
引

い
て

考
え

る
べ

き
で

あ
る

。
と

い
う

の
も

，
労

働
所

得
課

税
よ

り
低

率
の

譲
渡

所
得

課
税

は
資

源
配

分
を

歪
ま

せ
る

の
で

，
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
を

強
め

る
こ

と
に

よ
っ

て
そ

の
歪

み
を

矯
正

で
き

る
か

ら
で

あ
る

。
ま

た
，

流
動

性
制

約
と

は
別

に
，

創
業

者
の

創
業

意
力

自
体

に
数

十
年

後
に

化
さ

れ
る

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン
課

税
が

ど
の

よ
う

な
影

響
を
与

え
る

の
か

と
い

う
疑

問
が
あ

る
。
 

 3
．

世
代

間
移

転
課

税
と

事
業
承

継
 

多
く

の
実

証
分

析
が

，
親

の
資

産
が

子
へ

伝
わ

り
，

親
と

子
の

資
産

は
正

の
相

関
を

示
す

こ
と

を
示

し
て

い
る

。
あ
る

研
究

は
，

日
本

に
お

け
る

資
産

の
世

代
間

弾
力

性
の

う
ち

遺
産

（
世

代
間

移
転

）
に

よ
っ

て
説

明
さ

れ
る

部
分

は
，

米
国

の
1
3
.4
～

16
.
9％

よ
り

も
大
き

い
18
.
4％

と
推

計
し

て
い
る

。
ま
た

，
ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
デ

ー
タ
を

利
用

し
た

研
究

で
は

，

世
代

間
伝

達
は

所
得

と
と

も
に

大
き
く

な
り

，
長

期
的

に
は

高
所
得

者
層

へ
富

が
集

中
す

る
こ
と

を
示

唆
し

て
い

る
。

 

そ
の

よ
う

な
富

の
集

中
が

避
け

ら
れ

る
べ

き
も

の
な

ら
ば

，
相

続
税

等
の

世
代

間
移

転
へ

の
課

税
に

よ
っ

て
移

転
さ
れ

る
遺

産
金

額
を

減
額

し
，

そ
の

税
収

を
再

分
配

に
用

い
る

こ
と

が
望

ま
れ

よ
う

。
た

だ
し

，
最

新
の

研
究

に
よ

る
と

，
相

続
税

は
，

資
本

課
税

ほ
ど

資
産

格
差

の
解

消
に

は
役

立
た

な
い

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る
。

米
国

の
経

済
を

対
象

に
し

た
，

こ
の

研
究

で
は

，
1
0
0％

の
相
続

課
税
に

よ
る

富
の

集
中

を
抑

制
す
る

効
果
は

3
％
の

経
常

的
な
資

産
課

税
に

よ
っ

て
達

成

で
き

る
と

い
う

。
 

ま
た

同
族

事
業

は
，

オ
ー

ナ
ー

経
営

者
の

子
や

親
族

に
承

継
さ

れ
る

場
合

が
多

い
と

さ
れ

る
。

し
た

が
っ

て
，

事
業
承

継
の

際
に

，
後

継
者

は
当

該
事

業
に

か
か

る
非

上
場

株
式

や
土

地
等

の
事

業
用

資
産

を
受

け
取

る
こ

と
に

な
り

，
当

該
移

転
資

産
に

相
続

税
や

贈
与

税
が

課
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

し
ば

し
ば

，
こ

の
移

転
資

産
に

か
か

る
税

は
事

業
承

継
の

妨
げ

に
な

る
と

声
高

に
主

張
さ

れ
る

。
実
際

，
米

国
の

税
制

変
更

を
利
用

し
た

研
究

で
は

，
1％

の
税
負

担
増
は

0
.
85
～

1.
6
1
％

ポ
イ

ン
ト

の
事

業
売

却
確

率
の

増
加

に
繋

が
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

。
ま

た
，

ギ
リ

シ
ャ

に
お

け
る

同
族

間
承

継
資

産
へ

の
税

率
低

下
を

利
用

し
た

研
究

で
も
，

そ
の

税
率

減
少

に
よ

っ
て
同

族
間

承
継

が
非

同
族

間
承
継

と
比
べ

6
3％

以
上
増

加

し
た

こ
と

を
示

し
て

い
る

。
  

し
か

し
，

そ
う

で
あ

て
も

，
経

済
全

体
と

し
て

は
必

ず
し

も
望

ま
し

い
結

果
に

つ
な

が
る

と
は

限
ら

な
い

。
多

く
の
研

究
で

は
，

同
族

企
業

の
生

産
性

は
非

同
族

企
業

の
生

産
性

よ
り

も
低

い
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
る

か
ら

だ
。

し
か

し
，

日
本

に
お

い
て

は
，

円
滑

な
事

業
承

継
を

達
成

す
べ

く
事

業
承

継
税

制
が

導
入

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
寛

容
な

税
制

に
よ

っ
て

事
業

承
継

に
対

す
る

税
の

影
響

は
最

低
限

に
抑

え
ら

れ
る

が
，

そ
れ

が
，

生
産

性
が

低
い

企
業

を
温

存
す

る
こ

と
に

つ
な

が
る

た
め

，
全

で
の

事
業

承
継

に
対

し
等

し
く

税
の

減
免

を
行

う
こ

と
は

，
経

済
成

長
を

大
き

く
毀

損
す

る
こ

と
も

示
唆

さ
れ

よ
う

。
税

制
に

お
い

て
も

一
様

に
全

て
の

事
業

の
承

継
を

促
す

の
で

は
な

く
，

同
族

内
に

お
い

て
は

経
営

能
力

を
示

す
何

ら
か

の
指

標
に

応
じ

て
減

免
を

行
い

，
そ

し
て

，
同

族
よ

り
も

非
同

族
に

よ
る

外
部

承
継

を
促

進
す

る
形

で
制

度
設

計
を

行
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。
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財
の

販
売

に
課

税
す

る
場

合
、

政
府

は
、

消
費

者
余

剰
を

税
収

と
し

て
確

保
で

き
る

一
方

、
死

荷
重

が
生

じ
る

。
生

産
者

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
へ

の
広

告
料

支
払

い
の

源
泉

課
税

は
、

死
荷

重
を

避
け

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
海

外
の

生
産

者
が

広
告

料
を

支
払

う
場

合
に

は
課

税
で

き
な

い
。

国
際

的
合

意
に

基
づ

き
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
超

過
利

益
へ

の
課

税
権

を
市

場
国

に
付

与
す

る
場
合

に
も

、
死

荷
重

を
避

け
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

ま
た

消
費

者
が

合
理

的
で

、
個

人
情

報
の

提
供

を
拒

否
で

き
る

場
合

に
は

、
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
の

導
入

は
、

留
保

価
格

の
高

い
消

費
者

の
消

費
者

余
剰

を
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

利
益

に
転

換
す

る
こ

と
は

な
く

、
同

時
に

留
保

価
格

の
低

い
消

費
者

の
消

費
機

会
を

提
供

し
、

厚
生

水
準

を
高

め
る

も
の

で
、

特
別

な
課

税
を

必
要

と
す

る
根

拠
を

失
う

こ
と

に
な

る
。

現
実

に
は

、
合

理
的

な
消

費
者
と

b
e
h
a
v
io
r
a
l 
c
o
ns
u
m
er
s
が
混

在
し
て

お
り

、
一

部
の

be
h
a
v
i
o
ra
l
 
co
n
s
um
e
rs

の
消
費

者
余

剰
を

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

が
利

益
に

転
換

し
て

い
る

こ
と

を
も

っ
て

、
特

別
な

課
税

の
根

拠
と

し
う

る
が

、
そ

の
場

合
、
死
荷

重
を

な
く

し
て

生
じ
た

利
益

ま
で

課
税

を
行

う
デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

課
税

(
D
S
T)
は
弊

害
が

大
き

い
。
プ

ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
利

益
を

分
類

し
、

２
つ

の
異

な
る

税
率

を
適

用
す

る
形

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
の

超
過

利
益

へ
の

課
税

が
次

善
の

策
と

し
て

評
価

で
き

る
こ

と
に

な
る

。
実

際
に

は
、

消
費

者
余

剰
の

測
定

は
困

難
で

あ
り

、
今

回
の

国
際

法
人

課
税

改
革

の
第

１
の

柱
の

よ
う

に
、

一
定

の
利

益
率

を
超

え
た

利
益

を
超

過
利

益
と

し
、

消
費

者
余

剰
と

も
一

定
の

関
連

が
あ

る
と

見
ら

れ
る

各
国

の
売

上
額

等
に

比
例

し
て

、
課

税
権

の
配

分
を

行
う

方
式

が
現

実
的

な
対

応
と

し
て

支
持

さ
れ

る
。

本
稿

の
モ

デ
ル

は
、

非
常

に
単

純
化

し
た

も
の

で
は

あ
る

が
、

国
際

な
デ

ジ
タ

ル
課

税
の

理
論

的
基

礎
を

考
え

る
上

で
、

有
用

と
考

え
ら

れ
、
さ

ら
な

る
研

究
を

進
め

て
い
き

た
い

。
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プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

が
収

集
し

た
個

人
情

報
に

基
づ

き
、

そ
の

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

を
用

い
て

価
格

差
別

を
可

能
に

す
る

広
告

枠
を

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
が

競
争

入
札

で
販

売
す

る
モ

デ
ル

を
考

え
る

。
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
が

利
用

で
き

な
い

状
況

で
、

あ
る

財
の

生
産

者
（

独
占

企
業

）
は

、
消

費
者

の
留

保
価

格
が

わ
か

ら
ず

、
一

律
の

価
格

で
財

を
販

売
せ

ざ
る

を
え

な
い

。
線

形
の

需
要

関
数

と
一
定

の
限

界
費

用
(
M
C
)を

想
定
し

た
第

２
図

で
は

、
独

占
価
格

P*
を
設

定
し

、
財
の

生

産
者

は
、
第
２

図
の

□
C
だ
け
の

利
益
を

得
る

。
他

方
、
消
費

者
の
う

ち
、
P
*よ

り
も

高
い

留
保
価

格
の

消
費

者
は

、
財

を

購
入

し
、
△
A
に
等

し
い

消
費
者

余
剰
を

享
受

す
る

こ
と

に
な

る
。
財

の
生

産
量

は
、
過
小

で
あ
り

、
そ

の
た

め
、
同
図

の

△
B
に
当

た
る

死
荷

重
が

生
じ

て
い
る

。
 

し
か

し
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

か
ら

入
札

を
経

て
、

各
消

費
者

の
留

保
価

格
の

情
報

を
入

手
し

た
生

産
者

は
、
各

人
の

留
保

価
格

に
等

し
い

財
の

価
格

を
設

定
す

る
完

全
価

格
差

別
を

実
現

で
き

る
。

完
全

価
格

差
別

の
導

入
に

よ
り

、
低

い
留

保
価

格
の

消
費

者
も
、
割

安
価
格

を
提

示
さ

れ
、
財
を

購
入
す

る
た

め
、
死

荷
重
（
第

２
図
の

△
B
の
部

分
）
が
消
え

、

経
済

全
体

の
厚

生
水

準
が

上
昇

す
る

。
同

時
に

、
留

保
価

格
が

高
い

消
費

者
が

享
受

し
て

い
た

消
費

者
余

剰
（

第
２

図
の

△
A
の
部

分
）
は

、
ま

ず
は

、
生

産
者
が

利
益

と
し

て
獲

得
す

る
こ
と

に
な

る
が

、
、
広

告
枠

売
却
を

通
じ

、
最

終
的

に
は

、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
利

益
と

な
る

。
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
が

低
税

率
国

に
子

会
社

を
設

立
し

、
生

産
者

か
ら

の
広

告
料

支
払

い
を

子
会

社
に

受
け

取
ら

せ
る

場
合

に
は

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
に

よ
る

国
際

的
な

租
税

回
避

と
な

る
。
 

 

第
２
図

 
個
人
デ
ー
タ
に
基
づ
く
完
全

価
格
差
別
実
施
の
場
合
の
余
剰

 

 

 

 

こ
の

モ
デ

ル
で

は
、

消
費

者
余

剰
が

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
利

益
に

転
換

さ
れ

る
の

み
で

、
新

た
な

余
剰

が
生
ま

れ
る

訳
で

は
な

い
の

で
、

消
費

者
の

参
加

に
よ

る
「

価
値

創
造

」
を

理
由

と
し

た
デ

ジ
タ

ル
サ

ー
ビ

ス
課

税
は

正
当

化
さ

れ
な

い
。

ま
た

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
企

業
の

利
益

を
地

域
限

定
レ

ン
ト

と
み

な
す

主
張

も
、

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

課
税

が
歪

み
を

も
た

ら
し

う
る

こ
と

を
鑑

み
れ

ば
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
利

益
は

、
レ

ン
ト

に
対

す
る

課
税

が
歪

み
を

も
た

ら
さ

な
い

天
然

資
源

の
か

ら
の
レ

ン
ト

と
は

異
な

る
も

の
で
あ

る
。
 

む
し

ろ
、

元
々

、
高

留
保

価
格

の
消

費
者

が
享

受
し

て
い

た
消

費
者

余
剰

が
、

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

の
導

入
に

よ
り

、
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

の
利

益
に

転
換

さ
れ

、
低

税
率

国
に

利
益

移
転

さ
れ

る
こ

と
に

問
題

が
あ

る
。

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

企
業

に
よ

り
利

益
に

転
換

さ
れ

た
消

費
者

余
剰

を
取

り
戻

す
た

め
に

考
え

ら
れ

る
租

税
政

策
の

う
ち

、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
の
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ら
れ

て
い

た
が

、
そ

の
後

の
経

済
発
展

と
人

口
の

増
加

に
よ

り
、
2
0
18

年
に

は
60
0
0
万
戸

に
増
加

し
て

い
る

。
な

か
で

も
全

体
の

12
％
程

度
に

過
ぎ
な

か
っ
た

共
同

住
宅

は
 
大
幅
に

増
加
し

、
現

在
は
住
宅

数
全

体
の
４

割
を

占
め

て
い

る
。

特
に

人
口

が
集

中
す

る
東

京
都

で
は
、

共
同

住
宅

が
一

戸
建

住
宅
を

大
き

く
上

回
っ

て
い

る
。
 

一
般

に
、

一
戸

建
て

住
宅

は
、

不
動

産
の

財
産

評
価

額
に

占
め

る
土

地
の

割
合

が
高

い
。

木
造

住
宅

で
は

耐
用

年
数

も
短

く
 
2
0
 
年

を
経

過
す

る
と

建
物

の
評

価
額

は
ほ

ぼ
ゼ

ロ
と

な
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
財

産
価

値
を

再
建

築
価

格
方
式

で
評

価
し

て
も

、
売

買
実

例
価

格
方
式

な
ど

に
よ

る
評

価
額

と
そ
れ

ほ
ど

乖
離

は
生

じ
な

い
。
 

一
方

、
共

同
住

宅
で

は
、

各
住

宅
の

専
有

部
分

の
床

面
積

と
建

物
全

体
の

床
面

積
の

比
率

で
あ

る
区

分
所

有
分

と
し

て
の

敷
地

権
の

割
合

に
基

づ
い

て
土

地
の

資
産

額
を

計
算

す
る

。
一

般
に

、
共

同
住

宅
の

区
分

所
有

面
積

は
、

一
戸
建

て
住

宅
の

面
積

に
比

べ
小

さ
く

、
財

産
評

価
額

に
占

め
る

建
物

の
比

重
は

大
き

く
な

る
。

と
り

わ
け

、
高

層
の

共
同
住

宅
で

あ
る

ほ
ど

、
各

住
宅

の
区

分
所

有
面

積
は

さ
ら

に
小

さ
く

な
り

、
再

建
築

価
格

方
式

に
よ

る
評

価
と

売
買

実
例
価

格
な

ど
で

の
評

価
と

の
乖

離
が

拡
大
す

る
。
 

同
じ

床
面

積
で

も
容

積
率

が
高

く
、

地
価

の
高

い
地

域
に

建
て

ら
れ

た
共

同
住

宅
ほ

ど
そ

の
実

勢
価

格
に

対
し

て
評

価
額

は
低

い
も

の
と

な
る

。
そ

の
税

制
上

の
不

動
産

の
評

価
額

の
大

半
は

、
再

建
築

価
格

方
式

に
よ

る
建

物
の

評
価
額

に
よ

っ
て

占
め

ら
れ

る
。

そ
こ

で
は

、
共

同
住

宅
な

ら
ば

不
動

産
評

価
額

に
体

化
す

る
は

ず
の

住
宅

の
階

数
や

部
屋
の

向
き

な
ど

は
評

価
に

反
映

し
な

い
。
 

土
地

よ
り

も
建

物
に

傾
斜

し
て

評
価

す
る

現
在

の
不

動
産

課
税

に
お

け
る

財
産

評
価

は
、

地
価

の
高

い
地

域
に

立
地

す
る

共
同

住
宅

な
ど

を
有

利
に

す
る
。
こ
れ

が
財

産
と

し
て

の
不
動

産
の

価
値

を
歪

め
、「

タ
ワ
マ

ン
節

税
」
と

呼
ば
れ

る
高

層
共

同
住

宅
を

利
用

し
た

節
税
行

為
が

可
能

と
な

る
。

 

相
続

税
の

小
規

模
宅

地
の

特
例

措
置

に
よ

っ
て

、
亡

く
な

っ
た

被
相

続
人

が
居

住
し

て
い

た
住

宅
に

つ
い

て
は

、
相

続
税

の
課

税
価

格
に

算
入

す
べ

き
価

額
は

 
8
0 

％
の

減
額

と
な

り
、

ま
た

被
相

続
人

の
保

有
す

る
事

業
用

地
も

 
8
0 
％

減
額

の
対

象
と

な
る

。
ま

た
、
特

定
同

族
会

社
に

つ
い

て
も

、
そ
こ

に
事

業
に

提
供

し
て

い
た
土

地
は

80
 
％
の

減
額
と

な
る

。
 

景
気

の
低

迷
が

続
く

中
で

、
こ

れ
ら

相
続

税
の

小
規

模
宅

地
の

特
例

措
置

は
拡

充
さ

れ
て

い
る

。
平

成
 
1
1
 
年

度
と

平
成

 
13
 
年
度

に
続

け
て

、
相

続
税
の

特
定

事
業

用
宅

地
な

ど
に
係

る
特

例
の

適
用

対
象

面
積
は

40
0
m2

に
拡

大
し
て

い
る

。
 

現
在

の
路

線
価

、
再

建
築

価
格

方
式

に
よ

る
現

行
の

評
価

方
式

に
よ

る
財

産
評

価
は

、
一

戸
建

住
宅

で
は

適
切

で
あ

る
と

し
て

も
、

共
同

住
宅

に
用

い
る

こ
と

に
は

限
界

が
明

ら
か

に
な

っ
て

い
る

。
近

年
、

高
層

共
同

住
宅

を
利

用
し
た

租
税

回
避

行
為

が
問

題
と

な
り

、
政

府
は

、
地

方
税

法
を

改
正

し
、

高
層

の
共

同
住

宅
に

お
い

て
、

住
宅

の
階

数
に
よ

っ
て

住
宅

の
評

価
額

が
異

な
る

こ
と

に
配

慮
し

た
見

直
し

を
行

っ
た

。
し

か
し

、
本

改
正

で
は

、
固

定
資

産
評

価
基
準

の
見

直
し

と
は

程
遠

い
内

容
で

あ
り
、
本
稿

で
指

摘
し

た
問

題
の
解

決
に

は
な
ら
な

い
。
今

後
改

革
の
方
向

性
と

し
て
、

海
外

の
税

制
の

よ
う

に
、

賃
貸

価
格

方
式

や
売

買
価

格
方

式
な

ど
を

共
同

住
宅

に
導

入
可

能
か

ど
う

か
、

従
来

の
評
価

方
式

を
見

直
す

こ
と

も
検

討
す

る
時
期

に
来

て
い

る
の

で
は

な
い
だ

ろ
う

か
。
 

 
 

4
．

財
産

評
価

制
度

の
見

直
し
の

方
向
性
 

財
産

評
価

基
本

通
達

と
固

定
資

産
税

評
価

基
準

に
よ

る
我

が
国

の
不

動
産

の
財

産
評

価
に

お
い

て
、

現
在

の
建

物
と

土
地

を
分

け
て

評
価

す
る

方
式

は
、
制

度
創

設
当

時
の

木
造

一
戸
建

て
中

心
の

住
ま

い
の

姿
を
反

映
し

た
も

の
で

あ
る
。 

相
続

税
制

に
お

け
る

特
例

措
置

の
過

度
な

拡
充

は
、

資
産

と
し

て
の

不
動

産
の

価
値

を
歪

め
る

だ
け

で
な

く
、

都
市

部
の

地
価

の
高

い
宅

地
に

立
地

す
る

高
層

共
同

住
宅

を
用

い
た

節
税

行
為

を
助

長
し

て
い

る
。

こ
う

し
た

節
税

行
為
を

抑
制

す
る

こ
と

が
喫

緊
の

課
題

で
あ
っ

て
、
そ
の

た
め

に
は

収
益
還

元
法

な
ど

の
新

た
な

評
価
方

式
の

検
討

も
含

め
た
、

不
動

産
の

評
価

手
法

の
見

直
し

が
求
め

ら
れ

る
。
 

 

 

13
 

住
ま

い
の

変
遷

と
不

動
産

課
税

の
財

産
評

価
 

 

専
修

大
学

経
済

学
部

教
授

 
中
野
 
英
夫

 

 1
.
 

不
動

産
の

再
建

築
価

格
評

価
の
意

義
と

課
題
 

我
が

国
の

税
制

に
お

い
て

、
土

地
や

建
物

な
ど

の
不

動
産

へ
税

と
し

て
国

税
の

相
続

税
、

地
方

税
の

固
定

資
産

税
が

あ
る

。
相

続
時

の
財

産
移

転
に

課
税

す
る

相
続

税
は

申
告

納
税

方
式

に
よ

る
納

税
、

不
動

産
の

所
有

に
課

税
す

る
固

定

資
産

税
は

賦
課

課
税

方
式

に
よ

る
納

税
と

い
う

点
で

違
い

は
あ

る
が

、
そ

の
課

税
の

対
象

と
な

る
不

動
産

の
評

価
方

法

に
お

い
て

、
両

者
は

多
く

の
点

で
共

通
す

る
。

そ
の

一
つ

は
、

土
地

と
建

物
を

分
け

て
、

別
個

に
評

価
し

合
算

す
る

点

で
あ

る
。
 

土
地

は
、「

時
価
」
で
評

価
を
行

う
。
建

物
が

存
す

る
宅

地
の

評
価
方

法
は

、
相

続
税

は
財

産
評
価

基
本

通
達

、
固

定

資
産

税
は

固
定

資
産

税
評

価
基

準
に
定

め
が

あ
る

。
い

ず
れ

も
路
線

ご
と

に
土

地
を

評
価

す
る
路

線
価

方
式

に
よ

っ
て

、

宅
地

の
評

価
額

を
定

め
て

い
る

。
相

続
税

の
路

線
価

は
地

価
公

示
の

８
割

、
固

定
資

産
税

の
路

線
価

は
地

価
公

示
の

 
7
 

割
を

目
途

に
評

価
を

行
っ

て
い

る
。
 

建
物

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
固

定
資

産
税

は
固

定
資

産
税

評
価

基
準

の
定

め
に

よ
り

再
建

築
価

格
方

式
に

よ
っ

て
評

価
を

行
う

。
こ

の
再

建
築

価
格

方
式

は
、

屋
根

や
基

礎
な

ど
の

家
屋

の
基

本
構

造
に

付
し

た
評

点
を

合
計

し
、

再
建

築

費
の

評
点

数
を

計
算

す
る

。
ま

た
相

続
税

に
お

け
る

建
物

の
評

価
に

お
い

て
も

、
こ

の
固

定
資

産
税

評
価

基
準

を
用

い

て
評

価
を

行
う

。
よ

っ
て

、
固

定
資
産

税
と

相
続

税
に

お
け

る
建
物

の
評

価
額

は
同

一
と

な
る
。
 

 2
.
 
不

動
産
課

税
に

お
け

る
財

産
評

価
の
問

題
点
 

我
が

国
の

不
動

産
課

税
を

、
海

外
の

税
制

と
比

較
す

る
と

、
日

本
の

よ
う

に
全

て
の

不
動

産
に

つ
い

て
土

地
と

建
物

を
別

々
の

資
産

と
し

て
評

価
す

る
国

は
ほ

と
ん

ど
な

い
。

ま
た

、
資

産
の

評
価

方
式

に
つ

い
て

も
、

日
本

は
原

価
法

に

相
当

す
る

再
建

築
価

格
方

式
で

行
う

一
方

、
多

く
の

国
々

で
は

、
不

動
産

は
、

土
地

と
建

物
は

一
体

の
も

の
と

し
て

賃

貸
価

格
な

ど
を

用
い

て
評

価
す

る
。

再
建

築
価

格
方

式
の

み
で

不
動

産
評

価
を

行
う

日
本

は
む

し
ろ

例
外

で
あ

る
と

言

え
る

。
 

ま
た

、
財

産
評

価
方

式
以

外
に

も
、

地
方

税
制

の
税

率
に

お
い

て
も

各
国

で
違

い
が

あ
る

。
日

本
の

固
定

資
産

税
の

税
率

は
 
1
.
4 
％
で

一
定

と
な
っ

て
い
る

が
、
イ
ギ

リ
ス

や
カ

ナ
ダ
の

地
方

税
の

税
率

は
、
地

方
自

治
体

の
毎

年
の

財
源

所
要

額
と

不
動

産
評

価
額

で
按

分
し

て
内

生
的

に
決

定
す

る
た

め
、

年
ご

と
に

変
動

す
る

。
こ

う
し

た
税

制
で

は
、

税

負
担

の
増

大
は

、
主

に
歳

出
の

増
加
に

よ
っ

て
生

じ
、
財
源

所
要
額

が
減

少
す

れ
ば

税
率

も
引
き

下
げ

ら
れ

る
。
ま
た

、

た
と

え
地

域
の

不
動

産
価

格
が

上
昇

し
て

も
、

財
政

の
財

源
所

要
額

に
変

化
が

な
い

限
り

、
不

動
産

へ
の

課
税

負
担

に

変
化

は
な

い
。
 

一
方

、
我

が
国

の
固

定
資

産
税

は
、

そ
の

不
動

産
の

「
時

価
」

を
算

定
し

、
そ

の
「

時
価

」
に

対
し

て
常

に
一

定
の

税
率

で
も

っ
て

課
税

を
行

う
。

よ
っ

て
、

不
動

産
価

格
の

上
昇

は
、

た
だ

ち
に

不
動

産
へ

の
課

税
の

負
担

引
き

上
げ

に

直
結

す
る

。
急

速
な

経
済

発
展

を
遂

げ
る

過
程

に
お

い
て

、
数

次
の

地
価

高
騰

に
見

舞
わ

れ
た

我
が

国
で

は
、

急
激

な

地
価

の
上

昇
の

た
び

に
居

住
や

事
業

の
継

続
性

へ
の

懸
念

が
高

ま
り

、
税

の
負

担
軽

減
を

求
め

る
不

動
産

税
制

の
見

直

し
を

迫
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

 3
.
 
不

動
産
課

税
の

歴
史

的
展

開
と

人
々
の

住
ま

い
の

変
遷
 

固
定

資
産

税
評

価
基

準
、
財
産

評
価
基

本
通

達
な

ど
の

税
制

上
の
財

産
評

価
は

、
19
6
0
 年

代
前
半

に
確

立
し

、
以

来

半
世

紀
以

上
も

見
直

し
は

な
さ

れ
て
い

な
い

。
 

当
時

、
全

国
の

住
宅

数
お

よ
そ

 
2
,
00
0
 万

戸
を

数
え

、
そ
の

ほ
と
ん

ど
が

木
造

の
一

戸
建

、
長
屋

建
の

住
宅

で
占

め
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2
0
2
0
年
代
の
税
・
社
会
保
障
改
革
の

課
題

 
 

慶
應

義
塾

大
学

経
済

学
部

教
授

 
土
居
 
丈
朗

 

 １
．

2
04
0
年

を
見

据
え

た
社
会

保
障
の

将
来

見
通

し
 

 
わ

が
国

の
社

会
保

障
給

付
は

、
高

齢
化

等
に

伴
い

今
後

増
大

す
る

と
見

込
ま

れ
て

い
る

。
現

時
点

で
最

新
と

な
る

政
府

の
社

会
保

障
給

付
の

将
来

推
計

「
2
04
0
年

を
見

据
え

た
社
会

保
障
の

将
来

見
通

し
」
（
20
1
8
年

5
月
）

に
よ

る
と

、
20
1
8

年
度
に

1
2
1.
3
兆
円

で
あ

る
社

会
保
障

給
付

は
、
2
02
5
年
度

に
は

1
4
0.
2
兆
円

、
2
0
40

年
度

に
は

19
0
.
0
兆

円
に

な
る

と

推
計

さ
れ

て
い

る
(
ベ
ー

ス
ラ
イ

ン
ケ
ー

ス
・
計

画
ベ

ー
ス
)。

そ
の

う
ち

、
医

療
と

介
護

の
給

付
だ
け

を
取

り
上

げ
る

と
、

医
療
は

2
0
18

年
度

に
は

3
9.
2
兆

円
、

2
02
5
年
度

に
は

47
.
4
兆
円

、
20
4
0
年

度
に

は
68
.
5
兆
円

、
介

護
は

2
01
8
年
度

に
は

10
.
7
兆

円
、

2
0
25

年
度

に
は

1
5
.3

兆
円

、
20
4
0
年

度
に
は

25
.
8
兆

円
と

な
る
と

見
込
ま

れ
て

い
る

。
 

 
た

だ
、

こ
れ

ら
の

給
付

は
財

源
の

裏
付

け
な

し
に

実
施

で
き

る
わ

け
で

は
な

い
。

同
将

来
見

通
し

で
は

、
現

在
の

公
費

（
税

財
源

）
と

保
険

料
の

負
担

の
構

成
が

変
わ

ら
な

い
と

仮
定

し
た

下
で

上
記

の
給

付
に

必
要

と
な

る
財

源
を

示
し

て
い

る
。

医
療

に
つ

い
て

は
、

公
費

は
2
0
1
8
年

度
に

は
1
7
.
1
兆

円
、
2
0
2
5
年
度

に
21
.
6
兆

円
、
2
0
4
0
年
度

に
32
.
2
兆

円
、

保
険

料
は

20
1
8
年

度
に

は
22
.
1
兆
円

、
2
02
5
年

度
に

2
5.
8
兆
円

、
2
0
40

年
度

に
3
6
.3

兆
円
と

見
込

ま
れ

て
い

る
。
介

護
に

つ
い

て
は

、
公

費
は

2
01
8
年

度
に

は
5
.
9
兆
円

、
2
02
5
年

度
に

8.
5
兆

円
、

2
04
0
年

度
に

6.
9
兆

円
、

保
険

料
は

2
0
1
8
年

度
に

は
4.
8
兆

円
、
2
0
2
5
年

度
に

6
.9

兆
円

、
20
4
0
年
度

に
11
.
6
兆

円
と

見
込

ま
れ
て

い
る

。
 

 
こ

れ
ら

は
、

制
度

的
に

確
保

で
き

る
こ

と
が

確
約

さ
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
。

場
合

に
よ

っ
て

は
、

税
率

の
引

上
げ

や
保

険
料

率
の

引
上

げ
が

追
加

で
必

要
と

な
る

。
は

た
し

て
、

現
行

の
税

率
や

保
険

料
率

で
、

こ
れ

ら
は

賄
い

き
れ

る
の

だ
ろ

う
か

。
本

稿
で

は
、

そ
れ

を
確
認

す
る

こ
と

を
通

じ
て

、
2
02
0
年

代
の

税
・

社
会
保

障
改
革

の
課

題
を

あ
ぶ

り
出

す

こ
と

と
す

る
。
 

 ２
．

本
稿

推
計

の
枠

組
み
 

 
本

稿
で

は
、

土
居

(
20
2
0)
で

推
計

さ
れ

た
将

来
の

世
代

別
税

・
保

険
料

負
担

を
用

い
る

。
土

居
(
2
0
20
)
で

は
、

総
務

省

「
消

費
動

向
指

数
」、

厚
生

労
働

省
「

国
民

生
活

基
礎

調
査
」
等
を

基
に
、
2
01
8
年
度

に
お

け
る
世

帯
主

年
齢

階
級

別
１

世

帯
当

た
り

の
消

費
税

・
社

会
保

険
料
負

担
額

を
推

計
し

て
い

る
。
そ

し
て

、
2
0
18

年
度
に

お
け
る

世
帯

主
年

齢
階

級
別

１

世
帯

当
た

り
の

金
額

が
不

変
で

あ
る
仮

定
し

て
、
今
後

の
世

帯
数
の

変
動

を
反

映
し
て

2
0
4
0
年

度
ま

で
の

社
会

保
障
財

源

の
推

移
を

推
計

し
て

い
る

。
20
1
8
年
度

に
お

け
る

世
帯

主
年

齢
階
級

別
１

世
帯

当
た

り
の

金
額
に

当
該

年
度

の
世

帯
主

年

齢
階

級
別

世
帯

数
を

乗
じ

て
、

こ
の

積
の

全
年

齢
階

級
合

計
を

と
る

こ
と

で
、

当
該

年
度

に
お

け
る

当
該

財
源

の
金

額
が

求
め

ら
れ

る
。
 

 
そ

の
際

、
世

帯
類

型
を

単
独

世
帯

と
２

人
以

上
世

帯
に

分
け

て
推

計
し

、
そ

の
合

計
と

し
て

総
世

帯
の

金
額

と
算

出
し

て
い

る
。

そ
の

結
果

、
１

世
帯

当
た
り

の
消

費
税

と
社

会
保

険
料
の

負
担

額
は

、
表

１
の

よ
う
に

な
っ

た
。

2
01
8
年
度

の

消
費

税
率
は

8
％
の

単
一

税
率

で
あ
っ

た
た

め
、
2
01
9
年

1
0
月
以

降
軽

減
税

率
8％

の
対

象
品
目

と
標

準
税
率

1
0％

の
対

象
品

目
と

に
分

け
て

、
１

世
帯

当
た
り

消
費

額
に

対
し

て
軽

減
税
率

対
象

品
目
は

0
.
08
／

1
.
0
8、

標
準

税
率

で
の

課
税

品

目
は

0.
1
／
1
.
0
8
を

乗
じ

た
額

を
消
費

税
負

担
額

と
し

て
求

め
た
。

詳
細

は
、

土
居

(
20
2
0
)
を
参

照
さ

れ
た

い
。
 

 

表
１
　
世
帯
主
年
齢
階
級
別
１
世
帯
当
た
り
負
担
額
（
総
世
帯
：
2
0
1
8
年
）

8
%
対
象
品
目

1
0
%
対
象
品
目

～
2
9
歳

22
8,

77
6

32
,4

12
19

6,
36

4
49

6,
44

7
3
0
～
3
9
歳

36
1,

12
7

65
,5

44
29

5,
58

4
82

6,
30

7
4
0
～
4
9
歳

41
5,

01
9

79
,8

84
33

5,
13

5
99

6,
68

9
5
0
～
5
9
歳

40
5,

69
8

78
,6

38
32

7,
05

9
1,

08
3,

38
3

6
0
～
6
9
歳

37
0,

03
3

84
,3

73
28

5,
65

9
56

5,
42

3
7
0
歳
～

28
1,

96
8

78
,5

37
20

3,
43

1
36

0,
21

4

出
典
：
土
居
(
2
0
2
0
)

単
位
：
円

世
帯
主
年
齢

消
費
税

社
会
保
険
料
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き
く

、
20
2
0
年

代
か

ら
両

者
の

乖
離
が

拡
大

し
て

ゆ
き

、
20
4
0
年
度

に
3
.
9
兆

円
程

度
足

り
ず
、
増
額

が
必

要
に

な
る

と

見
込

ま
れ

る
。
 

 

 

 
そ

し
て

、
医

療
と

介
護

の
給

付
財

源
と

し
て

必
要

と
さ

れ
る

公
費

（
税

財
源

）
を

す
べ

て
消

費
税

で
賄

う
と

す
る

と
、

ど
う

な
る

か
を

み
た

の
が

、
図

３
で

あ
る

。
税

財
源

は
使

途
を

特
定

し
な

い
の

が
原

則
で

あ
る

た
め

、
本

稿
で

は
医

療
と

介
護

の
合

計
で

税
財

源
に

つ
い

て
分
析

す
る

。
１

節
で

示
し

た
必
要

と
さ

れ
る

公
費

は
、
2
0
4
0
年

度
で

20
1
8
年

度
比

2
3
.4

兆
円

と
な

る
。

こ
れ

に
対

し
て

、
現
行

の
税

率
を

維
持

す
る

仮
定
の

下
で

本
稿

で
推

計
し

た
消
費

税
収

は
、

2
04
0
年
度

に

は
2
0
18

年
度

比
で

5
.5

兆
円
の

自
然
増

収
と

な
る

が
、
1
7.
9
兆

円
程

度
不

足
し

て
お

り
、
増

額
が
必

要
に

な
る

と
見

込
ま

れ
る

。
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さ
れ
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保
険
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収
入
と
実
質
額
不
変
と
し
て
推
計
さ
れ
る
介
護

保
険
料
収
入

必
要

と
さ

れ
る

介
護

保
険

料
介

護
保

険
料

推
計

値

6
.8

2
.9

推
計

値
は
、

１
世
帯

当
た
り

負
担
の

実
質
額

が
変
わ

ら
ず
、

世
帯

主
年
齢

階
級
別

世
帯
数

と
物
価

・
所
得

水
準
が

変
動
す

る
と

仮
定
（

「
自
然

増
収
」

に
相
当

）
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+介
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と
実

質
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不

変
と
し

て
推
計

さ
れ
る

消
費
税

収

必
要
と
さ
れ
る
公
費
（
医
療
＋
介
護
）

消
費
税
収
推
計
値

2
3.
4

5
.5

推
計
値
は
、
１
世
帯
当
た
り
負
担
の
実
質
額
が
変
わ
ら
ず
、
世
帯
主
年
齢
階
級
別
世
帯
数

と
物
価
・
所
得
水
準
が
変
動
す
る
と
仮
定
（
「
自
然
増
収
」
に
相
当
）
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以

上
が

土
居

(
20
2
0)

の
推

計
だ

が
、

以
下

で
は

こ
れ

を
援

用
し

て
、

本
稿

独
自

の
推

計
を

行
う

。
上

記
の

よ
う

に
求

め

ら
れ
た

2
0
40

年
度

ま
で

の
消

費
税
と
社
会

保
険

料
の

負
担

額
に
つ

い
て

、
世

帯
主

年
齢

6
4
歳

以
下

の
世

帯
の

１
世
帯
当

た
り

名
目

負
担

額
は

名
目

成
長

率
で
、

65
歳
以

上
の

世
帯
は

消
費
者

物
価

上
昇

率
で

延
伸

し
て
、

全
世

帯
合

計
の

消
費

税

と
社

会
保

険
料

の
負

担
額

を
推

計
す
る

。
こ

れ
は

、
6
4
歳
以

下
で
は

所
得

の
増

加
率

が
名

目
成
長

率
に

相
当

し
、
6
5
歳

以

上
で

は
年

金
受

給
率

が
物

価
連

動
す

る
こ

と
を

加
味

し
た

も
の

で
あ

る
。

名
目

成
長

率
や

消
費

者
物

価
上

昇
率

は
、

１
節

で
挙

げ
た

社
会

保
障

給
付

の
将

来
推
計

と
整

合
的

に
す

る
た

め
、「

2
0
40

年
を

見
据

え
た

社
会
保

障
の

将
来

見
通

し
」
(ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
ケ

ー
ス

・
計

画
ベ

ー
ス
)
と
同

じ
に

し
て

い
る
。
 

 
2
0
18

年
度

以
降
の
公

費
負
担

の
増
加

は
す

べ
て

消
費

税
で

賄
う
と

仮
定

し
、

消
費

税
率

も
社
会

保
険

料
率

も
引

き
上

げ

な
い

と
仮

定
す

る
。

つ
ま

り
、

そ
う

し
た

「
自

然
増

収
」

の
み

で
今

後
の

社
会

保
障

財
源

を
賄

う
と

す
れ

ば
、

１
節

で
言

及
し

た
医

療
と

介
護

の
給

付
は

十
分
に

賄
え

る
か

を
検

証
す

る
。
 

 ３
．

2
04
0
年

度
ま

で
の

社
会
保

障
財
源
 

 
ま

ず
、

医
療

保
険

料
に

つ
い

て
、

１
節

で
言

及
し

た
医

療
給

付
の

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
医

療
保

険
料

収
入

と
、

１
世

帯
当

た
り

医
療

保
険

料
負

担
額

の
実

質
額

を
不

変
と

し
つ

つ
名

目
成

長
率

や
消

費
者

物
価

上
昇

率
で

延
伸

し
て

本
稿

で
推

計
し

た
医

療
保

険
料

収
入

を
比

較
し

た
の

が
、

図
１

で
あ

る
。

前
者

を
実

線
、

後
者

を
破

線
で

表
し

て
い

る
。

推
計

額
は

実
額

で
算

出
し

て
い

る
が

、
過

不
足
を

見
や

す
く

す
る

た
め

、
図
１

で
は

20
1
8
年

度
（

医
療
給

付
で

は
前

掲
の

22
.
1
兆

円
）
か
ら

の
変

化
分

を
表

し
て

い
る
。
必
要

と
さ

れ
る

医
療

保
険
料

と
は

、
１

節
で

前
掲

し
た
医

療
保

険
料

で
あ

り
、
2
0
18

年
度

比
で

20
4
0
年

度
に

は
14
.
2
兆
円

と
な

る
。
 

 

 

 
図

１
に

よ
る

と
、

保
険

料
率

を
引
き

上
げ

な
い

こ
と

を
前

提
と
し

た
医

療
保

険
料

収
入

は
、
2
0
40

年
度

に
は

7
.9

兆
円

と
推

計
さ

れ
た

。
医

療
保

険
料

は
、
2
0
30

年
代

以
降

財
源
不

足
が
顕

著
に

な
り

、
2
0
40

年
度
に

6
.3

兆
円

程
度

足
り
ず

、

増
額

が
必

要
に

な
る

と
見

込
ま

れ
る
。
 

 
次

に
、

介
護

保
険

料
に

つ
い

て
も

、
同

様
に

必
要

と
さ

れ
る

介
護

保
険

料
収

入
と

、
実

質
額

を
不

変
と

し
て

推
計

さ
れ

る
介

護
保

険
料

収
入

を
示

し
た

の
が

、
図

２
で

あ
る

。
図

２
に

よ
る

と
、

必
要

と
さ

れ
る

介
護

保
険

料
収

入
の

伸
び

は
大
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4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

兆
円

必
要

と
さ
れ

る
医
療

保
険
料

収
入
と

実
質
額

不
変
と

し
て
推

計
さ
れ

る
医
療

保
険
料

収
入

必
要
と
さ
れ
る
医
療
保
険
料

医
療
保
険
料
推
計
値

1
4.
2

7
.9

推
計
値
は
、
１
世
帯
当
た
り
負
担
の
実
質
額
が
変
わ
ら
ず
、

世
帯
主
年
齢
階
級
別
世
帯
数
と
物
価
・
所
得
水
準
が
変
動
す

る
と
仮
定
（
「
自
然
増
収
」
に
相
当
）
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日
本
経
済
の
現
状
と
財
政
金
融
政
策
の
今
後
の
道
行
き
に
つ
い
て
 

 

上
智

大
学

経
済

学
部

准
教

授
 
中
里
 
透

 

 

ア
ベ

ノ
ミ

ク
ス

と
異

次
元

緩
和

の
開
始

か
ら

10
年
が

経
過
し

た
。
コ

ロ
ナ

禍
の

間
に

内
閣

は
安
倍

内
閣

か
ら

菅
内

閣
を

経
て

岸
田

内
閣

へ
と

移
行

し
、

日
銀

で
は

こ
の

春
に

黒
田

総
裁

が
退

任
し

て
植

田
総

裁
の

も
と

で
金

融
政

策
の

運
営

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。
10

年
を

経
て

経
済

の
状

況
も

大
き

く
変
わ

り
つ

つ
あ

る
。

10
年

前
は
「

デ
フ

レ
不

況
」
、
す
な

わ
ち

物
価

が
下

落
し

経
済

の
停

滞
が

続
く

状
況

が
問

題
と

な
っ

て
い

た
が

、
こ

の
１

年
ほ

ど
は

む
し

ろ
「

物
価

高
」

が
大

き
な

社
会

問
題

と
さ

れ
て

き
た
。
 

 
も

っ
と

も
、

こ
う

し
た

も
と

に
あ

っ
て

も
景

気
回

復
の

動
き

は
極

め
て

緩
慢

で
、

日
本

は
依

然
と

し
て

コ
ロ

ナ
前

の
経

済
活

動
の

水
準

を
取

り
戻

す
こ

と
が
で

き
て

い
な

い
。「

物
価

高
」
と

景
気

の
足

踏
み

と
い

う
状
況

に
直

面
し

て
、
財
政

政

策
と

金
融

政
策

に
よ

る
政

策
対

応
は
ど

の
よ

う
に

あ
る

べ
き

か
と
い

う
こ

と
に

注
目

が
集

ま
っ
て

い
る

。
 

 
こ

こ
で

は
最

近
時

点
ま

で
の

経
済

と
財

政
・

金
融

の
状

況
を

点
検

し
、

そ
れ

を
踏

ま
え

て
財

政
政

策
と

金
融

政
策

の
今

後
の

道
行

き
に

つ
い

て
考

え
て

み
る
こ

と
と

し
た

い
。
 

 １
．

こ
の

30
年
間

を
振

り
返
る
 

 
こ
の

3
0
年

ほ
ど

の
期

間
、
そ

れ
は
平

成
の

時
代

と
ほ

ぼ
重

な
る
が

、
こ

の
間

に
日

本
は

さ
ま
ざ

ま
な

シ
ョ

ッ
ク

、
予

想

も
で

き
な

か
っ

た
大

き
な

出
来

事
に

立
て

続
け

に
見

舞
わ

れ
た

。
こ

の
う

ち
、

マ
ク

ロ
的

に
見

た
場

合
の

経
済

的
影

響
の

大
き

さ
と

い
う

点
で

は
、
バ
ブ

ル
崩
壊
（

1
9
90
・
9
1
年
）、

金
融
シ
ス

テ
ム

の
不

安
定
化
（
97
・
9
8
年
）
、
リ

ー
マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

（
2
0
08

年
）、

コ
ロ

ナ
禍

（
2
0・

21
年
）

と
い

う
４
つ

の
シ
ョ

ッ
ク

を
取

り
出

し
て

み
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
こ

れ
ま

で
の

経
過

を
振

り
返

る
と

、
こ

れ
ら

の
シ

ョ
ッ

ク
が

起
き

る
た

び
に

経
済

の
停

滞
が

生
じ

、
物

価
が

下
押

し
さ

れ
て

、
財

政
・

金
融

両
面

に
お

け
る

対
応

を
迫

ら
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ
の

１
年

ほ
ど

は
「

物
価

高
」

が
大

き
な

社
会

問
題

と
な

っ
て

い
る

が
、

総
じ

て
み

る
と

「
デ

フ
レ

不
況

」
が

経
済

の
基

調
で

あ
り

、
そ

の
克

服
が

大
き

な
課

題
と

さ
れ

て
き

た
。
 

 
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
と

異
次

元
緩

和
は

デ
フ

レ
脱

却
を

目
指

し
た

積
極

的
な

取
り

組
み

で
あ

り
、

緩
や

か
な

物
価

上
昇

を
通

じ
て

「
デ

フ
レ

で
は

な
い

状
態

」
を

作
り

出
す

こ
と

が
で

き
た

が
、

そ
の

矢
先

、
コ

ロ
ナ

禍
が

生
じ

て
、

い
っ

た
ん

は
物

価
が

下
落

す
る

状
況

と
な

っ
た

。
そ

の
後

は
物

価
が

上
昇

す
る

方
向

に
転

じ
、

む
し

ろ
「

物
価

高
」

が
大

き
な

問
題

と
な

っ
て

い
る

が
、

最
近

時
点

ま
で

の
物

価
上

昇
の

相
当

程
度

は
資

源
高

と
円

安
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

食
品

と
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
除

い
た

場
合

の
物

価
の

基
調

的
な
動

き
は

ま
だ
「
物

価
高
」
と

い
え

る
ほ

ど
強

い
も

の
と
は

な
っ
て

い
な

い
（

図
表

１
）。

 

そ
の

背
景

に
は
、
経
済

活
動

の
水

準
が
ま

だ
コ

ロ
ナ

前
（

20
19

年
10

月
の

消
費

増
税

前
）
の
水

準
ま

で
到

達
し

て
お

ら
ず

、

コ
ロ

ナ
禍

の
も

と
で

の
「

９
割

経
済
」

か
ら

脱
し

き
れ

て
い

な
い
残

念
な

日
本

経
済

の
姿

が
あ
る

。
 

 ２
．

財
政

と
金

融
の

現
状
 

 
大

き
な

シ
ョ

ッ
ク

が
生

じ
る

た
び

に
財

政
・

金
融

両
面

で
の

政
策

対
応

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

結
果

、
財

政
赤

字
の

拡
大

と
政

府
債

務
の

累
増

が
生

じ
る

と
と

も
に

、
ゼ

ロ
金

利
（

さ
ら

に
は

マ
イ

ナ
ス

金
利

）
と

資
金

供
給

量
の

拡
大

と
い

う
状

況
が

出
現

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
 

 
こ

れ
を

財
政

の
状

況
に

つ
い

て
み
る

と
、

バ
ブ

ル
崩

壊
後

の
累
次

の
景

気
対

策
を

う
け

て
、
1
9
90

年
代

に
は

歳
出
の

大

幅
な

拡
大

が
生

じ
た

。
政

府
の

支
出
が

右
肩

上
が

り
で

増
え

て
い
る

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
は

、
こ
の

90
年
代

の
状

況
を
も

と

に
形

作
ら

れ
た

も
の

と
い

う
こ

と
が
で

き
る

。
そ

の
後

、
20
0
0
年
代

に
は

小
泉

内
閣

の
も

と
で
財

政
健

全
化

の
取

り
組

み

が
進

め
ら

れ
、

歳
出

は
横

ば
い

か
や

や
減

少
傾

向
で

推
移

す
る

よ
う

に
な

り
、

こ
の

取
り

組
み

は
安

倍
内

閣
（

第
一

次
）
、

福
田

内
閣

に
も

引
き

継
が

れ
た

。
だ

が
、

麻
生

内
閣

が
発

足
す

る
直

前
に

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

が
起

き
、

そ
の

対
応

の
た
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４
．

2
02
0
年

代
の

税
・

社
会
保

障
改
革

に
与

え
る

示
唆
 

 
最

後
に

、
本

稿
の

分
析

か
ら

、
現
行

の
税

率
や

社
会

保
険

料
率
の

ま
ま

で
は

、
2
0
40

年
度

の
給

付
財

源
は

十
分

に
賄

う

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

図
１

～
３

で
示

し
た

よ
う

に
、

必
要

と
さ

れ
る

財
源

が
十

分
に

賄
え

な
く

な
り

始
め
る

2
0
20

年
代

か
ら
、
給

付
と

負
担

の
均

衡
を

図
っ

て
ゆ
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
も
ち

ろ
ん

、
わ
が

国
の
医

療

や
介

護
の

給
付

に
は

、
非

効
率

な
と

こ
ろ

が
あ

る
か

ら
、

給
付

の
効

率
化

・
重

点
化

が
ま

す
ま

す
重

要
と

な
る

。
給

付
増

を
抑

制
で

き
れ

ば
、

そ
れ

だ
け

負
担
増

も
本

稿
で

推
計

さ
れ

た
金
額

以
下

に
抑

え
ら

れ
る

と
考
え

ら
れ

る
。
 

 
そ

の
上

で
、

医
療

も
介

護
も

、
税

（
公

費
）

財
源

の
確

保
は

消
費

税
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
で

、
負

担
の

世
代

間
格

差
を

緩
和

で
き

る
。

ま
た

、
保

険
料

に
つ

い
て

は
、

医
療

で
は

、
現

役
世

代
へ

の
負

担
が

過
重

で
、

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
に

お
い

て
は

75
歳
以

上
が

払
う

保
険
料

で
財

源
を

確
保

す
る
こ

と
が

、
世

代
間

格
差

を
是

正
す
る

意
味

で
も

重
要

で
あ

る
。

7
4
歳
以

下
に

負
担

を
求

め
る
後

期
高
齢

者
支

援
金

に
依

存
す

る
こ
と

に
は

限
界

が
あ

る
。
介

護
で
は
、
6
5
歳

以
上

の
第

１

号
被

保
険

者
と

40
～

64
歳
の
第

２
号
被

保
険

者
と

間
で

人
口

構
成
に

合
わ

せ
た

保
険

料
負

担
を
調

整
す

る
機

能
が

制
度

的

に
担

保
さ

れ
て

い
る

が
、

図
２

で
み

た
よ

う
に

給
付

の
増

大
に

追
い

つ
か

な
い

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。
給

付
を

抑
制

し
な

い
な

ら
、

負
担

が
相

当
増

大
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

そ
の

意
味

で
、

介
護

保
険

に
お

け
る

給
付

と
負

担
の

バ
ラ

ン
ス

が
ま

す
ま

す
重

要
と

な
る

。
本

稿
で

得
た
示

唆
が

今
後

の
政

策
決

定
に
行

か
さ

れ
る

こ
と

を
願

う
。
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の
点

を
踏

ま
え

る
と

、
長

期
金

利
の

変
動

幅
を

±
１

％
程

度
に

ま
で

拡
大

さ
せ

る
よ

う
、

速
や

か
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

（
こ

の
政

策
変

更
の

も
と

で
も

長
期

金
利

は
引

き
続

き
「

ゼ
ロ

％
程

度
」

で
推

移
す

る
こ

と
に

な
る

か
ら

、
こ

れ
は

利
上

げ
で

は
な

く
現

行
の

枠
組

み
の

微
調
整

で
あ

る
）

※
。

 

 
日

銀
当

座
預

金
に

対
す

る
マ

イ
ナ
ス

の
付

利
に

つ
い

て
も

、
早
期

の
見

直
し

が
求

め
ら

れ
る
。

2
01
6
年

に
マ

イ
ナ
ス

金

利
政

策
が

導
入

さ
れ

た
際

に
は

、
デ
フ

レ
と

円
高

の
進

行
が

大
き
な

懸
念

材
料

と
な

っ
て

い
た
が

、「
物

価
高

」
と
円
安

傾

向
の

持
続

と
い

う
最

近
時

点
の

環
境

変
化

を
踏

ま
え

る
と

、
マ

イ
ナ

ス
金

利
政

策
を

続
け

る
こ

と
の

意
義

に
つ

い
て

は
十

分
な

再
点

検
が

必
要

と
な

る
。

日
銀

当
座

預
金

に
マ

イ
ナ

ス
の

付
利

を
す

る
タ

イ
プ

の
マ

イ
ナ

ス
金

利
政

策
は

、
金

融
緩

和
措

置
と

い
う

よ
り

は
「

銀
行

税
」

で
あ

り
、

そ
の

解
除

は
利

上
げ

を
意

味
す

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
に

も
留

意
が

必
要

と
な

る
（

か
つ

て
は

日
銀

当
座
預

金
に
プ

ラ
ス

0.
1
％
の

付
利

を
行
う

こ
と

で
資

金
量
を
増

や
す
こ

と
が

金
融

緩
和

措
置

と

さ
れ

て
い

た
こ

と
に

も
留

意
）。

 

 
こ

れ
ら

の
措

置
に

よ
り

、
財

政
・
金

融
両

面
に

お
い

て
徐

々
に
「

平
時

」
の

モ
ー

ド
へ

の
移
行

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
、

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

に
向

け
た

取
り
組

み
に

お
け

る
当

面
の

課
題
と

な
る

。
 

 
 

 

図
表
１

 
消
費
者
物
価
指
数
の
推
移

 

 
 

 
 

 
 

 
（
資
料
出
所
）
総
務
省
「
消
費
者
物
価
指
数
」
 

 
  

※
 2

02
3
年

7
月

28
日
の
金
融
政
策
決
定
会
合
に
お
い
て
、「

長
期
金
利
の
変
動
幅
は
「
±
0
.5
％
程
度
」
を
目
途
と
し
、
長
短
金
利
操
作
に
つ
い
て
、
よ
り
柔
軟

に
運
用
す
る
」
と
の
決
定
が
な
さ
れ
、
長
期
金
利
の
変
動
幅
を
事
実
上
±
１
％
程
度
と
す
る
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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め
に

歳
出

は
再

び
大

幅
に

拡
大

す
る
こ

と
と

な
っ

た
。
 

 
2
0
10

年
代

に
入

る
と

歳
出
は

再
び
横

ば
い

と
な

り
、
そ
の

傾
向
が

コ
ロ

ナ
前

ま
で

続
く

。「
安

倍
内

閣
は

放
漫

財
政
」
と

い
う

評
が

し
ば

し
ば

聞
か

れ
た

が
、

実
際

に
は

安
倍

内
閣

の
も

と
で

歳
出

は
抑

制
基

調
で

推
移

し
、

税
収

が
大

幅
に

伸
長

し
た

こ
と

か
ら

、
コ

ロ
ナ

前
に

は
財

政
収

支
の

大
幅

な
改

善
が

み
ら

れ
た

。
だ

が
、

コ
ロ

ナ
禍

の
も

と
で

再
び

歳
出

が
大

幅
に

拡
大

し
、

そ
の

抑
制

が
大

き
な
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

 

 
こ

う
し

た
中

、
財

政
赤

字
の

拡
大
と

政
府

債
務

の
累

増
に

も
か
か

わ
ら

ず
、
長
期

金
利

は
こ
の

30
年
ほ

ど
の

間
に
大

き

く
低

下
し

、
黒

田
総

裁
の

も
と

で
20
1
3
年

４
月

に
量

的
・
質

的
金
融

緩
和

が
ス

タ
ー

ト
す

る
前
の

時
点

で
す

で
に

０
％

台

と
な

っ
て

い
た

。
金

利
は

そ
こ

か
ら
さ

ら
に

下
が

り
、

一
時

は
マ
イ

ナ
ス

圏
で

推
移

す
る

よ
う
に

な
っ

た
が

、
2
0
22

年
春

以
降

は
米

国
の

金
利

上
昇

な
ど

の
影
響

を
受

け
て

金
利

に
や

や
上
昇

圧
力

が
か

か
り

、
足
元

で
は

0
.
4％

台
後

半
の

水
準

で

推
移

し
て

い
る

。
 

 
続

い
て

金
融

政
策

の
動

向
に

つ
い
て

み
る

と
、

2
01
3
年
４

月
に
ス

タ
ー

ト
し

た
異

次
元

緩
和
は

、
量

的
・

質
的

金
融

緩

和
か

ら
始

ま
り

マ
イ

ナ
ス

金
利

政
策

の
導

入
を

経
て

、
現

在
は

長
短

金
利

操
作

付
き

量
的

・
質

的
金

融
緩

和
と

い
う

枠
組

み
の

も
と

で
金

融
政

策
の

運
営

が
行
わ

れ
て

い
る

。
こ

の
間

に
金
融

政
策

の
操

作
対

象
は

資
金
量
（
マ

ネ
タ

リ
ー

ベ
ー

ス
）

か
ら

金
利

に
移

行
し

、
現

時
点
で

は
日
銀

当
座

預
金

の
一

部
に
▲

0
.1
％
の

付
利

を
行

う
と
と

も
に
、
長
期

金
利

を
「

ゼ
ロ
％

程
度

」（
±

0.
5
％
）
で
推

移
さ

せ
る
こ

と
が

金
融

政
策

の
運

営
の
基

本
的

な
枠

組
み

と
な

っ
て
い

る
（

イ
ー

ル
ド

カ
ー

ブ
・

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

）。
 

 
 

３
．

財
政

政
策

と
金

融
政

策
の

今
後
の

道
行

き
に

つ
い

て
 

 
コ

ロ
ナ

禍
の

も
と

で
は

さ
ま

ざ
ま

な
臨

時
異

例
の

措
置

が
と

ら
れ

て
き

た
が

、
そ

れ
ら

を
も

と
の

状
態

に
戻

し
て

い
く

こ
と

が
大

き
な

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
こ

こ
で

は
そ

の
こ

と
も

踏
ま

え
て

、
財

政
政

策
と

金
融

政
策

の
今

後
の

道
行

き
に

つ
い

て
考

え
て

み
た

い
。

 
 

 （
コ

ロ
ナ

禍
へ

の
対

応
と

財
政

運
営
の

あ
り

方
）
 

 
コ

ロ
ナ

禍
の

も
と

で
は

財
政

運
営

に
お

い
て

も
臨

時
異

例
の

措
置

が
と

ら
れ

、
そ

の
結

果
、

歳
出

の
規

模
が

大
き

く
膨

ら
ん

だ
。

2
02
3
年

度
予

算
に
お

い
て
は

予
算

規
模

の
縮

減
が

図
ら
れ

つ
つ

あ
る

が
、

そ
の

取
り
組

み
は

ま
だ

十
分

な
も

の

と
は

な
っ

て
い

な
い

。
来

年
度

予
算

の
編

成
に

お
い

て
は

引
き

続
き

予
算

規
模

の
適

正
化

に
向

け
た

取
り

組
み

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
景

気
回

復
の

動
き

が
緩

慢
で

経
済

活
動

が
コ

ロ
ナ

前
の

水
準

に
到

達
し

て
い

な
い

現
状

で
は

、
当

面
は

景
気

と
物

価
に

十
分

配
慮

し
て

慎
重

な
財

政
運

営
が

求
め

ら
れ

る
が

、
や

や
長

い
目

で
見

る
と

、
財

政
収

支
の

均
衡

化
に

向
け

た
取

り
組

み
を

ど
の

よ
う

に
進

め
て

い
く

か
と

い
う

こ
と

が
大

き
な

課
題

と
な

る
。

コ
ロ

ナ
禍

の
も

と
で

生
じ

た
財

政
負

担
に

つ
い

て
は

、
経

済
活

動
が

消
費

増
税

前
の

水
準

を
回

復
し

た
段

階
に

お
い

て
所

得
税

・
法

人
税

を
中

心
と

す
る

低
率

の
増

税
を

行
い

、
そ

の
財

源
を

も
と

に
長

期
に
わ

た
っ

て
債

務
を

計
画

的
に
返

済
し

て
い

く
こ

と
も

一
案
と

な
る

だ
ろ

う
。
 

 （
当

面
の

金
融

政
策

の
運

営
に

つ
い
て

）
 

 
金

融
政

策
の

運
営

に
つ

い
て

も
、

当
面

は
現

在
の

金
融

政
策

の
大

枠
を

維
持

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
と

な
る

が
、

複
雑

に
な

っ
た

金
融

政
策

の
枠

組
み

を
徐

々
に

整
理

し
て

、
通

常
の

金
融

緩
和

の
枠

組
み

に
戻

し
て

い
く

こ
と

が
大

き
な

課
題

と
な

る
。
 

 
当

面
の

課
題

と
し

て
ま

ず
考

え
る
べ

き
こ

と
は

、「
ゼ
ロ
％

程
度
」
で
推

移
さ

せ
る

こ
と

と
さ
れ

て
い

る
長

期
金

利
の

変

動
幅

の
拡

大
だ

。
こ

の
１

年
ほ

ど
の

経
過

を
振

り
返

る
と

、
米

国
の

利
上

げ
な

ど
の

影
響

で
金

利
に

上
昇

圧
力

が
か

か
る

中
、

長
期

金
利

の
変

動
幅

を
狭

い
レ

ン
ジ

に
抑

え
て

き
た

た
め

に
イ

ー
ル

ド
カ

ー
ブ

に
歪

み
が

生
じ

、
債

券
市

場
の

機
能

低
下

が
生

じ
て

し
ま

っ
た

。
イ

ー
ル

ド
カ

ー
ブ

に
歪

み
は

最
近

時
点

で
は

あ
る

程
度

解
消

に
向

か
い

つ
つ

あ
る

が
、

上
記
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釈
を

試
み

た
い

。
 

 
図

２
は
，
図
１

右
図

で
使
用

し
た
デ

ー
タ

を
用

い
て
，
20
0
8
年
と

2
02
1
年

と
を

比
較
し

た
も
の

で
あ

る
。
な

お
，
図

中

で
使

用
す

る
特

殊
な

造
語

で
あ

る
「

基
準

価
格

率
」

を
定

義
し

た
い

。
公

共
調

達
で

は
，

低
価

格
競

争
に

歯
止

め
を

か
け

る
た

め
に
（
低

価
格

競
争

が
品

質
の
劣

化
を

助
長

し
な

い
よ

う
），

下
限

価
格

の
目

安
あ
る

い
は
下

限
価

格
そ

の
も

の
を

設

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
低

入
札

価
格

調
査

制
度

で
あ

れ
ば

，
低

入
札

価
格

調
査

基
準

価
格

を
定

め
，

こ
の

基
準

価
格

以
下

で
入

札
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
，

最
安

値
で

あ
っ

て
も

そ
の

適
正

な
履

行
が

難
し

い
と

判
断

さ
れ

る
な

ら
ば

，
こ

れ
を

除
外

し
た

上
で

落
札

者
を

選
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
地

方
公

共
団

体
な

ど
で

は
，

最
低

制
限

価
格

を
設

け
て

，
そ

の
価

格
以

下
の

入
札

者
を

自
動

的
に

失
格
と

す
る

こ
と

も
で

き
る

）
。
こ

の
基

準
価

格
を

予
定
価

格
で
除

し
た

値
を
「
基

準
価

格

率
」
と
呼

ぶ
こ

と
に

す
る
。
あ

ら
た
め

て
図

2
を

見
る

と
，
左

図
に

あ
る

20
0
8
年

の
段
階

で
は
，
横
軸

の
基

準
価

格
率

を

み
る
と

0
.
85

以
下

で
0
.
8
付
近

ま
で
の

レ
ン

ジ
に

幅
広

く
分

布
し
，
基
準

価
格

率
が

0
.8

以
下
と

な
る

案
件

も
少

な
く

な

い
。
ま
た

，
基

準
価

格
率

を
下

回
る
落

札
率

と
な

っ
た

事
例
（

図
中
の

4
5
度

線
以

下
の
マ

ー
ク
）
も
少

な
か

ら
ず

あ
る

こ

と
か

ら
，

応
札

者
と

し
て

は
，

低
入

札
価

格
調

査
基

準
価

格
を

下
回

る
価

格
で

応
札

す
る

こ
と

（
価

格
競

争
を

し
か

け
る

こ
と

）
が

有
効

な
戦

略
と

な
る

可
能
性

も
残

さ
れ

て
い

る
こ

と
が
わ

か
る

。
こ

れ
に

対
し

て
右
図

（
2
0
21

年
）

で
は
，

基

準
価

格
率
が

0
.
9
付

近
ま

で
引

き
上
げ

ら
れ

，
も

は
や

基
準

価
格
率
が

0
.
85

を
下

回
る
案

件
は
ほ

と
ん

ど
存

在
し

な
い

な

ど
幅

の
狭

い
分

布
に

な
っ

て
い

る
。
ま

た
，

基
準

価
格

率
を

下
回
る

落
札

率
（

45
度
線
の

下
側
）

が
観

測
さ

れ
る

こ
と

も

ほ
と

ん
ど

な
く

，
応

札
者

と
し

て
は

，
低

入
札

価
格

調
査

基
準

価
格

を
下

回
る

価
格

で
応

札
し

て
は

落
札

が
で

き
な

い
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

近
年

の
公

共
調
達

は
，

限
定

的
で

「
制

約
」
の

多
い

市
場

で
あ

る
こ

と
が
わ

か
る

。
 

 
最

後
は

，
随

意
契

約
の

現
況

に
つ
い

て
で

あ
る

。
図

3
は

，
関
東

地
方

整
備

局
の

デ
ー

タ
を
利

用
し

て
，

コ
ン

サ
ル

タ

ン
ト

業
務

の
落

札
率

を
入

札
方

法
ご
と

に
分

け
て

時
系

列
的

推
移
を

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
入
札

方
法

の
違

い
に

つ
い

て
，

一
般

競
争

入
札

を
最

も
競

争
的

な
入

札
方

法
と

す
れ

ば
，

公
募

型
競

争
入

札
（

簡
易

型
，

標
準

型
）

は
，

資
格

を
満

た
す

参
加

希
望

者
の

中
か

ら
複

数
の

業
者

を
選

定
し

，
そ

の
選

定
さ

れ
た

者
の

間
で

競
争

を
行

う
方

式
で

あ
る

（
い

わ
ば

指
名

競
争

入
札

の
よ

う
な

一
面

を
有

す
る
）
た
め

，
や
や

競
争
性

が
低
下

す
る

。「
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方
式

」
は

，
業
者

か
ら
提

出

さ
れ

る
技

術
提

案
書

を
審

査
し

て
業

者
を

選
定

す
る

も
の

で
，

価
格

に
関

す
る

競
争

プ
ロ

セ
ス

は
介

在
せ

ず
，

随
意

契
約

の
形

を
と

る
も

の
で

あ
る

。
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
の

採
用

割
合

（
標

準
型

，
公

募
型

，
簡

易
公

募
型

を
合

わ
せ

た
も

の
）

は
，

関
東

地
方

整
備

局
の

場
合

で
あ
れ

ば
，

全
体

の
３

割
弱

で
推
移

し
て

い
る

。
図

3
が

示
す
よ

う
に

，
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル

方
式

を
採

用
し

た
案

件
の

落
札

率
は
平

均
値
が

1
0
0％

に
近

く
，
一

般
競

争
入

札
な

ど
の

落
札
率

よ
り
も

1
5
%程

度
ほ

ど
高

く
な

っ
て

い
る
。
そ
れ

も
そ
の

は
ず
で
，
表

1
が
示

す
よ
う

に
，
2
01
9
年
度

以
降

の
簡
易

公
募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式
（
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
の

う
ち

，
ほ

と
ん
ど

が
簡

易
公

募
型

で
あ

る
）
を

採
用

す
る

案
件

で
は

，
落
札

率
が

10
0
％
と

な
っ
て

い

る
（

す
な

わ
ち

予
定

価
格

と
落

札
価
格

が
一

致
し

て
い

る
）

案
件
が

過
半

と
な

っ
て

い
る

。
 

諸
事

情
か

ら
，
プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式
（

随
意

契
約

）
を

用
い

る
こ
と

が
効

率
的

で
あ

る
場

面
は
存

在
す

る
の

で
，
そ
の
こ

と
は

問
題

で
は

な
い

。
ま

た
，

先
述

し
た

よ
う

に
，

多
く

の
案

件
で

予
定

価
格

と
落

札
価

格
が

同
額

と
な

っ
て

い
る

が
，

運
用

実
態

か
ら

す
れ

ば
同

額
と

な
る

こ
と

は
不

自
然

で
は

な
い

。
し

か
し

，
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
（

随
意

契
約

）
は

価
格

競
争

が
な

く
，

恣
意

性
の

介
在

し
や
す

い
仕

組
み

あ
る

か
ら

こ
そ
，
「
公

共
調

達
の

適
正
化

に
つ
い

て
（

平
成

18
年
，

財

計
第

20
1
7
号

）
」
で

は
，
あ
え

て
，
(A
)「

予
定

価
格

に
つ
い

て
は
，
競
争

入
札

に
付

す
る

場
合
と

同
様

一
層

適
正

な
設

定

に
努

め
る

も
の

と
す

る
」
と
し

，
(
B
)「

随
意
契

約
に

よ
る
こ

と
と
し

た
会

計
法

令
の

根
拠

条
文
及

び
理

由
（

理
由

は
，
具

体
的

か
つ

詳
細

に
記

載
す

る
こ

と
。

ま
た

，
企

画
競

争
又

は
公

募
手

続
き

を
行

っ
た

場
合

に
は

，
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
）

と
明

記
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
ろ

う
。

こ
こ

で
は

有
川

博
氏

（
元

会
計

検
査

院
局

長
）

に
よ

る
簡

に
し

て
要

を
得

た
コ

メ
ン

ト
を

紹
介

し
て

お
き

た
い

。
す
な

わ
ち

，「
公
共

機
関
の

調
達
で

は
競

争
性

の
確

保
が

重
要
で

，
業

者
が

競
い

合
う

こ

と
で

価
格

の
『

誤
り

』
を

補
正

で
き
る

。
特

命
随

契
ば

か
り

を
続
け

る
と

，
こ

の
補

正
機

能
が
働

か
な

く
な

る
」

1
。

 

 
1
 
毎
日
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
（
2
/1
1
(土

) 
1
8:
30

配
信
記
事
）
の
『
特
命
随
契
，
見
積
額
の

98
％
 
東
京
五
輪
談
合
 
24
00

件
「
言
い
値
」
か
』
よ
り
抜
粋
．
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膨
張

す
る

財
政

支
出

の
効

率
化

：
公

共
調

達
の

場
合

 

 

青
山

学
院

大
学

経
済

学
部

教
授
 
西
川
 
雅
史

 

 １
．

は
じ

め
に
 

わ
が

国
の

財
政

を
一

般
会

計
当

初
予
算

で
み

る
と

，
20
2
3
年

度
は

7
0
兆

円
に

満
た

な
い
税

収
で

1
1
0
兆

円
超

の
歳

出
が

計
画

さ
れ

て
い

る
わ

け
だ

が
，

コ
ロ
ナ

直
下

で
あ

っ
た

2
02
0
年

度
決

算
を

振
り

返
る

と
，
6
0
.
8
の

税
収

（
収

納
済

）
で

1
4
7
.
6
兆

円
の

歳
出
（
支

出
済
）
と

な
っ

て
い

た
こ

と
と

比
較

す
れ
ば

，
財

政
的

シ
ョ

ッ
ク

は
沈
静

化
し

つ
つ

あ
る

よ
う

に

も
見

え
る

。
さ

り
な

が
ら

，
わ

が
国

の
財

政
状

況
が

極
め

て
悪

化
し

て
い

る
の

は
，

コ
ロ

ナ
禍

，
東

日
本

大
震

災
，

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

と
い

っ
た

突
発

的
な

「
有

事
」

が
も

た
ら

し
た

一
時

的
シ

ョ
ッ

ク
と

は
別

の
，

よ
り

本
質

的
な

危
機

に
由

来
す

る
も

の
で

あ
る

。
こ

こ
で

い
う

「
本

質
的

な
危

機
」

と
は

，
経

済
成

長
の

鈍
化

に
よ

り
税

収
が

伸
び

悩
む

中
で

，
社

会
保

障
費

の
増

加
に

歯
止

め
が

か
か
ら

ず
，
国
債

発
行

に
頼

っ
て
き

た
過
去

2
0
年

の
ツ
ケ

を
国
債

費
の

負
担

と
い

う
形

で

背
負

わ
ね

ば
な

ら
ず

，
収

入
と

支
出
の

帳
尻

を
合

わ
せ

る
こ

と
が
で

き
な

い
財

政
状

況
を

指
し
て

い
る

。
国

民
に

と
っ

て
，

わ
が

国
の

慢
性

的
財

政
赤

字
は

既
に

あ
り

き
た

り
な

も
の

と
な

っ
て

お
り

，
そ

の
緊

迫
度

が
上

下
し

た
と

こ
ろ

で
，

も
は

や
動

じ
る

こ
と

は
な

い
。

こ
う

し
た

中
で

，
膨

張
す

る
財

政
支

出
を

効
率

化
す

る
施

策
（

増
税

や
支

出
削

減
）

に
つ

い
て

国
民

合
意

を
得

る
こ

と
は

容
易

で
な

い
が

，
本

稿
で

扱
う

「
公

共
調

達
」

の
見

直
し

（
行

政
改

革
）

は
，

一
定

の
成

果
を

期
待

で
き

る
の

で
は

な
い

だ
ろ

う
か
。
 

 2
．

公
共

調
達

の
実

情
 

O
E
C
D
の

統
計

に
よ

れ
ば

，
日
本

の
公
共

調
達

の
対

GD
P
比
の

値
は

2
0
10

年
代

を
通

じ
て
約

1
6
%で

あ
る

こ
と

か
ら

，
日

本
の

GD
P
を

5
5
0
兆

円
と

し
，
政

府
の

介
入

に
よ

っ
て

公
共

調
達
の

落
札

価
格
を

3
％
下

げ
る
こ

と
が

で
き

れ
ば

，
調

達
額

す
な

わ
ち

租
税

負
担

額
を
約

2
.
6
兆
円

節
約

す
る

こ
と

が
で

き
る
算

段
と

な
る
。
こ

の
値

は
，
お

お
よ

そ
消

費
税

率
1％

の

税
収

額
に

相
当

し
て

い
る

。
公

共
調

達
の

落
札

価
格

を
引

き
下

げ
れ

ば
，

そ
れ

相
応

の
品

質
の

低
下

が
懸

念
さ

れ
る

も
の

の
，

わ
が

国
の

公
共

調
達

に
関

す
る

一
定

の
精

緻
さ

を
も

っ
た

先
行

研
究

で
は

，
価

格
と

品
質

と
の

ト
レ

ー
ド

オ
フ

は
確

認
さ

れ
て

お
ら

ず
，
価

格
を
下

げ
な
が

ら
も
，
品
質

を
維
持

し
得
る

可
能

性
が

見
い

だ
さ

れ
て
い

る
（

Ha
t
s
um
i
 a
n
d
 I
s
h
i
i 

[
2
0
2
2
]，

西
川

[
20
2
3
]
）。

価
格

と
品
質

と
の

ト
レ

ー
ド

オ
フ

関
係
は

，
競

争
市

場
で

あ
れ
ば

当
然
に

存
在

し
て

い
よ

う
が

，

制
約

の
あ

る
公

共
調

達
の

市
場

で
は

，
必

ず
し

も
そ

う
で

は
な

い
の

で
あ

る
。

実
際

に
，

ど
の

程
度

ま
で

価
格

を
下

げ
る

こ
と

が
社

会
的

に
有

益
な

の
か

に
つ

い
て

は
，

現
時

点
で

明
確

な
回

答
を

用
意

で
き

て
い

な
い

が
，

こ
こ

で
は

，
公

共
調

達
の

実
態

の
一

面
を

紹
介

し
，

読
者
に

検
討

材
料

を
提

供
す

る
こ
と

と
し

た
い

。
 

 
ま

ず
，

近
年

の
公

共
工

事
の

成
績
評

定
（

品
質

）
と

落
札

率
（
価

格
）

の
推

移
に

つ
い

て
確
認

し
た

い
。
図

1
は
，

国

土
交

通
省

の
地

方
整

備
局

発
注

工
事

に
つ

い
て

，
工

事
成

績
評

定
と

落
札

率
の

推
移

を
示

し
た

も
の

で
あ

る
。

た
だ

し
，

ウ
エ

ッ
ブ

サ
イ

ト
で

公
表

さ
れ

て
い

る
デ

ー
タ

の
う

ち
，

利
用

可
能

な
期

間
の

長
い

も
の

を
選

ん
だ

た
め

，
左

図
（

工
事

成
績

評
定

）
は

東
北

地
方

整
備

局
と
北

陸
地

方
整

備
局

の
「

工
事
成

績
ラ

ン
キ

ン
グ

（
期

間
中

3
件

以
上

の
実

績
の
あ

る

企
業

）
」
を

利
用

し
，
右

図
（
落

札
率
）
は
関

東
地

方
整

備
局

の
入
札

結
果

デ
ー

タ
を

利
用

し
て
い

る
。
図
１

で
工

事
成

績

評
（

最
良
が

1
00

点
）
の

値
が

徐
々
に

上
昇

し
品

質
が

向
上

し
て
い

る
こ

と
と

，
8
0
点
付

近
へ
の

集
中

（
品

質
の

安
定

）

が
す

す
ん

で
き

た
こ

と
を

確
認

で
き
る

。
国

発
注

工
事

で
は

，
2
00
5
年

の
品

確
法

制
定
以

降
，
総

合
評

価
落

札
方

式
の

採

用
が

増
え

て
お

り
，

そ
こ

で
は

過
去

の
工

事
成

績
が

入
札

結
果

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

あ
る

た
め

，
受

注
者

に
は

品
質

向
上

に
努

め
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

あ
る

。
た

だ
し

，
こ

れ
ほ

ど
短

期
間

か
つ

顕
著

に
技

量
が

向
上

す
る

と
は

考
え

に
く

い
と

す
れ

ば
，
受

注
者

側
が
「

点
数

を
上

げ
る

勘
所
」
を
覚

え
た
一

面
が

あ
る

の
か

も
し

れ
な
い

し
，
発

注
者
（

採
点

者
）

側
が

工
事

成
績

評
定

に
敏

感
に

な
っ

て
い

る
事

業
者

に
対

し
て

配
慮

を
行

っ
て

い
る

の
か

も
し

れ
な

い
。

右
図

の
落

札
率

に
つ

い
て

も
徐

々
に

値
が

上
昇

し
，
か
つ

0
.9

付
近

へ
の
集

中
が
見

ら
れ

る
。

こ
の

点
に

つ
い
て

は
図

２
と

合
わ

せ
て

解
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表
1
 

関
東
地

方
整
備
局
の
業
務
委
託
の
デ
ー
タ
に
お
け
る
「
落
札
率

1
00
％
」
の
割
合
 

年
度

 

全
体
 

全
体
の
う
ち
簡
易
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

 

観
測
値
数

 
落
札
率

1
00

％
の

観
測
値

 

落
札
率

1
00

％
の

割
合

 
観
測
値
数

 
落
札
率

1
00

％
の

観
測
値
 

落
札
率

1
00

％
の

割
合
 

2
0
08
 

2
1
33
 

8
1 

3
.
8%
 

1
1
06
 

6
4 

5
.
8%
 

2
0
09
 

2
0
90
 

5
5 

2
.
6%
 

9
6
9 

4
8 

5
.
0%
 

2
0
10
 

1
6
61
 

4
1 

2
.
5%
 

4
8
8 

3
2 

6
.
6%
 

2
0
11
 

1
6
54
 

5
4 

3
.
3%
 

4
5
1 

4
6 

1
0
.2

% 

2
0
12
 

1
6
05
 

6
6 

4
.
1%
 

4
3
1 

6
1 

1
4
.2

% 

2
0
13
 

1
7
96
 

9
2 

5
.
1%
 

4
8
2 

8
8 

1
8
.3

% 

2
0
14
 

1
6
15
 

9
2 

5
.
7%
 

4
4
3 

8
8 

1
9
.9

% 

2
0
15
 

1
4
84
 

8
9 

6
.
0%
 

4
0
1 

7
8 

1
9
.5

% 

2
0
16
 

1
5
17
 

9
6 

6
.
3%
 

4
0
3 

9
2 

2
2
.8

% 

2
0
17
 

1
4
23
 

1
1
8 

8
.
3%
 

3
8
8 

1
1
6 

2
9
.9

% 

2
0
18
 

1
4
33
 

1
3
8 

9
.
6%
 

3
8
9 

1
3
6 

3
5
.0

% 

2
0
19
 

1
5
22
 

2
2
1 

1
4
.5

% 
4
0
2 

2
1
1 

5
2
.5

% 

2
0
20
 

1
5
33
 

2
5
9 

1
6
.9

% 
4
0
7 

2
5
3 

6
2
.2

% 

2
0
21
 

1
5
94
 

3
0
3 

1
9
.0

% 
4
3
3 

2
9
6 

6
8
.4

% 

N
OT
E
：
関
東
地
方
整
備
局
の
業
務
委
託
の
デ
ー
タ
を
使
用
し
て
作
成
。
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こ
れ

ら
の

実
態

を
踏

ま
え

た
と

き
，
わ

が
国

の
公

共
調

達
市

場
は
，
様
々

な
制

約
に

よ
っ

て
競
争

性
が

制
限

さ
れ

て
お

り
，

上
手

に
競

争
性

を
取

り
戻

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

，
品

質
を

維
持

し
た

ま
ま

，
価

格
を

下
げ

る
よ

う
な

効
率

化
の

余
地

が
残

さ
れ

て
い

る
の

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。
こ

う
し

た
形

で
の

行
政

コ
ス

ト
を

引
き

下
げ

が
，

公
共

事
業

費
の

抑
制

（
支

出
削

減
）

に
繋

が
る

こ
と

を
期

待
し

た
い
。

 図
1
 

工
事
成
績
評
定
と
落
札

率
の
時
系
列
的
推
移

 

 
 

 

N
OT
E
：
左
図
（
工
事
成
績
評
定
）
は
東
北
地
方
整
備
局
と
北
陸
地
方
整
備
局
の
デ
ー
タ
，
落
札
率
は
関
東
地
方
整
備
局
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
 

 

図
2
 
基
準
価
格
率
と
落

札
率
の
関
係

 

2
0
0
8
年

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
2
1
年

 

 

N
OT
E
：
基
準
価
格
率
（
0
.7

か
ら

1
ま
で
）
と
落
札
率
（
0.
7
か
ら

1）
ま
で
を
サ
ン
プ
ル
と
し
，
落
札
者
あ
る
い
は
決
定
者
の
デ
ー
タ
の
み
を
使
用
。
 

 

図
3
 

入
札
方
法
ご
と
に
見
た
と
き
の
落
札
率
の
推
移

 

 

N
OT
E
：
関
東
地
方
整
備
局
の
業
務
委
託
の
デ
ー
タ
を
使
用
し
て
作
成
。
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の
将

来
債

務
に

大
き

な
影

響
を

与
え

て
い

な
い

と
し

て
い

る
。

新
型

コ
ロ

ナ
の

影
響

に
も

か
か

わ
ら

ず
寿

命
の

伸
長

が
続

い
て

い
る

が
、

日
本

の
公

的
年

金
制

度
も

、
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

調
整

に
よ

り
平

均
余

命
の

伸
び

が
反

映
さ

れ
て

い
る

た
め

、
制

度
の

安
定

性
は

損
な

わ
れ

な
い

か
ら

で
あ

る
。

こ
の

一
方

で
、

新
型

コ
ロ

ナ
に

よ
り

、
労

働
政

策
、

社
会

保
障

制
度

の
課

題
が

明
ら

か
に

な
っ

た
。

特
に

、
非

正
規

雇
用

や
ギ

グ
ワ

ー
カ

ー
と

い
っ

た
不

安
定

な
就

業
状

態
の

人
々

の
弱

さ
が

明
ら

か
に

な
っ

た
。

ま
た

自
営

業
な

ど
も

生
活

保
護

へ
の

ア
ク

セ
ス

に
課

題
が

あ
る

こ
と

も
確

認
さ

れ
て

い
る

。
最

終
的

に
は

、
特

例
貸

付
な

ど
で

し
の

い
だ

が
、

大
規

模
な

感
染

症
や

自
然

災
害

な
ど

へ
の

対
応

を
視

野
に

入
れ

、
社

会
保

障
の

あ
り

方
を

再
考

す
る

必
要

が
あ

る
と

言
え

る
。

特
に

ギ
ガ

ワ
ー

カ
ー

へ
の

社
会

保
険

適
用

は
今

後
の

重
要

問
題

と
い

え
る

。
 

第
3
節
「
地

域
医

療
制

度
の
国

際
比
較

」（
大
森

論
文

）
は
、
各
国

の
医

療
改

革
（

オ
ー
ス

ト
ラ
リ

ア
、
カ

ナ
ダ

、
フ
ラ

ン
ス

、
ド

イ
ツ

、
イ

タ
リ

ア
、

オ
ラ

ン
ダ

、
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
、

大
英

帝
国

）
を

比
較

し
な

が
ら

地
域

医
療

制
度

の
改

革
を

議
論

し
て

い
る

。
高

齢
化

の
進

展
め

ざ
ま

し
い

医
療

技
術

の
進

歩
等

の
社

会
経

済
環

境
の

変
化

の
下

で
、

先
進

国
の

医
療

制
度

は
、

い
ず

れ
も

改
革

を
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

そ
の

際
に

は
「

効
率

性
」
、
「

公
平

性
」

に
配

慮
し

た
規

制
、

政
策

が

重
要

に
な

る
。

実
際

に
改

革
を

行
う

場
合

、
各

国
で

医
療

制
度

の
財

源
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
、

保
険

者
機

能
が

異
な

る
た

め
、

政
策

の
違

い
が

あ
る

。
他

方
で

、
各

国
の

医
療

サ
ー

ビ
ス

市
場

に
お

け
る

規
制

、
政

策
の

動
向

は
、

経
済

理
論

に
沿

っ
て

行
わ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
相

互
に

参
考

に
な

る
部

分
も

多
い

。
大

森
論

文
で

は
、

医
療

機
関

へ
の

報
酬

制
度

（
支

払
い

方
式

）
の

変
化

、
GP

の
役

割
、

財
源

政
策
、

民
間
保

険
の

役
割

に
つ

い
て

議
論
し

て
い

る
。
 

ま
ず

支
払

方
式

に
つ

い
て

は
、

多
く
の

国
で

、
病

院
は

DR
G
支

払
方

式
の

形
で

、
包

括
払

い
方
式

を
導

入
し

て
お

り
、

一
次

医
療
の

G
P
サ

ー
ビ

ス
に
つ

い
て
も

人
頭

払
い

方
式

を
は

じ
め
、
包
括

払
い

方
式

を
導

入
し
て

い
る

。
他

方
、
専
門

医

に
対

す
る

支
払

い
は

、
包

括
払

い
方
式

よ
り

も
出

来
高

払
い

方
を
採

用
し

て
い

る
国

の
方

が
多
い

。
ま

た
 
特
に

一
次
医

療

に
つ

い
て

P4
P
を
導

入
す

る
国

も
あ
る

。
 

G
P
に
つ

い
て

は
、
全

て
の

国
が

、
G
P
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
て

い
る
わ

け
で

は
な

い
が
、
対

象
国
の

全
て

が
、
G
P
の

専
門

科
を

設
置

し
、

GP
が
、

一
次
医

療
を
担

い
、

二
次

医
療

の
「

門
番
の

役
割

」
を

果
た

す
考

え
方
を

採
用

し
て

い
る

。
ま

た

全
て

の
国

で
、
専

門
職

の
免
許

制
に
よ

る
数

量
規

制
委

に
加

え
て
、
病

院
予

算
制

度
、
医
療

計
画
に

よ
っ

て
行

っ
て

い
た

。
 

財
源

政
策

で
あ

る
が

、
社

会
保

険
方

式
を

採
用

し
て

い
る

国
々

の
中

で
も

、
フ

ラ
ン

ス
の

よ
う

に
社

会
保

障
目

的
税

で
あ

る
一

般
社

会
拠

出
金
（

CS
G
）
を

導
入
す

る
国

も
出

て
き

て
い

る
こ
と

、
全

て
の

国
々

で
租

税
財
源

か
ら

補
助

金
を

医
療

財

政
に

投
入

し
て

い
る

。
逆

に
、

租
税

方
式

を
採

用
し

て
い

る
国

々
も

、
医

療
財

政
収

入
と

し
て

、
所

得
税

だ
け

で
な

く
、

付
加

価
値

税
を

含
め

た
消

費
関

連
税
、

資
産

税
な

ど
幅

広
く

財
源
を

拡
大

し
て

い
る

。
 

公
的

医
療

保
険

を
補

う
私

的
保

険
で

あ
る

が
、

フ
ラ

ン
ス

、
ド

イ
ツ

、
カ

ナ
ダ

を
中

心
に

私
的

医
療

保
険

が
大

き
な
役

割
を

果
た

し
て

い
る

。
入

院
外

処
方

薬
、

大
人

の
歯

科
医

療
、

ア
イ

ケ
ア

等
、

公
的

医
療

保
険

の
対

象
か

ら
外

す
サ

ー
ビ

ス
を

設
定

し
、

私
的

医
療

保
険

を
積

極
的

に
活

用
す

る
国

々
が

あ
る

こ
と

が
注

目
さ

れ
る

。
年

金
に

お
い

て
は

、
公

私
年

金
の

連
携

、
一

体
改

革
が

進
ん

で
い

る
が

、
医

療
で

は
そ

の
よ

う
な

議
論

は
日

本
で

は
あ

ま
り

行
わ

れ
て

い
な

い
が

、
長

期
の

医
療

保
障

制
度

の
確

立
の

た
め
に

は
こ

こ
で

議
論

さ
れ

た
よ
う

な
様

々
な

選
択

肢
を

検
討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

第
4
節
 
新
人

口
推
計
か

ら
考
え

る
社
会

政
策

の
諸

課
題
（
駒

村
論
文

）
で

は
、
2
02
3
年
に

公
表
さ

れ
た

新
人

口
推

計
の

特
徴

と
今

後
予

測
さ

れ
る

社
会

保
障
制

度
の

諸
問

題
を

ま
と

め
て
い

る
。
 

新
型

コ
ロ

ナ
の

影
響

で
、

出
生

率
の

低
下

が
続

い
て

い
る

。
他

方
、

和
泉

論
文

で
見

た
よ

う
に

、
寿

命
の

伸
長

に
影
響

は
小

さ
い

。
2
0
23

年
に

公
表
さ

れ
た
新

人
口

推
計

で
は

、
高

齢
化
率

、
人

口
減

少
は

緩
や

か
に
な

っ
て

い
る

が
、

そ
の

原

因
は

外
国

人
の

流
入

で
あ

る
。
新

人
口

推
計

で
も

団
塊

ジ
ュ

ニ
ア
世

代
が

退
職

す
る

20
4
0
年
に

聞
き

が
来

る
こ

と
は
明

ら

か
で

あ
る

。
就

職
氷

河
期

を
経

験
し

た
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
は

、
非

正
規

労
働

者
の

割
合

が
高

く
、

未
婚

率
も

高
く

、
コ

ー
ホ

ー
ト

出
生

率
も

前
後

の
世

代
に

比
較

し
て

ひ
く

い
。

ま
た

年
金

納
付

実
績

も
芳

し
く

な
い

た
め

、
老

後
の

貧
困

リ
ス

ク
は

高
い

と
見

込
ま

れ
る

。
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
の

出
生

率
の

低
さ

は
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
の

適
用

に
よ

る
年

金
給

付
水

準
の

引
き

下
げ

と
い

う
形

で
調

整
さ

れ
る

た
め

、
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

の
も

た
ら

す
年

金
水

準
の

低
下

は
団

塊
ジ
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章
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授

 
駒
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長
期

の
停

滞
を

経
験

し
た

日
本

社
会
に

は
、

構
造

的
改

革
が

必
要
で

あ
る

。
2
0
22

年
3
月

に
経
済

財
政

諮
問

会
議

が
公

表
し
た

1
9
97

年
か

ら
2
0
19

年
ま

で
の

所
得

分
布

の
変

化
を

見
る
と

、
長

期
の

停
滞

の
結

果
、
日

本
の

賃
金

分
布

は
全

体

的
に

低
位

に
シ

フ
ト

し
て

お
り

、
中

間
層

が
崩

壊
し

て
い

る
こ

と
が

分
か

る
。

中
間

層
の

崩
壊

の
影

響
は

深
刻

で
、

未
婚

率
の

上
昇

、
出

生
率

の
低

下
を

引
き
起

こ
し

た
。
 

2
0
2
3
年

4
月

に
国

立
社

会
保
障

・
人
口

問
題

研
究

所
が

公
表

し
た
「

将
来

日
本

の
人

口
推

計
」
で

は
、

今
後

も
人

口
減

少
・

高
齢

化
は

継
続

す
る

こ
と

が
推
計

さ
れ

た
。

特
に

人
口

構
造
上

深
刻

な
の

が
、

2
02
5
年

と
2
0
40

年
で

あ
る

。
 

他
方

で
、

構
造

的
な

変
化

も
明

ら
か

に
な

っ
て

い
る

。
女

性
の

働
き

方
は

大
き

く
変

化
し

、
女

性
の

就
労

率
は

先
進

国
で

も
ト

ッ
プ

ク
ラ

ス
に

な
っ

た
。

し
か

し
、

そ
の

半
数

は
非

正
規

労
働

者
で

、
女

性
の

可
能

性
を

十
分

に
生

か
し

て
い

る
と

は
言

え
な

い
。

女
性

の
社

会
進

出
の

障
害

に
な

っ
て

い
る

の
が

、
性

別
役

割
分

業
を

前
提

と
す

る
「

昭
和

型
の

社
会

保
障

制
度

」
で

あ
る

。
年

金
制

度
に

も
見

ら
れ

る
よ

う
に

、
制

度
設

計
と

し
て

専
業

主
婦

に
と

ど
ま

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
あ

り
、

こ
れ

が
本

格
的

な
女

性
の

社
会
進

出
の

足
を

引
っ

張
っ

て
い
る

。
 

人
口

動
態

、
働

き
方

の
変

化
は

社
会
保

障
制

度
の

大
が

か
り

な
制
度

改
革

を
必

要
と

し
て

お
り
、
改
革
は

2
0
25

年
を
意

識

し
た

短
期

的
な

も
の

と
、

2
04
0
年

を
意

識
し

た
中

期
的

な
も

の
、
そ

し
て

さ
ら

に
長

期
の

視
点
か

ら
行

わ
れ

る
必

要
が

あ

る
。
 

 
特

に
医

療
、

介
護

、
年

金
の

同
時
改

革
が

行
わ

れ
る

2
02
4
年
は

重
要

な
年

に
な

る
。
6
年
間

隔
で

行
わ

れ
る
医
療
、

介

護
の

報
酬

の
同

時
改

定
を

行
い

、
こ
こ

で
、

2
02
5
年

を
乗
り

越
え
る

最
終

形
を

完
成

さ
せ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

他
方

、

2
0
2
4
年

の
年

金
財

政
検

証
は
、
2
0
40

年
を

意
識

し
た

改
革
に

な
る
。
 

新
人

口
推

計
で

も
明

ら
か

に
な

っ
て

い
る

よ
う

に
、

今
後

の
最

大
の

課
題

は
団

塊
の

世
代

と
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
が
同

時
に

高
齢

者
に

な
り

、
6
5
歳
以

上
人
口
が

4
00
0
万

人
に

接
近

す
る

2
04
0
年

を
ど

の
よ

う
に

乗
り
越

え
る

の
か

に
あ

る
。
 

 

し
か

し
、
「

20
4
0
年

の
社

会
保

障
制
度

」
の

構
想

は
ま

だ
不

十
分
で

、
具

体
的

な
改

革
を

進
め
る

必
要

が
あ

る
。
 

長
期

の
社

会
保

障
の

展
望

は
ど

の
よ

う
な

も
の

が
あ

る
の

だ
ろ

う
か

。
日

本
の

み
な

ら
ず

世
界

に
と

っ
て

、
よ

り
長

期
の

課
題

と
し

て
、

地
球

温
暖

化
・

気
候

変
動

へ
の

対
策

が
あ

り
、

福
祉

政
策

と
環

境
政

策
の

連
携

は
ひ

と
つ

の
選

択
肢

で
あ

り
、

よ
り

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

な
改

革
を
展

望
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

第
1
節

「
SD
G
s
 と

日
本

の
財

政
：
理

論
的

考
察

」（
山
重
論

文
）
は

、
日

本
の

財
政

の
持

続
可
能

性
を

高
め

る
た

め
に

も
、
S
DG
s
 の

実
現

に
向

け
て
成

長
促
進

型
の

政
策

を
戦

略
的

に
採
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ
る

と
し

て
い

る
。
例
え

ば
、

気
候

変
動

対
策

に
関

し
て

も
、

日
本

で
は

「
省

エ
ネ

」
と

い
う

成
長

抑
制

型
の

政
策

が
採

ら
れ

が
ち

だ
が

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
「
創

エ
ネ

」
と

い
う

成
長
促

進
型

の
政

策
に

シ
フ

ト
す
る

こ
と

が
有

効
で

あ
る

と
し
、
20
3
0
 年

ま
で

の
 
SD
G
s

の
実

現
を

通
じ

て
、

安
定

的
な

経
済

成
長

と
財

政
の

持
続

可
能

性
を

と
も

に
追

求
す

る
政

策
の

立
案

と
実

施
が

望
ま

れ
る

と
し

て
い

る
。
 

 
山

重
論

文
の

指
摘

す
る

よ
う

に
SD
G
s
の

推
進

を
成

長
戦
略

と
し
て

位
置

づ
け

て
い

く
こ

と
は
重

要
で

あ
る

。
こ

の
一

方

で
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
転

換
が

引
き

起
こ

す
産

業
構

造
の

転
換

、
さ

ら
に

は
炭

素
課

税
の

「
逆

進
性

」
の

問
題

に
も

目
配

り
か

必
要

で
あ

る
。
高
所

得
層

が
多

く
の
二

酸
化

排
出

量
を

排
出

す
る
一

方
で

、
そ

の
負

担
は

低
所
得

層
に

集
中

す
る

こ
と

は
、

「
気

候
正

義
」

の
問

題
と

し
て

注
目

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

問
題

を
解

決
す

る
方

法
と

し
て

は
、

炭
素

税
収

を
再

分
配

目
的

に
使

う
方

法
も

あ
り

、
環

境
政

策
と
福

祉
政

策
の

連
携

に
よ

り
社
会

保
障

制
度

の
新

機
軸

を
考
え

る
こ

と
も

で
き

る
。

 

第
2
節
「

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

超
過
死

亡
・
超
過

生
存

が
財

政
に
与

え
る

影
響
（
和

泉
論

文
）
」
は

、
 
新

型
コ

ロ
ナ
の

イ
ン

パ
ク

ト
と

社
会

保
障

の
ア

キ
レ

ス
腱

に
つ

い
て

議
論

を
し

て
い

る
。

新
型

コ
ロ

ナ
に

よ
る

死
亡

率
の

変
動

に
焦

点
あ

て
、

超
過

死
亡

や
超

過
生

存
に

よ
る

人
口

変
動

は
、

経
済

・
財

政
へ

の
影

響
が

微
小

で
、

税
・

社
会

保
険

料
収

入
や

年
金
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社
会
保
障
 

〔
各
論
〕
 

 S
D

G
s
と
日
本
の
財
政
：
理
論
的
考
察

 

 

一
橋

大
学

経
済

学
研

究
科

 国
際

・
公
共

政
策

大
学

院
教

授
 
山
重
 
慎
二

 

 １
．

は
じ

め
に
 

 
 
2
0
30

年
頃

ま
で

の
日

本
の
経

済
や
財

政
の

問
題

を
考

え
る

と
、
世

界
全

体
で

2
03
0
年
ま

で
に
達

成
す

べ
き

目
標

と
し

て

国
連

が
制

定
し
た

S
D
Gs
（

持
続

可
能
な

開
発

目
標

）
の

強
い

影
響
を

受
け

る
こ

と
は

明
ら

か
だ
。
貧
困

の
改

善
（

目
標

1）

や
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等
（
目
標

5）
の

よ
う

に
、
国
内

で
強

い
期

待
が
寄

せ
ら

れ
る

目
標

の
み

な
ら
ず

、
気

候
変

動
対

策
（

目

標
1
3
）
や

海
洋

資
源

の
保

全
（

目
標

14
）
の
よ

う
に

、
国
際

社
会
か

ら
実

現
が

強
く

求
め

ら
れ
る

目
標

も
あ

る
。
特
に

地

球
温

暖
化

は
、

気
候

変
動

を
引

き
起

こ
し

、
人

類
の

生
存

環
境

を
極

度
に

悪
化

さ
せ

る
こ

と
が

世
界

中
で

懸
念

さ
れ

て
お

り
、

2
03
0
年

に
向

け
て

、
気
候

変
動
対

策
は

、
各

国
政

府
に

強
く
求

め
ら

れ
て

い
く

こ
と

に
な
る

だ
ろ

う
。
 

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

の
日

本
の

財
政

の
大

き
な

課
題

の
一

つ
は

、
コ

ロ
ナ

対
応

で
悪

化
し

た
財

政
の

破
綻

を
い

か
に
回

避
す

る
か

だ
。

S
DG
s
へ

の
取
り

組
み
は

、
そ

の
課

題
を

意
識

し
な
が

ら
行

う
必

要
が

あ
る

。
こ
れ

か
ら

の
日

本
の

財
政

や

社
会

保
障

の
あ

り
方

を
考

え
る

上
で
、
国
連

が
定

め
た

SD
G
s
に
つ

い
て

正
し

く
理

解
し
、
そ

の
実

現
を

通
し

て
持

続
的

成

長
経

路
へ

の
移

行
を

目
指

す
こ

と
が
、

財
政

そ
し

て
経

済
の

持
続
可

能
性

を
高

め
る

た
め

に
有
効

な
戦

略
と

な
る

。
 

 2
．

国
連

の
S
D
G
s
と

日
本
の

S
D
G
s 

S
D
G
s
と

い
う

言
葉

は
、

日
本
政

府
の
努

力
に

よ
っ

て
、

日
本

で
も
よ

く
知

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ
て

き
た

。
し

か
し

、
日

本
の

SD
G
s
と

国
連

の
S
D
G
s
に

は
少
し

乖
離

が
あ

る
。
S
DG
s
と

財
政

と
の

関
連

を
考

え
る

上
で
、
日
本

の
S
D
Gs

と
国
連

の

S
D
G
s
の

い
ず

れ
を

目
標

と
す
る

か
で
、

話
が

少
し

異
な

っ
て

く
る
た

め
、

２
つ

の
違

い
に

つ
い
て

ま
ず

議
論

し
て

お
き

た

い
。
 

 
国

連
の

SD
G
s
を

理
解

す
る

上
で
特

に
重

要
な

の
は

、
20
1
5
年
の

実
現

を
目

指
し
た

M
D
G
s
（
ミ

レ
ニ

ア
ム

開
発

目
標

）

を
引

き
継

ぐ
取

り
組

み
と

し
て

、
そ
れ

が
生

ま
れ

た
と

い
う

歴
史
で

あ
る

。
M
D
Gs

は
低
開

発
国
や

途
上

国
の

課
題

の
改

善

を
目

的
と

し
た

が
、

未
達

に
終

わ
っ

た
目

標
も

多
か

っ
た

。
先

進
国

で
も

改
善

す
べ

き
課

題
は

多
い

の
で

、
世

界
全

体
で

2
0
3
0
年

ま
で

に
達

成
す

べ
き
開

発
目
標

を
定

め
、
そ
の

実
現

を
目
指

す
と

い
う

の
が

、
20
1
5
年
の

国
連

総
会

で
採

択
さ

れ

た
「

持
続

可
能

な
開

発
の

た
め

の
20
3
0
ア

ジ
ェ

ン
ダ

」
つ
ま

り
国
連
の

S
D
Gs

で
あ

る
。
 

そ
こ

で
は

、
「

誰
一

人
取

り
残

さ
な

い
」

こ
と

が
基

本
的

理
念

と
さ

れ
、
「

最
も

貧
し

く
最

も
脆

弱
な

人
々

の
必

要
に

特

別
の

焦
点

を
あ

て
」
、
「
地

球
規

模
の
連

帯
の

精
神

」
に

基
づ

い
て
取

り
組

む
決

意
が

示
さ

れ
る
。

S
DG
s
で

も
低

開
発
国

や

発
展

途
上

国
の

社
会

課
題

の
改

善
が
強

く
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

国
連
の

S
D
Gs

で
は

、
17

の
目

標
の
そ

れ
ぞ

れ
に

タ
ー

ゲ
ッ

ト
が
設

定
さ

れ
、

全
部
で

1
6
9
あ
る

タ
ー

ゲ
ッ

ト
を

2
03
0

年
ま

で
に

実
現

で
き

る
か

否
か

が
問
わ

れ
て

い
る

。
一

方
、
日

本
の

SD
G
s
で

は
、
1
7
の
目

標
だ
け

が
注

目
さ

れ
る

こ
と

が

多
く

、
そ

の
目

標
に

関
わ

る
よ

う
な

取
り

組
み

な
ら

何
で

も
「

S
D
Gs
」

と
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
感

じ
る

こ
と

が
少

な
く

な

い
。
 

世
界
で

2
0
30

年
ま

で
の

実
現

を
目
指

し
て

い
る

SD
G
s
は

ハ
ー
ド

ル
が

か
な

り
高

い
。

痛
み
を

伴
う

取
り

組
み

が
必
要

だ
が

、
日

本
政

府
が

掲
げ
る

SD
G
s
で
は

、
そ

れ
ら

を
明

示
せ
ず

、
S
DG
s
の

実
現

を
「
夢

」
の

よ
う
に

語
り

、
現

在
の

政
府

の
取

り
組

み
を

正
当

化
す

る
根

拠
の
一

つ
と

し
て

使
っ

て
い

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
こ

と
が

少
な
く

な
い

。
 

 3
.
 
国
連

の
S
D
G
s、

経
済

成
長

、
財
政

の
持

続
可

能
性
 

 
 
国
連

の
S
D
Gs

は
、

飢
餓
、

不
公
平

性
、

健
康

な
ど

を
改

善
し
な

が
ら

、
潜

在
能

力
が

開
発
さ

れ
て

い
な

い
人

々
の

能
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ュ
ニ

ア
世

代
を

直
撃

す
る

。
 

こ
の

ほ
か

に
も

20
4
0
年

に
は

、
団
塊

世
代
が

9
0
代

に
突

入
す
る

た
め

認
知

機
能

に
課

題
を
抱

え
る

高
齢

者
が

急
増
す

る
こ

と
に

な
る

。
 

従
来

の
日

本
型

雇
用

慣
行

、
性

別
役

割
分

業
と

い
う

昭
和

型
の

社
会

経
済

モ
デ

ル
の

見
直

し
が

進
む

な
か

、
新

し
い
社

会
モ

デ
ル

を
形

成
で

き
な

い
ま

ま
で

現
役

世
代

を
終

え
る

団
塊

ジ
ュ

ニ
ア

世
代

が
、

２
０

４
０

年
に

退
職

を
迎

え
る

こ
と

か
ら

、
今

後
、
団
塊

ジ
ュ

ニ
ア
世

代
の
貧

困
の

問
題

を
拡

大
す

る
可
能

性
が

あ
る

。
こ

の
問

題
に
対

応
す

る
た

め
に

は
、
1
）

高
齢

期
に

お
け

る
就

業
継

続
の

促
進
、
2
）
女

性
の

社
会
進
出

の
促
進
、
3）

私
的

年
金

な
ど

の
拡
充
、
4）

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

の
補

強
、

必
要

に
な

る
。
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的
な

信
用

を
維

持
・

獲
得

す
る

と
い
う

観
点

か
ら

も
、

望
ま

し
い
と

は
言

え
な

い
。
 

着
実

な
取

り
組

み
が

行
わ

れ
な

い
場
合

に
予

想
さ

れ
る

ペ
ナ

ル
テ
ィ

の
一

つ
と

し
て

、
EU

が
導
入

を
予

定
し

て
い

る
国

境
炭

素
税

が
あ

る
。
E
U
諸

国
で

は
、
高
い

カ
ー

ボ
ン

プ
ラ
イ

シ
ン
グ

で
、
化

石
燃

料
の
使

用
を
抑

制
し

よ
う

と
し

て
お

り
、

そ
の

結
果

と
し

て
、（

移
行

期
に

は
）
財
・
サ
ー

ビ
ス

の
価
格

が
上
昇

す
る

。
一

方
、
そ
の

よ
う
な

政
策

を
実

施
し

な
い

国

で
は

、
相

対
的

に
低

い
コ

ス
ト

で
生
産

で
き

る
た

め
、

EU
諸

国
の
生

産
者

は
不

利
な

状
況

に
な
る

。
そ

こ
で

、
そ

の
よ

う

な
国

々
か

ら
の

輸
入

品
に

つ
い

て
は
、

国
境

で
「

炭
素

税
」

を
課
す

と
い

う
の

が
国

境
炭

素
税
で

あ
る

。
 

国
境

炭
素

税
は

、
気

候
変

動
対

策
に

積
極

的
に

取
り

組
ま

な
い

国
々

の
財

・
サ

ー
ビ

ス
に

も
国

境
で

炭
素

税
を

課
す
こ

と
で

、
世

界
で

の
取

り
組

み
を

促
す

意
図

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

日
本

も
国

境
炭

素
税

が
課

さ
れ

る
対

象
国

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
脱

炭
素

の
取

り
組

み
の
先

送
り

で
は

な
く

、
着

実
な
実

施
が

求
め

ら
れ

る
。
 

 5
.
 
お
わ

り
に

：
SD
G
s
と

日
本

の
財
政

・
社

会
保

障
 

日
本

政
府

は
、

コ
ロ

ナ
対

応
の

た
め

に
積

み
増

し
た

巨
額

の
公

債
を

抱
え

て
、

世
界

の
持

続
可

能
な

発
展

の
た

め
に
国

連
が

定
め
る

S
D
Gs

に
取

り
組

む
こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
経
済

学
の

観
点

か
ら

は
、

国
連
の

SD
G
s
の

多
く

は
供

給
サ

イ
ド

の
強

靭
化

に
つ

な
が

る
目

標
で

あ
る

。
目

標
達

成
は

、
短

期
的

に
は

負
担

を
求

め
る

が
、

十
分

に
活

用
さ

れ
て

こ
な

か
っ

た
資

源
の

有
効

活
用

を
通

じ
て

、
長

期
的

に
は

持
続

的
成

長
を

可
能

に
す

る
。

日
本

の
財

政
・

社
会

保
障

の
持

続
可

能
性

を
高

め
る

た
め

に
も

、
SD
G
s
の
実

現
に

向
け

て
成

長
促
進

型
の
政
策
を

戦
略

的
に

採
っ

て
い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。 

例
え

ば
、

気
候

変
動

対
策

に
関

し
て

も
、

日
本

で
は

「
省

エ
ネ

」
と

い
う

成
長

抑
制

型
の

政
策

が
採

ら
れ

が
ち

だ
が
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

「
創

エ
ネ

」
と

い
う

成
長

促
進

型
の

政
策

に
シ

フ
ト

す
る

こ
と

が
有

効
だ

。
温

暖
化

が
し

ば
ら

く
続

く
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
状

況
で

、
熱

中
症

が
懸

念
さ

れ
る

高
齢

者
に

、
電

力
の

利
用

抑
制

を
求

め
る

の
は

辛
い

。
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
安

価
に

生
産

で
き

る
状

況
を

で
き

る
だ

け
早

く
実

現
で

き
れ

ば
、

温
暖

化
が

進
む

中
で

も
人

々
の

健
康

が
守

ら
れ

、
世

界
で

ク
リ

ー
ン
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

利
用

で
き
る

人
が

増
え

、
持

続
的

な
成
長

が
可

能
に

な
る

。
 

S
D
G
s
の

中
に

は
、

ジ
ェ

ン
ダ
ー

平
等
の

促
進

、
貧

困
の

削
減

、
働
き

が
い

の
向

上
な

ど
、

社
会
保

障
と

直
接

関
わ

る
目

標
も

多
い

。
S
D
Gs

実
現

を
ふ
わ

っ
と
し

た
「

夢
」

の
よ

う
に

語
る
の

で
は

な
く

、
財

政
そ

し
て
社

会
保

障
の

持
続

可
能

性

を
高

め
る

た
め

の
明

確
な

目
標

と
し
て

、「
供

給
サ

イ
ド

の
強

靱
化
」
に
つ

な
が

る
成

長
促

進
型
の

政
策

を
立

案
・
実
施

し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
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力
を

高
め

る
こ

と
を

求
め

る
。

理
論

的
観

点
か

ら
は

、
そ

の
よ

う
な

取
り

組
み

は
、

経
済

の
供

給
サ

イ
ド

を
強

靭
化

す
る

こ
と

で
、

持
続

可
能

な
発

展
を

可
能

に
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

さ
ら

に
、

人
の

強
靭

化
だ

け
で

な
く

、
海

や
陸

の
生

き
物

の
多

様
性

そ
し

て
量

の
維

持
に

努
め
る

こ
と

も
、

供
給

サ
イ

ド
の
強

靭
化

に
つ

な
が

る
。

S
D
Gs

は
、

供
給

サ
イ

ド
を
強

靭

化
す

る
こ

と
で

、
経

済
の

持
続

的
成

長
に

資
す

る
。

こ
の

考
え

方
は

、
低

開
発

国
の

み
な

ら
ず

、
先

進
国

に
お

い
て

も
有

効
な

考
え

方
で

あ
り

、
世

界
全

体
で
取

り
組

ん
で

い
る

。
 

気
候

変
動

対
策

と
い

う
目

標
に

関
し

て
も

、
日

本
人

は
化

石
燃

料
の

利
用

を
減

ら
す

た
め

の
「

省
エ

ネ
」

と
い

う
視
点

で
目

標
達

成
を

考
え

て
し

ま
う

傾
向

が
あ

る
。

し
か

し
そ

れ
で

は
、

経
済

成
長

の
低

下
に

つ
な

が
る

可
能

性
が

あ
る

。
こ

れ
に

対
し

て
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
シ

フ
ト

と
い

う
「

創
エ

ネ
」

の
発

想
で

、
目

標
達

成
を

考
え

る
と

、
む

し
ろ

経
済

成
長

を
高

め
る

可
能

性
が

見
え
て

く
る

。
 

 
例

え
ば

、
す

べ
て

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

で
賄

え
れ

ば
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

ど
ん

な
に

使
っ

て
も

、
温

暖
化

ガ
ス

を
増

や
す

こ
と

は
な

い
。
い

く
ら

で
も

経
済

成
長

を
追
求

で
き

る
。
さ
ら

に
再

生
可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
は

、「
再

生

可
能

」
で

あ
る

が
ゆ

え
に

枯
渇

す
る
こ

と
も

な
い

。
資

源
の

有
限
性

に
起

因
す

る
「

成
長

の
限
界

」
か

ら
も

解
放

さ
れ

る
。

S
D
G
s
 の

実
現

は
、

持
続

的
な
経

済
成
長

を
可

能
に

す
る

の
で

あ
る
。
 

 
S
D
Gs

の
目

標
の

多
く

は
、
成

長
促
進

的
な

政
策

で
達

成
可

能
で
あ

る
。
成
長

と
財

政
の
持

続
可
能

性
を

高
め

る
よ

う
に

、

S
D
G
s
の

目
標

達
成

を
目

指
す
こ

と
が
、

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

時
代

の
政
策

立
案

や
制

度
設

計
で

は
重
要

に
な

る
。
 

 4
．

気
候

変
動

問
題

へ
の

対
応
と

財
政
 

産
業

革
命

以
降

、
人

類
は

石
炭

や
石

油
と

い
っ

た
化

石
燃

料
を

大
量

に
使

い
、

経
済

活
動

を
急

速
に

拡
大

し
て

き
た
。

そ
の

結
果

、
大

気
中

の
温

室
効

果
ガ

ス
が

増
え

温
暖

化
進

み
、

様
々

な
気

候
変

動
問

題
の

一
因

に
な

っ
て

い
る

。
現

在
、

こ
の

認
識

は
多

く
の

科
学

者
の

共
通
認

識
に

な
っ

て
い

る
。

 

S
D
G
s
の

目
標

1
3
で

は
、
具

体
的

な
数
値

目
標

や
取

り
組

み
は

、
国

連
気

候
変

動
枠

組
条
約
（
U
N
F
CC
C）

で
定

め
ら

れ
る

と
さ

れ
て

い
る

。
現

在
、

工
業

化
以

前
と

比
べ

て
世

界
の

平
均

気
温

の
上

昇
は

+
2
℃

以
内

、
で

き
れ

ば
+1
.
5
℃

以
内

に
抑

え
る

こ
と

が
目

指
さ

れ
て

い
る

。
世
界

の
平

均
気

温
が

、
+２

℃
を
超

え
て

し
ま

う
と

、
地

球
環
境

が
暴

走
を

始
め

、
現

在

の
平

均
気

温
に

戻
る

こ
と

は
極

め
て
困

難
に

な
る

と
考

え
ら

れ
て
い

る
か

ら
だ

。
 

日
本

政
府

は
、
S
DG
s
の
最

終
年

の
20
3
0
年

ま
で

に
二

酸
化
炭

素
の
排

出
量
を

2
0
13

年
度
比

で
46
％
削

減
し

、
2
05
0
年

ま
で

に
カ

ー
ボ

ン
ニ

ュ
ー

ト
ラ

ル
を

実
現

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

い
る

。
こ

の
国

際
公

約
を

守
る

こ
と

が
、

国
際

的
な

信
頼

を
獲

得
し

、
制

裁
を

受
け

な
い
た

め
に

重
要

と
な

る
。

 

多
く

の
国

で
は

、
以

下
の

３
つ

の
目
標

を
実

現
す

る
た

め
の

政
策
が

採
ら

れ
て

き
た

。
 

①
 
化
石

燃
料

の
使

用
抑

制
 

②
 
再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の
生

産
拡
大
 

③
 
温
暖

化
ガ

ス
回

収
技

術
の
開

発
 

具
体

的
な

政
策

手
段

と
し

て
、
規
制

、
税

、
補

助
金

が
用

い
ら

れ
る
。
先

進
的

に
取

り
組
ん

で
い
る

欧
州

諸
国

で
は

、「
②

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

生
産

拡
大
」
を
補

助
金

等
で

促
す

一
方
で

、「
①

化
石

燃
料

の
使

用
抑
制

」
を

カ
ー

ボ
ン

プ
ラ

イ

シ
ン

グ
（

炭
素

税
や

排
出

権
取

引
）

で
図

り
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
シ

フ
ト

を
促

す
と

い
う

政
策

が
急

ピ
ッ

チ
で

採
ら

れ
て

き
た

。
 

日
本

で
も

、
同

様
の

政
策

が
採

ら
れ

て
い

る
が

、
そ

れ
ぞ

れ
の

政
策

の
規

模
が

小
さ

く
ス

ピ
ー

ド
も

遅
い

と
い

う
状
況

で
、

目
標

実
現

に
不

安
が

残
る

。
お

そ
ら

く
今

後
、

よ
り

安
価

で
安

全
な

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
（

例
え

ば
核

融
合

発
電

な
ど

）
の

開
発

や
「

③
温

暖
化

ガ
ス

回
収

技
術

の
開

発
」

を
待

て
ば

、
よ

り
低

い
負

担
で

目
標

を
実

現
で

き
る

は
ず

と
い

う
楽

観
的

期
待

が
あ

る
よ

う
に

思
わ
れ

る
。
 

た
だ

、
そ

の
よ

う
な

新
技

術
を

安
価
に

利
用

で
き

る
よ

う
に

な
る
ま

で
に

は
時

間
が

必
要

だ
。
特

に
、

2
03
0
年

ま
で
の

目
標

達
成

の
た

め
に

活
用

す
る

こ
と

は
難

し
い

。
技

術
開

発
と

い
う

夢
に

賭
け

て
、

問
題

を
先

送
り

す
る

こ
と

は
、

国
際

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   8423304944-1第75回租税研究大会記録.indb   84 2023/12/15   14:20:022023/12/15   14:20:02
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コ
ロ

ナ
禍

の
始

ま
っ

た
2
0
20

年
は

増
加

ト
レ

ン
ド

よ
り

も
下

に
死
亡

数
が

減
り

、
20
2
1
年
は

少
し
ト

レ
ン

ド
回
帰
し

た
。

2
0
2
2
年

1
月

か
ら

3
月

ま
で
の

死
亡
数

が
多

い
と

い
う

報
道

が
あ
り

、
2
0
2
2
年

を
通

し
て

ト
レ
ン

ド
回

帰
で

は
な

く
て

も

う
少

し
上

振
れ

す
る

こ
と

も
想

定
さ
れ

る
。
2
0
20

年
の

超
過

生
存
を

20
2
1
年

に
は

超
過
死

亡
で
調

整
し

た
可

能
性

を
こ

の

グ
ラ

フ
か

ら
は

読
み

取
っ

て
い

る
。
調

整
は

20
2
2
年

を
通
し

て
も
続

く
見

込
み

で
も

あ
る

。
 

日
本

が
新

型
コ

ロ
ナ

に
よ

る
死

亡
数

を
隠

し
て

い
る

と
い

う
著

名
医

学
誌

ラ
ン

セ
ッ

ト
に

掲
載

さ
れ

た
論

文
が

あ
り
、

そ
の

妥
当

性
に

つ
い

て
論

争
に

な
っ
た

。
そ

の
論

文
に

よ
れ

ば
、
日

本
の

超
過

死
亡

の
推

定
値
は

11
万
人

以
上

と
い
う

結

果
が

示
さ

れ
て

お
り

、
日

本
は

新
型

コ
ロ

ナ
に

よ
る

死
亡

数
を

隠
し

て
い

る
の

で
は

な
い

か
と

の
疑

い
が

か
け

ら
れ

て
い

た
。

公
式

に
報

告
さ

れ
て

い
る

新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
関
連

死
は

3
万
人

弱
で
あ

る
。
こ

の
論

文
の

推
定

値
が

あ

ま
り

に
も

大
き

く
上

振
れ

し
て

し
ま

っ
た

理
由

と
し

て
は

、
世

界
人

口
の

死
亡

数
が

減
少

す
る

ト
レ

ン
ド

を
日

本
に

も
機

械
的

に
当

て
は

め
て

し
ま

っ
た

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
国

ご
と

の
事

情
を

考
慮

し
な

い
と

、
超

過
死

亡
と

い
う

現
象

は
理

解
で

き
な

い
の

で
は

な
い

か
と

い
う
話

に
落

ち
着

く
。
 

2
0
0
0
年

か
ら

20
2
0
年

に
か
け

て
の

G7
各
国

と
世

界
の

平
均

寿
命
を

観
察

す
る

と
、

日
本

が
最
も

高
い

平
均

寿
命

を
維

持
し

、
ア

メ
リ

カ
が

コ
ロ

ナ
禍

で
1.
5
歳

短
く

な
っ

て
い
る

こ
と
が

明
ら

か
に

な
る

。
一

方
で
、

中
国

、
香

港
、

韓
国

、

台
湾

と
い

っ
た

鎖
国

的
な

入
国

管
理

政
策

や
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
を

伴
う

ゼ
ロ

コ
ロ

ナ
方

針
を

採
用

し
た

東
ア

ジ
ア

に
お

い
て

は
、

日
本

と
同

様
に

平
均

寿
命

が
伸
び

て
い

る
。
 

 

年
金

制
度

と
経

済
成

長
へ

の
影

響
 

イ
タ

リ
ア
の

1
9
95

年
の

年
金
改

革
で
は
、
概

念
上

拠
出

建
て
（
N
DC
）
と

い
う

年
金

制
度
が

導
入
さ

れ
た

。
N
D
C
は

、
個

人
ご

と
に

設
定

さ
れ

た
会

計
に

お
い

て
確

定
拠

出
方

式
を

導
入

す
る

点
で

特
色

が
あ

る
が

、
年

金
原

資
の

積
立

は
擬

似
的

な
も

の
で

あ
る

。
イ

タ
リ

ア
の

N
DC

年
金

は
、

退
職

時
に
拠

出
額
実

績
値

を
平

均
余

命
と

年
齢
で

割
り

引
く

方
式

を
採

用

し
て

い
る

。
新

型
コ

ロ
ナ

関
連

死
に
よ

る
影

響
は

、
年

金
の

将
来
債

務
予

測
に

大
き

な
影

響
を
及

ぼ
す

ほ
ど

で
は

な
い

。
 

ま
た

、
平

均
余

命
が

短
く

な
っ

た
20
2
0
年

に
退

職
し

た
人
々

は
個
人

単
位

で
利

益
を

得
た

可
能
性

が
あ

る
が

、
こ

れ
は

短
期

的
な

影
響

に
過

ぎ
な

い
。

平
均

余
命

の
ト

レ
ン

ド
は

通
常

回
帰

す
る

可
能

性
が

高
く

、
そ

れ
は

数
年

以
内

に
反

映
さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

関
連

死
の

影
響

は
人

口
変

動
と

し
て

は
小

さ
か

っ
た

と
も

言
え

る
。

し
か

し
、
平
均

余
命

に
大

き
な

変
動
が

あ
っ

た
場

合
で

も
、
N
D
C
年

金
を

導
入

し
て

い
る
国

で
は
短

期
的

な
影

響
は

あ
る

か

も
し

れ
な

い
が

、
中

長
期

的
に

は
収
束

す
る

と
見

ら
れ

る
。

 

2
0
1
4
年

に
設

置
さ

れ
た

「
選
択

す
る
未

来
」

委
員

会
で

は
、

人
口
急

減
・

超
高

齢
化

が
経

済
成
長

に
ど

の
よ

う
に

影
響

す
る

か
を

議
論

し
、

人
口

規
模

だ
け

で
は

経
済

成
長

が
決

ま
ら

な
い

と
い

う
結

論
を

得
た

。
少

子
高

齢
化

が
進

ん
で

も
、

経
済

成
長

が
す

ぐ
に

マ
イ

ナ
ス

に
な

る
わ

け
で

は
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

新
型

コ
ロ

ナ
に

よ
る

経
済

成
長

へ
の

影
響

も
、

同
様

に
人

口
変

動
だ

け
で

は
決

ま
ら
な

い
。
2
02
0
年

Q
2・

Q
3
の

GD
P
の

変
動

は
、
飲

食
店

の
営
業

自
粛

や
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン

に
よ

る
経

済
活

動
の

縮
小

が
主

な
要

因
で

あ
る

。
回

復
の

過
程

で
は

、
入

国
規

制
の

緩
和

や
経

済
活

動
の

再
開

、
営

業
時

間
の

拡
大

・
平

常
化

が
影

響
を

与
え
て

お
り

、
人

口
規

模
の

変
動
が

与
え

る
影

響
は

軽
微

で
あ
る

と
言

え
る

。
 

超
過

死
亡

や
超

過
生

存
に

よ
る

人
口

変
動

は
、

経
済

・
財

政
へ

の
影

響
が

微
小

で
、

税
・

社
会

保
険

料
収

入
や

年
金
の

将
来

債
務

に
大

き
な

影
響

を
与

え
て

い
な

い
と

見
ら

れ
る

。
日

本
の

公
的

年
金

制
度

も
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
調

整
に

よ
り

平
均

余
命

の
伸

び
が

反
映

さ
れ

て
い

る
た

め
、

制
度

の
安

定
性

は
損

な
わ

れ
な

い
。

新
型

コ
ロ

ナ
に

よ
り

、
非

正
規

雇
用

や
ギ

グ
ワ

ー
カ

ー
と

い
っ

た
不

安
定

な
就

業
状

態
の

人
々

の
弱

さ
が

明
ら

か
に

な
っ

た
。

一
時

的
な

措
置

で
対

応
は

可
能

だ
っ

た
が

、
大

規
模

な
感

染
症

や
自

然
災

害
な

ど
へ

の
対

応
を

視
野

に
入

れ
、

社
会

保
障

の
あ

り
方

を
再

考
す

る
必

要
が

あ
る

と
言

え
る

。
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コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

超
過

死
亡

・
超

過
生

存
が

財
政

に
与
え
る
影
響
 

 

嘉
悦

大
学

経
営

経
済

学
部

教
授

  
和
泉

 徹
彦

 

 本
報

告
は

20
2
2（

令
和

4
）
年

6
月
時

点
の

知
見

に
基

づ
く

こ
と
を

予
め

お
伝

え
し

て
お

く
。
 

 

超
過

死
亡

と
超

過
生

存
 

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

人
口

変
動

に
見

ら
れ

る
「

超
過

死
亡

」
と

「
超

過
生

存
」

に
つ

い
て

、
そ

し
て

そ
れ

ら
が

経
済
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
議

論
す

る
。「

超
過
死

亡
」
と

は
、
通

常
予
想

さ
れ

る
死

亡
数

を
上

回
る
人

々
が

死
亡

し
た

現
象

を

指
す

。
一

方
、
「
超

過
生

存
」
と

は
そ
の

逆
で

、
予

想
さ

れ
る

死
亡
数

よ
り

も
少

な
い

人
々

が
死
亡

し
た

現
象

を
指

す
。

 

2
0
2
0
年

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
流

行
初

期
に

は
、
G7

の
各

国
で

超
過

死
亡

が
観

察
さ

れ
た
。

し
か

し
日

本
で

は
、

感
染

防
止

策
の

徹
底

に
よ

り
、

超
過

生
存

が
観

察
さ

れ
た

と
考

え
ら

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

、
マ

ス
ク

の
使

用
の

徹
底

、
飲

食
店

の
営

業
時

間
短

縮
、

学
校

の
臨
時

休
業

、
早

期
の

医
療

ア
ク
セ

ス
な

ど
に

よ
る

も
の

で
あ
る

。
 

ま
た

、「
超

過
死

亡
」
や
「

超
過

生
存
」
が
経

済
に

与
え

る
影

響
と
し

て
、
社
会

保
障

給
付

の
受
給

者
の

減
少

に
よ

る
将

来
的

な
債

務
の

減
少

と
、

消
費

支
出

の
減

少
、

労
働

供
給

の
減

少
、

税
収

の
減

少
に

よ
る

人
口

減
少

の
二

つ
の

側
面

を
指

摘
し

て
い

る
。
 

「
超

過
死

亡
」
の

定
義

と
し
て

は
、
W
HO

の
定

義
と
、
国
立
感

染
症
研

究
所

の
定

義
が

参
照

さ
れ
て

い
る
。
新
型

コ
ロ
ナ

に
よ

る
超

過
死

亡
と

は
、

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
関

連
の

死
亡

が
大

幅
に

減
少

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

そ
れ

を
上

回
る

死
亡

数
が

発
生

し
た

と
い

う
も

の
で

あ
る
。
 

新
し

い
生

活
様

式
や

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

労
災

事
故

の
減

少
、

自
殺

者
の

増
加

な
ど

も
考

慮
し

て
い

る
が

、
そ
れ

ら
の

全
体

の
超

過
死

亡
に

対
す

る
影
響

は
限

定
的

で
あ

る
と

結
論
づ

け
ら

れ
て

い
る

。
 

2
0
2
0
年

か
ら

2
0
21

年
ま

で
の

2
年
間

の
新

型
コ

ロ
ナ

の
感

染
拡
大

に
よ

る
超

過
死

亡
の

動
向
は

、
W
H
O
の

報
告

に
よ
り

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
。
2
02
0
年

初
頭

に
超

過
死

亡
が

発
生

し
、
各

国
の

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

や
入
国

規
制

に
よ
り

3
～
4
月

に

は
超

過
生

存
に

転
換

し
た

。
し

か
し
、

再
度

の
感

染
拡

大
に

よ
り

2
0
20

年
の

秋
冬

に
は

再
び
超

過
死

亡
が

観
察

さ
れ

た
。

2
0
2
1
年

夏
に

は
感

染
防

止
措
置

の
進
行

に
よ

り
再

び
超

過
生

存
の
状

態
と

な
っ

た
が

、
感

染
拡
大

が
進

行
し

超
過

死
亡

と

超
過

生
存
が

W
字
型

に
変

動
し

た
。
 

初
期

の
感

染
拡

大
防

止
の

成
功

後
、

一
部

の
国

で
は

緩
和

策
が

導
入

さ
れ

、
感

染
と

死
亡

者
数

が
増

加
し

た
。

特
に
、

開
放

的
な

政
策

を
採

用
し

た
国

で
は
こ

の
傾

向
が

顕
著

で
あ

っ
た
。

2
02
1
年

の
春

か
ら
夏

に
か
け

て
は

、
ワ

ク
チ

ン
接

種

の
進

行
に

よ
り

感
染

拡
大

防
止

効
果

と
重

症
化

防
止

効
果

が
現

れ
た

。
し

か
し

、
そ

の
後

の
対

策
緩

和
と

感
染

力
の

高
い

オ
ミ

ク
ロ

ン
株

の
流

行
に

よ
り

、
再
び

超
過

死
亡

が
増

加
し

た
。
 

 

日
本

の
人

口
動

態
 

人
口

動
態

統
計

年
報

の
確

定
数

で
見

て
い

く
と

、
元

々
日

本
は

少
子

高
齢

化
で

死
亡

数
は

増
え

て
い

く
し

出
生

数
は
減

っ
て

い
く

と
い

う
傾

向
が

あ
っ

た
。
出

生
数

か
ら

死
亡

数
を

引
い
た

数
＝

自
然

増
減

数
と

い
う
の

は
常

に
減

少
ト

レ
ン

ド
、

つ
ま

り
右

下
が

り
の

グ
ラ

フ
を

描
い
て

き
た

。
 

2
0
0
0
年

か
ら

2
0
21

年
に

か
け

て
の
死

亡
数

を
右

上
が

り
の

増
加
ト

レ
ン

ド
と

し
て

描
く

こ
と
が

で
き

る
。
ト
レ

ン
ド
か

ら
上

振
れ

し
て

死
亡

し
た

年
が

い
く
つ

か
あ

り
、
最
初
が

2
0
0
5
年

で
あ

る
。
正
確

に
は

2
0
0
4
-
20
0
5
年

シ
ー

ズ
ン

に
イ

ン

フ
ル

エ
ン

ザ
が

大
流

行
し

、
死

亡
数
が

上
振

れ
し

た
。

2
00
9
-
2
0
10

年
シ

ー
ズ

ン
に

は
、
2
0
0
9
年

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン
ザ

が
警

戒
さ

れ
た

が
、

そ
れ

ほ
ど

致
死
率

は
高

く
な

か
っ

た
。

そ
の
反

動
が

20
1
0
年

に
は
出

て
い
た

こ
と

が
わ

か
る

。
 

 
そ

し
て

20
1
1
年

に
は

、
東
日

本
大
震

災
が

起
き

て
、
死
亡

数
は
か

な
り

上
振

れ
し

た
状

態
で
数

年
続

い
た

と
い

う
こ

と

が
あ

る
。

そ
の

後
は

、
増

加
ト

レ
ン
ド

に
回

帰
し

て
い

た
。
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体
）

が
、

サ
ー

ビ
ス

供
給

者
と

交
渉

す
る

手
法

は
、

他
の

国
々

で
も

採
用

さ
れ

て
い

る
。

日
本

の
「

保
険

者
機

能
」

に
関

す
る

政
策

導
入

も
こ

の
流

れ
に

沿
っ
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

 Ⅲ
 

情
報

の
不

完
全

性
に

よ
る

患
者
の

医
療

サ
ー

ビ
ス
選
択

の
不
完

全
性

に
対

す
る

政
策
 

 
情

報
の

不
完

全
性

に
よ

る
、
患

者
の

医
療

サ
ー

ビ
ス

選
択

の
不
完

全
性

へ
の

対
応

に
つ

い
て
は

、
以

下
の

通
り

で
あ

る
。
 

 
第

一
に

、
全

て
の

国
が

、
GP

シ
ス
テ

ム
を

導
入
し
て

い
る

わ
け
で

は
な

い
が

、
対

象
国

の
全
て

が
、
GP

の
専

門
科
を

設

置
し

、
G
P
が

、
一

次
医

療
を
担

い
、
二

次
医

療
の

「
門

番
の

役
割
」

を
果

た
す

考
え

方
を

採
用
し

て
い

る
。
 

第
二

に
、

各
国

で
は

、
医
師
の

「
紹
介

状
」

を
介

し
て

、
病

院
サ
ー

ビ
ス

の
需

要
を

コ
ン

ト
ロ
ー

ル
し

て
い

る
。
 

第
三

に
、

GP
シ
ス

テ
ム

を
導
入

し
て
い

る
国

で
、

人
口

あ
た

り
病
院

数
、

一
般

病
院

数
、

病
院
病

床
数

を
抑

制
し

て
、

二
次

医
療

の
利

用
の

効
率

化
を

図
っ
て

い
る

が
、
そ
の

代
わ

り
に

G
P
シ

ス
テ

ム
を

導
入
し

て
い
る

国
の

中
で

オ
ー

ス
ト

ラ

リ
ア

、
カ

ナ
ダ

は
、
人

口
あ
た

り
GP

数
を

大
き

く
し

て
、
患

者
の
一

次
医

療
の

ア
ク

セ
ス

ビ
リ
テ

ィ
は

高
め

よ
う

と
し

て

い
る

。
 

第
四

に
、

GP
シ
ス

テ
ム

を
導
入

し
て
い

る
国

で
は

、
イ

タ
リ

ア
以
外

は
、

人
口

あ
た

り
専

門
医
数
を
少

な
く

し
て

、
二

次
医

療
の

利
用

の
効

率
性

を
高

め
よ

う
と

し
て

い
る

。
し

か
し

、
イ

タ
リ

ア
は

、
専

門
医

数
を

確
保

す
る

こ
と

で
、

病
院

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
二

次
医

療
の

ア
ク

セ
シ

ビ
リ

テ
ィ

を
確

保
し

、
費

用
の

か
か

る
病

院
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
効

率
的

利
用

を
目

指
し

て
い

る
と

み
る

こ
と
も

で
き

る
。
 

 

Ⅳ
 

サ
ー

ビ
ス

供
給

者
の

モ
ラ

ル
・
ハ

ザ
ー

ド
、

独
占

力
の

行
使
に

よ
る

非
効

率
性

の
対

策
と
し

て
の

数
量

規
制
 

 
サ

ー
ビ

ス
供

給
者

の
モ

ラ
ル

・
ハ

ザ
ー

ド
、

独
占

力
の

行
使

に
よ

る
非

効
率

性
の

対
策

と
し

て
の

数
量

規
制

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
通

り
で

あ
る

。
 

全
て

の
国

で
、
専

門
職

の
免
許

制
に
よ

る
数

量
規

制
に

加
え

て
、
病
院

予
算

制
度

、
医

療
計

画
に
よ

っ
て

行
っ

て
い

た
。

特
に

、
医

療
機

器
の

配
置

に
つ

い
て
は

、「
医
療

計
画

」
の
中

で
規
制

し
て

い
る

フ
ラ

ン
ス

、
ド
イ

ツ
、
イ
タ

リ
ア

は
OE
C
D

平
均

よ
り

も
低

い
。
 

 
公

的
医

療
制

度
を

社
会

保
険

方
式

、
税

方
式

い
ず

れ
で

行
う

場
合

も
、

財
政

運
営

の
効

率
性

の
観

点
等

か
ら

、
対

象
国

全
て

で
以

下
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い
る

。
 

対
象

国
に

お
い

て
は
、
保
険
の

単
位
（
保

険
者

）、
公
的
給
付

制
度
の

単
位

は
、
職

種
別
、
地
域
、
国
な

ど
大

き
な

単
位

で
構

成
さ

れ
て

い
る

。
 

 Ⅴ
 

公
平

性
 

公
平

性
の

観
点

か
ら

、
以

下
の

論
点
に

対
応

し
た

政
策

が
必

要
で
あ

る
。
 

第
一

に
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
ど

の
財
政

方
式

で
供

給
す

る
か

に
つ
い

て
で

あ
る

。
大

き
く

分
け
る
と

2
つ

の
財

政
方
式

を
対

象
国

は
採

用
し

て
い

る
。

遍
く

人
々

が
保

険
に

加
入

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

、
逆

選
択

の
回

避
の

観
点

か
ら

社
会

保
険

方
式

を
採

用
す

る
国

々
と

、
医

療
サ

ー
ビ

ス
を

国
民

の
権

利
と

し
て

、
公

共
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

供
給

す
る

税
方

式
を

採
用

す
る

国
々

が
あ

る
。

社
会

保
険

方
式

を
採

用
し

て
い

る
国

々
の

社
会

保
険

料
が

、
所

得
関

連
保

険
料

を
主

と
し

て
い

る
と

い
う

意
味

で
は

、
税

方
式

の
国

々
が

医
療

財
政

収
入

の
中

心
に

所
得

税
を

置
い

て
い

る
点

と
類

似
し

て
い

る
と

も
い

え
る

。
両

者
の

相
違

は
、

社
会

保
険

方
式

は
、

社
会

保
険

料
を

納
付

す
る

こ
と

の
対

価
と

し
て

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
受

給
す

る
と

い
う

権
利

関
係

が
あ

る
の

に
対

し
て

、
税

方
式

は
、

納
付

さ
れ

た
租

税
に

対
し

て
、

公
共

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
国

民
に

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
供

給
す

る
と

い
う

関
係

が
あ

る
と

こ
ろ

に
あ

る
と

見
る

こ
と

も
で

き
る

。
し

か
し

、
社

会
保

険
方

式
を

採
用

し
て

い
る

国
々

の
中

で
も

、
フ
ラ

ン
ス

の
よ

う
に

社
会

保
障
目

的
税

で
あ

る
一

般
社

会
拠
出

金
（

C
S
G
）
を

導
入
す

る

国
も

出
て

き
て

い
る

こ
と

、
全

て
の

国
々

で
租

税
財

源
か

ら
補

助
金

を
医

療
財

政
に

投
入

し
て

い
る

こ
と

に
注

意
が

必
要

で
あ

る
。

租
税

方
式

を
採

用
し

て
い

る
国

々
も

、
医

療
財

政
収

入
と

し
て

、
所

得
税

だ
け

で
な

く
、

付
加

価
値

税
を

含
め
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地
域

医
療

制
度

の
国

際
比

較
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
お

茶
の
水

女
子
大

学
基

幹
研

究
院

人
間

科
学
系

教
授

 
大
森
 
正
博

 

 Ⅰ
 

は
じ

め
に
 

 
高

齢
化

、
め

ざ
ま

し
い

医
療

技
術

の
進

歩
等

の
社

会
経

済
環

境
の

変
化

の
下

で
、

医
療

制
度

は
、

改
革

を
求

め
ら

れ
て

き
て

い
る

。
医

療
サ

ー
ビ

ス
は

、
そ

の
性

質
か

ら
、
「

市
場

の
失

敗
」

を
生

じ
さ

せ
､
「

効
率

性
」

を
毀

損
す

る
可

能
性

が

あ
る

こ
と

か
ら

、
規

制
、

政
策

を
必

要
と

す
る

。
ま

た
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

は
、

人
が

社
会

経
済

生
活

を
営

む
上

で
の

基
本

的
部

分
を

成
し

て
お

り
、

人
権

に
も

関
わ

る
こ

と
か

ら
「

公
平

性
」

に
対

す
る

配
慮

を
欠

か
す

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

よ
う

な
「

効
率

性
」
、
「

公
平

性
」

に
配

慮
し

た
規

制
、

政
策

が
、

医
療

・
介

護
制

度
を

形
成

す
る

。
日

本
を

含
め

、
各

国

が
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

市
場

の
「

効
率

性
」
、
「

公
平

性
」

に
関

わ
る

共
通

の
課

題
に

直
面

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、

各

国
の

状
況

に
よ

っ
て

、
規

制
、

政
策

、
対

応
の

仕
方

が
異

な
る

こ
と

が
、

各
国

の
医

療
制

度
の

個
性

、
差

異
を

生
み

出
し

て
い

る
。

そ
の

一
方

で
、

各
国

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
市

場
に

お
け

る
規

制
、

政
策

は
、

理
論

に
沿

っ
て

行
わ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

共
通

点
も

多
く

見
ら
れ

る
は

ず
で

あ
る

。
 

 
本

稿
で

は
、
医
療

サ
ー

ビ
ス

の
効
率

性
、
公
平

性
の

課
題

解
決
の

た
め

に
導

入
し

た
医

療
制
度

、
政

策
を

、
主

と
し

て
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

カ
ナ

ダ
、

フ
ラ

ン
ス

、
ド

イ
ツ

、
イ

タ
リ

ア
、

オ
ラ

ン
ダ

、
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
、

大
英

帝
国

、
我

が
国

に
つ

い
て

、
比

較
検

討
し

た
。

 

 Ⅱ
 

医
療

サ
ー

ビ
ス

の
情

報
の

非
対
称

性
に

発
す

る
モ

ラ
ル

・
ハ
ザ

ー
ド

、
独

占
力

に
対

す
る
政

策
 

 
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

情
報

の
非

対
称
性

に
発

す
る

モ
ラ

ル
・
ハ

ザ
ー
ド

、
独

占
力

に
対

す
る

対
応
と

し
て

は
、
価

格
規
制
、

一
部

負
担

、
費

用
償

還
方

法
、「

規
制
さ

れ
た

競
争

」
が

挙
げ

ら
れ
る

。
 

 
価

格
規

制
に

つ
い

て
は

、
以

下
の
通

り
で

あ
る

。
 

第
一

に
、

価
格

は
、

公
定

価
格

は
あ

っ
て

も
、

実
際

の
価

格
は

、
サ

ー
ビ

ス
供

給
者

と
購

入
者

（
保

険
者

、
国

、
地
方

公
共

団
体

）
と

の
交

渉
で

決
ま

る
場
合

が
多

い
。
 

第
二

に
、

病
院

予
算

制
度

を
導

入
し
て

い
る

国
が

多
い

。
今

回
の
対

象
国

全
て

が
導

入
し

て
い
た

。
 

第
三

に
、
D
R
G(
D
i
ag
n
o
si
s
-
re
l
a
t
e
d 
G
r
ou
p
 P
ri
c
e
)は

、
包

括
払
い

価
格

で
あ

る
が

、
病

院
サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

対
象

国
全

て
が

導
入

し
て

い
た
。
 

第
四

に
、

成
人

歯
科

、
入

院
外

の
処

方
薬

、
視

力
矯

正
な

ど
を

公
的

保
険

・
サ

ー
ビ

ス
の

対
象

外
に

す
る

か
、

給
付
を

抑
制

し
て

い
る

国
が

多
く

、
そ

れ
ら
の

国
々

は
、

私
的

保
険

で
補
完

し
て

い
た

。
 

次
に

、
一

部
負

担
の

導
入

に
つ

い
て
は

、
以

下
の

通
り

で
あ

る
。
 

多
く

の
国

々
が

一
部

負
担

を
導

入
し

て
い

る
が

、
一

次
医

療
に

つ
い

て
は

、
無

料
か

低
額

に
し

て
い

る
国

が
多

い
。
フ

ラ
ン

ス
の

よ
う

に
一

部
負

担
が

相
対

的
に

多
い

場
合

は
、

一
部

負
担

を
カ

バ
ー

す
る

私
的

保
険

を
準

備
し

て
い

る
。

オ
ラ

ン
ダ

は
、

強
制

控
除

、
任

意
控

除
を
導

入
す

る
試

み
を

続
け

て
い
る

。
 

次
に

、
費

用
償

還
方

法
に

つ
い

て
は
、

以
下

の
通

り
で

あ
る

。
 

第
一

に
、
支
払

方
式

に
つ

い
て

は
、
病

院
は

、
ほ

ぼ
全

て
の

国
々
が

、
D
R
G
支

払
方

式
の
形

で
、
包

括
払

い
方

式
を

導
入

し
て

お
り

、
一

次
医

療
の

GP
サ

ー
ビ
ス

に
つ

い
て

も
多

く
の

国
々
が
人
頭

払
い

方
式

を
は

じ
め
、
包
括

払
い

方
式

を
導

入

し
て

い
る

。
専

門
医

に
対

す
る

支
払

い
は

、
包

括
払

い
方

式
よ

り
も

出
来

高
払

い
方

を
採

用
し

て
い

る
国

の
方

が
多

か
っ

た
。
 

第
二

に
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

の
質

（
Q
ua
l
i
ty
 o
f 
C
a
re
）
の
向

上
の
観

点
か

ら
、

特
に

一
次

医
療
に

つ
い
て

P
4
P
を

導
入

す
る

国
が

出
て

き
て

い
る

。
 

次
に

、「
規
制

さ
れ

た
競

争
」
に

つ
い
て

は
、

以
下

の
通

り
で

あ
る
。
 

「
規

制
さ

れ
た

競
争

」
を

導
入

す
る

国
は

希
少

で
あ

る
が

、
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

買
い

手
（

保
険

者
、

国
・

地
方

公
共
団

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   8623304944-1第75回租税研究大会記録.indb   86 2023/12/15   14:20:032023/12/15   14:20:03
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新
人
口
推
計
か
ら
考
え
る
社
会
政
策
の
諸
課
題
―
年
金
及
び
認
知
機
能
低
下
の
問
題
を
中
心
に
―

 
 

慶
應

義
塾

大
学

経
済

学
部

教
授

 
駒
村

 
康
平

 
 1．

人
口
推

計
の

明
ら

か
に

し
た

課
題

 

（
1）

新
人

口
推

計
の

概
要

 

20
23

年
4
月

に
国

立
社

会
保
障

・
人
口

問
題

研
究

所
か

ら
「

日
本
の

将
来

推
計

人
口

（
令

和
５
年

推
計

）
」（

以
下

、
新

人
口

推
計
）
が
公

表
さ

れ
た
。

20
17

年
推

計
後

に
発

生
し
た

新
型
コ

ロ
ナ

に
よ

り
、

20
22

年
の
出

生
児

数
は

80
万
人
を

下

回
る

一
方

で
、

寿
命

の
伸

長
は

続
い

て
い

る
た

め
、

高
齢

化
率

、
人

口
減

少
は

さ
ら

に
加

速
す

る
の

で
は

な
い

か
と

考
え

ら
れ

た
。

実
際

に
公

表
さ

れ
た

新
人

口
推

計
で

は
、

合
計

特
殊

出
生

率
は

前
回

の
推

計
よ

り
も

下
方

に
修

正
さ

れ
た

た
。

全
回

と
新

人
口

推
計

を
比

較
し

た
、
総

人
口

の
推

移
（

図
1
参

照
）
や

高
齢

化
率

の
推
移

（
図

2
参

照
）

の
数

値
は
、

や

や
緩

や
か

な
変

化
に
な

る
よ
う

に
み
え

る
。

こ
れ
は

外
国
人

の
流
入

数
の

増
加
を

見
通
し

た
影
響

で
あ

り
、

20
17

年
推

計

に
お

け
る

毎
年

の
外

国
人

純
流

入
数
が

9
万
人

で
あ
っ

た
の

に
対
し

、
20

23
年

に
は

16
.4
万

人
と
想

定
し

た
こ

と
の
結

果

で
あ

る
。

 
 図

1 
新

人
口

推
計

と
20

17
年

推
計
の

総
人

口
の

推
移

 

 
出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
令
和

5
年
推
計
）
」

 
 

図
2 

新
人
口

推
計

と
20

17
年

推
計
の

高
齢

率
の

推
移

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
令
和

5
年
推
計
）
」
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た
消

費
関

連
税

、
資

産
税

な
ど

幅
広
く

財
源

を
拡

大
し

て
い

る
こ
と

が
見

て
取

れ
る

。
 

第
二

に
、

患
者

の
「

私
的

負
担

」
に

つ
い

て
で

あ
る

。
対

象
国

で
は

、
フ

ラ
ン

ス
、

ド
イ

ツ
、

カ
ナ

ダ
を

中
心

に
私
的

医
療

保
険

が
大

き
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

入
院

外
処

方
薬

、
大

人
の

歯
科

医
療

、
ア

イ
ケ

ア
等

、
公

的
医

療
保

険
の

対
象

か
ら

外
す

サ
ー

ビ
ス

を
設

定
し

、
私

的
医

療
保

険
を

積
極

的
に

活
用

す
る

国
々

が
あ

る
こ

と
が

注
目

さ
れ

る
。

し
か

し
、

私
的

医
療

保
険

の
活

用
に

あ
た

っ
て

は
、

そ
の

加
入

が
任

意
で

あ
る

こ
と

か
ら

考
え

て
、

公
平

性
の

観
点

か
ら

は
、

公
的

医
療

保
険

の
対

象
か

ら
外

す
サ

ー
ビ

ス
の

吟
味

と
私

的
医

療
保

険
の

加
入

を
補

助
す

る
仕

組
み

の
検

討
が

不
可

欠
で

あ
る

。
 

  参
考

文
献

 

泉
 
眞

樹
子

 
「
医
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費

に
お

け
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自
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V
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p
p
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―
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郎
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（
3）

異
次

元
の

少
子

化
対

策
 

 
新

型
コ

ロ
ナ

の
影

響
に

よ
る

婚
姻

数
の

減
少

は
、

出
生

数
の

減
少

を
も

た
ら

し
た

。
政

府
は

、
異

次
元

の
少

子
化

対
策

を
掲

げ
て

、
包

括
的

な
少

子
化

対
策

に
着

手
し

よ
う

と
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

ら
の

財
源

の
不

透
明

で
あ

る
こ

と
や

そ
も

そ
も

こ
れ

ら
の

政
策

の
有

効
性
に

は
疑

問
が

あ
る

。
 

婚
外

子
が

増
加

し
て

い
る

他
の

先
進

国
と

異
な

り
、

日
本

の
子

ど
も

た
ち

は
、

結
婚

し
た

夫
婦

か
ら

生
ま

れ
て

い
る
。

出
生

数
の

低
下

の
背

景
に

は
、

ま
ず

「
未

婚
・

晩
婚

」
が

あ
り

、
そ

し
て

「
少

産
、

晩
産

」
が

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
未

婚
・

晩
婚

の
傾

向
を

食
い

止
め

な
け
れ

ば
有

効
な

少
子

化
対

策
に
は

繋
が

ら
な

い
。

 

で
は

、
未

婚
化

・
晩

婚
化

が
進

む
背
景

に
は

、
若

年
世

代
の

所
得
の

低
下

が
あ

る
。

例
え

ば
、

30
代

前
半

の
男

性
の
婚

姻
状

況
を

見
る

と
、
年
収

25
0－

30
0
万
円

を
境

に
婚

姻
率

が
大

き
く
低

下
し

て
い

る
。
過
去

30
年
間

に
わ

た
り

賃
金

上
昇

率
が

鈍
化

し
、

非
正

規
労

働
者

が
増

え
た

こ
と

で
、

こ
の

所
得

層
の

割
合

も
上

昇
し

て
い

る
。

若
年

者
の

所
得

の
底

上
げ

を
し

な
い

限
り

、
出

生
率

の
回

復
は
期

待
で

き
な

い
で

あ
ろ

う
。
さ

ら
に

問
題

は
深

刻
に

な
っ
て

い
る

。
国

立
社

会
保

障
・

人
口

問
題

研
究

所
の
「

出
生
動

向
基
本

調
査
（

20
22
）
」
に
よ

る
と
、
若

い
世

代
の

結
婚
意

欲
そ
の

も
の

が
低

下
し

て
い

る
。

「
結

婚
で

き
な

い
」

か
ら

「
結

婚
し

た
く

な
い

」
つ

ま
り

非
婚

が
増

え
て

い
る

。
こ

れ
に

加
え

て
、

女
性

の
若

い
世

代
の

な
か

に
は

、
結

婚
し

て
も

子
ど

も
を

持
た

な
い

と
い

う
「

非
産

」
も

増
え

て
い

る
。

な
ぜ

非
婚

・
非

産
が

増
え

て
い

る
の

か
、

と
い

う
点

は
ま

だ
十

分
解

明
さ

れ
て

い
な

い
が

、
日

本
社

会
全

体
の

病
理

が
存

在
す

る
可

能
性

も
あ

り
、

少
子

化
対

策
を

超
え

た
根

本
的

な
政

策
対

応
が
必

要
に

な
る

可
能

性
が

高
い
。

 
 2．

20
40

年
の

社
会
保

障
制

度
 

（
1）

団
塊

世
代

と
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世
代

 

 
日

本
の

人
口

構
造

に
は

、
団

塊
世
代

と
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
に
よ

っ
て

構
成

さ
れ

る
2
つ

の
山
が

存
在

す
る

。
そ
の

た

め
、

団
塊

世
代

が
75

歳
に
到
達

す
る

20
25

年
問
題

と
団

塊
ジ

ュ
ニ
ア

世
代

が
退

職
す

る
20

40
年

問
題
が

予
測

さ
れ

て
い

る
。

 

新
人

口
推

計
で

も
、

20
40

年
に

は
団
塊

ジ
ュ

ニ
ア
が

65
歳
を

迎
え
、
退

職
す

る
こ

と
か
ら

高
齢
化

率
、
は

急
速

に
上
昇

す
る

。
ま

た
長

寿
の

進
展

で
、
団

塊
ジ
ュ

ニ
ア

の
親

世
代

で
あ

る
団
塊

世
代
は

90
歳
代

に
達

す
る
こ

と
か
ら

20
40

年
は
高

齢
化

が
最

も
厳

し
い

時
期

と
な

る
こ
と

に
は

変
わ

り
が

な
い

。
 

団
塊

ジ
ュ

ニ
ア

世
代

と
は

、
19

47
年

か
ら

19
50

年
の

団
塊
世

代
の
子

ど
も

世
代

で
あ

り
、
一

般
的

に
は

19
71
－

75
年
生

ま
れ

の
世

代
、

20
23

年
時
点
で

48
歳
か

ら
52

歳
、
そ
し
て

20
40

年
に

は
65
－

69
歳
に

な
る
。
こ

の
世

代
は

１
）
団

塊
世

代
に

並
ん

で
人

数
が

多
い

こ
と

（
ボ

リ
ュ

ー
ム

効
果

）
と

、
２

）
親

世
代

と
反

対
に

現
役

期
間

の
経

済
成

長
が

低
か

っ
た

こ
と

（
世

代
効

果
）

と
い

う
特

徴
が
あ

る
。

 
 （

2）
団
塊

ジ
ュ

ニ
ア

世
代

の
も

た
ら
す

問
題

 

19
93

年
か
ら

20
05

年
に

か
け
て

就
職
、
就
職

活
動

し
た

世
代

は
氷
河

期
世

代
と

呼
ば

れ
、

19
70
－

19
87

年
生

ま
れ

世
代

が
該

当
し

、
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
は

、
丸

ご
と

氷
河

期
世

代
に

含
ま

れ
る

。
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
は

、
学

校
卒

業
時

か
ら

30
代

前
半

と
い

う
就

職
、
家
族

形
成
期

と
い

う
重

要
な

時
期

に
、
深
刻

な
不

況
と

日
本
経

済
構
造

転
換

を
経

験
し
、

1）
非

正
規

労
働

者
率

が
高

い
、

2）
未

婚
率

が
高

く
、

出
生

率
が

低
い

、
3）

年
金

の
加

入
実

績
も

不
十

分
、

と
見

込
ま

れ
る

。
 

 
 

こ
の

た
め

団
塊

ジ
ュ

ニ
ア

世
代

の
老
後

貧
困

リ
ス

ク
は

他
の

世
代
よ

り
も

か
な

り
高

い
と

見
込
ま

れ
る

。
 

 
（

3）
陳
腐

化
し

た
社

会
保

障
制

度
・
税

制
 

 
他

方
で

、
日

本
社

会
の

構
造

変
化

は
急

激
に

進
ん

で
い

る
。

特
に

女
性

の
社

会
進

出
は

顕
著

で
あ

り
、

女
性

の
就

業
率

は
先

進
国

で
も

ト
ッ

プ
ク

ラ
ス

に
な

っ
て

き
て

い
る

。
し

か
し

、
他

方
で

社
会

保
障

・
税

制
は

性
別

役
割

分
業

を
前

提
に

し
た

昭
和

ス
タ

イ
ル

の
ま

ま
で

あ
る

。
女

性
が

結
婚

・
出

産
後

に
、

正
社

員
と

し
て

働
く

続
け

る
た

め
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ
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ま
た

、
図

３
に

示
す

よ
う

に
、
外

国
人
の

流
入

数
の

増
加

に
よ

り
65

歳
以
上

の
人

口
に

対
す

る
15
～

64
歳
ま

で
の

現
役

世
代

の
人

口
の

比
率

を
示

す
扶

養
率
は

、
20

17
年
推

計
よ
り

も
若
干

改
善

傾
向

に
な

っ
て

い
る
。

 
 

図
3 

新
人
口

推
計

と
20

17
年

推
計
（

高
位

、
中

位
、

低
位

）
の
扶

養
率

の
比

較
 

 
出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
令
和

5
年
推
計
）
」
よ
り
著
者
作
成
。

 
 （

2）
外
国

人
の

イ
ン

パ
ク

ト
の

増
大

 

 
人

口
推

計
は

、
あ

く
ま

で
も

の
過

去
の

ト
レ

ン
ド

か
ら

将
来

を
予

測
し

た
も

の
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
外

国
人

の
流

入
増

と
い

う
推

計
結

果
を

も
っ

て
、
日

本
の

移
民

政
策

の
大

き
な
変

更
や

16
.4

万
人
の
流

入
を
目

標
に

し
た

政
策

を
明

確

に
し

た
わ

け
で

は
な

い
。
新
人

口
推
計

で
は

、
興

味
深

い
見

通
し
と

し
て

、
16

.4
万
人
以

外
の
人

数
で

も
外

国
人

の
流

入
の

イ
ン

パ
ク

ト
を

推
計

し
て

い
る

（
図

4
参
照

）
。

 

現
在

の
出

生
率

の
ま

ま
の

場
合

、
総

人
口

を
維

持
す

る
た
め

に
毎
年

75
万

人
の

外
国

人
の

入
国
が

必
要

に
な

る
。
こ
の

場
合

、
20

90
年

頃
に

は
、
日
本
は

大
半
の

住
民

が
外

国
人

に
よ

っ
て
占

め
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。
こ

の
よ

う
な

見
通

し
は

、

非
現

実
的

で
あ

る
が

、
毎

年
の
出

生
数
が

80
万

人
を

下
回

る
状

態
に
お

け
る

16
万

人
の

外
国

人
の
流

入
の

影
響

は
非

常
に

大
き

く
、

20
60

年
代

に
は

日
本

の
総
人

口
の

10
％
が

外
国
人

に
よ
っ

て
占

め
ら

れ
る

こ
と

に
な
り

、
こ

の
外

国
人

像
を

ど

の
よ

う
に

想
定

す
る

か
が

重
要

で
、

一
時

的
な

労
働

者
と

考
え

る
場

合
と

、
生

活
者

、
市

民
と

し
て

考
え

る
場

合
に

よ
っ

て
対

応
が

異
な

る
。

一
般

的
な

労
働

者
と

し
て

考
え

る
場

合
は

、
労

働
政

策
上

の
対

応
で

と
ど

ま
る

が
、

市
民

と
し

て
想

定
す

る
際

に
は

社
会

保
障

、
教

育
（
日

本
語

教
育

）、
参
政
権

な
ど
幅

広
い

対
応

が
必

要
で

あ
り
、
そ
れ

に
伴

う
コ

ス
ト

も

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 

図
4 

外
国
人

の
イ

ン
パ

ク
ト

－
外
国

人
入

国
者

数
と

総
人

口
 

 

出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
令
和

5
年
推
計
）
」
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題
に

対
応

す
る

た
め

に
は

、
現

在
進

め
ら

れ
て

い
る

孤
独

・
孤

立
対

策
や

生
活

困
窮

者
自

立
支

援
制

度
、

住
宅

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

等
の

政
策

が
急

務
に

な
る
。
 

こ
の

よ
う

に
認

知
機

能
の

低
下

を
経

験
す

る
社

会
に

お
い

て
は

、
1
）

意
思

決
定

の
低

下
が

経
済

活
動

に
与

え
る

影
響

、

さ
ら

に
認

知
機

能
の

低
下

が
市

場
機
能

の
阻

害
す

る
問
題

5 を
解

消
す

る
た

め
に

、
認

知
機

能
の
低

下
を

補
う

仕
組

み
や

代

理
人

の
役
割

6 が
重
要

に
な

る
一

方
で
、

2）
認
知

症
患

者
へ
の

生
活
支

援
が

よ
り

重
要

に
な

り
7 、

そ
の

役
割

を
誰

が
担
う

の
か

と
い

う
問

題
に

対
応

す
る

必
要
が

あ
る

。
 

 4．
全

生
涯

を
視

野
に

入
れ

た
社

会
保
障

 

（
1）

認
知

症
リ

ス
ク

の
低

下
 

 
認

知
症

の
罹

患
率

は
年

齢
と

と
も

に
上

昇
す

る
。

今
後

の
認

知
症

患
者

数
の

推
計

は
、

リ
ス

ク
フ

ァ
ク

タ
ー

で
あ

る
糖

尿
病

の
罹

患
率

次
第

と
い

う
こ

と
も
あ

り
、

20
60

年
で

は
、

80
0
万

人
か

ら
糖

尿
病

の
罹
患

率
が
上

昇
す

る
場

合
は

、
最

大

12
00

万
人
近

く
ま

で
増

加
す
る

と
い
う

推
計

も
あ
る

8 。
 

た
だ

し
教

育
水

準
の

高
い

人
ほ

ど
認

知
症

の
罹

患
率

が
低

い
と

い
う

研
究

も
あ

る
。

若
い

世
代

ほ
ど

教
育

水
準

が
高

い
た

め
、

こ
の

世
代

が
高

齢
期

に
差

し
掛

か
る

と
現

在
よ

り
も

認
知

症
の

罹
患

率
が

低
下

す
る

と
い

う
予

測
も

あ
る

。
い

く
つ

か
の

先
進

国
で

も
、

今
後

認
知

症
の

罹
患

率
は

低
下

傾
向

に
な

り
、

日
本

で
も

同
様

な
こ

と
が

起
こ

る
の

で
は

な
い

か
と

い
う

議
論

も
あ

る
。

 
 （

2）
全
生

涯
型

社
会

保
障

制
度

 

 
現

在
、

政
府

は
全

世
代

型
社

会
保

障
改

革
を

進
め

て
い

る
。

そ
こ

で
は

世
代

毎
の

議
論

を
し

て
い

る
が

、
別

の
視

点
も

重
要

で
あ

る
。

現
在

20
代

の
若

者
も
、

50
年
後

に
は

70
歳

に
な
る

。
人

生
全

体
を

見
通

し
た
社

会
保

障
制

度
の

改
革

が

必
要

で
あ

る
。

 

す
で

に
子

ど
も

の
貧

困
・

格
差

は
、

老
後

の
認

知
症

の
罹

患
率

を
高

め
る

と
い

う
分

析
が

あ
る

。
子

ど
も

期
の

貧
困
・

格
差

の
縮

小
は

、
70

年
後
の
医

療
費
・

介
護
費
を

引
き
下
げ

る
こ
と

に
な

る
。

他
に

も
子

ど
も
期

・
青

年
期

の
社

会
保

障

制
度

の
充

実
が

、
人

生
の

社
会

保
障

給
付

費
を

抑
制

す
る

効
果

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。
社

会
保

障
制

度
改

革
で

は
、

世
代

を
分

離
し

た
社

会
保

障
改

革
で

は
な
く

、
人

生
全

体
を

視
野

に
入
れ

た
長

期
の

視
点

を
持

つ
必
要

が
あ

る
。

 
 （

3）
20

40
年

の
社
会

保
障

制
度

改
革
の

準
備

 

 
す

で
に

述
べ

た
よ

う
に

社
会

保
障
制

度
は

、
当

面
の

20
25

年
問

題
を

乗
り

越
え

る
た
め

に
改
革

が
進

め
ら

れ
て

き
た

。

し
か

し
、

20
40

年
問

題
へ

の
準

備
は
不

十
分

で
あ

る
。
特
に

20
40

年
に

高
齢

者
に

な
る
団

塊
の
世

代
は

、
貧

困
率

が
上

昇

す
る

か
も

し
れ

な
い

。
メ

リ
ハ

リ
の

な
い

社
会

保
障

給
付

の
カ

ッ
ト

は
、

貧
困

率
の

上
昇

と
そ

の
救

済
の

た
め

の
公

費
を

膨
張

さ
せ

る
可

能
性

が
あ

る
。

現
在

進
め

ら
れ

て
い

る
社

会
保

障
制

度
は

そ
の

視
点

に
欠

け
て

い
る

。
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
退

職
ま

で
に

は
、

ま
だ

17
年

程
度
時

間
が

あ
り

、
ま

だ
準

備
を
す

る
時

間
が

あ
る

。
必

要
な
改

革
は

、
1）

65
歳
以

降

も
働

き
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

社
会
の

確
立

、
2）

女
性

を
非

正
規
労

働
に

誘
導

す
る

よ
う

な
社
会

保
障
・
税

制
の

見
直
し

、

3）
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
へ

の
私

的
年
金

加
入

の
促

進
、

4）
セ

ー
フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

の
充

実
で

あ
る
。

 

 参
考
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金
融
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融
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融
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さ
れ
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、
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定
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損
な
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6  成

年
後
見
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任
意
後
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、
信
託
制
度
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。

 
7  成

年
後
見
の
な
か
で
も
、

1）
の
財
産
管
理
と
と
も
に

2）
身
上
監
護
の
役
割
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が
、

1）
を
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に
す
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法
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関
係
者
は
、

2）
の
対

応
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あ
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、
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の
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携
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よ
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。
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ブ
を

下
げ

る
陳

腐
化

し
た

時
代

遅
れ
の

社
会

保
障

制
度
・
税

制
が
温

存
さ

れ
、
既
得

権
化

し
て
い

る
。「

年
収
の

壁
」
に

代

表
さ

れ
る

よ
う

に
、

女
性

就
労

者
の
過

半
が

非
正

規
労

働
者

に
と
ど

ま
っ

て
い

る
。

 

ま
た

寿
命

の
伸

長
が

続
い

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

れ
に

対
応

し
た

年
金

改
革

が
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
支

給
開
始

年
齢
は

65
歳
の

ま
ま

で
、

65
歳

以
上
の

就
労

を
選

択
し

た
場

合
の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

に
な

る
在

職
老
齢

年
金

制
度

や
繰

り
下

げ

受
給

の
障

害
に

な
る

加
給

年
金

の
仕
組

み
も

温
存

さ
れ

て
い

る
。

 
 3．

認
知
機

能
の

低
下

の
影

響
 

 
寿

命
の

伸
長
は
、

高
齢

者
の

健
康
状

態
と

も
連

動
し

、
過

去
20

年
間
で

高
齢

者
の

身
体

機
能
は

5
歳

ほ
ど

若
返

っ
て

い

る
。

し
か

し
そ

れ
で

も
加

齢
に

よ
り

体
力

は
徐

々
に

低
下

す
る

。
加

え
て

加
齢

に
よ

り
認

知
機

能
も

低
下

す
る

こ
と

は
避

け
が

た
い

。
 

 （
1）

認
知

機
能

の
低

下
と

資
産

管
理

 

認
知

機
能

の
低

下
は

、
グ

ラ
デ

ー
シ

ョ
ン

状
に

進
む

。
そ

の
過

程
に

お
い

て
、

認
知

機
能

は
低

下
す

る
に

も
か

か
わ
ら

ず
、

主
観

的
な

認
知

機
能

へ
の

評
価

や
自

分
の

認
知

機
能

の
自

己
評

価
は

「
改

善
」

し
て

い
く

と
い

う
複

雑
な

問
題

が
発

生
す

る
。

つ
ま

り
、

人
は

自
分

の
認

知
機

能
の

低
下

に
と

も
な

い
、

そ
の

状
況

を
把

握
、

理
解

で
き

な
く

な
り

、
周

囲
に

支
援

を
求

め
な

く
な

っ
て

い
く

と
い
う

深
刻
な
現

象
が

発
生

す
る
の

で
あ
る

2
。
 

加
え
て

7
5
歳

以
上

に
な

る
と
認

知
症

の
罹

患
リ

ス
ク

は
上

昇
す
る

。
多

く
の
人
が

、
人

生
最
後
の

1
0
年

程
度

は
、
認

知
機

能
の

低
下

や
認

知
症

を
経

験
す
る

こ
と

に
な
る

3
。
認
知

症
の
方

の
介

護
は

、
家

族
、
す

な
わ

ち
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代

の
大

き
な

負
担

に
な

る
。

さ
ら

に
認

知
機

能
の

低
下

問
題

は
、

認
知

症
の

介
護

だ
け

で
は

な
い

。
資

産
管

理
、

相
続

に
お

い
て

も
問

題
が

発
生

す
る

。
す

で
に
金

融
庁
は

2
0
19

年
の
金

融
審
議

会
市

場
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル
ー

プ
の

報
告

で
、
認
知

機

能
が

維
持

で
き

て
い

る
う

ち
に
家

族
内

で
の

資
産

状
況
の
共

有
が
必

要
だ

と
述

べ
て

い
る

が
、
実

際
に

は
、

50
代
の
子

ど

も
世

代
が

親
の

資
産

状
況

を
把

握
し

て
い

る
割

合
は

低
い

。
こ

の
状

況
下

で
、

親
が

認
知

症
に

な
る

と
、

子
ど

も
世

代
は

金
融

資
産

の
場

所
も

わ
か

ら
な

く
な

る
上

に
、

認
知

症
が

理
由

で
銀

行
口

座
が

凍
結

さ
れ

、
親

の
金

融
資

産
を

親
の

介
護

の
た

め
に

使
う

こ
と

が
難

し
く

な
る
。

さ
ら

に
相

続
に

お
い

て
も
非

常
に

手
の

か
か

る
問

題
が
発

生
す

る
。
 

 （
2
）
ひ

き
こ

も
り

、
80
5
0
問

題
そ
し
て

9
0
60

問
題

へ
 

団
塊

ジ
ュ

ニ
ア
世
代

が
経

験
し

た
問
題

に
、

ひ
き

こ
も

り
問

題
が
あ

る
。

そ
し

て
、
就
職

氷
河
期
に
直

面
し

、
1
0
代
、

2
0
代
で

の
引

き
こ

も
り

、
ニ
ー

ト
と
な

っ
た
団
塊

ジ
ュ

ニ
ア
世

代
も

、
4
0
代

後
半

か
ら

5
0
代

に
入

っ
て

き
て

い
る

。
長

期
間

の
引

き
こ

も
り

を
経

験
す

る
と

自
立

は
か

な
り

難
し

い
。

実
際

に
、

中
高

年
の

引
き

こ
も

り
が

増
加

し
て

お
り

、
内

閣
府

の
「

令
和

元
年

版
 
子
供

・
若
者

白
書

」
に

よ
る

と
、
全

国
の
満

40
歳
～

満
6
4
歳

ま
で
の

人
口
の

1
.4
5
％
に
当

た

る
6
1
.3

万
人

が
ひ

き
こ

も
り
状

態
に
あ

る
と
推
計

さ
れ

て
い

る
。
そ

の
後

、
新
型

コ
ロ
ナ
を

経
て

、
そ

の
数

は
14
6
万

人

ま
で

増
え

て
い

る
と
推
計

さ
れ

て
い
る

4 。
現

在
、

5
0
代

の
中

年
の
長

期
ひ

き
こ

も
り
者
の

生
活
を

80
代
の

同
居

の
親
世

代
が

支
え

て
き

て
い

る
状

況
は

「
8
05
0
問

題
」

と
さ

れ
る
。
そ

し
て

、
今

後
は

、
そ

の
中

心
が
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
と

団

塊
世

代
に

な
り

つ
つ

あ
る

。
そ

し
て
、
2
04
0
年

に
な
る

と
団

塊
ジ
ュ

ニ
ア
世
代
は

6
0
歳
代

に
さ
し

か
か

り
、
親
で

あ
る

団

塊
世

代
は

90
歳
代

に
な

る
こ
と

か
ら
「
9
06
0
問

題
」
に

繋
が

る
危
険

も
あ

る
。
こ
こ

に
団

塊
世
代

の
認

知
機

能
の

低
下

の

問
題

が
加

わ
る

と
問

題
は

よ
り

深
刻
に

な
る

。
親
が

8
0
代

あ
る
い
は

9
0
代

に
さ

し
か

か
る
と
認
知

機
能
の
低

下
に

よ
り

自
ら

の
財

産
の

管
理

が
困

難
に

な
る
。
そ
う

な
る

と
5
0
代
、
6
0
代

の
子

ど
も

が
親
の

財
産

管
理
の

主
導

権
を

握
り

、
な

か

に
は

経
済

的
虐

待
が

発
生
す
る

ケ
ー
ス

も
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
増
加

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

8
0
50

あ
る

い
は

9
06
0
問

 
2  こ

の
現
象
お
よ
び
地
域
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
駒
村
編
著
（

20
23
）
の

1
章
を
参
照
せ
よ
。

 
3  国

立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

20
23

年
の
将
来
推
計
人
口
の
前
提
で
は
、

20
40

年
の
死
亡
最
頻
年
齢
は
男
性

90
歳
、
女
性

93
歳
で
あ
り
、
ま
さ
に

団
塊
世
代
に
相
当
す
る
。

 
4  内

閣
府
は

20
22

年
度
「
こ
ど
も
・
若
者
の
意
識
と
生
活
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
引
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
人
は
、

15
～

39
歳
で

2.
05
％
、

40
～

64
歳
で

2.
02
％

お
り
、
約

14
6
万
人
推
計
し
て
い
る
。
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討論会 2 � 9 月20日㈬・午前

国際課税を巡る現状と課題

吉村�氏（司会）

西方�氏 青山�氏

一高�氏 鈴木�氏

●参加者

	 財務省主税局参事官	 西方　建一
	 千葉商科大学大学院客員教授	 青山　慶二
	 関西学院大学法学部教授	 一高　龍司
	㈱ブリヂストングローバル財務戦略部門グローバル税務ヘッド	 鈴木　一路

	 司会　一橋大学大学院法学研究科教授	 吉村　政穂

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編 1頁～22頁」に掲載されています。
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はじめに

（吉村）　それでは、パネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」のWebinarを始
めさせていただきます。本日司会を務めます吉
村でございます。よろしくお願いいたします。
パネリストは、ただ今ご紹介いただきました
4人の方々でございます。この 4人の方々はそ
れぞれ組織に属していらっしゃいますけれども、
本日はその組織のメンバーとしての資格よりは、
パネリスト個人としてご参加いただいておりま
す。また、意見も個人としてのものを言ってい
ただくようお願いしております。従って、ご発
言は個人のものとして皆さまも受け止めていた
だければと存じます。従いまして、ここでは、
パネリストの方々のお名前を、肩書なしで「○
○さん」というふうに呼ばせていただきたいと
思います。その点もご了解いただきたいと思い
ます。
本日のパネルディスカッションの副題は、こ
こ何年か共通しておりますが、「経済のデジタ
ル化に伴う課税上の課題への対応」についてで
す。そして、国際課税ルール見直しの 2つの柱
にそれぞれ関連する項目を取り上げまして、第
1部、第 2部と分けて議論してまいりたいと存
じます。
第 1 部は、いわゆる第 1 の柱、Pillar� 1 と呼
ばれているものについて取り上げます。その 1
つ目が、市場国に対して適切に課税所得を配分
するための利益Aの議論です。2021年合意以降、
作業が進められてきましたが、2023年 7 月には
成果声明が公表されております。当初のスケジ
ュールよりも議論に時間を要したものの、2023
年後半には条約が署名開放され、2025年には発
効するというスケジュールが掲げられておりま
す。ただし、米国の国内情勢もまだまだ不透明
でありますし、DST凍結に関する延長措置と
併せ、まだ不確実性が潜んでいる状況かと思い
ます。

2つ目が、移転価格ルールの適用に関する簡
素化を目的とした利益Bの議論になります。
第 2 部は、いわゆる第 2 の柱、Pillar� 2 と呼

ばれているルールについて取り上げます。グロ
ーバルに適用される最低税率に合意し、各国が
GloBEルールの導入に向けて動き出しておりま
す。わが国でも、令和 5年度税制改正により、
所得合算ルールが法制化されております。その
上で、OECDではまだ議論が続けられ、執行ガ
イダンスが公表されているところです。第 2の
柱につきましても、税制優遇が海外に侵食され
てしまうことに対して米国内で根強い警戒論が
あります。これについてもさまざまな取り組み
がされていることかと思いますけれども、そう
いった点も議論していければと思っております。
進め方としましては、第 1部、第 2部それぞ

れにつきまして、最初に西方さんからご説明い
ただきます。その後、青山さん、鈴木さん、一
高さんの順番でご意見ご質問を頂戴し、さらに
西方さんからお三方のご意見ご質問に対してお
答えいただくということにしたいと思います。
それでは早速ですが、第 1部の第 1の柱に入

らせていただきます。最初に西方さん、説明を
よろしくお願いいたします。

Ⅰ．第 1の柱

（西方）　ただ今ご紹介にあずかりました財務
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省の主税局参事官の西方です。今日は、まず租
研の皆さま、ご招待いただきましてありがとう
ございます。
私、昨年の 7月に主税局参事官に着任し、今
年の夏留任しましたので、昨年に続く登壇です。
去年もたくさんPillar� 1 、Pillar� 2 についてご
説明させていただきましたので、時間の関係も
ありますので、去年ご説明した点とかぶらない
点、特に新しい点に集中してお話しします。
10年前に、私が主税局参事官室で働いたとき
と比べてみても、今の国際課税を巡る状況とい
うのは非常に変化のスピードが速く、目を見張
るものがあります。周りで働いている長年参事
官室で勤務している同僚に聞いてみても、特に
この 1年間というのは過去最も忙しい 1年と言
ってもいいのではないかというくらい課題がた
くさんあり、仕事もたくさんあった 1年でした。
これから、現在進行形で進んでおります 2つ
の柱アプローチに基づく国際課税の見直しの動
きについて、概観するお話をしたいと思います。
特に、この 7月にこれまでの数年間の交渉の結
果、成果をまとめたものとして、G20/OECD�
Inclusive�Frameworkが138�jurisdictionsの合意
⽂書として公表された⽂書アウトカム・ステー
トメントが出ましたので、これについてもご説
明したいと思います。
それから何と言っても大きなアイテムとして、
第 1 の柱のアマウントA（利益A）に関する多
数国間条約（以下マルチ条約というふうに呼び

ます）これについても大きな進展が見られまし
た。この今日のプレゼンの中では、まず第 1に
7月のアウトカム・ステートメントの合意内容
を概観した後、アマウントAのマルチ条約に関
する新しい要素、続きまして第 3に移転価格税
制の執行の簡素化を目指すアマウントBの交渉
の現状、それから第 4 にPillar� 2 のグローバ
ル・ミニマム課税に関する今後の法制化の方向
性、それから第 5に、最近取りまとめられまし
たPillar� 2 のガイダンスの概要などに触れまし
て、最後に今後法改正が見込まれる暗号資産等
に関する報告枠組み、そういったものに触れた
いと思います。

1 ．総論
〔経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対
応について〕国際課税（ 2ページ）
これは去年も使った資料でございますけれど

も、国際課税の従来の原則では、外国法人の事
業所得、事業利得に課税をする場合には、外国
法人の支店或いは工場など物理的拠点がある場
合に限るということとされておりました。つま
り、そうした支店とか工場とか物理的拠点、こ
れを恒久的施設（Permanent�Establishment
（PE））と呼びますけれども、PEがないと、
外国法人の事業利得に課税できないというのが
今までの原則です。
ところが、経済の電子化に伴いまして、電子

的サービスを買ってくれる市場国において、物
理的拠点がなくてもネットを介してさまざまな
サービスを売ったり買ったりすることができる
ようになりました。この事例でいいますと、事
例パターン①、一番下の方で、A国が例えばイ
ンドのような巨大な消費者を擁する国、B国が
GAFAなどを擁するアメリカともし仮定いたし
ますと、インドにPEがない場合にはインド側
はこのアメリカIT企業に対して課税ができな
いということになります。こうした問題は、デ
ジタル経済化以前から現れていた課題ではござ
いましたけれども、物理的な拠点を必須としな
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いデジタル経済が盛んになるにつれて、より問
題が先鋭化したということが言えます。その結
果が、今回の大胆な国際課税原則の見直しにつ
ながったと言えるでしょう。
次に、事例のパターン②、左の黄緑の矢印で、
こちらはB企業のB国の大企業は、例えば法人
税率が 3％しか課税されていないような軽課税
国C国に子会社を設置して、ここから同様に電
子的サービスをA国の巨大な消費者市場に売る
ということになりますと、この莫大な法人所得
は、B国ではなくてC国の方に落ちまして、C
国では 3％しか課税されないような仮定のケー
スが考えられます。こうした多国籍グループの
親会社のあるB国政府にとっても十分に課税が
できないという場合が考えられます。
こうしたケースに限らず、低い税率で多国籍
企業の子会社を誘致するのが経済的に得だとし
ますと、各国は税率の引き下げ競争の罠に陥り、
いわばじり貧状態に陥るということが考えられ
ますので、こういう状況を脱するべきではない
かというのが今回の見直しの議論の背景にあり
ます。
ここからデジタル・サービス税を各国が導入
する動きと相まって、販売活動により得た利益
はなるべくその市場国A国側に課税権を再配分
すべきではないかという発想が、Pillar� 1 のア
マウントAに関するマルチ条約につながった。
それからまた、そもそも税率が低いとC国に多
国籍企業が子会社を置いて利益移転などをする、
それによって国際租税回避をするという誘因に
なりますので、各国の課税基盤が侵食されます。
企業の国際的な競争状況をゆがめることになり
ますので、これを防ぐためにPillar� 2 のミニマ
ム課税を制度化しようとする動きにつながった。
全体像としてはこういうことが言えるでしょう。

〔国際課税に関するOECD/G20「BEPS包摂
的枠組み」⼆本の柱について〕国際課税（ 3
ページ）
こちらが、 2本の柱のアプローチの概観を示

したものでございます。 2つの柱は、上半分は、
今まさに申し上げた背景のところでございます
が、下半分の水色で囲まれた部分をご覧いただ
きますと、 3行目にありますとおり、本年 7月
12日にこれまでの交渉成果がアウトカム・ステ
ートメントとして公表されました。後ほどこれ
は詳しく説明いたします。
実施のスケジュールといたしましては、第 1
の柱のマルチ条約が、本年末までに署名式が開
かれる予定でして、その後2025年中にマルチ条
約が発効することが目標とされております。
第 2のグローバル・ミニマム課税につきまし
ては、これは条約ではなくて各国の国内法によ
り実施することとされており、わが国は所得合
算ルールIIRを今年法制化いたしました。残る
UTPR、QDMTTにつきましては、令和 6 年度
以降に法制化をする見込みです。こちら後でご
説明いたします。

〔「 2本の柱」の全体像〕国際課税（ 4ページ）
続きまして、第 1の柱、第 2の柱の全体像で
す。第 1の柱の中に 2つコンポーネントがあり
まして、 1つ目が利益A、これがマルチ条約に
なろうとしているものでして、もう 1つが利益
B、アマウントBです。こちらは、基礎的なマ
ーケティングのような単純な取引に移転価格税
制上の執行上、簡素化・合理化をしようという
動きでして、原則的には移転価格ガイドライン
の改定により実施される見込みです。
右側の第 2の柱、これも 2つのコンポーネン
トがありまして、 1つ目が15％の最低グローバ
ル・ミニマム課税ということで、GloBEルール
と言われているものです。 2 つ目が、Subject�
to�Tax�Rule（STTR）と呼んでいるものでして、
こちらは軽課税国の関連者に対する支払いにつ
いて、源泉地国、これは多くが途上国が見込ま
れていますけれども、こちらに 9％に至るまで
の一定の課税権を認めるものです。後ほどご説
明いたします。
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〔「BEPS包摂的枠組み」における「 2本の柱」
成果声明（2023年 7 月12日公表）（アウトカ
ム・ステートメント）〕国際課税（ 5ページ）
次がアウトカム・ステートメントのポイント
です。前のページで示された各コンポーネント
について、これまでの交渉成果がアウトカム・
ステートメントとしてまとめられました。OECD
の 7月12日のプレスリリースでは、ヒストリッ
ク・マイルストーンというふうに表現されまし
たし、或いは日本の報道でも「100年に一度」
と書かれました。特にマルチ条約の条⽂が実質
的に取りまとめられたというのが非常に大きい
点です。これまでマルチ条約については、そも
そも合意できるのかとか、交渉が暗礁に乗り上
げているのではないかとか、そういう消極的な
見方も多かったです。現実にはアマウントAと
いう課税権の再配分という性質上、新たに税収
を得る国と税収のベースを失う国が生じる話で
すので、マルチのいろいろな貿易交渉と同様、
これは各国の利害が直接絡む交渉であって、そ
れが故に、複雑かつ困難な国際交渉になったと
いうのが事実です。ただ、そういう中でもアマ
ウントAのマルチ条約の条⽂が今回取りまとめ
られたというのは実に重要な成果であると思っ
ております。
1つ目にございますとおり、一部の国が特定

の、つまり全体ではなくごく限られた論点につ
いて懸念を示しているというのが明示的に書い
てあります。これを速やかに解決するための努
力が続いているということが明記されておりま
して、これはこの一部の国に全体がブロックさ
れているという意味ではありません。できる限
り多くの国がこのマルチ条約に参加しやすい環
境を整えるというポジティブな観点から行われ
ているものだと理解していただきたい。 7月の
成果自体をもう少し積極的に捉えるということ
が可能ではないかと思います。
それから 3つ目のとおり、署名式を年末まで
に開いて署名する、また2025年までに条約を発
効させることが目指されています。この目標に

向けて、各国においては条約の批准、わが国に
おいては国会の承認が必要になります。それと
共に、新たな課税権制度を作るための国内法の
立法措置に各国が取り組むことになります。
もう 1つ大事なのは、まだデジタル・サービ
ス・タックスを導入していない国に、導入の凍
結を求める、導入しないよう求めるいわゆる
DST（Digital�Service�Tax）導入凍結合意、こ
れはスタンドスティルというふうに通称呼ばれ
ておりますけれども、これが本年末に期限切れ
を迎えます。紛らわしいのですけれども、条約
とは別の合意でして、このDSTのスタンドス
ティル合意が 1つの並行した焦点です。この※
のところが実は大事でございまして、マルチ条
約の対象企業となりそうな企業の最終親会社の
60％を占める30以上の国・地域がこのマルチ条
約に署名することを条件として、本年末に期限
を迎えるDSTスタンドスティル、DSTの導入
凍結合意を来年末まで延長することが今回合意
されたということです。これは非常に重要なポ
イントです。
これはすなわち、今年の年末までに仮に対象
企業の60％、それから30以上の国・地域という
この条件がそのマルチ条約に署名できない場合、
特に対象企業の最終親会社の多くが存在すると
想定されるアメリカが署名できない場合には、
年明け以降DSTのこの導入凍結合意の期限が
切れてしまい、延長もできないということにな
りますと、国際課税システムがDSTによって
また不安定化するおそれが生じ得るということ
が想定されます。

〔G20サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（2023年
9 月 9 ～10日　於：インドニューデリー）〕
国際課税（ 8ページ）
ですので、こういう事態を避けるため、 8ペ
ージにございますとおり、今月インドで開かれ
たG20の首脳宣言において、上から 5 行目の通
り、2023年後半にマルチ条約を署名できるよう
準備するため、マルチ条約に関する幾つかの懸
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案事項を速やかに解決することを求めると、こ
の首脳宣言に具体的に書き込まれました。これ
も今までにないことで、大きい進展です。

2 ．第 1の柱　利益Aに関する多数国間条約
〔第 1の柱（市場国への新たな課税権の配分）〕
国際課税（10ページ）
次に、10ページ以降、第 1の柱の中身をご覧
ください。これは昨年もお示しした第 1の柱の
マルチ条約の概要です。まず対象企業は売上高
200億ユーロ（約 3 兆円）を超え、かつ利益率
が10％を超えるような超大規模で高利益水準の
グローバル企業が対象です。全世界で100社程度、
日本においても数社が対象となると見込まれて
おります。巨大グローバル企業の残余利益に対
して市場国側の課税権を認めるという考えに基
づいておりまして、第 1の柱の課税はあくまで
も残余利益部分を概念的に切り出して、その 4
分の 1を配分利益として市場国に課税ベースと
して割り振る仕組みでございます。
具体的には、下の四角のところ、全体のグロ
ーバルな収入、この売上げからまず一番下の費
用を差し引いた上で、売上げの10％に当たる通
常利益とみなすもの、これを差し引いて、これ
を赤い点線のところが残余利益となりますが、
残余利益の 4分の 1 を配分利益として利益Aと
呼んで、市場国に割り振る配分利益とします。
現時点で、残念ながらまだマルチ条約の条⽂そ
のものがまだ最終的な調整中ですので、公表さ
れておりません。ただ、全ての条⽂が公表され
るのもそれほど遠くはないと考えられています。

〔利益A（市場国への新たな課税権の配分）に
関する多数国間条約交渉の背景・経緯等〕国
際課税（11ページ）
続きまして11ページに、このマルチ条約が交
渉されることの背景として、先ほど申し上げた
デジタル・サービス・タックスの動きがござい
ますので、ここに一応今までの過去の経緯をま
とめております。やはりこの2010年時代からの

BEPSプロジェクトの中でも、こういう巨大デ
ジタル・グローバル企業に対する課税問題が難
しいということが認識されて、いわばそれに対
して業を煮やした欧州諸国が、2019年に相次い
で各国独自の一方的な課税としてデジタル・サ
ービス・タックスを導入いたしました。これに
対して、アメリカが米国企業を不当に差別して
課税していると反発して、報復関税を課す旨発
表したということでした。後で申し上げますが、
政府税調の答申でも示されたとおり、デジタ
ル・サービス・タックスというのは、法人居住
地国による法人課税との関係で、実質的な二重
課税を生じているのではないかという指摘があ
ります。それから、アメリカによる報復関税を
招くおそれもありまして、デジタル・サービ
ス・タックスに関しては問題が少なくないと認
識しております。
今回のPillar� 1 のマルチ条約は、こうしたデ
ジタル・サービス・タックスがはびこることを
防止して、国際租税システムの安定化を促進す
る目的があります。逆に、マルチ条約が成立し
ないと、デジタル・サービス・タックスの導入
が拡散して国際課税システムが不安定化するデ
メリットが生じる。そういう混乱した状態より
は、やはり面倒で複雑な国際交渉を伴うとして
も、マルチ条約をきちんと作ろうと、二重課税
調整義務もきちんと盛り込んで安定的な国際課
税システムを築く方が望ましいというふうに考
えられたために、こういう形で困難な交渉が続
けられて条⽂が取りまとめられたと考えられま
す。
税収というのは必ずしもマルチ条約のコアな
目的ではなくて、やはりこの安定化というのが
非常に大事だと思われます。先ほどアウトカ
ム・ステートメントの中でもご説明しましたと
おり、このマルチ条約とデジタル・サービス・
タックスの凍結合意というのはセットで大事な
ものであるということもお示ししたいと存じま
す。
次の12ページは各国の例でございますので、
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時間の関係で飛ばしまして、13ページに参りま
す。

〔利益A合意の概要（2021年10月）及び新規公
表事項（2023年 7月）〕国際課税（13ページ）
マルチ条約の利益Aの合意の概要に関して、
特にこの中では、今回新しく加わったアイテム
を赤字で記載しております。基本的に2021年10
月合意の大枠は維持されていますが、まず、条
約の適用から除外されるセクターとして、従来、
regulated�financial�services（規制された金融
機関）と採掘産業が掲げられておりましたけれ
ども、今回新たに防衛装備品に関わる部分と、
それから海外事業をほとんど行っていないほぼ
国内のみで完結するような事業という企業も適
用除外の対象に加えられました。
また、その 2つ目のポツのとおり、対象企業
につきましては、2021年合意にも記載の通り、
条約の発効後 7年後にレビューを行いまして、
円滑な制度の実施を条件としまして、グローバ
ルの売上閾値、今、200億ユーロでございますが、
これを半分にして約1.5兆円の売上閾値に引き
下げるということで、対象企業が拡大するとい
うことも 7年後に見込まれるということになっ
ております。
それから新しい点としては、一番下にござい
ますが、条約の発効要件が今回明らかにされま
して、対象グローバル企業の最終親会社の60％
以上をカバーする、かつ30以上の国・地域が批
准する、これが発効要件という形で明らかにさ
れました。
ですので、端的に言いますと、アメリカに現
実には相当数の対象企業が存在すると考えられ
ますので、アメリカがこの条約に批准して参加
するということが極めて重要であると言えます。

〔ソースルールの原則及び共通ルール〕国際課
税（14ページ）
続きまして、14ページ、15ページに利益Aの
ソースルールについて記載しております。こち

ら、マルチ条約の条⽂がまだ公表されておりま
せんので、2022年 7 月公表されましたプログレ
ス・レポートに基づいて簡単にソースルールに
ついてご説明しますと、基本的にはグローバル
企業グループは全ての収入の源泉地を特定しな
ければならない。収入の源泉地は、信頼できる
方法として指標、それから配分キーによって特
定するということになっております。源泉地は、
基本的には次にありますとおり、信頼できる指
標によって特定するということになりますし、
もし指標が見つけられない場合は、各ソースル
ールで許容されている限りにおいて配分キーを
利用することができるとなっております。
収入の分類につきましては、源泉地を収入の
カテゴリーに従って特定するということと、複
数のカテゴリーにもし該当するような収入につ
いては、支配的な性質で源泉地を決定するとい
うことになっております。もしどのカテゴリー
にも当てはまらない収入というふうに出てきた
場合は、最も類似した収入のカテゴリーに従っ
て源泉地を特定しなければならないということ
にされております。

〔ソースルール全体像〕国際課税（15ページ）
15ページの方は、具体的なソースルールの全
体像を図解したものでございます。

〔⼆重計上調整・⼆重課税除去の適用に関する
イメージ図〕国際課税（16ページ）
続きまして16ページに参りますと、これが今
回のマルチ条約で一番困難な交渉の背景をなる
べくイメージでご説明したいと思って新しく作
った資料です。これは、アマウントAは既存の
法人税の下で既に課税されている利益をベース
に、課税を新たに行うものでございますので、
何らかの措置を講じないと、概念上その企業が
所在する国で既に課税されている法人税と、そ
れからマルチ条約で市場国に新たに配分される
アマウントAの課税との間で二重課税が生じる
ということになります。このために、アマウン
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トAでは、市場国において新たに課税される利
益が元々存在する国において、二重課税を除去
する仕組みというのを設けております。
この図では、左側にアマウントAの配分を受
けて課税ベースが増えることが期待される市場
国、これをYとして置いていまして、右側に子
会社が存在することで、二重課税除去の責任を
負うZ国というふうに置いております。ただ、
あらかじめお断りしておきますと、単純化した
イメージ図でございますので、例えば上に親会
社Xと書いてありますけれども、この国は実は
市場国Yになることもありますし、Z国側にな
る場合もあるということですので、この図は実
際にX国がアマウントAを受け取らないという
ことを意味するわけでもないですし、或いはX
国が二重課税調整の義務を負わないということ
を意味するわけでもございません。或いは、同
様にY国もZ国も同時に市場国にもなり、かつ
二重課税調整義務国にもなり得るということで
すので、単純化した図ではございます。
ただ、ここで申し上げたいのは、同じ国が同
じ課税ベースに課税しないように調整するとい
うことを二重計上調整（Double�Counting�Ad-
justment）と呼んでおります。他方で、異なる
国が同じ課税ベースに課税しないように調整す
ることを二重課税調整（Double�Taxation�Ad-
justment）ということで、区別して呼んでおり
ます。
この図においては、市場国Y国に既に存在す
るグローバル企業グループの子会社A及びBに
既存の法人税をY国が課しているという場合に
は、当該グローバル企業グループの残余利益の
一部に既に市場国Y国が課税しているというふ
うに考えられますので、ここにさらにアマウン
トAをそのまま配分すると、Y国から同じ課税
ベースに 2 度課税される。ここが二重計上
（Double�Counting）の問題が生じるというこ
とです。アマウントAはグループレベルで基本
的に算定される概念上の金額ですので、国別の
利益のうちにどの程度そのアマウントAに相当

する利益が含まれるのかについても、概念的に
決定する必要があります。
ここでは、二重計上部分をもし多く見積もる
と、この市場国Y国側のアマウントAの取り分
が減ってしまうという構図になります。アマウ
ントAによる取り分が多いことを期待している
市場国Y国からすると、これは非常に交渉上大
事なポイントになるわけです。或いはアマウン
トAの流出を覚悟せざるを得ないZ国からする
と、総額のパイをなるべく少なくしたいという
ことがありますので、ここはなかなか交渉上譲
り難い大事なポイントになってきます。
二重課税調整につきましても、アマウントA
の額が大きくなればなるほど、二重課税を調整
すべき額が増えますので、Z国側の負担が増し
ます。それぞれ自国が市場国側なのか、或いは
二重課税除去を行う側なのか。これを踏まえま
して各国は交渉に臨んでいるということで、詳
細な制度設計になればなるほど利害の対立が生
じるというところです。
それから二重課税除去国のZのような国が複
数存在する場合に、どの国がどれくらい二重課
税調整の義務を負うかというところにつきまし
ては、これは昨年の租研大会でもご説明しまし
たが、基本的にはZのような二重課税除去国と
なる候補国ごとに、jurisdictionsごとにそこに
所在する企業グループ内の子会社の利益等を合
算して、その収益性をjurisdictionsごとに比較
して、収益性の高い国から順番に二重課税除去
の責任を負うという方式（ウォーターフォール
方式）にしております。
収益性を測る指標としては、RoDP（Return�
on�Depreciation�and�Payroll）ということで、
これは利益を減価償却費と人件費の合計で割っ
たものを使っております。それで、利益が同じ
場合であっても、実物資産とそれから人件費が
相対的に少ない場合に、収益性が高い子会社が
集まっているというふうにみなされます。そう
いった国が法人課税を行う場合には、外税控除
など二重課税除去を行う、除去する義務の責任
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が大きくなりますので、税収も落ちる可能性が
高いということになります。
以上が16ページです。

〔税の安定性（Tax�Certainty）〕国際課税（17
ページ）
次が、Tax�Certaintyと言われております税

の安定性の話です。アマウントAは、関係する
国が多いですし、税務当局の執行負担、或いは
納税者のコンプライアンスコストも非常に大き
いので、多数国間の紛争を未然に防ぐために、
納税者の任意の要請により税の安定性、すなわ
ちTax�Certaintyを確保するために、拘束的か
つ義務的なメカニズムが用意されております。
利益Aに関する税の安定性は 2つ分類があり、
ちょっとトリッキーなのですけれども、 1つは
利益Aそのものについての安定性、それから 2
つ目は利益Aに「関連する争点」（related� is-
sues）についての安定性という 2つの分類があ
りまして、それぞれ別個の制度として検討され
てまいりました。
まず利益Aそのものについての安定性に関し

ましては、 1つ目として、まず利益Aの対象外
であるということの確認を求める企業グループ
に対するものとして、①スコープ安定性プロセ
スというのが用意されておりまして、 2つ目が、
対象年度の利益Aについての安定性を提供する
ための②包括的安定性プロセスというものです。
3つ目が、①と②の確認項目の一部について将
来年度にわたって事前に複数年の保証をするた
めの③事前安定性プロセスというもので、この
3つが用意される見込みです。
これら 3つのプロセスについて、審査パネル
が合意に達しない場合、又は審査結果に対して
関係国が同意しない場合、これは裁定パネルに
より解決される予定です。他方で利益Aに関連
する争点、先ほど申し上げた 2 つ目の分類の
related� issues、こちらは具体的には主にPE課
税、或いは移転価格課税に関する紛争というの
が想定されますけれども、このような紛争であ

って利益Aの二重課税除去に影響を与えるもの、
これが予定されている対象です。これらについ
て、現行のOECDモデル租税条約における仲裁
規定をベースに、紛争解決手続きを導入するこ
とが見込まれています。

3 ．�第 1 の柱　利益B移転価格税制の執行の簡
素化・合理化

〔利益B（移転価格税制の執行の簡素化・合理
化）について〕国際課税（19ページ）
次が19ページに飛びまして、利益Bの方です。
こちら、移転価格税制の執行上、基礎的マーケ
ティング・販売活動として特定された取引につ
きまして、簡素化・合理化された独立企業間原
則を適用する枠組みでして、主として低キャパ
シティの国のニーズに焦点を当てることとされ
ております。具体的には、一定の簡易的な基準
により対象取引を特定し、これをスコーピング
と呼んでおりますけれども、その上で、あらか
じめ策定・公表された利益率の適用表、これを
マトリックスと呼んでいまして、これに基づい
て利益率を適用することで、適正な移転価格を
算出することを目指しております。
これにより、日本企業にとっては詳細な移転
価格分析が簡素化・合理化されるということで、
コンプライアンス・コストの低減に資するので
はないかと思われます。また、利益Bが安定的
に運用されることで進出先における移転価格税
制の適用の不確実性が払拭されるということが
期待されております。なお、利益Bは、利益A
や第 2の柱とは異なりまして、対象企業となる
基準、或いは売上高・利益率に制限はございま
せんので、幅広い企業が利益Bの恩恵を被るこ
とができると思われます。

〔利益B具体的な枠組み案（対象取引、価格算
定方法、執行方法）〕国際課税（20ページ）
利益Bの対象取引、或いは価格算定方法、執
行方法、それぞれのあり方につきましてはまだ
交渉の途中でして、今年の年末まで交渉するこ
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とになっていまして、まだまとまっていません。
パブリック・コンサルテーションが今年の夏に
行われておりましたので、その中身について現
在の案をご紹介いたします。
まず、対象取引のスコーピングについて、左
上のボックスにございますとおり、多国籍企業
のグループ内企業より商品を購入して第三者に
販売するような、典型的には卸売取引、或いは
第三者への商品販売に貢献する仲介取引及び委
託取引、すなわち仲介や委託形式による卸売取
引というものが想定されております。
ただ、これらの取引をこの右にありますよう
な定量的、或いは定性的な基準と組み合わせて
スコーピングの外延を画そうとしております。
具体的には、移転価格の算定方法におきまして、
片側検証が適切であるという取引が前提なので
すけれども、さらに加えて、ここから先が争い
がまだあるのが、スコーピング基準として定量
基準のみで限定するか、或いは定量基準に加え
て定性基準も併せて使うべきか。ここが議論さ
れているところです。
また、左下にございますとおり、執行方法に
ついてもまだ結論が出ておりません。これは、
すなわち納税者がアマウントBを使うと選択し
た場合にのみ、アマウントBの適用を認める形
とする、これを「セーフハーバー方式」という
ふうに呼んでいて、その納税者の選択に委ねる
セーフハーバー方式を取るのか、或いは納税者
の意思にかかわらずアマウントBのスコープに
入ると判断された取引について原則としてアマ
ウントBを適用するという「原則適用」という
形にするのか、その辺がまだ議論が継続中でご
ざいます。
この点、経団連はパブコメで意見を提出され、
産業界はセーフハーバー方式を強く希望されて
いるという認識をしております。

〔利益B価格算定方法「利益率の適用表（検討
中のもの）〕国際課税（21ページ）
続きまして21ページの利益Bのマトリックス

でございます。こちら、市中協議の⽂書にござ
いますとおり、縦軸に売上高営業資産比率と売
上高販管費率、横軸に産業分類を取りまして、
その産業分類は次のページに書かれております。
これによって適用される利益率がマトリックス
に記載されておりまして、各利益率に±0.5％
のレンジを持たせるという提案となっておりま
す。上の囲みの 2点目に書いてございますけれ
ども、いわゆるベリー比のキャップ・アンド・
カラーと呼ばれているものが規定されており、
機械的な当てはめで、特に日本企業との関係で
は過大な利益率が適用されることを防ぐために、
当該利益率を適用した結果に売上総利益割る販
管費の比率が1.5倍を超えてしまうような場合
には、1.5倍の水準まで引き下げるという措置
が提示されております。マトリックスにおいて
は、低い売上高営業資産比率の分類のみ、売上
高販管費率の低いものかどうかで分ける基準が
提示されております。その理由としては、売上
高営業資産比率と利益率との間に一定の相関関
係が見られますけれども、他方で売上高販管費
率と利益率との間では、売上高販管費率が一定
の水準を超えると相関関係が見られないという
ことで、縦軸において売上高営業資産比率を軸
としつつ、売上高販管費率については低い利率
についてのみ取り込んでいると考えられます。
わが国としては、海外に進出する日本企業の
産業界の意見を踏まえるということで、アウト
バウンドの活動の実態により配慮したいという
ふうに交渉に臨んでおりまして、この適用表の
マトリックスの一番下の行の辺、或いはベリー
比の導入を強く求めて交渉しております。

〔（別紙）利益率の適用表（検討中のもの）の
産業分類〕国際課税（22ページ）
次の23ページは、時間の関係で具体的には申
し上げませんが、経団連が出された利益Bに関
する意見書の概要を記載しております。以上で
す。
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Ⅱ．第 1の柱に対する意見・質問

（吉村）　西方さん。第 1の柱について、まだ
確定していない事項もある中、丁寧に、しかも
分かりやすくまとめていただきまして、本当に
ありがとうございます。それではここでパネリ
ストの皆さんから順次ご質問ご意見を頂戴した
いと思います。最初に青山さん、どうぞよろし
くお願いいたします。

（青山）　千葉商科大学の青山です。西方参事
官には、大変詳しいご説明、ありがとうござい
ました。特に昨年の時点での進捗状況から、今
年新たに進展したところを中心的にご説明いた
だきまして、理解できました。
まず、 7月のアウトカム・ステートメントで
もって、第 1の柱を中心とした 2つの柱の最新
の推進方針について、インクルーシブ・フレー
ムワーク（IF）で合意され、それがG20首脳宣
言でも支持されたことは、国際税制の簡素化を
求めて本プロジェクトに協力してきたビジネス
界にとっても、予測可能性を高める国際協調の
進展として基本的に評価できるものと思います。
その中で、OECD・IFの場で日本企業からの密
接な意見聴取を踏まえて、困難な国際協議をリ
ードしてこられた西方参事官はじめ財務省の交
渉担当者の方々に、まず敬意を表させていただ
きます。
その上で、今ご説明いただきました第 1の柱
に関係しまして、交渉過程、それから幾つかの
重要な点についてコメントさせていただきます。
まず利益Aについてでありますけれども、ビ
ジネスの立場からは、先ほどDST（デジタル・
サービス・タックス）との関係をご説明いただ
きましたが、何といっても不ぞろいなDSTに
よる課税の不安定性からの解放のためには、ス
ケジュール管理をしっかりやっていただいて早
期の多国間条約の署名・発効が不可欠と思われ

ます。参事官も触れられましたとおり、DST
のスタンドスティルの期限到来との関係でも幾
つか不安定要因があるようですが、さらにご回
答可能であれば、今後の見通しに関連してまず
2点追加確認をお願いしたいと思います。
1点目は、多国間条約に関し、一部の国が提

示する特定の論点の内容について、現在まさに
検討中と伺いましたけれども、どのような状況
なのか、何か追加的に伺えることがございます
でしょうか。
また、結果として既にもう 9月を迎えている
中、2023年中の多国間条約署名式となってくる
と、かなりタイトなスケジュールが予想されま
すが、この実現可能性如何も心配されます。こ
れをお尋ねしますのも、自国のDSTの導入計
画との関係で態度を硬化させていると聞きます
カナダの対応があるというふうにも伺いました。
この辺のところも含めて、見通しをお伺いでき
ればと思います。
それから 2つ目が、今回多国間条約発効要件
が明らかになって、参事官ご指摘の通り合意発
効には先ほどの条件を見ますと、アメリカの参
加が不可欠と思われますけれども、アメリカは
一般的に多国間協定を基本的に受け入れないと
する議会の方針があると聞いており、バイデン
政権はこの点についてどのような解決策を見込
んでいるのかというのが 2点目でございます。
次に利益Aの中身の方につきましては、 2点
確認させていただきたい点があります。 1つ目
は、利益Aのカーブアウト業種についてで、防
衛産業は別にして、ビジネスの要望が入れられ
て、外国事業が僅少な国内メインの企業、これ
は多分電力やガスなんかだと思いますが、これ
が除外されましたけど、この除外はいわゆるデ
ジタルサービスを国内を主体でやる通信事業も
カバーもするのかどうかという点です。
2つ目、これは参事官も一番困難で重要な交

渉であると指摘されました二重課税の解消方法
についてであります。先ほど二重計上と二重課
税という 2つに分けて、非常に分かりやすく図
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説していただきましたが、この問題をパッケー
ジでうまく解決するための協議がどのように行
われていることがよく分かりました。産業界で
は、予防手段、事前安定レビューと事後的パネ
ルの双方とも大きな関心事であったわけですけ
れども、先ほどのご説明いただいたページ16の
表の中で、解決ができなかったときに審査パネ
ルで取り上げる、或いは審査パネル等もうまく
いかなかったときに、最後は裁定パネルがある
よとこういうお話があったのですけれども、こ
れらはどんなメカニズムで今のところ協議され
ているのかということをお伺いできればと思い
ます。
最後に、利益Bについてですが、利益Bは途
上国の要請に応えるものと位置付けられていま
すけれども、先進国側から見ますと既にAPA
など既存の移転価格合意が成立しているものを
覆す強制適用となりますと、税の安定性を阻害
する要因になるのではないかということで、ビ
ジネスからの懸念が大きかった部分です。納税
者選択のセーフハーバーの位置付けも提案に含
まれていますけれども、途上国の主張ぶりも踏
まえますと、年末までの間の着地点の見通しが
どのようになるのか。追加的なコメントをいた
だければと思います。
また、現在行われている市中協議では、対象
取引について定量・定性基準の採用や産業分類
を含む利益率適用表が提案されておりますけれ
ども、決め方いかんでは簡素化の方向でやるの

だと言っていたこの作業が、複雑なメカニズム
に組み込まれてしまう危険もあると思います。
この辺のところは、ビジネスからのパブコメに
ご配慮いただくことになると思いますけれども、
これらについての途上国の反応は一般的にどう
かということか、もしお教えていただければと
いうことです。以上でございます。

（吉村）　青山さん、ありがとうございます。
それでは鈴木さん、よろしくお願いいたします。

（鈴木）　ブリヂストンで税務を担当しており
ます鈴木と申します。本日はよろしくお願い致
します。西方さん、今日は非常に分かりやすい
ご説明をありがとうございました。私が初めて
租研大会の国際課税討論会に参加させていただ
いたのは、2007年の59回大会で、そのときのテ
ーマは「租税条約と外国税額控除」というもの
でした。当時は今回のテーマである「 2本の柱」
や「多数国間条約」など想像もできなかったわ
けで、感慨深いものがあります。
さて、いまご説明いただいた第 1の柱につい
てですが、これはアメリカが障害となって当分
は実現しないだろうと私が勝手に思い込んでい
たこと、また今はとにかく第 2の柱への実務的
対応に追われていることから、正直申しまして、
具体的な課題の洗い出しとか、実務的な対応の
準備というのがあまり進んでいないという状況
です。しかし、多数国間条約の署名が年内に予
定されているなど、本当に導入が目前に迫って
いるということをご説明から再認識いたしまし
た。
利益Aにつきましては、日本では適用対象に
なる企業は数社程度、世界でも100社程度と先
ほど西方さんからご説明ありました。弊社につ
いて言えば、現時点では弊社はタイヤの製造・
販売というある意味非常に古典的な事業がマジ
ョリティを占めている、つまりデジタルエコノ
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ミーといった分野からはかなり離れたところに
いると思われるのですが、近い将来、この極め
て複雑な利益Aの申告を余儀なくされる可能性
があるという状況です。
最速2026年から適用になると理解しました。
これは弊社固有の事情ではありますが、経営そ
のものが地域軸で行われるかたちになっており、
決算も地域SBUごとのサブ連結で行っており
まして、恥ずかしながら本社からグループの末
端まで簡単に情報が取れるようなインフラが現
状整っておりません。ワンストップショップ方
式によって申告納税は本社が代表して行えるよ
うになったとしても、ソースルールの適用だと
か課税ベースの算定、更に利益Aの配分、そし
て先ほどおっしゃっていた二重計上調整や二重
課税の除去などを正確に処理するには、専用の
システムをこれから導入しなければならないと
考えています。
今日のご説明からも、それぞれのステップが
煩雑で実務的にかなり難易度が高いように感じ
ました。計算の過程でエラーが生じると影響が
全世界に及びますので、企業としては万全の対
策を期すために今後相当のリソース、お金と人
をかけて開発していく必要がありますが、現実
にはシステムを開発しようにも、詳細が固まら
なければ要件定義がなかなかできず着手が難し
いのが実情です。
多数国間での取り決めですので、国内制度の
ような自由度がないというのは理解しておりま
すけれども、やはり納税者にとっての準備期間、
つまり詳細がはっきりしてから実施されるまで
のタイムラインというのを、できるだけ長めに
考えていただけるようにご配慮いただきたいと
いうのが率直なお願いでございます。
次に利益Bですが、その導入の目的は、先ほ
ど西方さんからご説明があったとおり、税務行
政の対応力が低い国、すなわちローキャパシテ
ィ国に配慮して、基礎的なマーケティング及び
販売活動に対する独立起業原則の適用を簡素化
するものと理解しております。そして、計量経

済学的な分析の結果として、今回のような適用
表が提示されていると理解いたしました。
しかし、納税者が基礎的なマーケティング及

び販売活動をサービスプロバイダー的な機能と
捉えるならば、恐らくPLIは最初からベリー比
を選択することが多いと思われますし、加えて
その取引において、例えば運転資本が重要であ
る場合はその運転資本に係る利息の調整とかを
行っている会社が多いのではないかと思います。
また、このようにして納税者が設定する移転

価格と、適用表のレンジに差異がある場合は、
ベリー比でのチェックが入るということは承知
しましたけれども、セーフハーバーという形で
導入したとしても、ローキャパシティ国におい
て強引な課税が行われれば、やはりコンフリク
トが生ずる可能性があるのではないかと危惧し
ます。
また、利益Bは、OECDの移転価格ガイドラ

インにおいて対応されると理解しましたが、こ
れは本邦においては事務運営指針の改定で対応
ということになるのでしょうか。そして、その
場合は、利益Bの適用表による価格でも納税者
が適切と信じる価格でも、どちらでも選択可能、
というような形になるのでしょうか。紛争解決
の手段は講じられると期待しておりますけれど
も、複数の考え方が存在していると、ローキャ
パシティ国に新たな課税の手段を与えることに
なる可能性があるのではないかと心配しており
ます。第 1の柱についての私のコメントは以上
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です。ありがとうございます。

（吉村）　鈴木さん、どうもありがとうござい
ます。それでは一高さん、よろしくお願いいた
します。

（一高）　西方さん、詳細なご説明ありがとう
ございました。ご説明にあった2022年の利益A
に関する進捗報告書に含まれる国内法のモデル
において、連結財務諸表上の利益を基点とする
残余利益の計算も画期的ですけれども、売上・
収入金額を基準とする市場国への配分は、定式
配分の肝であり、収入金額の源泉地決定がどう
決まるのかが大変注目されました。ご説明から
は、スライドの14、15あたりですけれども、原
則は取引類型ごとのソースルールを当てはめて、
また所定の条件の下でより大まかな配分キーも
利用できるということが分かりました。
ここでは、取引類型をどう区切るか、そして
地理的な源泉地をどう判断するかというソース
ルールを巡る一般的な問題が生じることが想像
できます。しかも、巨額な残余利益の25％を丸
ごと割り当てる基準にもなるものなので、影響
も大きいように思います。PE課税のAOAのよ
うな重要な人的機能や経済的所有を根拠とする
帳簿を基本的には信頼した所得配分の流れには
乗らずに、取引ごとのソースルール判定に戻っ
たようにも見えますが、個別の判定に際しての
基本的なスタンスとしてどのようなことが考え
られているのでしょうか。
ここでは、複数の読み方がある基準、例えば
役務提供地であるとか使用地といったものにつ
いて、基本的には納税者の帳簿や会計記録が尊
重されるという理解でよいのでしょうか。或い
は、今後その判定を機械的・統一的に行うため
の指針などが期待できるのでしょうか。個別に
は、例えばオンライン広告の提供に係る収入の
ソースルールは、広告の視聴者の所在地だとさ

れます。こうした場所は、信頼可能なやり方で
納税者又は執行当局は判定や情報入手ができる
のでしょうか。国ごとの執行能力の違いや情報
交換に係る納税者の懸念も想像できます。
そして、スライドの19〜23あたりの利益Bで

すけれども、これは関連企業で機能の軽い卸売
業者やコミッショネア等に対して、取引単位営
業利益法などを適用したのと同様の結果、すな
わちルーチン利益のみを帰属させるという帰結
を、比較対象によらない簡単な方法でもたらそ
うとするものと思われます。簡素化自体は納税
者にとって良い面であります。他方で、結果的
に現地子会社に帰属する利益が名目的なものと
なり、重要な人的機能の集まる親会社の国など
に超過利潤と課税が集中する結果をもたらしが
ちです。なので、例えば米国が利益Bの適用対
象に関し、定性的に見て基礎的な活動を超えて
いても除外しない方がよいというA案を支持す
るのは自然なことかもしれません。このように、
利益Bの適用が税負担の面で納税者にとって有
利なのか不利なのか、一概に言えません。
そこで、これが誰のための簡素化か、つまり
納税者が選択的に依拠し得る制度なのか、それ
とも執行能力や比較対象データに乏しい途上国
当局のための選択肢なのかが問われます。例え
ば納税者は、内部コンパラを使ったCUP法を
根拠とする場合だけ、利益Bとしての計算を覆
し得るという現在の方向性（OECD,�Pillar�One�
–�Amount�B,�Public�consultation�document,�17�
July�2023�–�1�September�2023,�25）からは、途
上国の執行を支えるという趣旨を見て取ること
ができます。ただ、こうした扱いは最適方法ル
ール等の抵触がないのかが気になります。移転
価格ガイドライン上の一律の利益計算の先例と
して、低付加価値のグループ内役務、いわゆる
IGSにおける簡便法（ 5 ％のマークアップ。パ
ラ7.61）がありますが、ガイドラインでは多国
籍企業グループがこの簡便法を選択して適用し、
税務当局がこれを受け入れる、或いは受け入れ
ないという状況を前提にしています（パラ7.52-
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7.53）。各国の移転価格税制が、証明責任の所
在やもっぱら課税処分の根拠とされるのか、そ
れとも納税者による申告調整も要求するのかと
いった適用上の違いがある中で、利益Bの枠組
みとしてもある程度その国の移転価格税制に適
合させる余裕があった方がよいように思われま
す。スライド20で示された執行方法の検討事項
に対するわが国のスタンスを聞かせていただけ
れば幸いです。
最後に、税金逃れとの関連でご質問いたしま
す。例えば納税者が税負担面で利益Bの扱いが
不利だと予測できる場合、財務会計上の売上高
販管費率自体を調整し、利益Bの扱いを避けた
いと考えるかもしれません。また、利益Aでは、
具体化されたソースルールの下で税率の高い国
のネクサスを避けるべく、取り決めを工夫する
かもしれません。こうした財務会計への逆基準
性的な影響や課税逃れといったことは、 2つの
柱における制度設計において、どの程度意識さ
れ、或いは懸念されているのか、またどんなこ
とが議論されてきているのか、可能な範囲で教
えていただければ幸いです。以上でございます。

（吉村）　一高さん、どうもありがとうござい
ます。具体的な適用を念頭に置いた質問も含め
て、お三方から幅広くご意見ご質問が出たかと
思います。それでは、今のご意見ご質問を受け
まして、西方さんの方からご回答いただければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（西方）　いろいろと詳しいご質問ご意見あり
がとうございました。
まず青山さんから頂きました質問につきまし

てですが、DSTを巡るもろもろの交渉、或い
はマルチ条約署名なるかという現在の状況とい
うことです。なかなか各国の立場もありますの
で、ご質問に答える上で限界はいろいろあると
は思いますけれども、可能な範囲で申し上げる
としますと、やはり、繰り返しになって恐縮で
すが、各国がばらばらにDST課税をし、それ
にアメリカが報復関税をするというような事態
は、また起きてはいけない、避けなければいけ
ないということで、アウトカム・ステートメン
トがまとめられたところもございます。まずは
おっしゃいましたとおり、DSTスタンドステ
ィル、凍結合意がきちんと延長される必要があ
ります。これは非常に大事ですし、逆に各国は
このデメリットをきちんと認識して、署名をす
る必要性が高いという認識を持って、真剣に交
渉が行われているところです。
ですので、漫然と条約ができたから署名する

というよりは、やはり裏に控えているデメリッ
ト、或いは不安定化を避けるという意味で署名
の必要性というのは認識されているというふう
に思います。
これもあって、サミットの首脳宣言にこの件

が書かれたというのは、やはりそれなりの各国
の危機意識の表れというふうに言っていいでし
ょうし、ペンディング・イシューも解決せよと
いうふうにわざわざ首脳宣言にも書いてありま
すので、これは政府当局にとっては重い首脳宣
言だというふうに認識しております。
それから、カナダにつきましては、フリーラ

ンド副首相兼財務大臣が、このアウトカム・ス
テートメントと同じ日に大臣ステートメントを
出され、なぜアウトカム・ステートメントに反
対したのかということを書かれております。こ
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ちらはやはり、新規のDST導入の手をふさが
れるということについて非常に不満があるとい
うこと、それからDSTを実際にやっている国
もある中で、どうしてできないのだという不満
を表明されたということです。ただ、基本的に
はアメリカとカナダの間で二国間の問題として、
まず一義的には米国とカナダの間で交渉してほ
しいところです。
それから、日本は今年G7の議長国でしたの
で、いろいろな局面で折に触れてG7の取りま
とめ役としてスケジュール管理、或いはまとめ
ようということでいろいろな努力をしておりま
す。そういう意味ではアウトカム・ステートメ
ントに出てきたタイムラインをきちんと守れる
ように、今後も努力をしていきたいと思ってお
ります。
それから 2つ目のアメリカの動向というか、
特に議会との関係でマルチ条約がどうなるかと
いうご質問を頂きました。これはなかなか私の
口から答えることに限界がありますけれども、
やはりまずマルチ条約の対象企業の多くがアメ
リカに存在するということは、重要なポイント
ですので、アメリカの参加が非常に重要である
というのはまさにおっしゃるとおりです。アウ
トカム・ステートメント、これは資料の 7ペー
ジ目のパラ13、アウトカム・ステートメントの
パラ13というところに、赤線を引いてありますが、
「the� interdependence�of�Amount�B�and�the�
signing�and�entry� into� force�of� the�MLC」と
書いてあります。いわばこのアマウントAとア
マウントBはinterdependenceの関係にあると
記載したというのは、実はこれは含意がござい
ます。報道によるとアメリカの議会はアマウン
トBを実施すべきだと非常に熱心であると聞い
ておりますので、ここから先は私の個人的な見
解とさせていただきますけれども、アマウント
Bを求めている米国議会と、そういうアマウン
トBとアマウントAを一緒に議論する、或いは
interdependenceも考えていくという中で、マ
ルチ条約についてもアメリカの受け入れやすい

形で交渉していきたいと考えております。アメ
リカを含めて、30の国・地域、60％の対象企業
が十分に集まるように、署名或いは発効に向け
て各国と交渉してまいりたいです。
それから 3点目のマルチ条約からカーブアウ
トされる業種、適用除外となる業種について、
通信業者もカバーするのかというところです。
この点につきましては、基本的に業種に着目し
た除外ではありませんで、国内メインかどうか
ということだけで一応判断するということです
ので、概念的には通信事業もカバーされる可能
性はあるというところです。
これは、産業界のご意見を踏まえて、パブリ
ック・コンサルテーションでのご意見を踏まえ
てこういうことにされたという交渉経緯もあり
ます。ただ、海外事業をほとんど行っていない
という要件は、なかなか結構これはハードルが
高いとも言えます。ですので、個社の状況によ
って当該除外セクターに入るかどうか、ご判断
いただくということになるでしょう。
それから 4 つ目のご質問が、Tax�Certainty

について、でした。利益Aに関する税の安定性
は、利益Aそのものについての制度と、その
related� issuesに対する別個の制度が検討され
てまいりましたけれども、まず利益Aそのもの
の安定性に関するプロセスは、審査プロセスと
裁定プロセスからなる紛争の事前防止メカニズ
ムでして、途上国を含めて全ての国において義
務的かつ拘束的な安定性が確保されるというこ
とになります。審査プロセスは、企業グループ
の最終親会社の所在する国の当局であるリード
税務当局による審査か、或いはリード税務当局
を含む 7カ国の税務当局で構成される審査パネ
ルによる審査のいずれかが基本になると考えら
れておりまして、審査パネルは、まだ公表され
ていないので詳細は控えますけれども、基本的
にはリード税務当局、それからリード税務当局
を除く複数の二重課税除去国、それからリード
税務当局と二重課税除去国を除く複数の市場国
で構成されまして、いずれにしても税務当局の
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職員のみが審査に参加するということです。
これに対して、審査プロセスで合意されなか
った場合に実施される裁定プロセスにつきまし
ては、裁定パネルの中立性・効率性を確保する
ために、パネルは政府職員で構成されるべきな
のか、或いは政府職員以外の独立専門家で構成
されるべきなのかということが協議されており
ます。裁定パネルの決定は、審査プロセスで候
補となった複数の解決案の中から、全会一致或
いは単純多数決又は 1つの争点に対して複数の
解決案がある場合にはその順位付け投票という
ような形で、その中から 1つの選択をするとさ
れております。
それから、もう 1つのカテゴリーの利益Aに
関連する争点、related� issuesに関する安定性
につきましては、利益Aに対して影響を与える
紛争ということで、先ほど申し上げた移転価格
課税とかPE課税について、権限ある当局間の
相互協議で解決できない場合に紛争解決パネル
を設置するということで解決を図ろうという紛
争の事後解決メカニズムです。利益Aに関係す
るものでありますので、このメカニズムの必要
性についてはある程度コンセンサスはあったの
ですけれども、移転価格制度のいわゆる仲裁制
度に反対している国がございまして、そういう
国では抵抗感がいろいろありますので、こうい
う経験不足或いは執行能力不足の国に配慮する
形で、一定の途上国には選択的な適用を認める
ということが協議案で提案されております。
それから、 5 つ目として利益B関連で、セー
フハーバーの位置付け、或いは定量・定性基準
がどうなるかということをご質問いただきまし
た。これも交渉途中なので難しいところありま
すけれども、やはり納税者の選択に委ねるかど
うか、そのセーフハーバー制度を取るかどうか
というのが 1つの論点でございまして、ここを
今議論しているところです。
執行の方法につきましては、「原則適用」の
場合には例えば課税当局からの課税リスクを極
力回避するためのバッファーとして、プライシ

ングのレンジは広いものであるべきという形の
意見も勘案して検討されておりまして、なかな
か今の段階での着地点の見通しというのは難し
いところかなと思っておりますが、交渉は頑張
ります。
あくまでもビジネスのパブリック・コンサル
テーションにおけるコメントというものをきち
んと踏まえて交渉したいというふうに考えてお
ります。青山さんのご質問に関しては以上です。
次にブリヂストンの鈴木さんからご質問いた
だいた点です。まずマルチ条約に関して準備期
間をしっかり取ってほしいというご意見は、誠
におっしゃるとおりでございまして、こちらは
条⽂が公表されれば明らかになりますが、今時
点では、基本的には納税者の準備期間にも配慮
した規定が導入される見込みです。条約が発効
してすぐ適用というわけではなくて、条約が発
効した後、次に実際の適用開始時期を別途定め
るということで、そこで一定の配慮がされる見
込みです。
或いはその利益A導入当初の数年間、これは
やはり執行のコストが非常にかさみますので、
そこで簡素な取扱いを認める経過措置、或いは
ソースルールを適用するための枠組みについて、
事前に確認を受ける仕組みなど、こういう税の
安定性の仕組みなども盛り込まれる予定となっ
ております。
それから鈴木さんから頂いた 2つ目ですが、
利益Bにつきまして、ロー・キャパシティの国
がいろいろあるとか、或いは課税がどうなると
か、いわゆる事務運営要領で対応するのかとい
うご質問を頂きました。これにつきましてはま
ず、現在検討される案では、基礎的なマーケテ
ィング販売活動、これについては自ら在庫を保
有して売買取引を行ういわゆるバイセル活動に
加えまして、在庫を保有せずに仲介取引を行う
コミッショネアやエージェント活動、これも含
まれるということで、サービス・プロバイダー
的な取引は後者の方に含まれると考えられます。
それからバイセル活動の利益水準指標（PLI）
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や売上高営業利益率（ROS）が適切と考えられ
ますけれども、一方で、ご指摘のとおりコミッ
ショネア・エージェント活動を含めたサービ
ス・プロバイダー的な活動のPLIはベリー比が
適切なケースも多いと考えられます。他方で、
契約と経済実体が異なり得る企業間グループ間
での取引につきましては、こうしたバイセル活
動とエージェント活動等を定量的・簡易的に切
り分けることはできないとされております。こ
のことから、現在検討されている案では、いっ
たんはコミッショネア・エージェント活動を含
む基礎的なマーケティング販売活動の対象取引
の全てについて、マトリックスの利益率を適用
するものの、さらにベリー比での検証を行って、
エージェント等の本来ベリー比による検証が適
切な活動についてはROSを適用するというこ
とで生じる異常値が検出されないか、検出され
た場合にはベリー比の先ほど申し上げた1.05〜
1.5の範囲の近い方のエッジで利益を修正する
という二重の価格決定措置が導入されておりま
す。
こうしたマトリックスの利益率と追加検証と
なるベリー比の水準が、納税者と課税当局双方
を満足させるものになるかどうかにつきまして
は、パブリック・コンサルテーションにおいて
もいろいろなご意見を頂いていますので、それ
を参考にしつつ、OECDで作業を進めたいと考
えております。
また、レンジについては、納税者からの申告
については、該当するマトリックスの利益率±
0.5％というレンジの中のどのポイントでもレ
ンジの中であればどのポイントでも容認される
というものであります。また、仮に当局側から
課税することができる制度となる場合には、マ
トリックスに示された利益率の中央値のみ課税
できるということにすることで、レンジの上限、
或いは下限の間で紛争が生じないように配慮す
ることが検討されています。
どういう形でやるのかということにつきまし
ては、利益Bの制度が固まったところでOECD

移転価格ガイドラインの改定を踏まえまして、
法令或いは移転価格事務運営要領の改正の要否、
或いは改正の在り方について、その時点で検討
してまいりたいと考えております。
一高さんからのご質問にお答えします。まず
1つ目。複数の読み方があるソースルールにつ
いて、どういう形で統一的、機械的に行うかと
いうこと、或いは今までの会計記録や帳簿に基
づくものとの関係はどうするのかというご質問
を頂きました。こちらにつきましては、なかな
か詳細について今現時点でお答えできないのは
恐縮でございますけれども、ソースルールは、
先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、
財又はサービスが使用され、又は消費される最
終地を特定すること、これを基本的な考え方と
しまして、完成品や部品或いはサービスや無形
資産取引、そうした取引のカテゴリーごとに何
が使用地に当たるのか、消費地に該当するのか
ということを定めることで、源泉地の判定を一
定程度機械的に行うことができるとされており
ます。
個々の類型或いは源泉地を判定する指標につ
きましては、これは帳簿とか或いは会計記録に
依拠するというよりは、むしろ実際の使用地或
いは消費地を反映するものが定められておりま
す。一方で単一の指標のみを許容するというの
ではなくて、複数の指標の使用が認められると
いう方針になっておりまして、企業による情報
の入手可能性についても一定程度配慮されてお
ります。それでもなおそういう個別の指標に関
する情報が入手できない場合など一定の場合に
つきましては、例えばGDPとかそういうマク
ロの経済指標に基づくアロケーション・キーに
よる収入の配分も許容されておりまして、納税
者が指標に係る情報を入手できない場合であっ
ても、源泉地の判定が可能な仕組みとなってお
ります。企業にソースルールを適用するための
体制、これを内部統制枠組と呼び、その内部統
制枠組を構築するということが求められており
まして、税務当局としましては、個々の取引に
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関する情報を基に、企業による源泉地の特定が
適切であるかということを検証するというより
は、むしろ主としてそのソースルールを適用す
る体制、この内部統制枠組が適切であるかとい
うことを検証することを通じて、源泉地判定の
正確性、適切性を検証するということが想定さ
れております。
それで 2 つ目は、同じく利益Bについて、こ
れは誰のための簡素化か、納税者の選択に依拠
し得る制度なのかということもご指摘いただき
ましたし、或いは執行方法についてわが国のス
タンス等についてもご質問いただきました。こ
れは繰り返しになって恐縮でございますが、納
税者の選択制に係らしめるか、というのは非常
に大問題でありまして、ここがまさに交渉中と
いうところでございます。どういう形で執行す
るかということにつきましては、おっしゃった
とおりOECD移転価格ガイドラインをそのまま
当局が適用する国もありますし、日本のように
OECD移転価格ガイドラインとは別に法令等或
いは通達などきちんと整備してから執行する必
要がある国と、いろいろ国によって建付けが異
なっていますので、この辺についても留意した
交渉の議論が続けられております。
わが国の執行方法につきましては、これは本
論点単独というよりは、スコーピング基準、プ
ライシングとかその他の要素も考慮しつつ議論
が進められておりまして、わが国もこの議論の
方向性に従った検討をしたいと考えております。
確たることが申し上げられないのですが、いず
れにしても国際的なルールに従った執行ができ
るような形のルールを整備したいと考えており
ます。
それから 3つ目、一高さんから税金逃れにつ
いて可能性をご指摘いただきました。ご指摘に
ありましたとおり、実はこういう財務会計への
影響、或いは課税逃れというのは実際に議論に
なっておりまして、利益Bを議論している作業
部会でも関心が寄せられております。財務会計
上の調整については、例えば第三者との取引額

なので、売上高についてはなかなか操作はしに
くいかもしれませんけれども、例えば販売管理
費について恣意的な分類がなされ得る、操作が
なされる可能性が排除できないと考えられてお
ります。OECDの作業部会としましては、利益
B逃れが行われる可能性について認識を共有し
ていまして、ガードレールについての議論を行
っております。ただ、財務会計上の調整が行わ
れることで利益B逃れがされている場合につい
ては、各国の当局はローカル・ファイルなどを
参照しつつ、必要に応じて税務調査において確
認をしていくことになると考えられます。
今度は逆に利益Aの課税逃れにつきましては、
今のところ多数の国に納税義務を負うというス
タイルになっていますので、申告内容というの
は基本的に多くの税務当局にシェアされてチェ
ックされるということになるので、今の時点で
は課税逃れというのはそんなに容易ではないの
ではないかという形で議論が行われていると認
識しています。
あとは各国独自のデジタル・サービス・タッ
クスが複層的に課税されることを回避するため
の一種の所得の再配分とわれわれは考えていま
して、新たな税源を創設するものではないと言
えますので、むしろ安定性の確保の観点が重視
されるという認識の下で、利益Aの安定性を要
請する納税者に対して、そういう仕組みを確実
に提供できるようなメカニズムとなっていると
思われます。質問に対する回答は以上でござい
ます。

（吉村）　現時点では答えにくい質問もあった
かと思いますけれども、率直なご回答を頂きま
した。西方さん、どうもありがとうございまし
た。それでは、以上で第 1部の第 1の柱につい
て終わらせていただきます。引き続き第 2部に
入りまして、第 2の柱について、西方さんから
ご説明をお願いいたします。
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Ⅲ．第 2の柱

〔第 2 の柱（グローバル・ミニマム課税）に
ついて〕国際課税（25ページ）

（西方）　第 2の柱について、ご説明いたしま
す。まず25ページでございます。第 2の柱（グ
ローバル・ミニマム課税）は 3種類課税のスタ
イルがあり、グループの全体のグローバルな売
り上げが約1,100億円以上である企業が対象でご
ざいます。どの国で稼いでも15％の実効税率が
確保される仕組みでございまして、一番上のIIR、
親会社が日本にあって軽課税国に子会社がある
場合で、このIIRについては今回令和 5 年で改
正して制度化を済ませたというところです。
下のUTPR課税及びQDMTT課税が令和 6 年
度以降の改正ということで、これからの課題で
す。

〔所得合算ルール（IIR：Income�Inclusion�Rule）
のイメージ〕国際課税（26ページ）
続きまして26ページに参りますと、第 2の柱
の所得合算ルールのイメージ、こちらも去年示
したものですので、説明は時間の関係で割愛い
たします。

〔国内ミニマム課税（QDMTT：Qualified�Do-
mestic�Minimum�Top-up�Tax）のイメージ〕
国際課税（27ページ）
続きまして27ページに参りますと、これは日
本でよく聞かれますが、日本でQDMTTを導入
した場合、QDMTTを実際発動するのかという
ところですが、なかなかこういう状況はまれだ
とは思いますが、政策税制をたくさん活用して
実効税率が15％を割る場合は、15％に戻すまで
の課税をしますというものです。逆にこれをや
らないと、当該企業グループが外国からUTPR
課税或いはIIR課税を受けてしまいますので、
日本企業を海外からのそういう課税から守る防
御的手段としてはQDMTTというのを制度化す

る必要性はあると考えております。

〔セーフハーバー〕国際課税（28ページ）
続きまして、28ページがセーフハーバーでご
ざいます。こちら、Pillar� 2 についてセーフハ
ーバーが定められまして、今回、右側にありま
すけれども、移行期間（transitional）CbCRセ
ーフハーバーというのが今回ドキュメントが出
ましたので、こちら令和 5年度改正で措置済み
です。こちらによってCbCRを使って簡素な実
効税率の計算が可能になります。

〔QDMTTとCFC税制の適用〕国際課税（29ペ
ージ）
29ページがQDMTTとCFCの税制の適用の
順番が明確化されたということでして、一番上
にありますとおり、QDMTTがCFCよりも優先
して適用されることが明確化されました。事例
が 2つ下に書いてありますけれども、左側がこ
のQDMTTを導入していない場合で、右側が導
入している場合です。右側だけご説明しますと、
上のX国が税率30％、下のY国が税率 5 ％の場
合に、Y国に存在するCFCが仮に所得が100だ
とした場合に 5％課税されて税額が 5出ます。
これが出た後でまずはこのY国側でQDMTTを
課税するということで、15％に至るまでの15と
5 の差の10をY国でQDMTTとして課税すると
いうことで、10が課税されます。QDMTTが
CFC税制で控除可能な場合には、この 5 と10
を合わせた15をX国でCFC課税の中から外国税
額控除などで二重課税調整をするということで、
CFCを導入していたX国側が劣後するというこ
とが今回明らかにされたところです。

〔グローバル・ミニマム課税に関するAdminis-
trative�Guidance（第 2 弾）及びGloBE情報
申告書に係るドキュメント〕国際課税（30
ページ）
このAdministrative�Guidanceの第 2 弾が 7

月17日、ちょうど先ほど申し上げたアウトカ
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ム・ステートメントの翌週に接近して出された
ものです。この中で大事な点が 2つあり、1（1）
と 1（2）が大事です。 1（1）の税額控除の取
り扱いに関するガイダンスは、市場性のある譲
渡可能税額控除（Marketable�Transferable�
Tax�Credit）につきまして、実効税率の計算上、
GloBE所得、つまり分母の増加として扱うこと
を示すと書いてあります。
ちょっと堅苦しい言い方になっていますけど
も、この点、そもそも原則論にさかのぼります
と、普通Pillar� 2 に関する実効税率を計算する
ときには、税負担額を分子に、分母に所得額を
置いて割り算をして実効税率を計算します。減
税があれば普通は分子の方の税額を減らすとい
うのが原則であります。ただ、ここの※にあり
ますけれども、既にモデルルールにおいて適格
還付可能税額控除（Qualified�Refundable�Tax�
Credit）につきましては、先ほどの原則と逆で、
これは分母の所得の増加として扱いますという
ことが、例外的な規則として定められておりま
した。要するに、還付可能な税額控除というの
はいわば補助金をもらうのと同じような状況だ
ということで、実効税率上の計算上も、その分
子の税負担の減少としないで、分母の所得の増
加として扱うということとされておりました。
これにより、同じ金額で減税するとしても、分
子の額が減少されるよりは、同じ金額で分母の
所得の増加として見なされる方が、実効税率の
下がり方が緩やかになる。すなわち、納税者に
とって有利になるということで、グローバル・
ミニマム課税によるトップアップ課税（上乗せ
課税）を受けにくくなる効果がQualified�Re-
fundable�Tax�Creditについて生じていたとい
うことです。
これに対して、アメリカのバイデン政権が
2022年のInflation�Reduction�Actで導入しまし
たグリーン税額控除につき、GloBEルール上の
取扱いの明確化が問題になりました。これまで
も執行ガイダンスの第 1弾で適格フロースルー
税額控除の執行ガイダンスを策定するなど、限

定的な側面でルールの取扱いの明確化はしてき
ておりましたけれども、このグリーン税額控除
についてアメリカから声が上がったということ
と、アメリカ以外の国からも譲渡可能税額控除
の取扱いについて明確化を求める声が強まった
ことなどを背景としてInclusive�Frameworkで
このようにされたものです。
譲渡可能税額控除、Transferable�Tax�Cred-
itにつきましては、その適用ルールが明らかで
ないということにされておりましたが、このア
メリカ或いは他の国の声を受けて、Market-
able�Transferable�Tax�Creditについても、そ
の譲渡により得た所得、それを売り払って得た
所得につきましては、実効税率の計算上は分母
の所得額を増加させる計算を例外的に認めるこ
ととなりました。以上が税額控除の取扱いに関
するガイダンスです。
次（2）は、UTPR課税に関するTransitional
セーフハーバーということです。これは2025年
年末以前に開始する各事業年度までの時限措置
として、最終親会社が所在する国・地域で法定
税率が20％以上であれば、実質的に最終親会社
が他国からUTPR課税を受けなくて済むという
ことにする時限的な特例です。
この点、そもそもグローバル・ミニマム課税
というのは、法定税率がいかに高くても、政策
減税或いは優遇税制で実効税率が下がってくる
ことに着目して、実効税率に着目してその実効
税率の15％を割り込めば上乗せ課税をするとい
う制度でありますのに、このUTPRセーフハー
バーは法定税率が20％以上であれば、たとえ実
効税率が15％を割り込んだとしても最終親会社
の法域のトップアップ課税を 0と見なすという
特例でして、個人的には一体われわれは何のた
めに交渉してきたのかと思うような緩い特例で
すけれども、これは、UTPRの各国当局や企業
の準備時間の不足を懸念する声も踏まえて提案
されたものです。
この特例の具体的な背景を断定することは控
えますけれども、個人的に注目している出来事

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   11123304944-1第75回租税研究大会記録.indb   111 2023/12/15   14:20:062023/12/15   14:20:06



―112―

としてご紹介するならば、ちょうど今年の前半
にアメリカの議会、特に野党の共和党がグロー
バル・ミニマム課税に対して反発を強めまして、
アメリカに所在する最終親会社企業に対して、
もし他国がUTPRを課税してきたときには、報
復的な課税をするという法案を準備した事実が
ございましたので、この点については言及した
いと存じます。なお、このセーフハーバーは、
最終親会社に対するUTPR課税を暫定的に免じ
るということにすぎませんので、中間親会社に
対するUTPR課税はこのセーフハーバー期間中
も可能です。この資料については、その点以外
は割愛させていただきます。

〔政府税制調査会「わが国税制の現状と課題－
令和時代の構造変化と税制のあり方－」（抜
粋③）（令和 5年 6月30日）［抄］〕国際課税（33
ページ）
続きまして33ページに参ります。これは31〜
33ページは政府税調の答申の抜粋を記載してお
ります。この抜粋部分に限らず、Pillar� 1 、
Pillar� 2 の背景などに何十ページも使って詳し
く記載されておりますので、お時間があればぜ
ひご覧ください。この33ページでは、下の段で
グローバル・ミニマム課税の意義について述べ
ております。グローバル・ミニマム課税の実施
に向けていろいろと企業の皆さまに多大なる事
務的なご負担をかけているということは、申し
訳ないことでございますけれども、Pillar� 2 ミ
ニマム課税というのは各国の法人税引き下げ競
争に歯止めをかけるということとともに、企業
間の公平な競争条件を確保することを目的とし
ております。これまでアグレッシブなタックス
プランニングを行ってきた多国籍企業が、こう
いうことをやりにくくなるということが予想さ
れますし、わが国企業にとっては国際競争力の
維持・向上に資するというふうに評価されてお
りますので、どうか皆さまのご理解もお願いし
たいと存じます。

〔外国子会社合算税制（CFC税制）の見直し（令
和 5年度改正）〕国際課税（34ページ）
次、34ページに参りますと、こちらは、CFC
税制の見直しを令和 5 年度改正でやったものに
ついて、ご紹介しております。簡単に申し上げ
ますと、いわゆるペーパーカンパニー等の適用
除外閾値につきまして、30％を27％に引き下げ
ました。なぜ 3％かというところですけれども、
これは 1つには外国子会社配当益金不算入制度
の制度設計上、外国子会社に係る費用を 5％と
見込んで制度設計した経緯なども、1つの要素
として総合的に勘案しまして、今回の 3％の閾
値の引下げとなったものです。

〔（参考）合算課税の対象となる外国子会社の
絞込みの効果〕国際課税（35ページ）
35ページは、経産省が作成した資料ですが、
27％と30％の間には、法定税率でいうと、韓国、
ドイツ或いはアメリカのカリフォルニア州、ニ
ューヨーク州といった日本の企業が進出してい
るような地域も含まれておりますので、かなり
日本企業の外国子会社がこのCFCの対象から
除外される見込みとなるのではないかというふ
うに書かれています。

〔租税条約上の最低課税ルール（STTR：Sub-
ject�to�Tax�Rule）のイメージ〕国際課税（36
ページ）
36ページ以降、STTRの話が書いてあります。
時間の関係で割愛させていただきますが、基本
的にはこのB国が軽課税国である場合にSTTR
というのは非常に効果を持つということでして、
日本のような比較的軽くない法人税率を定めて
いる国に関しては、制度上は関係ないと考えて
おります。

〔「暗号資産等報告枠組み（CARF：Cryp-
to-Asset�Reporting�Framework）」等につい
て〕国際課税（39ページ）
続きまして39ページに飛びますと、暗号資産
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等に関する報告枠組み、CARFと呼ばれている
ものです。分散型台帳技術を使用するCryp-
to-Assetに関して、いわばそういうプロバイダ
ーに税務当局へ報告してもらうという義務を課
すという流れです。下の図で言いますと、日本
に存在するプロバイダーに対して、日本に住ん
でいない例えばフランスならフランスの居住者
が日本のプロバイダーを利用していた場合に、
そのフランス人の取引情報を日本の税務当局に
報告してもらうということで、その非居住者に
関する情報を税務当局間で自動的情報交換をす
るということがこれからはミニマムスタンダー
ドとして盛り込まれます。この上の四角の 5つ
目の白丸を見ますと、今回のG20首脳宣言でも、
2027年までにCARFによる情報交換を開始でき
るよう検討せよというご示唆を頂いております。
これに合わせてわが国も法制化を検討してまい
りたいと考えております。

〔MRDP（Model�Reporting�Rules� for�Digital�
Platforms）における報告プラットフォーム
事業者による特定手続等〕国際課税（40ペ
ージ）
最後40ページにMRDPというのが書いてあ
ります。こちらはミニマム・スタンダードでは
まだないので、日本として制度化するかどうか
は今検討中ですが、こちらはプラットフォーマ
ーに対して売主の情報を課税当局に情報届け出
を出していただく義務を課すかどうかというこ
とで、これはヨーロッパで比較的活発な議論が
行われているものですので、こちらについても
OECDでの議論を踏まえてわが国として今後の
在り方を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

Ⅳ．第 2の柱に対する意見・質問

（吉村）　第 2の柱のついては、法制化も進み、
実務的な対応が課題となっているところで、皆

さまの関心の高い分野であろうと思います。時
間の限られる中、丁寧にご説明いただきありが
とうございます。それでは、先ほどと同様パネ
リストのお三方から今頂いたご説明に対する質
問ご意見を頂戴したいと思います。最初に青山
さん、よろしくお願いいたします。

（青山）　Pillar� 2 についても、大変詳しい説
明をありがとうございました。既にIIRについ
て立法化が済んでいるわけですけれども、ご案
内のとおり、欧州、アジアで国内法の改正がど
んどん進んでいって執行段階に入りつつありま
して、親会社合算のグローバル・ミニマム税の
仕組みについては、ビジネス界を含めて理解が
どんどん進展しているというふうに思います。
先ほど今回のアドミニストラティブ・ガイダン
スの中での 2つの重要な項目のご説明を頂戴し
て、これは本当に重要な点であるとともに、そ
の背景にはアメリカの議会でのUTPRに対する
アゲインストの風、こういったものがあったと
いうことのご説明も頂戴しました。
そういった意味で、今回UTPRについて法定
税率を基準としたセーフハーバーが設けられた
のは、今まで協議してきた原則を実効税率から
法定税率に変えてという点で非常に大胆な妥協
をしたというお話でございましたけれども、そ
れも重要なステークホルダーであるアメリカに
おける政治的な背景を斟酌したものだというこ
とがよく分かりました。
そこで、わが国にとっての税制改正が複数年
にわたってこれから行われるということになっ
たわけですけれども、その関係で幾つか確認さ
せていただきたいと思います。
実行ガイダンスの発表の遅れに即して、わが
国も複数年にわたってやることになったわけで
すけれども、国際情勢を見つつまずIIRから令
和 5年改正をスタートさせられたのは適切であ
ったというふうに思われます。ただ一方で、先
ほどのご説明にもありましたように、アメリカ、
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それから諸外国の税制改正が跛行的にいろいろ
な形で出てくるものですから、それらを踏まえ
ながら、日本として特にQDMTT、UTPRを今
後どういうふうに立法化していくのかというこ
とについて、もし踏み込んだご説明が頂戴でき
るならいただきたいと思います。
それからCFC税制との関連では、ドイツが
最近グローバル・ミニマム税に沿った税制の改
正案を出したというふうに聞いています。CFC
税制の検討は与党税調でも取り上げられ、来年
度以降わが国CFC税制の検討をするというふ
うになっていますので、こういった諸外国の動
きはわが国でも参考になるのかということであ
ります。この点は租税回避防止の基準に関わる
租税政策の問題であると思いますけれども、ビ
ジネスからは、何度も申し上げておりますけれ
ども、コンプライアンス・コスト削減の要請の
視点も含めて、令和 5年改正で27％に下げてい
ただいたのもその 1つだと思いますけど、重要
な課題と位置付けられますので、この辺のとこ
ろの取り組み状況について、或いはお考えにつ
いて、もし追加的に承れればというふうに思い
ます。
最後に報告いただきました情報交換の拡充に
ついては、CARFとMDRP 2 つの新設によって
自動的情報交換がさらに今までの本来の金融機
関以外にも広がってくるということで、プラッ
トフォーム事業が拡大する中での本人確認や居
住地の確定など、プラットフォーマーには大き
なコンプライアンス・コストが追加になります。
確かに、必要性を考えますとこの制度について
も、既存の金融業界が果たしてきたレベルのコ
ンプライアンス・レベルを確保していただかな
ければいけないというふうにも思いますけれど、
そのためには当初適切なモニタリングも必要で
はないのかなというふうに考えます。
私からは以上でございます。

（吉村）　青山さん、どうもありがとうござい

ます。それでは続きまして鈴木さん、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

（鈴木）　引き続き丁寧なご説明をありがとう
ございました。先ほども少し申し上げましたが、
過去から長く企業税務に携わっていた身にとり、
今回の第 1の柱、第 2の柱ともに実務的には想
像を超えたインパクトを持つものです。特に第
1の柱の利益Aはこれまでよりどころとしてい
ました独立起業原則を超えたものですし、第 2
の柱は企業会計と税務会計の相互に拘束し合う
度合いを劇的に高めました。
これらの急速かつインパクトの大きな変化に
対応するのは、企業にとっては非常に難易度が
高く、骨が折れる仕事だと、今、第 2の柱への
対応を進めながらつくづく感じております。こ
の点、西方さんには充分ご理解いただいており、
本当にありがとうございます。しかしながら今
回の税制への対応は、従来のように社内で税務
部門が旗を振りながら主導する形で行っていて
も限界があるので、経営陣に内容をよく理解し
てもらったうえで、第一優先の経営課題という
かたちで対応していかねばならないと考えてい
ます。
昨年末の経過的セーフハーバーの設定は、短
い時間軸の中で対応を進める企業にとっては、
一定のリードタイムを与えてくれたという意味
で非常にありがたいものでした。そして、恒久
的措置としてのQDMTTのセーフハーバーにつ
いても、企業実務の立場から歓迎いたしますし、
経過的セーフハーバー・ルールが終了した後の
恒久的セーフハーバー・ルールについても、同
様の簡易さ、事務負担の軽減効果を強く期待し
ているところです。
さて、本邦のCFCルールの見直しの方向性
について、確認させていただければと思います。
IIRとCFC税制は、その適用対象や対象所得は
厳密には異なりますし、制度設計の段階から併
存が前提とされている一方で、両制度の趣旨は
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完全に一致はしないものの、重なる部分も多分
にあると考えております。先般トリガー税率を
30％から27％に引き下げていただき、今後も
CFC税額のプッシュダウンのタイミングの問
題など、いろいろ微調整が行われていくと理解
しておりますが、本邦CFC税制については、
さらなる簡素化を検討していただけると期待し
てよいでしょうか。
感想めいた内容に終始しまして申し訳ありま
せんが、BEPS2.0への対応で企業はとても疲弊
しているということを最後にコメントさせてい
ただきます。

（吉村）　鈴木さん、どうもありがとうござい
ます。それでは一高さん、よろしくお願いしま
す。

（一高）　西方さん、どうもありがとうござい
ました。わが国のIIRは2021年10月のIFの合意
に即したものです。共通アプローチとしてのモ
デルルール（2021年12月）とコメンタリ（2022
年 3 月）、国別報告事項等に係る適用免除等
（OECD,�Safe�Harbours�and�Penalty�Relief:�
Global�Anti-Base�Erosion�Rules（Pillar�Two）,�
OECD/G20� Inclusive�Framework� on�BEPS
（2022））もIFで承認されたもので、わが国も
従うべきものです。そうした中、わが国は、
IIRの国内法化に際して、固有の観点から無視
し得ない変更や調整、削除等がなされたところ
があるでしょうか。また、納税者は国内法に不
明な点があれば、これらに加えて、OECD事務
局作成の事例集（OECD,�Tax�Challenges�Aris-
ing� from�the�Digitalisation�of� the�Economy�–�
Global�Anti-Base�Erosion�Model�Rules（Pillar�
Two）Examples（2022））の内容にも依拠でき
ると考えておくべきでしょうか。
さらに、税務当局は、IFで承認・発遣され
た今年の 2 月（OECD,�Tax�Challenges�Aris-

ing� from�the�Digitalisation�of� the�Economy�–�
Administrative�Guidance�on� the�Global�An-
ti-Base�Erosion�Model�Rules（Pillar�Two）,�
OECD/G20� Inclusive�Framework� on�BEPS
（2023））と7月（OECD,�Tax�Challenges�Aris-
ing�from�the�Digitalisation�of� the�Economy�–�
Administrative�Guidance�on� the�Global�An-
ti-Base�Erosion�Model�Rules（Pillar�Two）,�
July�2023,�OECD/G20�Inclusive�Framework�on�
BEPS（2023））の執行ガイダンス（コメンタ
リと事例集への反映を予定）にも従う必要があ
ります（モデルルール・パラ8.3.1）が、わが国
で2024年 4 月 1 日以降に開始する事業年度にお
いて、納税者も執行ガイダンスにも依拠し得る、
或いはすべきと考えてよいでしょうか。
その 7 月の執行ガイダンス（pp.74-76）には、
例えば争いあるQDMTTの扱いがありまして、
特に憲法上、或いは投資協定上の理由で徴収で
きないと当局が判断した部分のQDMTTは、
IIRのトップアップ税額から控除しないとあり
ますが、憲法等に関しどういった理由や問題状
況が念頭にあるのでしょうか。また、これはわ
が国にも当てはまるような議論でしたでしょう
か。お教えいただければ幸いです。
それから 7 月の執行ガイダンスは、CFC税
制上QDMTTの税額控除を認めることとしてい
ます。ご説明いただきましたように、やや細か
い話ですけれども、スライド29の設例 2のとこ
ろで、QDMTT10のCFC税制での税額控除を認
めていますが、例えば当該CFCが、日本で受
動的所得（特定所得の金額）のみCFC税制の
適用を受ける部分対象外国関係会社で、QD-
MTT10の中には受動的所得以外のCFCの所得
に対するものがあるとしても、これは特に区別
せず10の全額が日本のCFC税制上の税額控除
の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
また、同じ外国に他の例えばCFC2というのが
あって、これが日本のCFC税制の適用外だと
いう場合に、そういったCFC2のQDMTTも含
めてCFCが10を納付しているような場合でも、
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10の全額が同様に税額控除の対象となると考え
てよろしいでしょうか。
それから、税の安定性に関する市中協議⽂書

（OECD,�Pillar�Two�–�Tax�Certainty� for�the�
GloBE�Rules,�Public�consultation�document,�20�
December�2022�–�3�February�2023）で、各国
のGloBEルールの解釈と適用が異なることで、
同じ軽課税所得に対し複数の国がトップアップ
課税が及ぼすことによる二重課税などの問題の
解決法の選択肢が検討されています。そうした
二重課税は、租税条約上の相互協議を通じた解
消は期待できないのでしょうか。他の選択肢を
含めて、わが国のスタンスをお聞かせください。
最後に、IIRには法人税に関する「底辺への
競争」を食い止めるという側面に目が行きがち
ですが、なおCFCの超過利潤、多くは無形資
産に由来するものですけれども、これはCFC
税制の適用がない限りは税率15％で済む、軽く
課税されるという側面があります。IFでの議
論を通して、今後の方向性としてわが国として
どのように見ておられるのか、お教えいただけ
れば幸いです。少なくとも次の 4つがあると考
えます。
1つは、主要国の実効税率は今後も15％程度

までは下がっていく。 2つ目に、基準税率、今
の15％は今後引き上げられていく。 3つ目に、
主要国は無形資産の国内維持を図るために、無
形資産由来の国内所得も15％程度の税率、或い
はさらに低い税率に引き下げていく（米国の
FDIIの発想）。 4 つ目に、主要国は無形資産の
国外移転に対する課税を一層強化していく。こ
ういったことが考えられるかと思いますが、今
後の世界と日本の方向感なり、見通しをご教示
いただければ幸いです。以上でございます。

（吉村）　一高さん、どうもありがとうござい
ます。今後の影響なども含めて、かなり広範に
質問が出たかと思います。それでは今のご意見
ご質問を受けまして、西方さんの方からご回答

いただければと思います。よろしくお願いいた
します。

（西方）　難しい質問含めて、いろいろとご質
問ありがとうございます。まず、青山さんから
頂きましたご質問からお答えします。
まず、アメリカの議会の動向等々、Pillar� 2
課税に関してご質問いただきました。アメリカ
の動向ということで私の口から申し上げるのは
なかなか難しいですが、まず本年 3月に大統領
予算教書というのが出ていまして、そこで
GILTI税率に関して21％に引き上げましょうか
という提案がされていたと承知しています。他
方で共和党の方は、グローバル・ミニマム課税
に関してかなり敵対的な動きを取っております
ので、なかなか混沌とした状況というか、与野
党はいろいろと意見が異なるというところがあ
ります。
それから、わが国の方はどうするかというこ
ともご質問を頂きまして、これは 1つには、も
ちろん年末にかけての与党税制調査会のご議論
を頂くものでございますので、今の時点でどう
こうという話ではありませんけれども、まず
UTPRセーフハーバーが出たということをどう
捉えるかというのが 1つあるかと思います。一
定の期間までは暫定的に例えば日本の最終親会
社が外国からUTPR課税を受けることがないと
いうことになりますので、いわば日本企業を守
るためのQDMTTというものの必要性というの
が若干ずれる可能性もあるかなということは認
識しておりまして、そういう状況を踏まえると、
QDMTTの立法のタイミングというのは改めて
考えたいと思っております。
他方で、UTPRにつきましては、これは国際
的に施行するターゲットがありまして、それが
まだ変わっておりません。それからあとはコー
ポレート・インバージョンによってIIRをいわ
ば潜脱するような動きに対抗するという意味で
は、やはりUTPRの法制化の必要は変わってい
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ないと認識しておりますので、これを踏まえて
今後法制化のための議論をしてまいりたいと思
っております。
それから青山さんからあともう 1つ、ドイツ
においてグローバル・ミニマム課税に沿って
CFCの税率を15％に下げたりとかいうことに
ついて、CFC課税についてどう考えるかと。或
いは、鈴木さんからもCFCの課税の見直しに
ついてご質問いただきました。これについては、
ドイツでの改正はわれわれとして同じものにな
るとは今の時点では考えておりません。外国子
会社合算税制については、去年の令和 5年の与
党税制改正大綱においても書かれた通り、第 2
の柱とCFCというのは並存するものだという
のが国際的なルールですし、やはり外国子会社
を通じた租税回避を抑制するための措置という
この重要性は、Pillar� 2 課税が導入された後も
変わらないと思っております。第 2の柱とCFC
税制というのは目的を異にする別個の仕組みで
あるということです。確かに企業の皆さまにい
ろいろな意味でご負担をかけているというのは
われわれも承知しておりますので、こういう企
業の事務負担に一定の配慮をした形で、CFC
税制について必要な見直しを検討してまいりた
いと考えております。
経産省からもCFC税制の見直しの要望をさ
れておりますので、Pillar� 2 課税の執行面との
関係でCFC税制をどこまで簡素化できるかと
いうことを今後税制改正プロセスで議論してい
きたいと考えております。
それから、鈴木さんから、CbCRセーフハー
バー、暫定的措置としてのセーフハーバーに続
けて、今度は恒久的措置としてのセーフハーバ
ーについて質問を頂きました。まさに交渉中で
ございまして、なかなか具体的なお答えは難し
いのですけれども、ただ、やはり企業の皆さま
の事務負担の軽減というのは非常に大きなテー
マで議論されているのも事実ですので、制度の
趣旨が没却しない範囲で簡易な仕組みというの
をきちんと議論して、そういう議論にもわが国

としても適切に参加してまいりたいと思います。
それから、一高先生からのご質問を頂きまし
た。いずれも結構難しい問題で、ありがとうご
ざいます。まず、執行ガイダンスにいろいろ従
っていく可能性で、事例集とか依拠できるのか
ということも含めてご質問いただきました。基
本はやはり令和 5年度税制改正においてまず法
制化を行ったIIRについては、令和 6 年度改正
においても、今まで出た最新のガイダンスを参
照してこれを見直すということを考えておりま
す。ですので、絶えずOECDのルールに沿った
形で法令等々をアップデートしていくという作
業を続けていきます。
ですから、 6年度改正においても国内法、或
いは通達等いろいろと整備するということで、
これに依拠して税務手続きを進めていただくと
いうのが原則かと考えております。
それから 2つ目に、いろいろ投資協定、或い
は憲法上の理由でQDMTTに実際の執行面で制
約が生じた場合どうするかというご質問、これ
は非常に難しい論点ですけれども、ご指摘のと
おり、まず 7月公表のQDMTTに関する執行ガ
イダンスにつきましては、憲法もしくは他の上
位法、又は他のアグリーメント等々で多国籍企
業が申し立てを行った場合、或いは税務当局が
徴収できないと判断した場合などが言及されて
おります。これが、ただ具体的にどういう問題
状況を想定するかというのはなかなか今の時点
ではドキュメントに示されておらず、答えづら
いところではあるのですけれども、ただ例えば
というところでは、QDMTTのルールや解釈、
或いは事実関係に関する問題ではなくて、
QDMTTの実施法域の憲法上の規定などに基づ
いて、QDMTTの納税義務の全部又は一部が存
在しないというふうにされて、多国籍企業がも
し異議を出した場合などを想定しているのかな
と考えられます。
こういう場合に、憲法上の理由で多国籍企業
がチャレンジを行ったけれどもQDMTT税額を
会計上で費用計上していた場合どうなるか。或
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いはこういうQDMTT税額がGloBE上のトップ
アップ税額から控除をこういう場合にされてし
まうと、インテグリティ・リスクが生じるおそ
れがあります。このQDMTT実施法域の争いが
長引いてIIRやUTPRに時効が成立してしまっ
たというような場合がもし想定されるとすると、
これはもうトップアップ税額は徴収できないと
いうことになります。さらにそのQDMTTにつ
いても最終的に多国籍企業が勝訴した場合には、
QDMTT税額も支払う必要がないということに
なりますので、トップアップ税額自体がその
GloBEルールに基づいてもQDMTTでも徴収さ
れないという事態が生じ得るというふうに考え
られております。
こうした問題に対処するために、 7月の執行
ガイダンスでは憲法上の争い、或いはQDMTT、
又はGloBEルール以外の法的根拠に基づいて
QDMTTの全部又は一部について責任を負わな
いというふうに多国籍グループが主張する場合
には、QDMTT税額はGloBEトップアップ税額
を減額しないという取り扱いが示されておりま
す。
それから、CFC課税との二重課税の問題も
ご指摘、ご質問いただきました。先ほど私が申
し上げたことの繰り返しですが、CFC税制と
QDMTTの適用順序についてはQDMTTを先に
計算するということが示されました。QDMTT
とCFC税制の国内税制の関係につきましては、
QDMTT税額の構成事業体への配分はCFC税
制を含む他の法域の税法の適用を制限するもの
ではないというふうにされておりますので、基
本的にはQDMTTとCFC税制の二重課税の排
除については、国内法でどうやるかを各国に委
ねられていると認識しております。これは、例
えば、QDMTT実施国が恣意的なQDMTT税額
の配分をもし行って、その他の法域のCFC税
制を実質的に無効化するとか弱体化させるとい
うような事態が一応想定されております。そう
すると適切なCFC税制の実施を確保するとい
う観点からは、CFC税制の実施国がQDMTT実

施国のQDMTT課税を一種無視してCFC税制
を適用できるようにするためという、こういう
弱体化させるような場合は、そういうQDMTT
課税を無効化するようなCFC税制を適用でき
るようにすると考えられておりまして、この辺
の二重課税の在り方というのはまさにこれから
の制度化の中で議論していきたいと思います。
Tax�Certaintyのようなパブコメの中でもやは
り二重課税を生じさせるような法域間の齟齬に
ついてもいろいろご指摘を頂いておりますので、
そういう点も含めてこれからQDMTTの制度化
を検討してまいりたいです。
それから次に、相互協議です。このCFC課税、
或いはグローバル・ミニマム課税で一種いろい
ろな意味で二重課税のリスクが高まっているの
ではないかというご指摘を頂きました。これに
ついては、われわれとしても二重課税のリスク
があることは承知しておりまして、パブコンで
もこういう二重課税或いは紛争に対処するため
のメカニズムの必要性についてご指摘を頂いて
おります。これについてもいろいろ各国間で議
論が継続中でして、われわれとしてもその二重
課税のリスクをどうやって処理したらいいかい
うことを、きちんと真剣に考えていきたいと思
っております。いろいろな意味で意見が出てい
るという状況でして、恐縮ですが、今の時点で
はこれだけとさせていただきます。
最後に、これまた非常に難しい問題でござい
ますけれども、今回のIIRはPillar� 2 課税をす
ることで、いわば企業行動もどう変わるか、或
いは主要国がどういう形でその制度が収れんし
ていくかという非常に興味深い論点をご提示い
ただきました。これはGloBEルールがまだ適用
されていない中で難しい課題ですが、元々この
場は個人的な立場で参加させていただいており
ますので、個人的な印象として申し上げると、
まずは先ほどの繰り返しですけども、グローバ
ル・ミニマム課税が導入されることによって、
いわば軽課税国を利用してアグレッシブなタッ
クス・プランニングということをすることに一
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種のブレーキがかかるということで、これはま
っとうに納税している企業にとってはレベル・
プレーイング・フィールドが実現するというの
はよく言われています。
もう 1つは、軽課税国がQDMTTなどを導入
することで実効税率を引き上げた場合に、そこ
に外国子会社を置くメリットというのが低減し
ますので、それを見た各国企業が外国子会社を
そこから引きあげて、自分の本国に外国子会社
を戻すとかそういうダイナミックな動きがどれ
ぐらい起きるか。そういう軽課税国の魅力が薄
れたことによってそこから出ていくということ
がどれぐらい起きるかということも、今後この
インパクトを見る上では 1つあるでしょう。
それから超過利潤に対する課税というご指摘
を頂いております。これはPillar� 2 というより
はどちらかというとPillar� 1 の方のマルチ条約
の方が通常利益を引いた後の残余利益に対して
課税するという意味では、超過利潤が一部含ま
れた形で利益Aというのが再分配されます。し
かもそれが売り上げに比例して分配されるとい
うことですので、現地の軽課税国の税率を見て
所得をシフトするというようなことのインセン
ティブが、マルチ条約によって一種弱まる効果
もあると推察されます。
その売り上げ自体も、操作は不可能だという
のが一応前提だとすると、そういう意味でも超
過利潤を恣意的に移転するというところは少し
弱まるかなと思っております。
あとは、先ほど申し上げたマルチ条約の二重
課税調整ということを見てみましても、利益率
が高い子会社が存在するjurisdictionsが二重課
税の調整につきより大きく責任を果たすという
仕組みになっておりますので、そういう軽課税
国の方がより二重課税の調整の義務を負う可能
性があります。そういう意味では、そうした国

にとって軽課税の仕組みを取るメリット自体も
減殺されるということも考えられます。また、
軽課税国からもしかしたら十分な外税控除など
二重課税調整を受けられない可能性も実はあり
ますので、そういう二重課税調整を受けられな
い外国子会社からすると、そこにそもそも外国
子会社を置く意味が薄れるかもしれない。「か
もしれない」が続いて恐縮なのですけれども、
こういう意味でPillar� 1 とPillar� 2 を両方総合
して企業行動にどういうインパクトが出るかと
いうのは、これからまさにいろいろな意味で勉
強していきたいと思っております。中途半端な
回答で恐縮ですが、以上でございます。

おわりに

（吉村）　西方さん、どうもありがとうござい
ました。まだまだ議論を続けたいところですけ
れども、残念ながら時間を過ぎておりますので、
ここで終了したいと存じます。
本日は、第 1の柱及び第 2の柱について、最
新の情報に基づき議論いただきました。非常に
野心的な取り組みと評価されていた第 1の柱に
ついても具体化が進み、実施スケジュールが見
えてきています。第 2の柱と合わせ、実務的な
対応も迫られていくことになります。本日の率
直な議論を拝聴して、それぞれについて深い理
解を得ることができたのではないかと思います。
パネリストの皆さんに改めて感謝申し上げた
いと思います。それでは、これで国際課税に関
するパネルディスカッションをお開きにさせて
いただきます。ご協力どうもありがとうござい
ました。
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＜総論＞

Ⅰ．はじめに

（林）　ただ今，ご紹介いただきました林でご
ざいます。それでは，早速でございますけれど
も，租研意見の概要を説明させていただきたい
と思います。
租研は，これまで中立の立場から税制の在り
方に関する提案を長年行ってまいりました。租
研意見の特徴の 1つは，短期的な課題だけでは
なく，日本の経済社会が抱える構造的な問題の
解決を目指した税制改革の提言を行っているこ
とでございます。従いまして，本日ご説明申し
上げる意見は令和 6年度税制改正に関する租研
意見となっておりますけれども，より長いスパ
ンでの提言・提案であることをまず申し上げて
おきたいと思います。また，租研の問題意識と
提案は，いわゆるイメージベースではなく，し
っかりとしたデータの裏付けがなされているも
のであることも租研意見の特徴といえるのでは
ないかと思います。この点につきましては，租
研意見に付属されております資料集と毎年行っ
ておりますアンケート調査をご覧いただきたい
と思います。

それでは，概要に沿ってご説明申し上げます。
まず，はじめにでございますが，日本はさま

ざまな構造問題を抱えております。租研はかね
てより，巨額の財政債務，人口減少，超高齢化
の進行，社会保障費の増大，そして経済では生
産性，経済成長の低迷，今後の社会としてデジ
タル化・グリーン化が遅れていることといった
ような点を構造問題として認識してまいりまし
た。そして，とりわけ，その中から財政の持続
可能性の回復，社会保障制度の効率化と重点化，
特に，経済構造を転換し持続的成長と所得の拡
大を目指すという，この 3つを改革の基本方向
として捉えてまいりました。もちろん，これら
の目標を実現するためには，財政支出やその他

� 9 月20日㈬・午後

「令和 6年度税制改正に関する租研意見」＊の解説

株式会社EBPM研究所　代表取締役

林　宜嗣
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の政策がセットで実施される必要があることは
言うまでもありません。しかしながら，税制も
いわゆるソフトインフラの 1つとして，これら
の構造問題に対応することが非常に重要な課題
となっております。それが， 2番目の税制改革
の基本的視点に示されております。

Ⅱ．税制改革の基本的視点

まず，経済活力の強化では，生産・分配・支
出という，いわゆるマクロ経済循環の中で企業
の活性化と雇用・所得の確保とが好循環となっ
て，日本経済を拡大していくことが求められて
おります。この好循環を実現するためにも，や
はり企業の活性化が不可欠でございまして，そ
のためには企業の国際競争力の強化，日本の立
地競争力の強化，そしてイノベーションと生産
性の向上が不可欠です。それには，官民が重点
的な投資等を行うことが重要でありますけども，
DXを進めるためにもこれから人への投資も重
要な課題となってまいります。これらを含め，
ポストコロナの時代にふさわしい成長戦略の確
実な実施に官民を挙げて早急に取り組んでいか
なければならない時期に来ていると考えており
ます。
次は，財政健全化の視点でございます。現在，
日本の財政は受益が負担を上回る構造になって
おります。この構造を解消するためには，歳出
歳入の一体改革が不可欠です。その場合には，
まず予算規模ありきの政策から脱却して，国・
地方ともにエビデンスに基づいた政策立案を促
進し，効果的・効率的（Outcome-Oriented）
な支出を徹底するとともに，受益と負担の適正
化を図ることによって限られた財政資源の最適
配分を実現することが必要であります。
そして，税制面では，次の 3点が重要だと考
えております。まず，公共サービスの財源は税
により賄うことが原則です。その場合，消費税
率の引き上げ，所得税改革という 2つの個人に
対する基幹税による財源の確保が重要であると

いう点。そして，税と社会保険料の 2つが国民
負担となるわけでありますけれども，税と社会
保険料の役割分担に配意が必要です。社会保険
料につきましては，本来，年金や医療のように
受益と負担，受益は給付でありますが，それと
の関係が明確で，しかも保険原理が働く分野に
適していて，社会の構成員全体に便益が及ぶよ
うな公共サービスの財源としては，保険料では
なく国民が広く公平に負担する税によることが
望ましいと租研は考えております。つまり，財
源を安易に社会保険料に求めることがあっては
ならないと考えています。
3つ目は，地方創生・地域の活性化です。地

方財政の場合，国からの財政移転が非常に大き
なウエートを占めているわけでありますけれど
も，財政移転に頼るのではなく，財政責任を伴
った地方行財政運営が実現する環境を整備する
必要がございます。そのためにも，地方税の在
り方が極めて重要なポイントになります。つま
り，地方税においては負担分任，応益課税の原
則に基づいた制度改革を行うこと，そして，そ
の結果として税源の偏在性が小さく税収が安定
的になる地方税体系の構築と地方税の構造改革
が必要であるという認識でございます。
税制改革には，以上のような基本的視点が必
要ですけれども，税は必要な財政支出の財源調
達手段であります。そのためにも，税が備える
べき原則がございます。それが公平・中立・簡
素という 3つの原則です。公平性は，人々が負
担能力に応じて税を分かち合うという応能負担
を意味するのですけれども，現在世代と将来世
代という世代間においてもこの原則が満たされ
る必要性がございます。 2番目の中立性は，税
収調達手段である租税が個人や企業の活動に対
して与えてしまう影響を極力小さくする。つま
り，ゆがみをできるだけ与えないような財源調
達手段でなければいけないという原則です。 3
つ目の簡素性の原則は，納税者にとって理解し
やすく，そして徴税者にとっても徴税のコスト
がかからないという税の仕組みを構築すること
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でございます。納税事務負担の軽減や税負担に
関する予見可能性を高めるためにも，税は簡素
でわかりやすくなければなりません。これが，
簡素性に関する租研の考え方です。

Ⅲ．税体系

総論の最後は，望ましい税体系の構築でござ
います。公平・中立という原則は，しばしばト
レードオフの関係にあることがあります。また，
単一の税でこの租税原則全てを同時に満たすこ
とはできません。従って，どうしても複数の税
目が必要になります。これが，租税体系という
ことになります。また，税によっては安定的な
税収をもたらすものもあれば，経済成長ととも
に税収が大きく伸びたり減少したりするような
伸縮性の大きい税もございます。こうした各税
が持つ特性を考慮し，バランスの取れた税体系
の構築が求められております。

＜各論＞

Ⅳ．所得税

それでは，各論に入らせていただきます。こ
の番号順に進めてまいりますが，まず，個人所
得税に関しましては，現在の所得税負担の構造
を見ますと，ほとんど全ての階層において日本
の所得税負担は先進国の中でも低く抑えられて
おります。このことから，税収調達機能を今よ
りも強化する余地は国際的に見てあるのではな
いかと考えております。
次は，所得税負担の偏りです。年収1,000万
円超の給与所得は全体の4.9％ですけれども，
その方々が税額の約半数以上，52.4％を負担す
るというように，現在の税負担が高所得者に偏
る構造を特徴としております。こうしたことか
ら，低税率適用ブラケット幅の縮小なども今後
検討していく必要があるという指摘をさせてい
ただきました。

日本では現在，所得格差が拡大しているとい
われておりますけれども，税制・財政全体の中
で所得税が所得再分配にどのような役割を果た
すべきなのかについて検討していく必要がある
のではないかという指摘もさせていただきまし
た。
さらに，中立性でありますけれども，現在，
働き方，ライフコースの多様化が進んでおりま
す。こういうことの中で，婚姻，働き方，所得
の稼得形態などをゆがめないという中立性を確
保する観点から所得控除の在り方等の見直しを
検討する必要があるとさせていただきました。

Ⅴ．相続税・贈与税

続きまして，相続税・贈与税でございます。
税制全体の中で相続税の機能の中心は富の集中
抑制で，この機能の発揮が重要だと捉えており
ます。そして，その中で資産の移転時期に中立
的な税制を構築する観点から，相続税・贈与税
の見直しについて今後も検討を進めていくべき
であるとさせていただきました。
また，資産の世代間移転促進を目的として，
結婚・子育て・教育・住宅取得資金に係る贈与
税の非課税措置が導入されたところでございま
すが，格差の固定化につながらないように今後
も見直しが必要であるという指摘をしておりま
す。

Ⅵ．法人税

法人税につきましては多くの提案をさせてい
ただいておりますけれども，主要な点を挙げま
すと，第 1は企業の国際競争力の強化，立地競
争力の確保など，日本経済の持続的な成長を促
進するための法人税制の整備が重要であるとい
う基本認識です。これに基づいて，特に法人税
率，課税ベース等については，グローバル・ミ
ニマム課税の導入なども踏まえて国際的に調和
の取れた，つまりグローバルスタンダードな税
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制であることが肝要だとしております。詳細は
意見書の本⽂をご覧いただきたいと思います。
第 3に，研究開発の促進が経済成長において
重要だと国際的に認識されておりますけれども，
その中でイノベーション促進のための研究開発
税制の拡充（スタートアップ支援），知的財産
への優遇税制の創設を意見書では求めておりま
す。

Ⅶ．国際課税

国際課税に関しましては，多国間フォーラム
での合意形成の上，国内法・租税条約の整備を
進めることが望ましいという点。それから，移
転価格税制をはじめとする国際課税制度の執行，
租税条約の適用における予測可能性。「今後ど
うなってくのだろうか」という予測可能性を確
保していくこと，そして，事務負担軽減のため
の措置を講じること，制度の適切な運用が重要
であるという指摘をさせていただいております。

Ⅷ．消費税

消費税は，国民全体で広く負担することが可
能な税であり，景気に左右されず税収が安定的
であるという特徴を持っています。そして，経
済活動に対して中立的であるという優れた特徴
を持っておりますので，社会保障を今後支えて
いく財源として消費税率の引き上げも視野に入
れていく必要があるのではないかという提案を
させていただきました。そのためにも，制度の
信頼性・透明性を高める視点が必要でございま
して，インボイス制度の円滑な実施が重要だと
考えております。
次に，消費税における低所得層への対応に関
しましては，租研は従来から次のように考えて
おります。消費税収の使途が社会保障に限定さ
れておりますので，受益面も併せて考慮するな
らば，既に低所得層に有利な税制であるといえ
るのではないかということ。そして，軽減税率

は公平・中立・簡素の観点からやはり弊害があ
るのですが，すでに導入されているわけですか
ら，今後，税率の引き上げが行われる場合にお
いては適用対象が拡大しないよう厳格な歯止め
が必要であると指摘をさせていただきました。

Ⅸ．地方税

続きまして，地方税でございます。地方税の
在り方としては，昨年度まで地方分権という言
葉を使っておりましたけれども，地方分権は地
方の財政規律を高めるということも大きな目的
でございますので，地方の財政規律を強化する
ためにも受益者が広く負担する応益課税原則を
明確にしていく必要があるのではないかという
指摘は従来から続けてきていることでございま
す。
そして，全体の税収を確保しつつ，法人から
個人に税のバランス，ウエートを移すとともに，
課税標準が重複する税目の統廃合等も検討する
必要があることを提案しております。
その他にも，負担分任，応益課税の考え方に
基づいて，個人住民税の均等割を引き上げるこ
と，それから現行の外形標準課税制度について
は赤字法人にも課税されるものの，課税法人を
資本金 1億円超としているために適用対象が大
法人にやはり限られてしまっていることから，
一定の配慮を行った上で中小法人にも適用対象
を広げる必要があるという従来からの指摘を行
いました。また，固定資産税に関しましては，
特に土地に係る固定資産税が地価と連動して課
税されておりますので，負担の適正化が必要で
あること，そして，償却資産に係る固定資産税
につきましては廃止を含めた見直しが必要では
ないかという指摘を従来どおり行っております。

Ⅹ．その他の税

その他の税に関しましては，次の点を重要と
しております。まず，自動車関係諸税につきま
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しては，受益者負担・原因者負担の原則に加え
て，カーボンニュートラル目標の実現，電気自
動車の普及などと整合的なものになるように，
課税の考え方，税体系の再構築が必要であると
いう指摘。それから，カーボンニュートラルと
いう目標の達成，産業競争力の強化，経済成長
を同時に実現させるために，政策パッケージの
1つとして炭素に対する賦課金についても適切
な制度設計が必要であるという指摘。それから，
脱炭素型社会への移行に伴うコストは特定の企
業なりが負担をするのではなくて国民全てが広
く負担すべきものであって，そのためにも炭素
価格の適正な転嫁が重要であるという指摘でご
ざいます。

Ⅺ．納税環境の整備

それでは，総論と各論を受けまして，最後に
納税環境の整備について簡単にご説明を申し上
げたいと思います。言うまでもなく，税は民主
主義の根幹です。国民が税の意義と役割，受益
と負担の関係性を理解し，適正な納税が行われ
るよう，税制及び財政の現状に関する正確かつ
タイムリーな情報提供や租税教育の充実などが

必要だと考えております。
それから，国税・地方税の申告，納税手続の
デジタル化のさらなる普及と拡大を進めるべき
であること，マイナンバーカードにつきまして
は，マイナンバーカードの活用，国・地方間の
情報連携などにより納税者の利便性の向上，税
務行政の効率化を進めるべきであるという指摘
をさせていただきました。それから，バックオ
フィス業務の生産性を向上させていくこともこ
れからの産業において非常に重要でありますけ
れども，そのためには納税手続きのデジタル化
やキャッシュレス化を進めていくべきであると
いう指摘を行わせていただきました。
以上，簡潔ではございますけれども，租研意
見のポイントを説明させていただきました。詳
細は本編をお読みいただきたいと思いますとと
もに，冒頭でも申し上げましたように，それぞ
れデータを使って租研意見の科学的な裏付けを
資料編として載せておりますので，これもご参
考いただければと思っております。また，国際
課税につきましては用語集もご覧いただければ
と思っております。
以上，少し急ぎましたけれども，租研意見の
ポイントを申し上げました。

＊　「令和 6年度税制改正に関する租研意見」は（公益社団法人）日本租税研究協会のホームページ上に掲載
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討論会 3 � 9 月20日㈬・午後

税制改革を巡る現状と課題

岩﨑�氏（司会）

青木�氏 池田�氏

澁谷�氏 松本�氏

●参加者

	 財務省主税局長	 青木　孝德
	 総務省自治税務局長	 池田　達雄
	 中央大学法学部教授	 澁谷　雅弘
	 住友電気工業㈱取締役会長	 松本　正義

	 司会　明治大学専門職大学院法務研究科教授	 岩﨑　政明

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編23頁～95頁」に掲載されています。
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はじめに

（岩﨑）　ご紹介いただきました岩﨑政明でご
ざいます。明治大学の法科大学院で租税法を担
当しております。本年度の討論会でも司会進行
を務めさせていただきます。どうぞよろしくお
願いいたします。
さて、令和 5年 6月16日付で閣議決定されま
した、「経済財政運営と改革の基本方針2023」（い
わゆる骨太方針2023）では、わが国が直面する
内外の歴史的・構造的な変化と課題に対応する
ため、経済社会の変革を進め、社会的課題の解
決に向けた取り組みを成長のエンジンに変える
ことで、持続可能で包摂的な社会を構築し、「成
長と分配の好循環」を目指すと謳われています。
そのための方針として、人への投資を進めると
ともに、労働市場改革等による構造的賃上げ実
現、重点分野への官民連携投資を進めることに
より、グリーン・トランスフォーメーションや
デジタル・トランスフォーメーションを加速さ
せることが示されております。
そうした政策を実行するためには、健全で堅
固な財政が不可欠です。しかしながら、少子高
齢化に伴う社会保障費支出の増大や、新型コロ
ナウイルス対策や、物価高騰対策のための財政
支出が数年来続いておりますし、それに加えて
防衛力の強化や少子化対策、子ども子育て環境
の改善といった新しい支出の必要も生じてきて
おり、財源確保がより重要な課題となっていま
す。
そうした財政需要を支えるため、税制改革が
急務となっております。これを踏まえて、令和
5 年 6 月には税制調査会から、「わが国税制の
現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり
方」が公表され、個人所得課税、資産課税等、
法人課税、消費課税、国際課税及び納税環境の
整備の全般にわたる中長期的な改革方針が示さ
れました。さらにこうした税制改革の課題は、
地方の税財政の課題と密接な関係を持っており

ます。そういう重要な税制調査会の答申の内容
につきましては、この後、ご説明があるものと
思います。
こうした改革の流れは、既に令和 5年度税制
改正においても一部取り入れられておりまして、
さらにこれを加速させるための令和 6年度税制
改正についても、既に関係省庁や財界からいろ
いろな要望が出されているところです。令和 6
年度の税制改正に当たっては、これらさまざま
な要望のうち、どのようなビジョンに基づいて、
まず何から着手して、いかに発展させていくの
かが問題になろうと思います。
本日は、こうした国、地方に関する税制の取
り組み状況につきまして、青木孝徳財務省主税
局長及び池田達雄総務省自治税務局長をお迎え
してご説明いただき、これに対して租税法の専
門的立場から澁谷雅弘中央大学教授に、また、
経済実務の観点から松本正義住友電気工業株式
会社取締役会長、租研副会長にそれぞれご意見
を開陳していただきながら、討論をさせていた
だきたいと思っております。
進行に当たりましては、前半と後半、 2つに
分けまして、前半においては国の税財政につい
て青木主税局長からご説明いただいた上で、そ
れに基づき討論をさせていただきます。後半に
おいて、池田自治税務局長に地方の税財政につ
きましてご説明いただき、その後、討論すると
いう順序で執り行わせていただきたいと思いま
す。それでは、さっそく国の税財政に関する中
長期的な課題と、現下の問題解決の方策につき
まして、青木主税局長からご説明をお願いいた
します。よろしくお願いいたします。

Ⅰ．税制の現状と今後の課題

（青木）　今、ご紹介いただきました、財務省
の青木でございます。本日はこのような機会を
設けていただきまして、誠にありがとうござい
ます。税の専門家の皆さんの前で税の話をする
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のは若干緊張しますが、先ほど司会の岩﨑先生
からもご紹介いただきました今年の中期答申で
書かれている各税目の課題、それから今年恐ら
く取り組む令和 6年度改正の主な項目について
ご説明をさせていただきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

1 ．総論
〔租税の役割〕財務省（ 3ページ）
これは今さらながらですが、税金の役割につ
いて中期答申でも改めて整理をされているもの
でございます。端的に言えば社会共通の費用を
賄うための会費ですと、公共サービスの財源を
調達する機能が租税にあるということです。

〔租税の分類とタックス・ミックス〕財務省
（ 4ページ）
各税目にはそれぞれ特徴がございます。例え
ば、所得税は累進課税が可能で、主に働いてい
る現役世代が負担するものであり、他方できめ
細かい配慮、例えば配偶者控除や扶養控除とい
った形で、家族の在り方などに合わせたきめ細
かい配慮が可能です。それぞれ持っている税の
特徴を組み合わせて、全体としてバランスの取
れた税体系を構築していくことが求められてい
るということでございます。

〔租税制度の基本原則〕財務省（ 5ページ）
そういった税金を考えていく上で大切な基本
となる考え方というのがございます。よく言わ
れる公平、中立、簡素でございます。これも今
回の中期答申でもう一度現代的に考え方を再整
理させていただいていますが、 5ページの最初
にありますように、税制、基本的に国民全体で
公共サービスの財源を負担していくということ
ですので、やはりみんなが公平に負担している
ということが最も大事な考え方だろうというこ
とです。公平にも 2種類、ここでは 3種類書い
ていますけれども、伝統的に言われている水平
的な公平、垂直的な公平に併せて、世代間の公

平というのを今回特に丁寧に答申の中では記述
されています。後でご説明します。
それから納税者の選択に対して中立的な税制
というのも大事だということであります。特に
働き方や家族の在り方などが非常に多様化する
中で、税制が職業の選択や資産の移転、企業の
立地など、そういった納税者の選択を歪めない
ようにするということもすごく大事な考え方だ
ということでございます。
最後に制度の簡素性ということで、納税手続
きの負担を軽減し、徴税コストも抑えて、租税
回避行動を誘発しないためにも、やはり何と言
っても簡素な仕組みであることが大事だという
ことでございます。

〔世代を超えた公平と租税の十分性〕財務省
（ 6ページ）
今、申し上げた世代間の公平という考え方で
す。世代間の公平には、まず 1つは、今、この
瞬間の現役世代と引退した退職者、要は引退し
た世代との間の負担のバランスという考え方と、
もう 1つは今、われわれの生きているこの世代
と、将来何十年後かにこの国で生きている世代
との世代を超えたバランスという、この 2つの
考え方がありますということでございます。特
にその後者の方のバランスというのは、まさに
将来の世代というのは今、この瞬間投票権を持
たないわけで、どうしても将来世代の公平とい
う観点が劣後する傾向にあるのではないか。人
口減少、少子高齢化、極めて厳しい財政事情を
考えますと、数が少なくなっていく将来世代、
一人一人の負担の重さに従来以上に配慮して、
財政の持続可能性を損なわないための必要な負
担を能力に応じて広く分かち合う必要があるの
ではないか。そのために、やはり今、公共サー
ビスの財源として、租税がその財源を十分に確
保できていない現状を鑑みると、租税の十分性
というものにしっかり配慮していくことが大事
なのではないかということに今回力を入れて、
答申でも書かれているところでございます。全
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くそのとおりだと思います。

〔租税原則の関係性、税と社会保険料〕財務省
（ 7ページ）
今、申し上げた公平・中立・簡素というのは
それぞれ大事な考え方なのですが、例えば公平
を重視するといろいろなきめ細かい配慮が必要
になってくる、きめ細かい配慮をするとどうし
ても簡素な制度でなくなっていくと、そのよう
な形で 3つの考え方にはトレードオフの関係も
あります。また、社会保険料というのがやはり
大きな公共サービスの財源としてあるわけです
が、この社会保険料も高齢化の中でだんだん負
担が増えてきており、そうした中で社会保険料
と税というのは元々違う制度ですけれども、や
はりその関係というのはよく考えながら税制の
制度も考えていく必要があるというようなこと
が、中期答申でも書かれているところでござい
ます。

〔経済社会の構造変化〕財務省（ 8ページ）
公平・中立・簡素な制度にしていくためにも、
やはりこの今、起こっている世の中の構造変化、
世の中がどういう状況なのかということをしっ
かり捉えて、そのようなことをしっかり踏まえ
て税制というものを考えていく必要があるとい
うことで、中期答申の中ではこの世の中のさま
ざまな変化についても丁寧に議論し、書かれて
いるところです。 8ページがそれなのですが、
例えば働き方、それから世帯構成が非常に多様
化していますし、外国人の労働者の方が増えて
います。また経済のグローバル化、デジタル化
もものすごい勢いで進んでいます。一方で、非
正規雇用の増加や、子どもたちを中心に貧困の
問題があり、教育と格差の問題、格差の固定化
を何とか防がなければいけないという課題もあ
ります。もちろんSDGs、気候変動や環境問題
への対応も必要ですし、昨今の安全保障環境の
変化というのも非常に大事です。
そして何より、人口減少という問題が、わが

国の将来を考えていく際に非常に大事な問題で、
そういった中で岸田政権は今、子育て支援策、
少子化対策に国を挙げて取り組んでいるところ
でございます。

〔個別税目の現状と課題〕財務省（ 9ページ）
今のようなさまざまな社会経済の構造変化の
中で、各税目にどのような課題があり、また、
そのどのようなことを重視して税制の在り方を
見直していく必要があるかというようなことが
まとめられたものが 9ページでございます。そ
れぞれ後でご説明しますのでここは割愛します。

〔経済財政運営と改革の基本方針2023（抄）〕
財務省（10ページ）
これは中期答申ではなくて、先ほどもご紹介
がありましたが、基本方針2023、いわゆる骨太
方針2023で書かれている税制の部分、税制改革
の部分の記述を抜粋したものです。格差の固定
化防止などの観点から、やはり再分配機能をし
っかり高めていくことが大事であり、それから
公平で多様な働き方に中立的な、デジタル社会
にふさわしい、経済成長を阻害しない安定的な
税収基盤、こういったものが大事なのではない
か。また、納税環境の整備、国際課税への対応、
そういったものが大事ではないかということが
書かれているところです。

2 ．所得税
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（12ページ）
ここから各税目の話に入ってまいります。ま
ず所得税でございますが、所得税については、
所得に応じて公的サービスの財源を支え合うた
めの基幹税であり、基幹税という言葉はこの所
得税、消費税、法人税の 3つに使っていますけ
れども、そして財源調達機能と、もう 1つは所
得再分配機能を適切に発揮していくことが重要
ですと言っております。また、働き方や家族の
在り方などの多様化に応じて、やはり所得の性
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質に応じた課税方式や各種控除の在り方を見直
していく必要があろうかという整理になってお
ります。

〔近年の個人所得課税の主な見直し〕財務省
（13ページ）
ここは、ここ数年間で行われてきた所得税の
改正をまとめたものでございます。それぞれど
のような観点から見直しをしたのかというのが
書いてありますが、所得再分配、それから働き
方への中立性、または金融所得課税をどのよう
に考えていくのかという観点からさまざまな見
直しが行われたものでございます。

〔個人所得課税の見直し（令和 5 年度改正）〕
財務省（14ページ）
まさに令和 5年度改正というのは、その中の
1つ大きな改正が行われたものなのですが、 3
つ大きな論点がございました。 1 つは、NISA
の抜本的な拡充・恒久化です。これは資産所得
の倍増、貯蓄から投資へというものを後押しす
るという意味で、いわゆる中堅所得層の方が資
産運用、老後の備えを蓄えていくに当たって有
価証券への投資というのをしっかりしていきな
がら、その恩恵を受けて老後への備えがしっか
りできるような社会をつくっていく必要がある
ということでございました。
それからやはり諸外国、特にアメリカなどに
比べるとスタートアップの企業が日本の場合な
かなか育っていないのではないかというご指摘
もある中で、スタートアップ・エコシステムの
抜本的強化ということで、スタートアップ再投
資への非課税措置といったものを作らせていた
だいています。この 2つはどちらかと言うと、
いわゆる税金を優遇してそうしたものを政策的
に後押ししていくという観点の改正ですが、一
方で「 1億円の壁」と呼ばれている、 1億円を
超えると所得税の負担率は下がっていくという
問題、この公平の問題に対応していくために、
極めて高い所得に対する最低限の負担を求める

措置を入れさせていただいて、トータルでバラ
ンスを取りながら所得税改正をさせていただい
たところでございます。

〔「こども未来戦略方針」（抄）〕財務省（15ペ
ージ）
そして所得税の世界は、毎年、次から次へと
いろいろな課題が出てくるわけなのですが、今
年は幾つか大きな改正項目が想定される中で、
ここでは 3つ取り上げております。 1つ目は少
子化対策に伴って、児童手当を今回大きく見直
すことが既に表明されています。
15ページをご覧いただくと、今、中学生まで
所得制限付きで児童手当が支給されているので
すが、まず所得制限を撤廃します。それから高
校生まで延長します。それから第三子以降は 3
万円に金額を引き上げます。この 3つの大きな
改正を予算の世界で行うことで既にコミットさ
れていますが、これとの関係で注でありますが、
中学生までの取り扱いとのバランスを踏まえて、
高校生の扶養控除をどう考えるか整理するとい
うことでございます。
併せて一番下にありますが、子育て支援策の
充実のための財源確保を目的とした増税、消費
税が例示されていますけれども、これは今のこ
の時点では行わないということが示されていま
す。したがって、この扶養控除の見直しという
のは財源確保を目的としたものではないのです
が、中学生までの取り扱いとのバランスを踏ま
えてどう考えるかというのが大きな課題として
ございます。

〔扶養控除の見直しについて（平成22年度改
正）〕財務省（16ページ）
16ページをご覧ください。平成22年度改正、
民主党政権で子ども手当というのが最初は所得
制限なしでスタートしたのですが、そのときに、
要は所得控除というもので子育て世代へ配慮を
行う考え方から、手当ては予算歳出の方で行う
という流れの中で、子ども手当の創出と併せて
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年少扶養控除（15歳までの扶養控除）38万円を
廃止しました。また、高校の実質無償化を併せ
てやっているのですが、それに併せて16歳から
18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上
乗せ25万円部分を廃止しております。このとき
はこのようにしたのですが、今回これをどのよ
うに考えていくのかという問題でございます。
いろいろなことがもう既に、特にネットの世
界などでも言われているのですが、単純に扶養
控除を廃止すると、特に高所得層、例えば年収
1,200万円を超えるような子育て世代では、こ
の扶養控除の廃止と所得制限がなくなるので児
童手当がもらえることのトータルで見ると、マ
イナスになるという問題が言われています。一
方で、扶養控除を維持したまま新しい児童手当
を足して考えると、逆に高所得世帯の方がもの
すごく財政的な支援を国から受けるという問題
にもなる。ここの全体のバランスをどう考えて
いくのかというのは非常に難しい問題で、既に
われわれ主税局は頭を痛めているところなので
すが、今年の年末、一定の結論を得たいと思っ
ています。

〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（18ページ）
もう 1つ、退職金の課税についても既に報道
されていますので、ここでは取り上げています。
元々、今の退職金課税制度というのは、20年を
超えると 1年当たりの控除の金額が非連続で増
える状態になっています。これは、勤続年数が
長いほど退職金が厚く支給されている世の中の
現状を反映して、元々こういう制度になってい
るわけです。一方で、近年では、退職金の支給
形態や労働市場における様々な動向の変化の中
で、税制も見直す必要があるのではないかとい
うようなご意見を中期答申では頂いています。
特にその見直しの方向性としては、働き方の
違いによって有利、不利が生じないようにする。
要はずっと同じ会社で勤め上げる方と、いろい
ろ転職をされて数年で職場を変わっていかれる

ような働き方、こういった働き方の違いによっ
て税制で有利、不利が生じないようにするとい
うことは 1つ大きな考え方としてあるのだろう
と思います。それから元々この退職金というの
は、老後の備えということで、いわゆる企業年
金、個人年金、そういったものと同じで老後の
生活の糧となる資産形成という面があろうかと
思うのですが、これらについて拠出・運用・給
付の各段階に応じた適正な負担というのをどう
考えるかというのは元々大きな話としてありま
した。例えば、共通の非課税枠や個人退職勘定
のようなものを設けると、働き方によって有利、
不利が生じないような制度ができるのではない
かという考え方がここでは示されています。
ただ一方で、退職金、老後の備えというのは、
個人個人の老後の生活設計にすごく大事な話で
ございますので、性急に無理やり見直すような
話ではなくて、丁寧に議論を進めていかなけれ
ばいけないだろうとも併せて思っていまして、
そういったことも諸々考えて丁寧にこれから議
論していかなければいけない問題だと思ってい
ます。

〔退職年齢別の退職手当支給額の推移（モデル
ケース）〕財務省（19ページ）
19ページをご覧いただくと、先ほど申し上げ
ましたが、退職金の支給はS字カーブと呼ばれ
ているように、だんだん、20年を超えるくらい
から支給金額が増えていっていたのですが、そ
のS字カーブも近年だんだん緩やかになってい
ます。

〔各国の私的年金制度について（原則的な扱い
を示したもの）〕財務省（20ページ）
これはもう何年も前から政府税調で示されて
いる絵なのですが、諸外国では共通の個人勘定、
非課税枠のようなものを設けて、働き方の違い
によって有利、不利が生じないようにされてお
り、そのような制度というのは論理的には可能
ですということでございます。それを日本にど
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ういうふうに入れていくのか、入れていかない
のかを検討する必要があります。

〔主要国における公的年金税制の概要〕財務省
（21ページ）
21ページは、その老後の備えに当たって、公
的年金の拠出段階、運用段階、給付段階での課
税がどういうふうになっているのか、わが国の
課税、それから諸外国の課税を並べていますが、
こういったことを諸々考えながら丁寧に議論を
進めていかなければいけないと思っています。
先ほどの扶養控除もそうですし、この退職金
課税もそうなのですが、何となく世の中では財
務省が増税を狙ってやっているのではないかと
いうことをよく言われるのですが、決してその
ようなことはなくて、まさにその働き方や生き
方などに中立的な税制、それで増収を狙うので
はなくて、そういう公平な税制を目指すという
ことで考えているのです。もちろん個人個人の
方にとっては当然制度が変われば有利、不利な
どが出てくる、今と比べてプラス、マイナスは
出てくるのですが、決してそのような目的では
なくて、公平性・中立性の観点からお願いをし
ているものです。

〔令和 5 年度税制改正大綱（抄）〕財務省（22
ページ）
3 つ目の課題です。こちらは財源を確保する

ための所得税等の見直しでございます。端的に
言えば、いわゆる増収を目的とした税制改正に
なります。22ページをご覧いただくと、去年の
年末に決めたことですけれども、防衛力の強化、
令和 9年度に、防衛費やその他防衛に関わるよ
うな科学技術やインフラ整備など、そういった
もので恐らく今より倍近い金額が必要になって
きますので、それを税外収入、歳出削減などで
まずは賄って、それでも足らざる部分は、税制
措置をお願いするということです。ここに書い
てありますように、令和 9年度に向けて複数年
かけて段階的に実施するということが決まって

います。令和 9年度において 1兆円強を確保す
るということになっています。法人税、所得税、
たばこ税についてそれぞれ措置を講ずるという
ことです。
法人税は付加税を課し、所得税については 1
％の付加税を課すとともに、一方で今、東日本
大震災の復興のために特別な所得税の付加税を
かけていますが、新しい防衛のための 1％の付
加税と併せて、一方でこの復興特別所得税の方
を 1％下げるということで、トータルとして今
より所得税について負担が増えないという仕組
みになっております。
また、たばこ税は、 1本当たり 3円の引き上
げをやっていくということでございます。これ
も今年の年末に向けてしっかり議論をしていき
たいと考えています。

3 ．相続税・贈与税
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（24ページ）
今度は資産税でございます。資産税について
は、経済のストック化、老後扶養の社会化など
の構造変化に応じて、税制全体を通じた再分配
機能が引き続き重要だということが書かれてい
ます。

〔相続税の申告から見た被相続人の年齢構成比、
年代別金融資産保有残高〕財務省（25ページ）
25ページの左側の絵は、最近は長生きするよ
うになっていいことなのですが、要は高齢化が
進んで、相続の時点では、相続する側に加えて、
財産を受け継ぐ側も割と年齢が高くなっていま
すという絵です。一方で25ページの右側は、個
人の金融資産は非常にたくさん、2,000兆円近
くあると言われていますが、実は60代以上の方
が65％、1,200兆円くらい持っていらっしゃる
という現状を示しております。資産を後世代に、
要はお子さんやお孫さんに移転していくタイミ
ングによって、相続税・贈与税の負担が有利、
不利となるようなことが生じないようにして、
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必要なお金が若い人に移転されて、若い人が生
活や教育などいろいろなことにお金を使ってい
くことで、経済全体もぐるぐるよく回っていけ
ばいいということであります。

〔令和 5 年度税制改正のイメージ（赤字部分
を改正）〕財務省（26ページ）
26ページをご覧いただくと、令和 5年度改正
で、相続時精算課税について、110万円の基礎
控除を導入し、また、暦年課税の方で相続前贈
与の加算期間を 7年に延長するなどして、要は
なるべく長い期間、相続の少し前から資産移転
をしたとしても、税で有利・不利が生じないよ
うな手当てをさせていただいているところです。

〔令和 4 年度税制改正大綱（抄）〕財務省（27
ページ）
27ページは、税制改正要望が出てきています
ので、今年の税制改正で恐らく課題の 1つとな
る中小企業の事業承継の問題について、令和 4
年度の与党税制改正大綱を付けさせていただい
ています。これは今年議論になるかと思ってい
ます。

4 ．法人税
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（29ページ）
法人課税はここにもありますように、成長志
向の法人税改革というのをここ数年進めてきて
います。端的に言うと、今までやってきたこと
の客観的・実証的な検証が求められていると締
めくくられています。その際にはEBPMの観点
も踏まえて、本当に役に立ったかどうかという
のをしっかり見ていく必要があるのではないか
ということでございます。

〔法人税率と法人税収の推移〕財務省（30ペ
ージ）
30ページは、ここ数年の法人税率の引き下げ
と法人税収の推移です。

〔令和 4 年度税制改正大綱（抄）〕財務省（31
ページ）
そして31ページは、先ほど客観的・実証的な
検証と言いましたが、どうしてそのようなこと
が必要なのかということの思いが書かれている
与党の税制改正大綱です。ここでは、要は法人
税改革をしっかりやってきたのですが、その間、
わが国の賃金水準というのは30年以上ほぼ横ば
いで、人的資本や無形資産への投資というのが
主要国に比べて見劣りするのではないか、一方
で、株主還元や内部留保は増加を続けていて、
結局、企業がイノベーションよりも経費削減や
値下げに競争力の源泉を求めた結果、経済全体
の縮小均衡が生じてしまったのではないかとい
うようなことが書かれています。こうした問題
意識の中でしっかり検証し、最後に書かれてい
ますが、積極的に未来への投資に取り組む企業
には有効な支援をする一方で、余力があっても
活用されないような場合に、どのようにしてそ
の行動変容を促すような対応が取れるのかとい
うのを幅広く検討していく必要があるというこ
とでございます。

〔企業収益の動向について〕財務省（32ページ）
32ページは今、申し上げた企業の利益、労働
分配率、内部留保の増加を示しています。

〔平均賃金の国際比較〕財務省（33ページ）
33ページでは平均賃金の国際比較が書かれて
います。日本の場合はここ30年間ずっと横ばい
ということです。

〔令和 6 年度税制改正に関する主な要望（法
人税関係）〕財務省（34ページ）
令和 6年度改正でこの34ページのような要望
を主に経産省から頂いていて、これらについて
しっかり議論していきたいと考えています。個
人的には、この賃上げ促進税制というのが 2年
前からスタートしていますが、これをきちんと
総括し、本当に企業の賃上げに資するような制
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度へブラッシュアップするといったことが必要
ではないかと考えています。

5 ．国際課税
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（36ページ）
36ページについては、BEPSの取り組み、 2
本の柱、これをしっかり着実に毎年進めていく
必要があると考えております。

6 ．消費税
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（40ページ）
40ページは消費税の話です。消費税は、ここ
にありますように、社会保障の財源として、特
定の世代に偏らないで幅広い国民が負担を分か
ち合う、そして税収の変動が少ない大事な財源
だと考えています。今後ますます重要さが増す
だろうと考えています。

〔インボイス制度への対応状況等〕財務省（41
ページ）
消費税の話については、41ページをご覧いた
だくと、インボイス制度への対応というのが今
年の後半、これから何カ月間は大変大事な課題
だと思っています。 8月末の段階で、課税事業
者300万者のうち、95％の方に登録申請いただ
いています。残り 5％は恐らくB�to�Cの事業者
ではないかと思っていますので、しっかり登録
申請をしていただいていると思っています。
免税事業者は460万者いるのですが、このう

ち、農家や漁業の関係の方や、B�to�Cの方とい
うのは、基本的に自分でインボイスを発行する
ことが恐らくそれほど求められないだろうとい
うことで、それを除いたB�to�Bの取引、160万
者の方がいらっしゃるうち、103万者の方が 8
月末時点で登録申請いただいています。いずれ
にしても、登録をして課税転換された方にも、
また、57万者の、引き続き免税事業者でいこう
と、インボイスが発行できなくてもいいという

ふうに判断された方にも、それぞれ税制の面で
の特例や予算の面での支援を措置しています。
また、取引先から強制的な課税転換を求められ
たり、逆に値下げや取引の停止を言われたり、
そういうことに対しては公取や中小企業庁が、
しっかり監視をし、またはその取引先である事
業者に注意をして、こういうことがないように
丁寧に対応していきたいと思っています。

〔インボイス制度への移行に当たっての事業者
支援策〕財務省（42ページ）
42ページをご覧いただきますと、今申し上げ
たようなさまざまな支援策、税制措置や取引環
境の整備、そして何より制度がスタートしてか
ら特に重要だと思っているのですが、やはりい
ろいろ悩まれている、または不安に思っていら
っしゃる事業者の方はたくさんいらっしゃると
思いますので、そういった方にきちんと寄り添
って相談に応じていくという体制を一層強化し
ていく必要があると思っています。インボイス
コールセンターというのは、インボイスそのも
のの問い合わせ先でございます、国税庁がやっ
ています。それから商工会や商工会議所といっ
たいわゆる中小企業系の団体、また中小企業庁
の方で経営相談体制、これは税だけに限らない
のですが、そういったものの体制をしっかり作
っていただいています。必要があれば例えば税
理士や支援機関などにつないで、例えば税理士
の場合ですと無料の税務相談を受けられるよう
な、そのような仕組みをしっかり、今までもや
ってきていますけれども、今以上にやっていく
必要があると思っています。

〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（43ページ）
43ページ、44ページは、消費税の別の話です。
オンラインゲームを中心にモバイルアプリの市
場規模が年々拡大しており、当然それはプラッ
トフォーム事業者を通じて行われているのです
が、プラットフォーム事業者というのは取引の
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仲介を行うだけで、実際にはサプライヤーが消
費者に対してコンテンツを提供します。ただそ
のサプライヤーというのは海外にあって、しか
も極めて小規模な事業者でいらっしゃると、な
かなか消費税を課税することができないという
問題があります。EUをはじめ多くの諸外国、
消費税と同じ仕組みを持っている諸外国におき
ましては、そのプラットフォームの事業者に納
税義務を課すといった取り組みを行われていて、
わが国でも国内外の競争条件を公平にするため
にも、そういった仕組みを考えていく必要があ
るのではないかというのが消費税の世界では課
題としてあります。要は国境を越えた消費活動
がいろいろ行われていますので、こういったも
のにも消費税はきちんと合わせていかなければ
いけないという話でございます。

7 ．納税環境整備
〔わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変
化と税制のあり方－（抄）〕財務省（46ページ）
46ページをご覧いただくと、納税環境整備に
ついて、納税者の利便性と申告内容の適正性を
確保するために様々な取り組みをこれからもし
ていかなければいけないということでございま
す。

8 ．財政・税制に対する国民の意識
〔経済学者及び国民全般を対象とした経済・財
政についてのアンケート調査（2022.11東京
財団①〕財務省（48ページ）
駆け足でご説明しましたが、最後に 1つだけ、
これは私の趣味で入れた資料なのですが、2022
年の11月、東京財団が経済や財政について、経
済学者の方といわゆる一般の国民の方にアンケ
ート調査をしており、これがあまりにも対照的
なものですから、逆にこの対照的な状況はわれ
われ財政当局としては非常に反省すべきで、も
っともっと財政の状況、税金の話を、やはり一
般の国民の方にしっかり伝えていかないといけ
ないなという反省を込めての資料でございます。

まず48ページの左側を見ていただくと、日本
の財政赤字について、みんな財政赤字は問題だ
と思っているのです。それは経済学者の方も国
民も。しかし一方で、その財政赤字は一体何が
原因ですかと問われると、経済学者の方は 7割
の方が社会保障、担い手が減る、一方で高齢化
が進む、お金がかかる、この問題が第一だと言
われる。一方で、一般の国民の方は、高い公務
員の人件費と、政治家が無駄遣いをしていると
言う。何となくそう思われているのだろうなと
いうのは実感としてありましたが、こうして数
字として見るとなかなか違いが大きいなと思い
ました。

〔経済学者及び国民全般を対象とした経済・財
政についてのアンケート調査（2022.11東京
財団②〕財務省（49ページ）
49ページをご覧ください。消費税のイメージ
も、経済学者の方は世代間で公平、投資や雇用
へのゆがみが少なく効率的、安定財源、そうい
った面で見ています。一方で国民の方はやはり
逆進的で不公平だと、景気に悪い影響があると
いうことが非常に大きな割合を占めていて、消
費税のイメージというのはやはり専門家と国民
の方ではだいぶん違うなということを改めて思
いました。したがって、消費税を今後上げるべ
きかどうかと問われれば、当然なのですが、経
済学者の方は現状維持か上げる、国民の方は現
状維持か下げる、もしくは廃止するということ
になります。

〔経済学者及び国民全般を対象とした経済・財
政についてのアンケート調査（2022.11東京
財団③〕財務省（50ページ）
歳出改革について50ページを見ていただくと、
歳出を抑えて負担を回避するというのを多くの
国民の方々は思っていて、一方で専門家の方か
らすると、歳出を一生懸命抑えても、それでも
やはり高齢化、人口減少が進んでいく中で負担
増も避けられないだろうという見方をされてい
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て、少し違いがあるということです。その社会
保障等、今後の財政支出の財源をどこに求める
かということになると、経済学者の方は消費税
だろうと、国民はみんな法人から取ればいい、
大企業から取ればいいというような意見になっ
ているということです。
この表を見て私が思ったのは、この経済学者
の方々が仰っていることというのは、基本的に
財務省の意見とほぼ同じですので、そういう意
味ではわれわれ財務省と国民の皆さんの間での
認識のギャップというのはこれだけあるのかと
感じました。逆に言うとここをしっかり埋めて
いかないと、いくらわれわれがいろいろなこと
を言っても、なかなかそれが皆さんに響かない、
国民の皆さんに響かなくて、実際、政治的には
なかなか受け入れられないのだろうということ
を痛感していました。そういったこともあって、
しっかり、今日のこの場もそうなのですが、財
政と税金の話について、われわれが正しいと思
っているだけではなくて、しっかり国民の皆さ
んに伝えられるようにやっていかなければいけ
ないということを痛感したところです。私から
は以上でございます。

Ⅱ．�税制の現状と今後の課題に対
する意見・質問

（岩﨑）　ご説明ありがとうございました。大
変幅広い論点について、要点をマーキングして
いただいてわかりやすくご説明くださいました。
ありがとうございました。それではここで討論
の方に移りたいと思います。最初に澁谷教授か
らご意見を頂ければありがたいと思います。お
願いいたします。

（澁谷）　澁谷でございます。今年出た税制調
査会答申は大変大部なもので、なおかつ税制全
体について体系的にまとまった報告となってお
りまして、それを非常にわかりやすくコンパク

トにご説明していただいたと思います。どうも
ありがとうございます。
それではまず私の方から幾つかできるだけ手
短にご質問していきたいと思います。まず 1つ
目として、所得税につきまして、これは水平的
公平が垂直的公平の前提であると、こういう観
点から少しお伺いしたいと思います。先ほど 1
億円の壁といったことを資料でお示しいただき
ましたけれども、これは結局のところ所得税に
おいて水平的公平、同じ所得の者に同じ税負担
を求めるという点が、必ずしもそうなっていな
いことの結果としてこういう現象が生じたのだ
と私は思っています。そういった水平的公平と
いう観点についての検討なり議論なりというの
はあったのかどうかということについて、例え
ば、今回の税制改正で導入されるスタートアッ
プへの再投資に係る非課税措置、或いはNISA
制度の拡充・恒久化といったことに関してお伺
いできればと思います。これが 1つ目でござい
ます。
2つ目として、これもご説明の中にありまし

た防衛力強化に係る財源確保のところなのです
が、これについてはちょっとご説明の中にあり
ましたが、これは何か新たな目的税の創設ない
しは税収の特定財源化によって対処すると、そ
ういう理解でよろしいのでしょうか。私は森林
環境税のときなどからちょっと気になっていた
のが、重点的に歳出を投入しなければいけない
ような分野が生じたときに、一般会計の予算の
中から措置するというのにとどまらず、何かそ
ういう新しく税目を立てるといったことが今後
行われていくことになるのかなと、ちょっとそ
ういう疑問を持ったのでお伺いしたいと思いま
す。これが 2つ目でございます。
次に 3つ目として、相続税・贈与税につきま
して、実はこれは、私は専門家会合にも加わっ
ておりましたので、ちょっと質問しづらいとこ
ろがあるのですが、この相続税・贈与税の改正
につきましては、これはやはり資産移転の時期
の選択により中立的な税制の構築ということで
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出てきたものだと思います。そして、この点に
ついてはいろいろな議論なり提案なりがされて
いて、そのうち今回の法改正では採用されたも
のとされなかったものがあるわけでございます。
特にこの点については、昨年公表された日税連
税制審議会の答申が大変まとまったご提案をさ
れていたと思うのですが、その中にあった幾つ
かの項目のうち、採用されなかったもの、例え
ば小規模宅地の特例の適用の話であるとか、或
いは贈与後に相続税の法改正があって負担が増
加した場合にどう措置するかといった問題、こ
ういった採用されなかった方についてはどうい
う検討がされたのかということを伺いたいと存
じます。これが 3つ目です。
最後に 4つ目として、法人税につきましてで
すが、法人税については特に租税特別措置が問
題になっていると思いますけれども、この租税
特別措置につきましては、適切なデータを用い
た効果の検証を踏まえて、不断に見直す必要が
あるということが指摘されております。この検
証であるとか見直しの具体的な仕組みとか方法
というものが、現在整っているのかどうかとい
うことをお伺いしたいと思います。例えば、租
特透明化法というのがこのために役立っている
のかどうかということをお伺いできればと思い
ます。また、租税特別措置につきましては、こ
れはまた将来ということになるかもしれません
が、国内ミニマム課税が導入された場合には、
やはりこれは租税特別措置の効果などに影響す
るとお考えであるかどうかという点も併せてお
伺いできればと思います。私からの質問はこの
4点でございます。よろしくお願いします。

（岩﨑）　ありがとうございました。それでは、
引き続いて、松本租研副会長からご意見を伺い
たいと思います。

（松本）　松本でございます。今日はよろしく

お願いいたします。私からは、財政の健全化、
所得税の再分配機能の観点などから 4点の質問
をさせていただきます。

（財政健全化について）
まず 1点目は、財政健全化についてです。昨
今、防衛費、子ども政策など、新たな財政需要
が生じる都度、財源探しをするような議論とな
っておりますけれども、コロナや物価高対策で
膨張した歳出規模を正常化すると同時に、歳入
歳出のバランスをトータルで考えて、健全化に
取り組むことが重要ではないかと考えます。そ
の際、財政の現状と将来について客観的なデー
タや分析に基づいて、中長期的な視点から財政
健全化への道筋、シナリオを策定して、その実
行を担保することが重要ではないかと思います。
財政を預かる財務省の方々は、国の将来を考
えて正論を述べておられると思いますけれども、
残念ながら世間の人たちにはなかなか受け入れ
られないようであります。また政治家は国民に
受けの悪い負担や財源の問題に正面から取り組
もうとしません。そうした中で、健全化目標は
事実上棚上げ、負担増につながる政策は先送り
されてきたということでございます。こうした
現状を見ますと、財政ガバナンスを強化して、
財政規律を担保するための仕組みとして、私ど
も関経連では独立財政機関の設置を提言してお
りまして、租研意見にも盛り込ませていただい
ております。昨年、英国のトラス政権が市場か
ら不信任を突き付けられ退陣を余儀なくされま
したけれども、トラス前首相らが、予算責任局
（OBR）の協議、検証を経ることなく、財源
の裏付けのないプランを発表したことも問題で
あったと言われております。
新しい組織を作りさえすればうまくいくとい
うものではないことは十分承知しており、設置
形態、権限はいろいろありまして、全ての国で
有効に機能しているということでもないと聞い
ております。しかし、政府・政治から独立した
立場で客観的なデータに基づいて財政計画の評
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価、取り組み状況のモニタリングを行って、予
算の編成、審議のプロセスに関与させることが
重要ではないかと思っています。主税局長のお
立場からはなかなかお答えになりづらい質問か
と思いますが、独立財政機関というアイデアに
ついてどのようなお考えなのかお聞かせいただ
ければと思います。

（所得税の再分配機能について）
2 点目は、所得税の再分配機能についてです。

所得格差の拡大、固定化を是正するために、税
財政を通じた再分配政策が重要であることは論
をまちません。所得税は税制の中で所得再分配
機能について中心的な役割を担っておりますけ
れども、現行の所得税に対しては金融所得等の
ウエートが大きな高所得者層の税負担率が低く
なるという現象、いわゆる 1億円の壁の問題が
最近特に指摘されております。
令和 5年度改正では、極めて高い水準の所得
に対して一定の負担を求める措置が講じられま
したけれども、その適用対象者は全国で200人
から300人程度とも言われています。この改正
がまだ実施されていないうちから次の段階の話
になって大変恐縮ではありますが、現行、
20.315％の比例税率で分離課税されている金融
所得課税の見直しが論点の一つと考えておりま
す。従来、貯蓄から投資への流れに逆行し、大
衆課税となるとの指摘もありましたが、NISA
が抜本的に拡充されることも考慮いたしますと、
市場への影響等には十分配慮して、税率や課税
方式など金融所得課税の見直しについて検討す
る余地があると考えておりますが、いかがでし
ょうか。
また、税制全体として考えたときには資産課
税の強化、すなわち相続・贈与税、キャピタル
ゲイン課税についての政策的な免税措置の縮小
といったことも考えられますが、どのようなお
考えかお聞かせいただきたいと思います。

（財源調達機能について）
3 点目は、財源調達機能についてです。社会

保障と税の一体改革によりまして、消費税が社
会保障目的税化され、税率が10％に引き上げら
れましたが、現状におきましても社会保障の 4
経費、医療、福祉、介護、子育て、この 4経費
を賄うことができておりません。少子化対策、
子ども政策の拡充のための財源も政府与党は
早々に消費税を封印してしまいましたけれども、
本来、消費税によることがふさわしいと思って
います。今後、少子高齢化の進展に伴う社会保
障支出の増大が見込まれ、医療費の自己負担の
引き上げ、保険料における応能負担の強化、高
齢者の就労促進などの対策を講じたとしまして
も、消費税の引き上げはどうも避けられないと
考えております。
一方で、新たな財政需要への対応、受益と負
担のアンバランスを解消するためには、消費税
一本足打法では難しいのではないでしょうか。
消費税と並んでわが国税制の基幹税である所得
税の役割は財源確保の面で大変重要であります。
例えば、安全保障の強化に必要な費用は社会全
体で分かち合うべきものでありまして、その財
源を所得税に求めることは筋道としては間違っ
ていないのではないかと思います。しかしなが
ら、現状、全世帯のうち約 3割は所得税がかか
っておりません。所得税の納税者の中でも 6割
は 5％の最低税率が適用されているというのが
実態であり、こうした構造のままでは所得税に
よる財源調達の限界がありまして、諸外国とは
かなり違うなという感じがしております。
これも政治的には大変難しい問題ですが、構
造的な賃上げによる所得拡大などによって分厚
い中間層の形成を進める一方で、所得税制にお
いても中低所得者層を含めた幅広い層に相応の
負担をお願いするという方向での見直しが必要
となるのではないかと思いますが、お考えをお
聞かせいただければ幸いでございます。
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（法人課税のあり方）
4 点目は、法人課税のあり方についてです。

今後の法人課税改革の方向性としましては、税
率の引き下げなどによる一律の負担軽減から、
イノベーションや先進的な投資、人材育成など
に的を絞って、経済の成長、好循環につながる
企業活動、投資にインセンティブを与える措置
に重点を移していくべきであると思っています。
試験研究費やGX、DX関連投資に対しまして、
税額控除、それから特別償却という形で負担軽
減措置が講じられておりますけれども、諸外国
の制度なども参考に、より力強いものとしてい
くことが望まれます。例えば、知的財産権由来
の所得に軽減税率を適用するイノベーションボ
ックス税制の導入なども検討すべきではないか
と思いますが、お考えをお聞かせいただければ
と思います。
少し長くなりましたが、よろしくお願いいた
します。

（岩﨑）　ありがとうございました。それでは、
いろいろな難しい問題が出てきましたけれども、
青木局長にお答えできる範囲でご意見をおっし
ゃっていただければと思います。

（青木）　ありがとうございます。まず澁谷先
生、資産課税の見直しの件では大変お世話にな
りました。ありがとうございました。私は、去
年 1年間は主税局にいなかったのですが、その
前の 1年間、主税局で主に審議官としてこの資
産課税を担当していましたので、大変お世話に
なりました。ありがとうございます。非常に大
きな見直しができたということで、しっかりそ
れをまず実行していこうと思っています。頂い
た質問も非常に鋭く、厳しいご質問を大変たく
さん頂きましたので、できるだけきちんとお答
えさせていただきます。最初に水平的公平の問
題から、要は等しい所得を得ている者が等しい

税を負担するという観点から、このNISAやス
タートアップの話についてどういう議論があっ
たのかということでございます。
まずご指摘のようにこのNISAもスタートア
ップも所得税の水平的公平性の観点からは、い
ろいろ逆方向といいますか、ある意味そこに不
公平をつくって政策的なものを後押しするとい
う観点の見直しであることは事実です。そこは
そうなのですが、特にNISAの見直しについて
は、まさに貯蓄から投資を促進する観点から、
これまで以上に長期積立分散投資による資産形
成を行いやすくする、また中間層を中心とした
幅広い資産形成をより一層サポートするという
ものを企図したものだということです。一方で、
そうは言ってもということで、一定の非課税限
度額、年間投資枠といったものも、投資余力が
大きい層に際限なく優遇にならないようにとい
うことを議論の結果、付けたということでござ
います。
スタートアップにつきましても、スタートア
ップを支援するという観点から非課税の措置を
今回新たに導入するわけなのですが、こちらの
方もいろいろ諸外国の例も参考にしながら、非
課税の枠というものを、20億円の上限を設けて
過度な優遇にならないような仕組みとするとい
う議論の結果、そのような形にさせていただい
ているところです。
それから極めて高い水準の所得に対する負担
の適正化に関してです。こちらの方も今回、租
税特別措置法で講じたものなのですが、対象に
なるような所得の大宗は株式の譲渡所得ですと
か、それから土地建物の長期譲渡所得ではない
かと考えているのですが、なかなかそれはどれ
くらいの規模でそういったものの効果が表れて
くるかについては、一概に申し上げることは難
しいのですが、令和 2年の統計データを見ると、
大体恐らく200〜300人の方が対象になって、増
収額としては200億〜300億円程度あるのではな
いかというふうに思っています。そういった所
得をしっかり把握して執行していく意味でも、
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情報の収集というのが大事なことだと思ってい
ますので、ここはしっかり対応していきたいと
考えております。
それから目的税や特定財源のご質問も頂きま
した。例えば目的税というのは、定義としては
特定の経費に充てることを目的とした税金で、
税法でそこの使途を特定して、税法にそれを書
くということだと思います。特定財源というの
も、その特定の使途を税法に限らないのですが、
法律で規定するというような財源だと認識して
おります。まさにそこをどのようにするのかと
いうのは恐らくこれから年末にかけて検討、議
論されていくものでございますので、現段階で
はなかなか予断を持って申し上げることができ
ないことをご理解賜わりたいと思います。
それから資産課税の、まさに今年の見直しに
ついて、特に採用されなかった問題について幾
つかご質問を頂きました。専門家会合も含めて
いろいろご議論いただいていました。まず小規
模宅地の特例についてですが、この特例は相続
という事前予測が困難である事象の発生に際し
て特別の配慮を加えているものなのですが、や
はり移転の時期を自由に選択できる贈与にまで
この特例を認めることは制度の趣旨に沿うのか
どうかという議論があって、今回は見送ったと
ころでございます。
もう 1つ、贈与後に相続税の法改正があって
負担が増加した場合の措置についても言及があ
ったと思います。相続時精算課税制度は、あく
まで相続時点での相続税制に基づいて税負担を
精算する制度であることや、仮に相続税制の改
正の影響をその都度加味していくこととした場
合、制度を複雑化させるおそれがあることも考
えて採用に至らなかったと認識しております。
それから法人税、租税特別措置の適切なデー
タを用いた効果検証の問題なのですが、これも
まさにおっしゃるとおりで、租特の透明化法な
ども使ったしっかりとした適用実態の調査です
とか、またはそもそもその実態がどうなってい
るか、要はどれくらい適用件数があるかという

ことだけではなくて、本当にこの租税特別措置
が企業や個人の選択を後押ししたと言えるもの
なのかどうかという評価、これは結構難しいの
ですが、しっかりやっていかなければいけない
と思っています。まさに各省庁が毎年の税制改
正要望を出す際には、この透明化法に基づく調
査や、それから政策評価などをしっかり行って
説明責任を果たしていくということになってお
りますし、われわれもそこはそういうことをき
ちんと議論して租税特別措置の中身について議
論していかなければいけないと考えております。
これからますますこの問題については、今まで
以上にしっかり取り組んでいく必要があろうか
と思っています。
それから最後に、国際課税で国内ミニマム課
税が導入された場合の租税特別措置の効果とい
った話でした。まさに国内ミニマム課税が導入
されますと、世界的に15％の実効税率で最低限
の負担を企業にはお願いするということになる
わけです。実際、日本の実効税率は、表面税率
で言うと29.74％になっているのですが、これ
が15％を割り込むような事態というのは恐らく、
まずないのではないかと思っています。仮にそ
の個別の企業さんの中ではこの実効税率15％を
割り込むようなケースが出てくるかもしれませ
んが、そこについては企業側で自主的な抑制と
いうのも行われるかもしれません。なお、仮に
国内ミニマム課税が導入されない場合であって
も、日本企業のグループに属する外国子会社が
所在する国で15％に足らざる部分をUTPRで課
税されることになりますので、そういう意味で
は15％で統一的に公平な競争条件が適用される
のではないかと期待しているところでございま
す。澁谷先生のご質問については以上でござい
ます。
それから松本会長、近畿財務局の時代には大
変お世話になりました。ありがとうございまし
た。大変ご無沙汰しております。今は主税局に
おります。会長からもいろいろなご質問を頂き
ました。まず独立財政機関のアイデアでござい
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ます。まさにご指摘はごもっともで、専門的、
中立的な知見を含めて、そういった観点からき
ちんと財政のことを検討する、その検討した結
果に従って政府一丸となって経済再生と財政健
全化の両立に取り組むことが重要なのだと思い
ます。
まさにそれを、ではどのような枠組みでやれ
ば一番うまくいくかというところについて、今
の法律に基づいてこの財政当局の仕事をさせて
いただいている身としては、今ある組織、内閣
府でいろいろな方針を決めて、実際の予算編成、
税制改正をわれわれの方でやっていくというこ
の仕組みの中でまずはしっかり頑張っていくこ
とが必要なのではないかと思いますが、いろい
ろご指摘も含めてさまざまなご議論、国民的な
ご議論をされることが大事なことだと思ってい
ますし、やはり何より重要なことはまさにおっ
しゃっていたとおり、専門的、中立的な知見を
きちんと生かしながら予算編成、税制改正をや
っていくことだと思いますので、われわれとし
てはそれにしっかり取り組んでまいりたいと考
えております。
それから金融所得課税についてもご質問いた
だきました。金融所得課税については、上場株
式の配当にしても譲渡益にしても、一律20％の
分離課税にしているということが、まさにその
1億円の壁の原因、要因になっているところは
あるのですが、一律20％分離課税にしているこ
と自体はそれなりに意味があってこういうこと
をやっているというのも一方でございます。金
融市場にゆがみを与えにくいですとか、それか
ら他の所得の状況を踏まえて意図的に金融取引
のタイミングを調整するような行為を抑制する
ことができるですとか、そういった意味で分離
課税方式というのは一定の合理性があるのだと
思っています。ただ一方で、 1億円の壁と呼ば
れるような問題もあるので、そこは最低限の負
担は求める必要があるということで今回措置を
講じることにしたわけで、しっかりこの状況を
見ながら執行をまずやって、その状況を見極め

ていきたいと考えているところでございます。
それから資産課税の強化につきましてもご質
問を頂きました。所得再分配の観点から資産課
税しかり、改正はこれまでも行ってきています。
相続税については最高税率の引き上げ、それか
らキャピタルゲイン課税については元々分離課
税の税率10％だったものを20％に引き上げるな
どやっていますし、今年の改正の極めて高い水
準の所得に対する課税もそういう趣旨でやられ
ているところでございますが、資産課税も含め
てしっかり所得再分配機能というものを考えて
いく必要があるというのは、今後も非常に重要
なことだと思っていますので、引き続き考えて
いきたいと思っています。
それから所得税制について、中低所得層も含
めた幅広い層への相応の負担をお願いするとい
う方向での見直しが必要なのではないかという
問題でございますが、これもなかなか根源的な
難しい問題だと思っています。例えば中低所得
層と言っても幅広い方々がいて、例えば収入が
低い子育て世帯もいらっしゃれば、実は所得は
少なくてもたくさん資産を持っていらっしゃる
高齢者の世帯の方もいらっしゃって、そこにつ
いてどのような負担を求めていくべきものなの
かというのはいろいろなご意見があろうかと思
います。
1つ言えることは、所得税だけに限られない

税体系全体で公平の問題を考えていかなければ
いけないということです。社会保険料などは一
律何％と決まっていますので、それはあらゆる
世代が負担しています。消費税などもそういう
税金であります。そのような負担もあれば、所
得税の世界で高所得者に累進課税をかけていく
という考え方もあり、全体としてうまく公平を
考えていく必要があるのかと思います。ただ、
おっしゃるような考え方で国民的な議論をしっ
かりやっていかなければいけないと思っていま
す。
最後に知的財産権由来のイノベーションボッ
クス税制についてご質問を頂いています。閣議
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決定した新しい資本主義実行計画におきまして
も、税制面で検討を行うとされていますので、
今年の年末に向けてしっかり議論したいと思っ
ています。他方で元々研究開発税制というのは
恐らく法人税の関係では最も大きな租税特別措
置の 1つなのですが、目的としては共通の目的
を持つもので、この既存の研究開発税制との関
係をしっかり整理する必要があるのではないか
と思っています。
また、イノベーションボックス税制は、要は
知的財産由来の所得について税率を低くすると
いうご要望なのですが、なかなかこれまでわが
国で導入していないような政策税制なものです
から、政策効果や執行面の問題、そういったこ
とをしっかり精緻に議論していかなければいけ
ないと思っています。何よりなかなか財政状況
も会長がおっしゃるとおり非常に厳しい中で、
法人税の世界でも何か減税措置を行うのであれ
ば、しっかり法人税の世界で財源を確保してい
かなければいけないというのも事実でございま
して、そういったことをしっかり経産省や経済
界の皆さんとご議論させていただきたいと思っ
ています。きちんと答えられていなくて申し訳
ないのですが、駆け足で以上でございます。

（岩﨑）　青木局長ありがとうございました。
少し時間が経過してきておりますので、また最
後にもう 1回先生方のご意見は伺う機会が設け
られたらいいなと思いますが、先に地方の税財
政に関する議論に進ませていただきたいと思い
ます。それでは最初に池田局長から地方の税財
政に関する現状と課題についてご説明いただけ
ればと思います。よろしくお願いいたします。

Ⅲ．�地方財政・地方税制の現状と
課題

（池田）　総務省自治税務局の池田でございま
す。どうぞよろしくお願いいたします。お配り

しております「地方財政・地方税制の現状と課
題」でご説明させていただきたいと存じます。

1 ．総論：地方財政・地方税制の現状と課題
〔地方財政の果たす役割〕総務省（ 2ページ）
最初に財政関係の状況をご説明いたします。
地方財政の果たす役割についてです。 2ペー
ジの下の方に分野ごとに国が支出を担っている
部分、地方が支出を担っている部分でありまし
て、見ていただいたとおり社会保障関係費・教
育費は、地方の歳出が担っている部分が多いで
す。上の箱にありますように、政府支出に占め
る地方財政のウエートは最終決算支出ベースで
56％となっているところでございます。

〔地方財政計画の歳出の推移〕総務省（ 3 ペ
ージ）
3 ページが地方財政計画上の地方の歳出の推

移でございますが、近年やや右肩上がりになっ
ておりまして、令和 5年度で92兆円ということ
になっております。資料真ん中の赤い部分の社
会保障関係費、これが少子高齢化の進行により
地方において増加している一方で、これまでや
や縮減傾向にあった投資的経費も近年災害が多
発しておりますので、防災・減災関連事業の関
係で横ばいないしは少し増えております。一番
下のところは給与の関係費でございます。こち
らも行政改革の中で地方公務員数を減らしてき
ているわけですが、一方で、保健所の数や児童
虐待防止対策のための児童福祉士といった新し
い社会変化に対応するための人員の増強が必要
であることから、やや横ばいという構造になっ
ております。

〔地方財政の借入金残高の状況〕総務省（ 4
ページ）
4 ページは、地方財政の借入金残高の状況で

ございます。上のところを見ていきますと、最
大で200兆円あったものが、最近税収が好調で
あることからやや減少基調ではありますが、一
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番右のところで依然として令和 5 年度で183兆
円と多額の借入金残高がある状況でございます。

〔地方財政の財源不足の状況〕総務省（ 5 ペ
ージ）
フローで見ていただきますと、毎年地方財政
で歳出と歳入の帳尻が合わない財源不足の状況、
最大で18兆円くらいあったのが今はやや縮小し
まして、一番右のところで 2兆円ということに
なっておりますが、まだ巨額の財源不足を抱え
ており、この財源不足を地方債の発行などでや
りくりをして何とかつないでいる状況でござい
ます。

〔令和 6 年度の地方財政の課題〕総務省（ 6
ページ）
6 ページが、今回概算要求と併せて公表をさ

せていただきました地方財政の課題でございま
す。活力ある多様な地域社会の実現、その下の
ところに書いておりますような地方における
DX・GXの推進、子ども・子育ての政策の強化、
地域づくりの推進、防災・減災・国土強靭化、
こういった課題に地方としても適切に対応して
いくための安定的な税財政基盤の確保が必要で
す。そのためには 2番の一般財源総額、これは
単純化して言いますと、地方税と地方交付税を
合わせた総額をちゃんと確保していくというこ
とであります。特に今後課題となってまいりま
すのが（ 2）の子ども・子育て政策の強化、こ
れは国の歳出ばかりではなく、先ほど申し上げ
たように地方が担っている部分が多いので、国
と地方が車の両輪で取り組んでいけるよう、地
方財源を適切に確保してまいりたいと考えてご
ざいます。

〔国税・地方税の税収内訳（令和 5 年度地方
財政計画額）〕総務省（ 8ページ）
ここから税の話に入りまして 8ページでござ
います。地方税の現状でございますが、国税が
72兆4,000億円、地方税の合計で約45兆円とい

うことになってございます。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕総
務省（ 9ページ）
この45兆円という数値でございますけれども、
昨今の景気の状況を受けまして、足下では税収
が好調な状況でございます。令和 2年にいった
んコロナで落ち込みはいたしましたが、毎年過
去最高を更新しているという状況でございます。

〔主要税目（地方税）の税収の推移〕総務省（11
ページ）
11ページには各税目の税収の推移が折れ線グ
ラフで書かれております。これを見ていただき
ますと、一番上の住民税、真ん中の固定資産税、
一番下の地方消費税といったものは、比較的景
気に左右されにくく安定的な税目である一方で、
真ん中のところで上に上がったり下がったりし
ているところが地方の法人課税でございまして、
ここはやはり景気の変動の影響を受けやすい税
目だということでございます。

〔人口一人当たりの税収額の指数（令和 3 年
度決算額）〕総務省（12ページ）
地方税を考えていく上で、税源の偏在の問題
という課題に常に取り組んでいかなければなら
ないと考えております。地方税計で見ますと、
人口一人当たりの税収額は、一番多い東京都と
一番少ない長崎県の差は2.3倍ですが、地方法
人二税は 6倍弱くらいあります。一方で、地方
消費税や固定資産税といったものは比較的税源
の偏在性が小さい税目だということが言えると
思っております。

〔地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な
地方税体系の構築〕総務省（13ページ）
私どもが地方税を考えるに当たって、地方税
の充実確保と偏在性が小さく税収が安定的な地
方税体系の構築が大事だと考えております。地
方税の充実確保という意味では、先ほど国税の
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方で青木局長からお話のあった租税の十分性と
いうこととつながるわけですが、地方税におい
ても充実確保が大事であります。右の 2つはや
や地方税独自の原則でございまして、偏在性が
小さい方が良い、しかも地方団体が担っている
役割というのは福祉・教育などの景気に変動を
受けない事業が多いため、安定性も重要だとい
うことでございまして、これまで外形標準課税
の導入、地方消費税率の引上げ、さらには地方
消費税率を引き上げますと、どうしても税収・
財政力の格差が出てきますので、そういった意
味での法人税における偏在是正措置に取り組ん
できたところでございます。

2 ．各論①：個別地方税制の現状と課題
（1）地方法人課税
次からが各論でございまして、令和 6年度以
降の税制改正で課題となるようなものを幾つか
ご紹介してまいりたいと考えております。

〔法人事業税の外形標準課税の概要〕総務省
（17ページ）
17ページをご覧ください。先ほども少し触れ
ましたが、法人事業税については、平成16年度
に資本金 1億円超という基準により、普通法人
に対して、付加価値割・資本割といった外形標
準課税を導入しておりまして、平成27年度・平
成28年度には成長志向の法人税改革の一環とし
て、所得に対する実効税率を下げるために外形
標準課税の割合を 8分の 5まで拡大しておりま
す。

〔外形標準課税対象法人数・割合の推移（全
国）〕総務省（18ページ）
18ページでございますが、この外形標準課税
の対象法人数について、導入直後の平成18年度
に比べて、足元の令和 3年度では約 3分の 2に
減少しておりまして、このままですと成長志向
の法人税改革、さらには地方の税収の安定化の
ために導入した外形標準課税が先細りしていっ

てしまうという状況にございます。
これについて 2つ問題意識を持っております。
法人が減っている大きな原因が、減資をして 1
億円という基準以下にするような企業が増えて
きていることが大きな要因となっております。
資本を資本準備金ですとかその他の資本剰余金
に振り替えられるということが、会社法の世界
の中で比較的簡単にできるようになりましたし、
資本金そのものに対する企業の意識も相当変わ
ってきております。

〔持株会社化と外形標準課税の対象範囲の関
係〕総務省（19ページ）
もう 1つ、減資の問題以外にも企業が組織再
編されるときに、19ページの例でいいますと、
左が元の 1つの会社であったときから右の方で
持株会社化したときに、ホールディングス会社
だけは引き続き大きな資本金を持たれているの
ですが、事業規模が大きい子会社や従業者数が
大きい子会社は資本金を 1億円ちょうどなどに
設定されますと、実質的に外形標準課税の対象
が縮小してしまうというような問題がございま
す。

〔令和 5 年度税制改正大綱（外形標準課税部
分抜粋）〕総務省（20ページ）
こういったことから、昨年の冬、とりまとめ
られました与党の税制改正大綱において、一番
下のところでございますが、外形標準課税の対
象から外れている実質的に大規模な法人を対象
に制度的な見直しを検討するということで、 1
億円という基準はそのままにしつつ、サブ的な
基準を設けまして、これはさすがに中小企業で
はなくて大規模な法人であろうというようなも
のがすくい取れるような基準の設定をこれから
よく検討してまいりたいと考えております。

（2）固定資産税
〔負担水準の均衡化のイメージ〕総務省（24
ページ）
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固定資産税は 3年に 1度の評価替えでござい
まして、令和 6年度が評価替えの年に当たりま
す。評価替えにつきましては、粛々と作業を進
めているところでございますが、評価替えに併
せまして、次の評価替えまでの間の 3年間の土
地の負担調整措置をセットするということがご
ざいます。この負担調整措置と言いますのは、
この下の図で見ていただければ、評価額がこれ
は750万円が1,000万円に上がったケースですが、
どんと上がったときにいきなり1,000万円をベ
ースに負担調整もなしに課税をしていきますと、
一気に税負担が上がるということがございます
ので、税負担の均衡化を段階的に図るために、
評価額の 5％ずつ上げていこうと、こういった
措置でございます。

〔令和 3 年度税制改正大綱（負担調整措置関
係税部分抜粋）〕総務省（25ページ）
25ページですが、こういった措置につきまし
て、前回令和 3年度の与党の税制改正大綱で 2
つ問題意識が掲げられておりまして、大都市を
中心に地価が上昇する一方、地方では地価の下
落が続いているということで、土地の負担水準
を再び収斂させるために取り組むべきであると
いう問題意識が 1つであります。もう 1つは、
商業地等につきましては、負担水準が60〜70％
のところに据置特例ということがございます。
この据置ゾーンがあることによる課税の公平性
に問題があるのではないかというようなご指摘
を受けております。

〔措置ゾーンによって生じる不公平〕総務省
（27ページ）
具体的には27ページ、据置ゾーンによって生
じる不公平ということで、土地Aと土地B、そ
れぞれ評価額が1,000万円で70％という負担水
準のとき、これは据置ゾーンに入っております
ので、1,000万円の土地は700万円の課税標準額
で変わりません。土地Bの方でございますが、
600万円の評価額の土地が1,000万円に上がった

場合、先ほど言いました負担調整措置で評価額
の 5％ずつ上げていくわけですが、60％のとこ
ろで据置ゾーンに入りますので頭打ちになりま
す。そういたしますと、同じ評価額であるのに
負担水準が70％のものと60％のもので税額が異
なるという不公平が長く続くといった問題があ
るので、こういった点についてどう考えていく
かというのを検討してまいりたいと考えており
ます。

（3）森林環境税・森林環境譲与税
次に、28ページからが森林環境税・森林環境
譲与税でございます。

〔森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計）〕
総務省（29ページ）
森林環境税・譲与税につきましては、個人住
民税の均等割に上乗せする形で市町村に徴収し
ていただき、それを国の特別会計に入れ、譲与
税として配分していくということで、大まかに
言いますと、国民皆さま方、特に人口は都市部
に多いので、そういったところから 1 人年間
1,000円を集めて、それを山側の市町村に配分
していこうという都市と地方の共生のための税
制という位置付けでございます。

〔森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府
県に対する譲与割合及び譲与基準〕総務省
（30ページ）
令和元年度から譲与税の譲与は始まっている
わけですが、機構準備金という資金を活用しま
して、税はまだ徴収されていない中、譲与税だ
けを譲与しているという状況が続きましたが、
いよいよ令和 6年度から森林環境税が課税され
まして、平年度で約600億円の税収が入ってく
るという状況になっております。

〔森林環境譲与税の取組事例集（令和 4 年度
実績）〕総務省（31ページ）
この譲与税ですけれども、間伐の実施であり
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ますとか、新規就業者の確保、さらには川下に
おいては木材利用、こういったものに活用され
ているところでございます。

（4）車体課税
32ページから車体課税の資料を付けておりま
すが、また、経済産業省、国土交通省、それか
ら産業界の皆さま方と丁寧に議論していきたい
ということで説明を割愛させていただきます。

3 ．各論②：地方税務手続の電子化等
35ページからが地方税務手続の電子化です。

〔eLTAX（エルタックス）について〕総務省（37
ページ）
地方税はeLTAXというシステムを持ってお
りまして、例えば事業者の皆さまですと、いろ
いろな自治体にそれぞれ申告・納税をしなけれ
ばならないのですが、eLTAXは振り分け機能
を持っておりますので、右の方にありますよう
に、eLTAXに申告・納税していただければ自
動的に全ての団体に申告・納税を一括して行う
ことができるといったシステムでございます。

〔eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続
の拡大〕総務省（39ページ）
3 9ページでございますけれども、この
eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の
拡大ということも着々と進めておりまして、今
後は、左下にありますような地方たばこ税であ
りますとかゴルフ場利用税といった税目にも拡
大していくということにしております。

〔地方税統一QRコード（eL-QR）の活用によ
る地方税の電子納付について〕総務省（40
ページ）
今年の 4 月から納税通知書に地方税統一QR
コードが付いておりますので、このQRコード
を活用して、eLTAXによる電子納付、それか
らスマートフォンによる電子納付、また、キャ

ッシュレスではないのですが、金融機関の窓口
における納付受付後の事務処理に活用を開始し
ております。金融機関の皆さまにも相当事務負
担の軽減につながったと評価いただいているも
のと思っております。こういった納税の電子化
ということも進めております。

〔地方税関係通知のデジタル化〕総務省（42
ページ）
42ページでございますけれども、今後の課題
としては、今、申告・申請と納税が電子化され
たわけですが、地方税は地方団体の方で税額を
決定して、それを通知して、納めていただくと
いう賦課課税の税目が多く、納税通知書や各種
の証明書といった通知がまだ紙でなされている
状況でございます。上のところに書いておりま
すように、恐らく事業者さまとの関係ではこの
eLTAXを活用して、また、個人の納税義務者
との関係ではマイナポータルなどを使って、こ
ういった通知のデジタル化というのも今後進め
ていきたいと考えております。

〔地方公共団体の公金収納に係るeLTAXの活
用について〕総務省（43ページ）
最後、43ページですが、先ほど地方税統一
QRコードを使って、地方税は今、電子的に納
付ができるようになっておりますが、経済団体
の皆さまから地方税において良い仕組みができ
たので、資料の「検討の背景」の上から 3つ目
の丸ですが、地方税以外の公金についても、事
業者の皆さんがそれぞれの自治体に納めるので
はなく、同じようにeLTAXを活用して一括し
て納付して振り分けるような形にしていただけ
ないかというご要望を受けまして、そちらにつ
いてもできる限りその方向で進めていけるよう
に検討しているところでございます。
駆け足でございますけれども、足元の地方財
政、地方税制の現状と課題についてご説明させ
ていただきました。ありがとうございます。
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Ⅳ．�地方財政・地方税制の現状と
課題に対する意見・質問

（岩﨑）　ありがとうございました。論点を絞
ってめりはりをつけてご説明くださいました。
感謝いたします。ありがとうございます。それ
では、ただ今のご説明について討論者の方から
ご意見を頂きたいと思います。まず澁谷教授か
らご意見を頂ければありがたく思います。

（澁谷）　澁谷でございます。ご丁寧な説明大
変ありがとうございます。それでは私の方から
大きく分けて 4つご質問したいと存じます。ま
ず 1つ目として、いわゆる総論部分についてで
すが、これは地方税に関して、近年の制度改正
を見ると、三位一体の改革のときには所得税か
ら住民税への税源移譲というのがなされたわけ
ですが、その後の制度改正においては、特に地
方法人二税の偏在是正といった観点から、これ
らの地方税を国税にしてその税収を交付税原資
や譲与税にすると、そういった動きが行われて
おります。また現在地方税については地方消費
税が重要な位置を占めておりますけれども、こ
れも形式的には地方税なのですが、地方には課
税要件など自ら決定することがほとんどできま
せんし、賦課徴収も国の機関が行っているとい
う、かなり特殊な地方税になっているわけです。
こうしたことを踏まえて、地方団体が自ら税制
について、例えば税率だけでも決定するとか、
或いはその税について自ら賦課徴収を行うと、
こうしたことの意義についてどのようにお考え
であるかということを伺えればと思います。こ
れが 1つ目でございます。
次に 2つ目として地方法人課税につきまして、
これは外形標準課税の話がだいぶ出ておりまし
たけれども、資料にございました大法人の数が
減少しているというのは、これはやはり法人の
減資や分社化というのが主な理由であると考え
てよいのか。またそれはこの外形標準課税とい

うのがその重要な理由になっているのか、言い
換えれば企業としては外形標準課税よりも所得
課税の方を望んでいるということを意味してい
るのかということでございます。さらに、では
その問題にどう対処するかというときに、これ
は外形標準課税特有の問題として考えていくべ
きなのか、つまり外形標準課税を中小法人にも
広げるとか、そういった方向で考えていくのが
よいのか、それともそもそも税制における大法
人と中小法人の区分、これは資本金 1億円とい
う基準で区分を行うことが多いわけですが、そ
もそもこれ自体を見直すという方向が望ましい
のか、こうしたところを伺えればと思います。
あとグローバル・ミニマム課税についても伺い
たかったところなのですが、ちょっと時間の関
係もございますので、こちらは省略したいと存
じます。これが 2つ目でございます。
次に 3つ目、固定資産税についてですが、ま
ず資料で示された据置ゾーン内における負担水
準の不均衡という問題です。これは結構前から
指摘されていた問題であるように思います。実
際、こうした課税標準の違いというのは正当化
しづらいと言いますか、この負担水準に大きな
ずれが昔あって、それを是正する、均衡化して
いくという、いわば経過措置として何とか認め
られてきたものだと思うのですが、現在この負
担水準というのはかなり均衡化が進んできて、
あまり意味がなくなってきているように思うの
ですが、これを改めるというのは具体的な検討
は進んでいるのかどうかということでございま
す。この点は、だいぶ前から問題点としては挙
がっていたにもかかわらずなかなか改正されな
くて、なぜかなとちょっと不思議に思っていた
ところでございます。
また、この負担水準均衡化が達成された後の
固定資産税の在り方ということについてもどう
考えるべきなのか、こうした検討がされている
かということも伺えればと思います。例えば現
状ではこの商業地についてはこの据置ゾーンが
適用されており、それに対して一般住宅用地は
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課税標準が 3分の 1とされ、小規模住宅用地は
それが 6分の 1とされるということで、固定資
産税の負担が大体 4対 2対 1になっているとい
ったような状況があるわけですが、このような
比率を維持していいのかどうかとか、こういっ
たことが検討されているのかどうかということ
でございます。これが 3つ目でございます。
4つ目として森林環境税及び森林環境譲与税

についてです。この森林環境税は国税であるけ
れども、市町村が個人住民税均等割という地方
税と併せて賦課徴収することとなっております。
そのため、これは森林環境税ができたときから
全国で統一的に課される国税と、地方団体ごと
の違いがあり得る地方税との調整というのが問
題になり得るのではないかという指摘がござい
ました。具体的にはこの均等割の非課税限度額
や減免の取り扱いの自治体ごとの違いなどでご
ざいます。ここは結局どのような考え方に基づ
いてどのように解決されることになったのかと
いうことを伺いたく存じます。
また、森林環境譲与税につきましては、これ
は人口が按分基準に入っているために、森林が
ほとんどない都市部の地方団体にも相当の金額
が按分されていると言われておりますが、この
点についての現状であるとか、或いはその妥当
性についての検討などがされているかといった
ことについてお伺いできればと思います。これ
が 4点目でございます。どうぞよろしくお願い
いたします。

（岩﨑）　ありがとうございます。お答えは後
ほどまとめてお願いすることにいたしまして、
続きまして松本会長からご意見を頂ければと思
います。

（松本）　私からは税収配分のあり方、納税環
境整備に関連いたしまして質問と見解を述べさ
せていただきたいと思います。

（デジタル化の進展に対応した地方団体間の税
収配分のあり方）
まず 1点目は、デジタル化の進展に対応した
地方団体間の税収配分のあり方でございます。
複数の地方公共団体に事業所等を設けて活動を
行っている法人の場合、それぞれの自治体に地
方法人二税を申告納付する必要があります。そ
の分割基準は、従業者数、事務所数、固定資産
の価値など、物理的施設の存在を前提とする外
形的標準でございます。このような基準は従来
型のビジネスモデルを前提として、応益課税原
則や執行可能性の観点から採用されているもの
と考えられますが、オンラインショッピングや
リモートワークの拡大など、経済取引のデジタ
ル化、就労形態の多様化を反映したものとはな
っていないということがございます。
こうした状況は税収の東京一極集中に拍車を
かけることになるため、分割基準の見直しを検
討すべきとの意見もありますが、例えば国際課
税における議論のように事業拠点を有しない自
治体に対してまで申告納税義務が課せられるこ
とになれば、企業の立場からすれば、かえって
納税の事務が煩雑になるということがあります。
偏在是正のための措置としまして、法人住民
税・法人事業税の一部が国税化され、その税収
を地方交付税、或いは譲与税として都道府県に
配分する仕組みが採用されておりますけれども、
このように国税と一体的に申告納付し、各自治
体に一定の基準で配分される仕組みの方が執行
コスト、納税者の事務負担が少なくなると思わ
れます。地方消費税においても税収を最終消費
地に配分、帰属させるため、都道府県間の清算
が行われる仕組みとなっており、消費を示す指
標として、小売業・サービス業など供給者側の
販売額の統計が用いられておりますが、こちら
につきましても、インターネットショッピング
の拡大などにより販売が行われる場所と消費者
の居住地との不一致、乖離が拡大していること
から、販売統計から通信カタログ販売、インタ
ーネット販売、百貨店、家電大型専門店の販売
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額を除外するとともに、人口のウエートを引き
上げるといった見直しが行われました。人口に
よって配分することは偏在是正の観点、社会保
障財源としての性格を考えますと合理的とは言
えるのですが、実質的に譲与税と変わらないと
いうこともできます。
今後におきましてもそれぞれの税としての性
格を維持しつつ、税収の適切な配分を行うため、
法人二税の分割基準や地方消費税の清算基準、
税収の偏在是正の方法などについて議論が行わ
れるものと考えておりますけれども、課題や見
直しを検討されている事項があればご教示いた
だきたいと思います。

（ふるさと納税について）
2 点目はふるさと納税についてです。ふるさ

と納税は、納税者が自らの意思で納税する自治
体を選択して、ふるさとへの恩返しができると
いう触れ込みで導入されまして、大都市から地
方への税収移転、地域経済への貢献など評価で
きる面もあるわけですが、税理論の観点からは
説明が難しいものであると聞いております。高
所得者ほどメリットを享受でき、節度を欠いた
寄付集めを行う自治体もあって、貴重な税収が
返礼品や事務手数料などに使われるなど、地方
税財政制度にゆがみを生じさせているとの指摘
もあります。令和 4 年度の寄付受け入れ額は
9,654億円にも達しておりまして、無視できな
い規模になっているようです。
一般の寄付金とは異なり、特別控除により、
住民税所得割額の20％の上限額まで実質2,000
円の負担で返礼品を手に入れることができる点
や、地方交付税の算定におきましても、ふるさ
と納税寄付金に係る収入は基準財政収入額の算
定の基準とされておらず、一方で減収分につい
ては75％が補填されるという仕組みなど、基本
的な枠組みについて再検討すべき点もあるよう
に思います。今後のふるさと納税制度のあり方
についてもお考えをお伺いしたいと思います。
また、 3点目として地方税手続きの電子化・

キャッシュレス化についてもお伺いしたいと考
えておりましたが、先ほど池田局長から詳細の
ご説明をいただきましたので、割愛いたします。
私は現在、関西大阪万博でキャッシュレス決済
を推進しておりますが、地方税手続きの電子
化・キャッシュレス化のさらなる推進をお願い
申し上げます。
私からは以上でございます。ありがとうござ
いました。

（岩﨑）　ありがとうございました。それでは、
いろいろ多岐にわたるご質問ですので、お答え
できる範囲で結構ですから今のお考えを池田局
長から伺わせていただければと思います。よろ
しくお願いします。

（池田）　澁谷先生、それから松本会長、ご質
問ありがとうございました。時間も限られてお
りますので雑ぱくになるかと思いますが、私の
方から回答させていただきたいと存じます。ま
ず、澁谷先生から頂いたご質問で、地方の財政
的自立に関して、歳入確保が重要なのか、もし
くは地方団体が自ら税制について決定し、自ら
賦課徴収を行うことが重要なのかというご質問
を頂きました。私どもは二者択一ではなく、い
ずれも重要な観点だと考えております。まず、
歳入の確保については住民生活に密着した社会
保障などがございます。そういった行政サービ
スを支える地方団体の税収を全体としてマクロ
的にしっかり確保することが大事でございます
ので、これまでも地方消費税の税率の引き上げ
など、地方における社会保障の安定財源を確保
してきたというところでございます。
一方で、地方税でございますので、地方団体
の自らの判断と責任において賦課徴収をして財
源確保を図っていただくという視点も当然重要
でございますので、先生もご承知のとおり、こ
れまでも法定外税制度や超過課税における制限
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税率といったものを順次緩和してきております。
実際、法定外税の導入団体も増えてきておりま
すし、新しい法定外税のタイプも出てきており
ますので、こういったことを私ども総務省とし
ても後押ししていきたいと考えております。
2点目につきまして、外形標準課税について

ご質問を頂きました。外形標準課税の対象法人
は 3分の 2まで減っているわけですが、私ども
がサンプル調査いたしましたところ、約 6割が
減資によるものであります。それ以外は合併に
よる解散でありますとか、清算結了による解散
や破産といったものでございまして、減資とい
うのが主な要因になっているということです。
減資が行われる背景はこの税制上の取扱いのみ
ならず、欠損塡補も含め企業の経営状況を踏ま
えた減資などもございますので、減資した企業
が所得課税を望んでいたかどうかというのは一
概に申し上げられないと考えております。
一方で、これまでの統計などを見ますと、税
制の改正のタイミング、例えば外形標準課税の
導入や拡大、それから国税における中小企業の
繰越金等の取扱いの変更、こういった税制の改
正のタイミングで資本金 1億円以下への減資が
増加しているということもございまして、この
外形標準課税の適用の有無というのが減資の 1
つの誘因になっていると考えております。いず
れにしても、こういった減資でありますとか組
織再編による対象法人数の範囲の縮小といった
ことは、この外形標準課税導入の趣旨でござい
ます、広く負担を分かち合っていただいて、地
方税収の安定化、税負担の公平性に資する、さ
らには所得課税を減らすことにより企業の稼ぐ
力を高めるという法人税改革の趣旨を損なう恐
れもございますので、これから鋭意基準につい
て検討してまいりたいと思います。
また、大法人と中小法人の区分について質問
がございました。中小法人については外形が 8
分の 5まで増えたということもありますし、中
小法人自体、赤字法人が非常に大きい中で、私
どもは中小法人に外形標準課税を拡大するとい

うことは考えておりません。その上で、この大
法人と中小法人の区分が一般論なのか、外形標
準課税の問題なのかというお話もございました。
これにつきましては、租税特別措置の適用基準
で大法人と中小法人の区分というのが用いられ
ていることもございますが、基本的にはそれぞ
れの制度趣旨に応じて検討されるべきものと考
えております。一方で、相互に関連はしますか
ら、国税当局ともよく情報交換をしてまいりた
いと考えております。
それから、固定資産税についてご質問いただ
きました。ご案内のとおり現行の商業地の負担
調整措置でございますけれども、負担水準が60
％から70％までの土地については、前年度の課
税標準額を据え置く措置、いわゆる据置ゾーン
と呼ばれているものがございます。先ほど申し
上げましたような評価額と税額の高低が逆転す
るような不均衡、不公平が存在するというのは
かねて指摘されているところでございます。一
方で、近年の地価の動向をよく分析しないとい
けないわけですが、三大都市圏や政令指定都市、
また札仙広福などと言われますが、地方の中核
都市で地価の上昇が顕著な一方、それ以外の地
方圏においては引き続き地価が横ばい又は下落
が続いているという地価の動向が多様化してお
ります。
そういったことからいったん収斂しかかった
この負担水準でございますけれども、また足下
でばらつきが生じているという状況でございま
す。現在、令和 6年度以降の負担調整措置につ
いて具体的な方針が決まっているわけではなく、
これから年末にかけてのご議論だと思っており
ますけれども、こうした多様化した地価の動向
を踏まえまして、負担水準の均衡化を促進して
いくという観点からよく検討していく必要があ
ると考えております。また、澁谷先生から負担
水準の均衡化が達成された後の固定資産税の在
り方についてもお尋ねがございました。実は先
ほど申し上げました一部の地方都市は、足下で
地価が非常に上昇しておりまして、昨日も地価

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   15023304944-1第75回租税研究大会記録.indb   150 2023/12/15   14:20:102023/12/15   14:20:10



―151―

調査の結果が発表されましたが、例えば先ほど
申し上げたような札幌市や福岡市ですと、われ
われが評価額の 5％は引き上げていくという 5
％を超えるような毎年の地価の上昇が生じてお
ります。したがって、これを収斂させていくの
は時間をかけながら取り組んでいくべき話かな
と考えております。均衡化を達成した場合どう
するのかというのはその時点での地価の動向や
土地、住宅政策といった関連施策の動向を踏ま
えつつ、市町村の固定資産税収を安定的に確保
するという観点、それから固定資産税というの
は多くの国民の方に納めていただく税ですので、
納税者のご理解がいただけるかという観点から
その在り方について検討してまいりたいと考え
ております。
4番目に森林環境税、森林環境譲与税の取扱

いについて 2点ご質問を頂きました。森林環境
税はご指摘のとおり国税でございますので、全
国一律の基準とすることが必要でございます。
市町村が地方税のように条例で要件を定めると
いうのは国税にはなじまないので、非課税限度
額、それから減免についても、基本的な要件は
法令で書き切るというようなスタイルを取って
おります。ただ一方で、減免について言えば、
免除するケースといたしまして、収入が著しく
減少した場合等の特別な事情がある場合という
規定がございまして、これについては国税とし
ての規律が担保されるということを大前提に、
必要性や合理性が認められるのか、これは納税
義務者の具体的な事情を最もよく把握できる市
町村が判断するという建て付けになっておりま
す。
それから譲与税の配分基準についてご指摘も
ございました。人口の配分割合が多いというご
指摘はあるのですが、これは川下の木材利用も
上流の間伐を進めていく上で非常に重要だとい
う議論がありました。この人口というのは森林
利用というのに密接に関連する指標でございま
すので、地方団体の単独事業の決算の割合など
を見まして、今の配分比率になっております。

これにつきまして、山側の市町村、林野庁さん
をはじめ私有林人工林面積の比率を高め、人口
の比率を下げるようにしてほしいというご要望
を今頂いておりますので、これにつきまして森
林環境税ができた当時の議論もよく踏まえまし
て、丁寧に検討してまいりたいと考えておりま
す。
それから、駆け足になりますが、松本会長か
らデジタル化の進展に対応した地方団体間の税
収配分の在り方についてご質問を頂きました。
確かに経済社会構造はどんどん変化しておりま
す。私も令和元年度の税制改正において担当課
長として特別法人事業税、譲与税制度というの
を創設いたしました。これは現行の地方法人課
税はご指摘のとおり法人の事業所が所在する地
方団体が課税権を有することとした上で、分割
基準により地方団体間の課税権の調整を行うも
のなのですが、インターネットをはじめとした
電子商取引の進展でございますとか、企業の組
織再編の多様化などに、やはりやや付いていけ
ていない部分があったので、実力以上にある大
都市部に税収が集まってしまう、それをなかな
か分割基準によって対処することが困難である
ことから講じることとしたものでございます。
今後について、現時点で具体的に何か検討を
行っているわけではありませんが、まず分割基
準についてはやはり税収を適切に帰属させると
いう観点から経済社会構造の変化を踏まえて、
不断に見直しについて検討していくことが必要
であろうと考えております。その上で、分割基
準によってなお調整できない企業の事業活動の
実態でありますとか地方税源の偏在があった場
合には、これまで特別法人事業税譲与税制度と
いうのを作りましたので、そういったことも参
考にしながら偏在性の小さい地方税体系の構築
を目指していくと考えております。
地方消費税の清算基準につきましては、統計
データを用いて清算しているわけですが、イン
ターネットの普及等を踏まえまして、例えば情
報通信業では、インターネット販売のため、全
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国の消費額がどうしても本社のある都道府県に
一括して計上されてしまうということになりま
すので、清算基準に用いる統計データからは除
外し、こういった業種の商品の消費額について
は基本的には人口との相関関係が強いというこ
とで、消費の代替指標として人口を用いて清算
をしております。この地方消費税の清算基準に
つきましては、平成30年度税制改正において抜
本的な見直しを行ったところでございます。ま
ずその影響をよく注視しながら、今後のさらな
る経済社会構造の変化、について注意深く見て
まいりたいと考えてございます。
それからふるさと納税についてご質問、ご意
見を頂きました。ふるさと納税による特例的な
控除額は、個人住民税所得割の額の 2割という
のが上限になっておりまして、一定の制限を設
けております。大層は地元の地方自治体に残る
ものであるということがまず 1点。それからふ
るさと納税を活用して寄せられた給付金という
のが地方で子育てや教育、被災者支援、そうい
ったものに使われておりますし、また返礼品と
して地場産品を提供することで、地域の雇用の
創出、地域経済の活性化にもつながっている面
もあると考えております。総務省といたしまし
ては、制度が普及する中で相当過度な返礼品競
争が生じましたので、令和元年度に返礼品は地
場産品に限る、それからそれは寄附額の 3割以
内にしてください、それから返礼品だけではな
くてもろもろのふるさと納税の募集に係る経費
は 5割以内に抑えて、 5割はちゃんと地元で政
策的なものに使ってくださいという指定制度を
導入いたしました。
今年もこれから10月に新たな指定団体を決め
るわけですが、その前にこの適正な運用を図る
ため、この指定基準の改正を行っております。
地場産品とはもっとこういったものに明確化す
る、募集費用についてもこういったものも含め
てちゃんと計算するという基準の改正を行って
おります。さまざまなご指摘が多い制度でござ

いますけれども、私どもはこの指定制度の適正
な運用に注力してまいりたいと考えております。
最後、地方税手続きの電子化、納税のキャッシ
ュレス化を一生懸命進めてまいりますので、頑
張ってまいります。
1つだけすみません、せっかくの機会ですの

で宣伝をさせていただくと、地方税の通知はこ
れからデジタル化を進めていくことを検討して
いくわけなのですが、 1つ先行して、個人住民
税の特別徴収税額通知、よく 6月くらいに短冊
で各従業員に送られるものですが、これは経済
界の方からデジタル化してくれという強いご要
望を受けまして、令和 6年度から先行的に電子
による通知が可能となりますので、企業の皆さ
ま方、ぜひこういったものを活用していただけ
ればと考えております。長くなりましたが以上
でございます。

おわりに

（岩﨑）　ありがとうございます。それでは、
予定されておりました終了の時間を経過してお
りますので、ここでとりまとめに入らせていた
だきたいと思います。本日は国の税財政の状況
につきましては、青木主税局長から、また地方
の税財政の現状につきまして、池田自治税務局
長から大変わかりやすい丁寧なご説明とご回答
を頂きました。感謝申し上げます。また、討論
者の先生方から大変根本的なご質問を頂き、ま
た新しいアイデアを出していただきました。令
和 6年度の税制改正ですぐにこれを取り入れる
のはなかなか難しいかもしれませんが、今後こ
ういったアイデアや疑問を政策検討に当たって
活かしていただければありがたいと思います。
それでは、時間を経過いたしました。本日の
討論会はこれでお開きにさせていただきたいと
思います。
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OECD/G20「ＢＥＰＳ包摂的枠組み」
「2つの柱」の進捗状況

2023年９月20日
財務省主税局参事官 西方建一

2

親親会会社社

≪Ｂ国(親会社所在地
国)≫

≪Ｃ国（軽課税国）≫

子子会会社社

≪Ａ国（市場国）≫

Ａ国
税務当局

売売上上（（パパタターーンン①①））

売売上上
（（パパタターーンン②②））

オンライン音楽配信、
デジタル広告、

オンライン
プラットフォーム
の提供など

● 国内に外国法人の支店や工場などの物理的拠点(=PE）がある場合に限り、そのPEに紐づく

事業所得に課税することができる。

※ PE : Permanent Establishment （恒久的施設）

● しかし、経済の電子化により市場国で課税が行えない事例が顕在化（パターン①）。また、

軽課税国から事業を行うことで最低限の課税が行えない事例も発生(パターン②)。

経経済済ののデデジジタタルル化化にに伴伴うう課課税税上上のの課課題題へへのの対対応応ににつついいてて

ＰＥ
なし

ＰＰＥＥががなないいたためめ
課課税税ででききなないい

2

（国際課税資料 1）
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 市場国に物理的拠点（PE：Permanent Establishment）を置かずにビジネスを行う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が行えない問題が顕在化。

 低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法人税の継続的な引下げにより各国の法人税収基盤が弱体化。
 税制面において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」（現在は143か国・地域が参加）において議論が進められ、
2021年10月８日、2つの柱による解決策に合意。

 2023年７月12日、交渉成果をアウトカム・ステートメントとして公表（138か国・地域が合意）。

 第1の柱（市場国への新たな課税権の配分）
 多数国間条約に2023年末までに署名式、2025年中に発効が目標。

 第2の柱（グローバル・ミニマム課税）
 日本においては、令和５年度税制改正において、所得合算ルール（IIR)を法制済。
 軽課税所得ルール（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）の法制化など残存論点は、
令和６年度以降の改正を予定。

国際課税に関するOECD/G20「「BEPS 包摂的枠組み」 二本の柱について

現現在在のの状状況況

3

（国際課税資料 2）

「２本の柱」の全体像

「利益A」（Amount A）

 市場国への新たな課税権の配分
 多数国間条約により実施

「利益B」（Amount B）

 基礎的なマーケティング・販売活動
に対する移転価格税制の執行に係
る簡素化・合理化

 移転価格ガイドライン改訂により実
施

「第１の柱」

GloBEルール

 15％の最低実効税率によるグロー
バル・ミニマム課税

 各国国内法により実施

租税条約上の最低課税ルール
（Subject to Tax Rule：STTR）

 軽課税国の関連者に対する支払に
ついて源泉地国（途上国が対象）
に一定の課税権を認めるもの

 多数国間条約又はバイ条約により
実施

「第２の柱」

4

（国際課税資料 3）
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「BEPS包摂的枠組み」における｢２本の柱｣成果声明（2023年７月12日公表）
（アウトカム・ステートメント）

｢２本の柱｣について、G20議長総括、G7コミュニケ等を踏まえ、これまで交渉されてきた成果を公表。

【「第１の柱」（利益A）多数国間条約】

 各国の署名準備に必要な重要項目を盛り込んだ条文がとりまとめられた。一部の国が示す特定の
懸念事項については、迅速な署名実施を視野に、解決するための努力を継続。

 締約国は、現時点で導入されているデジタル・サービス税（DST）等の廃止、及び、新規DST等の導入禁
止にコミット。

 2023年末までに署名式を予定。

 2025年中の発効を目指す（各国における条約の批准、国内法の整備の時間を確保）。
※ 対象グローバル企業グループの最終親会社の60％以上を占める30以上の国・地域による署名を条件にDST凍結措置

の期限を本年末から2024年末への延長に合意。条約の発効に向けた十分な進捗を前提に2025年末までの延長も視野。

【「第１の柱」利益B】
 基礎的なマーケティング・販売活動に対する移転価格税制の執行に係る簡素・合理化のガイダンスの大

枠について合意。

 産業界等の意見を聞くパブリック・コンサルテーションを経て、年内でさらに議論・合意し、2024年１月に
最終報告書を公表予定。

【「第２の柱」STTR（Subject To Tax Rule）】
 途上国向けの租税条約上の最低課税ルールについて合意。多数国間条約を10月に署名開放。

【途上国支援】

 G7コミュニケ等を踏まえ、２本の柱の実施のために途上国支援を強化するプランをOECDが作成。 5

（国際課税資料 4）

「BEPS包摂的枠組み」における｢２本の柱｣成果声明（2023年７月12日公表）
（アウトカム・ステートメント）（抜粋①）

6

（国際課税資料 5）
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「BEPS包摂的枠組み」における｢２本の柱｣成果声明（2023年７月12日公表）
（アウトカム・ステートメント）（抜粋②）

7

（国際課税資料 6）

GG2200ササミミッットト 首首脳脳宣宣言言（（仮仮訳訳抜抜粋粋））
（（22002233年年99月月99--1100日日 於於：：イインンドド ニニュューーデデリリーー））

我々は、2本の柱の国際課税パッケージの迅速な実施に対して引き続きコミットしている。

多多数数国国間間条条約約（（MMLLCC））のの条条文文ののととりりままととめめ、、利利益益BBにに関関すするる作作業業（（国国内内のの基基礎礎的的ママーーケケテテ

ィィンンググ流流通通取取引引ににかかかかるる独独立立企企業業原原則則適適用用のの簡簡素素化化・・合合理理化化ののたためめのの枠枠組組みみ））をを含含むむ第第

一一のの柱柱、、及及びび、、第第二二のの柱柱ににおおけけるる租租税税条条約約上上のの最最低低課課税税ルルーールル（（SSTTTTRR））にに関関すするる作作業業

のの完完了了ににおおいいてて、、大大幅幅なな進進展展ががああっったた。我々は、「「包包摂摂的的枠枠組組みみ」」にに対対しし、、22002233年年後後半半にに

MMLLCCをを署署名名ででききるるよようう準準備備すするるたためめ、、MMLLCCにに関関すするるいいくくつつかかのの懸懸案案事事項項をを速速ややかかにに解解決決

すするるここととをを求求めめ、、22002233年年末末ままででにに利利益益BBにに係係るる作作業業をを完完了了ささせせるるここととをを求求めめるる。我々は、

各国が共通アプローチとしてのグローバルな税源浸食対抗（GloBE）ルールの実施のた

めに講じた措置を歓迎する。

8

（国際課税資料 7）
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第１の柱
利益Aに関する多数国間条約

9

（国際課税資料 8）

第１の柱（市場国への新たな課税権の配分）

「課税対象（scope）」は、売上高200億ユー
ロ（約3兆円）超、利益率10％超の大規模・
高利益水準のグローバル企業グループ（全世界
で100社程度）

大規模なグローバル企業グループの利益率10％
を超える残余利益の25％を市場国に配分

・ 物理的拠点がないため
課税できない

・ 市場国で生み出された
価値に見合った課税が
できない

グローバル
企業

売 上

＜企業所在地国＞＜市場国＞

課 税

残余利益

通常利益

費用等

配分利益
（利益A）

物理的拠点の有無によら
ず、売上に応じて市場国
間で配分

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
収
入

市場国ビジネス
の提供

税務当局

【通常利益】
収入の10％

【残余利益】
通常利益を
超える利益

【配分利益】
残余利益の

25％
10

（国際課税資料 9）
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利益A（市場国への新たな課税権の配分）に関する多数国間条約交渉の背景・経緯等

年 利益Ａ関連の動き ＤＳＴ関連の動き

2015 OECD/G20が、「BEPS最終報告書」において、経済
のデジタル化に伴う課税上の課題（法人課税）につい
て、作業を進めることに合意。

2016 インド：平衡税源泉徴収開始

2017 EU：欧州委員会のレポートにおいて、デジタルビジネスの実
効税率が伝統的なビジネスと比べて著しく低いことを指摘。

2018 Inclusive Framework（IF）が「デジタル化から生じ
る税務諸課題ー中間報告」を公表。

EU：「Fair Taxation of the Digital Economy」において
EU統一のDST導入を提案。

2019 IFから「2本の柱」が提案され、「第1の柱」において、課
税権の再配分に関する多数国間条約をとりまとめる方
針を決定。

2020

2021

米国：1974年通商法301条に基づく調査を開始。
 米国企業を不当に差別していると認定（一部国に

25％の報復関税を課す旨発表）。
 USTRは二国間協議やOECDでの議論による解決を
奨励。

英仏伊西墺印土：DSTを課する法律を成立・施行。
EU：EU統一のDST導入を再提案（2020）→実施せず

米国：英仏伊西墺印土との間で、第１の柱の制度発効
までのDST等の税額を第１の柱の実施による税額と実質
的に同水準に留める枠組みの導入を条件として、７か国の
DST等に対する制裁関税の発動を取りやめることに合意。

IFにおいて、経済のデジタル化に伴う課税上の
課題について利益Ａの大枠を合意(2021.10)。

DSTをすでに導入している国は条約締結に伴う
廃止、それ以外の国は2023年末までDSTを導
入しないこと（凍結）を合意。
 2023年７月成果声明により、DST凍結期
限を2024年末まで延長可能（※）。

(※)2023年末までに対象グローバル企業グループの最
終親会社の60％以上を占める30以上の国･地域が多数
国間条約に署名することを条件とする。
なお、十分な進展がある場合には、2025年末まで再延
長可能。 11

（国際課税資料10）

（参考）諸外国におけるデジタル・サービス・タックス等の一方的措置の概要（2023年５月時点）

デジタル賦課金（Digital Levy）
• 2020年５月、COVID-19からの復興計画案に関して、
財源の一つとしてデジタル賦課金の導入についても検討
することを表明したが、 2021年12月に発表されたEUの
新たな財源案の提案には盛り込まれなかった。ＥＵ

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2019年７月施行。同措置に反対する米国に配慮し、

2020年1月に徴税を2020年末まで延期することを決定。
その後徴税を再開。フランス

デジタル広告税（Digital Tax）
• 域内のオンライン広告売上に５％を課税。
• 2019年10月法案が可決。2020年１月施行。オーストリア

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年１月施行。イタリア

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に２％を課税。
• 2020年４月から施行。英国

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年10月法案が可決。2021年１月施行。スペイン

平衡税（Equalisation Levy）
• 2016年６月から外国法人に支払うオンライン広告等の
支払いに６％を源泉徴収。

• 2020年４月から新たにeコマースの提供等を行う
外国法人の収入に２％を課税。インド

電子取引税（Electronic Transaction Tax)
• 外国のデジタル企業に対して所得税又は電子取引税を
課税。

• 2020年５月法案が可決。今後、税率等詳細を
公表予定。

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に7.5％を課税。
• 2019年12月公布。2020年３月施行。

トルコ

デジタル・サービス・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税予定。
• 2021年12月に法案を公表。2023年末までに国際
合意に基づく第１の柱の多国間条約が発効していない
場合に限り、2024年１月より課税予定。

カナダ

インドネシア

米国は、2021年10月8日の合意後に英仏伊西墺印土との間で、デジタル・
サービス・タックス（DST）等に関して合意。第１の柱の制度発効までのDST
等の税額を第１の柱の実施による税額と実質的に同水準に留める枠組み
(注)の導入を条件として、７か国のDST等に対する制裁関税の発動を取りや
めることとした（７か国は制度発効時まではDST等を廃止する必要はない）。

（注）2022年１月（印のみ同年４月）から第１の柱の制度発効日までの間（①）に課されたDST等の税額が、第一の柱導入初年度に課された税額に調整を
加えた額（①の期間が２年であれば２倍）を上回っていた場合は、その超過額を第１の柱の税額から控除可能とする（控除しきれない分は繰越可能）。 12

（国際課税資料11）
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○市場国への新たな課税権配分ルール（利益Ａ） ※赤字は2023年７月新規公表事項
【課税対象】
• 全世界売上が200億ユーロ（約３兆円）超、かつ、利益率が10%超のグローバル企業グループ。
※ 規制された金融機関、採掘事業、防衛事業、外国事業が僅少で国内メインの企業等は除外。

• 売上閾値について条約発効7年後にレビューを行い、円滑な制度の実施を条件として100億ユーロ（約1.5兆円）に引下げ。

【配分割合】
• 売上の10%を超える残余利益の25%を、ネクサス（課税根拠）を有する市場国に配分。

【ネクサス（課税根拠）】
• 市場国での100万ユーロ（約1.5億円）以上の売上。
※ GDPが400億ユーロ（約６兆円）未満の国は25万ユーロ（約3,750万円）以上の売上。

【税の安定性】
• 市場国への新たな課税権配分ルール（利益Ａ）の対象となるグローバル企業グループに、利益Ａに関わる全ての争点について
義務的・拘束的な紛争防止・解決メカニズムを提供。

【一方的措置】
• 多数国間条約の締約国は、全ての企業に対する全てのデジタルサービス税及びその他の関連する類似の措置を廃止し、また、
将来にわたり導入しないことを定める。

【発効要件】
• Critical Massを満たす国の批准が必要→対象グローバル企業グループの最終親会社の６０％以上をカバーし、かつ、３０
か国以上が批准した後、これらの国が条約発効日を決定。

利益A 合意の概要（2021年10月） 及び新規公表事項（2023年７月）

13

（国際課税資料12）

1.ソースルールの適用に当たっての原則
グローバル企業グループは、全ての収入の源泉地を特定しなければならない。収入の源泉地は、信頼できる方法（①信頼
できる指標又は②配分キー）によって特定（第4条第4項）。

源泉地は、原則、ソースルール毎に規定された①信頼できる指標によって特定。
例：最終製品の最終顧客への直接販売から生じる収入の場合は、「最終顧客への配達先住所」や「最終顧客に販売する小売店の場所」

ただし、グローバル企業グループが信頼できる指標を見つけられない場合は、各ソースルールで許容されている限りにおいて、
②配分キーを利用可能。
例：部品の販売から生じる収入の場合は、GDP比に基づき収入を各国に配分する「Component Allocation Key」

2.収入の分類（Categorising Revenues）
収入の源泉地は収入のカテゴリーに従って特定。収入は、当該収入が生じた取引の通常の性質（ordinary character）
又は支配的な性質（predominant character）により区分（別表E§1(A)パラ1）。複数のカテゴリーに該当する収入
は、支配的な性質（predominant character）で源泉地を決定（第4条第3項）。

ソースルールのモデル法又は別表に規定されている収入のどのカテゴリーにも当てはまらない収入は、最も類似した収入のカテゴ
リーに従って源泉地を特定しなければならない（別表E§1(A)パラ3）。

3.補助的取引からの収入（Revenues from Supplementary Transactions）
補助的取引からの収入（Revenues from Supplementary Transactions）は、当該取引が補助する収入に適用さ
れるソースルールに従って源泉地を特定することができる（別表E§1(B)パラ1）。

ソースルールの原則及び共通ルール

14

2022年年７７月月
進進捗捗報報告告書書参参照照

（国際課税資料13）
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①場所が
特定された
サービス
からの収入

③オンライン
仲介サービス
からの収入

②広告
サービス
からの収入

サービス
（別表E§6）

④輸送
サービス
からの収入

⑥その他の
サービス
からの収入

①無形資産
からの収入

②ユーザー情報
からの収入

無形資産
ユーザー情報
（別表E§7）

最終製品
（別表E§3）

部品
（別表E§5）

政府補助金
（別表E§9）

①最終顧客に
直接販売された

最終製品からの収入

②独立販社経由で
最終顧客に販売された
最終製品からの収入

⑤顧客
ポイント
プログラム

不動産
（別表E§8）

非顧客収入
（別表E§10）

デジタル
コンテンツ
（別表E§4）

ソースルールの原則及び共通ルール

収入の分類
（別表E§1）

①収入の性質

②補助的取引
からの収入

信頼できる
指標

（別表E§2）

移行措置（Transition）

制度導入当初
の移行措置
（別表E§11）

ソースルール全体像

15

2022年年７７月月
進進捗捗報報告告書書参参照照

（国際課税資料14）

二重計上調整・二重課税除去の適用に関するイメージ図

X国（最終親会社所在地国）

Z国（二重課税除去国）

通常利益

Y国に配分予定
の利益A

グループが有する
Y国の国別利益

残余利益

二重計上調整
二重課税除去

Y国（市場国）

Z国による二重課税除去
実施義務額

二重計上調整適用後の利益A配分額

最最終終親親会会社社

子子会会社社A 子子会会社社B 子子会会社社C 子子会会社社D 子子会会社社E

16

2022年年７７月月
進進捗捗報報告告書書参参照照

（国際課税資料15）
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 利益Ａは、関係する国が多く、納税者のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｽﾄも大きいことから、多国間の紛争を未然に防
止するため、以下の安定性メカニズムが用意されている （要請は納税者の任意）

 上記３つの安定性プロセスは、いずれも、審査パネルが合意に達しない場合、又は、審査結果に
関係国が同意しない場合、裁定パネルにより解決

 既存の二国間租税条約における紛争（移転価格課税／PE課税）で、利益Ａ制度の適用に影響するも
の（利益Ａに関連する争点）についても、義務的・拘束的に解決することが必要

税税のの安安定定性性（（Tax Certainty））

 包括的安定性プロセス・スコープ安定性プロセスにて確認した一部（手法）※の適正性について、納税者の要請
に基づき、将来年度にわたり複数年保証
※収入源泉地の特定方法と、そのための内部統制枠組み（ITシステムを含む）等

 審査パネルによる審査（内部統制枠組みに係る審査は専門家グループが実施し、審査パネルに助言）

③③事事前前安安定定性性ププロロセセスス

 利益Ａの対象外であることの確認を求める企業グループに対し、対象年度については利益Ａの適用対象になら
ないという安定性を提供

 審査パネル（７か国で構成）、又は、リード税務当局（単独）による審査

①①ススココーーププ安安定定性性ププロロセセスス

 対象年度の利益Ａについて総合的な安定性を提供
 審査パネル（７か国で構成）、又は、リード税務当局（単独）による審査

②②包包括括的的安安定定性性ププロロセセスス

 “利益Ａに関連する争点”⇒主にPE課税、TP課税に係る紛争＋利益Ａの二重課税除去に影響を与えるもの
 紛争解決手続は、現行のOECDモデル条約における仲裁規定をベース
 例外的に、MAP件数が僅少等の一定の途上国については、紛争解決手続の選択的な適用も認められる

④④利利益益ＡＡにに関関連連すするる争争点点にに係係るる安安定定性性

2022年年10月月公公表表
市市中中協協議議文文書書参参照照

17

（国際課税資料16）

第１の柱
利益B 移転価格税制の執行の

簡素化・合理化

18

（国際課税資料17）
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利益B（移転価格税制の執行の簡素化・合理化）について

≪日日本本≫

≪BB国国≫

親親会会社社

【国国内内外外でで販販売売活活動動】】

国国外外関関連連取取引引
（（商商品品のの卸卸売売））

【研研究究開開発発・・製製造造活活動動】】

子子会会社社

利益Ｂの適用例

グループ外仕入先
グループ外顧客

○ キャパシティの低い国のニーズに焦点を当てつつ、「基礎的マーケティング・販売活動」について、移転価格税制の執行の簡
素化・合理化を目的とした制度。

① 定量的指標を用いつつ、利益Bの適用となるグループ会社間の国外取引（scope)を簡便的に特定

② 予め策定・公表された利益率の適用表（pricing matrix）に基づいて、当該取引に該当する利益率（利益B）を適用

（※ 具体的執行制度や施行時期については、国際的な議論が継続中）

利利益益Bにによよるる移移転転価価格格税税制制のの適適用用

≪AA国国≫

予め策定・公表された利益率の適用表（pricing matrix）
（市中協議文書において検討されている案）

①① 対対象象取取引引をを簡簡便便的的にに特特定定

②② 利利益益率率のの適適用用表表にに基基づづいいてて利利益益率率（（利利益益BB））をを適適用用

19

2023年年７７月月公公表表
市市中中協協議議文文書書参参照照

（国際課税資料18）

（定量・定性基準案）
※パブリックコンサルテーショ
ン等を踏まえ、以下以外の基
準も検討される可能性あり。

・ 移転価格の算定手法にお
いて、「片側検証」が適切で
ある取引。

AND

・ （A案）定量のみ
売上高販管費率が３％以
上30％以下の取引

OR

・ （B案）定性＋定量
売上高販管費率が５0%以
下の取引で、基礎的活動を
超えた活動を行ってない取
引（定性分析で確認）

利益B 具体的な枠組み案（対象取引、価格算定方法、執行方法）

20

2023年年７７月月公公表表
市市中中協協議議文文書書参参照照

・多国籍企業のグループ内企業より商品を購入し、第三
者へ販売する売買取引。（※典型的な卸売取引）
又は、

・多国籍企業グループ内の会社による第三者への商品
販売に貢献する仲介取引及び委託取引。（※仲介や委
託形式による卸売取引）

上記の取引について、更に、右記の定量・定性基準を適
用する。（現在、主としてA案とB案が検討されている。）

対象取引：基礎的マーケティング流通取引
（Baseline  Marketing Distribution Activities)

利益率の適用表に基づき、算定（次項参照）

価格算定方法

現在は、納税者による選択制（セーフハーバー）や原則適
用等の執行方法が検討されている。
※相互協議において、利益Bの適用は強制ではない。

執行方法

（注） 上記は、2023年7月に公表された市中協議文書の内容を記載している。

（国際課税資料19）
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利益B 価格算定方法 「利益率の適用表（検討中のもの）」
※１ カントリーリスクが存在することにより利益率が相対的に高いとされるソブリン債低格付国や、実際のデータから利益率が相対的に高い
傾向にある一定の条件を満たす数か国については、当該適用表とは異なる利益率の適用を検討中。
※２ 当該適用表の機械的な当てはめにより、過大あるいは過少な利益率が適用されることを防ぐため、当該利益率を適用した結果、売上
総利益／販管費の比率が1.05-1.5倍の範囲を超えた場合、1.05倍の水準まで引上げ、又は1.5倍の水準まで引下げる措置も検討中。
※３ 産業分類については、次項に記載。また、別途、産業分類に関するインストラクションが作成される予定。

Industry Grouping 1
（（産産業業分分類類11))

Industry Grouping 2
（（産産業業分分類類22))

Industry Grouping 3
（（産産業業分分類類33))

[A]High OAS/any OES
売上高営業資産率 >45%

/売上高販管費率 基準なし

3.50%
(±0.5%)

5.25%
(±0.5%)

5.50%
(±0.5%)

[B]Med/high OAS / any OES
売上高営業資産率 30％-44.99％

/売上高販管費率 基準なし

3.25%
(±0.5%)

3.50%
(±0.5%)

4.50%
(±0.5%)

[C]Med low OAS / any OES 
売上高営業資産率 15%-29.99%

/売上高販管費率 基準なし

2.75%
(±0.5%)

3.25%
(±0.5%)

4.25%
(±0.5%)

[D]Low OAS / non-low OES 
売上高営業資産率<15%

/売上高販管費率 10% or >10%

2.00%
(±0.5%)

2.25%
(±0.5%)

3.00%
(±0.5%)

[E]Low OAS / Low OES
売上高営業資産率<15%

/売上高販管費率<10%

1.50%
(±0.5%)

1.75%
(±0.5%)

2.25%
(±0.5%)

21

2023年年７７月月公公表表
市市中中協協議議文文書書参参照照

（国際課税資料20）

Industry Grouping 1
（（産産業業分分類類11))

Industry Grouping 2
（（産産業業分分類類22))

Industry Grouping 3
（（産産業業分分類類33))

 生鮮食料品
 動物用飼料
 農作物
 食料雑貨品
 家庭用消耗品
 酒類・タバコ
 ペットフード
 建設用資材
 配管用資材
 金属
 製紙・梱包材

 国産車
 ITハードウェア・
ソフトウエア・IT部品
 電子部品・消耗品
 衣服・アパレル用品
 繊維製品、皮革、毛皮
 宝石
 プラスチック・化学製品
 潤滑剤
 染料
 家庭用品、家電製品
 家具
 家庭用・オフィス用消耗品
 印刷物
 混合剤
 複数の品目
 Industry Group 1、３のリストに

ないもの

 医療用機器
 調剤

 医薬・ヘルスケア
製品

 産業機械・部品

 工業・農業用車
両

 中古車両・オート
バイ・部品

（（別別紙紙））利利益益率率のの適適用用表表（（検検討討中中ののもものの））のの産産業業分分類類

22

2023年年７７月月公公表表
市市中中協協議議文文書書参参照照

（国際課税資料21）

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   1323304944-1第75回租税研究大会記録.indb   13 2023/12/15   14:20:172023/12/15   14:20:17



―14―

経団連 利益Bパブコン意見書 概要

23

１．実施に係る考慮
• セーフハーバーとして位置づけられるべき。
• 強制適用となった場合は、レンジ外になった時の調整が必要。二重課税回避のため、税の安定

性を確保するための方策とセットで利益Bを導入することが不可欠。

２．代替案Aおよび代替案Bについて
• 代替案A（定量的な基準）が望ましい。

３．価格マトリックス
• 利益水準として１％台も含めた数字とすることは不可欠。
• 低い水準のOAS、OESに対応すべく、「[E]Low OAS/low OES OAS<15% / OES<10%」の欄を維

持すべき。

４．レンジ
• レンジはある程度幅を持たせることが不可欠。
• +/-0.5%という水準を広げていくことが望ましい。

５．裏付けメカニズム
• ベリー比がcap and collarとともに適用可能とされたことを評価。

６．税の安定性

• 利益B の対象となった場合に発生する二重課税解決のためのルール（紛争解決ルール）を明
確化すべき。

• 既存のAPAやMAPのみでは、有効な解決策として機能しない可能性があり、また、租税条約が
結ばれていない国で利益Bが適用された場合、救済策が存在しないことになる。

（国際課税資料22）

第２の柱

24

（国際課税資料23）
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同同一一ググルルーーププ関関連連企企業業

同同一一ググルルーーププ関関連連企企業業

≪日日本本(通常の税率)≫

子子会会社社等等

親親会会社社
子子会会社社等等日本

税務当局

親親会会社社等等
関関連連企企業業日本

税務当局

≪ＸＸ国国≫

所所得得合合算算ルルーールル（（IIIIRR))

軽軽課課税税所所得得ルルーールル（（UUTTPPRR))

子子会会社社等等のの税税負負担担がが
最最低低税税率率（（15％％））にに至至るるままでで課課税税

親親会会社社等等のの税税負負担担がが
最最低低税税率率（（15％％））にに至至るるままでで課課税税

同同一一ググルルーーププ関関連連企企業業
日本

税務当局

国国内内ミミニニママムム課課税税（（QQDDMMTTTT))

※日本でQDMTTが課税された場合、
IIR・UTPRの課税は行われない。

Ｘ国
税務当局

自自国国にに所所在在すするる事事業業体体のの税税負負担担がが
最最低低税税率率（（15％％））にに至至るるままでで課課税税

○ 年間総収入金額が7.5億ユーロ（約1,100億円）以上の多国籍企業が対象。一定の適用除外を除く所得に
ついて各国ごとに最低税率15％以上の課税を確保する仕組み。

15％未満

の軽課税
の場合

15％未満

の軽課税
の場合

15％未満の
軽課税の場合

令和５年度改正

25

第２の柱（グローバル・ミニマム課税）について

（国際課税資料24）

所得合算ルール (IIR: Income Inclusion Rule) のイメージ

○ 軽課税国に所在する子会社等の税負担が国際的に合意された最低税率(15%)に至るまで、
親会社の所在する国において課税を行う制度

（※）所得合算ルールの課税ベースは、調整された財務諸表の税引前利益を使用

子会社等が居住地国
で支払う租税

子会社等居住地国
の実効税率

合合意意さされれたた最最低低税税率率
（（15%））

親会社居住地国の
法人税率

（日本の場合、29.74%（国・地方））

税税率率
国際的に合意された最低税率までの
「上乗せ（トップアップ）課税」部分
（適用除外が考慮された子会社等の例）

課課税税ベベーースス（（※※））

適適用用除除外外

所得合算ルールの対象から、
有形資産と支払給与の一定割合を除外

有形資産（簿価）と支払給与の5%
（導入当初は有形資産（簿価）の8%、支払給与の10%とし、

10年間で5%まで逓減）

26

（国際課税資料25）
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日本
税務当局

日日本本にに所所在在すするる事事業業体体のの
税税負負担担がが最最低低税税率率（（15％％））にに

至至るるままでで課課税税

税税率率

最最低低税税率率
（（15％％））

日本の法人税率
（29.74%（国・地方）

＋法人事業税資本割）

国税の租特の
税額控除等

QDMTTを課税

※ QDMTTの税額の計算においては、課税ベースとなる所得から、有形資産（簿価）と支払給与のそれ
ぞれ5％に相当する額が控除される。（適用除外）

国税の租特の税額控除等
を一部縮減する効果

27

国内ミニマム課税（QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）のイメージ

○ 自国に所在する事業体全体の実効税率が15％未満の場合に、他国において上乗せ課税され
るのを防ぐため、各国が導入できる制度。

○ 日本においては、国税の租税特別措置の税額控除等の適用により各企業グループの実効税
率が15％を下回った場合に、QDMTTにより実効税率を15％まで引き戻す効果がある。

（国際課税資料26）

次の要件のいずれかを満たした国又は地域の国際最低課税額を零とみなす。

次の要件の全てを満たすこと。
 CbCRにおける国別の総収入金額が1,000万ユーロ未満
 CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が100万ユーロ 未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15～17%以上であること。

次の要件の全てを満たすこと。
 「簡素な計算」に基づく国別平均収入が1,000万ユーロ未満
 「簡素な計算」に基づく国別の平均所得・損失額が100万ユーロ未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15%以上であること。

簡素な実効税率 ＝
「簡素な計算」に基づく
国別調整後対象租税額
「簡素な計算」に基づく
国別グループ純所得の額

「簡素な計算」に基づく国別グループ純所得の額が実質ベースの所得
除外額以下であること

連結等財務諸表に係る法人税等
及び法人税等調整額の国別合計額簡素な実効税率 ＝

CbCRにおける国別の
税引前当期利益の額

 セーフハーバーには、①グローバル・ミニマム課税導入後の一定期間のみ暫定的に適用できる移行期間CbCRセーフハーバーと、②恒久的に適用できる恒
久的セーフハーバーとして簡素化計算セーフハーバー等が存在。移行期間CbCRセーフハーバーは、令和８年12月31日以前に開始し、令和10年６月
30日以前に終了する会計年度のみ適用可。

 移行期間(暫定的)CbCRセーフハーバーについては、令和5年度改正において措置済み。
 移行期間(暫定的)CbCRセーフハーバーでは、国別報告事項に係る情報（CbCR:多国籍企業グループの国別の所得、納税額の配分等、多国籍企
業グループの国別の活動状況に関する情報）を計算の一部で使用。

CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が、実質ベースの所得除外
額以下であること。

簡素化計算セーフハーバーの枠組み 移行期間(暫定的)CbCRセーフハーバー

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

令和5年度
改正で措置済み

セーフハーバー

28
※「簡素な計算」については、将来の執行ガイダンスで提示予定

次の要件のいずれかを満たした国又は地域の国際最低課税額を零とする。

（国際課税資料27）
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【概要】
○ QDMTTとCFC税制の適用順序に関して、2023年2月公表の執行ガイダンスにおいて、QDMTTが優先適用されることを明確化。
→親会社に対してその所在地国のCFC税制によって課された租税であって、GloBEルールArticle 4.3.2(c)に基づいて子会社（CFC）に
プッシュダウンされるものについては、QDMTTの計算上は除外することとされた。

（注）本店に対してその所在地国の国外支店課税制度に基づいて課された租税であって、GloBEルールArticle 4.3.2(a)に基づいて支店(PE)にプッシュダウン
されるものについても、同様の取扱い。

○ QDMTT導入国に所在する構成事業体（CFC／PE）に関して、当該QDMTT導入国が第一次課税権を行使できる。

親会社

CFC

＜X国＞
税率：30％

CFC 課税
所得 100 / 税額 30－(5+10) = 15 

実効税率

【親会社】
所得 500 / 税額 150

100
5

QDMTT

設例②（Y国がQDMTTを導入している場合）

＜Y国＞
税率：５％

【子会社】
所得 100 / 税額 5

= 5% 100×(15%－5%)=10

外国税額控除
所得合算

※QDMTTが
CFC税制で控除
可能な場合

設例①（Y国がQDMTTを導入していない場合）

親会社

CFC

＜X国＞
税率：30％

＜Y国＞
税率：５％

【親会社】
所得 500 / 税額 150

【子会社】
所得 100 / 税額 5

CFC 課税
所得 100
税額 30－5= 25

外国
税額控除

所得合算

実効税率

100
5+10 = 15%

プッシュダウン
プッシュダウン制限
により10が上限

X国のCFC課税額を実効税率計算で考慮
（※）プッシュダウン制限
受動的所得の金額にプッシュダウン
を考慮しないで計算したトップアッ
プ税率（15%-5%=10%）を乗じた
金額（100x10%=10）に制限

QDMTTとCFC税制の適用

29

※全て受動的所得

（国際課税資料28）

2023年7月17日、OECD事務局は、Inclusive Frameworkの承認を経て、ピラー２（グローバル・ミニマム課税制
度）に関して、Administrative Guidanceの第２弾及びGloBE情報申告書（GIR:GloBE Information Return）に
係るドキュメントを公表。主な内容は以下のとおり。

⑴ 税額控除の取扱いに関するガイダンス
１．Administrative Guidance（第2弾）

市場性のある譲渡可能税額控除（Marketable Transferable Tax Credit)について、実効税率の計算上、
GloBE所得（＝分母）の増加として扱うことを示す。
※ モデルルールでは、適格還付可能税額控除（QRTC: Qualified Refundable Tax Credit）は分母の増加、非適格還付可能税額
控除(Non-QRTC: Non-Qualified Refundable Tax Credit)は対象租税（=分子）の減少と取り扱われることが定められていた
が、その他の税額控除については、取扱いが不明確であった。

⑵ Transitional UTPRセーフハーバー
最終親会社（UPE）法域において20％以上の（名目）法人所得税率が適用される場合、UPE法域のUTPRトッ

プアップ税額は、移行期間（2025年12月31日以前に開始する各事業年度）においてゼロとみなすことを示す。

⑶ QDMTTセーフハーバー

※ QDMTT自体の追加ガイダンスも発出され、QDMTT自体の適格性基準の更なる明確化が図られている。

⑷ その他
① General Currency Conversion Rules
→ 多国籍企業グループがGloBEルール上の計算を行うにあたっての為替換算ルールを示す。

② Substance-Based Income Exclusion
→ クロスボーダーの被雇用者の支払給与や有形資産の簿価に係る実質ベース所得除外の各法域への配分方法等
を示す。

２．GloBE情報申告書（GIR:GloBE Information Return）

一定の基準を充足した適格国内ミニマム課税（QDMTT）制度を持つ法域のトップアップ税額をゼロとみなす
ことを示す。

GIRの様式、GIR報告の簡素化措置及びGIR情報を一部切り分けた上で他国へ共有するルールを示す。 30

グローバル・ミニマム課税に関するAdministrative Guidance（第２弾）及びGloBE情報申告書に係るドキュメント

（国際課税資料29）
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第一 令和５年度税制改正の基本的考え方等
第２部 個別税目の現状と課題
ⅤⅤ．国際課税
４．経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
（１）新たな国際課税ルールの背景

BEPSプロジェクトの行動１（デジタル経済の発展への対応）については、経済のデジタル化に伴う課税上の課題として、消費
課税上の課題（BEPS最終報告書において見直しを提言）とともに、法人課税上の課題も議論されてきましたが、平成27

（2015）年のBEPS最終報告書においては、後者については合意に至らず、引き続き議論を継続することとされました。平成28

（2016）年に立ち上げられたOECD／G20「BEPS包摂的枠組み」において途上国やオフショアセンターとされる国・地域を含めた
議論が行われ、令和３（2021）年10 月に、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応する「２本の柱」の解決策に関する
合意が実現しました。新型コロナへの対応で各国の財政状況が更に悪化したことが、合意に対する後押しの一つとなったと考えら
れます。約140 カ国・地域が本合意に賛成を表明し、制度のグローバルな実施に向けた取組みが続けられています。国際課税ル
ールの見直しの背景として議論されてきた課題は、「国際課税を取り巻く経済環境の変化」の節において既に述べた課題のうち、
大きく以下の２点であり、それぞれが「第１の柱」・「第２の柱」に対応しています。

・ 経済のデジタル化に伴い、市場国に恒久的施設（PE）を置かずにビジネスを行う企業の増加がみられます。典型的には、オン
ラインでの動画・音楽配信や、オンライン書籍の販売等は、店舗などのPEがなくとも市場国の消費者にサービスを提供することがで
きます。現在の国際課税原則では、国内に外国企業の支店等のPEがある場合にのみ、そのＰＥの事業から生じた所得への課
税が可能なため、こうしたビジネスから得られた所得に対しては、市場国で適切に課税が行えない問題が顕在化してきました。

・ 低い法人税率や税制上の優遇措置によって外国企業を国内に誘致する動きがみられる中で、1980 年代以降、各国の法人
税が継続的に引き下げられ、各国の法人税収基盤が弱体化してきています。また、こうした軽課税国を利用する企業とそれ以外
の企業との間で、税制面において企業間の公平な競争条件が阻害される事態が生じてきました。

政政府府税税制制調調査査会会「「わわがが国国税税制制のの現現状状とと課課題題 －－令令和和時時代代のの構構造造変変化化とと税税制制ののあありり方方－－」」（（抜抜粋粋①①））
（（令令和和５５年年６６月月3300日日））[[抄抄］］

31

（国際課税資料30）

第一 令和５年度税制改正の基本的考え方等
第２部 個別税目の現状と課題
ⅤⅤ．国際課税
４．経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
（４）新たな国際課税ルールの意義
（国際的に共通の課税ルールの導入）
これまでの国際課税のルールにおいては、各国における課税の制度設計（課税ベースの設定、申告・納税などの執行のあり
方）については、各国の課税権のもと各国が自由に設定することができる一方、二国間の租税条約において個別に、源泉地国
において配当・利子・使用料に課される税率の制限等が規定されてきました。
こうした中、BEPSプロジェクトにおいて15 の行動計画が提言されましたが、その多くは、国際的なベスト・プラクティスの提示や、

OECD移転価格ガイドラインなどの既存の国際基準の改正により対応するものであり、課税ルールの設定における各国の裁量は
広く認められていました。他方、租税条約の濫用防止や移転価格税制に係る文書化制度の整備など、一部の行動はミニマム・ス
タンダードとして各国が遵守すべきものとされるとともに、多数国間条約であるBEPS防止措置実施条約が策定されました。
経済のデジタル化に伴う課題に対する２本の柱からなる解決策においては、こうした流れを更に進めて、国際的に統一されたル
ール（課税ベース、申告・納税などの執行のあり方）に基づいて、新たな課税制度を構築するものです。「第１の柱」においては、
多数国間条約や国内法において、新たな課税に必要なルールが詳細に規定され、各国は、多数国間条約への参加及び国内
法制の制定を通じて、共通の課税ルールを実施することとなります。「第２の柱」においては、先述のとおり、各国の国内法で導入
可能であるものの、各国が制度を導入する場合は国際的に合意されたルールに沿った形での制度の導入が必要となります（コモ
ン・アプローチ）。課税ベースや税率の設定、申告・納税などの制度の執行に至るまで、税制全体の制度設計に国際的に合意し、
実施するという点で、画期的な取組みであると考えられます。このため、制度の実施に際して、国家間の紛争防止・解決プロセス
を含め、各国税務当局間の今まで以上の緊密な協働が求められます。また、今後、各国における制度の実施状況をモニターしつ
つ、国際的に協調された制度の実施に向けて我が国としても貢献していくべきと考えられます。

32

政政府府税税制制調調査査会会「「わわがが国国税税制制のの現現状状とと課課題題 －－令令和和時時代代のの構構造造変変化化とと税税制制ののあありり方方－－」」（（抜抜粋粋②②））
（（令令和和５５年年６６月月3300日日））[[抄抄］］

（国際課税資料31）
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第一 令和５年度税制改正の基本的考え方等
第２部 個別税目の現状と課題
ⅤⅤ．国際課税
４．経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
（４）新たな国際課税ルールの意義
（「第１の柱」の考え方）
（略）デジタル・サービス税等については、各国において柔軟な制度設計が可能である一方、OECD／

G20 「BEPS包摂的枠組み」における議論では、事業者から見るとデジタル・サービス税と法人所得課税と
の間で実質的な二重課税が生じているのではないか との指摘や、外国企業をターゲットとする場合には
上述のような報復措置を誘発するおそれがあるといった指摘がされており、経済のデジタル化に伴う課税
上の課題に対しては、「第１の柱」による多国間で協調した解決策により対応する方が望ましいとされてき
ました。
（「第２の柱」の考え方）
「第２の柱」は、経済のデジタル化・グローバル化やビジネスにおける無形資産の重要性の増大に伴って
生じた「法人税引下げ競争」に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保することを目的
とした制度です。多国籍企業グループの拠点が所在する 国・地域の多くで本制度が導入されれば、実質
的に世界全体において最低税率（15％）以上の課税が確保されることになります。これまでアグレッシブ
にタックス・プランニングを行ってきた多国籍企業が低税率国を利用することが難しくなることにより、ひいては、
我が国企業の国際競争力の維持及び向上にもつながるものと評価できます。（略）

33

政政府府税税制制調調査査会会「「わわがが国国税税制制のの現現状状とと課課題題 －－令令和和時時代代のの構構造造変変化化とと税税制制ののあありり方方－－」」（（抜抜粋粋③③））
（（令令和和５５年年６６月月3300日日））[[抄抄］］

（国際課税資料32）

34

外国子会社合算税制（CFC税制）の見直し（令和５年度改正）

Ｂ 実体基準
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を

有すること

経経済済活活動動基基準準

全てを
満たす

居居住住者者
又又はは

内内国国法法人人

特殊
関係者
（個人・
法人）

同族株主
グループ

ペーパー・カンパニー／事実上のキャッシュ・ボックス
／ブラック・リスト国所在のもの

20％
未満租

税
負
担
割
合

Ｃ 管理支配基準
本店所在地国において事業の管理、支配及び運営
を自ら行っていること

居
住
者
・内
国
法
人
等
が
合
計
で
５
０
％
超
を
直
接
及
び
間
接
に

保
有
又
は
実
質
的
に
支
配

Ｄ 所在地国基準（下記以外の業種）
主として本店所在地国で事業を行っていること

又は

非関連者基準（卸売業など８業種）

主として関連者以外の者と取引を行っていること

Ａ 事業基準
主たる事業が株式の保有、無形資産の提供、

船舶・航空機リース等でないこと
（※）一定の要件を満たす統括会社、金融持株会社
及び航空機リース会社は除外

租
税
負
担
割
合

20％
未満

いずれかを

満たさない

居居住住者者
又又はは

内内国国法法人人

［［特特定定外外国国関関係係会会社社］］

対対
象象
外外
国国
関関
係係
会会
社社

受
動
的
所
得
の
合
算
課
税

外外

国国

関関

係係

会会

社社

租
税
負
担
割
合

3300％％未未満満

〇 グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）の導入により追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制（CFC税制）について、①特
定外国関係会社（ペーパーカンパニー等）の適用免除要件である租税負担割合の閾値引下げ（30%→27%）、及び②書類添付義務の緩和等の措
置を講じた。

（※）上記の改正は、内国法人の令和６年４月１日以後に開始する事業年度について適用。
（※）外国子会社合算税制は、国際ルール上も、「第２の柱」と並存する仕組みとされており、外国子会社を通じた租税回避を抑止する観点から、引き続きその役割は重要。

会
社
単
位
の
合
算
課
税

【改正前】30％
→→【【改改正正後後】】2277％％

【【改改正正事事項項①①】】

適適用用免免除除要要件件ででああるる
租租税税負負担担割割合合のの閾閾値値
引引下下げげ

【【改改正正事事項項②②】】

書書類類添添付付義義務務のの緩緩和和等等

部部
分分
対対
象象
外外
国国
関関
係係
会会
社社
等等

合算金額がないなど
の一定の部分対象
外国関係会社等につ
いて、書類添付義務
を保存義務に緩和

書類添付義務の課さ
れている外国関係会
社に関する書類の記
載方法を一部見直し

確認対象となる
外国子会社数が
減少する見込み

（国際課税資料33）
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2022年12月23日
経済産業省 経済産業政策局

企業行動課
「令和５年度税制改正について」

より抜粋

35

（国際課税資料34）

○ 軽課税国の関連者に対する支払について、 「最低税率（9%）」と「対象となる支払
に対して支払先の国で適用される税率」の差分まで、源泉地国に課税権を認める。

○ 対象となる支払は、利子・使用料・その他一定の支払。
○ STTRは二国間条約に導入され、他の規定が定める租税条約上の特典（免税・限度税
率）にかかわらず、適用される。

使用料等の支払
を通して軽課税
国に利益を移転

使用料等の支払子子会会社社等等 親親会会社社等等
関関連連企企業業Ａ国

税務当局

最最低低税税率率とと支支払払先先国国のの税税率率
のの差差分分ままでで課課税税権権をを認認めめるる

租税条約上の最低課税ルール（STTR: Subject to Tax Rule）のイメージ

≪ＢＢ国国(軽課税国)≫≪ＡＡ国国(通常の税率)≫

36

（国際課税資料35）
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【概要】
• 軽課税国の関連者に対する支払について、 「最低税率（9%）」と「対象となる支払に対して支払
先の国で適用される税率」の差分まで、源泉地国に課税権を認める。

【対象所得】
• ①利子、②使用料、③販売権の使用料、④保険料、⑤金融保証料、⑥設備使用料、⑦サービ
ス提供の対価を「対象所得」とする。

【マークアップ閾値（低収益除外）】
• 対象所得（利子・使用料を除く）のグロス収入金額が、対象所得の費用に8.5%を加算した金
額を超えない場合には、STTRを適用しない。

【重要性の閾値】
• 対象所得の年間支払額（他の関連者による支払・受取も合算）が100万ユーロ（約1.5億

円）を下回る場合、STTRを適用しない。
※ GDPが400億ユーロ（約6兆円）未満の国の場合は、25万ユーロ（約3,750万円）。

【事後年間課税】
• STTRの課税は、支払時ではなく、課税年度の終了後に、年間ベースで行われる。

租税条約上の最低課税ルール（STTR）の概要

37

（国際課税資料36）

BEPS包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）参加国・地域

アルゼンチン

オーストラリア ●カナダ ブラジル ベナン ブルネイ ブルガリア ブルキナファソ カメルーン

◎フランス ドイツ インド コンゴ クロアチア キュラソー D.R.コンゴ エジプト

イタリア ●日本 ★中国 ガボン ジョージア ガーンジー ハイチ 香港

★英国 米国 インドネシア マン島 ジャージー ケニア リベリア リヒテンシュタイン

韓国 メキシコ (ロシア) マルタ モナコ ★ナイジェリア パキスタン パプアニューギニア

トルコ サウジアラビア パラグアイ ルーマニア サンマリノ セネガル シエラレオネ

南アフリカ シンガポール スリランカ ウルグアイ

ニュージーランド チリ アンドラ アンゴラ ベリーズ バミューダ諸島 ボツワナ

ノルウェー アイスランド BVI ケイマン諸島 バルバドス コートジボワール ジブチ

イスラエル オランダ マカオ ◎ジャマイカ タークス・カイコス カザフスタン マレーシア

ベルギー ルクセンブルク モーリシャス モンセラト パナマ ペルー セーシェル

フィンランド スウェーデン タイ ウクライナ ベトナム オマーン モルディヴ

オーストリア デンマーク カタール チュニジア トリニダード・トバコ

スペイン ポルトガル グレナダ バハマ ザンビア モンゴル セルビア

ギリシャ ●アイルランド アンギラ セントルシア バーレーン アラブ首長国連邦 北マケドニア

チェコ ハンガリー アルバ ドミニカ共和国 ドミニカ国 カーボべルデ クック諸島

ポーランド スロバキア モロッコ

エストニア スロベニア フェロー諸島 グリーンランド アルメニア ジブラルタル エスワティニ

スイス ラトビア ボスニア・ヘルツェゴビナ アルバニア ナミビア ヨルダン

リトアニア コロンビア モンテネグロ ホンジュラス サモア (ベラルーシ) トーゴ

コスタリカ モーリタニア アゼルバイジャン ウズベキスタン

計38カ国 計8カ国 計97カ国・地域

注1：メンバー国・地域は、対等な立場（equal footing）で議論・議決に参加し、合意事項全体にコミットする。
　　　ただし、新たに加わった途上国等が合意事項を実施するタイミングについては、従来から参加している国とは異なることが許容されている。
注2：下線はBEPS包摂的枠組運営会合メンバー（2023年）の出身国を、◎は議長出身国、★は議長代理出身国、●は副議長出身国をそれぞれ指す。

アンティグア・バーブーダ

メメンンババーー国国・・地地域域　　　　143カカ国国・・地地域域

OECD非非加加盟盟国国  ＝＝  BEPS Associate
従来から

参加していた国

【京都会合で参加】

【京都会合後に参加】

OECD加加盟盟国国
京都会合及び会合後に参加した国・地域

セントクリストファー・ネイビス

セントビンセント及びグレナディーン諸島

G20メンバー

38

（国際課税資料37）
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「暗号資産等報告枠組み（CARF: Crypto-Asset Reporting Framework）」等について

（※）CRS（共通報告基準。非居住者に係る金融口座情報の自動的な交換のための報告制度。）についても、一定の電子マネー等を
取り込むなど報告事項を拡充する改訂が併せて承認された。

〇 分散型台帳技術を使用するCrypto-Asset（暗号資産等）を利用した租税回避等のリスクが顕在化したこと
を受け、OECDにおいて、Crypto-Assetの取引や移転に関する自動的情報交換の国際標準を策定。

〇 租税条約等に基づく情報交換のうち、いわゆる自動的情報交換の一つとして行われる。
〇 2022年８月末、最終的なルール及びコメンタリーがOECD租税委員会（CFA）で承認。
〇 2023年４月末、各国で統一的に適用されるための実施細目等がCFAで承認。
〇 ニューデリーG20サミット首脳宣言（2023年9月）では、多くの国の願望を踏まえ、2027年までにCARF

による情報交換を開始できるタイムラインを策定することがグローバル・フォーラムに要請されている。

⃝ CARFの概要
 事業者に非居住者の

Crypto-Asset取引情
報等の報告義務を課し、
キャピタルゲインを把握す
る枠組み。残高情報は
含まれない。

 報告対象の「Crypto-
Asset」には、典型的な
暗号資産（ビットコイン
等）だけでなく、トークン
化された金融商品（セ
キュリティトークン等）や
NFT等が含まれ得る。

相手国の税務当局

相手国の報告Crypto-Asset
サービスプロバイダー

日本の税務当局

日本の報告Crypto-Asset
サービスプロバイダー

相互に非居住者の
Crypto-Assetの
取引情報を
自動的に交換

非居住者の情報（氏名・住所、
納税者番号、Crypto-Assetの
取引情報等）を報告

非居住者の情報（氏名・住所、
納税者番号、Crypto-Assetの
取引情報等）を報告

39

（国際課税資料38）

MRDP（Model Reporting Rules for Digital Platforms）における
報告プラットフォーム事業者による特定手続等

A国プラットフォーム事業者

○ 不動産賃貸サービスを仲介（例：民泊）

○ 人的役務提供サービスを仲介（例：宅配）

○ 商品の単純売買を仲介（例：フリマサイト）

○ 移動手段の賃貸サービスを仲介（例：カーシェア）

拡張モジュール

○ 報告プラットフォーム事業者は、①売主情報の収集と検証、②居住地国の確定、③税務当局及び報告対象売主に
対する当該売主に関する情報の提供を求められる。

○ 報告プラットフォーム事業者は、国内法施行後の最初の報告対象年度から税務当局等に対する報告を求められる
が、施行前にプラットフォームに登録していた売主については、プラットフォーム事業者の負担軽減の観点から特
定手続や報告が1年間猶予されているため、施行した年の次の報告対象年度から報告開始。

○ 税務当局等に対する報告期限は、記入済み申告書への利用を想定し、報告対象年度の翌年の1月末。

※１ 除外売主（上場事業体など４類型）については、プラットフォーム事業者による情報の収集等が不要。
※２ 報告プラットフォーム事業者は、過去3年以内に売主の主たる住所が収集・検証されている等の一定の場合に限り、過去の特定手続（売主情報の収集と検

証を含む）に依拠できる。
※３ 一つのプラットフォーム上に複数の報告プラットフォーム事業者が存在する場合、報告方法について例外あり。

A国の税務当局

売主※１

②居住地国の確定（主たる住所又は
政府認証サービスに依拠）※２

①売主情報（氏名、住所、生年月日、
納税者番号等）の収集と検証

③売主の居住地国又は不動産所在地国が、自国又は情報
交換相手国である場合、当該売主に関する情報の提供（氏
名、住所、生年月日、納税者番号、年間受取総額等）※３

B国の税務当局
④情報を自動的に交換

40

（国際課税資料39）
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１．総論

2

（ 2ページ）

租税の役割

3

税とは何か
私たちの日々の生活は、様々な公的サービスによって成り立っています。警察や消防、道路や水道といった社会
インフラ、そして教育や福祉など、公的に提供されているサービスは、家計や企業の働きを支え、広く社会の構成員
全体の利益に適う役割を果たしており、私たちは日々その便益を享受しています。税とは、そうした社会に必要とさ
れる公的サービスの費用負担を皆で分かち合うものであり、「社会共通の費用を賄うための会費」と言うことができ
ます。

税制の機能
 財源調達機能：公共サービスを提供するための財源を調達する

 所得再分配機能：社会保障制度と並び、所得や資産に応じた累進的な課税を行うことにより、
所得や資産の再分配を図る

 経済の安定化機能：好況期には税収が増加することで総需要を抑制する方向に作用する一方、不況期
には税収が減少することで総需要を刺激する方向に作用することで、景気の変動幅を
小さくし、経済を安定化する（ビルトイン・スタビライザー）

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

（ 3ページ）
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租税の分類とタックス・ミックス

4

税収
(令和５年度予算

:兆円）
特徴

所得税 ２１．０

・担税力に応じて、累進的に負担を求めることが可能
・勤労世代（現役世代）が主として負担
・各種控除などにより、個々人の担税力に対してきめ細かい配慮が可能

※ 資産性所得（利子、配当、株式や土地の譲渡益等）への課税については、
• 主に（累進課税ではなく）比例税率の分離課税を適用
• 勤労世代に限らず資産性所得を得ている者が負担

法人税 １４．６
・その国での企業の活動に応じて負担を求めることが可能。
・成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上などに対する配慮が必要
・税収が景気の動向に比較的左右されやすい

消費税 ２３．４
・勤労世代など特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担
・税収が景気の動向に比較的左右されにくく安定的
・経済活動に対しても比較的中立

相続税 ２．８ ・格差の固定化防止、機会の平等を図る役割
・経済活動に比較的中立的

幅広い分野にわたる公的サービスの費用を賄うためには、通常、それぞれの税が持つ特徴を踏まえて複数の
税を組み合わせることにより、全体としてバランスのとれた税体系を構築していくことが求められます。
現代社会では、生産活動は主として労働や資本を投入した事業活動によってなされますが、どの局面に租税
の負担能力（担税力）を求めるかに応じて、租税の分類が決まります。具体的には、所得課税、消費課税、
資産課税に分類されます。

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

（ 4ページ）

租税制度の基本原則

5

負担の公平性
「公平・中立・簡素」の中でも、税制に対する国民の信頼の基礎として最も重要なものは、税負担の「公平」
です。これは、租税が、必ずしも反対給付による受益が明確なものではなく、また、国民一人ひとりの納得感の
下に成立するものであるからです。「公平」の原則といった場合、経済力が同等の人々は等しく負担すべきであ
る（「水平的公平」）と大きな経済力を持つ人はより多く負担すべきである（「垂直的公平」 ）という二つの
概念があります。また、近年では、少子高齢化の進展とともに、どの時代に生まれたかによって生涯を通じた税
負担の水準に不公平が発生する可能性があることを背景に「世代間の公平」という視点も重要になってきてい
ます。

納税者の選択への中立性
経済の国際化・成熟化が進展する中、納税者の選択への「中立」、つまり、租税制度が職業選択、資産移
転、企業立地などの納税者の選択を歪めないようにすることも一層重要になってきています。特に、近年では、
後述するような働き方の多様化などに伴い、就業形態などに対する中立性を確保していくことが今まで以上に
求められるようになってきています。
なお、租税制度のあり方を考える際には、「中立」に関連する概念として、経済的効率性という視点も求めら
れます。

制度の簡素性
税制を理解しやすいものにし、国民の納税手続きの負担を軽減することに加え、税務当局の徴収コストを抑
え、租税回避行動を誘発しないためにも、制度の「簡素」も税制を検討する上での重要な要請です。特に、近
年では、後述するような働き方の多様化に伴い、雇用的自営・副業者など多くの個人が確定申告を行ってい
ることもあり、簡便な方法で申告・納付ができる納税環境の整備を進めることが不可欠です。なお、税制の簡
素性について検討する際には、納税手続きのデジタル化等により、国民や税務当局の負担が抑制されることに
も留意が必要です。

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

（ 5ページ）
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世代を超えた公平と租税の十分性

6

「世代間の公平」には、①現在世代の中の現役世代（勤労者）と引退した世代（退職者）とのバランスと、
②現在世代と将来世代との世代を超えたバランスという二つの意味が含まれていると考えられます。特に、世代
を超えた負担のバランスについては留意が必要です。先述のとおり、現在において租税のあり方を選択すること
は、同時に将来世代の受益と負担に関することも少なからず決めてしまっている面があります。租税法律主義に
基づく民主主義的な決定プロセスの下では、この２種類の「世代間の負担バランス」のうち、投票権を持たない
将来世代までも含む「世代を超えた公平」が、現在世代の関心事項である「現在世代内の公平」よりも、どうし
ても劣後する傾向にあると言えます。また、現在から将来にかけて時間を通じた税負担をできる限り平準化した
方が、資源配分の歪みを小さくできる との考えもあります。先進国の中で最も厳しい状況にある我が国財政の
現状を踏まえれば、当調査会としては、租税制度の「公平・中立・簡素」を考える上での前提として、租税の
「十分性」も、これらの３原則と並んで重要なものと位置付けるべきだと考えます。

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、数が少なくなっていく将来世代一人ひとりの負担の重さに従
来以上に配意し、財政の持続可能性を損なわないために必要な負担を、能力に応じて広く分かち合う必要が
あります。ただし、公的サービスの内容や水準についても、租税を負担する国民が納得のいくものでなければなり
ません。こうした観点から、現在の税制が、果たして私たち現在世代と将来世代の間でバランスを確保できてい
るのか、その状態が将来にわたって維持できるのかという不断の点検が求められます。

民主主義の歴史とは、国民が自らの税金をどのように集め、どのように使うかを自己決定するプロセスを構築
するための歴史です。租税の「十分性」に配慮することは、次の世代に「自らの税金をどう使うか」の選択肢をつ
なぐことでもあるのです。

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

（ 6ページ）

租税原則の関係性、税と社会保険料

7

租税原則の関係性
「公平・中立・簡素」は、相互に重なり合う部分もあるとともに、常に全てが同時に満たされるとは限りません。
上述のように、税制に対する国民の納得感を確保する上では、税負担の「公平」が最も重要な原則であること
は間違いありませんが、他方で、いずれか一つの原則を重視すれば、他の原則をある程度犠牲にせざるを得な
いというトレード・オフの関係にある場合もあります。

税と社会保険料
税と同様に、公的サービスの財源として負担するものとして、社会保険料があります。
社会保険料は、加齢に伴う稼得能力の減退や疾病といった国民生活の安定を損なう様々なリスクに対して、
事前に費用（保険料）を出し合って必要な場合に構成員で助け合う仕組みである社会保険の財源です。
保険料の拠出と保険給付が対価的な関係にあり、保険料負担の見返りに給付を受けるという点において、給
付の権利性が強いことが、税との大きな違いと言えます。他方、社会保険料は、税と並んで、公的サービスの提
供に係る国民の負担のあり方を左右するものであることから、税制を検討するに当たっては、社会保険料との関
係も念頭に置く必要があります。

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

（ 7ページ）
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経済社会の構造変化

8

•雇われない働き方の拡大な
どの働き方の多様化、ライ
フコースの多様化

•共働き世帯の増加や世帯構
成の変化、外国人労働者な
どの増加

•プラットフォーマーの台頭や
Web3.0等の技術による環境
の変化、暗号資産の普及

•産業の新陳代謝促進、スター
トアップ・エコシステム構築
などが重要

•非正規雇用や貧困などの格差
に加え、シングルマザーや孤
独・孤立への対応も必要

•教育と格差の固定化なども踏
まえ、税や社会保障による再
分配が重要

• SDGs、気候変動問題への対
応や環境対応自動車の促進が
課題

•ロシアのウクライナ侵略によ
り我が国のエネルギー問題が
浮き彫りに

•財政はコロナ禍への対応とし
ての財政出動により一段と深
刻な状況

•将来世代へ負担を先送りせず、
租税の財源調達機能を果たし
ていく必要

•社会保障サービスの提供など
地方公共団体の対応課題は増
加

•持続可能な地方税財政基盤の
構築が必要

•人口減少・少子高齢化が進
展する中、社会保障制度の
持続可能性の確保が課題

•若者・子育て世代の所得向
上など、こども・子育て政
策の強化が必要

•経済安全保障確保の観点か
ら、新たな企業戦略が必要

•経済力・財政基盤の強化も
含めた国力としての防衛力
の強化が課題

（出所）政府税制調査会 「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方」（令和５年６月）

働き方や
ライフコースの多様化

経済のグローバル化
・デジタル化

エネルギー・環境問題
などの変化

我が国財政の
構造的な悪化地域社会の変化人口減少・少子高齢化安全保障環境の変化

格差を巡る状況の変化

○ 税とは「社会共通の費用を賄うための会費」です。公的サービスを提供するために必要で「十分」な財源を
確保した上で、「公平・中立・簡素」に適う、多くの人から納得感を得られるような税制を構築するため、社会
の様々な問題・課題をしっかり把握し、将来生じ得る変化を見据え、目配りをしていくことが重要です。

（ 8ページ）

9

個別税目の現状と課題

(1)働き方などの選択に中立的な税制の構築
• 30年度改正（特定の収入に対応する控除から人的控除に重点をシフト）に続き、公平かつ
働き方に中立的な税制を検討

•企業年金・個人年金等に関する税制について、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な負
担の観点も踏まえて検討

•給与・退職一時金・年金給付間の税負担のバランスに留意
•個人住民税については、引き続き充実確保を図るとともに、地域社会を取り巻く経済社会情勢
等の変化にも留意

(2)所得再分配機能の適切な発揮の観点からの検討
•総合課税と分離課税分を統合した税負担率の分布状況を分析し、データに基づき必要な検
討

• 29年度及び30年度改正の見直しの影響も見極めつつ、引き続き、所得控除のあり方を検討

(3)税制の信頼を高めるための取組み
•デジタル技術を活用した納税者の利便性向上（正確な記帳を通じた事業者の簡便・適正な
申告・納税）

•公平性確保に向けた取組み（暗号資産取引やプラットフォーム取引、租税特別措置）

個
人
所
得
課
税

(1)相続税・贈与税
•経済社会の構造変化や税制の負担構造のフラット化の中で、再分配機能を有する相続税は
引き続き重要な役割

•課税方式のあり方については、相続のあり方に関する国民の考え方なども踏まえ、幅広い観点
から議論する必要

•相続税・贈与税分野の各種特例措置について、政策目的の今日的妥当性、政策目的との整
合性、適用実態等を踏まえつつ検討

(2)固定資産税等
•市町村が住民サービスを提供するために必要な基幹税として、引き続きその安定的な確保が必
要

•税負担の公平性等の観点から、土地に係る負担水準の均衡化の促進等を図ることが必要

資
産
課
税
等

(1)消費税
•更なる増加が見込まれる社会保障給付を安定的に支える観点からも、消費税が果たす役割
は今後とも重要

•国境を越えた役務提供への課税（プラットフォーム事業者を通じた課税の実現）
•地方における社会保障の安定財源の確保等の上で、地方消費税は重要

(2)酒税・たばこ税
•同種・同等のものには同様の負担を求める消費課税の基本的考え方に沿って負担のあり方を
検討

(3)自動車・エネルギー関係諸税
•自動車関係諸税は、電気自動車等の普及を念頭に置いて、受益者・原因者負担の原則を
踏まえ見直し

•石油石炭税は、その税収を燃料の安定供給や省エネ対策等に活用するという目的・財政需要
等に留意しつつ、あり方を検討

消
費
課
税

(1)法人税
•所得税、消費税とともに基幹税として、安定的な財源としての役割を果たす必要
• 「成長志向の法人税改革」は、客観的・実証的な検証が必要

(2)租税特別措置
•必要性・有効性があるものに限り、期限を区切るのが原則
•適切なデータを用いた効果検証を踏まえ、不断に見直す必要（EBPM）

(3)地方法人課税
•社会経済状況の変化等に対応し、外形標準課税のあり方を検討
•分割基準のあり方、偏在性の小さい地方税体系の構築についても不断に検討

法
人
課
税

• 「２本の柱」からなる解決策（市場国への新たな課税権の配分（「第１の柱」）、グローバル・
ミニマム課税（「第２の柱」））の実施に向けた取組みが最重要

•国際課税ルールや経済構造の変化に対応した、租税条約ネットワークの質・量の更なる拡充
•個人・法人の租税回避等への対処、税に関する情報交換の促進も図っていく必要

国
際
課
税

•記帳水準の向上や第三者から提供されるデータを活用した確定申告の実現等の税務手続の
デジタル化を推進

•ｅＬＴＡＸを通じた申告･納付等の地方税務手続のデジタル化等を推進
•適正な申告・納税の実現や申告の利便性向上の観点から、暗号資産取引やプラットフォームを
介した取引に係る法定調書や報告のあり方を検討

•税務調査への非協力等や第三者による不正加担、課税逃れといった税に対する公平感を大き
く損なう行為への対応を検討

納
税
環
境
整
備

（ 9ページ）
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10

経済財政運営と改革の基本方針2023（抄）

令和５年６月16日
閣 議 決 定

第４章 中長期の経済財政運営
１．中長期の視点に立った持続可能な経済財政運営
（税制改革）
経済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子高齢化、グローバル化等の経済社会の構造変化に対応
したあるべき税制の具体化に向け、包括的な検討を進める。
骨太方針2022等も踏まえ、応能負担を通じた再分配機能の向上・格差の固定化防止を図りつつ、公平か
つ多様な働き方等に中立的で、デジタル社会にふさわしい税制を構築し、経済成長を阻害しない安定的な税
収基盤を確保するため、税体系全般の見直しを推進する。納税環境の整備と適正・公平な課税の実現の観
点から制度及び執行体制の両面からの取組を強化するとともに、新たな国際課税ルールへの対応を進める。

（10ページ）

２．所得税

11

（11ページ）
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わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方－ （抄）

12

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

個人所得課税については、所得の稼得段階で累進的に課税を行い、所得に応じて公的サービスの財源を支え合

うための基幹税として、引き続き、財源調達機能と所得再分配機能を適切に発揮していくことが重要です。このため、

人口減少・少子高齢化問題の進展、働き方や所得の稼得手段の多様化、家族のあり方の多様化などを踏まえ、

所得の性質に応じた課税方式や各種控除のあり方を含め、納税者利便や税務執行の効率性にも留意しながら、

バランスの取れた体系となるよう必要な見直しを検討していく必要があります。

（12ページ）

13

近年の個人所得課税の主な見直し

H25改正 ○ 所得税の最高税率の引上げ （H27分～）
・ 所得税の最高税率を40％から45％ へと引上げ（課税所得4,000万円超の場合）

○ 上場株式等の配当・譲渡益への本則税率適用 （H26分～）
・ 上場株式等の配当・譲渡益に適用されていた10％の軽減税率の特例を廃止し、20％の本則税率を適用

○ NISAの創設 （H26分～）
・ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（投資上限：120万円×５年間）

○ 給与所得控除の見直し （H28分～）
・ 給与所得控除の控除額の上限の給与収入を1,500万円から1,000万円に引下げ

○ 個人型確定拠出年金制度の加入対象者の拡大(名称：iDeCo) （H29.1～）
・ 企業年金加入者、公務員等共済加入者、第三号被保険者を加入対象者に追加等

○ 配偶者控除等の見直し （H30分～）
・ 配偶者特別控除が満額適用される上限の配偶者の給与収入を150万円に引上げ
・ 配偶者控除等の控除額につき、合計所得金額900万円から逓減し、1,000万円で消失

○ つみたてNISAの創設 （H30分～）
・ 非課税口座内の一定の公募等株式投資信託に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（投資上限：40万円×20年間）

○ 給与所得控除等から基礎控除への振替 （R2分～）
・ 給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替え

○ 各種控除の適正化 （R2分～）
・ 給与所得控除の控除額の上限の給与収入を1,000万円から850万円に引下げ
・ 公的年金等控除の適正化（公的年金等収入が1,000万円超の場合の控除額に上限導入、年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者の控除額の引下げ）
・ 基礎控除の適用制限の導入（所得2,400万円超から控除額が逓減し、2,500万円で消失）

○ NISA制度の抜本的拡充・恒久化（R6分～）
・ 年間投資上限額の拡充（「つみたて投資枠」：120万円、「成長投資枠」：240万円）
・ 一生涯にわたる非課税限度額（1,800万円）の設定（うち「成長投資枠」は、1,200万円）
・ 非課税保有期間の無期限化等

○ スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設（R5分～）
・ 保有する株式の譲渡益を元手に創業した等の場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しない制度を創設（上限20億円）

○ 極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入（R7分～）
・ 基準所得金額から3.3億円を控除した金額に、22.5％の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求める措置の導入

H26改正

H29改正

H30改正

H27改正

Ｒ５改正

所得再分配

所得再分配

所得再分配

所得再分配

所得再分配

所得再分配

働き方等への中立性

働き方等への中立性

金融所得

金融所得

金融所得

金融所得

金融所得

金融所得

働き方等への中立性

（13ページ）
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14

個人所得課税の見直し（令和５年度改正）

○ 「資産所得倍増」「スタートアップ育成」のための抜本的な税制措置を講じつつ、いわゆる「１億円の壁」の
問題にも対応しています。

（合計所得金額）

（所得税負担率）

NISAの抜本的拡充・恒久化

「資産所得倍増」
「貯蓄から投資へ」

極めて高い所得に対し、
最低限の負担を求める措置

いわゆる「一億円の壁」への対応

スタートアップへの再投資に係る非課税措置

スタートアップ・エコシステムの
抜本的強化

１億円

（14ページ）

「こども未来戦略方針」（抄）

15

Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策
１．ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
（１）児童手当の拡充 ～全てのこどもの育ちを支える制度へ～

児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化する。このため、
所得制限を撤廃し、全員を本則給付とするとともに、支給期間について高校生年代まで延長する（注）。
児童手当の多子加算については、こども３人以上の世帯数の割合が特に減少していることや、こども３人以上の世帯はより
経済的支援の必要性が高いと考えられること等を踏まえ、第３子以降３万円とする。
これらについて、実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、2024年度中に実施できるよう検討する。

（注）その際、中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する。

Ⅲ－２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保
（財源の基本骨格）
① 財源については、国民的な理解が重要である。このため、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、それらによって得ら
れる公費の節減等の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用しながら、実質的に追加負担を生じさせないことを目指す。
歳出改革等は、これまでと同様、全世代型社会保障を構築するとの観点から、歳出改革の取組を徹底するほか、既定予

算の最大限の活用などを行う。なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。

令和５年６月13日
閣 議 決 定

（15ページ）
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扶養控除の見直しについて（平成22年度改正）

16

○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族（～15歳）に対
する扶養控除（38万円）を廃止。
○ 高校の実質無償化に伴い、16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万
円）を廃止
※ 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

扶養控除
(所得税）

扶養控除
(住民税）

６３万円

５８万円 ５８万円

４８万円 ４８万円

３８万円

１５歳 16歳 18歳 19歳　　22歳 ２３歳 ６９歳 ７０歳～

３８万円

６３万円

扶養控除
（年少）

扶養控除
（成年）

同居老親等加算

３８万円
老人扶養控除

特定扶養控除

４５万円 ４５万円

３８万円 ３８万円

３３万円

１５歳 16歳 18歳 19歳　　22歳 ２３歳 ６９歳 ７０歳～

同居老親等加算

３３万円 ３３万円

老人扶養控除扶養控除
（年少）

扶養控除
（成年）

４５万円

特定扶養控除

（16ページ）

扶養控除・児童手当・高校無償化の変遷

17

～H22年分

扶
養
控
除

【扶養控除】
0歳～15歳：38万円

【特定扶養控除】
16歳～22歳：63万円

H23年分～

【扶養控除】
16歳～18歳：38万円

【特定扶養控除】
19歳～22歳：63万円

【平成22年度税制改正】
・ 子ども手当の創設とあいまって、15歳までの扶養控除を廃止
・ 高校の実質無償化に伴い、16～18歳までの扶養控除の

上乗せ部分（25万円）を廃止

手
当

～H21年度

【0歳～3歳未満】
月額10,000円

【3歳～小学生】
第2子まで 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円

H22年4月～H23年9月

【0歳～中学生】
月額13,000円

児童手当 子ども手当

H23年10月～H24年3月

【0歳～3歳未満】
月額15,000円

【3歳～小学生】
第2子まで 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円

【中学生】 月額10,000円

＜所得制限あり＞
年収860万円～：
（被扶養配偶者・児童2人世帯）

支給対象外

＜所得制限なし＞ ＜所得制限なし＞

H24年度～

【0歳～3歳未満】
月額15,000円

【3歳～小学生】
第2子まで 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円

【中学生】 月額10,000円

児童手当

＜所得制限あり＞
年収960万円～：
（被扶養配偶者・児童2人世帯）

特例給付 月額5,000円

年収1,200万円～：
（被扶養配偶者・児童2人世帯）

支給対象外
（R4年10月分～）

高
校
無
償
化

～H21年度 H22年度（制度創設）～

【公立高校】
授業料無償化

【私立高校】
高等学校等就学支援金：

年額118,800円 ※ 年収350万円未満は加算
（被扶養配偶者・高校生１人・中学生１人世帯、以下同様）

H26年度～

・ 所得制限の導入
年収910万円～：

支給対象外
・ 支援金の加算の拡充
・ 高校生等奨学給付金

制度の創設

＜所得制限なし＞

R2年度～

・ 支援金の上限引上げ
年収590万円未満
世帯の私立高校授業料
の実質無償化

（17ページ）
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わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあり方－ （抄）

18

第２部個別税目の現状と課題
Ⅰ．個人所得課税
１．個人所得課税の概要
（２）所得分類・課税方式
［補論］各所得分類に関するこれまでの経緯と留意点
② 退職所得

退職金の支給形態を退職金の支給形態を、退職一時金から確定給付企業年金法等に基づく年金方式に移行する動きも増えていま
すが、退職者が、退職時に一時金として受け取れば、「みなし退職所得」として退職所得課税が行われており、確定給付企業年金・確定
拠出年金ともに、依然として相当数が一時金受給を選択しているのが実態となっています。
現行の課税の仕組みは、勤続年数が長いほど厚く支給される退職金の支給形態を反映したものとなっていますが、近年は、支給形態や
労働市場における様々な動向に応じて、税制上も対応を検討する必要が生じてきています。

２．個人所得課税の課題
（１）働き方など個人のライフコースの選択に中立的な税制の構築

様々な働き方に対応して、老後の生活の糧となる資産形成に向けて、退職金以外の企業年金、個人年金等の多様な商品が整備さ
れてきています。働き方の違い等によって有利・不利が生じないよう、企業年金・個人年金等に関する税制についても、拠出・運用・給付
の各段階を通じた適正な負担の観点も踏まえながら丁寧に検討する必要があります。この点において、各種私的年金に共通の非課税拠
出枠や個人退職勘定の制度を設けることについて、退職一時金を当該勘定に拠出する際や、当該勘定から引き出す際の課税の扱いと
あわせ、中長期的な視野に立って段階的に検討・見直しを行っていくことも重要です。
また、税制が、給与・退職一時金・年金の支払や受給に関する企業や個人の選択にできるだけ影響を及ぼさないよう、給与・退職一時
金・年金給付の間の税負担のバランスにも留意しつつ、引き続き、中立的な税制のあり方を検討していく必要があります。

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

（18ページ）

19

退職年齢別の退職手当支給額の推移（モデルケース）

○ 勤続年数２０年を軸としたＳ字カーブの構造は以前ほど顕著ではなくなっている。

（注）上記は、大学卒、事務・技術労働者、総合職相当、会社都合による退職のモデルケースでの退職支給額（調査産業計）の数値。
平成13年及び平成23年の数値は男性のみ、令和3年の数値は合計。

（出所）中央労働委員会「令和3年 退職金・年金及び定年制事情調査」より作成。

（万円）

（退職時の年齢）

3年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 38年 （勤続年数）

2,315 

2,619 
2,796 

2,147 

2,532 

2,790 

1,915 

2,365 

2,528 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

25歳 27歳 32歳 37歳 42歳 47歳 52歳 57歳 60歳

平成13年
平成23年
令和3年

（19ページ）
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20

各国の私的年金税制等について（原則的な扱いを示したもの）

○ 日本の私的年金に関する税制は、働き方や勤務先の企業が採用している企業年金の形態によって取扱いが異なっています。

○ 一方、諸外国においては、働き方や年金の形態によらず、一人一人の個人に対して共通の非課税枠を設定している国もあり、
　　こうしたことを参考に私的年金に対する税制全体のあり方を検討する必要があります。

給付

日本 英国 カナダ 米国
企業従業員 個人事業主・フリーランス 企業従業員 個人事業主・フリーランス 企業従業員 個人事業主・フリーランス 企業従業員 個人事業主・フリーランス

一部課税
（公的年金等控除）

課税
（給付額の25％までは非課税）

課税
（一定の控除あり）

課税

投資・貯蓄
推進

[TEE]

＜NISA＞
投資等上限額あり

＜ISA＞（注４）

投資等上限額あり

（注１）上記における私的年金とは、拠出時に所得控除の対象となる等、税制適格の仕組みを指し、個人退職勘定（IRA）等も含む。
（注２）米国では、DC型企業年金及びIRAの一種類として、TEEのロス（Roth）型も存在。
（注３）EはExempt（非課税）、TはTaxed（課税）を表す。年金等の拠出・運用・給付のどの段階で課税が行われるかに応じた制度類型の表記方法。

ただし、E、Tの具体的意味については控除等の存在も考慮しつつ、個別具体的に精査が必要。

拠出

DC型企業年金
（原則事業主・
本人拠出）

[EET]

DC型個人年金等
（原則本人
拠出）
[EET]

非課税拠出に
共通の枠あり

＜共通型＞
＜iDeCo＞
上限額あり

DB型企業年
金（原則事業
主拠出）
[EET]

上限額あり

企業年金の加入状況等によって
iDeCoの限度額が異なる

※未使用の非課税枠は
３年間繰越可能

上限額なし
×

（原則対象外）

×
（原則対象外）

非課税拠出に共通の枠
（コントリビューション・

ルーム）あり

＜共通型＞

※未使用の非課税枠は
無期限に繰越可能

＜調整型＞
企業年金に加入している場合、所得
額に応じてIRAの限度額が逓減・消失

＜非課税貯蓄口座
（TFSA）＞

投資等上限額あり

上限額あり

上限額あり

＜個人退職勘定（IRA）>
上限額あり

（注４）中途引出し制限等つきのライフタイムISAあり。
（注５）2019年政府税調海外出張調査時の現地ヒアリングを元に作成。

（20ページ）

21

主要国における公的年金税制の概要

（注１）
（注２）
（注３）

（注４）

（注５）

TはTaxed（課税）、EはExempt（非課税）を表す。年金等の拠出・運用・給付のどの段階で課税が行われるかに応じた制度類型の表記方法。
給付段階において課税となる公的年金等については、その所得の計算上、公的年金等控除の適用がある。
給付額の一定部分が課税対象となる（給付額の50%とその他の所得の合計額が、25,000ドル超34,000ドル以下の場合は、㋐給付の50%、㋑25,000ドル
を超える部分の50%、のうち少ない方の金額（※）が課税対象。当該合計額が34,000ドル超の場合は、㋒給付の85％、㋓「34,000ドルを超える部分の
85%＋（※）で計算された額又は4,500ドルのうち少ない金額」、のうち少ない方の金額が課税対象（単独申告の場合） ）。
受給が開始された年に応じて、給付額の一定部分が課税対象となる（受給開始が2005年以前の納税者は課税対象となる割合が50％、2006年以降の
納税者は50％から毎年上昇（2023年は83％。2040年に100％となる予定））。また、当該部分について、他の類型の年金給付の課税対象部分と併せて、
年102ユーロの控除が認められる。
年金額に対する10％の控除（年金受給者一人あたり最低控除額422ユーロ、世帯あたり控除限度額4,123ユーロ）が認められる。

日本 米国 英国 ドイツ フランス

制 度 類 型 ＥＥＴ ＴＥＴ ＴＥＴ ＥＥＴ ＥＥＴ

拠

出

段

階

事 業
所得者

本 人
負担分

全額控除
控除あり
（１／２）

控除なし 全額控除 全額控除

給 与
所得者

本 人
負担分

全額控除 控除なし 控除なし 全額控除 全額控除

事業主
負担分

損金算入 損金算入 損金算入 損金算入 損金算入

運 用 段 階 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税

給 付 段 階 一部課税（注２） 一部課税（注３） 課税 一部課税（注４) 一部課税（注５）

（2023年１月現在）

（21ページ）
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22

令和５年度税制改正大綱（抄）

Ⅱ．防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保する。税制部分については、令和９
年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、令和９年度において、１兆円強を確保する。 具体的には、法人税、所得
税及びたばこ税について、以下の措置を講ずる。

① 法人税
法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500

万円を控除することとする。

② 所得税
所得税額に対し、当分の間、税率１％の新たな付加税を課す。現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税

率を１％引き下げるとともに、課税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総
額を確実に確保するために必要な長さとする。

廃炉、特定復興再生拠点区域の整備、特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた具体的な取組みや福島国際研
究教育機構の構築など息の長い取組みをしっかりと支援できるよう、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き
続き、責任を持って確実に確保することとする。

③ たばこ税
３円／１本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施する。

以上の措置の施行時期は、令和６年以降の適切な時期とする。

令和４年12月16日
自 由 民 主 党
公 明 党

（22ページ）

３．相続税・贈与税

23

（23ページ）
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わが国税制の現状と課題 －令和時代の構造変化と税制のあり方－（抄）

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

資産課税については、相続税・贈与税では、近年の税制改正で、課税ベースの拡大を含む税率構造の見直しや、

資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築が行われてきました。これらの改正の影響を見極めつつ、経済

のストック化の進展や老後扶養の社会化などの経済社会の構造変化や税制全体を通じた再分配機能が適切に

確保されているかといった観点を踏まえ、引き続き、相続税・贈与税のあり方を考えていく必要があります。

24

（24ページ）

相続税の申告から見た被相続人の年齢構成比、年代別金融資産保有残高

25

被相続人の死亡時の年齢

○ 被相続人の高齢化が進んだ結果、「老老相続」が増加し、相続による若年世代への資産移転が進みにくい
状況となっている。
○ 年代別の金融資産残高を見ると、この20年間で60歳代以上の保有割合は約1.5倍に増加。
○ 足元では、個人金融資産約1,900兆円のうち、60歳代以上が65％（約1,200兆円）の資産を保有。

（注）主税局調べ。

平成元年
(1989年)

平成16年
(2004年)

令和元年
(2019年)

0.6%

0.6%

0.5%

0.7%

1.1%

4.7%

5.5%

6.3%

6.6%

8.6%

12.2%

11.6%

13.1%

14.8%

18.4%

17.8%

18.8%

21.5%

25.8%

27.5%

27.2%

31.3%

33.9%

31.5%

28.9%

37.5%

32.2%

24.8%

20.7%

15.6%

2019年

2014年

2009年

2004年

1999年

30歳歳未未満満30歳歳代代 40歳歳代代 50歳歳代代 60歳歳代代 70歳歳以以上上

年代別 金融資産残高の分布の推移

4.0 

6.9 

11.5 

7.3 

10.4 

18.7 

17.1 

30.1 

30.2 

71.6 

52.6 

38.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
〈構成比〉

子の年齢は、
20歳代以下が想定
される

５９歳以下
子の年齢は、
30歳代が想定
される

６０歳～６９歳
子の年齢は、
40歳代が想定
される

７０歳～７９歳
子の年齢は、
50歳代以上が想定
される

８０歳～８９歳

相続税の申告から見た被相続人の年齢構成比

（注）「金融資産」は貯蓄現在高（負債現在高控除前）による。なお、「貯蓄現在高」は、銀行その他
の金融機関への預貯金、生命保険・積立型損害保険の掛金、株式・債券・投資信託・金銭信託等
の有価証券と社内預金等のその他の貯蓄の合計。

（出所）総務省「全国家計構造調査」（二人以上の世帯）により作成。

約 45％

約 65％

（25ページ）
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令和５年度税制改正のイメージ（ 赤字部分 を改正）

26

相続

相続
財産

に相続税を一体的に課税

・・・

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

精算課税選択後の贈与

相続時精算課税（暦年課税との選択制） ○ 贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付
（累積贈与額2,500万円までは非課税、

2,500万円を超えた部分に一律20％課税）
※暦年課税のような基礎控除は無し
※財産の評価は贈与時点での時価で固定

○ 相続時には、累積贈与額を相続財産に加算し
て相続税を課税（納付済みの贈与税は税額控除
・還付）

精算課税を選択

それ以前の贈与
(暦年単位で課税)

○ 暦年ごとの贈与額から基礎控除110万円を 控除
した上で累進税率を適用

○ 相続時には、被相続人から死亡前３年以内に受け
た贈与総額を相続財産に加算して相続税を課税
（納付済みの贈与税は税額控除）

死亡前３年以内
の贈与

相続
に相続税を課税

相続
財産

・・・

暦年課税

・土地・建物が災害で一定以上の被害を
受けた場合は、相続時に被害額を控除・年間110万円の基礎控除を創設

（暦年課税の基礎控除とは別途措置・相続時にも相続財産に加算しない）

延長４年間
の贈与

①
②

・加算期間を７年間に延長
・延長４年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない

③

（26ページ）

令和４年度税制改正大綱（抄）

27

令和３年12月10日
自 由 民 主 党
公 明 党

第一 令和４年度税制改正の基本的考え方

１．成長と分配の好循環の実現

⑺ 中小・小規模事業者の支援

（略）

法人版事業承継税制については、平成30年１月から10年間の特例措置として、令和５年３月末までに特例承継
計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行ったものである。今般の感染症の影響により計画策定に時間を
要する場合もあるため、特例承継計画の提出期限を令和６年３月末まで１年間延長する。この特例措置は、日本経
済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に
進めるための時限措置としていることを踏まえ、令和９年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。
事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組む
ことを強く期待する。

（27ページ）
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４．法人税

28

（28ページ）

わが国税制の現状と課題 －令和時代の構造変化と税制のあり方－（抄）

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

法人課税については、企業活動が我が国経済において大きな比重を占める中で、個人所得課税、消費課税とと

もに基幹税として、政府の安定的な財源としての役割を果たすことが求められています。これまで「成長志向の法人

税改革」等、社会情勢にあわせた対応を行ってきましたが、期待された成果につながるものであったのか、今後、客観

的・実証的な検証が求められます。なお、法人実効税率の国際的な引下げ競争は、世界的な最低税率導入の合

意を受けて、一定の歯止めがかかったものとなっています。また、公平・中立といった租税原則の例外である租税特別

措置等については、その必要性・有効性について、ＥＢＰＭの観点も踏まえた不断の効果検証を行い、真に必要

なものに限定する必要があります。

29

（29ページ）
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法人税率と法人税収の推移
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【右軸】

法人税収
【左軸】

(注) １.法人税収は、令和４年度までは決算額、令和５年度は予算額による。
２.所得金額（繰欠控除前）は、国税庁「会社標本調査」による。なお、平成17年度までは2/1～1/31、平成18年度以降は4/1～3/31に終了した事業年度を対象としている。
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令和４年度税制改正大綱（抄）

31

１．成長と分配の好循環の実現
（３）未来への投資等に向けた経済界への期待

令和４年度税制改正においては、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、オープンイノベーション税制も拡充するなど、「成長と分配
の好循環」を早期に起動させるために、思い切った税制措置を講じている。歳出面においても、科学技術の振興等を目的として、大胆な措置が講じ
られているところである。こうした取組みの趣旨を踏まえ、経済界に対しては、「成長と分配の好循環」の実現と、ひいては「コロナ後の新しい社会の開
拓」に向けて、より積極的に役割を果たすよう求めたい。
近年、企業の前向きな投資や賃上げを促す観点から、法人実効税率の引下げをはじめとする様々な税制上の取組みを行ってきた。しかしながら、
わが国の賃金水準は、実質的に見て30年以上にわたりほぼ横ばいの状態にあり、その伸び率は他の先進国に比して低迷している。人的資本や無
形資産への投資の規模や、設備の経過年齢を見ても、主要国に見劣りする水準にある。その一方で、株主還元や内部留保は増加を続けており、コ
ロナ禍を受けてもその傾向は変わっていない。企業がイノベーションよりも経費削減や値下げに競争力の源泉を求め続けた結果、経済全体としては縮
小均衡が生じてしまってきた。そのような企業行動の変容をもたらすべく、コーポレートガバナンスの強化や様々な分野における規制改革等と並んで取
り組んできた近年の累次の法人税改革も、意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ない。
「成長と分配の好循環」は、企業が果敢に事業の革新に取り組み、付加価値の高い製品・サービスを生み出すことでマークアップ率を高めるとともに、
その利益を元に次なる投資を行いつつ、株主だけでなく従業員、取引先、地域社会などの多様なステークホルダーに継続的に還元し、企業収益の更
なる増加につなげていくことで実現する。「コロナ後の新しい社会の開拓」に向けて、デジタルトランスフォーメーションや脱炭素化、「人」への投資などへの
取組みがより一層重要となる中、他の先進国との間に生じてきた所得や競争力の差を縮小するためにも、企業においては、リスク回避や横並びの意
識を排してアニマルスピリッツを取り戻し、イノベーションに挑戦することが期待される。政府においても、個々の企業が担うことは難しい研究開発支援や、
非正規労働者やフリーランスを含めた社会全体の人的資本拡充など、企業が未来への投資に踏み切るに当たり必要となる環境の整備が、これまで
以上に求められる。
このような認識の下、来年以降、経済界の取組状況等も見極めつつ、積極的に未来への投資に取り組む企業に対しては真に有効な支援を行うと
ともに、十分な投資余力があるにもかかわらず活用されていない場合に、企業の行動変容を促すためにどのような対応を講ずるべきかといった視点から
も、幅広く検討を行う。

令和３年 1 2月 1 0日
自 由 民 主 党
公 明 党

（31ページ）
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フロー

（年度） 経常利益 従業員給与・賞与 設備投資

2012 48.5 147.9 34.6

2021 83.9 157.0 45.7

2022 95.3 163.8 47.7

経常利益、従業員給与・賞与、設備投資 現金・預金等、内部留保

ストック

内部留保 現金・預金等

304.5 190.1

516.5 300.3

554.8 311.7

労働分配率

（注１）現金・預金等は、現金・預金と有価証券（流動資産）の和
（注２）設備投資はソフトウェアを含む
（注３）労働分配率の年度別・四半期別の計数は、サンプル数の相違等の要因で接合しない
（出所）財務省「法人企業統計調査」

（％） （兆円）

（年度）

（兆円） （兆円）

（年度）

（兆円） （兆円）

（年）

（注４）四捨五入の関係上、各年度と差額の数値が一致しないことがある
（注５）グラフ中括弧内の数値は、前年度（四半期別調査の場合は前年同期）との差（上段）、及び増減率（下段）

企業収益の動向について

+15.9 ＋13.1
+11.4 +6.8 +2.0

+46.8 +250.3 +121.6
+38.3 +11.4
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（32ページ）

平均賃金の国際比較

33
（注）購買力平価実績ベース。
（出所）OECD database

実額 指数
（万ドル） （1992年=100）
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令和６年度税制改正に関する主な要望（法人税関係）

（出所）「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023」（令和５年６月16日閣議決定）、経済産業省「令和６年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント」

戦略物資
生産基盤
税制の創設

イノベーション
ボックス

税制の創設

賃上げ促進
税制の

拡充・延長

経済産業省の要望内容

• GX分野を中心に、DXや経済安保等の観
点を踏まえつつ、戦略的に重要な物資の国内
生産等に対し、中長期的な予見可能性を示
すことのできる規模・期間で、生産活動に応じ
て、事業投資全体に対する支援を行うため、
戦略物資生産基盤税制を創設する。

• ソフトウェアをはじめとする知的財産の創出に
おいて、民間の無形資産投資を後押しする観
点から、イノベーションボックス税制（国内で開
発された知的財産から生じる所得に対する優
遇税率の付与）を創設する。

• 政府の長期的な方針を明確にするとともに、
賃上げに関する企業の計画的な検討を促す
ため、租特期間を長期化する。

• 赤字の状況等でも賃上げに取り組む中堅・
中小企業を対象とした繰越控除措置の創設。

• 仕事と子育ての両立や、女性活躍への支援
を行う企業に対する支援措置を講ずる。

半導体・蓄電池・バイオものづくり・データセンターといった戦
略分野を中心とした投資は、国内に大規模な立地・投資を
計画する必要があり、事業のランニングコストも巨額に上る。
このため、民間事業者にとっては、中長期にわたって十分な
予見可能性が確保されていることが重要である。
以上のような諸点を踏まえ、世界に遜色ない水準で、税
制面、予算面の支援を検討する。

利益の源泉たるイノベーションについても国際競争が進んで
おり、民間による無形資産投資を後押しする観点から、海
外と比べて遜色なく知的財産の創出に向けた研究開発投
資を促すための税制面の検討や、通信やコンピューティング
基盤など次世代の付加価値を創造する基盤設備への投資
を含めた、イノベーション環境の整備を図る。

中小・小規模企業等の賃上げ実現に向けて、賃上げ税
制や補助金等における賃上げ企業の優遇や、ものづくり補
助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支
援の一層の強化に取り組む。その際、赤字法人においても
賃上げを促進するため、課題を整理した上で、税制を含めて
更なる施策を検討する。

「新しい資本主義実行計画2023」（令和５年６月16日閣議決定）

34

（34ページ）

５．国際課税

35

（35ページ）
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わが国税制の現状と課題ー令和時代の構造変化と税制のあり方ー（抄）

36

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

国際課税については、経済のグローバル化・デジタル化が進む中、法人税・消費税にわたり、全体として適切な課

税を行うという視点が重要になっています。その際、まずは、ＯＥＣＤ／Ｇ20の「ＢＥＰＳ（Base Erosion

and Profit Shifting; 税源浸食・利益移転）包摂的枠組み」の「２本の柱」に基づく国際課税ルールの見直し

の着実な実施が求められます。

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

（36ページ）

国際課税に関するOECD/G20「BEPS 包摂的枠組み」 二本の柱について

37

 市場国に物理的拠点（PE：Permanent Establishment）を置かずにビジネスを行う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が行えない問題が顕在化。

 低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法人税の継続的な引下げにより各国の法人税収基盤が弱体化。
 税制面において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」（現在は約140か国・地域が参加）において議論が進めら
れ、2021年10月８日、2つの柱による解決策に合意。

 2023年７月12日、これまでの交渉成果をまとめたアウトカム・ステートメントが公表（138か国が合意）。

 第1の柱（市場国への新たな課税権の配分）
 多数国間条約に2023年末までに署名、2025年中に発効が目標。

 第2の柱（グローバル・ミニマム課税）
 日本においては、令和５年度税制改正において、所得合算ルール（IIR)を法制済。
 残存論点は、令和６年度以降の改正を予定。

現在の状況

（37ページ）
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「２本の柱」の全体像

38

「利益A」（Amount A）

 市場国への新たな課税権の配分
 多数国間条約により実施

「利益B」（Amount B）

 基礎的なマーケティング・販売活動に対
する移転価格税制の執行に係る簡素
化・合理化

 移転価格ガイドライン改訂により実施

「第１の柱」

GloBEルール

 15％の最低実効税率によるグローバ
ル・ミニマム課税

 各国国内法により実施

租税条約上の最低課税ルール
（Subject to Tax Rule：STTR）

 軽課税国の関連者に対する支払につい
て源泉地国（途上国が対象）に一定
の課税権を認めるもの

 多数国間条約又はバイ条約により実施

「第２の柱」

（38ページ）

６．消費税

39

（39ページ）
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わが国税制の現状と課題ー令和時代の構造変化と税制のあり方ー（抄）

40

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

消費税（国・地方）については、日本の社会保障制度においては、社会保険制度が基本であり、それを賄う財

源は、原則、社会保険料となりますが、それを補完する財源としては、特定の世代に偏らず幅広い国民が負担を分

かち合うことができ、税収の変動が少ない消費税がふさわしいものと言えます。更なる増加が見込まれる社会保障給

付を安定的に支える観点からも、消費税が果たす役割は今後とも重要です。また、経済のグローバル化・デジタル化

が進展する中、国内外の経済主体の競争条件に中立的であるとの消費税の特徴は、その意義を増してきていると

考えられます。

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

（40ページ）

インボイス制度への対応状況等

課税
事業者
300万者

免税
事業者
460万者 それ以外

360万者

農協
経由等

100万者

BtoB
160万者

BtoC
200万者

57万者

○ 約95％がインボイス発行事業者として登録申請済み（システム対応や取引先との調整等も進捗）
○ BtoC取引の場合、買手（消費者）はインボイス不要（売手はインボイス発行事業者の登録不要)

←登録をしていない課税事業者の大半は飲食・小売等といったBtoC事業者が占めている
※ 少額取引に係る事務負担軽減策（１万円未満はインボイス不要）を措置

○ 農協が事業者に代わってインボイスを発行可能（免税事業者のままで可）

○ BtoC取引の場合、買手（消費者）はインボイス不要（売手は免税事業者のままで可)

○ 課税転換する免税事業者の税負担を売上税額の２割に軽減
※ 売上500万円の場合、初年度の税負担は2.5万円程度に軽減される。

○ IT導入補助金や持続化補助金（50万円上乗せ）による支援
○ 公取等による監視（課税転換を求める場合、明示的な価格交渉が必要。一方的

な価格の据え置きは独禁法等に違反)

○ 相手が簡易課税事業者（売上５千万円以下）や免税事業
者の場合、インボイス不要

○ 免税事業者から仕入れた場合でも、当面は８割の仕入税額
控除が可能

○ 公取等による監視（課税転換の強要、一方的な値下げや取引
の停止等は、独禁法等に違反）

○ 免税事業者に対し、「登録を必要としない、これまで通りの条
件で取引を継続する」と表明する企業も（住宅、保険、出版、
スポーツクラブ等）※ 各事業者数は推計値（課税転換を検討している事業者数は、日本商工会議所のアンケート結果

（令和４年５～６月調査）に基づく推計）

R5改正

R5改正

○ 簡易課税事業者（課税事業者の4割弱）はインボイスなしで仕入税額控除が可能（買手としての対応は不要）
うち、簡易

課税事業者
110万者

申請済
103万者
R5.8末時点

課税転換の
検討見込み
80万者※

41
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インボイス制度への移行に当たっての事業者支援策

42

• 事業者の相談に対して丁寧に対応できるよう、インボイスコールセンターを設置
• 中小企業へ経営支援を行っているよろず支援拠点、商工会議所、商工会等の支援機関の経営相談体制を抜
本的に強化し、相談対応を実施

• 免税事業者からの相談受付窓口を設置し、相談内容に応じ、税理士（税務相談）や、支援機関等（経営
相談、補助金の案内）が対応する枠組みを、中企庁補助事業にて立ち上げ

• 税務署において、各事業者の事業実態を聴取し、登録要否の検討をサポートする相談会を開催
• 関係各省庁において、所管業界に対する周知広報計画を策定の上、きめ細かく事業者をサポート
• 地銀、信金、信組において、取引先企業に対するセミナーの開催

相談体制の強化

• IT導入補助金：大企業も含む発注者が取引先の中小企業等に受発注ソフトを利用させる場合にも対象拡大
• 持続化補助金：課税転換した場合に50万円上乗せ

予算措置

• 課税転換する免税事業者の税負担を売上税額の２割に軽減（R5改正）
• 少額取引に係る事務負担軽減策（１万円未満はインボイス不要）を措置（R5改正）
• 免税事業者から仕入れた場合でも、当面は８割の仕入税額控除が可能

税制措置

• 独禁法等のＱ&Ａの公表、6,000を超える業界団体への法令遵守要請を実施
• 下請けGメンや書面調査による状況把握や発注者側への注意喚起等を実施

取引環境の整備

（42ページ）

わが国税制の現状と課題ー令和時代の構造変化と税制のあり方ー（抄）

43

第２部 個別税目の現状と課題
Ⅲ．消費課税
＜参考：国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し＞

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

消費税は国内で行われる取引を課税対象としていますが、国境を越えた取引が「国内」で行われたかどうかの判定については、取引
の内容に応じて基準（内外判定基準）が定められています。平成27年度税制改正前は、役務の提供が行われた場所が明らかで
ない国境を越えた電子商取引に係る内外判定基準については、役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づくこととされていまし
た。このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供について、国内事業者が行う場合については課税される一方で、国外
事業者が行う場合は課税されず、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じていました。

平成27年度税制改正において、国境を越えた電子書籍、音楽、広告の配信等の電気通信利用役務の提供について、国内外の
競争環境の公平性を確保する観点から、その課税地を「役務の提供者」の所在地から「役務の受領者」の所在地に見直しました。そ
の上で、執行管轄が及ばない国外事業者への適正な課税を担保するため、事業者向け取引(BtoB取引）については、納税義務を
売り手から買い手に転換し、買い手である国内事業者が申告納税を行うリバースチャージ方式、消費者向け取引(BtoC取引）につ
いては、国外事業者が我が国の税務署に申告納税を行うとともに、登録を受けていない国外事業者からの仕入については仕入税額
控除を認めない登録国外事業者制度を採用しました。

一方、平成27年度税制改正以降、オンラインゲームを中心に、モバイルアプリの市場規模が年々拡大しています。電子書籍や音
楽・動画配信等のコンテンツについては、プラットフォーム事業者自身が販売することが一般的であり、消費税の申告・納税も当該事
業者が行っています。他方で、モバイルアプリについては、通常、プラットフォーム事業者は取引の仲介を行うのみであり、サプライヤーが
消費者に対してコンテンツを提供することとなるため、当該コンテンツに係る消費税の納税義務は、サプライヤーに課されることとなりま
す。しかし、こうしたサプライヤーには、国外に所在し、かつ、小規模な事業者も数多く含まれることから、適正な課税を行う上では、執
行上の課題があります。この点、EUをはじめ、多くの諸外国においては、プラットフォームを介した役務提供について、プラットフォーム事
業者に対して、付加価値税の納税義務を課しています。こうした状況を踏まえ、国内外の競争条件の公平性も考慮しつつ、国境を
越えた役務提供に係る消費税の適正な課税の確保に向けて検討していくことが必要と考えられます。

（43ページ）
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国内インターネット・コンテンツ別市場規模

○ インターネット市場におけるコンテンツ別規模は、ネット広告（２兆7,052億円）とオンラインゲーム（１兆
6,780億円）が突出している。

○ ネット広告は原則、BtoB取引であり、リバースチャージが適用される一方、オンラインゲームは市場規模が
大きく、大小・多数の国外事業者が市場参入しており、執行上の課題が存在する。

44
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（億円） 動画 音楽・音声 オンラインゲーム 静止画・テキスト ネット広告

（出所）ネット広告については「2022年 日本の広告費(2023年2月24日)」（株式会社電通）、
それ以外のコンテンツについては「デジタルコンテンツ白書 2022」 (一般社団法人デジタルコンテンツ協会)より引用）
※2011年のネット広告以外のコンテンツについてのみ「デジタルコンテンツ白書2021」より引用

（44ページ）

７．納税環境整備

45

（45ページ）
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わが国税制の現状と課題ー令和時代の構造変化と税制のあり方ー（抄）

46

第１部 基本的考え方と経済社会の構造変化

Ⅲ．経済社会の構造変化

10．経済社会の構造変化への対応

（経済社会の構造変化を踏まえた「あるべき税制」の構築）

納税環境の整備については、経済社会のデジタル化とそれに伴うグローバル化、経済取引や働き方の多様化を踏

まえ、税務手続のデジタル化等を通じて納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行えるよう利便性と申告内容の適

正性を同時に向上させ、適正・公平な課税・徴収を実現していくことが求められます。

令 和 ５ 年 ６ 月
税 制 調 査 会

（46ページ）

８．財政・税制に対する国民の意識

47

（47ページ）
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経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政についてのアンケート調査（ 2022.11 東京財団）①

日本の財政赤字についてどのようにお考えですか。

経済学者 国民

1 財政赤字は大変な問題 44.3% 40.4%

2 財政赤字はある程度問題 42.2% 25.1%

3 どちらともいえない 5.7% 10.3%

4 財政赤字はあまり問題ではない 6.0% 8.9%

5 財政赤字はまったく問題ではない 0.7% 2.7%

6 わからない 1.1% 12.6%

財政赤字の原因は何だと思いますか。（２つまで）

経済学者 国民

1 社会保障費 72.0% 17.5%

2 公共事業 19.5% 12.5%

3 高い公務員の人件費 1.8% 40.4%

4 政治の無駄遣い 41.1% 71.5%

5 その他 14.5% 4.6%

6 わからない 2.5% 9.8%

（出所） 加藤創太（東京財団研究主幹）「財政問題について経済学者と国民の意識はどう乖離するのか 「経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政について
のアンケート調査」の紹介」https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4263 より （N=282（経済学者）/1,000（国民）） 48

（48ページ）

消費税に対するイメージとしてあてはまるものを選んで
ください。（２つまで）

経済学者 国民

1 逆進的で不公平 17.0% 23.8%

2 景気に悪影響 14.9% 44.1%

3 世代間で公平 34.0% 18.3%

4 投資や雇用への歪みが少なく効率的 35.1% 6.7%

5 安定財源 60.3% 22.0%

6 その他 4.3% 1.7%

7 わからない 2.1% 15.9%

他の条件が変わらないとした場合、日本は今後、
消費税率を引き上げるべきだと思いますか。

経済学者 国民

1 廃止する 2.8% 14.3%

2 5％に戻す 3.9% 20.8%

3 8％に戻す 1.8% 6.6%

4 現状維持（10％） 30.9% 40.9%

5 15％に引き上げる 31.9% 5.4%

6 20％に引き上げる 16.3% 1.7%

7 20％以上に引き上げる 8.5% 0.7%

8 わからない 3.9% 9.6%

（出所） 加藤創太（東京財団研究主幹）「財政問題について経済学者と国民の意識はどう乖離するのか 「経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政について
のアンケート調査」の紹介」https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4263 より （N=282（経済学者）/1,000（国民））

経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政についてのアンケート調査（ 2022.11 東京財団）②

49

（49ページ）
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国民負担と歳出改革との関係について、今後政府は
どのような方針で臨むべきだと思いますか。

経済学者 国民

1 歳出は現状維持で負担増 20.9% 4.7%

2 歳出を増やして負担増 15.3% 11.0%

3 歳出を抑えて負担回避 34.4% 57.2%

4 歳出を抑えて負担増 23.1% 6.8%

5 歳出を増やす一方、負担回避 6.4% 20.3%

社会保障等、今後の財政支出の財源をどこに求める
のが適切だとお考えですか。（２つまで）

経済学者 国民

1 消費税 59.6% 21.2%

2 所得税 30.1% 26.4%

3 法人税 25.5% 49.2%

4 社会保険料 24.8% 10.9%

5 相続税 22.7% 12.7%

6 環境税 10.3% 8.2%

7 国債（財政赤字） 5.0% 17.4%

8 その他 8.2% 7.9%

（出所） 加藤創太（東京財団研究主幹）「財政問題について経済学者と国民の意識はどう乖離するのか 「経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政について
のアンケート調査」の紹介」https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4263 より （N=282（経済学者）/1,000（国民））

経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政についてのアンケート調査（ 2022.11 東京財団）③

50

（50ページ）

さいごに

本日はご清聴いただきありがとうございました。
財務省では、税に対する理解をさらに深めていただくため、様々な取組を行っております。
以下、主なものをご案内させていただきます。

51

学習まんが「税金のひみつ」

税制に関するパンフレット・動画税制メールマガジン

財務省主税局×うんこドリル

※財務省HPにて「冊子」と「ゲーム」公開中

パンフレット・動画

税制の最新動向や主税局職員によ
るコラムなどのコンテンツを配信してい

ます。ぜひご登録ください。

冊子・ゲーム 税金のひみつ

（51ページ）
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参 考 資 料

○ 平成の時代に入り、全体の雇用者数が緩やかな増加を続ける中、そのペースを上回って非正規雇用が
増大しました。

○ 特に近年、女性の社会進出や団塊の世代の高齢化に伴い、女性や高齢者が非正規の形で労働参加を
することで、非正規雇用の増大に拍車がかかっています。

働き方やライフコースの多様化①

1

（万人、％） 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022

総人口 12,223 12,456 12,615 12,748 12,803 12,759 12,691 12,494

雇用者総数 4,327 5,030 5,349 5,337 5,572 5,530 5,824 6,032

非正規雇用者総数 711 958 1,152 1,451 1,735 1,816 2,040 2,101

非正規雇用割合 17.6 20.5 23.2 29.4 33.5 35.2 37.3 36.9

（出所）総務省「人口推計」「労働力調査」
（注） 2001 年以前は総務省統計局「労働力調査特別調査」、 2002 年以降は「労働力調査 詳細集計」

（％） 1988 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022

女性 35.1 38.3 41.7 49.3 53.5 54.5 55.5 53.4

高齢者 48.6 50.9 54.7 62.1 67.3 68.8 74.4 76.4

非正規雇用割合（女性・高齢者）の推移

雇用者数の推移
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○ 新型コロナの感染拡大を受け、政府からの累次の要請も繰り返される中で、リモートワークは飛躍的に拡
大しました。

働き方やライフコースの多様化②

2

24.0%

62.7%

56.6%

64.8%
63.6%

61.9%

65.0%
63.9%

55.4%

57.2%

56.4%

57.3%

62.7% 62.5%

52.1%

56.7%
54.6%

52.3%

58.6%

51.9%

54.1%
52.3%

52.4%

51.7%

51.1%

51.6%

46.7%

20%
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70%

３月 ４月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月 １月 ２月 ３月 ４月
2020年 2021年 2022年 2023年

（出所）東京都「テレワーク実施率調査」

テレワーク実施率の推移

○ 自営業者等においては、伝統的な自営業者数が数を減らしている一方、雇用者でないにもかかわらず、
使用従属性が高い働き方をする者（フリーランス）の割合が上昇しています。これらの動きにより、雇われな
い働き方が拡大し、雇用全体の流動化も進んでいます。

働き方やライフコースの多様化③

3

フリーランス割合の推移

（出所）総務省「国勢調査」
（注１）山田久「働き方の変化と税制・社会保障制度への含意」（平成27年9月3日 政府税制調査会資料）の区分によると、「伝統的自営業」とは、農林漁業、製造業、小売・卸売店主など取引先との関係で使用従属
性の低い従来型の自営業をいう。「士業等」とは、医師、弁護士、会計士・税理士、画家・芸術家など使用従属性の低い専門的職業をいう。「雇用者でないにもかかわらず使用従属性の高い自営等」とは、建築技術者やＳＥ、
保険代理人・外交員など使用従属性の高い自営業主が多く含まれる職種をいう。
（注２）「自営業主」は、「雇人のある業主」、「雇人のない業主」及び「家庭内職者」。
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○ かつて、女性は結婚を契機に離職をし、子育てを終えてから復職するケースが多く、女性の年齢別労働力
率は真ん中（20代後半～40代前半）が凹んだいわゆる「M字カーブ」と呼ばれる状態でした。しかし、女性
の就労拡大や結婚・出産時期の分散に伴い、そのカーブは緩やかになり、その傾向は、若い世代ほど顕著と
なっています。

働き方やライフコースの多様化④

4

女性の労働力人口比率の変化

（出所）総務省「労働力調査」
（注）労働力率は、15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。潜在的労働力率は、15歳以上人口に占める潜在的労働力人口

（労働力人口＋就業希望者）の割合。
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○ かつて、一般的な家庭では、夫はサラリーマンとして会社で働き、妻は専業主婦として家庭で家事・育児を
担うという姿が多く見られましたが、1980年代後半には４割程度であった共働き世帯の比率は、年々増加
し、現在では７割を超えるなど、一般的なものとなりつつあります。

働き方やライフコースの多様化⑤

5

共働き世帯数の推移

（出所）内閣府男女共同参画局「令和4年版 男女共同参画白書」
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○ 世帯構成については、平成２（1990）年以降、少子化や高齢化、未婚化や晩婚化などを背景に、
「夫婦と子供世帯」は減少し、高齢者を含む「一人世帯」や「夫婦のみの世帯」、「ひとり親と子供世帯」が増
加しました。平成22（2010）年には、「一人世帯」が「夫婦と子供世帯」を抜いて世帯数の最も多い類型
となり、近年、世帯構成の多様化と小規模化が一層加速してきています。

働き方やライフコースの多様化⑥

6

世帯構成の推移

（出所）総務省「国勢調査」
（注１）世帯数は一般世帯の数値。数値は四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。
（注２）一人世帯とは、上記の調査・推計における単独世帯を指す。

671
(17.7%) 

777
(19.1%) 

904
(20.6%) 

988
(21.1%)

1,059
(21.6%)

1,199
(23.1%)

1,249
(23.4%)

1,443
(25.9%)

118 
162 

220 
303

(6.5%)

386
(4.0%)

479
(9.2%)

593
(11.1%)

672
(12.1%)

521
(13.7%) 

629
(15.5%) 

761
(17.3%) 

882
(18.9%) 

963
(19.6%) 

1,024
(19.8%) 

1,072
(20.1%) 

1,116
(20.0%) 

1,519
(40.0%) 

1,517
(37.3%) 

1,501
(34.2%) 

1,490
(31.9%) 

1,463
(29.8%) 

1,444
(27.9%) 

1,429
(26.8%) 

1,395
(25.0%) 

240
(6.3%)

275
(6.8%)

308
(7.0%)

355
(7.6%)

407
(8.3%)

452
(8.7%)

475
(8.9%)

500
(9.0%)

728
(19.2%)

706
(17.4%)

696
(15.8%)

660
(14.1%)

628
(12.8%)

585
(11.3%)

516
(9.7%)

444
(8.0%)

3,798 
4,067 

4,390 
4,678 

4,906 
5,184 5,333 

5,570 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

1985
(60)

3.14人

1990
（平2）
2.99人

1995
(7)

2.82人

2000
（12）
2.67人

2005
(17)

2.55人

2010
(22)

2.42人

2015
(27)

2.33人

2020
(令2)

2.27人

（万世帯）

一人世帯（65歳除く） 65歳以上 単独世帯 夫婦のみ
夫婦と子供 ひとり親と子供 その他の世帯

平均世帯

(年)

働き方やライフコースの多様化⑦

○ 高度外国人材については、平成24（2012）年に導入したポイント制において優遇措置が講じられ、現在では主に中国
国籍の方々が専門的な技術・知識などを生かして様々な分野で活躍しています。
○ 「技能実習制度」は、実質的に低賃金労働者として扱っているといった問題が指摘されたことを受け、累次の制度改正によ
り技能実習生の保護が図られてきました 。令和元（2019）年には、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を
受け入れる「特定技能制度」が創設され、製造業や介護、建設などの人手不足分野での受入れが進んでいるとともに、その
対象分野も拡大されています。

（注１）専門的・技術的分野の在留資格:「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」の合計
（注２）特定活動:ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人、EPA等。高度人材（2012）は在留資格『特定活動』の数値。
（注３）その他:文化活動、研修、家族滞在、等。 ※ネパールは2014年から個別集計されたため、2014年からの増加人数。
（出所）法務省「在留外国人統計」、厚生労働省「外国人雇用状況報告」

在留外国人 203.4万人⇒296.2万人（＋92.8万人）

外国人雇用者 68.2万人⇒182.3万人（＋114.0万人）
注）在留外国人数は6月末時点、雇用者数は10月末時点の数値

注）雇用者以外（自営業者等）は含まない
専門的・技術的分野の在留資格
52.0万人（+31.9万人）

雇用者 48.0万人（+35.6万人）

特定活動 11.3万人（+9.2万人）
雇用者 7.3万人（+6.7万人）

技能実習
32.8万人（+17.6万人）

雇用者 34.3万人（+20.9万人）

その他 21.2万人（+8.6万人）
雇用者 7.2万人（+5.6万人）

『身分に基づく在留資格』
153.0万人（+17.4万人）

雇用者 59.5万人（+28.7万人）

「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」等の身分に基づく在留資格

雇用者数が大きく増減している国籍・地域

14.4万人（＋8.4万人）

13.0万人（＋7.0万人）

3.0万人（＋2.0万人）

1.8万人（＋1.3万人）ベトナム

中国

韓国

フィリピン

13.3万人（＋7.9万人）
11.9万人（＋11.6万人）
3.0万人（＋2.7万人）※
2.9万人（＋1.6万人）教授等の雇用者以外の就労者が含まれる

ベトナム
中国

ネパール
韓国

18.3万人（＋16.9万人）
3.2万人（＋2.4万人）
4.0万人（▲6.0万人）

9.2万人（＋8.8万人）
4.7万人（＋3.3万人）※
6.2万人（▲0.6万人）

ベトナム

ベトナム
フィリピン
中国

ネパール
中国

留学
26.1万人（+8.0万人）

雇用者 25.9万人（+16.7万人）

在留資格別でみた外国人数の変化（平成24（2012）年から令和４（2022）年)

7

高度専門職
高度人材
17,199人

（＋16,886人）
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○ 外国人労働者数は、令和４（2022）年10月末時点で182.3万人となり、10年前（平成24
（2022）年）の68.2万人から大きく増加し、過去最高を記録しました。

働き方やライフコースの多様化⑧

8

外国人労働者数の推移
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（注１）各年10月末現在。
（注２）産業分類は、日本標準産業分類（平成25年10月改定）に対応している。
（出所）厚生労働省「外国人雇用状況」

働き方やライフコースの多様化⑨

9

○ 「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 では、日本の総人口は50年後に現在の７割に減少
（約8700万人）する一方、総人口に占める外国人の割合は10.8％に増加すると推計されています。

（千人、％） 2020 2050 2070
総人口（①） 126,146 104,686 86,996

日本人総数（②） 123,399 97,395 77,606
外国人総数

（①ｰ②）
2,747 7,291 9,390

外国人割合

(①-②)/①
2.18% 6.96% 10.8%

日本総人口に占める外国人の割合
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（注）令和5年推計の「外国人人口」は、2040年までの間、2016～2019年の「外国人入国超過数」の平均値で推移すると仮定し、それ以降は年齢別の外国人入国超過数割合を一定として延⾧（平成
29年推計は、2035年までの間、1970年以降の社会経済事象・災害等の影響により一時的に大きく変動したとみなされる年のデータを除いた平均値で推移すると仮定）

（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）
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○ 製造業の生産拠点の海外移転や資源価格の高騰の影響もあり、令和４（2022）年の貿易収支が赤
字に転じた一方、過去の経常黒字を背景とする対外投資の蓄積により、海外からの利子・配当等である第
一次所得収支の黒字が拡大し、経常収支全体では黒字を維持しています。
○ 海外現地法人を通じた海外での設備投資や海外企業に対するM＆Aが著しく増加した結果、国際収支
統計によると、我が国の企業が対外直接投資から得る収益は年々増加しており、令和４（2022）年度は
約13兆円となっています。

10

経済のグローバル化・デジタル化①
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経済のグローバル化・デジタル化②

○ デジタル・プラットフォーム等を通じたインターネット取引は、あらゆる世代の消費者でその割合が増加してお
り、顧客のニーズに合ったサービスを展開し、業績を大きく伸ばしている企業も見受けられます。

BtoCのEC市場規模の推移

（出所）経済産業省「令和３年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」
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フロー

（年度） 経常利益 従業員給与・賞与 設備投資

2012 48.5 147.9 34.6

2021 83.9 157.0 45.7

2022 95.3 163.8 47.7

経常利益、従業員給与・賞与、設備投資 現金・預金等、内部留保

ストック

内部留保 現金・預金等

304.5 190.1

516.5 300.3

554.8 311.7

労働分配率

（注１）現金・預金等は、現金・預金と有価証券（流動資産）の和
（注２）設備投資はソフトウェアを含む
（注３）労働分配率の年度別・四半期別の計数は、サンプル数の相違等の要因で接合しない
（出所）財務省「法人企業統計調査」

（％） （兆円）

（年度）

（兆円） （兆円）

（年度）

（兆円） （兆円）

（年）

（注４）四捨五入の関係上、各年度と差額の数値が一致しないことがある
（注５）グラフ中括弧内の数値は、前年度（四半期別調査の場合は前年同期）との差（上段）、及び増減率（下段）
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経済のグローバル化・デジタル化③

経済のグローバル化・デジタル化④

○ 設備投資は、全体として増加しているものの、内訳を見ると、海外の設備投資が増加傾向である一方、
国内設備投資は横ばいとなっています。

（注１）経済産業省「海外事業活動基本調査」、財務省「法人企業統計年報」、Bloombergにより作成。
（注２）国内設備投資＝土地を除く有形固定資産の増減額+減価償却費+特別減価償却費
（注３）Ｍ＆Ａは日本企業による外国企業の買収が対象。
（出所）内閣府「令和４年度 年次経済財政報告」
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経済のグローバル化・デジタル化⑤

○ 賃金水準は実質的に見て30年間横ばい状態で、伸び率は他の先進国に比して低迷しています。

平均賃金の国際比較

（注）購買力平価実績ベース。
（出所）OECD database

（万ドル） （1992年=100）【実額】 【指数】
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経済のグローバル化・デジタル化⑥

）

○ 人的投資等の無形資産投資が必ずしも十分に行われていないことも指摘されています。無形資産投資
全体の水準は、諸外国に比べて低水準で、特に、人的投資を含む「経済的競争力投資」（無形資産投資
のうち、ブランド資産、マーケティング力、企業独自の人的資本形成の取組み、組織改革等）は、非常に低
位で推移しています。

（注）日本のデータはJIP2018プロジェクトの一環として宮川教授・外木准教授・滝澤教授で作成。日本以外のデータはINTAN-Invest により作成。日本以外のデータは不動産･公務･教育･
医療･家内工業を除いた数値。国民経済計算における民間企業設備投資では、上記の無形資産のうち、研究開発、コンピューターソフトウェア、鉱物探査・評価、娯楽作品原本が対象。

（出所）内閣府「選択する未来2.0 参考資料」（2021年６月４日）
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経済のグローバル化・デジタル化⑦

○ 我が国における開業率や倒産・廃業率（その年に開業した事業所数や倒産・廃業した事業所数を、全体の事業
所数で除した指標）は、いずれも諸外国に比べて低い水準にあります。そうしたこともあって、人的資源や資金
が、生産性の高い企業に移動せずに生産性の低い企業に滞留してしまっているのではないかと考えられます。

開廃業率の国際比較
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開業率

（注） 国によって統計の性質が異なるため、単純に比較することはできない。
（出所）日本:厚生労働省「雇用保険事業年報」のデータを基に中小企業庁が算出、米国:United States Census Bureau「The Business 

Dynamics Statistics」、英国:英国国家統計局「Business demography」、ドイツ・フランス:eurostat
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経済のグローバル化・デジタル化⑧

0.63%

0.18%

0.10%
0.06% 0.05% 0.05%

0.01%
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0.3%

0.4%

0.5%
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0.7%

米国 カナダ 英国 フランス ドイツ 日本 イタリア

（出所）OECD. Stat

○ 日本経済を牽引する新しいグローバル産業を創出すべく、新たな技術を用いたり、革新的なビジネスモデル
を実践したりするスタートアップ企業を支援していく必要があります。

○ スタートアップ企業に対するベンチャーキャピタル（ＶＣ）投資について、日本は、アメリカに比べて、10分
の１未満にとどまっています。その他にも起業家マインドや多様な才能を持つ若者の育成や出口戦略なども
含めた、スタートアップ・エコシステム全体の底上げが不可欠と考えられます。

ベンチャーキャピタル投資の国際比較(令和元(2019)年、対GDP比)
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格差を巡る状況の変化①

○ OECD38カ国（2018年ベース）中で、日本の人口１人あたりのGDPは21位。一方で、相対的貧困
率は29位、「子どもの貧困率」は26位（2018年）。

○ 特に、ひとり親世帯の貧困率は35位（2018年）。

19

格差を巡る状況の変化②

○ 1985年に12.0％であった相対的貧困率は、2018年には15.4％へ上昇。1985年に10.9％であった子どもの貧困率も、
2018年には13.5％へと上昇。

○ 特に、ひとり親世帯の貧困率は、全世帯平均と比較して約３倍高い水準で推移。
○ 女性のひとり親世帯は、男女の賃金格差などを背景に、平均年間収入で見ても、 父子世帯の父自身が518万円である
のに対して母子世帯の母自身は272万円と低い水準。

※ 2018年の「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から
更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。

ひとり親世帯における年間平均収入
（自身の収入）

年 2020

母子世帯（自身） 272

父子世帯（自身） 518

（出所）厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査（令和３年度） 」

（万円）
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格差を巡る状況の変化③

◆日本の高校卒業後の予定進路（両親年収別）
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高等教育機関
（ ４年制大学＋短期大学＋専門学校）
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（４年制大学）

(注1)日本全国から無作為に選ばれた高校3年生4,000人とその保護者4,000人が調査対象。
(注2)両親年収は、父母それぞれの税込年収に中央値を割り当て(例:「500～700万円未満」なら600万円)、

合計したもの。
(注3)無回答を除く。専門学校には各種学校を含む。
(出所)東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡調査第1次報告書」
(2007年9月)

◆高校等の入学難易度別・世帯収入別 大学進学希望率
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（出所）濱中義隆、朴澤泰男 令和元年度「高校生の進路に関する保護者調査」の概要より、財務省作成

（注１）「大学進学希望率」は、国公立大学・私立大学への進学希望者から計算しており、短期大学、専門
学校等への進学希望者を除いている。

（注２）Ⅰ～Ⅴの表記は、左記の参考文献による調査対象高校の偏差値情報による。 Ⅰ:偏差値45以
下、Ⅱ:46～51、Ⅲ:52～57、Ⅳ:58～62、Ⅴ:63～

21

格差を巡る状況の変化④

○ 大学・大学院卒男性（約2.7億円）と高校卒男性（約2.1億円）で比べると、生涯賃金に約6,000
万円の差。

○ 家庭の社会経済的背景を示す指標であるSES（Socio-Economic Status: 家庭所得、父親学歴、
母親学歴の三つの変数を合成した指標）が学力に影響。

男性の生涯賃金
（引退まで、退職金を含む、2017年）

家庭の社会経済的背景（SES）と学力の関係
SESが高い児童生徒の方が各教科の平均正答率が高い傾向にある。

（出所）労働政策研究・研修機構『ユースフル労働統計2019』
（出所）文部科学省・教育課程部会（令和元年12月4日、資料2-2）

『家庭の社会経済的背景（SES）が困難な児童生徒への支援について』
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■Lowest SES 68.00 48.44 69.68 36.29
■Lower middle SES 72.69 54.45 76.21 42.29
■Upper middle SES 76.59 59.68 81.00 47.68
■Highest SES 81.99 67.36 87.58 57.69
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格差を巡る状況の変化⑤

○ 資本所得の分布について分析を行ったデータによると、全体では約1,764万人が約7.4兆円
の資本所得を得ており、そのうち上位0.3％の者（資本所得1,000万円以上を保有する者）が総額のうち
53％（約3.9兆円）を得ているといった偏りの状況がみられます。
○ 100万円弱から100億円前後の範囲では、所得の分布に大きな格差が認められます。

資本所得の分布状況

0.4059 0.4023 0.4067
0.4057 0.4017 0.4083 

0.3423
0.3338

0.3577 0.3608
0.3317

0.3584
0.3564

0.3791 0.3812
0.3721

0.3912
0.3917

0.3276
0.3136 

0.3455 
0.3381 

0.3143 
0.3426 0.3382 

0.3643 0.3645 0.3606 

0.3814 0.3812 0.3873 
0.3758 0.3791 0.3759 0.37210.3813 

0.3749
0.3538 

0.3747 
0.3652 

0.3491 

0.3975 0.4049 

0.4334 0.4394 
0.4412 

0.4720 

0.4983 

0.5263 0.5318 

0.5536 
0.5704 

0.5594
0.5700 

0.30

0.34

0.38

0.42

0.46

0.50

0.54

0.58

1967 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2021

23

格差を巡る状況の変化⑥

（注１）「当初所得」は、雇用者所得、事業所得、農耕所得、畜産所得、財産所得、家内労働所得及び雑収入並びに私的給付（仕送り、企業年金、退職金、生命保険金等の合計額）の合計額であり、
公的年金等社会保障給付金は含まれていない。

（注２）「社会保障による再分配所得」は、2002年以前は当初所得に現物給付、社会保障給付金を加え、社会保険料をひいたものであり、2005年以降は当初所得に社会保障給付金を加え、社会保険料
をひいたものである。

（注３）「再分配所得」は、当初所得から税金・社会保険料を控除し、社会保障給付（現金・現物）を加えたものである。
（出所）厚生労働省「所得再分配調査」

○ ジニ係数は、平成２（1990）年の再分配前で0.43、再分配後で0.36から、単身世帯や高齢者世帯
の割合の上昇等を背景に、平成29（2017）年には再分配前で0.56、再分配後で0.37と⾧期的には拡
大しています。

○ 近年はその傾向に改善の動きが見られるとともに、個人所得課税の見直しなどで再分配による格差の改
善幅も大きくなっています。

再分配政策によるジニ係数の変化

社会保障による
再分配所得

税などによる再分配効果

当初所得

再分配所得

社会保障による
再分配効果
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人口減少・少子高齢化①

○ 我が国では、戦後最低の出生率となった「1.57ショック」を契機に「少子化」が政策課題として認識され、2003年には「少
子化社会対策基本法」が制定されるなど、少子化対策は政府全体の取組として位置付けられるようになりました。その後も、
社会保障と税の一体改革による安定財源の確保を背景に、待機児童対策、幼児教育・保育の無償化、高等教育の無
償化などの取組が進められました。

○ 出生率は2005年の1.26をボトムに一定程度回復しましたが、近年、コロナ禍の影響もあり、再び低下してきています。
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（出所）厚生労働省「令和３年人口動態統計（確定数）の概況」（令和４年９月）、国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」（令和４年９月）など

（結婚110万件）

（結婚50万件）

合計特殊出生率（その年における15～49歳の女性について年齢ごとの出生率を積み上げたもの）の算定式

= 出生数（母親��歳）
女性人口（��歳） ＋出生数（母親��歳）

女性人口（��歳） ＋・・・＋ 出生数（母親��歳）
女性人口（��歳）合計特殊出生率

≒ 女性の婚姻率（人口千人当たりの婚姻数） ×既婚女性１人が産む子どもの数（完結出生児数）

≒ 15～49歳女性の婚姻率 × 15～49歳の既婚女性１人の出生率

= 既婚女性数（��歳）
女性人口（��歳） ×出生数（母親��歳）

既婚女性数（��歳） ＋・・・

婚姻女性１人が産む子ども数
（完結出生児数、左軸）

合計特殊出生率、完結出生児数、婚姻率の推移

25

○ 50歳時の未婚割合は、1980年に男性2.60％、女性4.45％でしたが、直近の2020年には男性
28.25%、女性17.81%に上昇しています。この傾向が続けば、いずれ、男性で３割近く、女性で２割近く
になると推計されています。

50歳時の未婚割合の推移

0

5

10

15

20

25

30

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015* 2020*

男性 女性

資料:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2022」。
注:総務省統計局『国勢調査報告』により算出。45～49歳と50～54歳未婚率の平均値。
注: * 配偶関係不詳補完結果に基づく。

2020（令和２）年
男性:28.25

2020（令和２）年
女性:17.81

1980（昭和55）年
女性:4.45
男性:2.60

人口減少・少子高齢化②
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26

○ 男性の有配偶率を見ると、非正規は正規の３分の１程度にとどまっています。
○ 夫婦の完結出生児数は、1970年代から2002年まで2.2人前後で安定的に推移していましたが、2005

年から減少傾向となり、直近の2021年には過去最低である1.90人となりました。
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男性の従業上の地位・雇用形態別有配偶率

（出所）総務省「平成29年就業構造基本調査」
（注）数値は、未婚でない者の割合。
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所
「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2021年）

（注）対象は結婚持続期間15～19年の初婚どうしの夫婦（出生子供数不詳を除く）。
各調査の年は調査を実施した年である。

夫婦の完結出生児数

人口減少・少子高齢化③
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（独身者調査）
（注）対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る、妻の調査時年齢50歳未満の初婚どうしの夫婦。グラフ上数値は第16回調査結果。
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人口減少・少子高齢化④

○ 少子化の背景には、経済的な不安定さや出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさ、家事・
育児の負担が依然として女性に偏っている状況、子育ての孤立感や負担感、子育てや教育にかかる費用負
担など、個々人の結婚・妊娠・出産・子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っています。

理想の数の子どもを持たない理由
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人口減少・少子高齢化⑤

未婚者が独身でいる理由

29

地域社会の変化

○ 人口減少は都市部よりも小規模な市町村においてより急速に進むと予測されています。

地域ごとの人口推移

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
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我が国財政の構造的な悪化①

30

国の一般会計税収の推移

○ 令和５（2023）年度予算では、税収は69.4兆円と見込まれ、平成２（1990）年度決算（60.1
兆円）と比較すると約1.2倍となっています。

（年度）
（1975） （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） （2023）

（注１）令和４年度までは決算、令和５年度は予算による。点線は令和４年度までは当初予算、令和５年度は予算による。
（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減

少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するため
の年金特例公債を除いている。

（注３）令和５年度の歳出については、令和６年度以降の防衛力整備計画対象経費の財源として活用する防衛力強化資金繰入れ3.4兆円が含まれている。

○ 我が国財政は歳出が税収を上回る状況が続いています。その差は借金（建設公債・特例公債）によっ
て賄われています。
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31

一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

我が国財政の構造的な悪化②
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○ 普通国債残高は、累増の一途をたどり、令和５年度末には1,068兆円に上ると見込まれています。

（年度末）
（注１）令和４年度末までは実績、令和５年度末は予算に基づく見込み。
（注２）普通国債残高は、建設公債残高、特例公債残高及び復興債残高。特例公債残高は、昭和40年度の歳入補填債、国鉄⾧期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換債、臨時特別公債、減税特例公債、

年金特例公債及びGX経済移行債を含む。
（注３）令和５年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,043兆円程度。

32

普通国債残高の累増

我が国財政の構造的な悪化③
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我が国財政の構造的な悪化④
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税収減（＋約170兆円）

その他収入

○ 特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度以降の普通国債残高の累増について見てみると、
・ 歳出面では、高齢化の進行等に伴う社会保障関係費の増加や地方交付税交付金等の増加が
・ 歳入面では、過去の景気の悪化や減税による税収の落ち込みが
主要因となっています。

平成２年度末から令和５年度末にかけての普通国債残高増加額:約897兆円

歳出の増加要因 : ＋約666兆円

(90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
（年度） （年度）

（注１）令和４年度までは決算、令和５年度は予算による。ただし、令和５年度歳出額には、令和４年度から令和５年度への繰越額を含む。
（注２）復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）を普通国債残高からは除くとともに（令和５年度末で4.9兆円）、平成23年度歳出の

うち復興債発行に係るもの（7.6兆円）を除いている。
（注３）税収のうち交付税法定率分は、歳入歳出両建てである（増減が残高の増加に影響しない）ため、歳出・歳入双方の増減要因から控除し、地方交付税交付金等のうちの交付税法定率分以外の部分

（地方の財源不足補てん部分等）を歳出の増加要因として計上している。
（注４）平成２年度の収支差分は、債務償還費を除いた歳出から公債金以外の歳入を引いたもの。

税収等の減少要因 : ＋約82兆円
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○ 特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度当初予算と比較すると、令和５年度予算では、
社会保障関係費が大幅に増え、特例公債でまかなっています。
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平成２年度と令和５年度における国の一般会計歳入・歳出の比較

我が国財政の構造的な悪化⑤
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財政収支:OECD “Economic Outlook 113”（2023年６月７日）

（注１）日本は2020年度実績値。オーストラリア、アイルランドは2020年実績値（コロンビアは2019年実績値、リトアニアは2017年実績値） 。それ以外の国は推計による2020年暫定値。
（注２）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。ただし、日本の財政収支には社会保障基金を含まず、米国の財政収支には社会保障年金信託基金を含まない。

○ 政府の総支出はOECD諸国の中でやや低い水準となっており、その内訳を見ると、社会保障以外の支出
は低く、社会保障支出は、高齢化を反映して中程度となっています。一方で、租税収入や財政収支は、
OECD諸国と比較して、低い水準となっています。
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（出所）OECD “Economic Outlook 113”(2023年６月７日)
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。ただし、日本は社会保障基金、米国は社会保障年金信託基金を除いた値。
（注２）日本は2022年、それ以外の国々は2023年が推計値。ただし、日本及び米国については2023年の推計値は掲載されていない。

○ 我が国の財政収支は、他の主要国と同様に平成20年（2008年）秋のリーマンショックの影響による悪
化から改善傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等への対応のため、令和２年
（2020年）以降は大幅な赤字となっています。

暦年 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014)(2015)(2016)

日本 ▲ 8.6 ▲ 8.0 ▲ 8.2 ▲ 7.5 ▲ 7.2 ▲ 5.9 ▲ 4.6 ▲ 4.8

米国 ▲ 14.1 ▲ 13.0 ▲ 11.5 ▲ 9.7 ▲ 6.1 ▲ 5.5 ▲ 4.8 ▲ 5.7

英国 ▲ 10.3 ▲ 9.2 ▲ 7.4 ▲ 8.1 ▲ 5.5 ▲ 5.5 ▲ 4.5 ▲ 3.3

ドイツ ▲ 3.2 ▲ 4.4 ▲ 0.9 0.0 0.0 0.6 1.0 1.2

フランス ▲ 7.2 ▲ 6.9 ▲ 5.2 ▲ 5.0 ▲ 4.1 ▲ 3.9 ▲ 3.6 ▲ 3.6

イタリア ▲ 5.1 ▲ 4.2 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.9 ▲ 3.0 ▲ 2.6 ▲ 2.4

カナダ ▲ 3.9 ▲ 4.7 ▲ 3.3 ▲ 2.5 ▲ 1.5 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.5

暦年 平29 平30 令元 令２ 令３ 令4 令5
(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)(2023)

日本 ▲ 4.1 ▲ 3.4 ▲ 3.6 ▲ 8.8 ▲ 5.8 ▲ 5.6 ー

米国 ▲ 4.8 ▲ 6.4 ▲ 6.9 ▲ 15.0 ▲ 12.1 ▲ 4.2 ー

英国 ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 2.5 ▲ 13.1 ▲ 8.0 ▲ 5.2 ▲ 4.8

ドイツ 1.3 1.9 1.5 ▲ 4.3 ▲ 3.7 ▲ 2.6 ▲ 1.8

フランス ▲ 3.0 ▲ 2.3 ▲ 3.1 ▲ 9.0 ▲ 6.5 ▲ 4.7 ▲ 4.8

イタリア ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 1.5 ▲ 9.7 ▲ 9.0 ▲ 8.0 ▲ 4.1

カナダ ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.0 ▲ 10.9 ▲ 4.4 ▲ 0.8 ▲ 0.4 ▲ 16.0
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財政収支の国際比較（対GDP比）

我が国財政の構造的な悪化⑦

○ 債務残高の対GDP比は、Ｇ７諸国のみならず、その他の諸外国と比べても突出した水準となっています。

＜全世界における順位（172ヵ国・地域中）＞

1 マカオ 0.0%

2 香港 1.9%…

70 韓国 51.3%…

108 ドイツ 68.6%…

113 中国 71.8%…

154 英国 108.1%…

158 フランス 112.6%

159 カナダ 115.1%…

164 米国 126.4%…

169 イタリア 149.8%

170 スーダン 187.9%

171 ギリシャ 200.7%

172 日本 255.4%

※ 数値は令和３年（2021年）の値。
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（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本、米国及びフランスは、2022年及び2023年が推計値。それ以外の国は、2023年が推計値。
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地方財政・地方税制の現状と課題

第第７７５５回回 租租税税研研究究大大会会

令令和和５５年年９９月月２２００日日

総総務務省省 自自治治税税務務局局長長 池池 田田 達達 雄雄
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総総論論 ：： 地地方方財財政政・・地地方方税税制制のの現現状状とと課課題題

1

（ 1ページ）

○下水道 ○保健所（特定の市）

○港湾 ○上水道

○公営住宅 ○ごみ・し尿処理

○市町村道 ○国民健康保険 ○消防

○準用河川 ○介護保険

○小・中学校 ○生活保護（市の区域） ○戸籍

(用途地域、都市施設) ○幼稚園 ○児童福祉 ○住民基本台帳

決定

○公営住宅 ○公立大学(特定の県)

○二級河川 与・人事

○警察

○都道府県道

国

○高速自動車道 ○大学 ○社会保険 ○防衛

○国道

学校 ○児童福祉 ○職業訓練

地

方

都

道

府

県

○国道（国管理以外） ○高等学校・特別支援 ○生活保護（町村の区域）

○一級河川(国管理以外) ○小・中学校教員の給 ○保健所

○港湾 ○私学助成(幼～高)

○市街化区域、調整区域

市

町

村

○都市計画等

○私学助成（大学） ○医師等免許 ○外交

○一級河川

国と地方との行政事務の分担

分 野 公　共　資　本 教　　育 福　　祉 そ　の　他

○医薬品許可免許 ○通貨

地方財政の果たす役割

○ 我が国の内政を担っているのは地方公共団体であり、国民生活に密接に関連する行政は、そのほとんどが地方団体の手で

実施されている。

○ その結果、政府支出に占める地方財政のウェートは国と地方の歳出決算・最終支出ベースで５６％となっている。

2

（ 2ページ）
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※１ 地方の借入金残高は、令和３年度までは決算ベース、令和４年度及び令和５年度は地方財政計画等に基づく見込み。
※２ ＧＤＰは、令和３年度までは実績値、令和４年度は実績見込み、令和５年度は政府見通しによる。
※３ 表示未満は四捨五入をしている。

54 52 49 

90 91 90 

16 16 
16 

30 30 
28 

66 67 70
79

91

106

125

139
150

163

174
181

188
193 198 201 201 200 199 197 199 200 200 201 201 201 199 197 196

194 192 192 191 188
183 

32.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

50

100

150

200

H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

交付税特会借入金残高（地方負担分）

公営企業債残高（普通会計負担分）

臨財債除く地方債残高

臨財債
地方の借入金残高(企業会計負担分を除く)/GDP

兆円

年度

臨時財政対策債

交付税特会借入金残高

公営企業債残高

臨時財政対策債を除く地方債残高

ＧＤＰ比

（（参参考考））公公営営企企業業債債残残高高（（企企業業会会計計負負担担分分））のの状状況況

年度 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

公営企業

債残高 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 27 26 26 24 24 24 23 22 22 21 21 20

（単位：兆円）

地方財政の借入金残高の状況

4

（ 4ページ）
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12 
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5 
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76.4 
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87.6 
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H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5 年度

（兆円）

その他

公債費

投資的経費

社会保障
関係費等の
一般行政経費

給与関係経費

〇 社会保障関係費（一般行政経費に計上）は高齢化の進行等により増加。
〇 投資的経費は減少傾向にあったが、近年は、防災・減災、国土強靱化関連事業の増等により増加傾向。
〇 給与関係経費は減少傾向にあったが、保健所の恒常的な人員体制強化のための保健師の増や児童虐待防止対策のための児童

福祉司の増等により横ばい。

地方財政計画の歳出の推移

3

（ 3ページ）
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2.0 
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13.3%

10.5%

5.7%

9.0%

16.3%

22.2%

17.4%

16.7%
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5.6%

7.9%

11.3%
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（兆円）

…地方交付税の増額等

…地方債の増発

財源不足額

凡例 ：

地財計画総額（H24～R５は通常収支
分）に対する財源不足額の割合

（注）財源不足額及び補塡措置は、補正後の額である（令和５年度は当初）

地方財政の財源不足の状況

5

（ 5ページ）

１．活力ある多様な地域社会の実現等の重要課題への対応

「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、地方団体が、ＤＸ・ＧＸの推進、こども・子育て政策の強化、地方へ

の人の流れの強化等による個性をいかした地域づくりの推進、防災・減災、国土強靱化を始めとする安全・安心なくらしの

実現、人への投資など、活力ある多様な地域社会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な税財政基盤を確保。

３．地域ＤＸの推進と財政マネジメントの強化

(1) デジタル社会のパスポートとしてのマイナンバーカードの利活用拡大等による住民サービスの向上のための取組

の推進や自治体情報システムの標準化・共通化、地域課題の解決に資するデジタル実装の全国展開などにより、

地域ＤＸを推進。

(2) 公共施設等の適正配置や老朽化対策等の推進、財政状況の「見える化」、水道・下水道の広域化や公立病院経営

強化プランの推進等による公営企業の経営改革など、地方団体の財政マネジメントを強化。

東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等の事業費及び財源の確実な確保

東日本大震災の復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確実に確保。

【東日本大震災分】

【通常収支分】

２．地方の一般財源総額の確保等

(1) 社会保障関係費等の増加が見込まれる中、地方団体が、上記１に掲げた重要課題に対応しつつ、行政サービスを

安定的に提供できるよう、「新経済・財政再生計画」、「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、交付団体を

始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和５年度地方財政計画の水準を下回らない

よう実質的に同水準を確保。

(2) こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組むことができるよう、「こども未来戦略方針」等を

踏まえ、地方財源を適切に確保。

(3) 地方交付税については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割である財源調整機能と財源保障

機能が適切に発揮されるよう、総額を適切に確保するとともに、臨時財政対策債の発行を抑制。

(4) 地方分権推進の基盤となる地方税の充実確保とともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に

向けた取組。

令和６年度の地方財政の課題

6

（ 6ページ）
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国税・地方税の税収内訳（令和５年度地方財政計画額）

（注）１ 各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。
２ 国税は特別会計を含み、地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。
３ 国税は特別法人事業税を含まず、地方税は特別法人事業譲与税を含む。（）内は、国税は特別法人事業税を含み、地方税は特別法人事業譲与税を除いた金額である。
４ 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

〔
地
方
税
内
訳
〕

個人市町村民税

37.1％

82,890億円

個人

道府県民税

26.0％

49,288億円

個人住民税

32.0％

132,178億円

所得税

29.1％

203,820億円

法人市町村民税

7.1％

15,863億円

地方

法人二税

24.9％

47,338億円

地方法人二税

15.3％

63,201億円

法人税

19.0％

133,360億円

地方消費税

31.2％

59,167億円

地方消費税

14.3％

59,167億円

消費税

30.8％

215,730億円

固定資産税

42.2％

94,198億円

固定資産税

22.8％

94,198億円

自動車税

8.8％

16,765億円

軽油引取税

4.9％

9,307億円

都市計画税

6.1％

13,570億円

その他

7.5％

16,660億円

その他

4.2％

8,027億円

その他

15.6％

64,329億円

その他

21.1％

147,473億円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000１０兆円 ２０兆円 ３０兆円 ４０兆円 ５０兆円 ６０兆円 ７０兆円

・法人住民税 4.7％ 19,289億円

・法人事業税 10.6％ 32,533億円 ・揮発油税 33,914億円
(地方揮発油税を含む)

・ 特別法人事業税 20,556億円

・相続税 26,190億円

・酒税 11,280億円

・印紙収入 9,440億円

・地方法人税 13,232億円

・たばこ税 9,340億円
（このほか、たばこ特別税 1,126億円）

・自動車税 16,765億円

・都市計画税 13,570億円

・地方たばこ税 10,265億円

・軽油引取税 9,307億円

国国 税税

770000,,338833億億円円 （（668800,,333399億億円円））

地地方方税税合合計計

441133,,007733億億円円 （（443333,,005599億億円円））

道道府府県県税税

118899,,889922億億円円 （（220099,,887788億億円円））

市市町町村村税税

222233,,118811億億円円

〔
地
方
税
内
訳
〕

特別法人事業譲

与税

19,986億円

特別法人事業

譲与税

19,986億円

〔
地
方
税
内
訳
〕

個人市町村民税

37.1％

84,883億円

個人

道府県民税

25.3％

50,642億円

個人住民税

31.6％

135,525億円

所得税

28.3％

210,480億円

法人市町村民税

7.2％

16,536億円

地方

法人二税

24.9％

49,843億円

地方法人二税

15.5％

66,379億円

法人税

19.6％

146,020億円

地方消費税

32.9％

65,882億円

地方消費税

15.3％

65,882億円

消費税

31.4％

233,840億円

固定資産税

42.2％

96,696億円

固定資産税

22.5％

96,696億円

自動車税

8.1％

16,178億円

軽油引取税

4.6％

9,275億円

都市計画税

6.1％

13,873億円

その他

7.5％

17,073億円

その他

4.3％

8,516億円

その他

15.1％

64,915億円

その他

20.7％

153,950億円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000１０兆円 ２０兆円 ３０兆円 ４０兆円 ５０兆円 ６０兆円 ７０兆円

・法人住民税 4.7％ 20,120億円

・法人事業税 10.8％ 46,259億円
・揮発油税 22,129億円

(地方揮発油税を含む)

・ 特別法人事業税 20,093億円

・相続税 27,760億円

・酒税 11,800億円

・印紙収入 9,760億円

・地方法人税 18,919億円

・たばこ税 9,350億円
（このほか、たばこ特別税 1,128億円）

・自動車税 16,178億円

・都市計画税 13,873億円

・地方たばこ税 10,479億円

・軽油引取税 9,275億円

国国 税税

772244,,119977億億円円 （（774444,,229900億億円円））

地地方方税税合合計計

444499,,553344億億円円 （（442299,,339977億億円円））

道道府府県県税税

222200,,447733億億円円 （（220000,,333366億億円円））

市市町町村村税税

222299,,006611億億円円

〔
地
方
税
内
訳
〕

特別法人事業

譲与税

20,137億円

特別法人事業

譲与税

20,137億円

8

（ 8ページ）

◎地方の税源・歳出配分の推移

国民の租税（租税総額＝１１３．３兆円）

国 税
71.9兆円
［70.0兆円］

63.4％
［61.8％］

地方税
41.4兆円

［43.3兆円］

36.6 ％
［38.2％］

地方の歳出
（純計ベース）
１２２.６兆円

55.7％

地方交付税
国庫支出金等

国民へのサービス還元

国と地方の歳出総額（純計）＝２１９．９兆円

国の歳出
（純計ベース）
９７．３兆円

44.3％

（注）精査中であり、数値が異動することがある。

（注）地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。

（注）国税は特別法人事業税を含み、地方税は特別法人事業譲与税を含まない。
［ ］内は、国税は特別法人事業税を除き、地方税は特別法人事業譲与税を含めた金額。

◎国・地方の歳入歳出（令和３年度決算）

租税総額（国・地方）に占める地方税収の割合（％）

歳出総額（国・地方）に占める地方歳出の割合（％）

国・地方の税源配分について

0%

特別法人事業譲与税等含む

計画

（注） 令和３年度までは決算額、令和４年度は決算見込額（令和５年７月時点）、令和５年度は地方財政計画額であ
る。

見込

7

（ 7ページ）
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地方税収（地方財政計画ベース）の推移

（注） １．表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。

２．令和３年度までは決算額、令和４年度は決算見込額（令和５年７月時点）、令和５年度は地方財政計画額である。

３．括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税（～R1）及び特別法人事業譲与税（R2～）を除いたものである。

年度
見込 地財

9

（ 9ページ）

令和４年度地方税収入決算見込額（地方財政計画ベース）

（単位：兆円）

令和4年度
地財計画額

令和5年度
地財計画額

対R3決算 対R4地財
（③－①） （③－②）

13.2 13.6 +0.2 +0.3 13.6

8.3 9.1 +0.9 +0.8 8.7

　うち特別法人
　事業譲与税 2.0 2.2 +0.3 +0.2 2.0

5.9 6.4 +0.2 +0.5 6.6

9.4 9.5 +0.3 +0.1 9.7

6.4 6.6 +0.2 +0.1 6.5

4433..33 4455..22 ++11..99 ++11..99 4455..00

41.3 43.0 +1.6 +1.7 42.9

(注) １．令和4年度決算見込額（令和5年7月）は、地方公共団体からの速報値を集計したものである（最終的な決算額とは異同が生じることがある）。

　　 ２．表中の計数は、超過課税分、法定外税等を含んでいない。

　　 ３．計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

令和3年度
決算額

令和4年度
決算見込額
（令和5年7月）

① ②

　個人住民税 13.4

③

　地方法人二税
 （特別法人事業譲与税を含む）

8.2

1.9

　地方消費税 6.2

　固定資産税 9.2

　地方税計
 （特別法人事業譲与税を除く）

41.4

　その他 6.3

　　地地方方税税計計
 （特別法人事業譲与税を含む）

4433..33

10

（10ページ）
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人口一人当たりの税収額の指数（令和３年度決算額）

（注１） 上段の「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額である。
（注２） 地方消費税については、現行の清算基準により得られる最新の理論値である。 12

（12ページ）

主要税目（地方税）の税収の推移

（注） １．表中における計数は、超過課税を含まない。

２．令和３年度までは決算額、令和４年度は決算見込額（令和５年７月時点）、令和５年度は地方財政計画額である。

３．地方法人二税の平成21年度以降の点線は、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を加算した額。

11

（11ページ）
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地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築

13

（13ページ）

各各論論①① ：： 個個別別地地方方税税制制のの現現状状とと課課題題

14

（14ページ）
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× ＝
税率

２３．２％ 法人税額

法人税割

均 等 割

×

６．０％×

１．０％県

市

所 得 割

所 得 割

外形標準
課税

付加価値割

資 本 割

７．０％
×

収 入 割

法人税
（国）

法人住民税
（県・市）

法人事業税
（県）

４．６兆円
（２．０兆円）

２．０兆円

１４．６兆円

※ （ ）内は特別法人事業税（外数）

１．９兆円

×
１．０％

× １．２％

× ０．５％

１．０％×

【資本金１億円超の普通法人】

【資本金１億円以下の普通法人・公益法人等】

付加価値額
（収益配分額＋単年度損益）

資本金等の額

収入金額

法人税額

法人税額

【電気供給業・ガス供給業・保険業を営む法人】

※ 税収の33.1％は地方交付税の原資

地方法人税
（国） 法人税額 × １０．３％

※ 税収の全額が地方交付税の原資
法人住民税法人税割の一部を国税化したもの

所得

所得

所得

※ 税収はR５収入見込額。なお、端数処理の関係で、計が一致しない場合がある。
※ 税率の括弧内は、特別法人事業税相当分の税率（外数）。

（２．６％相当）

（２．６％相当）

（０．３％相当）

（電気供給業（送配電事業）（注１）・ガス供給業（導管事業）（注２）・保険業を営む法人）

（注１）小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業については、資本金1億円超の普通法人は収入割、付加価値割及び資本割により、資本金１億円以下の普通法人等は収入割及び所得割による。
（注２）導管事業以外の事業については、導管部門の法的分離の対象となる法人の供給区域内でガス製造事業を行う者は収入割、付加価値割及び資本割により、その他の者については他の一般の事業と同様。

資本金等の額及び従業者数に応じて税率区分 ７万円 ～ 380万円

法人課税の概要

16

（16ページ）

１１．．地地方方法法人人課課税税

15

（15ページ）
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法人事業税の外形標準課税の概要

○ 外形標準課税は、資本金１億円超の普通法人に対して、平成16年度に導入。

○ 平成27年度及び28年度に、成長志向の法人税改革の一環として、外形標準課税の割合を拡大。

⑯～㉖ ２／８ ⇒ ㉗ ３／８ ⇒ ㉘～ ５／８

付加価値割

資本割

×× ００．．５５％％資本金等の額※ ＝
法人が株主等から出資を受けた金額として法人
税法施行令で定める金額

付加価値額 単年度損益＝ ＋
収益配分額

（報酬給与額※＋純支払利子＋純支払賃借料） ×× １１．．２２％％

※雇用安定控除（収益配分額の７割を超える報酬給与額を控除）有り

導入前

所 得 割

税率０．５％

平成28年度～

所 得 割

資本割

付加価値割

税率１．２％

税率９．６％
税率３．６％

（注）

税率０．５％

（注）特別法人事業税相当分を含む。

５ ３

２

１

※「資本金等の額」が「資本金＋資本準備金」を下回る場合は、「資本金＋資本準備金」を課税標準とする。

無償増減資
の加減算＋

17

（17ページ）

外形標準課税対象法人数・割合の推移（全国）

○ 外形標準課税の対象法人数、その割合とも、平成18年度をピークとして減少傾向が継続。

○ 平成18年度と比べて令和３年度は、数では約１万社の減少、割合では２／３に減少。

1.18%

0.72%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

外形対象法人数 全法人に占める外形対象法人の割合
（社）

※ 「道府県の課税状況に関する調」による。

29,618

19,394

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

全法人数 2,492,935 2,507,171 2,509,668 2,510,465 2,489,828 2,468,869 2,453,772 2,453,748 2,462,474 2,479,271 2,506,528 2,527,342 2,553,409 2,582,032 2,605,974 2,629,728 2,685,308

うち外形対象法人数 28,158 29,618 29,301 28,943 27,702 26,196 25,176 24,194 23,275 22,624 22,380 21,681 21,225 20,780 20,474 19,989 19,394

外形対象法人数の割合 1.13% 1.18% 1.17% 1.15% 1.11% 1.06% 1.03% 0.99% 0.95% 0.91% 0.89% 0.86% 0.83% 0.80% 0.79% 0.76% 0.72%

（単位：社）

18

（18ページ）
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第第一一 令令和和５５年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

令 和 ４ 年 1 2 月 1 6 日
自 由 民 主 党
公 明 党

４．経済社会の構造変化も踏まえた公平で中立的な税制への見直し

（３）外形標準課税のあり方

法人事業税の外形標準課税は、平成16年度に資本金１億円超の大法人を対象に導入され、平成

27、28年度税制改正において、より広く負担を分かち合い、企業の稼ぐ力を高める法人税改革の

一環として、所得割の税率引下げとあわせて、段階的に拡大されてきた。

外形標準課税の対象法人数は、資本金１億円以下への減資を中心とした要因により、導入時に

比べて約３分の２まで減少している。また、持株会社化・分社化の際に、外形標準課税の対象範

囲が実質的に縮小する事例も生じている。こうした事例の中には、損失処理等に充てるためでは

なく、財務会計上、単に資本金を資本剰余金へ項目間で振り替える減資を行っている事例も存在

する。また、子会社の資本金を１億円以下に設定しつつ、親会社の信用力を背景に大規模な事業

活動を行っている企業グループの事例もある。

こうした減資や組織再編による対象法人数の減少や対象範囲の縮小は、上記の法人税改革の趣

旨や、地方税収の安定化・税負担の公平性といった制度導入の趣旨を損なうおそれがあり、外形

標準課税の対象から外れている実質的に大規模な法人を対象に、制度的な見直しを検討する。

その上で、今後の外形標準課税の適用対象法人のあり方については、地域経済・企業経営への

影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。

令和５年度税制改正大綱（外形標準課税関係部分抜粋)

20

（20ページ）

○ 持株会社化・分社化によって、資本金１億円以下の子会社を設立した場合、組織再編の前後で企業グ
ループ全体の姿はほとんど変わっていないにもかかわらず、外形標準課税の対象範囲が縮小。

持株会社化と外形標準課税の対象範囲の関係

【Yホールディングス㈱】 【Y㈱】

製造事業部

X社（事業部型） Y社（持株会社型）

資本金 ：１億円
従業者数：800人

〔Y(株)、Ｙ販売(株)、Ｙ製造(株)は、Ｙホールディングス(株)の100%子会社〕

資資本本金金 ：：11,,000000億億円円
従業者数：10,000人

X社全体が外形標準課税の対象
（従業者10,000人）

Yホールディングス社のみが
外形標準課税の対象

（従業者200人）

（イメージ）

管理
部門

開発
事業部

資資本本金金 ：：11,,000000億億円円
従業者数：200人

【Y製造㈱】

資本金 ：１億円
従業者数：7,000人

【Ｙ販売(株)】
資本金 ：１億円
従業者数：2,000人

販売事業部

（注）法人事業税は、親法人、
子法人ともに、個社単位で
の単体課税となっている。

19
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２２．．固固定定資資産産税税

21

（21ページ）

区 分 固 定 資 産 税

１．課税客体
土地、家屋及び償却資産

(土地：1億8,076万筆、家屋：5,877万棟)

２．課税主体 全市町村（東京都23区内は東京都が課税）

３．納税義務者
土地、家屋又は償却資産の所有者
(土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税)

(土地：4,155万人、家屋：4,237万人、償却資産：483万人)

４．課税標準
価格（適正な時価）
※ 土地及び家屋は３年ごとに評価替え（令和３年度が評価替え年度）

※ 償却資産は、取得価額を基礎として、経過年数に応じ、定率法（旧定率法）により償却

５．税 率 標準税率 1.4％

６．免税点 土地：30万円、家屋：20万円、償却資産：150万円

７．賦課期日 当該年度の初日の属する年の１月１日

８．税 収 ９兆2,345億円（土地3兆5,120億円、家屋3兆9,378億円、償却資産1兆7,846億円）

※１ 税収以外のデータは、令和４年度実績。
※２ 固定資産税の制限税率（2.1%）は、平成16年度の改正により廃止。
※３ 税収は令和３年度決算額。

○ 固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設。

○ 固定資産（土地、家屋及び償却資産）の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益

関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税。

○ どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税として

ふさわしい基幹税目。

固定資産税の概要

22

（22ページ）

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   8423304944-1第75回租税研究大会記録.indb   84 2023/12/15   14:20:482023/12/15   14:20:48



―85―

600万円

550万円
600万円

600万円

500万円

負担水準の均衡化のイメージ

1,000万円

600万円

1,000万円

45%

750万円

地地価価そそののまままま

地地価価がが上上昇昇↗

450万円

1,000万円

税負担の均衡化を
段階的に図るもの

60%
負担水準

60%

60%
負担水準

負担水準

負負担担調調整整措措置置

84,000円円
（=600万円×1.4%）

税額

負担水準
60%

負担水準 50%
55%

その年 ２年目 ３年目

その年 ２年目 ３年目

84,000円円
（=600万円×1.4%）

税額

84,000円円
（=600万円×1.4%）

税額

70,000円円
（=500万円×1.4%）

税額

77,000円円
（=550万円×1.4%）

税額

84,000円円
（=600万円×1.4%）

税額

84,000円円
（=600万円×1.4%）

税額

63,000円円
（=450万円×1.4%）

税額

評価額

評価額

（評価替え）

原則、公示地価の７割

評価額に対する
負担割合

（評価替え）

※ 商業地等では、負担水準を
６割～７割に収まるようにしています。

600万円 600万円

450万円

24

（24ページ）

税 額＝× 税 率

標準税率

1.4％

課 税 標 準 額

○ 政策的な特例措置

＜主な例＞
小規模住宅用地 ： １／６
一般住宅用地 ： １／３

○ 土地に係る負担調整措置

納税者の負担感に配慮し、評価額に対し税負担
が低かった土地や、評価額が急激に上昇した土地
の場合にも、税負担はゆるやかに上昇させるため
課税標準額を調整する措置。

評価額

固定資産評価基準
により算出

○ 土地・家屋

３年ごとに評価替え
を行い、それ以外の
年度は原則据置き。

○ 償却資産

毎年評価替え

宅地については、
地価公示価格等の
７割を目途として評価

政策的な特例

措置

＜主な例＞
新築住宅

一般住宅
(３年１／２)
３階建以上

(５年１／２)

固定資産税の仕組み

23
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令 和 ２ 年 1 2 月 1 0 日
自 由 民 主 党
公 明 党

第第一一 令令和和３３年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

１ ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生

（4）固定資産税

固定資産税は、市町村財政を支える基幹税であり、ウィズコロナ・ポストコロナにおいても、その税収の

安定的な確保が不可欠である。

また、固定資産税は、固定資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存する受益関係に着目した財産税

であり、課税標準は適正な時価とされ、地方税法の規定により、３年ごとに評価替えが実施されている。

宅地等については、１年前の地価公示価格の７割を目途としつつ、基準年度及び据置年度の下落修正措置

も講じられ、地価の動向を評価額に反映させる形で行われてきた。

商業地等については、平成９年度から負担水準の均衡化を進めてきた結果、令和２年度の負担水準は、据

置特例の対象となる60％から70％までの範囲（据置ゾーン）内にほぼ収斂するに至っている。

近年、大都市を中心に地価が上昇する一方、地方において地価が下落していることを受け、負担水準が据

置ゾーン外となる土地が数多く生ずると見込まれており、そうした土地の負担水準を据置ゾーン内に再び

収斂させることに取り組むべきである。

現下の商業地の地価の状況を見ると、感染症の影響により、令和２年７月時点では三大都市圏や地方圏の

一部では上昇が続いている一方で、全国では５年ぶりに下落に転じた。

このような状況を踏まえ、負担調整措置については、納税者の予見可能性に配慮するとともに固定資産税

の安定的な確保を図るため、令和３年度から令和５年度までの間、下落修正措置を含め土地に係る固定資

産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続する。

その上で、感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納

税者の負担感に配慮する観点から、令和３年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地につい

て前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。

今後の固定資産税制度については、据置特例が存在することで、据置ゾーン内における負担水準の不均衡

が解消されないという課題があり、負担の公平性の観点からは更なる均衡化に向けた取組みが求められる。

これらを踏まえ、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措

置のあり方について引き続き検討を行う。

令和３年度税制改正大綱（負担調整措置関係部分抜粋）
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0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満
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0.7以下
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0.5未満
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0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

52.6%

26.4%

16.4%

4.1%

0.5%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満
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0.4未満
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0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上
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99.5%

0.3%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上
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0.1未満

平成26年度 平成29年度

商業地等の負担水準の状況

（負担水準）

※１ 当該年度課税標準額/当該年度評価額を表側にとり、各区分ごとの課税標準額の合計が課税標準額の総計に占める割合（％）を示したものである。
※２ 各年度の評価額、課税標準額については、「固定資産の価格等の概要調書」による（法定免税点以上）。
※３ 区分ごとに四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

平成30年度 令和３年度令和２年度

0.7

据
置
特
例

令和５年度

＜課標ベース 当年課評／当年評価額＞

0.7

【参考】地価公示（商業地）
H20→H23

▲13.9％

H23→H26

▲5.6％

第第三三年年度度 基基準準年年度度第第三三年年度度 第第三三年年度度 基基準準年年度度 第第三三年年度度

H26→H29

+2.3％
H29→R2

+8.0％

○ 平成６年の７割評価に伴う負担水準のばらつきは、平成26年度・29年度にほぼ収斂。

○ 近年の地価上昇により負担水準は再びばらついている。（※Ｒ３、４のコロナ特例の影響もあり。）

R2→R5

+1.4％
26
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３３．．森森林林環環境境税税・・森森林林環環境境譲譲与与税税

28
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同じ評価額の土地について
課税標準額に差が発生

土地Ａ

評価額 １０００万円
↓

課税標準額 ７００万円
（評価額×７０％が上限値）

土地Ｂ

評価額 ６００万円
↓

課税標準額 ４２０万円
（評価額×７０％が上限値）

評価額は横ばい

土地Ｂ

評価額 １０００万円
↓

課税標準額 ４７０万円
（評価額の５％引き上げ）

地価上昇

土地Ｂ

評価額 １０００万円
↓

課税標準額 ６００万円
（評価額×６０％で

引き上げ停止）

土地Ａ

評価額 １０００万円
↓

課税標準額 ７００万円
（評価額×７０％が上限値）

（毎年度、
評価額の５％引き上げ）

据置ゾーンによって生じる不公平

【【据据置置措措置置がが影影響響】】

27

（27ページ）

23304944-1第75回租税研究大会記録.indb   8723304944-1第75回租税研究大会記録.indb   87 2023/12/15   14:20:492023/12/15   14:20:49



―88―

（（３３割割））

等

注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

国

市 町 村
● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

公 益 的 機 能 の 発 揮

市 町 村 民 税 3,000円/年

道 府 県 民 税 1,000円/年個
人
住
民
税

均
等
割

災害防止・
国土保全機能

地球温暖化
防止機能 水源涵養機能

● 市町村の支援 等

納 税 義 務 者

約6,200万人

国
税

令令 和和 ６６ 年年 度度 かか らら 課課 税税 令令 和和 元元 年年 度度 かか らら 譲譲 与与

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

賦
課
決
定

都 道 府 県

市 町 村

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

都 道 府 県

森森 林林 環環 境境 譲譲 与与 税税
私私有有林林人人工工林林面面積積（林野率により補正）､林林業業就就業業者者数数､人人口口により按分

森森 林林 環環 境境 税税 11,,000000円円//年年
(賦課徴収は市町村が行う)

○ パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設する。

○ 税収は、平年度で約600億円。課税までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用。

【制度イメージ】

（（５５割割）） （（２２割割））

森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計
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400
500

80:20 85:15 88:12 90:10

160 340 440 540

40 60 60 60

500
400

・・・

Ｒ6 Ｒ7Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

各
年
度
譲
与
額

300

600

200

市：県の割合

（市町村分）

（都道府県分）

５０％ ： 私有林人工林面積

２０％ ： 林業就業者数

３０％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

（※以下のとおり林野率による補正）

林野率 補正の方法

８５％以上の市町村 １．５倍に割増し

７５％以上８５％未満の市町村 １．３倍に割増し

○ 市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定。

○ 令和６年度までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用。

○ 森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
（制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。）

【譲与基準】

森林環境税課税
（年額：1,000円）

（※）東日本大震災を教訓として全国で実施する防災施策対応分として引上げ

個人住民税均等割引上げ（年額：1,000円）

初年度
約300億円

平年度
約600億円

300機構準備金活用
により償還

譲与税特別会計
における借入金

機構準備金を活用（2,300億円）

森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準
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４４．．車車体体課課税税
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森林環境譲与税の取組事例集（令和４年度実績）

森林整備
○○ 森森林林経経営営管管理理制制度度にに基基づづくく市市町町村村にによよるる間間伐伐のの実実施施

（（秋秋田田県県由由利利本本荘荘市市））

木材利用・普及啓発

○○ 市市内内小小学学校校のの内内装装木木質質化化のの実実施施（（神神奈奈川川県県小小田田原原市市））

小田原市では、地域産木材の利用拡大を図るため、市内小学校の
内装木質化を実施。令和４年度は、地域産を活用して、大窪小学校
の腰壁や天井、室名札、椅子や机等の木質化を実施。低質材も積極
的に活用することで、川上への利益還元、安定的な森林経営に貢献。
【実績】小学校の内装木質化への地域産のスギ・ヒノキ間伐材の活用 34㎥

木質化の意義を伝える学習やワークショップの実施
（事業費30,039千円うち譲与税18,330千円）

人材確保・育成

○○ 新新規規就就業業者者のの確確保保（（岡岡山山県県三三咲咲町町））

美咲町では、町内の林業事業者の減少や高齢化等の理由から

将来的な林業の担い手不足が課題。町内外からの新規林業就業者

の確保と町内への移住・定住に繋げるため、１日林業体験及び林業

実務研修会を実施。
【実績】 １日林業体験及び林業実務研修会（計17名（町内：３名、町外：14名）参加）

町内の林業事業体への就業（２名） （事業費1,179千円 ※全額譲与税）

由利本荘市は、私有林人工林のうち60％の森林で適切な森林整備
が進んでいないことから、森林環境譲与税を活用し、森林経営管理法
に基づく森林整備を推進。
【実績】意向調査：4,206ha（事業費7,045千円 ※全額譲与税）、

経営管理権集積計画の策定及び保育間伐：41ha（事業費7,216千円 ※全額譲与税）

○○ 友友好好都都市市連連携携にによよるる森森林林整整備備 （（東東京京都都荒荒川川区区××福福島島県県福福島島市市））

荒川区と福島市は、地球温暖化対策の推進及び森林の保全や
地域交流の促進を目的として、「荒川区と福島市との森林整備の
実施に関する協定」を令和４年５月に締結し、福島市の市有林の
一部に設置した「あらかわの森」において、相互に連携・協力して
森林整備を行う事業を開始。
【実績】植樹ツアー ２回（荒川区民の親子20組40名参加）

（事業費3,394千円（荒川区）、 485千円（福島市） ※全額譲与税）

〈植樹体験の様子〉〈記念植樹の様子〉

〈森林整備前〉 〈森林整備後〉

〈木質化した図書コーナー〉 〈伝統工芸による室名札〉 〈端材ワークショップ〉

〈１日林業体験〉 〈林業実務研修会〉
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排気量等に応じて毎年度４月１日時点で賦課
（例：1,500cc超2,000cc以下で36,000円/年）

電気自動車には最低税率（25,000円/年）を適用

揮発油税 1兆9,990億円

地方揮発油税 2,139億円
※全額を地方揮発油譲与税として

都道府県・市町村に譲与
ガソリン車等

ディーゼル車

地方の車体課税
関係税収

2兆2,219億円

うち市町村分
6,371億円

：：地地方方財財源源取 得 利 用 走 行

揮発油税

軽油引取税
（道府県税）
〔9,275億円〕

自動車重量
譲与税として
2,864億円を

地方団体に譲与

・種別割
〔1兆5,141億円〕

・種別割
〔3,002億円〕

地方揮発油税

自動車重量税

〔6,644億円〕

N年度(取得時) N＋１年度 N＋２年度 N＋３年度 N＋４年度 N＋11年度 N＋12年度 N＋13年度 N＋14年度

…環境性能割

…種別割
⾃動⾞税環境性能割
燃費性能等に応じて、
０～３％の税率を決定

グリーン化特例(軽課)
電気自動車等に対して、
取得翌年度の種別割を
▲75％軽減

⾃動⾞税種別割

・・・・・ ・・・

廃⾞年N＋５年度

⽉割計算で
既納付分との
差額を還付

経年⾞に対する重課
13年超経過車に係る
種別割を15％重課

N＋15年度

自動車
重量税

自動車
重量税

自動車
重量税自動車重量税（国税）

車検時に、自動車の重量に応じて課税車検 車検 車検

自動車
重量税

車検

自動車
重量税

車検

自動車
重量税

車検

〔自家用乗用車に係る課税のイメージ〕

※ 税額について、地方税は令和５年度地方財政計画額 （市町村分の財源には、
環境性能割交付金（489億円）を含む。）、 国税は令和５年度政府予算に
より計上している。

都道府県分 159億円
市町村分 2,705億円

月
割

・環境性能割
〔1,037億円〕

・環境性能割
〔175億円〕

自動車税（道府県税）

軽自動車税（市町村税）

保 有

【国税】 【国税】

車体課税はその多くが地方財源（車体課税2.6兆円のうち2.2兆円が地方財源）。車体課税

車体課税（地方税）の課税イメージ
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1100,,880000  

2255,,000000  
3300,,550000  

3366,,000000  

4433,,550000  

5500,,000000  

5577,,000000  

6655,,550000  

7755,,550000  

8877,,000000  

111100,,000000  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

(500) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000660

［税率：円］

［総排気量：cc］

軽⾃動⾞税 ← → ⾃動⾞税

⾃家⽤乗⽤⾞の標準税率

令和５年度与党税制改正⼤綱（令和４年12⽉16⽇、⾃由⺠主党・公明党）

第三 検討事項
４ （略）⾃動⾞税については、電気⾃動⾞等の普及等のカーボンニュートラルに向けた動きを考慮し、税負担の公平性
を早期に確保するため、その課税趣旨を適切に踏まえた課税のあり⽅について、イノベーションへの影響等の多⾯的な観
点も含め、関係者の意⾒を聴取しつつ検討する。

⾞両の価格・重量等に関わらず、電気⾃動⾞・燃料電
池⾃動⾞には最低税率（25,000円/年）を適⽤

電気自動車等の普及等を踏まえた自動車税の課税のあり方

34
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平成16年度

17～21年度

22年度

23～30年度

令和元年度

２年度

３年度

４年度

５年度以降

法法人人住住民民税税・・法法人人事事業業税税、、
固固定定資資産産税税（（償償却却資資産産））のの
申申告告開開始始 [[HH1177..11]]

電電子子申申告告・・申申請請等等 電電子子納納付付 国国税税ととのの情情報報連連携携 そそのの他他

全全地地方方団団体体ががeeLLTTAAXXにに接接続続

地地方方税税共共同同機機構構のの設設立立 [[HH3311..44]]

※事業所税も追加 [H20.1]

ＯＳＳによる自動車税等の申
告開始 [H17.12]

JNKS（自動車税納付確認シ
ステム）の運用開始[H27.4]

所所得得税税確確定定申申告告書書のの
連連携携開開始始 [[HH2233..11]]

法定調書、扶養是正情報の
連携開始 [H25.5、H25.6]一定規模以上の事業者に対

し給与支払報告書等の電子
的提出を義務化 [H26.1]

地地方方税税共共通通納納税税シシスステテムムのの
運運用用開開始始 [[RR元元..1100]]

※新車新規のみ。中古車新規・移転
等登録、継続検査は、H29.4追加

特別徴収税額通知（特別徴収義

務者用）の電子化開始[H28.1]
源泉徴収票・給与支払報告書
の電子的提出の一元化[H29.1]

財務諸表提出の一元化
[R2.4]個人住民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）の申告・

納入手続の電子化 [R3.10]

地地方方税税統統一一QQRRココーードド等等をを用用
いいたた納納付付開開始始 [[RR55..44]]

大大法法人人にに係係るる電電子子申申告告義義務務
化化 [[RR22..44..11以以降降のの事事業業年年度度
にに係係るる申申告告]]

※固定資産税等全税目へ対象拡大
※納付手段も拡大（クレジット
カード、スマホ決済アプリ等）

軽自動車OSS、軽JNKSの運
用開始[R5.1]

特別徴収税額通知（納税義
務者用）の電子化開始[R6.1]

※電子的提出基準の引下げ[R3.1]

給与支払報告書、公的年金
等支払報告書の電子的提
出開始 [H20.1、H21.1]

法人の開廃業等に係る申請
手続の一元化、共通入力事
務の重複排除[R2.3]

地方たばこ税等の電子申告
開始[R5.10]

※対象は主として法人向けの税目

法法制制上上、、全全ててのの申申告告・・申申請請
手手続続へへ対対象象拡拡大大[[RR44改改正正]]
※実務的な準備が整ったものから
順次、eLTAX利用を開始

基幹税務システムの標準化
[R7年度までの移行を目指す]

固定資産税等に係る登記所
との情報連携開始[R2.1]

地方税務手続のデジタル化のあゆみ

36
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各各論論②② ：： 地地方方税税務務手手続続のの電電子子化化等等

35
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地方団体A

地方団体B

地方団体C

納税者等
申告等

納税

電子申告

電子納税

○ eLTAXは、インターネットを利用して地方税に係る手続を電子的に行うシステム。

○ 複数団体に対する電子申告・電子納税を一括で行うことができるほか、地方団体と国税当局間の

情報連携に活用。

○ 地方共同法人である地方税共同機構が管理・運営。

法人住民税・法人事業税

個人住民税（給与所得・退職所得に係る特別徴収）

個人住民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）

事業所税

自動車税環境性能割・種別割（OSS）（R5.1～）

軽自動車環境性能割（OSS）（R5.1～）

法人住民税・法人事業税

<eLTAX利用率：83.4％(R4年度)>

固定資産税（償却資産）

事業所税

個人住民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）

個人住民税（特別徴収のための情報のやりとり）

<eLTAX利用率：64.5％(R4年度)>

国税連携

国税庁

連携

国税庁から確定申告データ

地方団体から課税情報

合計 4兆4,794億円(R4年度)

eLTAX（エルタックス）について

インターネット回線

ＬＧＷＡＮ回線

専用回線

37
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源泉徴収票等
1,000枚以上

電子的提出義務化

（単位：％）

※地方法人特別税及び特別法人事業税を含む。

地方税の申告等に係るeLTAX利用率の推移

100枚以上に
要件引下げ

○ eLTAXを通じた電子申告利用率は、年々、上昇している。

（参考）eLTAX利用率（R4.4～R5.3）
利子割：2.2％ 配当割：15.3％
株式等譲渡所得割：38.1％

39.6

44.4

49.4
52.9

56.1

60.9

65.8
69.9

73.7
77.2

81.7 83.4

31.7

39.2

46.6

53.2
57.4

62.0
66.2

70.1
72.9

76.9
80.4 81.9

9.0
12.0

26.1
29.6

32.6

38.0
41.3

43.7
47.1

57.2

61.5
64.5

9.3 11.6
14.7

17.8

22.2

26.7
30.5

33.5
37.0

40.6
44.6

47.7

4.2
5.8 7.6

9.6 11.2
13.1

16.3
18.8

21.6

26.1

32.2

37.1

0
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60

70

80

90

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

法人道府県民税・法人事業税等(※)

法人市町村民税

個人住民税（給与支払報告書）

固定資産税（償却資産）

事業所税

市町村

県

目標（※１）

85.0
（中小法人）

65.0

50.0

※１目標値は「総務省におけるオンライン利用率引上げの基本計画」で設定した数値。

35.0
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地方税統一QRコード(eL-QR)の活用による地方税の電子納付について

○ 令和５年４月から、地方税の納付について「地方税統一QRコード(eL-QR)」を用いた仕組みを導入し、
①eLTAX操作による電子納付
②スマートフォン操作による電子納付 への活用を開始。
③金融機関窓口における納付受付後の事務処理

○ また、納付手段についても、従来の金融機関経由のダイレクト納付（口座引き落とし）やインターネッ
トバンキングに加え、「クレジットカード」や「スマートフォン決済アプリ」による納付が可能。

※対象税目：固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割（他の税目についても、原則活用）

納付書にeL-QRを印刷の上、送付

納納税税者者

eLTAX操作

金融機関窓口

スマートフォン
操作

①

③

② 地地方方団団体体
※※３３共共通通納納税税

シシスステテムム

eeLLTTAAXX

BANK

ダイレクト納付
インターネットバンキング

クレジットカード

○○ペイ ※１

※２

※１：利用可能なスマートフォン決済アプリ：R5.6月末までに、20以上のアプリが順次対応予定
※２：eL-QR対応可能金融機関：都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行（R5.5～）・信用金庫・労働金庫等372機関
※３：eL-QR活用地方団体：1,777団体（47都道府県、1,730市区町村）

※地方税お支払サイト

40
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eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

＜現在、法令で個別列挙している手続＞
・ 法人住民税・事業税の申告
・ 給与支払報告書の提出
・ 事業所税の申告
・ 固定資産税（償却資産）の申告 等

地方団体A

地方団体B

地方団体C

納税者等

申告等

＜今後、対象予定の手続（実施予定時期）＞
・ 地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税

及び宿泊税の申告（令和５年10月）
・ 軽油引取税の申告（令和６年10月）
・ 個人住民税の申告（令和７年１月） 等

今今後後

全ての申告・申請手続を
オンライン化の対象とする

○ eLTAX（地方税ポータルシステム）を通じた申告・申請は、これまで、オンライン化のニーズに応じ
て、法人を対象とする手続を中心として拡大し、地方税法令上、対象手続を個別に規定していた。

○ 令和４年度税制改正により、今後は、納税者等が地方団体に対して行う全ての申告・申請手続に
ついて、実務的な準備が整ったものから順次、eLTAXを利用して行うことができるよう所要の措置を
講じることとした。

39
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地方税統一QRコード(eL-QR)のイメージ

1122334455 112233445566 112233

3300550000

112233112233445566

3300550000

3300550000 3300550000

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

（（0000））000000000000--00000000000000000000000000000000000000000000
000000000000--00--000000000000--00

令令和和５５年年度度 令令和和５５年年５５月月３３１１日日

令令和和５５年年５５月月３３１１日日

令令和和５５年年４４月月１１日日

令令和和５５年年５５月月２２日日eL番号：12345 -1234567890
1234567890 -123456 -123

令令和和５５年年５５月月３３１１日日

eL番号：12345 -1234567890
1234567890 -123456 -123

1122334455667788990011223344556677889900
1122334455667788990011223344556677889900

0000000000--00--0000000000
0000000000--00--0000000000

地方税統一ＱＲコード
（eL-QR） 41
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地方税関係通知のデジタル化

○ 納税通知書や各種証明書などの地方税関係通知について、eLTAX 及びマイナポータルの更改・
改修スケジュールや納税者等の利便性及び地方公共団体の事務負担等を考慮しつつ、電子的に
送付する仕組みを検討する。

通通知知デデーータタ

■地方税関係通知のデジタル化（イメージ）

■地方税関係通知の例

○ 納税通知書（課税明細書を含む。）
○ 各種証明書（納税証明書や固定資産課税台帳登録事項証明書など）
○ 減免決定通知書 等

地地方方団団体体

等

納納税税義義務務者者等等

電子的に受領した情報を
後続する手続等に活用

申告・申請データ

納付データ・送金

【令和５年度与党税制改正大綱（令和４年12月16日自由民主党・公明党）［抄］】

42
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○ 地⽅公共団体の公⾦収納については、現⾏においても、各地⽅公共団体の判断により、指定納付受託者制度（地⽅⾃治法
§231の２の２）を活⽤して、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ等を利⽤した決済⽅法を導⼊することができる。

○ 他⽅、地⽅税については、これらに加えて全国共通の仕組みとして納付書に付された地⽅税統⼀QRコードを読み取ることで、
eLTAXを活⽤した収納が可能。
（例えば、事業者が全国に保有する⼟地等に係る固定資産税について、当該⼟地等の所在市町村の個別の納付⽅法に限らず、全国共通の地⽅税統⼀QRコードを利
⽤して統⼀の⽅法により納付することが可能。）

○ 地⽅税以外の公⾦についても、地⽅公共団体における公⾦収納の事務の効率化・合理化や、住⺠・⺠間事業者による公⾦納付
の利便性向上の観点から、上記の仕組みを活⽤した収納を可能とすべきとの声※がある。

○ デジタル庁及び総務省が⽴ち上げた各種公⾦に係る法令を所管する関係府省庁との連絡会議において、
eLTAXを活⽤した公⾦収納を可能とするための取組⽅針を令和５年３⽉に決定。

※全国銀⾏協会、⽇本経済団体連合会等

【⽅針の概要】
遅くとも令和８年９⽉にはeLTAXを活⽤した公⾦収納を開始することを⽬指し、地⽅公共団体等の意⾒を聞きながら、以下の取組を
進める。
① 地⽅公共団体が、その判断により公⾦収納を地⽅税共同機構に⾏わせることを可能とするため、関係法令を改正。
② 公⾦の性質上、全国的に共通の取扱いとする必要があるものの納付について、地⽅公共団体が共通の仕組みによりeLTAXを
活⽤できるようにすることを検討。

③ 地⽅公共団体による公⾦納付へのeLTAXの活⽤を促進するために必要な取組を⾏う。
④ その他、地⽅税共同機構におけるeLTAXのシステム改修や公⾦収納を⾏うための体制整備等、関係府省庁・関係機関等ととも
に連携・協⼒を図って公⾦収納の実現に向けた検討。

検討の背景

取組状況

地方公共団体の公金収納に係るeLTAXの活用について
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